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鋼船規則 CSR-B&T 編 ばら積貨物船及び油タンカーのための共通構造規則 

1 編 共通要件 

1 章 一般原則 

1 節 適用 

1. 適用範囲 

1.1 一般

1.1.1 
本規則は，以下の(a)から(c)に適合する船舶に適用する。

(a) ばら積貨物船及び二重船殻油タンカー

(b) 航路制限のない自航する船舶

(c) 2015 年 7 月 1 日以降に建造契約が行われる船舶 

（備考 1）「航路制限のない」とは，氷で覆われた氷域を航行する能力によって制限される場合を除き，海域，季節等のあらゆ

る地理的制約を受けないことをいう。 

（備考 2）「建造契約」とは，予定される船主と建造者との間で船舶を建造する契約が調印された日をいう。「建造契約」の日

に関する詳細については，IACS Procedural Requirement No.29 を参照すること。 

1.1.2 
本規則は溶接鋼構造であって防撓板パネルで構成される船舶に適用する。船体構造は横隔壁及び桁部材を有する縦式構

造又は横式構造としなければならない。

本規則において想定する典型的な構造配置には次のものを含んでいるものとする。

・ 条約要件に適合する深さを持つ二重底

・ 機関室が，貨物タンク区域の後方に位置する。

1.1.3 
本規則を適用できない船舶については，本会の関連規則に適合しなければならない。

1.2 ばら積貨物船に対する適用範囲

1.2.1 
本規則は，船の長さ LCSRが 90m 以上で単船側構造及び二重船側構造のばら積貨物船の船体構造に適用する。

ばら積貨物船とは，主として乾貨物をばら積する船舶であって，一般に，貨物倉区域の範囲にわたり，一層の甲板，二

重底，ビルジホッパタンク及びトップサイドタンクを有し，船側構造を単船側又は二重船側構造とするものをいう。ばら

積貨物船における典型的な構造配置を図 1 に示す。

ハイブリッド型ばら積貨物船については，少なくとも 1 つの貨物倉において，図 1 に典型的な構造配置の例として示す

ようなビルジホッパタンク及びトップサイドタンクを有し，他の貨物倉において図 2 に横断面の例として示すようなビル

ジホッパタンク及び／又はトップサイドタンクを有さない場合，本規則に規定する強度基準を満足しなければならない。

本規則は以下の船種には適用しない。

・ 鉱石運搬船

・ 兼用船

・ チップ船

・ セメント船，飛散灰運搬船及び砂糖運搬船 

ただし，積荷又は揚荷に 10 トンを超えるグラブ，パワーショベル，その他貨物倉の構造部材を損傷させる恐れが
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ある機材を用いない場合に限る。 

・ 自動揚荷装置が備えられた船底構造を有する船舶

 
図 1 ばら積貨物船の典型的な構造配置 

 
 

図 2 ホッパタンク及び／又はトップサイドタンクを有さない場合の貨物倉横断面の例 

 

1.3 二重船殻油タンカーに対する適用範囲

1.3.1 長さ及び構造配置

本規則は，船の長さ LCSRが 150m 以上の二重船殻油タンカーに適用する。油タンカーの定義については MARPOL 73/78 
附属書Ⅰの規定によるものとする。

本規則において想定する典型的な構造配置を図 3 に示す。また，構造配置には次のものを含んでいるものとする。

・ 条約要件に適合する幅を有する二重船側構造

・ 平板，波形又は二重構造の船側縦通隔壁，船体中心線上にある縦通隔壁又は横隔壁 

・ 単甲板構造

図 3 に示す横断面図は典型的な一例であって，これ以外のクロスタイ及び横桁部材の配置も，適用対象となる。 

1.3.2 貨物温度

本規則における貨物の設計温度は，次に示す通り。

(a) 最高貨物温度: 80 C

(b) 最低貨物温度: 0 C 
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図 3 二重船殻油タンカーの典型的な構造配置 

 
 

2. 規則の適用 

2.1 規則の記載

2.1.1 本規則の構成

本規則は 2 編から成る。

・ 1 編：共通要件

・ 2 編：船種特有の要件

各編は，規則の目的を満足するための詳細な適用及び要件に対する指示事項を定めた「章」で構成する。

2.1.2 番号付け

番号付けは，表 1 による。
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表 1 規則の番号付け及び略号 

次数 レベル 例 

1 編 1 編 共通要件 

2 章 1 章 一般原則 

3 節 1 節 適用 

4 条 1. 適用範囲 

5 項 1.1 一般 

6 号 1.1.1 本規則は に適用する。 

2.2 規則要件

2.2.1 1 編

1 編には，次に示す全ての船舶に共通な要件が規定されている。

・ 1 章：一般原則

・ 2 章：一般配置要件

・ 3 章：構造設計の原則 

・ 4 章：荷重

・ 5 章：ハルガーダ強度

・ 6 章：船体局部寸法

・ 7 章：直接強度評価

・ 8 章：座屈

・ 9 章：疲労

・ 10 章：その他の構造

・ 11 章：船楼，甲板室及び艤装品

・ 12 章：建造

・ 13 章：就航後の船舶，切替え基準

1，2，3，4，5，6，8，12，13 章及び 10 章 4 節の規定は，船の長さ全長に亘って適用される。7，9，10，11 章につい

ては，各章において適用範囲を定義している。

2.2.2 2 編

本規則の 2 編には，1 編の要件に加えて適用する船種特有の要件を規定している。2 編の構成は次の通り。

・ 1 章：ばら積貨物船

・ 2 章：二重船殻油タンカー

2.2.3 規則の適用

船舶の構造配置及び寸法は，図 4 に示す関連する本規則の編及び章によらなければならない。 
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図 4 規則の適用 

 

2.2.4 一般基準

船体構造，設計詳細及びネット若しくはグロスの提案寸法は，本規則の要件及び最小寸法に従わなければならない。

2.2.5 誤記修正の反映

国際船級協会連合（IACS）にて採択された誤記修正（Corrigenda）がある場合には，それらによること。

2.3 構造要件

2.3.1 材料及び溶接

本規則は，3 章 1 節の規定を満足する特性を有する鋼で溶接により建造される船体構造に適用する。また，本規則は，

船楼又は小さいハッチカバー等の船体構造の一部を3章 1節の規定を満足する鋼以外の材料で建造する溶接構造の船舶に

も適用する。

上述の材料と異なる材料が用いられる船舶にあっては，本規則の原則及び基準を基にして，個々に検討しなければなら

ない。

 

1 編 共通要件 

表題 表題 

表題 

表題 

表題 

章 章 

章 

章 

章 

一般原則 
一般配置設計 
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2 編 船種特有の要件 
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疲労 
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就航後の船舶 

スロッシングを受ける

タンク 10.4 

1 
2 
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4 

1 
2 

10.2 
10.3 

5 
6 

7 
8 
9 

 
11 

12 
13 

10.1 
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2.4 船舶の各部

2.4.1 一般

本規則の適用にあたっては，船舶を次の 5 つの部分に分けて取り扱う。

・ 船首部

・ 貨物倉区域

・ 機関区域

・ 船尾部

・ 船楼及び甲板室

2.4.2 船首部

船首部とは，船首隔壁の前方に位置する次をいう。

・ 船首倉構造

・ 船首材

2.4.3 貨物倉区域

貨物倉区域とは，貨物倉，貨物タンク及びスロップタンクからなり，船の全幅及び全深さにわたる部分，船首隔壁並び

に後方の横隔壁を含む。ただし，貨物ポンプ室を有する場合はこれを貨物倉区域に含まない。

2.4.4 機関区域

機関区域とは，船尾隔壁及び貨物倉区域後端の横隔壁の間の部分をいい，貨物ポンプ室を有する場合はこれを含む。

2.4.5 船尾部

船尾部とは，船尾隔壁の後方に位置する構造をいう。

2.4.6 船楼及び甲板室

船楼とは，乾舷甲板上に設けられた上部に甲板を有する構造物のうち，船側から船側に達するもの又はその側壁が船側

外板から 0.04B を越えない位置にあるもの。 

甲板室とは，乾舷又は船楼甲板上に設けられた上部に甲板を有する構造物のうち，船楼の定義にあてはまらないものを

いう。

2.5 揚貨設備への適用制限

2.5.1 定義

船体と一体構造とみなされる揚貨設備の固定部分（例えば，クレーン本体，デリックブーム，ロープ，索具及び一般的

に取り外し可能な部品を除くクレーンポスト脚部，マスト，キングポスト，デリック基部等）であって船殻構造に直接影

響を及ぼす部分については，船体構造に恒久的に溶接固着される構造としなければならない。

2.5.2 揚貨設備への規則の適用

揚貨設備の固定部分及び船体構造への固着部については，当該設備を登録するか否かにかかわらず，揚貨設備規則の関

連規定によらなければならない。

2.5.3 揚貨設備の固定部分に対する支持構造

揚貨設備の固定部分を支持する構造及び移動式の設備を支持するために取り付ける構造は，当該設備の操作及び環境条

件によってそれらに生じる付加荷重を考慮して設計しなければならない。

2.6 特殊な設計

2.6.1 
特殊な設計又は一般的でない船体設計の船舶については 1 章 3 節 6.2 を満足しなければならない。 

3. 船級符号への付記 

3.1 付記 CSR
3.1.1 適用

本規則の規定に適合する船舶については，A 編 1.2 の規定による付記及び以下に掲げる付記に加え，船級符号に CSR

を付記する。

3.2 ばら積貨物船への付記

3.2.1 追加の付記 BC-A，BC-B 及び BC-C

以下に示す規定は，1.2.1 に定義する船舶であって長さが 150m 以上のものに適用する。 
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ばら積貨物船には，次に掲げる記号のいずれか 1 つを船級符号に付記しなければならない。

(a) BC-A 
BC-B に関する条件に追加して，最大喫水状態において特定の貨物倉を空倉の状態として，貨物密度 1.0 t/m3 以上の

乾貨物をばら積み輸送するように設計されたばら積貨物船 

(b) BC-B 
BC-C に関する条件に追加して，全ての貨物倉に貨物密度 1.0t/m3 以上の乾貨物をばら積みするように設計されたば

ら積貨物船 

(c) BC-C 
貨物密度が 1.0t/m3 未満の乾貨物をばら積み輸送するように設計されたばら積貨物船 

設計時に考慮する積付状態の検討結果によって，運航時に順守しなければならない詳細な制限が設けられる場合，次に

掲げる事項を追加で付記しなければならない。

・ BC-A 又は BC-B を付記する船舶において最大貨物密度を 3.0t/m3 未満とする場合，“Maximum cargo density in t/m3”

を付記する。（4 章 8 節 4.1 参照） 

・ 船舶が 4 章 8 節 4.4.2 の条件に従って多港積荷又は揚貨状態に対する設計がされていない場合，“no MP”を付記す

る。 

・ BC-A を付記する船舶については，“Holds a, b, … may be empty”を付記する。（4 章 8 節 4.1 参照）

・ BC-A を付記する船舶においてブロック積状態を計画する船舶については，“Block loading”を付記する。（4 章 8 節

4.2.3(d)参照）

3.2.2 追加の付記 GRAB[X]
3.2.1 により BC-A 又は BC-B を付記する船舶については，追加で GRAB[X]を船級符号に付記しなければならない。これ

らの船舶に対しては，2 編 1 章 6 節に規定する付記 GRAB に対する要件の適用において，積荷のない状態におけるグラブ

重量[X]トンを以下の通りとしなければならない。

・ LCSR ³ 250m の船舶について 35t

・ 200m £ LCSR < 250m の船舶について 30t
・ その他の場合は 20t
その他の船舶については，追加の付記は任意とする。 

4. 船級規則の適用 

4.1 本規則に規定の無い構造について

4.1.1 
本規則に規定のない構造部位に関しては本会の関連要件に適合する必要があることに注意しなければならない。
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2 節 原則 

1. 一般 

1.1 規則の目的

1.1.1
本規則の目的は，人命の安全性並びに環境及び財産の保全性を向上させる一助となるよう構造損傷のリスクを軽減させ，

また，設計寿命期間，船体構造の耐久性に寄与するために最低限の船級要件を定めることである。

1.1.2
本節では以下の事項を含む。

・ 船の設計，建造及び運航に関する一般原則並びに本会，建造者，設計者及び船主の役割に関する情報

・ 設計パラメータ及び船の運航上の想定事項に関し，本規則における前提事項を明記した設計基礎

・ 荷重及び構造強度に関して，規則内の構造要件に用いられる基本原理を定義した設計の原則

・ 設計の原則の適用方法及び 1.1.1 を考慮した基準を示した規則の設計方法 

2. 一般原則 

2.1 国際法及び国内法

2.1.1
船舶は，国際海事機関（IMO）によって規定され，各主官庁又は本会により施行される規制の枠組みに沿って，設計，

建造及び運航されなければならない。建造者は，各主官庁又は本会により施行される国際労働機関（ILO）の関連規定が

構造設計及び構造配置に与える影響を考慮しなければならない。

2.1.2
本規則は，適用される条約要件が満たされているという仮定に基づく。

2.2 規則の適用及び施行

2.2.1
本会は，船体構造及び主要なエンジニアリングシステムに関する最小要件を含んだ船級規則を開発し公表する。本会は，

船舶の設計，建造及び運航の各段階において，船級要件及び主管庁の認可に基づき適用される国際法への適合を確認する。

2.2.2
本規則は，船級登録する上での船体構造に関する要件を規定するものであり，建造及び運航段階における規則への適合

を確認するための関連要件は含まない。本規則の目的とする安全レベルを満足するために，船舶の設計，建造及び運航に

関連する規定は，規則の適用及び施行に関わる団体により守られるものと仮定する。次に本仮定の要約を示す。

(a) 一般 

・ 設計，建造及び運航に関わる情報及び書類は建造者と船主間の合意により，建造者，設計者，本会及び船主間

で情報交換されるものとする。規則要件に基づく設計書類が提出されるものとする。 

・ 規則の要件順守を確かなものとするために，品質システムは，船主及び関連する団体により，設計，建造，運

航及び保守活動に適用されるものとする。 

(b) 設計面 

・ 船主は船舶の用途を明示し，船舶は規則に規定される構造要件並びに運航要件に従って設計されるものとする。

・ 建造者は，運航上の制限内で船舶が安全及び効率的に運航されるよう，運航上の制限の確認及び文書化を行う

ものとする。 

・ 国内法及び国際法に加え，規則に含まれる規定への適合を確認するため，建造者により設計の確認がされるも

のとする。 

・ 設計は十分な資格及び技術を有し，熟練した者により行われるものとする。

・ 本会は船級規則への適合を確認するため，船舶の設計図及び関連書類を技術的に評価するものとする。

・ 照明及び通風装置を取り付けた区画において，SOLAS 条約，海事労働条約（MLC）2006 第 3.1 規則（居住設
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備及び娯楽設備）及び船級規則において関連する規定があれば，建造者は構造設計及び構造配置への影響を考

慮しなければならない。一般的な指針として，人的要素については IACS 勧告 No.132 又は本会が認める人間

工学に関する規格に基づいて検討して差し支えない。 

・ 騒音を最小とすべき，通常，乗組員が使用している又は配置されている区画については，建造者は，SOLAS
条約 II-1 章 3-12 規則及び船内騒音コード（決議 MSC.337(91)）の関連要件の構造設計及び構造配置への影響を

考慮しなければならない。 

・ 振動を最小とすべき，通常，乗組員が使用している又は配置されている区画については，建造者は，海事労働

条約（MLC）2006 第 3.1 規則（居住設備及び娯楽設備）等の関連条約に基づく要件の構造設計及び構造配置

への影響を考慮しなければならない。一般的な指針として，人的要素については IACS 勧告 No.132 又は本会

が認める人間工学に関する規格に基づいて検討して差し支えない。 

(c) 建造面 

・ 建造者は，建造中，十分な監視及び品質管理を行われるものとする。

・ 建造は資格，経験を有する者によって行われるものとする。

・ 目違い及び誤差を含む工作技術は，適当な建造基準に従うものとする。

・ 本会は，建造及び品質管理が，承認された図面，手順のうち船級に関わる事項に従っていることを確認するた

めに検査を行うものとする。 

(d) 運航面 

・ 運航に関わる者は，船舶の運航上の制限を認識及び順守するものとする。

・ 運航従事者は，構造に働く荷重及び内力を最小にするために，船舶を適切に運航できるよう十分に訓練を受け

るものとする。 

・ 船舶は，良好な状態を維持するものとする。また，船舶は，船級検査スキーム並びに国際法及び国内法の要件

に従うものとする。 

・ 本会は，船舶が船級検査スキームに従って，船級が維持されていることを確認することを目的として，検査を

行うものとする。 

3. 設計基礎 

3.1 一般

3.1.1
本節は，本規則における設計の原則の基礎として用いる船舶の運航に関わる設計パラメータ及び前提条件について規定

する。

3.1.2
船舶は，非損傷時において，適切な積付状態に対し，5.3.2 及び 5.3.3 で定義される設計寿命内の環境条件に耐えるよう

設計されなければならない。最終強度の算定では，縦曲げ最終強度並びに板部材及び防撓材の最終強度を含むものでなけ

ればならない。

3.1.3 残存強度

船の長さ LCSRが 150m 以上の船舶は，例えば衝突，座礁又は浸水シナリオ等の損傷状態における荷重に耐えるために十

分な余剰強度を有するよう設計されなければならない。残存強度計算は，永久変形及び座屈後の挙動を考慮して，縦曲げ

最終強度までの余裕を考慮しなければならない。5 章 3 節を参照すること。

3.1.4 有限要素法解析

船の長さ LCSRが 150m 以上の船舶において，貨物倉区域内の構造部材の寸法は，1 編 7 章に規定する要件に従って評価

しなければならない。

3.1.5 疲労寿命

船の長さ LCSRが 150m 以上の船舶は，1 編 9 章に規定する構造詳細に対する設計疲労寿命に従って評価しなければなら

ない。

3.1.6
本規則は，設計基礎に適合する船舶に適用する。この設計基礎から逸脱する場合，特別な考慮を払わなければならない。 



－10－

（2019 鋼船規則 CSR-B&T編  1編  1章  2節）

3.1.7
建造者から船主に伝えられる各船の設計に使用する設計基礎は，文書化され，設計に関する審査及び承認の一部として

本会に提出しなければならない。設計基礎からの変更は，すべて本会及び船主に公式に通知し，承認を得なければならな

い。

3.2 船体形状に関する適用制限

3.2.1
本規則では，環境荷重に関連し，次に示す船体形状を有すると仮定する。

・ LCSR < 500 m

・ CB > 0.6

・ LCSR/B > 5

・ B/D < 2.5

船の長さが 350m を超える船舶にあっては，本会によって波浪荷重に対して特別な考慮が払わなければならない。

3.3 設計寿命

3.3.1
船舶の設計パラメータとして 25 年の設計寿命を仮定する。本規則で規定する設計寿命は，船舶が運航に従事した公称

の期間である。

3.4 環境条件

3.4.1 北大西洋の波浪環境

本規則の要件は，船舶の設計寿命の間，北大西洋の波浪環境を航行する船舶に基づくものとする。

3.4.2 風及び潮流

構造強度に対する風及び潮流の影響は考慮しないものとする。

3.4.3 海氷

本規則において海氷及び着氷の影響は考慮しない。

3.4.4 設計温度

本規則の規定は，次に示す設計温度に対する船体強度部材の構造評価を有効とする。

・ 日平均気温の統計平均の最低値は-10 C

・ 日平均水温の統計平均の最低値は 0 C

日平均気温の統計平均がより低い海域，例えば冬季の北極海又は南極海を定期的に航行することが見込まれる船舶には，

本会が適当と認める要件を適用する。

上記において，次の定義を適用する。

・ 統計平均：少なくとも 20 年にわたる期間における平均

・ 日平均：日中と夜間を通じた 1 日の平均

・ 最低値：1 年間で最も低い値

運航時期に制限がある場合，運航期間のうち最低値を適用する。

3.4.5 熱による荷重

本規則において，熱による荷重及び残留応力の影響は考慮しない。

3.5 運航条件

3.5.1
本規則は，適合性を評価するために最小の積付状態を規定する。

本規則で要求する積付以外の積付に関する仕様は船主の責任とする。これらの積付状態についても文書化し，適合性を

評価しなければならない。

3.5.2
本規則における仮定を次に示す。

・ ばら積貨物船において，外洋航行中バラスト貨物倉は部分積載をしないものとする。

・ ばら積貨物船において，悪天候中のバラスト貨物倉へのバラスト漲水及び排水作業を行わないものとする。

3.6 運航時の喫水

3.6.1
設計上の運航喫水は，船主の同意の下，建造者/設計者が指定し，適切な構造寸法を算出するために用いなければなら
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ない。ローディングマニュアルに記載する運航時のすべての積付状態は，設計上の運航喫水を満足するものでなければな

らない。最低限，次に示す設計上の運航喫水について考慮しなければならない。

・ 構造評価のための最大構造喫水

・ 構造評価のための船体中央部における最小バラスト喫水

・ ばら積貨物船の構造評価のための船体中央部におけるヘビーバラスト状態の最小喫水

・ バラストタンクに漲水する場合及び漲水しない場合におけるスラミング荷重 TF-e 又は TF-f を受ける船首船底構造評

価のための船首最小喫水

TF-e 及び TF-fについては 4 章 5 節 3.2.1 を参照すること。 

・ 油タンカー：次の状態の船体中央部における最大喫水 

・ 全貨物タンクが空倉の状態

・ 中央貨物タンクが空倉及び船側貨物タンクが満載の状態

・ 中央貨物タンクが満載及び船側貨物タンクが空倉の状態 

・ スチールコイルを積載するばら積貨物船：スチールコイルの積付状態の船体中央部における最大喫水

3.7 内部環境

3.7.1 強度評価における貨物油密度

比重 1.025t/m3 又は設計者がこれより高い値を設定している場合にはその値をタンク構造に対する強度評価における貨

物油密度として用いなければならない。

3.7.2 疲労評価における貨物油密度

貨物タンク構造の疲労評価において，平均密度は 0.9t/m3 又は設計者がこれより高い値を設定している場合にはその値

を用いなければならない。

3.7.3 乾貨物密度

乾貨物密度は 4 章 6 節 2.3 の規定による。

3.7.4 バラスト水の密度

バラスト水の密度は 1.025t/m3 を用いなければならない。

3.8 建造及び検査

3.8.1
本規則に規定する構造要件は，建造及び補修が適切な関連基準並びに許容差に従って実施するという仮定に基づく。本

会は建造時においては建造者に対して，引渡し後の修理時においては船主に対して，構造の重要箇所への追加の注意事項

を要求する場合がある。

3.8.2
目的として，船舶は，必要に応じて承認された資料を使用する管理された品質基準に従って建造されなければならない。

3.8.3
本規則には，個々の構造部材に対する切替え基準を規定する。本規則に規定する構造要件は，航行中における船主によ

る十分な監視並びに本会規則及び法規に基づく定期的検査を受けることを前提としている。

3.8.4
タンク強度試験及び水密試験は，IACS 統一規則 S14 の規定に基づく B 編 2.1.5 の規定に従い検査計画の一部として実

施しなければならない。

3.8.5
材料の製造，組立て，結合及び溶接手順，鋼材の表面処理並びに塗装に関する仕様は，船舶建造品質手順に含まれなけ

ればならない。船主はこれらの建造者による仕様を認めたものとみなす。

3.9 最大航海速力

3.9.1
最大航海速力は，設計に関する仕様書に記載しなければならない。船体構造の検証基準は航海速力を考慮しているが，

このことは船舶を適切に運航するという船主及び運航者の義務を何ら緩和するものではない。2.2.2(d)を参照すること。

3.10 船主の追加要求

3.10.1
一般的な船級規則及び条約要件を上回る要求の船主仕様は，構造設計に影響する場合がある。船主の特別要件には，次

に示す項目を含む場合がある。 
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・ 振動解析

・ 高張力鋼使用率の最大値

・ 規則要求値を上回る追加の構造寸法

・ 規則等で規定する荷重に関する追加の設計余裕

・ 設計疲労寿命の増加又はこれと等価な手法による疲労強度の向上

船主の特別要求については，本規則に規定しない。船主の特別要求がある場合，構造設計に影響を与える可能性がある

ものについては，設計図書に明確に記載しなければならない。 

4. 設計の原則 

4.1 全般的原則

4.1.1 序論

本節には，荷重，構造強度モデル及び評価基準並びに建造及び運航面で規則の基礎となる設計の原則を規定する。

4.1.2 一般

本規則は，次に示す全般的原則に基づく。

・ 構造の安全性は，運航荷重，環境荷重の影響下にある船舶の潜在的な構造崩壊モードについて検討することで評価

することができる。 

・ 設計は，設計基礎に適合している。1 章 3 節を参照すること。

・ 構造要件は，ばら積貨物船又は油タンカーが適切に運航されることを考慮した設計荷重に基づいている。

船体構造は，次のとおり設計する。

・ 船体構造は，本質的に冗長性を有するよう設計する。船体構造部材は，原則として階層の下方にある構造要素の損

傷が，即時に階層の高い構造要素の損傷をもたらさないような階層的な挙動をとる。 

・ 船体構造は，合理的に予想される損傷状態，例えば，衝突，座礁又は浸水シナリオにおいて波浪及び内部荷重に耐

えるために十分な余剰強度を有するよう設計する。残存強度計算は，永久変形及び座屈後の挙動を考慮した縦曲げ

最終強度までの余裕を考慮しなければならない。 

・ 船体構造は，就航中の亀裂発生を最小とするよう設計する。特に，構造の健全性又は容器としての健全性に影響す

る箇所又は検査及び修理しにくい箇所における亀裂発生を最小とするよう設計すること。 

・ 船体構造は，いずれかの区画が浸水するような軽微な衝突といった，不測の損傷が生じた場合にも耐えられる十分

な構造的冗長性を有するよう設計する。

4.1.3 限界状態設計の原則

本規則は限界状態設計の原則に基づく。

限界状態設計は各構造要素が，特定の設計シナリオに関連する損傷モードを用いて評価する体系的な手法である。各損

傷モードは，1 つ又は複数の限界状態が関係する。関係する全ての限界状態を考慮することにより，構造要素の最小限界

荷重を得ることができる。

3 章 5 節で定義される限界状態を使用限界状態（SLS），最終限界状態（ULS），疲労限界状態（FLS）及び事故限界状態

（ALS）の 4 つに分類する。

本規則は，様々な構造部材に対して関連する限界状態の要件を含む。

4.2 荷重

4.2.1 設計荷重シナリオ

構造評価は，船舶が遭遇する荷重シナリオに基づく。4 章 7 節参照

設計荷重シナリオは，次に示す静的及び動的荷重に基づく。

・ 静的荷重シナリオ（S） 

静的荷重を適用対象とする。一般的に港内，閉囲された水域，タンク試験における荷重シナリオを対象とする。 

・ 静的及び動的組合せ荷重シナリオ（S+D） 

静的荷重及び同時に生じる動的荷重を適用対象とする。一般的に，外洋航行中に対する荷重シナリオを対象とする。 

・ 衝撃荷重シナリオ（I） 

外洋航行中に遭遇する船底スラミング及び船首衝撃のような衝撃荷重を適用対象とする。  

・ スロッシング荷重シナリオ（SL） 
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外洋航行中に遭遇するスロッシング荷重を適用対象とする。 

・ 疲労荷重シナリオ（F） 

関連する動的荷重を適用対象とする。 

・ 事故浸水設計荷重シナリオ（A） 

通常の運行中には発生しない荷重を適用対象とする。 

4.3 構造強度の評価

4.3.1 一般

構造設計の基本的な原則は，構造要求寸法を確認するために，設計荷重を適用し，妥当な崩壊モードを特定し，適切な

強度モデルを用いることである。

4.3.2 最終限界状態（ULS），使用限界状態（SLS）及び事故限界状態（ALS）に対する強度モデル

強度評価手法は，問題となる崩壊モードについて，要求される精度で解析できるものでなければならない。

構造強度の評価手法は，規則計算又は有限要素法のようなより高度な計算法のいずれかによる。

応力，変形又は強度の決定に用いる算式は，選択された強度評価手法並びに設計荷重のタイプ及び大きさに対して適切

なものであるとする。

4.3.3 疲労限界状態（FLS）に対する強度モデル

疲労損傷に対する構造詳細を評価するために疲労強度評価手法に関する規則要件を規定する。

疲労強度モデルは，設計 S-N 曲線，参照応力範囲及び仮定される長期応力頻度分布曲線を組合せた線形累積疲労被害度

（Palmgren-Miner s rule）に基づく。

疲労強度評価モデルは，規則計算又は有限要素法のようなより高度な計算法いずれかによる。これらの手法では，全体

及び局部的な動的荷重の組合せの影響を考慮する。

4.3.4 ネット寸法手法

ネット寸法手法の目的は，次に示す通り。

・ 新造段階における強度計算に用いられる板厚及び就航後に許容される最小板厚を関連づける。

・ 船舶の一生を通じて，腐食に関わる構造の状態を明確に確認可能にする。

ネット寸法手法において，局部腐食及び全体的な腐食は区別する。局部腐食は，板部材や防撓材のような局部構造部材

の均一腐食と定義される。全体的な腐食は，主要支持部材やハルガーダのようなより広い範囲の全体的な平均腐食と定義

される。局部腐食及び全体的な腐食の両方が新造船の審査の基礎として用いられ，また，船舶の運航中において確認され

なければならない。

塗装又は同様の防食措置による利点は，構造強度の評価において考慮しない。

構造強度の評価におけるネット寸法手法の適用については，3 章 2 節に規定する。

4.3.5 非損傷時の構造

最終限界状態（ULS），使用限界状態（SLS）及び疲労限界状態（FLS）に対するすべての強度計算は，構造が損傷して

いないという仮定に基づく。船体構造が損傷した状態にある船舶の残存強度については事故限界状態（ALS）において考

慮する。 

5. 規則設計手法 

5.1 一般

5.1.1 設計手法

寸法要件は，種々の構造部材に対して，必要に応じ関連する限界状態（ULS，SLS，FLS 及び ALS）を含んで規定され

ている。

寸法の評価基準は，次に示す設計手法のいずれかに基づく。

・ 許容応力度法（WSD）

・ 部分安全係数法（PSF）即ち，荷重抵抗係数設計法（LRFD）

許容応力度法（WSD）及び部分安全係数法（PSF）の両手法に対し，2 つの設計評価条件及びこれに対応する許容基準

を規定する。これらの条件は，組合せ荷重（条件 A 及び B）の確率レベルに関連する。

・ 許容応力度法は，次による。 
条件 A に関して RWstat 1h£  
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条件 B に関して RWW dynstat 2h£+  

statW ： 同時に生じる静的荷重（又は応力に関する荷重効果） 

dynW ： 同時に生じる動的荷重。動的荷重は，一般に局部荷重成分及び全体的荷重成分の組合せとなる。 

R ： 特有の構造強度（例えば，最小降伏応力又は座屈強度） 

ih ： 許容使用係数（抵抗係数）。使用係数は，荷重，構造強度及び崩壊に関する不確定性に対する考慮を含む。 

・ 部分安全係数法（PSF）は，次による。 

条件 A に関して 
R

dyndynstatstat
RWW
g

gg £+ -- 11  

条件 B に関して 
R

dyndynstatstat
RWW

g
gg £+ -- 22  

istat-g ： 静的荷重に関連する不確定性を考慮した部分安全係数 
idyn-g ： 動的荷重に関連する不確定性を考慮した部分安全係数 

Rg ： 構造強度に関連する不確定性を考慮した部分安全係数 

許容応力度法（WSD）及び部分安全係数法（PSF）の両手法に対する許容基準は，静的及び動的荷重効果の全ての組合

せに対して，一定の許容可能な安全レベルが達成されるよう，種々の要件に対応して調整される。

5.2 最低要件

5.2.1
他のすべての要件にかかわらず適用しなければならない最低要件として，最小寸法要件を規定する。従って，最小寸法

要件未満の板厚は許容されない。

一般に最低要件は次に示す方法のいずれかとする。

・ 最小降伏応力によらない最小板厚

・ 座屈崩壊モードを考慮した最低限の剛性及び寸法比

5.3 荷重及び強度に基づく要件

5.3.1 一般

本規則においては，一般に許容応力度法（WSD）を適用するが，縦曲げ最終強度基準に対しては部分安全係数法（PSF）
を適用する。部分安全係数法は，静的荷重，動的荷重及び強度算式に関連する不確定性をより適切に考慮するため，この

ような危険性の高い崩壊モードに対して適用する。

表 2 に示す通り，荷重シナリオは，設計荷重，設計算式及び許容基準の観点から規定している。ただし，この表には，

概要のみを示している。

規則算式に基づく荷重により，全ての板部材，局部支持部材，殆どの主要支持部材及びハルガーダに対する寸法要件を

規定し，甲板室，甲板装置の基部を含むすべての構造要素に適用する。

一般に，これらの規定は，ある特定の崩壊モードを対象としており，構造部材の評価を行う際は，複数の要件を適用す

る場合がある。

5.3.2 使用限界状態（SLS），最終限界状態（ULS）及び事故限界状態（ALS）に対する設計荷重

隔壁等の区画境界に対する構造評価は，船種及び船舶の運用による積付状態に基づく。

手法を統一させることを目的として，規則荷重値の計算においては，GM，Rroll，Tsc 及び CB等のパラメータに対する標

準規則値を適用する。

全体及び局部的な動的荷重及び衝撃荷重（表 1 参照）に対する確率レベルは 10-8 とし，長期予測により導出する。

スロッシング荷重（表 1 参照）に対する確率レベルは 10-4 とする。

構造の検証に用いる設計荷重シナリオでは，同時に作用する局部及び全体的な荷重成分のうち，該当するものに対して

用いる。関連する設計荷重シナリオは 4 章 7 節に規定する。

同時に発生する動的荷重は，4 章に規定する動的荷重の値に動的荷重の組合せ係数をかけて算出する。動的荷重ケース

を決定する動的荷重の組合せ係数は，4 章 2 節に規定する。

縦曲げ最終強度に対する設計荷重条件を 5 章 2 節に規定する。

5.3.3 疲労限界状態（FLS）に対する設計荷重

9 章に規定する疲労要件における荷重については，想定される荷重履歴に基づき，平均化的な手法を用いて評価する。

設計寿命で想定される荷重履歴は，10-2 確率レベルの動的荷重値において特性を持ち，各構造部材に対する荷重履歴は，

対応する応力の Weibull 確率分布で表されるものとする。 
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考慮する波浪荷重は，以下を含むものとする。

・ ハルガーダ荷重（垂直及び水平曲げモーメント）

・ 波浪変動圧

・ 貨物による動圧

荷重値は，積付状態に対応するパラメータ，例えば，GM，CB及び船体中央部における喫水に基づく。

同時に生じる動的荷重は，種々の動的荷重成分による応力の組合せとする。応力の組合せ手順は 9 章による。

5.3.4 構造応答解析

原則として，設計荷重の組合せに対する構造応答は次の手法により求める。

(a) 梁理論 

・ 規則算式を用いる。 

(b) 有限要素解析 

・ 貨物倉のモデルについてはコースメッシュ

・ 局部モデルについては詳細メッシュ

・ 疲労評価については極詳細メッシュ 

 
表 1 荷重シナリオ及び対応する規則要件 

運航状態 荷重タイプ 設計荷重シナリオ 許容基準 

外洋航行 

航行中 

荒天時の静的及び動的荷重 S+D AC-SD 

荒天時の衝撃荷重 衝撃(I) AC-I 

タンク内スロッシング荷重 スロッシング(SL) AC-S 

繰り返し波浪荷重 疲労(F) - 

フロースルー法又は

シーケンシャル法に

よるバラスト水交換 

荒天時の静的及び動的荷重 S+D AC-SD 

港内及び閉囲された水域 

積荷，揚荷及びバラ

スト漲排水時 

積荷，揚荷及びバラスト漲排水時の標準

最大荷重 
S AC-S 

タンク試験時 タンク試験時の標準最大荷重 S AC-S 

港内における特殊な

状態 

海上でのプロペラ検査，入渠状態等の港

内における特殊な状態での標準最大荷重 
S AC-S 

事故状態 

浸水状態 
事故時の浸水により内部水密区画の構造

にかかる標準最大荷重 
A 

AC-SD

AC-S 

5.4 許容基準

5.4.1 一般

許容基準は 3 種類に分類し，表 2 及び表 3 に示す。規則要件で用いられる個々の許容基準は，組合せ荷重の確率レベル

による。

許容基準AC-Sは，静的設計荷重の組合せ及びスロッシング設計荷重に対して適用する。当該荷重に対する許容応力は，

次に示す影響を考慮して，極限荷重に対するものよりも低くとる。

・ 繰り返し数 
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・ 動的荷重に対する余裕

・ 誤操作に対する余裕

許容基準 AC-SD は，発現確率の低い極限荷重を考慮する場合の静的及び動的組合せ設計荷重に対して適用する。

許容基準 AC-I は，一般に船底スラミング及び船首衝撃荷重等の衝撃荷重に対して適用する。

5.4.2 許容基準

作用応力設計の要件に適用すべき特定の許容基準は 1 編 5 章から 8 章，10 章及び 11 章並びに 2 編 1 章及び 2 章におけ

る詳細要件による。

本規則に規定する降伏及び座屈崩壊モードに対する種々の設計荷重シナリオについて，許容基準の一般的な概要として

表 2 及び表 3 を参照すること。降伏基準における許容応力は材料の最小降伏応力に比例する。座屈崩壊モードにおける許

容基準は剛性，寸法比及び座屈に関する使用係数に基づく。

 
表 2 許容基準（規則要件） 

許容基準 
板パネル及び局部支持部材(1) 主要支持部材(1) 縦強度部材 

降伏 座屈 降伏 座屈 降伏 座屈 

AC-S

AC-SD 

許容応力：

6 章 4 節

6 章 5 節 

剛性及び寸法

比の管理：

8 章 2 節 

許容応力：

6 章 6 節

2 編 1 章 4 節

2 編 2 章 3 節 

剛性及び寸法

比の管理：

8 章 1 節

8 章 2 節

柱座屈 

許容応力：

5 章 1 節 

許容座屈使用

係数：

8 章 1 節 3 

AC-I 
塑性基準：

10 章 1 節 3 

剛性及び寸法

比の管理：

8 章 2 節

10 章 1 節 3 

塑性基準：

10 章 1 節 3 

剛性及び寸法

比の管理：

8 章 2 節

10 章 1 節 3 

非適用 非適用 

(1) その他の構造については 10 章を，船楼，甲板室及び船体艤装については 11 章を参照すること。 

 
表 3 許容基準（有限要素解析） 

許容基準 
貨物倉解析 詳細メッシュ解析 

降伏 座屈 降伏 

AC-S

AC-SD 

許容応力：

7 章 2 節 5 

許容座屈使用係数：

8 章 1 節 3 

許容ミーゼス応力：

7 章 3 節 6

スクリーニング基準

7 章 3 節 3.3 

5.5 設計の検証

5.5.1 設計の検証   縦曲げ最終強度

縦曲げ最終強度に関する要件は部分安全係数法（PSF）に基づいている。安全係数は，静水中曲げモーメント，波浪中

垂直曲げモーメント及び縦曲げ最終強度のそれぞれについて指定する。この安全係数は，構造信頼性評価法に基づいて設

定しており，また，波浪中垂直曲げモーメントの長期荷重履歴分布は，極大波浪中垂直曲げモーメントを決定するのに適

した船体運動解析技術により求めている。

縦曲げ最終強度検証の目的は，船舶の最も重大な崩壊モードを管理していることを立証することである。

5.5.2 設計の検証   全体有限要素解析

全体有限要素解析は，船の構造要素間の複雑な相互作用，複雑な局部構造の配置，板厚の変化及び部材各部の特性，さ

らに十分な精度を有する複雑な荷重状態をより詳細に考慮するため，荷重及び強度に基づく規則算式要件による寸法の検

証に用いる。 
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貨物倉（有限要素モデルの長さは，3 ホールド長さとする）に対して，3 次元線形弾性有限要素解析を実施して，ハル

ガーダ及び主要支持部材の構造応答を検証し，主要支持部材の寸法要件を求める。有限要素解析の目的は，主要支持部材

の応力及び座屈強度が，適用される設計荷重に対する許容範囲内であることを検証することである。

5.5.3 設計の検証   疲労の評価

重要な構造の細部の疲労寿命が十分であることを検証する目的で疲労の評価が要求される。簡易算式による疲労に関す

る要件は，実際の詳細部の形状に対応する応力集中係数（SCF）を用いることによって，縦通防撓材端部の結合部のよう

な詳細部分に対して適用する。幾何学的詳細における実際のホットスポット疲労を決定する有限要素解析を用いた疲労評

価は，選択された細部に対して適用する。両手法において，疲労評価法は，Palmgren-Miner の線形被害度に基づく。

5.5.4 規則算式による寸法要件及び有限要素解析の関係

特に記載のない限り，規則算式によって定められる寸法は，有限要素解析のような代替の計算手段を用いて減じてはな

らない。
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3 節 適合確認 

1. 一般 

1.1 船舶の新造

1.1.1
船舶の新造時において，本節 2 に示す承認用に提出される図面及び書類は，船舶に指定される船級符号及び付記又は船

の長さに対応した関連基準を考慮し，本規則の規定を満足するものとしなければならない。

1.1.2
船舶が製造中登録検査を受ける場合，本会は次のことを行う。

・ 規則で要求され，提出される図面及び書類の承認

・ 船舶の建造中に使用される材料及び艤装品の設計の審査及び製造所における検査

・ 承認図面に関して，検査を実施する又は寸法及び構造が規則要求に適合していることを確認するために適切な証拠

を得る。 

・ 規則に規定される試験及び試運転に立会う。

・ 船級符号を付与する。

1.1.3
製造中登録検査を受ける船舶の建造に使用される材料及び艤装品については，K 編及び L 編の規定による。これらの

材料及び艤装品については，当該規則中の個々の事項によるものとし，原則として設計についての承認及び製造所におけ

る検査を受けること。

1.1.4
船舶建造中において本会の関与する部分として，本会検査員は，以下のことを行う。

・ 規則に規定される船舶の部位の全体にわたり検査を実施する。

・ 規則で規定される場合，製造方法及び製造手順について検査する。

・ 規則に規定される事項について，本会が指示する事項について確認する。

・ 適用される場合又は必要と判断される場合，試験及び試運転に立会う。

1.1.5
建造者は，建造のすべての段階を通して，承認済みの配置から変更又は追加をした時，本会にすみやかに通知し，必要

に応じて対処しなければならない。建造者は，いかなる場合も規則の要求又は承認済みの図面からの逸脱に対して，本会

から承認を得なければならない。ただし，船舶の構造強度に影響を与えない小規模の逸脱を除く。

1.2 就航後の船舶

1.2.1
就航後の船舶については，13 章の規定を満足しなければならない。 

2. 提出書類 

2.1 書類及び資料に関する要件

2.1.1 積付資料

船舶には，船長が船舶を規定の運航制限内に維持できるために十分な情報を含む積付資料を備えなければならない。ま

た，当該積付資料には，1章 5節に規定する承認されたローディングマニュアル及び積付計算機を含まなければならない。

2.1.2 計算データ及び結果

本規則に規定する手順に従って計算を行う場合，次のうち，該当するものの写し 1 部を提出しなければならない。

(a) 使用した計算手順及び技術プログラムの出典

(b) 構造モデルに関する記載

(c) 適用できる場合，直接解析における特性及び境界条件を含む解析パラメータの概要

(d) 適用できる場合，直接解析における積付状態の詳細及び適用した荷重 
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(e) 計算結果の総合的な概要

(f) 適当な計算例

仕様及びプログラムデータの入力並びにその結果の出力に対する責任は設計者による。

有限要素解析を行う場合の要件については，7 章 1 節 4.1 を参照すること。

2.2 図面及び補足計算書の提出

2.2.1 承認用提出図面及び補足計算書

本規則を適用するにあたって，本会に提出すべき図面及び補足計算書を表 1 に示す。

図面は電子媒体又は紙媒体で提出しなければならない。紙媒体で提出する際は，図面 3 部を本会に提出しなければなら

ない。ただし，補足資料及び計算書については 1 部のみで差し支えない。加えて，本会は，設計審査に必要と認める追加

の図面及び書類を要求することがある。

構造図面は，寸法及び各部位の結合部の詳細を示し，かつ，原則として，鋼材のグレード，製造方法，溶接方法及び熱

処理を含む設計材料を示すものでなければならない。加えて，13 章に規定する切替板厚に関する事項を含むものでなけ

ればならない。

溶接に関する要件については，12 章 2 節及び 12 章 3 節を参照すること。

設計基礎からの逸脱を有する場合，書類化し，本会に提出しなければならない。

 
表 1 承認用提出図面及び補足計算書 

図面又は補足計算書 含むべき情報 

中央横断面図

横断面図

外板展開図

甲板構造図及び中心線横断面図

二重底構造図

梁柱配置図

肋骨配置図

深水タンク及びバラストタンクの隔壁及び制

水隔壁図

標準詳細構造 

船級符号

主要目

最小バラスト喫水

フレーム心距

最大運航速度

貨物密度

甲板及び二重底の設計荷重

使用する材料のグレード

防食措置

甲板及び外板の開口並びにその補強

船底及び船側における平行部の境界

構造の補強部及び不連続部の詳細

ビルジキール（船体構造との結合詳細を含む）

溶接 

水密隔壁及び水密トンネル 開口及び閉鎖装置がある場合，開口及び閉鎖装置を含む 

船首構造図 - 

船尾構造図 - 

機関室構造

主機及びボイラの据付部 

主機の種類，出力及び回転数

機関及びボイラの質量及び重心位置 

船楼及び甲板室

機関室囲壁 

アルミニウム合金を使用する場合，その範囲及びその機械的性

質 

ハッチカバー及びハッチコーミング ハッチカバーの設計荷重

シール装置及び締付装置の配置，締付ボルトの種類及び位置

夏期満載喫水線及び船首端からハッチカバーまでの距離 
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表 1 承認用提出図面及び補足計算書（続き） 

図面又は補足計算書 含むべき情報 

サイドスラストがある場合，一般配置，トン

ネル構造並びにトンネル及び船体構造とスラ

スタの結合部 

- 

ブルワーク及び放水口 乾舷甲板及び船楼甲板上のブルワーク及び放水口の配置及び寸

法 

窓及び舷窓の配置図並びに構造詳細 - 

排水装置及び衛生装置 - 

係留及び曳航設備図 - 

係留及び曳航に関する船上設備のための支持

構造及び台板 

設計荷重及び荷重方向，ムアリングウインチの定格牽引力及び

保持荷重

作用する力

台板と甲板の結合詳細（ウインドラスの取付けボルトの仕様を

含む）

材料仕様及び溶接 

ウインドラス及びチェーンストッパの支持構

造及び台板 

設計荷重及び荷重方向

作用する力

台板と甲板の結合詳細（ウインドラスの取付けボルトの仕様を

含む）

材料仕様及び溶接 

船尾材，船尾柱又は船尾管

プロペラボス及びシャフトブラケット(1) 
- 

水密戸の図面及び関連する閉鎖装置系統図 閉鎖装置

動力装置及び開閉指示回路に関する電気系統図 

水密又は外側の扉及びハッチの図面 - 

揚荷装置の支持構造 設計荷重（力及びモーメント）

安全使用荷重 SWL 及び揚荷装置の自重

もしあれば，洋上における使用制限（海象条件）船体構造との

結合部 

安全設備の支持構造 設計荷重（力及びモーメント）

安全使用荷重 SWL 及び揚荷装置の自重

船体構造との結合部 

シーチェスト，スタビライザーリセス部等 - 

マンホール配置図 - 

区画への交通及び脱出設備図 - 

通風筒及び通気口を含む通風装置図 各区画の用途及び通気口の位置及び高さ 

タンク試験要領 各区画の試験方法

試験用パイプ高さ 
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表 1 承認用提出図面及び補足計算書（続き） 

図面又は補足計算書 含むべき情報 

艤装数計算書 計算のための幾何形状

艤装品リスト

鋼製ワイヤの構造

及び破断荷重

合成繊維ロープの材料，構造，破断荷重及び伸び 

アンカー装置配置図 - 

ホーズパイプ - 

ローディングマニュアル及び／又はトリム及

び復原性資料 
- 

(1) 他の操舵装置又は推進装置（例えば，ノズル式操舵装置又は旋回式推進装置）を採用する場合，当該装置の配置及び構造

寸法を示す図面を提出しなければならない。 

2.2.2 参考図面

2.2.1 の規定に加え，次の図面を補足として本会に提出しなければならない。

(a) 一般配置図

(b) 全てのタンク及び区画の容積及び重心位置を示す容量図

(c) 線図（本会が必要と認めたとき）

(d) 排水量曲線図

(e) 軽荷重量分布図

(f) 入渠要領書

(g) 揚荷装置の配置図

2.2.3 船上に備え付ける図面及び図書

最低限，次に示す図面及び図書を船上に備え付けなければならない。

(a) 各構造部材における新造時板厚及び切替板厚を示す次に掲げる図面の写し 1 部を船上に備えなければならない。 

・ 中央横断面

・ 鋼材配置図

・ 外板展開図

・ 横隔壁

・ 船首及び船尾構造図

・ 機関室構造図 

各構造部材における新造時板厚を示す次に掲げる図面の写し1部を船上に備えなければならない。 

・ 船楼，甲板室及び甲板室囲壁構造図 

(b) ローディングマニュアルの完成図（2.1.1 参照）

(c) 承認された積付計算機に関する図書（2.1.1 参照）

(d) 溶接に関する図面

(e) 高張力鋼の仕様の詳細及び機械的性質，使用範囲及び位置の詳細並びにその鋼の溶接，機能及び処理に対する全て

の推奨事項 

(f) 船体構造に使用される特殊材料（例えばアルミニウム合金）の使用に関する詳細及び情報

(g) 曳航及び係留設備図（11 章 3 節参照）

(h) 点検設備に関する手引書

(i) 溶接後処理を適用する場合，その詳細及び適用箇所を記載した構造詳細

加えて，本会が必要と認めた場合，追加の図面及び図書を要求することがある。 
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3. 承認の範囲 

3.1 一般

3.1.1
船主，設計者及び製造者は，船級要件に加え，船体構造要件に関する国際，国内，運河及びその他の機関の規定も対象

としなければならない。

3.1.2
本節 2 に規定する書類，図面及び資料を本会に提出しなければならない。本会は，要件への適合を確認するために，そ

の書類を審査する。

3.1.3
本会が定める手順に従って，図面，報告書又は書類の本規則への適合について審査したことを示す。

3.2 国際法及び国内法

3.2.1 責務

設計者は，該当する国内法及び国際法の要件を満たすよう設計を行わなければならない。

本会は，一般的な船級登録手順の一部として，国際法及び国内法への適合評価を行う責務を有さない。しかしながら，

本会は，明文化された指示のもと，船舶が国内法及び国際法に適合していることを審査し，承認する協定を旗国と結ぶこ

とがある。 

4. 工事 

4.1 製造者が満足すべき要件

4.1.1
建造工場は，材料，製造工程，船殻構造の構成部分を適切に取り扱うことができる適切な装置及び施設を備えなければ

ならない。建造工場は，適切な資格のある人材を配置しなければならない。すべての監督者及び管理者の名前及び責任範

囲を，本会に通知しなければならない。

4.2 品質管理

4.2.1
要求され，かつ，目的にかなう限り，製造者は，製造中及び完成後すべての船殻構造の構成部分を検査し，それらが完

成していること，それらの寸法が正しく，かつ，製作技術が満足できるものであること並びに良好な造船技術の基準に適

合していることを確認しなければならない。

船殻構造の構成部分は，製造工場による検査及び修正の完了後，適切な個所について，通常は塗装されておらず，かつ，

検査のために適切な交通を備える状態で，本会検査員に示さなければならない。

検査員は，製造者によって適切に検査されていない構成部分を不合格とし，製造者による検査及び修正の完了後に再度

検査を申請することを要求することがある。 

5. 構造詳細 

5.1 製造文書の詳細

5.1.1
構成部分の品質及び機能に関連するすべての重要な詳細は，製造文書（例えば，工作図）に記載しなければならない。

当該文書には，寸法のみならず，表面状態（例えば，エッジや溶接線の仕上げ），製造者の特別な手法並びに検査及び許

容基準に関する要件，許容誤差等の関連事項を含まなければならない。使用する基準（作業標準又は国際規格）を本会に

提出しなければならない。溶接継手詳細については，12 章 2 節による。

製造文書の喪失又は不十分な記載により，構成部分の品質又は機能が疑わしい場合，本会は，製造者に対して適切な改

善処置を提出するよう要求することがある。この処置には，図面承認時に要求されていなくても，補足又は追加の処置（例

えば，補強）を含むことがある。 
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6. 同等効力に関する手順 

6.1 規則の適用

6.1.1
本規則の規定は，一般的な形状，主要寸法比，速度及び構造配置の船舶に適用する。関連する設計パラメータについて

は，1 章 2 節 3 の規定による。

6.1.2
1 章 2 節 3 に規定する設計基礎の範囲外となる設計パラメータ（例えば，疲労寿命の増加）を組み込む場合，規則の適

用については，特別な考慮を払わなければならない。

6.2 特殊な設計

6.2.1
特殊な設計の船舶，すなわち，1 章 2 節 3.2 の規定を満たさない特殊な形状，主要寸法比，速度及び構造配置の船舶に

ついては，6.2.2 から 6.2.4 の規定に従って特別な考慮を払わなければならない。

6.2.2
特殊な設計の構造安全性が規則によるものと同等以上であることを証明する資料を本会に提出しなければならない。

6.2.3
特殊な設計を行う場合，設計の初期段階に規則の適用及び提出が必要となる追加資料を判断するために，本会と協議し

なければならない。

6.2.4
本会が必要と認める場合には，本規則の規定と同等であることを書類で証明するために計画的な審査を要求することが

ある。

6.3 代替計算方法

6.3.1
本会は，寸法及び配置が規則の計算方法を使用して導き出すものと同等以上の強度であることを証明することを条件に，

規則に規定する計算方法に代えて代替計算方法の適用を認めることがある。
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4 節 記号及び定義 

1. 主要な記号及び単位 

1.1 一般

1.1.1
特に規定がない場合，本規則で使用する一般的な記号及び単位は，表 1 による。

 
表 1 主要記号 

記号 意味 単位 

A 
面積 m2 

防撓材及び主要支持部材の断面積 cm2 

C 係数 - 

F 力及び集中荷重 kN 

I 
船体横断面の断面二次モーメント m4 

防撓材及び主要支持部材の断面二次モーメント cm4 

M 曲げモーメント kNm 

M 質量 t 

P 圧力 kN/m2 

Q せん断力 kN 

T 船の喫水（3.1.5 参照） m 

Z 
船体横断面の断面係数 m3 

防撓材及び主要支持部材の断面係数 cm3 

ai 運動“i”の加速度 m/s2 

b 
防撓材付き板の幅 mm 

防撓材及び主要支持部材の面材の幅 mm 

g 重力加速度で，9.81m/s2 とする。 m/s2 

h 
高さ m 

防撓材及び主要支持部材のウェブ高さ mm 

l  防撓材及び主要支持部材の長さ／スパン m 

n 項目の数 - 

r 
半径 mm 

板部材の曲率又はビルジ半径 mm 

t 板厚 mm 
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表 1 主要記号（続き） 

記号 意味 単位 

x 船長方向の軸に沿った X 座標（3.6 参照） m 

y 船幅方向の軸に沿った Y 座標（3.6 参照） m 

z 垂直方向の軸に沿った Z 座標（3.6 参照） m 

h  許容使用係数（判定値） - 

g  安全係数 - 

d  撓み／変位 mm 

q  角度 deg 

r  海水密度で，1.025t/m3 とする t/m3 

s  直応力 N/mm2 

t  せん断応力 N/mm2 

 

2. 記号 

2.1 船舶の主要データ

2.1.1
特に規定がない場合，本規則で使用する船舶の主要データに関する記号及び単位は，表 2 による。

 
表 2 船舶の主要データ 

記号 意味 単位 

LCSR 規則長さ m 

LLL 乾舷用長さ m 

LPP 垂線間長さ m 

L0 船の長さ LCSR，ただし，110m 未満の場合は 110m とする。 m 

L1 船の長さ LCSR，ただし，250m を超える場合は 250m とする。 m 

L2 船の長さ LCSR，ただし，300m を超える場合は 300m とする。 m 

B 船の型幅 m 

D 型深さ m 

T 船の型喫水 m 

TSC 構造用喫水 m 

TBAL バラスト喫水（船体中央部における最小バラスト喫水） m 

TBAL-H ヘビーバラスト状態における喫水 m 

TBAL-E 非常時又は荒天時におけるバラスト喫水 m 
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表 2 船舶の主要データ（続き） 

記号 意味 単位 

TLC 考慮する積付状態での船体中央部における喫水 m 

TF-f, TF-e 
船底スラミング領域の全てのバラストタンクを満載又はいずれかのバラス

トタンクを空とした場合の船首垂線における最小船底スラミング喫水 
m 

D  喫水 TSCにおける型排水量 t 

CB 喫水 TSCでの方形係数 - 

V 最大速力 knot 

x, y, z 参照座標系における X，Y，Z 座標 m 

2.2 材料

2.2.1
特に規定がない場合，本規則で使用する材料に関する記号及び単位は，表 3 による。

 
表 3 材料 

記号 意味 単位 

E ヤング率（3 章 1 節 2 参照） N/mm2 

G 
せん断弾性係数で次による。 

( )n+
=

12
EG  N/mm2 

ReH 規格最小降伏応力（3 章 1 節 2 参照） N/mm2 

eHt  
規格せん断降伏応力 

3
eH

eH
R

=t  N/mm2 

n  ポアソン比（3 章 1 節 2 参照） - 

k 材料係数（3 章 1 節 2 参照） - 

Rm 規格最小引張強さ（3 章 1 節 2 参照） N/mm2 

RY 公称降伏応力で，235/k とする。 N/mm2 

2.3 荷重

2.3.1
特に規定がない場合，本規則で使用する荷重に関する記号及び単位は，表 4 による。
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表 4 荷重 

記号 意味 単位 

Cw 波浪に関する係数 - 

qT  ロール周期 s 

q  ロール角 deg 

jT  ピッチ周期 s 

j  ピッチ角 deg 

ao 共通加速度パラメータ - 

az 上下方向の加速度 m/s2 

ay 左右方向の加速度 m/s2 

ax 前後方向の加速度 m/s2 

fp 確率係数 - 

kr ロール回転半径 m 

GM メタセンタ高さ m 

l  波長 m 

S 静的荷重状態 - 

S+D 動的荷重状態 - 

Pex 外圧（4 章 5 節 1.1 参照） kN/m2 

Pin 液体による内圧（4 章 6 節 1 参照）又はばら積貨物による内圧（4 章 6 節 2.4.1） kN/m2 

Ps 静水圧 kN/m2 

Pls タンク内の液体による静圧 kN/m2 

Pw 波浪変動圧 kN/m2 

Pld タンク内の液体による動圧 kN/m2 

PD 青波による甲板への圧力 kN/m2 

Pslh-j スロッシング圧力（添え字 j は方向を意味する。） kN/m2 

Pdl 甲板又はプラットフォーム上に積載される分布貨物による全圧 kN/m2 

PSL 船底スラミング圧 kN/m2 

PFB 船首衝撃圧 kN/m2 

Pfs 浸水状態における静圧 kN/m2 

Pfd 浸水状態における動圧 kN/m2 

PST 試験水圧（静圧） kN/m2 
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表 4 荷重（続き） 

記号 意味 単位 

FU 
甲板又はプラットホーム上に積載される貨物による合力（4 章 5 節 2.3 又は

4 章 6 節 5.3 参照） 
kN 

Msw-j 
静水中垂直曲げモーメント（添え字 j = h, s, p はそれぞれホギング状態，サ

ギング状態，港内状態を意味する。） 
kNm 

Qsw 静水中垂直せん断力 kN 

Mwv-j 
波浪中垂直曲げモーメント（添え字 j = h, s はそれぞれホギング状態，サギ

ング状態を意味する。） 
kNm 

Qwv 波浪中垂直せん断力 kN 

Mwt 波浪中捩りモーメント kNm 

Mwh 波浪中水平曲げモーメント kNm 

 
2.4 寸法

2.4.1
特に規定がない場合，本規則で使用する寸法に関する記号及び単位は，表 5 による。

 
表 5 寸法 

記号 意味 単位 

Iy-n50 船体横断面における水平中立軸まわりのネット断面二次モーメント m4 

Iz-n50 船体横断面における垂直中立軸まわりのネット断面二次モーメント m4 

ZD-n50, ZB-n50 船体横断面の甲板及び船底における断面係数 m3 

zn 基線から水平中立軸までの垂直距離 m 

a 3 章 7 節 2.1.1 に規定する基本板パネルの長さ mm 

b 3 章 7 節 2.1.1 に規定する基本板パネルの幅 mm 

s 防撓材の心距（3 章 7 節 1.2.1 参照） mm 

S 主要支持部材の心距（3 章 7 節 1.2.2 参照） m 

l  防撓材又は主要支持部材のスパン（3 章 7 節 1 参照） m 

bl  ブラケットの腕の長さ m 

t 腐食予備厚を差し引いた板厚 mm 

tn50 腐食予備厚の半分を差し引いた板厚 mm 

tc 腐食予備厚 mm 

tgr グロス板厚 mm 

tas_built 建造板厚 mm 

tgr_off 申請グロス板厚 mm 
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表 5 寸法（続き） 

記号 意味 単位 

tgr_req 要求グロス板厚 mm 

toff 申請ネット板厚 mm 

treq 要求ネット板厚 mm 

tvol_add 任意追加板厚 mm 

tres 腐食余裕厚 mm 

tc1, tc2 構造部材の片側に適用される腐食予備厚 mm 

hw 防撓材及び主要支持部材のウェブ高さ mm 

tw 防撓材及び主要支持部材のウェブ厚さ mm 

bf 防撓材及び主要支持部材の面材幅 mm 

hstf 面材を含む防撓材の高さ  mm 

tf 防撓材及び主要支持部材における面材／フランジの厚さ mm 

tp 防撓材及び主要支持部材の付き板の厚さ mm 

de 
L3-断面の局部支持部材におけるウェブの上端からフランジの頂部までの距

離 
mm 

beff 降伏及び疲労における曲げに対する防撓材の付き板の有効幅 mm 

Aeff 又は Aeff-n50 幅 s の付き板を含む防撓材及び主要支持部材のネット断面積 cm2 

Ashr 又は Ashr-n50 防撓材及び主要支持部材のネットせん断面積 cm2 

Ip 防撓材の板部材との接続個所に関するネット断面極二次モーメント cm4 

I 板に平行な中立軸周りの付き板を含む防撓材のネット断面二次モーメント cm4 

Z 又は Zn50 幅 beffの付き板を含む防撓材又は主要支持部材のネット断面係数 cm3 

 

3. 定義 

3.1 主要目

3.1.1 LCSR，規則長さ

規則長さ LCSRは，構造用喫水 TSCにおける船首材の前面から，舵頭材の中心までの距離（m）をいう。ただし，LCSRは，

構造用喫水 TSCにおける全長の 96%以上としなければならないが，97%を超える必要はない。

舵頭材のない船舶（例えば，旋回式推進装置を備える船舶）にあっては，規則長さ LCSRは，構造用喫水 TSCにおける全

長の 97%としなければならない。

一般的でない船首又は船尾配置の船舶の規則長さについては，その都度検討する。

3.1.2 LLL，乾舷用長さ

乾舷用長さ LLLは，竜骨の上面から測った最小型深さの 85%の位置における喫水線の全長の 96%とする。ただし，同喫

水線上で，船首材の前面から舵頭材の中心まで測った距離の方が大きければ，同喫水線上における船首材の前面から舵頭

材の中心まで測った距離としなければならない。

舵頭材のない船舶にあっては，乾舷用長さ LLLは，最小型深さの 85%の位置における喫水線の全長の 96%とする。 
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船首形状が，最小型深さの 85%の位置における喫水線より上方で凹入している場合，同喫水線における全長の前端及

び船首材の前面のいずれも，当該喫水線より上部にある凹入部の最後端となる位置における船首材の前面から下ろした垂

線と同喫水線との交点とする。（図 1 参照）

 
図 1 凹入した船首形状 

 
3.1.3 船の型幅

船の型幅 B（m）は，構造用喫水 TSCにおける船体中央での最広部の型幅をいう。

3.1.4 型深さ

型深さ D（m）は，基線から最上層全通甲板の船側における甲板梁上面までの垂直距離をいい，船体中央断面において

垂直に測る。ラウンドガンネルを有する船舶の場合，D は甲板の下面の延長した個所で計測する。

3.1.5 喫水

喫水 T（m）は，船体中央部における基線から夏期満載喫水線までの距離をいう。喫水は計画夏期最大満載喫水より小

さな値として差し支えない。

TSC は，構造用喫水（m）で，この喫水にて船体の強度要求寸法を算定するものであって，満載積付状態における喫水

を表す。構造用喫水 TSCは，指定乾舷に対応する喫水以上としなければならない。木材乾舷が指定される船舶の喫水にお

いては木材の積付状態を考慮し，この喫水で要件を適用する。

TBALは，船体中央における設計最小ノーマルバラスト喫水（m）で，この喫水にて船体の強度要求寸法を算定する。ノ

ーマルバラスト喫水は，ローディングマニュアルに記載する出入港時を含むあらゆるバラスト状態（バラスト水交換を実

施する船舶の場合はバラスト水交換時を含む。）における最小喫水をいう。

TBAL-Hは設計最小ヘビーバラスト喫水（m）で，この喫水にて船体の強度要求寸法を算定する。ヘビーバラスト喫水は，

ヘビーバラスト状態をつくる船舶に対して考慮する。

3.1.6 型排水量

型排水量（t）は，海水の密度を 1.025t/m3 とした時の喫水における水面下の容積に対応するものとする。

3.1.7 最大航海速力

最大航海前進速力 V（knot）は，計画最大喫水において，最大プロペラ回転数（RPM）及びそれに対応する連続最大出

力（MCR）で，航海中に維持できるよう設計された最大速力をいう。

3.1.8 方形係数

方形係数 CBは，構造用喫水 TSCにおけるものをいい，次の式で定義される。 

SCCSR
B BTL

C
025.1

D
=  

D ：構造用喫水 TSCにおける型排水量 

3.1.9 軽荷重量

軽荷重量（t）は，貨物，消耗品，貯蔵物，旅客及び乗組員並びにその持ち物，通常の運用状態での潤滑油，作動油等

の機械類及びパイプ内の液体以外の船上の液体を除いた船舶の排水量をいう。

3.1.10 載貨重量

載貨重量（t）は，密度 3/025.1 mt=r の海水における夏期満載排水量と軽荷重量との差をいう。 

全長の前端（FP） 

② 

② 
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3.1.11 前端

規則長さ LCSRの前端（FE）は，図 2 に示すように，構造用喫水線における船首材の前面を通る垂線面とする。

 

図 2 船首尾端及び船体中央 

 

3.1.12 後端

規則長さ LCSRの後端（AE）は，図 2 に示すように，構造用喫水線における前端から船尾方向に距離 LCSRの点を通る垂

線面とする。

3.1.13 船体中央

船体中央は，構造用喫水線における前端から船尾方向に距離 0.5LCSRの点を通る垂線面とする。

3.1.14 船の中央部

船の中央部は，特に規定する場合を除き，中央部 0.4LCSR間をいう。

3.1.15 乾舷用船首垂線

乾舷用船首垂線 FPLLは，LLLの前端とし，LLL を測定した喫水における船首材の前面を通る垂線をいう。

3.1.16 乾舷用船尾垂線

乾舷用船尾垂線 APLLは，LLLの後端とする。

3.2 第 1 位置及び第 2 位置

3.2.1 第 1 位置

第 1 位置は，次の通り。

・ 暴露している乾舷甲板及び低船尾楼甲板

・ 暴露している船楼甲板であって，FPLLから 0.25LLLの位置より前方の場所

3.2.2 第 2 位置

第 2 位置は，次の通り。

・ 乾舷甲板の上方に標準船楼高さ一層分以上高い暴露船楼甲板であって，FPLLから 0.25LLL の位置より後方の場所

・ 乾舷甲板の上方に標準船楼高さ二層分以上高い暴露船楼甲板であって，FPLLから 0.25LLL の位置より前方の場所

3.3 船楼の標準高さ

3.3.1
船楼の標準高さは表 6 による。

 
表 6 船楼の標準高さ 

乾舷用長さ LLL（m） 
標準高さ hs（m） 

低船尾楼 全ての他の船楼 

90 < LLL £ 125 0.3 + 0.012 LLL 1.05 + 0.01 LLL 

LLL > 125 1.80 2.30 
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3.3.2
層は，甲板室の規模を表す基準とする。甲板室の層は，甲板及び外部隔壁からなる。原則として，乾舷甲板上に位置す

るものを第 1 層という。

3.4 A 型及び B 型乾舷船舶

3.4.1 A 型船舶

A 型船舶とは，次の通り。

・ 液体貨物のみをばら積で輸送するために設計されたもの

・ 暴露甲板に鋼又はこれと同等の材料のガスケット付き水密カバーによって閉鎖される小さな出入口のみを備える

高度な水密保全性を有するもの 

・ 積付貨物区画の浸水率が低いもの

A 型船舶は，国際満載喫水線条約の規定に基づいて，乾舷を指定しなければならない。

3.4.2 B 型船舶

3.4.1 の A 型船舶に関する規定に該当しない全ての船舶は，B 型船舶とする。

B 型船舶は，国際満載喫水線条約の規定に基づいて，乾舷を指定しなければならない。

3.4.3 B-60 型船舶

B-60 型船舶とは，長さ 100m を超える B 型船舶であって，国際満載喫水線条約の規定に従い，当該船舶長さに対応す

る B 表の値と A 表の値との差の 60%まで乾舷を減じたものをいう。 
3.4.4 B-100 型船舶

B-100 型船舶とは，長さ 100m を超える B 型船舶であって，国際満載喫水線条約の規定に従い，当該船舶長さに対応す

る B 表の値と A 表の値との差の最大 100%まで乾舷を減じたものをいう。 
3.5 運航の定義

3.5.1 多港積み

多港積みとは，複数の港における貨物の荷役を行う短期航海を伴うもののことをいう。

3.5.2 閉囲された水域

閉囲された水域とは，ビューフォート風力階級で 6 を超えない風が生じた時でも通常平穏な状態にある領域のことをい

い，例えば，港内，河口内，停泊地，入り江，ラグーンのことをいう。

3.6 参照座標系

3.6.1
船舶の形状，運動，加速度及び荷重は，次の右手座標系において規定する。（図 3 参照）

原点：船舶が対称となる縦通平面，LCSRの後端及び基線の交点

X 軸：船首方向が正の縦軸

Y 軸：左舷方向が正の横軸

Z 軸：上方向が正の垂直軸

 
図 3 参照座標系 
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3.7 部材名称

3.7.1 構造に関する用語

図 4 から図 8 に，本規則において用いられている一般的な構造に関する用語を示す。

 
図 4 二重船殻タンカーの波形隔壁

 

 

図 5 二重船殻タンカーの横隔壁 
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図 6 二重船殻タンカーの中央部貨物タンクの横断面
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図 7 単船側ばら積貨物船の中央部貨物倉の横断面 
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センターガーダ 

サイドガーダ 
内底板

（タンク頂板） 内底板付き 
縦通防撓材 

上甲板 

トップサイ

ドタンク内

の横桁 

トップサイド

タンク 

船側縦通防

撓材 

船側外板 

ビルジホッ

パタンク内

の横桁 

船底縦通防撓材 

ビルジホッパタンク 
フロア 

竜骨 

船底外板 
ビルジキール 

ビルジ外板 

船 側 縦 通

防撓材 
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図 8 ばら積貨物船の横隔壁 

 

3.8 用語

3.8.1 用語の定義

 
表 7 用語の定義 

用語 定義 

居住区甲板 主として乗組員の居住のために用いられる甲板 

舷梯 小型艇や岸壁からの乗員の搭乗のために船側に設けられる梯子設備 

船尾部 船尾隔壁より後方の区域 

船尾隔壁 船尾から前方に向かって最初に配置する主要な横水密隔壁 

シェダープレート 

断面（ダイヤフラム無し） 

クロスデッキ 

クロスデッキ

付き防撓材 

上部スツール 

上部スツール底板 

波形隔壁 

ハッチエンド 
コーミング 

倉口端部 

クロスデッキの

片持ち構造を

支持するブラケット 

シェダープレート 

ガセットプレート 

下部スツール頂板 

下部スツール 

水密フロア 
内底板 

フロア 

断面（ダイヤフラム付き） 
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表 7 用語の定義（続き） 

用語 定義 

船尾タンク 船尾隔壁後方のやせた部分に位置する区画 

アンカー 

アンカーチェーンの端部に取り付け，船の位置保持のために海底に下ろす装置。風及

び潮流の影響によって船が漂流しようとする際に海底に食い込むよう設計される。一

般に鋳造にて製造される。 

バラストタンク バラスト水を積載するための区画 

ベイ 隣接する横式構造部材又は横隔壁間の区域 

ビルジホッパタンク 
ばら積貨物船において，バラスト水の積載又は若干の貨物を輸送する際復原性のため

に用いられるタンク 

ビルジキール 横揺れを軽減する目的で，船のビルジに沿って外板に垂直に設置する板材 

ビルジ外板 

船底外板と船側外板の間にある曲板であって，次の通り：

船の平行部：船底外板においてビルジ部下端の板が曲がり始める点から，船側外板に

おいてビルジ部上端の板が曲がり終わる点までとする。

非平行部：船底外板におけるビルジ部下端の板が曲がり始める点から，次のうち近い

方の点までとする。

・基線上或いは当該断面の中央線上 0.2D 上方の点

・ビルジ部上端の板が曲がり終わる点 

ビルジストレーキ ビルジ外板の最下方の一条 

ボス 
プロペラのボスは，プロペラの翼が取り付けられ，プロペラ軸の端部が貫通するプロ

ペラの中心部分 

船底外板 平板竜骨を含む船底の平坦部の大部分を構成する外板部材 

船首 船の前端部の構造及び形状 

船首アンカー 船の船首部に備えるアンカー 

ブラケット 2 つの構造部材間の結合部を補強するために追加する構造部材 

ブラケット先端部 テーパー加工したブラケットの細くなった先 

ブレイクウォータ 
船首を越えて打ち込んでくる海水の流れを止め，その方向を変えるために暴露甲板上

に設けられる傾斜しかつ防撓された板構造 

ブレストフック 船首部において右舷側と左舷側の構造部材を繋ぐ三角形のブラケット 

船橋 
前方及び左右への良好な視界を確保することが可能で，操船が行われる高所の上部構

造 

座屈パネル 座屈解析を考慮したパネル要素 

建造者 
船舶を保有しようとするものが，規則を含む契約書に従い船舶建造の発注契約を結ぶ

相手団体 

バルブプレート フランジを設ける代わりにウェブの端部を増厚した防撓材 

隔壁 船の内部を区画に分ける構造的な仕切り 

隔壁甲板 水密横隔壁及び外板が達する最上層の全通甲板 
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表 7 用語の定義（続き） 

用語 定義 

隔壁スツール 波形隔壁の上部又は下部の支持構造 

隔壁構造 防撓材及びガーダによって支持される横隔壁又は縦通隔壁 

ブルワーク 船の暴露甲板周囲の船側上縁の直上に設ける垂直板 

燃料油タンク 船の機関に用いる燃料油の貯蔵区画 

アンカーケーブル アンカーに取り付ける繊維ロープ又はチェーン 

キャンバ 船の両舷から船体中心線に向けた暴露甲板の隆起 

貨物倉区域 1 章 1 節 2.4.3 参照 

貨物倉 一般に，液体又は乾貨物といった貨物を輸送するための区域 

貨物タンク 貨物を輸送するためのタンク 

貨物タンク隔壁 貨物タンクを分ける境界の隔壁 

カーリング 一般的な防撓構造を補強するための補強材 

囲壁 区画を保護するためのカバー又は隔壁 

セル構造 小区画を形成するために境界を近接させ，内部の仕切り板を配置した構造配置 

センターガーダ 船の中心線上に配置するガーダ 

チェーン アンカーの保持，木材貨物の固縛等に用いる金属製の繋ぎ合わされたリンク 

チェーンロッカ 一般的に船首部に位置するアンカーチェーンを格納するための区画 

チェーンパイプ アンカーチェーンがチェーンロッカへ出入りする管の部分 

チェーンストッパ 
アンカーをホースパイプの収納位置への固定時に加えて，投錨時に，揚錨機への負荷

を緩和した状態でチェーンケーブルを固縛するための装置 

縁材 倉口や天窓の縁の垂直な構造 

コファダム 2 章 3 節 1 参照 

カラー 横桁に縦通部材を通すために空けた穴を部分的若しくは全体的に塞ぐための板材 

船首隔壁 最前部に位置する主要な水密横隔壁 

昇降口 船の甲板から下部の区画へと通じる風雨密の出入口 

区画 隔壁又は板材によって区切られた内部空間 

閉鎖区域 

以下の特性のいずれか 1 つに該当する区画。

出入りのための開口が限られている。

自然通風が不十分

作業員が継続的にいることを想定した設計がなされていない。 

波形隔壁 波形構造の隔壁であり，一般に下部及び上部スツールと接続する。 

波形構造 波状に配置した板材 

クロスデッキ 貨物倉口間の領域 
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表 7 用語の定義（続き） 

用語 定義 

クロスタイ 
縦通隔壁同士を接合又は縦通隔壁と二重船側構造を接合し，静荷重及び動荷重に対し

て当該隔壁を支える大型の横構造部材 

甲板 水平な構造部材で，区画の上部又は下部の境界を成すもの 

甲板室 1 章 1 節 2.4.6 参照 

甲板構造 甲板並びに甲板に取り付ける防撓材，ガーダ及び梁柱 

甲板横桁 甲板における横式の主要支持部材 

深水タンク 
2 つの甲板間又は船底若しくは内底板から，甲板上若しくはそれより高い個所にわた

るタンク 

設計者 
承認又は情報提供のため，書類を作成し，船級協会に提出する団体をいう。建造者又

は建造者若しくは船主と当該書類作成の契約を結ぶ団体は設計者となり得る。 

排水管 ビルジ，冷却水，下水等を排水するために船側まで導かれる管 

ドッキングブラケット 
入渠することを目的として，船底構造を局所的に補強するために二重底内に配置する

ブラケット 

二重底構造 内底板上面より下方の外板及び外板付き防撓材並びに内底板を含むその他の部材 

ダブラー 
補強が求められる個所に取り付けられる小さな板部材。通常，防撓材の取り付け部に

取り付ける。 

二重船殻部材 
二重船殻部材とは，ウェブ並びにウェブを取り付けた板により形成される頂部及び底

部フランジからなる梁として理想化する構造部材 

ダクトキール 

箱状の板部材で形成されたキール。前方に通じるバラスト管及び他の管装置であって

当該区画内を通さない場合は貨物タンク内やバラストタンク内に配置せざるを得な

いものを配置するために使用する。 

閉囲された船楼 風雨密の戸及び閉鎖装置を取り付けた前方隔壁又は後方隔壁を有する船楼 

機関室隔壁 機関室前後端の横隔壁 

EPP 
基本板パネル（Elementary plate panel）のことであり，防撓材，主要支持部材，隔壁

等の部材によって囲まれた最小の板要素。 

面材 
ウェブとともに板に取り付けられる防撓部材の一部であって，通常，板部材に平行で

ある。 

フランジ 
防撓部材の一部であって，一般的に，ウェブに取り付けられるが，ウェブを曲げるこ

とにより形成するものもある。通常，板部材に平行である。 

平鋼 ウェブでのみ構成する防撓材 

フロア 船底に設けられる横部材 

船首楼 船首部に位置する短い船楼 

船首部 船首隔壁より前方の領域 

船首部甲板 船の船首から後方に広がる短い隆起甲板 

② 
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表 7 用語の定義（続き） 

用語 定義 

乾舷甲板 
一般的に，風雨及び海に対して暴露している最上層の全通甲板であり，全ての暴露開

口に常設の閉鎖装置を備える。 

放水口 甲板上の水を船外に支障なく流すためのブルワークの開口 

歩路 船首楼と船橋間又は船橋と船尾楼間のような船楼間に設ける高所歩路 

ガーダ 主要支持部材の総称 

ガジョン 
舵のピントルを支えるために中心に穴がある軸受；船尾柱に位置し，舵が回転するこ

とを支持しかつ許容する。 

ガンネル 船の両舷の上縁 

ガセット 通常，2 つの構造部材間の強度上の接続部において力を分配するために取り付ける板 

ハッチカバー 倉内への水の流入を防ぐことを目的としたハッチの蓋 

倉口 下部の区画へ交通できる船舶の甲板にある一般的に長方形の開口 

ホースパイプ 船首のいずれかの舷に位置する係船索又は錨索が通る鋼管で，錨鎖管という。 

ホーサ 曳航又は係留に使用する大きな鋼線又は鋼繊維のロープ 

ホッパ斜板 
内底板と二重船側の縦通隔壁の垂直部の間の傾斜した板であって区画全長に及ぶも

の 

HP オランダ規格のバルブプレート 

IACS 国際船級協会連合 

ICLL 1966 年の満載喫水線に関する国際条約（その後の改正を含む） 

IMO 国際海事機関 

独立タンク 自己支持タンク 

内殻 船舶の船殻において二層目を形成する最も内側の板部材 

半桁 防撓材又は主要支持部材間の縦通していない部材 

JIS 日本工業規格 

竜骨 
船底の中心線に沿って縦に続く船舶の主要構造部材又は背骨。通常，外板内側の中心

線上の平板であって垂直板により防撓する。 

キール線 竜骨に対して平行な線であって，船体中央における竜骨の頂部を通るもの 

ナックル 構造部材の不連続部 

軽目孔 重量を軽減するために構造部材に開ける穴 

ビルジ孔 水又は油がたまることを防ぐために肋骨又は板に開ける小排水口 

局所支持部材 単一パネルの構造上の健全性にのみ寄与する局所的な防撓材。例えば，甲板梁。 

船体中心線縦通隔壁 船舶の中心線上に設けられる縦通隔壁 
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表 7 用語の定義（続き） 

用語 定義 

船体縦強度部材 

船体梁の縦強度に寄与する構造部材で，甲板，船側外板，船底外板，内底板，上部斜

板がある場合それを含む内殻縦通隔壁，ホッパ斜板，ビルジ外板，縦通隔壁，ボトム

ガーダ及び船側タンク内の水平ガーダを含む。 

船体せん断強度部材 
船体梁のせん断強度に寄与する構造部材で，船側外板，内殻縦通隔壁，ホッパ斜板，

ビルジ板，縦通隔壁，ボトムガーダを含む。 

マンホール 交通を目的として甲板，タンク等に丸又は楕円形に開けた穴 

縁板 
内底板の船外側の板で，ビルジ部で下方に曲がる場合，縁板（又はガーダ）は，二重

底の外側の境界を形成する。 

MARPOL 
1973 年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する 1978 年の議定書（その後

の改正を含む） 

中央ホールド 
有限要素解析にあたり，3 ホールド長さの有限要素モデルにおける中央のホールドを

いう。1 編 7 章 2 節を参照。 

切欠き 溶接が原因で生じる構造部材の切れ目 

燃料油タンク 燃料油の貯蔵に使用するタンク 

外板 外板部材のことをいう。 

船主 

船舶の保有及び運航に関する全ての義務及び責任を負う団体をいい，船舶引渡し時に

おいて，船主による有効な証明書により建造者より全ての義務及び責任を引き継ぐこ

とが同意されているものとする。 

梁柱 甲板が外板又は隔壁により支持されない場合に甲板間に設けられる垂直支持材 

パイプトンネル 

船の中央部において前後に走る空所であって，機関室からタンクに通ずるビルジ管，

バラスト管及びその他の管装置のための保護空間を形成する内底板と外板の間に位

置するもの 

板パネル 
防撓材，主要支持部材，隔壁等の部材により囲まれた防撓されていない板。EPP を参

照。 

板部材 防撓材，主要支持部材，隔壁に支持された鋼性の板 

船尾楼 船舶の最船尾端における閉囲された船楼下の区域 

船尾楼甲板 船舶の船尾端における波除甲板上の一層目の甲板 

主要支持部材

PSM 

外殻及びタンク境界の全体的な構造健全性を供する梁，ガーダ又は縦通材（例えば，

二重底のフロア及びガーダ，横式船側構造部材，甲板横桁，隔壁付き水平ガーダ並び

に縦通隔壁付き立桁） 

プロペラ柱 プロペラシャフトの孔が設けられた船尾材の前方の柱 

ラダーポスト 舵が設置される箇所の船尾材の後方の柱 

スカラップ 板の接続部において連続溶接を許容するために防撓部材に開けた穴 

スカーフィングブラケット 2 つのオフセット配置した構造部材間に使用するブラケット 

部材寸法 構造部材の物理的な寸法 

② 
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表 7 用語の定義（続き） 

用語 定義 

排水口 直接又はパイプを通じて甲板から水を除くための開口 

丸窓 
甲板又は他の場所にある小開口であって，通常，カバー，蓋又は区画への交通のため

の戸を備える。 

シェダープレート 波形隔壁に取り付ける貨物の残存個所を最小にするための斜板 

舷側厚板 船側外板の最上方の一条の板 

スツール頂板 隔壁スツールの頂部に取り付ける水平の板 

外板部材 有効な船体梁を形成する外板部材。ただし強力甲板を除く。 

倉内肋骨 ばら積貨物船の船側外板に取り付ける垂直部材 

船側外板 ビルジ外板上方の外板側部を構成する外板部材 

単船殻構造部材 

単船殻構造部材とは，ウェブ並びにウェブに取り付けた板部材により形成される頂部

フランジ及び面材により形成される底部フランジからなる梁として理想化する構造

部材 

天窓 ガラス窓を設置又は設置していない甲板口であって，機関室等の通風に供するもの 

スロップタンク 
油タンカーにおいて，タンク洗浄後の貨物タンクから排出する油と水の混合物を集め

るために使用するタンク 

SOLAS 1974 年の海上における人命の安全のための国際条約（その後の改正を含む） 

区域 タンクを含む分割された区画 

支柱 ブルワーク及びハッチコーミングのブラケット 

船首材 船舶の船首端における棒材又は板部材 

船尾 船の後端部 

船尾材 
船尾を形成するために船体の後端部に取り付けられる重強度の構造部材であって，ラ

ダーポスト，プロペラポスト及びプロペラ孔を含む 

船尾管 
プロペラ軸（又は船尾管軸）が通る管で，軸の後部軸受（船尾軸受）として働き，（海）

水又は油潤滑が行われる 

防撓材 二次的な構造支持部材の総称 

スツール 隔壁を支持する構造 

ストレーキ 外板，甲板，隔壁又は他の板部材における一条 

強力甲板 最上層の連続する甲板 

ストリンガ 立桁に結合する水平ガーダ 

梁上側板 甲板の（最も）船側よりの板（一条） 

船楼 1 章 1 節 2.4.6 参照 

SWL 安全使用荷重（Safe Working Load） 

② 
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表 7 用語の定義（続き） 

用語 定義 

タンク 
海水，清水，油，液体貨物，FO，DO 等の液体を輸送するための領域に対する一般的

な用語 

タンク頂板（内底板） 貨物タンクの底部を形成する水平な板部材 

トーイングペナント 船舶の曳航に使用する長いロープ 

トップサイドタンク 通常，ばら積貨物船の貨物倉の上部隅部に設けられ，船の長さ方向に広がるタンク 

トランサム 船舶の船尾端における構造及び形状 

トランスリング フロア，縦通隔壁付立桁及び甲板横桁で，船体横断面に現れる全ての部分 

横桁部材 船舶の長さ方向の構造（縦通部材）に結合する主要な横桁 

トリッピングブラケット 圧縮力が作用する構造部材のねじり力に対する補強のために使用するブラケット 

トランク 
甲板室に似た甲板を備える乾舷甲板上の構造物であって，複数の甲板を持たないもの

をいう。 

中間甲板 貨物タンク内の上甲板とタンク頂板（内底板）との間に配置する甲板 

アレージ タンク内の液体により占有されていない空間に相当する量 

空所 船舶内の閉囲された空の区画 

制水隔壁 タンク内に配置する開口を有する又は部分的な隔壁 

水密 
水密とは，周囲の構造が設計された水頭において，水が当該構造を通過することを防

止し得ることをいう。 

暴露甲板 
風雨に曝される甲板又は甲板の一部であって，風雨密に閉鎖する手段を有するもの，

（並びにそれに取り付けられる）全てのハッチ及び開口 

風雨密 風雨密とは，いかなる海象条件においても船舶の内部に水が浸入しないことをいう。 

ウェブ 防撓部材の一部であって板の表面に垂直に取り付けた部分 

横桁 甲板横桁を含む横式の主要支持部材 

バラスト喫水線と満載喫水

線の間の船側外板 
船舶の船側外板を構成する板であって，バラスト喫水線と満載喫水線の間のもの 

ウインドラス アンカーチェーンの巻き上げ及び繰り出しのためのウインチ 

ウィングタンク 縦通隔壁及び船側外板によって囲まれている区画 

 



－44－

（2019 鋼船規則 CSR-B&T編  1編  1章  5節）

5 節 ローディングマニュアル及び積付計算機 

1. 一般要件 

1.1 適用

1.1.1
本節には，積付の指針となる情報に関する最低要件を規定する。

1.1.2
本会が承認したローディングマニュアル及び積付計算機を船上に備えつけなければならない。

1.1.3
ローディングマニュアルに記載する積付状態以外の積付をして航海する場合，船上に備え付けるローディングマニュア

ル及び積付計算機に定める縦強度及び局部強度に関する制限並びに適用すべき復原性の要件を満足しなければならない。

1.1.4
ローディングマニュアルに関する要件を本節 2 に規定し，積付計算機に関する要件を本節 3 に規定する。

1.2 年次検査及び定期検査

1.2.1
年次検査及び定期検査においては，承認されたローディングマニュアルが船上に備えられていることを確認する。

1.2.2
船長は，定期的に試験用積付状態を用いて積付計算機の精度を確認しなければならない。

1.2.3
定期検査においては，検査員の立会いの下に上記試験を行わなければならない。 

2. ローディングマニュアル 

2.1 一般要件

2.1.1 定義

ローディングマニュアルは，船舶の完工時のデータに基づくものとしなければならない。

ローディングマニュアルには，次の事項を記載しなければならない。

・ 外洋及び港内／閉囲された水域を航海する船舶の設計の前提となる積付状態並びに静水中曲げモーメント及びせ

ん断力の許容値。また，バラスト交換手順及び入渠手順により規定される積付状態をローディングマニュアルに含

めなければならない。 

・ それぞれの積付状態における静水中曲げモーメント，静水中せん断力及び該当する場合には面外荷重による制限

・ 該当する場合には，例えばハッチカバー，甲板，二重底構造等に対する局部的な許容荷重

・ 関連する運航制限

2.1.2 承認条件

ローディングマニュアルは，船舶の完工時のデータに基づくものとしなければならない。

船舶の主要数値の変更（例えば，軽荷重量，浮力分布，タンク容積，タンク使用法等）を伴う修正をする場合は，ロー

ディングマニュアルに反映させ本会の再承認を受けるとともに，積付計算機も新しくし，再承認を受けなければならない。

ただし，変更後の喫水及び静水中曲げモーメント並びにせん断力と以前に承認された値との差が 2%未満である場合は，

新しいローディングマニュアルを再提出しなくて差し支えない。

ローディングマニュアルは，使用者が理解できる言語で作成しなければならない。その言語が英語でない場合，英語の

翻訳を付さなければならない。

2.1.3 積付状態

ローディングマニュアルには，適切に出港状態及び入港状態を設定した設計積付状態（貨物積付状態及びバラスト状態）

を記載しなければならない。船体の部材寸法は，これらの設計積付状態に基づくものとしなければならない。4 章 8 節を

参照すること。 
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油タンカー及びばら積貨物船に共通する積付状態を 4 章 8 節 2 に示す。

2.1.4 運航制限

ローディングマニュアルには関連する運航制限を含まなければならない。

・ 構造用喫水

・ 船体中央部における設計最小バラスト喫水

・ 船首の二重底タンクにバラストを満載した状態における設計最小スラミング船首喫水

・ 船首の二重底タンクを空にした状態における設計最小スラミング船首喫水

・ 満載状態での最大許容貨物密度

・ ローディングマニュアルに記載するすべての積付状態における最大貨物密度

・ 最大航海速力

・ 静水中曲げモーメント及びせん断力並びにそれらの許容値

ローディングマニュアルには，ばら積貨物船はバラスト貨物倉を部分漲水した状態での運航はしてはならない旨を含ま

なければならない。

2.2 油タンカーに対する要件

2.2.1
ローディングマニュアルには，4 章 8 節 3 に示す積付状態を含まなければならない。

2.1 の要件に加えて，本要件を適用する。

2.3 ばら積貨物船に対する要件

2.3.1
ローディングマニュアルには，4 章 8 節 4 に示す積付状態を含まなければならない。

本要件に加えて，2.1 の要件を適用する。

2.3.2
ローディングマニュアルには，次の事項を記載しなければならない。

・ 4 章 4 節に規定する浸水時の静水中曲げモーメント及びせん断力並びにそれらの許容値

・ 満載喫水において空倉とすることが可能な貨物倉及びその組合せ。満載喫水において，いかなる貨物倉も空倉状態

とすることが許容されない場合には，その旨を明確に記載しなければならない。 

・ 4 章 8 節 4.3 に規定する各貨物倉の中央での喫水の変化に応じた当該貨物倉及び二重底の最大許容及び必要最小積

載質量 

・ 隣接する 2 つの貨物倉の喫水の平均の変化に応じたその互いに隣接する貨物倉及び二重底の最大許容及び必要最

小積載量。この時，喫水の平均とは，4 章 8 節 4.3 に規定する通り，それぞれの貨物倉の中央における喫水の平均

値とする。 

・ ばら積貨物以外の貨物について，貨物の種類及びその最大許容積載質量

・ 甲板及びハッチカバー上の最大許容積載質量。甲板及びハッチカバー上に貨物を積載することが認められていない

場合には，その旨を明確に記載しなければならない。 

・ バラスト注排水の最大容量。なお，このバラスト注排水の許容能力に基づいて，荷役する港における積付計画に関

する注意事項も記載しなければならない。

2.3.3
ローディングマニュアルには，加えて，出港及び入港時のそれぞれについて適切に次に掲げる積付状態を記載しなけれ

ばならない。

・ ばら積貨物密度が小さい貨物の場合及び大きい貨物の場合のそれぞれについて，最大喫水となる均等積状態

・ 不均等積状態を計画する場合，ばら積貨物密度が小さい貨物の場合及び大きい貨物の場合のそれぞれについて，最

大喫水となる不均等積状態 

・ バラスト状態。ただし，トップサイドタンク，ビルジホッパタンク及び二重底タンクに隣接するバラスト兼用倉を

備える船舶にあっては，当該兼用倉に 100%漲水し，トップサイドタンク，ホッパタンク及び二重底内タンクを空

とした状態においても，強度要件を満足するものとしなければならない。 

・ 適当な場合には，積載燃料を制限して最大喫水まで貨物を積載した短期航海積付状態

・ 多港荷役及び多港荷揚げ積付状態

・ 甲板上に貨物を積載する場合，当該積付状態 
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・ 洋上でバラスト交換を行う場合，その標準的な手順

・ 均等積付状態，部分積付状態及び不均等積付状態に対して，貨物の荷役開始から最大積載質量となるまでの荷役及

び最大積載質量の貨物を積載した状態から空倉となるまでの荷揚げに関する標準手順。当該手順は，貨物の荷役速

度，バラスト注排水の容量及び船体強度上の許容値にも配慮して作成しなければならない。指針として，荷役手順

一覧の書式例を図 1 に示す。 

3. 積付計算機 

3.1 一般要件

3.1.1 定義

積付計算機は，アナログ又はデジタルの機器で，貨物積付状態及びバラスト積付状態のすべてについて，当該船舶の規

定された算出点における静水中曲げモーメント，静水中せん断力及び面外荷重を容易に算出でき，かつ，規定された許容

値を超えないことを迅速に確認できるものでなければならない。

積付計算機は，それぞれの船舶に専用で搭載する設備であり，計算結果は，当該積付計算機の承認の前提となった船舶

にのみ適用することができる。

なお，積付計算機は，ローディングマニュアルを代替するものではない。

3.1.2 積付計算機の承認条件

積付計算機は，C 編 34 章 34.1.3 の規定に基づき本会の承認を受けなければならない。承認を行うにあたっては次の事

項を確認する。

・ 本会が必要と認める場合には，型式承認に対する検証

・ 計算に使用される本船の完工時のデータ

・ 算出点の数及び位置

・ 算出点における許容値

・ 同意された試験状態における積付計算機の船上への適切な設置及び操作の確認，また操作マニュアルのコピーが船

上に備えつけられていることの確認 

船舶の主要数値の変更（例えば，軽荷重量，浮力分布，タンク容積，タンク使用法等）を伴う修正をする場合は，ロー

ディングマニュアルに反映させ本会の再承認を受けるとともに，積付計算機も新しくし，再承認を受けなければならない。

ただし，変更後の喫水及び静水中曲げモーメント並びにせん断力と以前に承認された値との差が 2%未満である場合は，

新しいローディングマニュアルを再提出しなくて差し支えない。

積付計算機には，常に操作マニュアルを備えなければならない。操作マニュアル及び積付計算機の出力は，使用者が理

解できる言語で作成しなければならない。その言語が英語でない場合，英語の翻訳を付さなければならない。

積付計算機の動作は，船舶に搭載後検証されなければならない。この時，認められた試験用積付状態及び機器の操作マ

ニュアルが船上に備えつけられていることを確認しなければならない。

3.2 ばら積貨物船に対する要件

3.2.1 一般

BC-A 船，BC-B 船及びBC-C 船に備える積付計算機は，次のことが許容値以内であることが確認できなければならない。

・ 各貨物倉の中央部での喫水の変化に応じた当該貨物倉及び二重底の最大許容及び必要最小積載質量

・ 隣接する 2 つの貨物倉の喫水の変化に応じた当該貨物倉及び二重底の最大許容及び必要最小積載質量

・ 貨物倉浸水時の静水中垂直曲げモーメント及び静水中せん断力

3.2.2 承認条件

BC-A 船，BC-B 船及び BC-C 船に備える積付計算機は，承認を行うにあたって次の事項を確認する。

・ すべての算出点における許容ハルガーダ垂直曲げモーメント

・ すべての算出点における許容ハルガーダせん断力

・ 各貨物倉の中央部での喫水の変化に応じた当該貨物倉及び二重底の最大許容及び必要最小積載質量

・ 隣接する 2 つの貨物倉の喫水の変化に応じた隣接する貨物倉及び二重底の最大許容及び必要最小積載質量 
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4. ばら積貨物船に対する積付 

4.1 荷役／荷揚げの手順

4.1.1 適用範囲

本節 4 に規定する要件は，船の長さが 150m 以上のばら積貨物船に適用する。

4.1.2
標準荷役／荷揚げ手順は，荷役／荷揚げ速度，バラスト注排水の容量及び船体強度に関する許容値に配慮して作成しな

ければならない。

4.1.3
建造者は標準荷役／荷揚げ手順を本会に提出し，承認を受けなければならない。

4.1.4
標準荷役手順には，次の事項を含まなければならない。

・ ばら積貨物密度が小さい貨物の場合及び大きい貨物の場合のそれぞれについて，最大喫水となる不均等積状態

・ ばら積貨物密度が小さい貨物の場合及び大きい貨物の場合のそれぞれについて，最大喫水となる均等積状態

・ 積載燃料を制限して最大喫水まで貨物を積載した短期航海積付状態

・ 多港荷役及び多港荷揚げ積付状態

・ 甲板上に貨物を積載する積付状態

・ ブロック積状態

4.1.5
荷役／荷揚げ手順は，特定の港のもの又は標準的なものとして差し支えない。

4.1.6
手順は，貨物の荷役開始から最大積載質量を積載した状態まで，ステップ毎に構築しなければならない。ここで，1 ス

テップとは，荷役設備が異なる貨物倉の荷役のために移動する時とする。各ステップに関する資料を作成し，本会に提出

しなければならない。縦強度に加えて，各貨物倉の局部強度を考慮しなければならない。

4.1.7
各積付状態について，すべてのステップの一覧を含むものとしなければならない。一覧は，例えば，次に示す各ステッ

プの主要な情報を含むものとしなければならない。

・ 各ステップ間にそれぞれの貨物倉に積載する貨物質量

・ 各ステップ間にそれぞれのバラストタンクから排出するバラスト質量

・ 各ステップの終了時の最大静水中垂直曲げモーメント及び静水中せん断力

・ 各ステップの終了時のトリム及び喫水 
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2 章 一般配置要件 

1 節 一般 

1. 一般 

1.1 一般

1.1.1
本章には，船舶の一般的な構造配置要件を規定する。 
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2 節 隔壁配置 

1. 水密隔壁の配置 

1.1 水密隔壁の数及び配置

1.1.1
全ての船舶には，少なくとも次の横置水密隔壁を備えなければならない。

(a) 1 つの船首隔壁

(b) 1 つの船尾隔壁

(c) 機関室前後端隔壁。ただし，機関室後端隔壁にあっては船尾隔壁と同一としても差し支えない。

1.1.2
電気推進装置を備える船舶の場合，発電機室及び機関室の両区画は水密隔壁により閉囲されなければならない。

1.1.3
1.1.1 及び 1.1.2 の規定に加え，隔壁の数及び配置は，区画，浸水及び損傷時復原性に関する要件に適合するようにしな

ければならない。また，国内法にも適合しなければならない。

1.1.4
区画に関する要件に適合することが求められない船の長さが 150m 未満のばら積貨物船にあっては，表 1 に示す数以上

の隔壁を備えなければならない。

 
表 1 船の長さが 150m 未満のばら積貨物船における隔壁の数 

長さ（m） 機関を船尾に備える船舶における隔壁の数(1) 

90 £ LCSR < 105 4 

105 £ LCSR < 120 5 

120 £ LCSR < 145 6 

145 £ LCSR < 150 7 

（1） 船尾隔壁と機関室後端壁は，同じものと考える。 

1.1.5
貨物倉区域内の隔壁の間隔は，できる限り一定としなければならない。

1.2 水密隔壁の開口

1.2.1
交通，配管，通風，配線の都合により水密隔壁及び内部甲板を貫通する必要がある場合，水密隔壁に設ける開口の数は

最小限としなければならない。また，貫通部は水密としなければならない。

1.2.2
水密隔壁に設けられる戸の水密性，操作性及び表示装置は，SOLAS 条約第 II-1 章第 13-1 規則（その後の改正を含む。）

によらなければならない。 

2. 船首隔壁 

2.1 船首隔壁の範囲及び位置

2.1.1
すべての船舶には乾舷甲板まで達する船首隔壁を設けなければならない。船首隔壁は基準点の後方 0.05LLL又は 10m の

どちらか小さい方の位置と，主管庁が認める場合を除き，基準点の後方 0.08LLL又は 0.05LLL + 3m のどちらか大きい方の

② 
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位置の間に配置しなければならない。なお，ここでいう基準点とは，2.1.2 に規定するものとする。

2.1.2
球状船首を有さない船舶については，基準点は LLLを計測する水線上の LLLの前端（船首材の前端）とする。球状船首

を有する船舶については，LLLの前端の x 前方から計測しなければならない。なお，ここでいう x とは，次のうち最も小

さい値とする。

(a) 船首垂線 FPLLから球状船首の最先端までの距離の半分

(b) 0.015LLL

(c) 3.0m
2.2 船首隔壁の配置

2.2.1
原則として，船首隔壁は平面としなければならない。ただし，2.1.1 及び 2.1.2 に規定する制限内で収まる場合に限って，

階段部又はリセスを設けてもよい。

2.2.2
ドア，マンホール，恒久的な交通口や換気ダクトは，乾舷甲板下の船首隔壁に配置してはならない。船首隔壁が乾舷甲

板の上にまで延長する場合，延長部分の開口の数は，船の設計及び適切な運用を考慮した上で，最小限としなければなら

ない。1 章 2 節 2.1 を参照すること。 

3. 船尾隔壁 

3.1 一般

3.1.1
船尾管及びラダートランクを水密区画に配置するよう，船尾隔壁を設けなければならない。軸系の配置により船尾管を

水密区画に取り付けることが困難な場合は，代替構造に関して特別な配慮を払わなければならない。

3.1.2
船尾隔壁は，区画に関する船舶の安全性に影響を及ぼさないことを条件に，隔壁甲板下でステップ形状にして差し支え

ない。

3.1.3
船尾管及び／又はラダートランクの設置が要求されない機器により動力を得る船舶及び／又は操舵される船舶におけ

る船尾隔壁の配置については，特別な考慮を払わなければならない。

3.1.4
舵頭材の中心線上における最大喫水線上 1 番目の甲板が船尾まで又はトランサムまで水密である場合には，船尾隔壁は

当該甲板までとして差し支えない。 
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3 節 区画配置 

1. コファダム 

1.1 定義

1.1.1
コファダムとは，両側の区画が境界を共有しないように配置される空所のことをいう。コファダムは，垂直又は水平に

配置されることがある。原則として，コファダムは，適切に検査，保守及び安全な避難ができるよう，ガス密とし，適切

に通風され，排水設備が配置され，かつ，十分な大きさを備えるものとしなければならない。

1.2 コファダム配置

1.2.1
液体状の炭化水素（燃料油，潤滑油を含む）用の区画と清水（推進機関及びボイラー用の水）用の区画及び泡消火装置

用泡原液を積載するためのタンクとの間には，コファダムを設けなければならない。

1.2.2
飲料水のタンクと人体に影響を及ぼす物質を含むタンクはコファダム又は本会が認める他の手段によって分離されな

ければならない。 

（備考 1）通常，清水及びバラスト水を積載するためのタンクは人体に影響を及ぼす物質を含まないものとする。

1.2.3
タンク間の線接触については，タンクが接しているとはみなされない。

1.2.4
1.2.1 に規定するコファダムは，これらのタンクの特性及び寸法を考慮し，実行不可能又は適切でないと本会が認める

場合，省略して差し支えない。この場合，次によらなければならない。

・ 隣接するタンクと共有する境界の板厚は，6 章 4 節により得られる板厚に対し，清水又はボイラー水を積載するタ

ンクでは 2 mm，その他の場合では 1 mm，それぞれ加えなければならない。 

・ これらの境界を成す板の縁におけるすみ肉溶接ののど厚の合計は，当該境界の板厚以上としなければならない。

・ 構造試験は，1 章 2 節 3.8.4 の規定により要求される試験水頭に 1 m 増加させた水頭で実施しなければならない。 

2. 二重底 

2.1 一般

2.1.1
SOLAS 条約第 II-1 章 9 規則に基づき，液体を積載しない区画を含む水密区画であって，容積が過大でない箇所では，

船底又は船側に損傷を受けても船舶の安全が損なわれないことを条件に，二重底を設けることを要しない。

2.2 二重底の範囲

2.2.1
ばら積貨物船は，実行可能で，かつ，船舶の設計及び固有の用途に矛盾しない限り，船首隔壁から船尾隔壁までの範囲

には，二重底を設けなければならない。

油タンカーは，貨物倉区域及びポンプルームを保護するように二重底を設けなければならない。ただし，MARPOL 73/78 

附属書 I 第 4 章第 22 規則の規定による場合，ポンプルームの下は，二重底を設けることを要しない。

2.2.2
ホッパ部又は二重船側部となっていない箇所において二重底の設置が要求される場合，内底板は，船底を湾曲部まで保

護するように，船側まで達していなければならない。

2.3 二重底高さ

2.3.1
特に規定が無い場合，二重底高さは次に示す値のうち，小さい方の値未満としてはならない。

・ 油タンカー： B/15 又は 2m。ただし，1.0m 未満としてはならない。 
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・ ばら積貨物船： B/20 又は 2m。ただし，0.76m 未満としてはならない。なお，二重底高さはキール線と平行な面か

ら内底板までを垂直に測ること。 

2.4 二重底に設けるウェル

2.4.1
二重底に設ける小さなウェルは，必要以上に深いものであってはならない。ただし，船舶の軸路の後端については，船

底外板まで達するウェルを設けることができる。その他のウェルについては，2.1 の規定を満足する二重底による保護と

同程度の保護を与える措置が取られていると本会が認める場合，船底外板に達するものとして差し支えない。 

3. 二重船側 

3.1 二重船側の幅

3.1.1 油タンカー

二重船側の最小幅 Wds（m）は，次の 2 つの算式による値のうち，小さい方の値としなければならない。 

000,20
5.0 DWTWds +=  ただし，1.0m 未満としてはならない。 

0.2=dsW  

3.1.2 ばら積貨物船

二重船側とは，船側外板及び二重底と甲板の間に設けられた縦通隔壁からなる構造配置を有する船側をいう。ビルジホ

ッパタンク及びトップサイドタンクが備えられる場合，これらは二重船側の一部とみなす。

二重船側の最小幅 Wds（m）は，船側外板からその法線方向に測って 1m 未満としてはならない。

3.2 二重船側内の最小クリア幅

3.2.1 定義

最小クリア幅は，内殻及び外殻付き防撓材間の最小距離とする。

3.2.2 最小クリア幅の寸法

二重船側内部の防撓材間の最小クリア幅は次の値未満としてはならない。

・ 600mm：内殻及び／又は外殻が横式構造の場合

・ 800mm：内殻及び／又は外殻が縦式構造の場合

なお，貨物倉の平行部外においては，クリア幅を減じても差し支えない。ただし 600mm 未満としてはならない。 

4. 船首隔壁前方の区画 

4.1 一般

4.1.1
船首隔壁の前方に位置する船首倉及び他の区画は，燃料油又は他の可燃性製品の積載のために使用してはならない。 

5. 燃料油タンク 

5.1 燃料油タンクの配置

5.1.1
燃料油タンクは，SOLAS 条約第 II-1 章 4-2 規則及び MARPOL 73/78 附属書 I 第 3 章第 12A 規則の要件に適合するよう

に配置しなければならない。 

6. 船尾隔壁後方の区画 

6.1 船尾管

6.1.1
船尾管は，適当な容積の水密区画に取り付けなければならない。ただし，本会は，船尾管装置に損傷を生じた場合に海

水が船内に浸入する危険を最小限にとどめるためのその他の措置を認めることがある。 
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7. バラストタンク 

7.1 バラストタンクの容量及び配置

7.1.1
全ての船舶は，バラスト航海可能な容量のバラストタンクを備えなければならない。バラスト容量は，航海中のバラス

ト状態（軽荷状態においてバラストタンクのみにバラスト水を積載した状態を含む）において，少なくとも船舶の喫水及

びトリムが，次の要件を満足するものでなければならない。

・ 油タンカーについては 4 章 8 節 3.1 を参照すること。

・ 上記に加え，油タンカーについてはホギング又はサギング修正を含まない船体中央部における型喫水 Tmid（m）を，

次の算式による値以上としなければならない。 

CSRmid LT  0.02 + 2.0 =  

・ ばら積貨物船については 4 章 8 節 4.1 を参照すること。
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4 節 交通設備 

1. 閉鎖場所 

1.1 一般

1.1.1
全ての閉鎖場所は容易に検査できるよう交通可能としなければならない。設計により交通ができない狭い閉鎖場所にあ

っては，検査及び保守のために特別な措置を講じなければならない。

1.1.2
SOLAS 条約 II-1 章 3-6 規則に明確に記載されていない区域については，造船所は本会が認める工業規格に従って交通設

備を備えなければならない。一般的な指針として，人的要素については IACS 勧告 No.132 又は本会が認める人間工学に

関する規格に基づいて検討して差し支えない。 

2. 貨物エリア及び船首区域 

2.1 一般

2.1.1 点検設備

各区画には，SOLAS 条約第 II-1 章第 3-6 規則に従い点検設備を備えなければならない。本要件は，次の船舶に適用する。

・ 油タンカー

・ 総トン数に関わらず船の長さが 150 m 以上のばら積貨物船

2.1.2
全てのタンクは容易に検査が実施できるよう交通可能としなければならない。 

② 
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3 章 構造設計の原則 

1 節 材料 

1. 一般 

1.1 材料規格

1.1.1
建造中に使用する材料は，C 編及び K 編によらなければならない。

1.1.2
1.1.1 と異なる規格の材料については，製造者，化学成分，機械的特性，溶接等の仕様書が承認のために提出される場

合，本会はその使用を認めることがある。

1.2 材料の試験

1.2.1
材料は，K 編の要件に適合する試験を受けたものでなければならない。

1.3 製造方法

1.3.1
本節の規定は，溶接及びその他の冷間加工又は熱間加工が，IACS 統一規則 W シリーズに基づく M 編に規定される適

切な作業手順により実施されることを前提とする。特に以下の事項を前提としている。

・ 溶接施工が，母材に対して適切であること

・ 溶接前に余熱が要求される場合があること

・ 溶接及びその他の冷間加工又は熱間加工は，事前に適切な熱処理が必要とされる場合があること 

2. 船体構造用圧延鋼材 

2.1 一般

2.1.1 ヤング率とポアソン比

炭素鋼材のヤング率は 206,000N/mm2，ポアソン比は 0.3 とすること。

2.1.2 鋼材のグレード及び機械的特性

最小降伏応力が 235N/mm2 である鋼材は，一般的な強度の船体構造用圧延鋼材であり，軟鋼材として“MS”で示す。

最小降伏応力が 235N/mm2 より高い鋼材は，高強度の船体構造用圧延鋼材であり，高張力鋼材として“HT”で示す。

船体構造用圧延鋼材の鋼材のグレードは次のとおりとする。

(a) 軟鋼材のグレード： A，B，D 及び E
(b) 高張力鋼材のグレード： AH，DH 及び EH
船舶の建造に使用される一般的な鋼材の機械的特性を表 1 に示す。 
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表 1 船体用圧延鋼材の機械的特性 

鋼材の種類 

（板厚 tas_built が 100mm 以下の鋼材） 

最小降伏応力

ReH（N/mm2） 

引張強度 
Rm（N/mm2） 

A-B-D-E 235 400   520 

AH32-DH32-EH32-FH32 315 440   570 

AH36-DH36-EH36-FH36 355 490   630 

AH40-DH40-EH40-FH40 390 510   660 

2.1.3
表 1 に示す鋼材以外の高張力鋼材の使用については，本会の適当と認めるところによる。

2.1.4 高張力鋼材

最小降伏応力 ReHが 235N/mm2 と異なる鋼材を使用する場合，2.2 に規定する材料係数 k を考慮してハルガーダ強度及び

部材寸法を決定しなければならない。

2.1.5 船上に保持すべき図面等

船体構造に使用された鋼材の種類及びグレードを示す図面を船上に備えなければならない。表 1 に示す鋼材以外の鋼材

を使用する場合，当該鋼材の機械的特性及び化学成分のほか，施工上の要求事項又は推奨事項を，当該図面とともに船上

で利用できるようにしておかなければならない。

2.2 材料係数 k

2.2.1
特に規定する場合を除き，軟鋼材及び高張力鋼材の材料係数 k は，最小降伏応力 ReHに応じて表 2 に規定する値としな

ければならない。

最小降伏応力 ReHが表 2 に規定する値の中間にある材料を使用する場合，材料係数 k は，線形補間により求めること。

最小降伏応力 ReHが 390N/mm2 より高い鋼材については，本会の適当と認めるところによる。

 
表 2 材料係数 k 

最小降伏応力 ReH（N/mm2） 材料係数 k 

235 1.00 

315 0.78 

355 0.72 

390 0.68 

2.3 鋼材のグレード

2.3.1
各構造部材に使用する鋼材は，表 3 から表 8 に規定する鋼材のクラス及びグレードに応じた鋼材以上のものとしなけれ

ばならない。一般要件は表 3 による。船の長さが 150m を超える船舶，船の長さが 250m を超える船舶及び船の長さが 150m

を超える単船側構造ばら積貨物船にあっては，それぞれ表 4 から表 6 の規定にもよらなければならない。板厚に応じた各

鋼材のクラスに応じた鋼材のグレードは表 8 による。
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表 3 鋼材のクラス及びグレード 

構造部材 鋼材のクラス及びグレード 
二
次
構
造
部
材

 

A1： 縦通隔壁板であって，一次構造部材に属さないもの

A2： 暴露甲板であって，一次構造部材又は特定構造部材に属さな

いもの 

A3：船側外板 

-中央部 0.4LCSR間はクラス I

-上記以外は A/AH 

一
次
構
造
部
材

 

B1： 船底外板（平板竜骨を含む）

B2： 強力甲板であって，特定構造部材に属さないもの

B3： 強力甲板上にある連続した縦強度部材で，ハッチコーミング

を除く 

B4： 縦通隔壁板の最上部一条

B5： ハッチサイドガーダ及びトップサイドタンク斜板の最上部

一条 

-中央部 0.4LCSR間はクラス II

-上記以外は A/AH 

特
定
構
造
部
材

 

C1： 強力甲板の舷側厚板(1)

C2： 強力甲板の梁上側板(1)

C3： 縦通隔壁に接する甲板一条（二重船側を形成する縦通隔壁に

隣接する甲板を除く）(1) 

-中央部 0.4LCSR間はクラス III

-上記を除く中央部 0.6LCSR間はクラス II 

-上記以外はクラス I 

C4： コンテナ運搬船と同様の倉口配置をもつ船舶における強力

甲板の船側倉口隅部 

-中央部 0.4LCSR間はクラス III

-上記を除く中央部 0.6LCSR間はクラス II 

-上記以外はクラス I

-貨物倉区域はクラス III 

C5： 強力甲板の倉口隅部 
-中央部 0.6LCSR間はクラス III

-上記を除く貨物倉区域はクラス II 

C6： 全幅にわたり二重底構造となっている LCSRが 150m 未満の船

舶におけるビルジ外板 

-中央部 0.6LCSR間はクラス II

-上記以外はクラス I 

C7： その他の船舶におけるビルジ外板（C6 を除く）(1) 

-中央部 0.4LCSR間はクラス III

-上記を除く中央部 0.6LCSR間はクラス II 

-上記以外はクラス I 

C8： 長さが 0.15LCSRより長いハッチサイドコーミング

C9： ハッチサイドコーミングの端部ブラケット及びハッチサイ

ドコーミングと甲板室との取り合い部 

-中央部 0.4LCSR間はクラス III

-上記を除く中央部 0.6LCSR間はクラス II 

-上記以外はクラス I

-ただし，D/DH 以上としなければならな

い 

(1) クラス III が要求される中央部 0.4LCSR間の一条は，船舶の設計の形状による制限がない場合，その幅を 800＋5LCSR（mm）

以上としなければならない。ただし，1,800mm を超える必要はない。 
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表 4 LCSRが 150m を超える船舶における鋼材のグレード 

構造部材 鋼材のグレード 

ハルガーダ強度に寄与する強力甲板 中央部 0.4LCSR間は B/AH 

強力甲板上方にある連続した縦強度部材 中央部 0.4LCSR間は B/AH 

船底と強力甲板の間に連続的な縦通隔壁を有しない船舶における単船

側外板 
貨物倉区域は B/AH 

 
表 5 LCSRが 250m を超える船舶における鋼材のグレード 

構造部材(1) 鋼材のグレード 

強力甲板の舷側厚板 中央部 0.4LCSR間は E/EH 

強力甲板の梁上側板 中央部 0.4LCSR間は E/EH 

ビルジ外板 中央部 0.4LCSR間は D/DH 

(1) E/EH が要求される中央部 0.4LCSR間の一条は，船舶の設計の形状による制限がない場合，その幅を 800＋5LCSR（mm）以上

としなければならない。ただし，1,800mm を超える必要はない。 

 
表 6 LCSRが 150m を超える単船側構造ばら積貨物船における鋼材のグレード 

構造部材 鋼材のグレード 

倉内肋骨の下部ブラケット(1), (2) D/DH 

船側外板とホッパタンク斜板又は内底板との交点から，上下にそれぞ

れ 0.125 l の範囲に，その一部又は全部が含まれる船側外板(2) 
D/DH 

(1) 「下部ブラケット」とは，船側外板とホッパタンク斜板又は内底板との交点から，0.125 l 上方の範囲にある，下部ブラケ

ットのウェブ及び倉内肋骨のウェブをいう。 

(2) 倉内肋骨のスパン l は，支持構造間の距離とする。（2 編 1 章 2 節図 2 参照） 

 
表 7 （削除） 
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表 8 クラス I，II 及び III に対する鋼材のグレード 

クラス I II III 

建造板厚（mm） MS HT MS HT MS HT 

t £ 15 A AH A AH A AH 

15 < t £ 20 A AH A AH B AH 

20 < t £ 25 A AH B AH D DH 

25 < t £ 30 A AH D DH D DH 

30 < t £ 35 B AH D DH E EH 

35 < t £ 40 B AH D DH E EH 

40 < t £ 50 D DH E EH E EH 

2.3.2
表 3 から表 7 に規定されていない構造部材については，本会が適当と認めるところにより A/AH 級鋼とすることができ

る。

2.3.3
船尾材及びシャフトブラケットに使用される板部材は，原則としてクラス II よりも低いグレードとしてはならない。

2.4 低温にさらされる構造

2.4.1
低温海域を航行する船舶にあっては，1 章 2 節 3.4.4 によること。

2.5 板厚方向特性

2.5.1
T 字又は十字継手に部分又は完全溶込み溶接が使用される場合であって，圧延面に対し垂直方向の大きな引張り歪みを

受ける板部材については，K 編 3 章 3.11 に規定する板厚方向特性を有する材料の使用を考慮しなければならない。当該

鋼材は，材料記号の末尾に“Z”を付し（例えば，EH36Z），承認図面に記載すること。

2.6 ステンレス鋼

2.6.1
ステンレス鋼の使用は本会が適当と認めるところによる。なお，温度の上昇に伴いステンレス鋼の強度が低下すること

を，材料係数 k の計算及びヤング率 E に対して考慮しなければならない。 

3. 鍛鋼品及び鋳鋼品 

3.1 一般

3.1.1
構造部材として使用する鍛鋼品及び鋳鋼品の機械的特性及び化学成分は，K 編の規定に適合したものでなければならな

い。

3.1.2
溶接される構造部材の鋼材は，本会が適当と認める機械的特性及び化学成分を有するものとしなければならない。

3.1.3
鋼材は，K 編の規定に従って試験しなければならない。

3.2 鍛鋼品

3.2.1
本会が適当と認める場合，鍛鋼品に代えて圧延棒鋼を使用することができる。

この場合，当該圧延棒鋼は，関連する品質及び試験について K 編の規定を満足することが要求される。 
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3.3 鋳鋼品

3.3.1
船首材及び船尾骨材の一部として使用する鋳鋼品は，原則として，K 編の規定に従い，最小引張強度 Rm が 400N/mm2

の溶接可能な炭素鋳鋼品及び炭素マンガン鋳鋼品とすること。

3.3.2
船体強度部材に寄与する主要な板部材への鋳鋼品の溶接については，本会の適当と認めるところによる。

これらの鋳鋼品に対して追加の機械的特性及び試験（特に，鋳鋼品が溶接される板部材に対し適切な衝撃特性を有する

こと及び非破壊試験の実施）を要求することがある。 

4. アルミニウム合金材 

4.1 一般

4.1.1
船楼，甲板室，ハッチカバー，ヘリコプタ甲板又はその他の局部構造へのアルミニウム合金材の使用は，特別な考慮を

払わなければならず，使用するアルミニウム合金材の仕様及び製造方法を提出し，本会の承認を得なければならない。

材料及び部材寸法は，K 編の規定による。また，5000 系又は 6000 系のアルミニウム合金材を使用しなければならない。

4.1.2
低温環境又は特殊な箇所において使用されるアルミニウム合金材については，本会の適当と認めるところによる。

4.1.3
特に規定する場合を除き，アルミニウム合金材のヤング率は 70,000N/mm2，ポアソン比は 0.33 とする。

4.1.4
アルミニウム合金材と鋼構造の接合方法は詳細を提出し，本会の承認を得なければならない。

4.2 押出形材

4.2.1
一体の板材及び防撓材として成形されたものを押出形材として使用することができる。

4.2.2
原則として，押出形材の使用は，甲板，隔壁，船楼及び甲板室に限定する。本会が認める場合，その他の箇所に使用す

ることができる。

4.2.3
押出形材は，防撓材が主応力の方向と平行になるよう向きを合わせなければならない。

4.2.4
押出形材と主要構造との結合については，特別に配慮しなければならない。

4.3 溶接継手の機械的特性

4.3.1
溶接入熱は，加工硬化により硬化されたアルミニウム合金材（質別が O 又は H111 以外の 5000 系アルニウム合金材）

又は熱処理により硬化されたアルミニウム合金材（6000 系アルミニウム合金材）の機械的特性を局所的に低下させる。

4.3.2
5000 系アルミニウム合金材の溶接特性は，原則として，O 又は H111 のものとする。より高い機械的特性を有すること

が証明されている場合，それを考慮することができる。

4.3.3
6000 系アルミニウム合金材の溶接特性は，本会の適当と認めるところによる。

4.4 材料係数 k

4.4.1
アルミニウム合金材の材料係数 k は，次によらなければならない。 

lim

235
R

k
¢

=  

R lim： 溶接された状態における母材の最小降伏応力 R p0.2（N/mm2）。ただし，溶接された状態における母材の

最小引張強さ R m（N/mm2）の 70%以下としなければならない。 
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R p0.2： 溶接された状態における材料の最小降伏応力（N/mm2） 
2.012.0' pp RR h=  

R m： 溶接された状態における材料の最小引張強さ（N/mm2） 

mm RR 2' h=  

Rp0.2： 溶接されていない状態における母材の最小降伏応力（N/mm2）

Rm： 溶接されていない状態における母材の最小引張強さ（N/mm2）

1h 及び 2h ： 表 9 による。 

 
表 9 溶接構造に使用されるアルミニウム合金材の使用係数 

アルミニウム合金材 1h  2h  

硬化処理されていないアルミニウム合金材（O 又は H111 の

5000 系アルミニウム合金材） 
1 1 

加工硬化されたアルミニウム合金材（O 又は H111 以外の 5000

系アルミニウム合金材） 
R p0.2 / Rp0.2 R m / Rm 

熱処理により硬化されたアルミニウム合金材（6000 系アルミ

ニウム合金材）(1) 
R p0.2 / Rp0.2 0.6 

(1) 数値が得られない場合，係数は 1h ，表 10 に定義する金属効果係数 b の値としなければならない。 

  
表 10 アルミニウム合金材の金属効果係数 b  

アルミニウム合金材 質別 建造板厚（mm） b  

6005A（中実形材） T5 又は T6 
t   6 0.45 

t > 6 0.40 

6005A（中空形材） T5 又は T6 All 0.50 

6061（形材） T6 All 0.53 

6082（形材） T6 All 0.45 

4.4.2
二種類の異なるアルミニウム合金材を溶接する場合，部材寸法の決定において考慮するべき材料係数 k は，当該箇所の

アルミニウム合金材のうち材料係数の大きい方の値とする。

4.5 その他

4.5.1
油を運搬するタンク，コファダム及びポンプルーム内へのアルミニウム製の艤装品の設置は避けなければならない。ま

た，当該区画内に設置する場合には，アルミニウム製の艤装品，装置及び支持材はアルミニウム製アノードに対する 2

編 2 章 2 節 1.2 の要件を満足しなければならない。 

4.5.2
歩路等の重い可搬式のアルミ構造物の下側は，汚れの発生を避けるために，硬質プラスチック，木製カバー又は承認さ

れた方法により保護しなければならない。それらの保護は，恒久的かつ堅固に構造物へ取り付けなければならない。 



－63－

（2019 鋼船規則 CSR-B&T編  1編  3章  1節）

5. その他の材料及び製品 

5.1 一般

5.1.1
鋳鉄（使用が認められる場合に限る）製の部品，銅及び銅合金製の製品，リベット，チェーン，クレーン，マスト，デ

リックポスト，デリック，付属品及びワイヤロープのようなその他の材料及び製品については，K 編及び L 編の規定に

よらなければならない。

5.1.2
プラスチック又はその他の材料であって本会の規則に規定されないものの使用及びその場合の要件については，本会の

適当と認めるところによる。

5.2 鋳鉄品

5.2.1
フェライト／パーライトの混合組織のねずみ鋳鉄，可鍛鋳鉄又は球状黒鉛鋳鉄は，原則として，重要度が低く低応力箇

所の製品にのみ使用して差し支えない。

5.2.2
一般的な鋳鉄品は，角窓及び丸窓に使用してはならない。ただし，適切な型式の高いグレードの鋳鉄品の使用について

は，本会の適当と認めるところによる。 
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2 節 ネット寸法手法 

記号 

本節に規定されない記号については，1 章 4 節による。

t： ネット板厚（mm）

tc： 腐食予備厚（mm）

tgr： グロス板厚（mm）

hstf： 防撓材又は主要支持部材の高さ（mm）

hw： 防撓材又は主要支持部材のウェブの高さ（mm）

tw： 防撓材又は主要支持部材のウェブの板厚（mm）

bf： 防撓材又は主要支持部材の面材の幅（mm）

tf： 防撓材又は主要支持部材の面材の板厚（mm）

tp： 防撓材又は主要支持部材が付く板（以下，「付き板」という。）の板厚（mm）

de： L3-断面におけるウェブの上端からフランジの頂部までの距離（mm）（図 3 参照）

df： L2-断面におけるフランジの短い方の突出部の距離（mm）（図 3 参照）

tas_built： 建造板厚（mm）で，建造段階で使用される実際の板厚とする。

tgr_off： 申請グロス板厚（mm）で，1.2.2 の規定による。

tgr_req： 要求グロス板厚（mm）で，1.2.1 の規定による。

toff： 申請ネット板厚（mm）で，1.2.3 の規定による。

tdm： 製造・設計における余裕厚（mm）で，設計又は建造状況に応じて設計者又は建造者が適用した寸法に基づい

た，申請グロス板厚と要求グロス板厚の差とする。（申請ネット板厚と要求ネット板厚の差もこれと同等）こ

の板厚差は追加の腐食余裕分とはみなさない。 

treq： 要求ネット板厚（mm）で，1.3.1 の規定による。

tvol_add： 任意追加板厚（mm）で，腐食衰耗に対する追加余裕分として船主又は建造者により任意で tC に追加される板

厚とする。 

tres： 腐食余裕厚（mm）で，0.5mm とする。

tc1，tc2：構造部材の片側に適用する腐食予備厚（mm）で，3 章 3 節表 1 の規定による。 

1. 一般 

1.1 適用

1.1.1 ネット寸法手法

各構造部材のネット板厚 t は，設計基準に従った構造強度のために必要な板厚である。また，各構造部材の腐食予備厚

tc は，ネット寸法板厚の規定から独立した板厚である。（図 1 参照）本手法は，船舶の就航中に生じるであろう腐食に対

して付加する板厚とネット板厚を明確に区別するとともに，腐食に対する構造の状態が，船舶の一生を通じて明確に確認

されること可能にする。

1.1.2 局部腐食及び全体的な腐食

ネット寸法手法において，局部腐食と全体的な腐食は区別する。局部腐食は板部材や防撓材のような局部構造部材の一

様腐食であり，全体的な腐食は主要支持部材やハルガーダのようなより広い範囲の平均腐食である。

1.1.3 グロス寸法の特例

グロス寸法により直接決定された寸法は，ネット寸法手法によらない。すなわち，グロス寸法には腐食予備厚は含むが，

船主による追加余裕分は含まない。グロス寸法の規定は，添え字“gr”により見分けられ，例えば次の規定が該当する。

・ 船楼及び甲板室の寸法で，11 章 1 節の規定による。

・ 鍛鋼や鋳鋼により製造された大きな部材寸法 

② 
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図 1 ネット寸法手法のスキーム 

 

1.2 グロス寸法及びネット寸法の定義

1.2.1 要求グロス板厚

要求グロス板厚 tgr_req は，次のとおり，要求ネット板厚に 3 章 3 節の規定による腐食予備厚を加えた板厚とする。 
creqreqgr ttt +=_  

1.2.2 申請グロス板厚

申請グロス板厚 tgr_off は，建造段階で使用されるグロス板厚で，次のとおり，建造板厚から任意追加板厚を差し引いた

板厚とする。 
addvolbuiltasoffgr ttt ___ -=  

1.2.3 申請ネット板厚

申請ネット板厚 toffは，次のとおり，申請グロス板厚から腐食予備厚を差し引いた板厚とする。 
caddvolbuiltascoffgroff tttttt --=-= ___  

1.3 規則で考慮すべき寸法

1.3.1
要求ネット板厚 treq は，算出されたネット板厚について，最も近い 0.5mm 単位の値となるよう端数処理をして得られた

板厚とする。

・ 例えば，10.75 £ t < 11.25mm の場合，要求ネット板厚は 11.0mm

・ 例えば，11.25 £ t < 11.75mm の場合，要求ネット板厚は 11.5mm

1.3.2
本規則において考慮すべき寸法は次による。

・ 板部材の申請ネット板厚は要求ネット板厚以上としなければならない。

・ 局部支持部材の要求ネット断面係数，要求断面二次モーメント及び要求せん断面積は，付き板，ウェブ及びフラン

ジのネット板厚を用いて計算しなければならない。局部支持部材のネット断面寸法は図 2 による。要求断面係数及

びウェブの要求板厚は，端部ブラケットを除いた範囲に適用する。 

・ 主要支持部材及びハルガーダの申請ネット断面特性は，当該部材を構成する全ての構造部材において，申請グロス

寸法から表 1 に規定する腐食予備厚を差し引いた寸法に基づく要求ネット断面特性以上としなければならない。 

・ 本規則で規定されている強度評価手法においては，表 1 に規定する腐食予備厚を申請グロス寸法から差し引いて評

価を行わなければならない。この場合，表 1 に規定する腐食予備厚の半分の値を，考慮する構造部材のそれぞれ片

面から差し引かなければならない。 

・ 腐食予備厚は 3 章 3 節 1.2 に規定する値以上としなければならない。

規則への適合を検討する際，船主又は建造者による追加の板厚は含めてはならない。 
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表 1 グロス寸法に適用する腐食の評価 

構造要件 特性／解析の種類 適用する腐食予備厚 

最小板厚

（主要支持部材を含むすべての部材） 
板厚 tc 

局部強度

（板部材，防撓材及び倉内肋骨） 

板厚／断面特性 tc 

剛性／寸法比／座屈強度 tc 

主要支持部材（規則算式） 

断面特性 0.5tc 

剛性／ウェブ及び面材の寸法比

／座屈強度 
tc 

FEM による強度評価 

貨物タンク／貨物倉 0.5tc 

座屈強度 tc 

局部詳細メッシュ 0.5tc 

詳細メッシュ領域 0.5tc 

ハルガーダ強度 
断面特性 0.5tc 

座屈強度 tc 

縦曲げ最終強度／残存強度 
断面特性 0.5tc 

座屈／崩壊強度 0.5tc 

疲労強度評価（簡易応力解析） 
ハルガーダ断面特性

局部支持部材 
0.5tc 

疲労強度評価（有限要素応力解析） 
標準メッシュ有限要素モデル

極詳細メッシュ部 
0.5tc 
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図 2 局部支持部材のネット断面特性 
 

 

T-断面 

平鋼断面 

L-断面 
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図 3 局部支持部材のネット断面特性（続き） 
 

 
 

ネット横断面積，y 軸周りの断面二次モーメント及びその中立軸の位置は，横断面の表面から腐食量 0.5tc を差し引

いて算出しなければならない。 

L2-断面 

L3-断面 

バルブ又は類似の断面 

② 
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3 節 腐食予備厚 

記号 

tc： 腐食予備厚（mm）

tc1，tc2： 構造部材の片側に適用する腐食予備厚（mm）で，表 1 による

tres： 腐食余裕厚で，0.5mm とする 

1. 一般 

1.1 適用

1.1.1
本規則に規定する腐食予備厚は，炭素マンガン鋼，ステンレス鋼，ステンレスクラッド鋼及びアルミニウム合金に適用

する。ステンレスクラッド鋼の炭素鋼側の暴露部に対する腐食予備厚は，区画に応じて表 1 によらなければならない。

その他の鋼材の腐食予備厚にあっては，本会の適当と認めるところによる。

1.2 腐食予備厚の決定

1.2.1
構造部材の各片側の腐食予備厚 tc1 又は tc2 は表 1 による。

構造部材の両側の合計腐食予備厚は，次の算式による。 

resccc tttRoundupt ++= )( 215.0　  
区画内の内部材にあっては，合計腐食予備厚は，次の算式による。 

rescc ttRoundupt += )2( 15.0　  

ここで，tc1 は，当該区画にさらされる片側の腐食予備厚で，表 1 による。

Roundup0.5（t）とは，0.5mm 単位の値となるよう切り上げることをいう。

ステンレス鋼又はアルミニウム合金によって建造された区画境界及び内部材の合計腐食予備厚 tc（mm）は，次によら

なければならない。

5.0== resc tt  

ステンレスクラッド鋼を用いる場合，炭素鋼側の腐食予備厚 tc1 及びステンレス鋼側の腐食予備厚 tc2 は，それぞれ次に

よらなければならない。

・ tc1：区画に応じ，表 1 による。

・ tc2 = 0 
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表 1 構造部材の片側の腐食予備厚 

区画の種類 構造部材 

tc1 又は tc2（mm） 

油タンカー 

BC-A 又は

BC-B を付

記するばら

積貨物船で

あって，長

さが 150m

以上の船舶 

左記以外の

ばら積

貨物船 

バラストタン

ク，ビルジタン

ク，排水貯蔵タ

ンク，チェーン

ロッカ(1) 

主要支持部材の面材 
タンク頂板から下方 3m まで(4) 2.0 

その他の箇所 1.5 

上記以外の部材(2) (3) 
タンク頂板から下方 3m まで(4) 1.7 

その他の箇所 1.2 

貨物油タンク 

主要支持部材の面材 
タンク頂板から下方 3m まで(4) 1.7 

N/A 

その他の箇所 1.4 

内底板及びタンクの底板 2.1 

上記以外の部材 
タンク頂板から下方 3m まで(4) 1.7 

その他の箇所 1.0 

ばら積貨物倉

(5) 

横隔壁 

上部(6) 

N/A 

2.4 1.0 

下部スツールの斜板，垂直板及び

頂板(7) 
5.2 2.6 

その他 3.0 1.5 

ホッパ斜板，内底板 3.7 2.4 

上記以外の部材 

上部(6) 

1.8 1.0 単船側構造ばら積貨物船の倉内

肋骨上部ブラケットのウェブ及

び面材 

単船側構造ばら積貨物船の倉内

肋骨下部ブラケットのウェブ及

び面材 
2.2 1.2 

その他 2.0 1.2 

大気暴露 
暴露甲板の板部材 1.7 

上記以外の部材 1.0 

海水暴露 
設計最小バラスト喫水線と構造用喫水線の間の外板 1.5 

その他の外板 1.0 

燃料油タンク及び潤滑油タンク 0.7 
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表 1 構造部材の片側の腐食予備厚（続き） 

区画の種類 構造部材 tc1 又は tc2（mm） 

清水タンク 0.7 

空所(8) 

ボルト締めマンホールからのみ出入り可能な区画，パイ

プトンネル，貨物倉又はバラスト兼用倉の一部とならな

いスツールの内側等の通常は出入りしない区画 
0.7 

ドライスペー

ス 
機関区域，ポンプ室，貯蔵品室，操舵機室等の内部 0.5 

(1) チェーンロッカの底板上面から上方 3m 以内にある板部材の表面には，1.0mm 追加しなければならない。

(2) 加熱される貨物油タンクとバラストタンクの境界であって，バラストに接する板部材の表面には 0.5mm 追加しなければな

らない。加熱される貨物油タンク又は加熱される燃料油／潤滑油タンクとバラストタンクの境界であって，バラストタン

ク内に付く防撓材のウェブ及び面材には，両表面に 0.3mm ずつ追加しなければならない。加熱される貨物油タンクとは，

加熱装置（最も一般的なものは加熱管）が設置されている貨物タンクのことをいう。 

(3) 加熱される燃料油タンク又は加熱される潤滑油タンクとバラストタンクの境界であって，バラストに接する板部材の表面

には 0.7mm 追加しなければならない。 

(4) タンク頂板が暴露甲板である貨物油タンク及びバラストタンクに適用する。3m の距離はタンク頂部と平行に，タンク頂部

から垂直に測る。 

(5) ばら積貨物倉は，バラスト兼用倉を含む。

(6) 貨物倉の上部とは，トップサイドタンクと二重船側又は船側外板との交差部より上側をいう。トップサイドタンクが無い

場合は，貨物倉の高さの上部 1/3 の範囲とする。（平板隔壁が貨物倉に配置される場合も，隔壁の上部は同様の定義とする。） 

(7) 下部スツールがない場合（機関室隔壁又は船首隔壁等）又は平板隔壁の場合，腐食予備厚は当該貨物倉の向かい側にある

隔壁のスツールの高さまで適用しなければならない。向かい側の隔壁にスツールがない場合は，内底板から隣接するビル

ジホッパ斜面の上端の高さまで適用しなければならない。ただし，3m より大きくする必要はない。 

(8) 外板の腐食予備厚の決定において，パイプトンネルはバラストタンクとして考える。 

1.2.2 合計腐食予備厚の最小値

合計腐食予備厚は，防撓材のウェブ及び面材並びに腐食予備厚として 1.5mm の適用を受けるドライスペースの内部材

を除き，2mm 以上としなければならない。

ステンレス鋼，ステンレスクラッド鋼又はアルミニウム合金で建造される構造部材にあっては，本規定は適用しない。

1.2.3 防撓材

防撓材の腐食予備厚は，当該防撓材が板に取り付けられる位置により決定しなければならない。

1.2.4
該当する腐食予備厚の値が複数ある場合，最も厳しい腐食予備厚を条板全体に適用しなければならない。 
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4 節 防食措置 

1. 一般 

1.1 保護されるべき構造

1.1.1 海水バラストタンク

海水バラストタンクには有効な防食措置を施さなければならない。

1.1.2 貨物油タンク

貨物油タンクは，2 編 2 章 2 節 1 の規定により保護しなければならない。

1.1.3 ばら積貨物船

ばら積貨物船の二重船側部にある空所及び貨物倉は，それぞれ 2 編 1 章 2 節 2.2 及び 2 編 1 章 2 節 2.3 の規定により保

護しなければならない。

1.1.4 狭隘区画

狭隘区画，特に，交通が困難であるため検査及び保守が容易に実施できない船首尾部の狭隘区画については，原則とし

て，有効な防食性を有するものを充填させなければならない。 

2. 電気防食用アノード 

2.1 船体へのアノードの取り付け

2.1.1
アノードは，次の(a)又は(b)の方法により設置直後及び就航中に衰耗した場合においても船体構造にしっかりと固着さ

れるように取り付けなければならない。

(a) 鋼製の芯材と船体構造を連続隅肉溶接により固着すること。

(b) 最低 2 組のボルト及びロックナットによるボルト締めにより，船体構造とは別の支持材への取り付けること。ただ

し，他の機械的な締付手段を認めることがある。

2.1.2
アノードは外板に取り付けてはならず，防撓材又は平面隔壁板の防撓材に沿って設置しなければならない。アノードの

両端部は，別々の挙動が生じるような部材に取り付けてはならない。

2.1.3
芯材又支持材を局部支持部材又は主要支持部材に溶接する場合には，支持部材端部，ブラケット端部及び同様に応力が

発生する箇所への溶接を避けなければならない。非対称部材に溶接する場合には，ウェブ端部から少なくとも 25mm 離し

て溶接しなければならない。面材が対称的な防撓材又は桁材の場合には，ウェブ又は面材の中心線に溶接して差し支えな

いが，自由端から十分に離さなければならない。原則として，アノードは高張力鋼の面材に取り付けてはならない。

2.1.4 貨物油タンク

貨物油タンクに電気防食システムを取り付ける場合には，2 編 2 章 2 節 1 の規定に適合しなければならない。 
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5 節 限界状態 

1. 一般 

1.1 限界状態

1.1.1 定義

限界状態とは，その状態を超えると構造が強度規定を満足しない状態をいう。構造に関連する限界状態の分類を次に示

す。

・ 使用限界状態（SLS）： その状態を超えると特定の強度規定を満足しない状態に対応するもの。

・ 最終限界状態（ULS）： 非損傷状態における，最大耐荷容量，場合によっては最大ひずみ又は変形に対応するもの。

・ 疲労限界状態（FLS）： 繰り返し荷重の影響による劣化に対応するもの。

・ 事故限界状態（ALS）： 事故に耐えることのできる構造強度に関連する

1.1.2 使用限界状態

使用限界状態は，通常の使用に関するもので，次を含む。

・ 運航寿命を減少させる構造上の局部損傷が生じる状態，あるいは構造部材又は非構造部材の有効性又は外見に影響

を及ぼす局部損傷が生じる状態 

・ 構造部材又は非構造部材の有効性又は外見，あるいは安全設備の機能に影響を及ぼす許容できない変形が生じる状

態 

使用限界状態でいう“外見”とは，見た目の美しさではなく，大きな撓みや広範囲にわたる亀裂等の基準に関連するも

のをいう。

1.1.3 最終限界状態

最終限界状態は，最大耐荷容量，場合によっては最大ひずみ又は変形に対応するもので，次を含む。

・ 断裂，過度の変形又は不安定性（座屈）により断面，部材又は固着部が最大耐力に達する状態

・ 構造全体又は一部が塑性域に転じる降伏点を超える状態

1.1.4 疲労限界状態

疲労限界状態は，繰り返し荷重による構造部材の疲労強度が，設計疲労寿命より大きいことを評価する。

1.1.5 事故限界状態

事故限界状態は，事故又は異常状態に耐えることのできる構造強度に関連するもので，他区画への浸水の進行は伴わな

い，任意の区画への浸水状態を考慮する。限界状態は，事故荷重又は異常荷重を考慮した非損傷状態，あるいは限定的な

時間において船舶が遭遇する環境荷重を考慮した損傷状態について，次の事項を考慮したものである。

・ 人命の安全

・ 環境

・ 財産（船舶及び貨物）

事故限界状態は次を含む

・ 貨物喪失を考慮しない構造強度の喪失

・ 構造強度の喪失及び貨物喪失

1.2 崩壊モード

1.2.1
多くの想定される崩壊モードは，船体構造の様々な部材に関連があり，各崩壊モードは，1 つ以上の限界状態に関連が

ある。船体構造の安全性の評価のために考慮すべき崩壊モードと限界状態の関係を表 1 に示す。 
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表 1 考慮すべき崩壊モードと限界状態の関係 

想定される考慮すべき 

崩壊モード 

限界状態(1) 

SLS ULS FLS ALS 

降伏 Y Y - Y 

塑性崩壊 - Y - Y 

座屈 Y Y - Y 

断裂 - Y - Y 

疲労亀裂 - - Y - 

脆性破壊(2) - - - - 

(1)  Y は，構造強度評価を実施することを示す。

(2) 鋼材のグレードに関する規定による。 

 
1.2.2 降伏

降伏崩壊モードは，面内応力と直応力との組合せ応力によって構造部材へ塑性ひずみが局部的に発生するモードをいう。

局部的な塑性ひずみに対しては，SLS，ULS 及び ALS を想定した評価を行い，評価には構造部材に生じる応力が許容値を

超えないことを確認する方法が用いられる。

1.2.3 塑性崩壊

塑性崩壊モードは，通常，大きな面外衝撃圧を受ける局部構造部材に生じる。本崩壊モードでは，局部構造部材に永久

面外変形が生じるが，全体強度に影響を与えるものではない。本崩壊モードに対しては，ULS 及び ALS を想定した評価

を行い，評価には従来の塑性設計法が用いられる。

1.2.4 座屈

座屈崩壊モードは，圧縮荷重を受ける構造部材の不安定現象である。構造部材の応力が弾性座屈応力に達すると，圧縮

荷重を受けている間は弾性（可逆性）座屈が発生する。本座屈崩壊モードには SLS を想定した評価を行う。さらに圧縮

荷重が増大した場合，最も弱い構造部材の座屈によって応力の再分布が起こり，一部の構造部材において応力が降伏応力

に達する。大きな弾性撓みを伴う本座屈崩壊モードに対して，ULS 及び ALS を想定した評価を行う。圧縮荷重を除荷す

ると，座屈による崩壊の影響は見られない。

一方で，構造部材の応力が降伏応力を超える場合，塑性（非可逆性）座屈が発生する。結果として，塑性座屈により重

大な永久撓みが生じる。この不可逆性座屈崩壊モードに対しては，全体ハルガーダ強度における ULS 又は ALS を想定し

た評価を行う。

1.2.5 破断

破断崩壊モードは，構造部材に降伏応力を超える大きな引張応力が発生する破壊モードである。本崩壊モードに対して

は，ULS 又は ALS を想定した評価を行う。この評価は降伏崩壊モードの評価に含まれる。

1.2.6 脆性破壊

脆性破壊は，材料，温度及び板厚に依存する。従って，本モードは鋼材のグレードの規定による。

1.2.7 疲労亀裂

本崩壊モードは，前述のモードとは異なる崩壊モードであり，FLS を想定した評価を行う。 

2. 基準 

2.1 一般

2.1.1
本規則では，各構造部材に対して確認する限界状態の基準を規定する。本規則の強度評価は，表 2 に示すとおり，降伏

強度評価，座屈強度評価，最終強度評価及び疲労強度評価について規定している。 
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表 2 構造強度評価 

構造部材(1) 降伏強度評価 座屈強度評価 最終強度評価 疲労強度評価 

局部構造 
防撓材 Y Y Y (2) Y 

板部材 Y Y Y (3) - 

主要支持部材 Y Y Y (2) Y 

ハルガーダ Y Y (4) Y - 

(1)  Y は，該当する構造強度評価を実施することを示す。

(2) 最終強度評価は座屈強度評価に含まれる。

(3) 板部材の最終強度評価は，板部材の降伏強度評価の算式に含まれる。

(4) ハルガーダ強度に寄与する防撓材及び板部材の座屈強度評価は，ハルガーダの曲げモーメント及び垂直せん断力によ

る応力に対し実施される。 

2.2 使用限界状態

2.2.1 ハルガーダ

ハルガーダの降伏強度評価にあっては，応力は超過確率 10-8 レベルの荷重に対応する。

2.2.2 板部材

主要支持部材を構成する板部材の降伏強度評価及び座屈強度評価にあっては，応力は超過確率 10-8 レベルの荷重に対応

する。

2.2.3 防撓材

防撓材の降伏強度評価にあっては，応力は超過確率 10-8 レベルの荷重に対応する。

2.3 最終限界状態

2.3.1 ハルガーダ

縦曲げ最終強度は，部分安全係数を考慮して，超過確率 10-8 レベルの荷重に対して評価しなければならない。

2.3.2 板部材

防撓材及び主要支持部材間の板部材の最終強度は，超過確率 10-8 レベルの荷重に対して評価しなければならない。

2.3.3 防撓材

防撓材の最終強度評価は，超過確率 10-8 レベルの荷重に対して評価しなければならない。

2.4 疲労限界状態

2.4.1 構造詳細

防撓材と主要支持部材の固着部のような代表的な溶接構造の構造詳細やばら積貨物船のハッチコーナ部における甲板

の遊縁の疲労寿命は，ホイッピング-スプリンギングの影響を含めた超過確率 10-2 レベルの荷重に基づく長期分布荷重に

より評価しなければならない。

2.5 事故限界状態

2.5.1 ハルガーダ

ばら積貨物船にあっては，5 章 1 節及び 5 章 2 節に従って，貨物倉が浸水した状態及び損傷状態におけるハルガーダ降

伏強度及び縦曲げ最終強度を評価しなければならない。

油タンカー及びばら積貨物船の残存強度は，衝突又は座礁による損傷に対して，5 章 3 節により評価しなければならな

い。

2.5.2 二重底構造

ばら積貨物船にあっては，2 編 1 章 3 節に従って，貨物倉が損傷した状態における二重底構造を評価しなければならな

い。

2.5.3 隔壁構造

ばら積貨物船にあっては，2 編 1 章 3 節及び 2 編 1 章 4 節に従って，貨物倉が浸水した状態における隔壁構造を評価し

なければならない。 
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2.5.4 板部材，防撓材及び主要支持部材

降伏強度については 6 章，座屈強度については 8 章 3 節に従って，浸水状態における板部材，防撓材及び主要支持部材

を評価しなければならない。 

3. 衝撃荷重に対する強度評価 

3.1 一般

3.1.1
船首船底スラミング，船首衝撃及びグラブ落下のような衝撃荷重に対する構造応答は，荷重の作用範囲及び大きさ並び

に構造様式に依存する。

3.1.2
防撓材及び主要支持部材間の板部材並びに板付き防撓材のような格子構造を形成する構造部材の構造部材の最終強度

は，それらに作用する最大衝撃荷重に対して評価しなければならない。 
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6 節 構造詳細の原則 

記号 

本節に規定されない記号については，1 章 4 節による。 

1. 適用 

1.1 一般

1.1.1
別に規定される場合を除き，本節の規定は船楼及び甲板室を除く船体構造に適用する。 

2. 一般原則 

2.1 構造の連続性

2.1.1 一般

特に次に掲げる箇所にあっては，構造の連続性に注意しなければならない。

・ 構造様式の変化する箇所

・ 主要支持部材又は防撓材の固着端部

・ 貨物倉区域と船首尾部及び機関区域との取り合い箇所

・ 船楼側部及び船楼端部の隔壁近傍

構造部材の端部においては，適切な支持構造の配置により構造の連続性を保持しなければならない。

縦通部材の横断面特性の急激な変化を避け，なめらかな勾配をつけなければならない。

2.1.2 縦通部材

縦通部材は，強度の連続性が保持されるよう配置しなければならない。

ハルガーダ強度に寄与する縦通部材は，可能な限り船首尾方向へ連続させなければならない。

特に，貨物倉区域の縦通隔壁の構造の連続性は，当該貨物倉区域の外側まで保持しなければならない。この構造の連続

性は，縦通隔壁に沿って大きなブラケット（スカーフィングブラケット等）を設けることにより，保持しても差し支えな

い。

2.1.3 主要支持部材

主要支持部材は，強度の連続性を保持するよう配置しなければならない。

ウェブ高さ又は横断面の急激な変化は避けなければならない。

2.1.4 防撓材

防撓材は，強度の連続性を保持するよう配置しなければならない。

ハルガーダ強度に寄与する防撓材は，中央部 0.4 LCSR間，及び中央部 0.4 LCSR間より外側にあっては可能な限り，主要

支持部材との交差箇所において連続させなければならない。

防撓材が，大開口，台座及び半桁板近傍で切れる場合には，固着端部における構造の連続性を保持するよう適切な補強

を行わなければならない。

2.1.5 板部材

板厚に差のある板の突合せ継手では，荷重伝達方向において，建造板厚の板厚の差は，厚い方の板厚の 50%を超えて

はならない。 当該規定は，局部的な補強（例えば，ボトムガーダ，フロア及び内底板へのインサートプレート）にも適

用される。

2.1.6 溶接継手

溶接継手は，高い応力集中が生じる箇所への配置を避けなければならない。 
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2.2 局部補強

2.2.1 ナックル部の補強

(a) ナックル部は，原則としてナックル部に沿って設けられた防撓材又は同等な方法により面外剛性を増すよう補強し

なければならない。 

(b) 主要部材（外板，縦通隔壁等）にナックル部がある場合，ウェブ，ブラケット又は型鋼形状の補強材を，補強材の

荷重（せん断）が伝達するよう，部材に固着しなければならない。ビルジホッパ上端のナックル部の補強例を図 1
に示す。 

(c) 縦通している浅いナックル部には，ナックル部上下の縦通部材間に当該ナックル部と交差するカーリングを密な間

隔で設けなければならない。甲板のキャンバーのように，高い面外荷重，高い面内荷重又はその両方を受けない浅

いナックル部に対しては，カーリング又は他の形状の補強を設ける必要はない。 

(d) 原則として，ナックル部とナックル部に沿った支持補強材との距離は 50mm を超えてはならない。その他の配置と

する場合，設計者は 9 章に規定する疲労解析結果を提出しなければならない。 
 

図 1 ナックル部の補強例 

 

2.2.2 固定点検設備のための補強

位置及び強度を考慮して，固定点検設備として船体構造に設置する設備近傍には局部補強を施さなければならない。

2.2.3 集中荷重に対する甲板構造の補強

甲板構造において，アンカーウインドラス，甲板機械，クレーン，マスト及びデリックポスト等の集中荷重を受けるよ

うな箇所は補強を行わなければならない。

2.2.4 インサートプレートによる補強

インサートプレートの材料は，少なくとも溶接される板と同じ最小降伏応力及び鋼材のグレードのものとしなければな

らない。また，2.1.5 の規定も参照すること。

2.3 ハルガーダ強度に寄与しない縦通部材の固着

2.3.1
5 章 1 節 2.2.2 に規定する強力甲板又は船底のハルガーダ応力が，5 章 1 節 2.2.1 に規定する軟鋼材の許容応力よりも高

い場合，強力甲板，船底外板又はビルジ外板に溶接されるハルガーダ強度に寄与しない縦通部材（ハッチサイドコーミン

グ，ガッターバー，甲板開口部の補強部材，ビルジキール等）の材料は，強力甲板又は船底と同じ最小降伏応力の鋼材と

しなければならない。

2.3.2
2.3.1 の規定は，ハルガーダ強度に寄与する主要支持部材（例えば，ハッチコーミング，ストリンガ及びガーダ等）の

ウェブ，又は内底板に溶接される連続していない縦通防撓材に対しても，ハルガーダ強度に寄与する主要支持部材のウェ

ブ又は内底板に作用するハルガーダ応力が，5 章 1 節 2.2.1 に規定する軟鋼材の許容応力よりも高い場合は適用となる。 

ビルジホッパの断面

A-A 断面 

船側横桁 

船側横桁 

ビルジホッパ上端のナックル部に

おけるストリンガ 
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3. 防撓材 

3.1 一般

3.1.1
すべての防撓材（ウェブ防撓材を除く）はその端部を固着しなければならない。ただし，端部の固着が困難である例外

的な箇所等では，特別にスニップ端を認める場合がある。各固着方法（ブラケット，ブラケットなし又はスニップ端）に

対する要件は，3.2 から 3.4 に規定する。

3.1.2
図 2 に示すように防撓材のウェブと付き板のなす角度が 50 度未満の場合は，トリッピングブラケットを設けなければ

ならない。非対称の防撓材のウェブと付き板の角度が 50 度未満の場合にあっては，防撓材の面材は防撓材のウェブと付

き板のなす角度が大きい方に設けなければならない。
 

図 2 防撓材のウェブと付き板のなす角度が 50 度未満の場合 

 
 

3.2 連続していない防撓材の端部ブラケット固着

3.2.1
縦通部材の強度の連続性をブラケットで保つ場合，主要支持部材の両側においてブラケットに目違いがあってはならな

い。また，ブラケット寸法は，防撓材とブラケットを組合せた断面係数及び有効断面積が，縦通部材の断面係数及び有効

断面積以上となるようなものとしなければならない。

3.2.2
端部ブラケット固着は，防撓材とブラケットの固着部及びブラケットと支持部材の固着部において強度の連続性を保持

しなければならない。

3.2.3
防撓材とブラケットの固着部は，いかなる点においてもその断面係数が防撓材の要求断面係数以上となるよう配置しな

ければならない。

3.2.4 ウェブのネット板厚

ブラケットのウェブのネット板厚 tb（mm）は次の算式を満足しなければならない。ただし，13.5mm を超える必要はな

い。 

( )
bkteH

stfeH
bktb R

R
Zft

-

-+³ 2  

fbkt：係数で次による。 

fbkt = 0.2： 遊縁に防撓材又は面材のあるブラケットの場合

fbkt = 0.3： 遊縁に防撓材又は面材のないブラケットの場合 

Z： 防撓材の要求ネット断面係数（cm3）で，2 つの防撓材が固着されている場合，Z は 2 つの防撓材の要求ネッ

ト断面係数のうち小さい方の値とする。

stfeHR - ： 防撓材の最小降伏応力（N/mm2） 

bkteHR - ： ブラケットの最小降伏応力（N/mm2） 

3.2.5 連続していない防撓材の端部のブラケット

連続していない防撓材の端部に設けられるブラケットの腕の長さ bktl （mm）は，次によらなければならない。 

角度が大きい方に

防撓材の面材を 

取付けなければならない 
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b
bktbkt t

Zc=l  

bktl は次の値以上としなければならない。 
・ stfbkt h8.1=l  防撓材のウェブ端部が支持されており，ブラケットが防撓材のウェブ上に溶接されている場合

（溶接のためにオフセットする場合を含む）（図 3(c)参照） 
・ stfbkt h0.2=l  その他の場合（図 3(a)，(b)及び(d)参照） 

bktc ：  係数で次による。 

65=bktc ： 遊縁に防撓材又は面材のあるブラケットの場合 

70=bktc ： 遊縁に防撓材又は面材のないブラケットの場合 

Z：    防撓材の要求ネット断面係数（cm3）で，3.2.4 の規定による。

tb：    ブラケットの最小ネット板厚（mm）で，3.2.4 の規定による。 

図 3(b)と同様の固着であって，ブラケットが防撓材と重っていない場合，ブラケットの腕の長さは次によらなければな

らない。 
stfbkt h³l  

図 3(c)及び(d)と同様の固着であって，小さな防撓材が主要支持部材又は隔壁に固着する場合，ブラケットの腕の長さ

は hstf の 2 倍以上としなければならない。

 
図 3 連続していない防撓材に付くブラケットの腕の長さ 

 

3.2.6 腕の長さの異なるブラケット

腕の長さは，各腕の長さの合計が bktl2 より大きいものとし，各腕の長さは bktl8.0 未満としてはならない。ここで，腕

の長さとは板部材からブラケット先端部までの距離であり， bktl は 3.2.5 の規定による。 

3.2.7 ブラケットの遊縁の防撓

遊縁に防撓材が要求される場合，防撓材のウェブ高さ wh （mm）は次による値以上としなければならない。ただし，50mm

未満としてはならない。 
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ø
ö

ç
è
æ +=

2000
145 Zhw   

Z：  防撓材のネット断面係数（cm3）で，3.2.4 の規定による。 

3.3 ブラケットのない固着

3.3.1
ブラケットのない固着は，回転及び変位に対して十分な固着となるような設計としなければならない。

3.4 スニップ端

3.4.1
スニップ端は，動的荷重の小さい箇所であって，防撓材によって支持される板部材のネット板厚 tp（mm）が次の算式

による値以上の場合には，使用して差し支えない。  

61 102
1000

kPssct p  
ø
ö

ç
è
æ -= l  

P：  設計荷重条件における防撓材の設計圧力（kN/m2）

1c ：設計荷重条件に対する係数で，次による。 

2.11 =c ： 許容基準が AC-S の場合 

1.11 =c ： 許容基準が AC-SD の場合 

主機や発電機の近傍及びプロペラの振動の影響を受けるような区域の構造並びに外板には，スニップ端の防撓材を設け

てはならない。

3.4.2
ブラケット先端及び防撓材のスニップ端は，端部を隣接部材の近くに設けなければならない。この距離は，ブラケット

又はスニップ端が板部材の反対側の部材で支持されていない場合には，40mm を超えてはならない。スニップ端のテーパ

は 30 度を超えてはならない。ブラケットの先端又はスニップ端の深さは，一般にそのブラケットの先端又はスニップ端

の板厚を超えてはならない。ただし，15mm 未満とする必要はない。 

4. 主要支持部材（PSM） 

4.1 一般

4.1.1
主要支持部材のウェブ防撓材，トリッピングブラケット及び端部ブラケットは，4.2 から 4.4 の規定を満足しなければ

ならない。当該規定を満足できない構造配置の場合，設計者は適当な代替配置であることを証明しなければならない。

4.2 ウェブ防撓材の配置

4.2.1
主要支持部材のウェブ防撓材は，8 章 2 節 4.2 の規定を満足しなければならない。

4.3 トリッピングブラケットの配置

4.3.1
トリッピングブラケットを，原則として，次に掲げる箇所に設けなければならない。（図 4 参照）

・ 部材のスパンに沿った箇所で，トリッピングブラケット間隔及び面材の細長比に関する 8 章 2 節 5.1 の規定を満足

する箇所 

・ 端部ブラケットの先端部

・ 連続して曲がっている面材の端

・ 集中荷重が作用する箇所

・ 断面が変化する箇所の近傍

4.3.2
主要支持部材の面材が対称であって幅が 400mm より大きい場合，トリッピングブラケットの裏側にブラケットを設け

なければならない。

4.3.3
主要支持部材の面材の幅が片側で 180mm を超える場合，トリッピングブラケットは面材も支える構造でなければなら

ない。 

② 
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図 4 主要支持部材：トリッピングブラケットの配置 

 

4.3.4 腕の長さ

トリッピングブラケットの腕の長さ（m）は，次の値のうち大きい方の値以上としなければならない。 
bd 38.0=  

t
s

bd t85.0=  

b： トリッピングブラケットの高さ（m）（図 4 参照）

st： トリッピングブラケットの間隔（m）

t： トリッピングブラケットのネット板厚（mm） 

4.4 端部固着

4.4.1 一般

主要支持部材の端部には，ブラケット又は同等の構造を設けなければならない。

ブラケット先端部は，原則としてソフトトウとすること。

隣接する面材からの適当な支持があれば，ブラケットのない固着としても差し支えない。

4.4.2 端部ブラケットの寸法

原則として，主要支持部材を固着するブラケットの腕の長さは，主要支持部材のウェブの深さ以上としなければならな

い。ただし，ウェブの深さの 1.5 倍を超える必要はない。（図 5 参照）

貨物倉区域内のブラケットの板厚は，原則として隣接する主要支持部材のウェブの板厚以上としなければならない。貨

物倉区域外のブラケットの板厚は，主要支持部材のウェブの板厚以上としなければならない。

端部ブラケットの寸法は，端部ブラケットを含む主要支持部材の断面係数（スニップの場合，面材は除く）が，主要支

持部材中央部における断面係数以上としなければならない。 

ブラケットの面材のネット断面積 Af (cm2)は，次の値以上としなければならない。  
bbf tA l=  

bl ： ブラケットの遊縁の長さ（m）（図 5 参照）遊縁が曲線状のブラケットは，遊縁の中点における接線の長

防撓材近傍のトリッピングブラケット 

端部ブラケット先端部のトリッピングブラケット 
連続して曲がっている面材の端の 

トリッピングブラケット 
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さとして差し支えない。 

tb： ブラケットの最小ネット板厚（mm）で，3.2.4 の規定による 

また，面材のネット板厚は，ブラケットのウェブの板厚以上としなければならない。

4.4.3 端部ブラケットの配置

ブラケットの遊縁の長さ bl が 1.5m より大きい場合，ブラケットのウェブは次に掲げる補強を行わなければならない。  
・ ウェブ防撓材のネット断面積（cm2）は，16.5 l 以上としなければならない。ここで， l は防撓材のスパン（m）

とする。 

・ 倒れ止めの平鋼を設けなければならない。面材が対称であって幅が 400mm より大きい場合，平鋼の裏側に追加の

ブラケットを設けなければならない。 

 
図 5 ブラケットの寸法 

 

リング形式（端部ブラケットが部材のウェブと一体化し，面材が部材の端部とブラケットに沿って連続する場合）にあ

っては，最も大きい面材をブラケットの中点付近まで維持し，徐々に小さい方の面材へテーパさせる構造としなければな

らない。面材の継手はブラケット先端部から十分に離さなければならない。 

幅の広い面材と幅の狭い面材を結合する場合，そのテーパは 1：4 を超えてはならない。

ブラケット先端部は，防撓していない板部材に配置してはならない。ブラケット先端部の高さは，ブラケット先端部の

板厚以下としなければならない。ただし，15mm 未満とする必要はない。原則として，主要支持部材の端部ブラケットは

ソフトトウとしなければならない。主要支持部材に高張力鋼を用いる場合，端部ブラケットの先端部の設計は，応力集中

が最小となるよう特に注意を払わなければならない。

端部ブラケットの遊縁又は遊縁に隣接した箇所に面材が溶接される場合（図 6 参照），面材はスニップとし，30 度を超

えない角度でテーパしなければならない。
 

図 6 遊縁に隣接した箇所に設けるブラケットの面材 

 

腕の長さ 
（ブラケット高さ） 

腕の長さ

ブラケット先端部

面材 

本図に示す詳細は，関連規定の説明用であり，設計指針や推奨事項を示すものではない。 
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5. 防撓材と主要支持部材の交差部 

5.1 スロット

5.1.1
防撓材を通すための主要支持部材のウェブのスロット及び関連するカラーの配置は，開口の周囲及びウェブ防撓材にお

ける応力集中が最小となるように設計しなければならない。

5.1.2
カラープレートのないスロットの合計深さは，主要支持部材の深さの 50%以下としなければならない。

5.1.3
クロスタイ端部や隔壁スツール下部のフロア又は高応力箇所のスロットには，フルカラープレートを設けなければなら

ない。（図 7 参照）

 
図 7 フルカラープレート 

 
 

R 
R 

b b 

R 
R 

R≧0.2b ただし，25mm 未満としてはならない。 
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図 8 対称形状及び非対称形状のスロット  

 

主要支持部材のウェブの防撓材 主要支持部材のウェブの防撓材

主要支持部材のウェブの防撓材 主要支持部材のウェブの防撓材

主要支持部材のウェブの防撓材 

(a) 二重ラグ又は 
カラープレートがある場合 

(b) スリット形状のスロット固着の場合 

(c) ラグ又はカラープレートがなく

直接固着する場合 
(d) ラグ又はカラープレートがあり

直接固着する場合 

(e) ラグ又はカラープレートがあり

直接固着する場合 

本図に示す詳細は，記号と定義の説明用であり，設計指針や推奨事項を示すものではない。 
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図 9 主要支持部材のウェブ防撓材の詳細 

 
tws,tws1,tws2： 主要支持部材のウェブ防撓材及び裏側のブラケットのネット板厚（mm）

dw,dw1,dw2： 主要支持部材のウェブ防撓材及び裏側のブラケットの最小深さ（mm）

dwc,dwc1,dwc2：主要支持部材のウェブ防撓材及び裏側のブラケットと防撓材の固着長さ（mm）

ソフトヒール近傍のキーホール詳細に関する寸法を除き，本図に示す詳細は，記号と定義の説明用であり，設計指針や推奨事項

を示すものではない。

tf： フランジのネット板厚（mm）。バルブプレートの場合は，1 編 3 章 7 節 1.4.1 の規定による。 

5.1.4
5.2 の規定に適合することが要求される箇所及び高応力が集中する箇所（例えば，主要支持部材先端部）のスロットに

は，ラグタイプのカラープレートを設けなければならない。典型的なラグの配置については図 8 を参照のこと。

5.1.5
構造喫水 Tsc 下の船側及び船底縦通防撓材の固着部及び内底縦通防撓材の固着部にあっては，5.2 の規定に従い計算した

(a) ヒールが直線でブラケットがない場合 (b) ソフトトウ及びソフトヒールの場合 

(c) ソフトヒール近傍にキーホールがある場合 

(d) 対称なソフトトウブラケットの場合 

(e) 主要支持部材のウェブが防撓材の面材に直接溶接される場合 

：T 形状の場合 

：アングル形状及びバルブ形状の場合 

Awc=twsdwc10-2 

Aw=twsdwc10-2 

Aw=twsdwc10-2 

tws 

tws1 

tws2 

tws 

tws2 

tw1 

Awc=twsdwc10-2 
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主要支持部材のウェブ防撓材の直応力 ws が許容応力の 80%を超える場合，ソフトヒールを主要支持部材のウェブ防撓材

に設けなければならない。ソフトヒールには図 9(c)と同様のキーホールを設けなければならない。

水密隔壁と主要支持部材の交差部においては，裏側にブラケットが設けられている場合又は主要支持部材のウェブが防

撓材の面材に溶接されている場合は，ソフトヒールを設ける必要はない。

5.1.6
スロットのコーナーには丸みを付け，コーナー部の半径 R は可能な限り大きく，少なくともスロットの幅 b の 20%又

は 25mm のうち大きい方の値以上としなければならない。ただし，50mm を超える必要はない。（図 7 参照）その他の形

状を用いる場合にあっては，同等の強度を有し応力集中が最小となるよう配慮しなければならない。

5.2 主要支持部材への防撓材の固着

5.2.1 一般

主要支持部材への防撓材の固着について，船底スラミング及び船首衝撃荷重以外の面外圧力に対しては，5.2.2 及び 5.2.3

の規定によらなければならない。また，船底スラミング及び船首衝撃荷重に対しては，5.2.4 の規定によらなければなら

ない。

固着部の横断面積は，適切な許容応力下で各部材へ伝達する荷重の割合を考慮して決定しなければならない。

5.2.2
防撓材からせん断固着部へ伝達する荷重 W1（kN）は，次によらなければならない。

・ 交差する防撓材にウェブ防撓材を固着する場合 

 
ø

ö
çç
è

æ
+

+=
1

1
1 4 AAf

AWW
wc

aa  

・ 交差する防撓材にウェブ防撓材を固着しない場合 
WW =1  

W ： 防撓材の固着部から主要支持部材に伝達する合計荷重（kN）で，次による。 

3

2
222

1
111

10
2

20002000 -
 
ø

ö
ç
è

æ
-+ 

ø

ö
ç
è

æ
-

=

sSsPsSsP
W  

2,1 PP ： 考慮する設計荷重条件において防撓材に作用する設計圧力（kN/m2）で，固着部両側のそれぞれの値 

2,1 SS ： 考慮する主要支持部材と隣接する主要支持部材の間隔（m）で，固着部両側のそれぞれの値 

2,1 ss ： 防撓材の間隔（mm）で，固着部両側のそれぞれの値 

aa ： 板部材のアスペクト比で，次による。ただし，0.25 以下としなければならない。 

S
s

a 1000
=a  

2
21 SSS +

=  

2
21 sss +

=  

1A ： 固着部の有効ネットせん断面積（cm2）で，次による。 

cd AAA 111 +=  

スリット形状のスロット固着の場合： 

dAA 11 2=  

典型的な二重ラグ又はカラープレート固着の場合： 

cAA 11 2=  

dA1 ： ラグ又はカラープレートを除くネットせん断固着面積（cm2）で，次による。 
2

1 10-= wdd tA l  

dl ： 防撓材と主要支持部材のウェブを直接固着する長さ（mm） 

wt ： 主要支持部材のウェブのネット板厚（mm） 

cA1 ： ラグ又はカラープレートを含むネットせん断固着面積（cm2）で，次による。 
2

11 10-= ccc tfA l  

cl ： ラグ又はカラープレートと主要支持部材の固着長さ（mm） 

ct ： ラグ又はカラープレートのネット板厚（mm）。ただし，隣接する主要支持部材のウェブのネット板厚以
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下としなければならない。 

1f ： せん断剛性係数で，次による。 

0.11 =f , 断面が対象の防撓材の場合 
wf /1401 = , 断面が非対称の防撓材の場合。ただし，1.0 以下としなければならない。 

w ： 非対称の防撓材に対するスロットの幅（mm）で，防撓材のウェブのスロット側から測る。（図 8 参照） 

wA ： 主要支持部材のウェブ防撓材の有効ネット断面積（cm2）で，裏側にブラケットを設ける場合はその面

積を含む。（図 9 参照） 主要支持部材のウェブ防撓材端部がソフトヒール又はソフトヒールとソフト

トウの場合， wA は固着部におけるのどの位置を測る。（図 9 参照） 

cf ： カラー荷重係数で，次による。 

交差している防撓材の断面が対称の場合： 
14£wA  の場合： 85.1=cf  

3114 £< wA  の場合： )14(0441.085.1 --= wc Af  
5831 £< wA  の場合： )31(013.01.1 --= wc Af  

58>wA  の場合： 75.0=cf  

交差している防撓材の断面が非対称の場合： 

w

s
c A

f l0172.068.0 +=  

sl ： 固着長さ（mm）で，次による。： 

ラグ又はカラープレートにより主要支持部材へ固着する場合： 

cs ll =  

片側を主要支持部材に直接固着する場合： 

ds ll =  

ラグ又はカラープレートかつ直接固着する場合： 
)(5.0 dcs lll +=  

5.2.3
防撓材から主要支持部材のウェブ防撓材へ伝達する荷重 W2 は，次によらなければならない。：

・ 交差する防撓材にウェブ防撓材を固着する場合： 

 
ø

ö
çç
è

æ
+

--=
1

1
2 4

1
AAf

AWW
wc

aa  

・ 交差する防撓材にウェブ防撓材を固着しない場合： 
02 =W  

wcw AA , 及び 1A は，各応力が次の基準を満たす値となるようにしなければならない。 
・ 防撓材と主要支持部材のウェブ防撓材の固着部で，溶接部を除いた箇所： permw ss £  

・ 防撓材と主要支持部材のウェブ防撓材の溶接固着部： permwc ss £  

・ 主要支持部材のウェブとのせん断固着部： permw st £  

W ： 荷重（kN）で，5.2.2 の規定による。 

cf ： カラー荷重係数で，5.2.2 の規定による。 

aa ： 板部材のアスペクト比で，5.2.2 の規定による。 

1A ： 有効ネットせん断面積(cm2)で，5.2.2 の規定による。 

wA ： 有効ネット断面積(cm2)で，5.2.2 の規定による。 

ws ： 主要支持部材のウェブ防撓材の直応力（N/mm2）で，溶接固着部を除く，ブラケットを含むウェブ防撓材

の断面積が最小となる位置における値 

w
w A

W210
=s  

wcs ： 主要支持部材のウェブ防撓材の直応力（N/mm2）で，溶接固着部における値 

wc
wc A

W210
=s

 
wt ： 主要支持部材のウェブのせん断応力（N/mm2）で，せん断固着部における値 
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1

110
A
W

w =t  

wcA ： 主要支持部材のウェブ防撓材の有効ネット断面積（cm2）で，図 9 に示す溶接部の値 

perms ： 許容直応力（N/mm2）で，表 1 の AC-S 及び AC-SD の規定による。 

permt ： 許容せん断応力（N/mm2）で，表 1 の AC-S 及び AC-SD の規定による。 

5.2.4 船底スラミング及び船首衝撃荷重

船底スラミング又は船首衝撃荷重について，防撓材から主要支持部材のウェブ防撓材へ伝達する荷重 W（kN）は，5.2.2
及び 5.2.3 の規定の代わりに次の基準を満たさなければならない。 

( )
10

9.0 1 permwperm AA
W

st +
£  

W ： 荷重（kN）で，5.2.2 の規定による。 

1A ： 有効ネットせん断断面積（cm2）で，5.2.2 の規定による。 

wA ： 有効ネット断面積（cm2）で，5.2.2 の規定による。 

perms ： 許容直応力（N/mm2）で，表 1 の AC-I の規定による。 

permt ： 許容せん断応力（N/mm2）で，表 1 の AC-I の規定による。 

5.2.5
主要支持部材のウェブ防撓材に加えて裏側にブラケットを設ける場合，ブラケットはウェブ防撓材と同一線上に配置し

なければならない。裏側のブラケットの腕の長さは，ウェブ防撓材の深さ以上としなければならない。ブラケットののど

の位置におけるネット断面積は， wA の計算に含めなければならない。（図 9 参照） 

5.2.6
貨物倉区域においては，主要支持部材のウェブ防撓材又はトリッピングブラケットと防撓材は重ね溶接してはならない。

5.2.7
ウェブの上面に面材が溶接されている組立式防撓材は，主要支持部材への固着と対称となるよう配置しなければならな

い。主要支持部材又は隔壁の裏側にブラケットを設ける場合は，本規定を満足しているものとみなす。貨物倉区域におい

ては，主要支持部材のウェブ防撓材及び裏側のブラケットと交差する防撓材のウェブは突合せ溶接にしなければならない。

5.2.8
主要支持部材のウェブ防撓材が交差する防撓材と平行に配置されるが，固着されない場合，オフセットする主要支持部

材のウェブ防撓材は，スロット縁の近くに配置しなければならない。（図 10 参照）このようなウェブ防撓材の端部は適切

にテーパさせ，ソフトなものにしなければならない。

主要支持部材のウェブ防撓材が交差する防撓材に固着されない箇所及び詳細配置は，5.2.2 から 5.2.7 の規定と同等以上

の荷重伝達が可能な構造となるよう，特別な考慮を払わなければならない。この場合，実施した計算及び試験手順並びに

結果の詳細を提出しなければならない。

5.2.9
すみ肉溶接の脚長は，表 2 の溶接係数に基づき，12 章 3 節 2.5 の規定に従い計算しなければならない。せん断固着部の

溶接脚長は，考慮する位置の主要支持部材のウェブに要求される脚長以上としなければならない。 
② 
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表 1 防撓材と主要支持部材の固着部に対する許容応力 

項目 

直応力 perms （N/mm2） せん断応力 permt （N/mm2） 

許容基準 許容基準 

AC-S AC-SD AC-I AC-S AC-SD AC-I 

主要支持部材のウェブ防撓材 0.83 eHR (2) eHR  eHR  - - - 

主要支持部材のウェブ防撓材と交

差する防撓材の溶接固着部 
      

・両側連続すみ肉溶接 0.58 eHR (2) 0.70 eHR (2) eHR  - - - 

・部分溶込み溶接 0.83 eHR (1) (2) eHR (1) eHR  - - - 

主要支持部材のウェブ防撓材と交

差する防撓材のラップ溶接部 
0.50 eHR  0.60 eHR  eHR  - - - 

ラグ又はカラープレートを含むせ

ん断固着部 
      

・片側固着 - - - 0.71 eHt  0.85 eHt  eHt  

・両側固着 - - - 0.83 eHt  eHt  eHt  

(1) ルート面は，主要支持部材の防撓材のグロス板厚の 1/3 以下としなければならない。

(2) 主要支持部材のウェブ防撓材のヒールをソフトヒールとする場合，許容応力を 5%増して差し支えない。 
 

表 2 防撓材と主要支持部材との固着部における溶接係数 

項目 許容基準 溶接係数 

主要支持部材の防撓材と交差する防撓材の固着部 
AC-S

AC-SD 

permwc ss /6.0  

ただし，0.38 未満としては

ならない。 

ラグ又はカラープレートを含むせん断固着部 
AC-S

AC-SD 
0.38 

ラグ又はカラープレートを含むせん断固着部で，主要支持部材

のウェブ防撓材が交差する防撓材に固着されない場合 
AC-S

AC-SD 

permwc tt /6.0  

ただし，0.44 未満としては

ならない。 

主要支持部材の防撓材と交差する防撓材の固着部

ラグ又はカラープレートを含むせん断固着部 
AC-I 

permWperm AA
W

st +1

96.0  

備考 1：  
wt ： せん断応力（N/mm2）で，5.2.3 の規定による。 

wcs ： 応力（N/mm2）で，5.2.3 の規定による。 

permt ： 許容せん断応力（N/mm2）（表 1 参照） 

perms ： 許容直応力（N/mm2）（表 1 参照） 

W ： 荷重（kN）で，5.2.2 の規定による。 

1A ： 有効ネットせん断面積（cm2）で，5.2.2 の規定による。 

wA ： 有効ネット断面積（cm2）で，5.2.2 の規定による。 
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図 10 オフセットされる主要支持部材のウェブ防撓材  

 

6. 開口 

6.1 防撓材の開口及びスカラップ

6.1.1
通気孔，通水孔及びスカラップの例を図 11 に示す。原則として，図 11 に規定する a/b の比率は，0.5 から 1.0 の間の値

としなければならない。疲労強度が懸念される箇所については，開口及びスカラップの詳細及び配置に関する追加検討を

要求することがある。

6.1.2
開口及びスカラップは，ブラケット先端部，端部固着部及び他の高応力が集中する箇所から，防撓材の長さに沿ってス

パンの中央方向に少なくとも 200mm 及び反対方向に 50mm の範囲に設けてはならない。（図 12 参照）せん断応力が許容

応力の 60%より小さい箇所においては，この限りではない。

 
図 11 通気孔，通水孔及びスカラップの例 

 
本図に示す詳細は，指針及び説明用である。 

 

図 12 通気孔及び通水孔の位置 

 

交差する防撓材からオフセットされた

主要支持部材のウェブ防撓材 

ウェブ防撓材の断面 

開口は設けないこと 
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6.1.3
縦強度に寄与する防撓材には，スカラップ又は通水孔を密に配置（例えば，距離が図 11 に示す幅 b の 2 倍未満である

ような配置）してはならない。その他の防撓材にあっては，防撓材の端部から防撓材のスパンの 20%以内の箇所に，ス

カラップや通水孔を密に配置してはならない。通気孔又は通水孔は，応力集中を最小とする楕円形状かそれと同様な形状

とし，溶接部を避ければ，適切な間隔で配置して差し支えない。

6.2 主要支持部材の開口

6.2.1 一般

マンホール，軽目孔及び他の類似の開口は，集中荷重が作用する箇所及び高いせん断力が発生する箇所を避けて配置し

なければならない。特に，マンホール及び他の類似の開口は，板の応力及びパネルの座屈特性が計算により満足すること

が確認されている場合を除き，高応力箇所に配置してはならない。高応力箇所の例を以下に示す。

・ 狭いコファダム及び二重構造の隔壁内に設けられる垂直又は水平のダイヤフラムで，各端部からその長さの 1/6 以

内の箇所 

・ フロア又はボトムガーダのスパンの端部近傍

・ 端部ブラケット先端部の主要支持部材のウェブ

・ 梁柱が設けられる箇所の上部構造及び下部構造

開口が配置される場合，開口の形状は，応力集中が許容値を超えないようにしなければならない。

開口は，縁の面取りを行い，十分な丸みをつければならない。

6.2.2 マンホール及び軽目孔

次に掲げるウェブの開口には補強を要しない。

・ 単船殻構造の断面において，深さがウェブ深さの 25%以下で，縁が面材からウェブ深さの 40%以上離れている開

口 

・ 二重船殻構造の断面において，深さがウェブ深さの 50%以下で，縁が防撓材のスロットから十分に離れている開

口 

開口は次に掲げる長さ以下としなければならない。

・ 主要支持部材のスパン中央に開口を設ける場合： 隣接する開口までの距離

・ スパン端部に開口を設ける場合： 隣接する開口までの距離の 25% 

単船殻構造の断面の開口にあっては，開口の長さは，ウェブの深さ又は防撓材の心距の 60%のうち大きい方の値を超

えてはならない。

開口の縁は防撓材のスロットから等距離の位置に設けなければならない。

ブラケットに軽目孔を設ける場合，開口の縁からブラケットの遊縁までの距離は，軽目孔の直径以上としなければなら

ない。

本規定を満足しない開口は，6.2.3 に規定する補強を行わなければならない。

6.2.3 開口周辺の補強

7 章に規定する解析手法に従って，代替配置が規定を満足することが示される場合を除き，マンホール及び軽目孔は本

規定により補強を行わなければならない。

縦強度に寄与する部材の開口には，遊縁に沿って開口の垂直軸及び水平軸に対し平行となる防撓材を設けなければなら

ない。開口の短軸が 400mm 未満の場合は一方向の防撓材，両軸の長さがともに 300mm 未満の場合は両方向の防撓材を省

略して差し支えない。遊縁の防撓材に代えて，開口の縁を補強しても差し支えない。（図 13 参照）
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図 13 開口を有するウェブ 

 
 

主要支持部材のウェブに大きな開口がある場合（例えば，二重底にパイプトンネルがある場合），主要支持部材に生じ

る二次応力を，開口の補強を検討する際に考慮しなければならない。

有限要素解析を実施しない場合にあっては，大きな開口のある主要支持部材が，次の算式による等価ネットせん断面積

（cm2）を有していることにより評価しても差し支えない。 
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502,501 nn II -- ： 深いウェブ(1)及び(2)の中性軸に平行な付き板まわりのネット断面二次モーメント（cm4）で，付

き板を含む。 
502,501 nn AA -- ： 深いウェブ(1)及び(2)のネットせん断断面積（cm2）で，防撓材が交差する場合はスロットにより

ウェブ高さが減少することを考慮する。 

shrl ： 深いウェブ(1)及び(2)のせん断スパン（m）で，3 章 7 節 1.1.2 の規定による。 

深いウェブ(1)及び(2)は図 14 による。

 
図 14 主要支持部材のウェブの大きな開口 

 
 

例 1 

例 2 

例 3 

ウェブ(1) 

ウェブ(2) 
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6.3 強力甲板の開口

6.3.1 一般

強力甲板上の開口は，最小限とし，実行可能な限り互いにまた船楼端部から離さなければならない。船側外板，ハッチ

コーナ及びハッチサイドコーミング等の高応力となる箇所から実行可能な限り離した配置としなければならない。

6.3.2 小開口の配置

開口は，原則として図 15 の斜線範囲外に設けなければならない。斜線範囲は次による。

・ 丸形ガンネルの場合は，曲げ加工された箇所及び船側外板

・ 倉口側部から )(25.0 bBe -= の範囲 

・ bc 1.007.0 += l 又は b25.0 のうちどちらか大きい範囲 

b ： 倉口の幅（m）で，船幅方向に測る。（図 15 参照） 

l ：  ハッチコーナ部近傍の連続した倉口間のクロスデッキ幅（m）で，船長方向に測る。（図 15 参照） 

図 15 に示す上記の範囲と開口との船幅方向の距離又は倉口と開口との船幅方向の距離は，次の値以上としなければな

らない。

・ 円孔の場合： 22 2ag =  

・ 楕円孔の場合： 11 ag =  

図 16 に示す開口間の船幅方向の距離は，次の値以上としなければならない。

・ 円孔の場合： )(2 21 aa +  

・ 楕円孔の場合： )(5.1 21 aa +  

1a ： 楕円孔の船幅方向の長さ又は円孔の直径 

2a ： 楕円孔の船幅方向の長さ又は円孔の直径 

3a ： 楕円孔の船長方向の長さ又は円孔の直径 

開口間の船長方向の距離は，次の値以上としなければならない。

・ 円孔の場合： 31 aa +  

・ 楕円孔又は円孔と同一線上にある楕円孔の場合： )(75.0 31 aa +  

開口配置が本規定を満足しない場合，ハルガーダ強度評価は，開口箇所を控除して行わなければならない。（5 章 1 節

1.2.11 参照）

 
図 15 強力甲板上の開口の位置 

 
 

船側 船側 

甲板 甲板 

湾曲部の終端 
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図 16 強力甲板上の楕円孔及び円孔 

 

7. 二重底構造 

7.1 一般

7.1.1 構造様式

長さが 120m を超える船舶にあっては，貨物倉区域の船底外板，内底板及びホッパタンクの斜板は，縦式構造としなけ

ればならない。船体形状により貨物倉区域の船首尾部に縦式構造を用いることが困難な場合は，構造様式が変化する箇所

において構造の連続性が保たれるよう適切なブラケット及び構造配置とすることで，横式構造を認めることがある。

7.1.2 二重底高さの変化

二重底高さの変化は，十分な長さをかけてゆるやかに行わなければならない。また，内底板のナックル部は，フロアと

取り合うようにしなければならない。 

これらの配置が不可能な場合，半桁板や縦通ブラケットをナックル部の前後にわたり設ける等，適切な縦通構造としな

ければならない。 

7.1.3 内底板の幅

内底板の幅（m）は，各貨物倉の長さ方向の中央において測るものとする。（図 17 参照）

 
図 17 内底板の幅 

 
7.1.4 タンクトップの排水

固体貨物を運送するよう設計された船舶にあっては，タンクトップからの汚水を排除するため，適当な方法を講じなけ

ればならない。排水のためのウェルの深さは，二重底の高さの半分を超えるものとしてはならない。

7.1.5 当て板

測深管直下には適切な板厚の当て板を設けるか，又は他の同等な構造により測深棒による損傷を防止しなければならな

い。

7.1.6 ダクトキール

ダクトキールを設ける場合，センターガーダは，3m を超えない間隔で配置される二条のガーダに置き換えて差し支え

ない。二条のガーダの間隔が 3m を超える場合にあっては，隣接構造で支える構造とし，本会の承認を得なければならな

傾斜船側の場合
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い。

フロア構造は，有効に連続性を保持するような構造としなければならない。

7.2 平板竜骨

7.2.1
平板竜骨は，船舶の全長を通じて扁平な船底にわたり延長しなければならない。

平板竜骨の幅（m）は，0.8 + LCSR /200 以上としなければならない。ただし，2.3m を超える必要はない。

7.3 ガーダ

7.3.1 センターガーダ

センターガーダを設ける場合は，センターガーダは貨物倉区域の全長，及び実行可能な限り船首尾まで延長しなければ

ならない。センターガーダの構造の連続性は船の全長にわたり保持しなければならない。

二重底区画に燃料油，清水又はバラスト水が積載される場合，船首尾等の狭隘なタンク及び水密ガーダが船体中心線か

ら 0.25B の範囲に設けられている場合を除き，センターガーダは水密構造としなければならない。  

7.3.2 サイドガーダ

サイドガーダは，貨物倉区域の平行部の全長，及び実行可能な限り貨物倉区域の前後部まで延長しなければならない。

7.4 フロア

7.4.1 ウェブ防撓材

フロアには，各縦通防撓材の位置にウェブ防撓材を設けなければならない。ウェブ防撓材を縦通防撓材に溶接しない場

合は，縦通防撓材のスロット及び固着部の疲労強度評価を実施するか，9 章 6 節 2 に規定する設計標準を適用すること。

7.5 ビルジキール

7.5.1 材料

ビルジキール及びパッドプレートの材料は取付けるビルジ外板と同じ降伏応力の材料としなければならない。

ビルジキールが 0.15LCSRより長い場合は，ビルジキール及びパッドプレートの材料は取付けるビルジ外板と同じ鋼材の

グレードとしなければならない。 

 
図 18 ビルジキール構造 

 

外板

ビルジキール

実行可能な

限り近づける

穴の直径 
≧25mm かつ＞W 
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図 19 ビルジキールの端部の設計 

 

 

ビルジキールのウェブ
ゾーン B

ゾーン A

最小 20mm

最小 50mm 
最大 100mm 

テーパ 1/3 以下

パッドプレートの幅は，外板に

容易に溶接できるよう十分小さ

くしなければならない。 

2r = 平鋼の幅

代替の平鋼端部詳細 

パッドプレート

最大 15mm

3H(最小)

パッドプレート

ビルジキールのウェブ

内部の縦通防撓材 
（設けられている場合）

外板

100mm

外板

内部の横部材 内部の横部材

最大 15mm

3H(最小) 

ビルジキール

のウェブ パッドプレート 

外板
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図 20 ビルジキール端部の設計（続き） 

 

7.5.2 設計

単板ウェブのビルジキールは，パッドプレートが損傷する前にウェブが損傷するような設計としなければならない。本

規定はビルジキールのウェブ板厚がパッドプレートの板厚を超えない設計とすれば満足しているものとみなす。

図 18 と異なる設計のビルジキールは，本会が適当と認めるところによる。

7.5.3 パッドプレート

ビルジキールは外板に直接溶接してはならない。外板に平鋼又は二重張りを設けなければならない。（図 18 及び図 19

参照） パッドプレートは，原則として連続構造としなければならない。

パッドプレートのグロス板厚は，ビルジ外板のグロス板厚又は 14mm のうち小さい方の板厚未満としてはならない。

7.5.4 端部詳細

パッドプレート端部及びビルジキール端部はテーパさせるか，丸みをつけなければならない。端部をテーパさせる場合

は，その勾配を 1/3 以下とし徐々に減じなければならない。（図 19(a)(b)及び図 20(d)(e)参照）端部を丸くする場合は，図

19(c)に示すようにしなければならない。図 19(b)及び図 20(e)に示すゾーン A においては，ビルジキールのウェブの切欠

きは認められない。

ビルジキールのウェブ端部は，パッドプレートの端部から 50mm 以上 100mm 以下としなければならない。（図 19(a)及

ゾーン B

100mm

最小 20mm

ビルジキールのウェブ

テーパ 1/3 以下 パッドプレート 

パッドプレートの幅は，外板に

容易に溶接できるよう十分小さ

くしなければならない。 

2r = パッドプレートの幅

代替のパッドプレート

端部詳細 
最小 50mm 
最大 100mm 

最大 15mm

3H(最小) 

内部の縦通防撓材 
（設けられている場合）

ゾーン A

パッドプレート

ビルジキールのウェブ

外板

内部の横部材 内部の横部材

外板
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び図 20(d)参照）

ビルジキール及びパッドプレートの端部は船体内部の横部材又は縦通防撓材のどちらかで，次に示すとおり支持しなけ

ればならない。

・ 横部材で支持する場合，ビルジキールのウェブの端部とパッドプレートの端部の中間に配置すること。（図

19(a)(b)(c)参照）  

・ 縦通防撓材で支持する場合，少なくともゾーン A の前後直近に配置される横部材まで，ビルジキールのウェブと

同一線上に設けること。（図 19(b)及び 20(e)参照） 

上記と同等と判断される場合は，他の端部配置も認めることがある。

7.6 入渠

7.6.1 一般

入渠配置に関しては，本規則ではカバーされない。

二重底構造は，船舶の入渠により作用する外力に耐えなければならない。

7.6.2 ドッキングブラケット

船底外板とセンターガーダに固着するドッキングブラケットは，隣接する船底縦通部材に固着しなければならない。 

8. 二重船側構造 

8.1 一般

8.1.1 
船側外板及び二重船側部を形成する縦通隔壁は，原則として縦式構造としなければならない。船側外板が縦式構造の場

合は，二重船側部を形成する縦通隔壁も縦式構造としなければならない。他の構造様式は，本会の適当と認めるところに

よる。

8.1.2 
ばら積貨物船において二重船側内を空所とする場合，当該区画の境界となる構造部材は，構造上，バラストタンクとし

て設計しなければならない。この場合，空気管は，乾舷甲板の船側における上面から 0.76m 上方まで延びていると考える

こと。腐食予備厚については，空所として取扱うこと。

8.2 構造配置

8.2.1 主要支持部材

船側横桁は，ホッパタンク内の横桁と同一線上に配置しなければならない。また，船側横桁は，トップサイドタンク内

の横桁又は大きなブラケットと同一線上に配置しなければならない。

垂直主要支持部材を，ばら積貨物船のハッチエンドビーム又は同様の甲板の大開口を支える横部材に設けなければなら

ない。

原則として，水平なサイドストリンガを，船首隔壁の後方に船首端から 0.2LCSR の位置まで，船首倉のストリンガに沿

って設けなければならない。

8.2.2 横式防撓材

船側及び二重船側に横式防撓材を設ける場合は，二重船側の高さまで連続させるか，端部ブラケットを設けなければな

らない。横式防撓材は，ストリンガに有効に固着しなければならない。船側及び二重船側の防撓材は，上端及び下端にお

いて，ストリンガにブラケットにより固着しなければならない。

8.2.3 縦式防撓材

船側及び二重船側に縦式防撓材を設ける場合は，貨物倉区域の平行部にわたり連続させなければならない。縦式防撓材

は，貨物倉の隔壁に沿った横隔壁にはソフトトウブラケットを設け，二重船側の横桁と有効に固着しなければならない。

船側の縦式構造は，実行可能な限り貨物倉区域の外側まで延長しなければならならい。

8.2.4 舷側厚板

舷側厚板の鋼板一条の幅は，0.8+LCSR /200m（垂直に測る）以上としなければならない。ただし，1.8m を超える必要は

ない。

舷側厚板は，梁上側板に溶接されるもの又は丸型ガンネルのいずれとしても差し支えない。

丸型ガンネルとする場合，その半径は 17ts（mm）以上としなければならない。ここで，tsは舷側厚板のネット板厚（mm）

とする。 
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溶接される舷側厚板の上縁は，面とりを行い，ノッチがないようにしなければならない。ブルワーク，アイプレートの

ような取り付け物は，船首尾を除き，舷側厚板の上縁に直接溶接してはならない。船長方向に滑らかな形状の通水孔は認

めることがある。

丸型ガンネルのシーム溶接の位置は，湾曲部から舷側厚板の最大ネット板厚の 5 倍以上離さなければならない。

中央部 0.6LCSR間では，丸型ガンネルへの甲板艤装品の溶接を避けなければならない。

船楼の配置に伴い，丸型ガンネルより角のある舷側厚板へ変化する箇所は，いかなる構造の不連続も避けるよう設計し

なければならない。

8.2.5 板の継手

二重船側縦通隔壁と内底板との取り合いは，応力集中を避けるように設計しなければならない。

二重船側縦通隔壁及び内底板とビルジホッパタンクとの取り合いは，主要支持部材によって支持しなければならない。 

9. 甲板構造 

9.1 構造配置

9.1.1 構造様式

縦強度に寄与する甲板構造は，縦式構造としなければならない。

9.1.2 梁上側板

梁上側板の鋼板一条の幅は，0.8+LCSR /200m（甲板に平行に測る）以上としなければならない。ただし，1.8m を超える

必要はない。

丸型ガンネルの場合は，8.2.4 の規定による。

9.1.3 甲板室及び船楼の取り合い

甲板室及び船楼と強力甲板が取り合う箇所は，甲板下の支持構造へ荷重が伝達するよう設計しなければならない。

9.2 甲板部材寸法

9.2.1 
甲板防撓材のウェブ深さは，60mm 以上としなければならない。

主要支持部材のウェブ深さは，タンク内では曲げスパンの 10%，ドライスペース内では曲げスパンの 7%以上としなけ

ればならず，スロットにカラープレートが設けられない場合は，スロット深さの 2.5 倍以上としなければならない。曲げ

スパンは 3 章 7 節の規定によるものとし，格子構造の場合は他の主要支持部材と取合う位置間の距離とする。 

10. 隔壁構造 

10.1 適用

10.1.1 
本規定は，平板及び波形の縦通隔壁及び横隔壁に適用する。

10.2 一般

10.2.1 
隔壁に付く垂直主要支持部材のウェブ高さは，底部から甲板まで徐々にテーパさせることができる。

10.2.2 
隔壁は甲板桁近傍を補強しなければならない。

10.2.3 
ガーダ又は梁柱を支える隔壁，又はガーダの代りに設けられる縦通隔壁は，同じ位置に設ける場合に必要とされる支柱

又は梁柱と同等以上の支持が可能となるよう補強しなければならない。

10.2.4 
貨物油管又はバラスト管が隔壁を貫通する場合，貫通部近傍の構造配置は，配管内の動水力によって隔壁に作用する荷

重に対し適切なものとなければならない。

10.3 平板隔壁

10.3.1 一般

平板隔壁の防撓は，水平式又は立て式とすることができる。 
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水平式隔壁は，水平防撓材と，この水平防撓材を支持する立て主要支持部材で構成される。

立て式隔壁は，垂直防撓材と，この垂直防撓材を支持する水平ストリンガ（必要な場合）で構成される。

ビルジホッパタンク及びトップサイドタンクの水密隔壁の隔壁防撓材のウェブは，斜板の縦通防撓材のウェブと合わせ

なければならない。

フロアを平板横隔壁と同一平面に設けなければならない。

10.3.2 防撓材の端部固着

水密隔壁を貫通する防撓材の貫通部は，水密としなければならない。

防撓材の端部は，ブラケットにより固着しなければならない。船体形状によりブラケットによる端部固着が困難である

例外的な箇所においては，スニップ端を含む他の配置を認めることがある。

10.3.3 防撓材のスニップ端

スニップ端の防撓材は，作用する水圧が 3.4 の規定を満足することを条件に，隔壁へ設けて差し支えない。

10.4 波形隔壁

10.4.1 一般

型深さが 18m 以上の船舶については，立て式波形構造とする水密横隔壁に，下部スツール及び原則として甲板下に設

ける上部スツールを備えなければならない。型深さが 16m 以上の船舶については，タンク境界及びバラスト兼用倉等の

液体による荷重を受ける立て式の波形水密横隔壁には，下部スツール及び原則として甲板下に設ける上部スツールを設け

なければならない。その他の波形隔壁については，内底板から上甲板まで波形隔壁として差し支えない。

10.4.2 構造

波形隔壁の主要な寸法 bf-cg, R, bw-cg, dcg, tf, tw, scg を，図 21 に示す。

波形隔壁の波形の角度 f は，55 度未満としてはならない。 
波形隔壁の角部を，波形に沿って溶接施工する場合は，溶接手順を提出し本会の承認を受けなければならない。 

 
図 21 波形隔壁の寸法 

 

10.4.3 波形隔壁の深さ

波形部の深さ dcg（mm）は，次に示す値以上としなければならない。 

C
d c

cg
l1000

=  

cl  ： 波形部の平均スパン（m)で，10.4.5 の規定による。 

C ： 係数で，次による。 

タンク及びバラスト兼用倉の隔壁：C = 15

貨物倉の隔壁：C = 18 

10.4.4 波形部の断面係数

波形部のネット断面係数（cm3）は，次の算式による。 
( ) 310

6
3 ---

ú
û

ù
ê
ë

é +
= wcgwfcgfcg tbtbd

Z  

tf, tw： 波形部のネット板厚（mm）（図 21 参照） 



－102－

（2019 鋼船規則 CSR-B&T編  1編  3章  6節）

dcg, bf-cg, bw-cg： 波形部の寸法（mm）（図 21 参照）  

隔壁端部においてウェブの連続性を保持できない場合，波形隔壁のネット断面係数（cm3）は，次の算式によらなけれ

ばならない。  
3105.0 -

-= cgfcgf dtbZ  

10.4.5 波形部のスパン

波形部のスパン cl は，図 22 に示す長さとしなければならない。 
cl の定義において，船体中心線における上甲板から上部スツール底板までの距離は，次の値以下としなければならな

い。

・ 台形スツールの場合，波形部の深さの 3 倍

・ 方形スツールの場合，波形部の深さの 2 倍 

 
図 22 波形部のスパン 

 

10.4.6 構造配置

波形隔壁が主要支持部材と交差する場合，主要支持部材の両側で波形隔壁を同一線上に配置しなければならない。

10.4.7 隔壁の端部支持

波形隔壁の強度上の連続性は，波形隔壁の端部において保持されなければならない。

隔壁に下部スツールを設ける場合，フロア又はガーダを下部スツールの側板下に配置しなければない。隔壁に下部スツ

ールを設けない場合，フロア又はガーダを立て式波形横隔壁のフランジ下に設けなければならない。

支持するフロア又はガーダは，せん断に対して適切に設計された板部材により，互いを結合しなければならない。

上部スツールを設けない場合，甲板には波形隔壁のフランジ上に横式又は縦式防撓材を設けなければならない。

隣接構造（例えば，二重船側縦通隔壁，船側外板，縦通隔壁，トランク等）に固着する波形隔壁のフランジが，代表的

な波形隔壁のフランジの幅の 50%より小さい場合は，固着部の高度解析が要求される。 

波形部の中性軸

上部スツール高さ

下部スツール高さ
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10.4.8 隔壁スツール

スツール側板は，波形隔壁のフランジと同一線上に配置しなければならない。

10.4.9 下部スツール

下部スツールを設ける場合，下部スツールの高さは，原則として次に示す値以上としなければならない。

・ ばら積貨物船の場合：波形部の深さの 3 倍

・ 油タンカーの場合：波形部の深さ

スツール側板に垂直防撓材を設ける場合，防撓材の端部は，スツールの上下端にブラケットを設け固着しなければなら

ない。下部スツール内の側板に付く垂直防撓材及びブラケットは，内底板の構造部材（縦通部材等）の同一線上に配置し

なければならない。下部スツール側板は，内底板と下部スツール頂板の間にナックル部を設けてはならない。

スツール頂板の端部から波形隔壁のフランジ表面までの距離 d は，図 23 による。

スツール側板の下部は，構造に応じて二重底のフロア又はガーダと取り合うように設け，スツール底部の幅は次に示す

値以上としなければならない。

・ ばら積貨物船の場合：波形部の 2.5 倍の深さ

・ 油タンカーの場合：波形部の深さ

スツール内には，ボトムガーダ又はフロアの位置に，ダイヤフラムを設けなければならない。スツール内に設けるブラ

ケット及びダイヤフラムには，スツール頂板との取り合い部においてスカラップを設けてはならない。 

 
図 23 スツール頂板の端部から波形隔壁のフランジ表面までの許容距離 d 

 

 

スツール側板とスツール頂板及び内底板との固着は，完全溶込み溶接又は部分溶込み溶接としなければならない。スツ

ール側板を支持するフロアと内底板との固着は，完全溶込み溶接又は部分溶込み溶接としなければならない。

10.4.10 上部スツール

上部スツールを設ける場合，上部スツールの高さは，次に示す値としなければならない。

・ ばら積貨物船の場合：波形部の深さの 2 倍以上

・ 油タンカーの場合：少なくとも波形部の深さ

方形スツールの場合，原則として，ハッチサイドガーダの位置における上甲板位置又は二重船側部における上甲板位置

から測った高さは，波形部の深さの 2 倍の高さとしなければならない。上部スツールには，甲板横桁又はハッチエンドビ

ームと取り合うよう，ブラケット又は深いウェブを設けなければならない。

横隔壁の上部スツールは，隣接するハッチエンドビームとの間にデッキガーダ又は深いブラケットを設け支持すること。

上部スツール底板の幅は，原則として，下部スツール頂板の幅と等しくしなければならない。ばら積貨物船における台形

スツール頂板の幅は，波形部の深さの 2 倍以上としなければならない。スツール側板に垂直防撓材を設ける場合は，防撓

材の端部は，スツールの上下端にブラケットを設け固着しなければならない。

スツール内には，ハッチエンドビーム又は甲板横桁まで延長してあるデッキガーダの位置にダイヤフラムを設けなけれ

ばならない。 スツール内に設けるブラケット及びダイヤフラムには，スツール底板との取り合い部においてスカラップ

スツール頂板 

波形部のフランジ 

波形部のフランジ 

スツール頂板 

② 

② 
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を設けてはならない。

10.5 非水密隔壁

10.5.1 一般

原則として，制水隔壁の開口は，大きな半径の開口とし，総面積は隔壁の面積の 10%未満としてはならない。非水密

隔壁の面積はタンク境界を覆う一平面の全断面積とする。

10.5.2 梁柱を兼ねない非水密隔壁

原則として，梁柱を兼ねない非水密隔壁に付く防撓材の最大心距は，次に示す値としなければならない。

・ 横隔壁の場合：0.9m

・ 縦通隔壁の場合：肋骨心距の 2 倍。ただし，最大 1.5m とする。

隔壁に付く防撓材のネット板厚（mm）は，次に示す値以上としなければならない。 
2015.03 Lt +=  

平鋼の場合，防撓材の深さは，原則として防撓材の長さの 1/12 以上としなければならない。6 章 5 節及び 8 章の規定

を満足する場合は，防撓材の深さを防撓材長さの 1/12 未満として差し支えない。

10.5.3 梁柱を兼ねる非水密隔壁

梁柱を兼ねる非水密隔壁には防撓材を設け，その防撓材の最大心距は，次に示す値としなければならない。

・ 肋骨心距が 0.75m を超えない場合：肋骨心距の 2 倍

・ 肋骨心距が 0.75m を超える場合：肋骨心距

非水密隔壁が波形隔壁の場合，波形部の深さは 100mm 以上としなければならない。

垂直防撓材は，付き板のネット板厚の 35 倍，防撓材の長さの 1/12 又は防撓材の心距のうち最も小さい値を有効幅とし

て，作用荷重に対し，6 章の規定を満足しなければならない。

10.6 トランク及びトンネルの水密隔壁

10.6.1 
水密のトランク，トンネル，ダクトキール及び通風筒は，それぞれの対応する高さにおける水密隔壁と同一の強度とし

なければならない。これらを水密にする手段及び開口の閉鎖装置の配置は，本会の適当と認めるところによる。 

11. 梁柱 

11.1 一般

11.1.1 
梁柱は，可能な限り，同一垂直線上に設けなければならない。これにより難い場合は，荷重を下部の支持構造に伝達す

るのに有効な方法を講じなければならない。梁柱の上下端の配置は，荷重を有効に分散できるようなものとすること。梁

柱が偏心荷重を支持する場合は，偏心荷重による曲げモーメントに対して強度を増さなければならない。

11.1.2 
梁柱は，ボトムガーダの線上又は実行可能な限りその近くに設け，その上下端固着部は，十分な強度を有し，荷重を有

効に分散する構造としなければならない。

内底板に設ける梁柱がフロアとガーダの交差部に配置されない場合，必要に応じて，部分的なフロア若しくは部分的な

ガーダ又は同等の構造を設なければならない。

11.1.3 
タンク内に設ける梁柱は，中実又は開断面のものとしなければならない。

流体圧力が梁柱に引張応力をもたらす場合，梁柱及びその端部固着部の引張応力は，材料の最小降伏応力の 45%を超

えてはならない。

11.2 固着

11.2.1 
梁柱の上下端は，必要に応じて，厚いダブリングプレート及びブラケットで固着しなければならない。本会が適当と認

める場合，ダブリングプレートの設置について代替配置を認めることがある。引張荷重を受けることのある梁柱の上下端

は，その荷重に耐えうるよう十分に固着し，ダブリングプレートに代えてインサートプレートを設けなければならない。

ダブリングプレートを設ける場合，そのネット板厚は，梁柱のネット板厚の 1.5 倍以上としなければならない。

梁柱の上下端は，連続溶接で固着しなければならない。 
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7 節 構造の理想化 

記号 

本節に規定されない記号については，1 章 4 節による。 

wj ： 防撓材又は主要支持部材のウェブと付き板のなす角度（deg）。（図 14 参照） wj が 75 度以上の場合，90 度と

する。 

bdgl ： 有効曲げスパン（m）で，防撓材は 1.1.2 の規定，主要支持部材は 1.1.6 の規定による。 

shrl ： 有効せん断スパン（m）で，防撓材は 1.1.3 の規定，主要支持部材は 1.1.7 の規定による。 

l ： 防撓材又は主要支持部材の全長（m）で，支点間距離とする。 

s： 防撓材の心距（mm）で，1.2 の規定による。

S： 主要支持部材の心距（m）で，1.2 の規定による。

a： EPP の長さ（mm）で，2.1.1 の規定による。

b： EPP の幅（mm）で，2.1.1 の規定による。

hstf： 面材を含む防撓材の高さ（mm）

tp： 付き板のネット板厚（mm）

tw： ウェブのネット板厚（mm）。バルブ断面については 1.4.1 参照

bf： フランジの幅（mm）。（3 章 2 節図 2 参照，バルブ断面については 1.4.1 参照）

tf： フランジのネット板厚（mm）

PSM： 主要支持部材

EPP： 基本板パネル

LCP： 荷重計算点 

1. 防撓材及び主要支持部材の構造の理想化 

1.1 有効スパン

1.1.1 一般

本節の定義と異なる配置の場合，スパンの定義は特別に考慮すること。

1.1.2 防撓材の有効曲げスパン

防撓材の有効曲げスパン bdgl は，単船殻構造の場合は図 1，二重船殻構造の場合は図 2 のとおり測ったものとしなけれ

ばならない。

防撓材の有効曲げスパンは，ウェブ防撓材がスニップ端又は防撓材に固着しない場合，裏側にブラケットを設けない限

り，主要支持部材間の全長としなければならない。（図 1 参照）

ブラケットが防撓材のフランジ又は遊縁に固着している場合は，有効曲げスパンを減じて差し支えない。防撓材の反対

側（付き板側）に設けられるブラケットは，有効曲げスパンを減じるのに有効と考えてはならない。

単船殻構造において，主要支持部材のウェブの片側からブラケット又はウェブ防撓材により支持する防撓材の有効曲げ

スパンは，主要支持部材間を全スパンとしなければならない。（図 1(a)参照）主要支持部材の両側にブラケットを設ける

場合は，有効曲げスパンは図 1(b)，(c)及び(d)に示すとおりとする。 

② 
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図 1 ウェブ防撓材に支持される防撓材の有効曲げスパン（単船殻構造） 
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図 2 ウェブ防撓材に支持される防撓材の有効曲げスパン（二重殻構造） 
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防撓材の面材がブラケットの縁に沿って連続している場合，有効曲げスパンは，ブラケットの深さが防撓材の深さの

1/4 となる位置までとしなければならない。（図 3 参照） 

 
図 3 面材がブラケットに沿って連続する局部支持部材の有効曲げスパン 

 

1.1.3 防撓材の有効せん断スパン

防撓材の有効せん断スパン shrl は，単船殻構造の場合は図 4，二重船殻構造の場合は図 5 のとおり測ったものとしなけ

ればならない。

 
図 4 ウェブ防撓材に支持される防撓材有効せん断スパン（単船殻構造） 

 

 

スパン 
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有効せん断スパンは，防撓材のフランジ又は遊縁，もしくは防撓材の反対側（付き板側）にブラケットを設けた場合は

減じて差し支えない。

防撓材のフランジ又は遊縁，及び防撓材の反対側（付き板側）にブラケットを設ける場合，有効せん断スパンは，有効

なブラケットの腕の長さのうち長い方を用いて減じて差し支えない。

支持構造の詳細に関わらず，防撓材の全長は各端部において最小 s/4000（m）減じることができる。すなわち，有効せ

ん断スパン shrl は，次に示す値を超えてはならない。 

2000
s

shr -£ ll  

 
図 5 ウェブ防撓材に支持される防撓材の有効せん断スパン（二重船殻構造） 

 

湾曲したブラケット及び長いブラケット（長さ/高さの比が高いもの）にあっては，有効ブラケット長さは，ブラケッ

トを 1：1.5 の比で内接する最大の直角三角形に置き換えて測らければならない。（図 4(c)及び図 5(c)参照） 

最小 
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防撓材の面材がブラケットの縁に沿って連続している場合，スパン算出の際に考慮するブラケット長さは，ブラケット

の腕の長さの 1.5 倍以下としなければならない。（図 6 参照） 

 
図 6 面材がブラケットに沿って連続する局部支持部材の有効せん断スパン 

 

1.1.4 防撓材のスパンに影響を与える船体形状

湾曲した防撓材の場合，スパンはスパンポイント間の弦の長さとし，防撓材のフランジ（フランジがある場合）及び防

撓材の遊縁（平鋼の場合）の位置で測ったものとする。有効スパンの計算は，1.1.2 及び 1.1.3 の規定による。

1.1.5 支柱に支持される防撓材の有効スパン

長さが 120m を超える船舶については，防撓材を支柱で支持する配置は認められない。

主要支持部材間中央の 1 本の支柱に支持される防撓材のスパン l は， 27.0 l としなければならない。 

主要支持部材間の長さ 1/3 及び 2/3 の位置に 2 本の支柱が設けられる場合，防撓材スパン l は 27.0 l としなければならな

い。

ここで， 1l 及び 2l は図 7 及び図 8 による。 

 
図 7 1 本の支柱に支持される防撓材のスパン 

 
 

図 8 2 本の支柱に支持される防撓材のスパン 

 

支柱 
主要支持

部材 

付き板 

防撓材 

主要支持

部材 

防撓材 

付き板 

支柱 
主要支持

部材 

防撓材 

付き板 

主要支持

部材 

防撓材 

付き板 

せん断スパン 
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図 9 主要支持部材の有効曲げスパン

 

c) 一体型のブラケットで面材が連続かつ

直線的であり，ブラケットの長さと高さの

比が 1.5 より大きい場合 

a) 一体型のブラケットで面材が連続

かつ湾曲している場合 
b) 独立したブラケットが溶接され

ている場合 

（有効ブラケット 
長さ） 

d) 一体型のブラケットで面材が連続かつ

直線的であり，ブラケットの長さと高さの

比が 1.5 より小さい場合 

e) 小さい裏側のブラケット 
が設けられている場合 

f) 大きい裏側のブラケット

が設けられている場合 

曲げスパン 曲げスパン 

曲げスパン 
曲げスパン 

曲げスパン 

曲げスパン 

（有効ブラケット 
長さ） 

（有効ブラケット 
長さ） 

（有効ブラケット 
長さ） 
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図 10 主要支持部材の有効せん断スパン 

 
 

b) 独立したブラケットが溶接

されている場合 

d) 一体型のブラケットで面材が連続かつ

直線的であり，ブラケットの長さと高さの

比が 1.5 より小さい場合 

（有効ブラケット 
長さ） 

せん断スパン 

（有効ブラケット 
長さ） 

e) 小さい裏側のブラケット 
が設けられている場合 

f) 大きい裏側のブラケット

が設けられている場合 

（有効ブラ

ケット長さ） 

（有効ブラケット 
長さ） 

（有効ブラケット 
長さ） 

（有効ブラケット 
長さ） 

せん断スパン 

せん断スパン せん断スパン 

せん断スパン せん断スパン 

a) 一体型のブラケットで面材が連続

かつ湾曲している場合 

c) 一体型のブラケットで面材が連続かつ

直線的であり，ブラケットの長さと高さの

比が 1.5 より大きい場合 
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1.1.6 主要支持部材の有効曲げスパン

端部にブラケットを設けない主要支持部材の有効曲げスパン bdgl （m）は，支点間の長さとしなければならない。 

主要支持部材の有効曲げスパン bdgl は，適切な端部ブラケットが設けられた支点間では，全長より減じて差し支えない。 

端部にブラケットが設けられた主要支持部材の有効曲げスパン bdgl （m）は，ブラケット深さが主要支持部材のウェブ

高さの半分となる位置までの長さとする。（図 9(b)参照）スパンポイントの定義に用いる有効ブラケットについては，1.1.8
の規定による。

主要支持部材の面材がブラケットの面材に連続している場合（図 9(a)，(c)及び(d)参照）は，有効曲げスパン bdgl （m）

は，ブラケット深さが主要支持部材のウェブ高さの 1/4 となる位置（以下，「高さ hw/4 の位置」という）までの長さとす

る。スパンポイントの定義に用いる有効ブラケットについては，1.1.8 の規定による。

高さに対する長さの比が 1.5 を超える直線的なブラケットの場合は，有効曲げスパンは有効ブラケットにおける高さ

hw/4 の位置までとし，高さに対する長さの比が 1.5 より小さい直線的なブラケットの場合は，有効曲げスパンは設けるブ

ラケットにおける高さ hw/4 の位置までとしなければならない。

湾曲しているブラケットにあっては，設けるブラケットと有効ブラケットの接点が高さ hw/4 の位置より上方にある場

合，有効曲げスパンは設けるブラケットにおける高さ hw/4 の位置までとし，設けるブラケットと有効ブラケットの接点

が高さ hw/4 の位置より下方にある場合は，有効曲げスパンは有効ブラケットにおける高さ hw/4 の位置までとしなければ

ならない。

主要支持部材の面材がブラケットと連続し，裏側にブラケットが付く構造配置の場合，有効曲げスパンは，合計深さが

主要支持部材の深さの 2 倍に達する点より大きく取る必要はない。裏側のブラケットが大きい場合及び小さい場合の配置

を図 9(e)及び(f)に示す。

主要支持部材の高さが十分に保たれ，面材の幅を支点方向に増している場合，有効曲げスパンは面材の幅が公称幅の 2

倍となる位置までとして差し支えない。

1.1.7 主要支持部材の有効せん断スパン

主要支持部材の有効せん断スパンは，有効曲げスパンに対し減じることができ，有効ブラケットの内端が図 10 に示さ

れるような場合，主要支持部材を支える有効ブラケットの内端間として差し支えない。内端の定義に用いる有効ブラケッ

トは，1.1.8 の規定による。

裏側の有効ブラケットが面材側の有効ブラケットより大きい場合，有効せん断スパンは，裏側の有効ブラケット内端と

面材側の有効ブラケット内端の中間点までの長さとしなければならない。（図 10(f)参照）

1.1.8 有効ブラケットの定義

有効ブラケットは，設けるブラケット内部におさまる直角三角形のブラケットの最大サイズであり，その直角三角形の

高さに対する長さの比は 1.5 とする。（例として，図 9 参照）

1.2 心距及び荷重支持幅

1.2.1 防撓材

防撓材の有効付き板を計算するための防撓材の心距 s（mm）は，次の算式のとおり隣接する防撓材との平均距離とし

なければならない。（図 11 参照） 

4
4321 bbbbs +++

=  

b1, b2, b3, b4： 防撓材の端部における，隣接する防撓材との距離（mm） 

原則として，防撓材に支持される荷重幅は s としなければならない。

1.2.2 主要支持部材

主要支持部材の有効付き板を計算するための主要支持部材の心距 S は，次の算式のとおり隣接する主要支持部材との平

均距離としなければならない。（図 11 参照） 

4
4321 bbbbS +++

=  

b1, b2, b3, b4： 主要支持部材の端部における，隣接する主要支持部材との距離 

原則として，主要支持部材により支持される荷重幅は S としなければならない。

1.2.3 湾曲した板の心距

湾曲した板の場合，防撓材の心距又は主要支持部材の心距（s 又は S）は，隣接する部材間の弦の長さの平均としなけ

ればならない。 
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図 11 板の心距 

 

1.3 有効幅

1.3.1 防撓材

防撓材の降伏強度評価に用いる，防撓材の実際のネット断面係数の算出に使用する付き板の有効幅 effb （mm）は次に

よらなければならない。

・ 付き板が防撓材の両側にある場合は，次の値のうちいずれか小さい方の値 
l200=effb  

sbeff =  

・ 付き板が防撓材の片側のみにある場合（例えば，開口周囲の防撓材）は，次の値のうちいずれか小さい方の値 
l100=effb  

sbeff 5.0=  

ただし，付き板のネット板厚が 8mm より薄い場合は，有効幅は 600mm 以下としなければならない。

防撓材の座屈強度評価に用いる付き板の有効幅 beff（mm）は，8 章 5 節 2.3.5 の規定による。

1.3.2 主要支持部材

主要支持部材の断面係数及び断面二次モーメントの算出に使用する付き板の有効幅 beff（m）は，次によらなければな

らない。 

1
3

³ 
ø

ö
çç
è

æ

S
bdgl

の場合：
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ú
ú
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1
3

< 
ø

ö
ç
ç
è

æ

S
bdgl

の場合：
3

407.0 bdg
effb

l
=  

1.3.3 主要支持部材の湾曲した面材及び付き板の有効面積

(a)及び(b)に規定する有効ネット面積は，主要支持部材の湾曲した面材及び付き板にのみ適用する。面材に平行なウェ

ブ防撓材の面積には適用しない。 

又は 
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有効ネット面積は，次の計算における主要支持部材に適用する。

・ 6 章に規定する寸法要件と比較するために使用する実際のネット断面係数

・ 7 章においてビーム要素でモデル化する際の，湾曲する面材の実際の有効ネット面積

(a) 有効ネット面積 Aeff-n50（mm2）は，次によらなければならない。 

Aeff-n50 = Cf tf-n50bf

Cf：   フランジの有効係数で，次による。 

1

50
1 b

tr
CC nff

ff
-

=  ただし，1.0 を超えてはならない。 

Cf1：  係数で，次による。 

・対称及び非対称の面材の場合： ( )
( ) bb

bbbb
221 sinsinh

cossincoshsinh643.0
+

+
=fC  

・2 つのウェブを有するボックスガーダの付き板の場合： ( )( )
( ) bb

bbbb
221 sinsinh

coscoshsinsinh78.0
+

-+
=fC  

・複数のウェブを有するボックスガーダの付き板の場合： ( )
bb

bb
sinsinh

coscosh56.1
1 +

-
=fC  

b ： 係数で，次による。 

50

1285.1

nff tr
b

-

=b （rad） 

b1：   幅（mm）で，次による。 

・ 対称な面材の場合：   b1 = 0.5（bf   tw-n50）

・ 非対称な面材の場合：  b1 = bf

・ ボックスガーダの付き板の場合： b1 = sw   tw-n50 

sw：    ボックスガーダのウェブの心距（mm）

tf-n50：  フランジのネット板厚（mm） 非対称な面材の Cf及び b の計算では，tf-n50 は tw-n50 以下としなければな

らない。 

tw-n50：  ウェブのネット板厚（mm）

rf ：   湾曲した面材又は付き板の半径（mm）で，板厚中心における値。（図 12 参照）

bf ： 面材又は付き板の幅（mm）（図 12 参照） 

(b) 放射状ブラケットに支持される湾曲した面材，又は円筒状防撓材に支持される付き板の有効ネット面積（mm2）は，

次による。 

fnf
rnff

rfnff
neff bt

str
sCtr

A 502
50

2
50

50 3

3
-

-

-
-  

ø

ö

ç
ç

è

æ

+

+
=  

sr： トリッピングブラケット，ウェブ防撓材又はウェブに垂直な防撓材の心距（mm）（図 12 参照） 
 

図 12 曲がった外板及び面材 
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1.4 防撓材及び主要支持部材の幾何学的性能

1.4.1 バルブ断面の防撓材形状

バルブ断面の性能は，直接計算により求めなければならない。

計算により求めることが困難な場合，バルブ断面は組立形鋼の断面と等価として差し支えない。等価な組立形鋼の断面

のネット寸法（mm）は，次によらなければならない。 

2
2.9

'
' +-= w
ww

hhh  

  
ø

ö
çç
è

æ
-+= 2

7.6
'

' w
wf

h
tb a  

2
2.9

'
-= w

f
ht  

ww tt '=  

h w, t w： バルブ断面のネット高さ及びネット板厚（mm）（図 13 参照） 

a ： 係数で，次による。 

120' £wh の場合：
( )

3000
'1201.1

2
wh-

+=a  

120' >wh の場合： 0.1=a  

 
図 13 防撓材の寸法 

 

1.4.2 防撓材の弾性ネットせん断面積

防撓材の弾性ネットせん断面積 Ashr（cm2）は，次によらなければならない。 
210-= wshrshr tdA  

dshr： 防撓材の有効せん断深さ（mm）で，1.4.3 の規定による。

tw：  防撓材のウェブのネット板厚（mm）で，3 章 2 節図 2 による。 

1.4.3 防撓材の有効せん断深さ

防撓材の有効せん断深さ dshr（mm）は，次によらなければならない。 
( ) wplcpstfcstfshr ttthd jsin5.05.0 -- ++-=  

hstf： 防撓材の高さ（mm）で，3 章 2 節図 2 による。

tp：  防撓材の付き板のネット板厚（mm）で，3 章 2 節図 2 による。

tc-stf： 考慮する防撓材の腐食予備厚（mm）で，3 章 3 節による。

tc-pl： 考慮する防撓材の付き板の腐食予備厚（mm）で，3 章 3 節による。 

wj ： 角度（deg）で，図 14 による。 wj が 75 度以上の場合，90 度とする。 

1.4.4 防撓材の弾性ネット断面係数及びネット断面二次モーメント

防撓材の弾性ネット断面係数 Z（cm3）及びネット断面二次モーメント（cm4）は，次によらなければならない。 

バルブ 等価な形鋼形状 

② 

② 

② 
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wstfZZ jsin=  

wstII j2sin=  

Zstf： 防撓材のネット断面係数（cm3）で，付き板に対し垂直に配置される場合の値（すなわち， wj  = 90 deg） 

Ist： 防撓材のネット断面二次モーメント（cm4）で，付き板に対し垂直に配置される場合の値（すなわち， wj  

= 90 deg） 

wj ： 角度（deg）で，図 14 による。 wj が 75 度以上の場合，90 度とする。 

 
図 14 防撓材のウェブと付き板のなす角度 

 

1.4.5 防撓材の有効塑性ネットせん断面積

衝撃荷重に対する評価に用いる防撓材の有効塑性ネットせん断面積 Ashr-pl（cm2）は，次によらなければならない。 

Ashr-pl = Ashr

Ashr： 弾性ネットせん断面積（cm2）で，1.4.2 の規定による。 

1.4.6 防撓材の有効塑性ネット断面係数

衝撃荷重に対する評価に用いる防撓材の有効塑性ネット断面係数 Zpl（cm3）は，次によらなければならない。 

75    wj    90 の場合：
( )

1000
12

2000

2
ctrffwww

pl
hAthfZ --

+=
g

 

wj  < 75 の場合：  
( ) ( )

1000
cossin12

2000
sin2

wctrfwctrffwwww
pl

bhAthfZ
jjgj -- --

+=  

fw：ウェブのせん断応力係数で，次による。 

・フランジのある防撓材で，n=1 又は 2 の場合： fw = 0.75

・フランジのある防撓材で，n=0 の場合： fw = 1.0

・平鋼の場合：    fw = 1.0 

n： 各部材の支持端部における塑性ヒンジの数で，0，1 又は 2 のいずれかとする。 

次の場合，支持端部における塑性ヒンジと考えて差し支えない。

・ 防撓材が支持点で連続である場合

・ 防撓材が支持部材を貫通し，かつ，終端で隣接する防撓材へカーリング（又は同等構造）によって固着

される場合 

・ 防撓材が曲げに対し有効な隣接防撓材（座屈防撓材ではない）に固着する場合

・ 防撓材が曲げに対し有効なブラケットに固着する場合。ブラケットが他の防撓材（座屈防撓材ではない）

に固着する場合，当該ブラケットは曲げに対し有効とみなす。 

hw：  防撓材のウェブ深さで，次による。 

・ T，L（圧延及び組立）及び平鋼の場合：3 章 2 節図 2 による。

・ L2-断面及び L3-断面の場合：3 章 2 節図 3 による。

・ バルブプレートの場合：1.4.1 による。 
g ： 係数で，次による。 

4
1231 b

g
++

=  

b ：係数で，次による。 

・ 
f

w

ctrfff

shrbw

b
t

htb
ft

2
10

80
6

2

22

+=
-

l
b ：L-断面で，スパン中央にトリッピングブラケットがない場合。ただし，0.5

より大きい値としてはならない。 

② 

② 

② 
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・ 5.0=b ：その他の場合 

Af： フランジのネット断面積（mm2） 

・ 平鋼防撓材の場合： Af = 0

・ その他の防撓材の場合： Af = bf tf 

bf-ctr：防撓材のウェブの板厚中心からフランジの中心までの距離（mm） 

・ 圧延アングル断面及びバルブプレートの場合： bf-ctr = 0.5(bf - tw)

・ T-断面の場合： bf-ctr = 0 

hf-ctr：防撓材の高さで，フランジの板厚中心までの距離（mm） 

・ L3-断面を除く，直角形状のフランジの断面及びバルブプレートの場合： hf-ctr = hw + 0.5 tf

・ L3-断面場合（3 章 2 節図 3 参照）： hf-ctr = hw   de   0.5 tf 

de： ウェブ上端からフランジの頂部までの距離（mm）で，L3-断面の場合は 3 章 2 節図 3 参照。

fb： 係数で，次による。 

・ 端部ブラケットがあり，フランジが連続構造で主要支持部材を貫通している場合： fb = 0.8 

・ 端部ブラケットがあり，フランジが主要支持部材の位置でスニップとなっている，又はフランジが支持

部材で止まる場合で支持部材の反対側に構造がない場合： fb = 0.7 

・ その他の防撓材の場合： fb = 1.0 

tf： フランジのネット板厚（mm） 

・平鋼防撓材の場合： tf = 0

・バルブプレートの場合： 1.4.1 による。 

1.4.7 付き板に対し直角に配置されない主要支持部材のウェブ

付き板に対し直角に配置されない主要支持部材のウェブについては，実際のネットせん断面積（cm2）及び実際のネッ

ト断面係数（cm3）は，次の算式によることができる。

・ 実際のネットせん断面積： 
 < 75wj の場合： wnshnsh AA jsin50050 --- =  

 ££ 9075 wj の場合： 50050 nshnsh AA --- =  

・ 実際のネット断面係数： 
 < 75wj の場合： wnperpn ZZ jsin5050 -=  

 ££ 9075 wj の場合： 5050 nperpn ZZ -=  

Ash 0 n50： 付き板に対し直角に配置されると仮定した主要支持部材のネットせん断面積（cm2）で，次による。 
( ) 2

505050500 10-
----- ++= nwnpnfwnsh ttthA  

Zperp n50： 付き板に対し直角に配置されると仮定した場合の付き板を含む主要支持部材の断面係数（cm3）。 

1.4.8 ウェブに開口を有する主要支持部材のせん断面積

有効ネットせん断面積 Ash-n50 の算出に用いる有効ウェブ高さ heff（mm）は，次の算式による値のうち最も小さい値とし

なければならない。なお，第三式は，開口が考慮している断面から hw/3 未満の距離にある場合のみ考慮する。 

heff = hw

heff = hw3 + hw4

heff = hw1 + hw2 + hw4

hw： 主要支持部材のウェブ高さ（mm）

hw1, hw2, hw3, hw4： 図 15 に示す寸法 

 

② 

② 

② 



－119－

（2019 鋼船規則 CSR-B&T編  1編  3章  7節）

図 15 ウェブに開口を有する有効せん断面積 

 
 

2. 板部材 

2.1 EPPの理想化

2.1.1 EPP
基本板パネル（EPP）とは，防撓材や主要支持部材間の防撓されていない部分の板部材をいう。EPP のパネル長さ a

及び幅 b は，それぞれ板の最も長い辺及び最も短い辺の長さとする。（図 16 参照）

 
図 16 基本板パネル（EPP）の定義 
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2.1.2 条板の要求板厚

条板の要求板厚は，条板内の各 EPP の要求値のうち最大の値としなければならない。表 1 に示す要件は，条板の選択

に適用しなければならない。（図 17 参照）

条板内の最大腐食予備厚は，3 章 3 節 1.2.4 の規定に従い適用しなければならない。

 
表 1 EPP として考慮する条板 

 a/b > 2 a/b £ 2 

a1 > b/2 全ての条板 （St1, St2, St3, St4） 全ての条板（St1, St2, St3, St4） 

a1 £ b/2 St2 及び St4 の条板 全ての条板（St1, St2, St3, St4） 

 
図 17 条板内の EPP として考慮する条板 

 
a1： 条板境界の溶接シームと EPP 端部の間を，EPP の長辺方向に考慮する条板内側について測った距離（mm） 

2.1.3
直接強度評価では，EPP は有限要素モデルのメッシュ配置により理想化される。

2.2 荷重計算点

2.2.1 降伏

降伏強度評価では，局部部材寸法要件の計算に用いる局部圧力及びハルガーダ応力は，表 2 に規定する x，y 及び z 座
標の荷重計算点（LCP）における値としなければならない。

 
表 2 降伏強度評価における LCP の座標系 

LCP 座標 

一般(1) 水平な板部材 
立て横部材 

及び横スツール板 

縦式構造 

（図 18 参照） 

横式構造 

（図 19 参照） 
縦式構造 横式構造 

水平防撓構造 

（図 20 参照） 
立て防撓構造 

（図 21 参照） 

x 座標 EPP の長さの中間 EPP の長さの中間 y 座標及び z 座標に対応 

y 座標 x 座標及び z 座標に対応 EPP の舷外側の y 座標 
z 座標に対応した 

EPP の舷外側の y 座標(2) 

z 座標 EPP の下辺 

EPP の下辺又

は条板の下辺 

のうち大きい

方の位置 

x 座標及び y 座標 

に対応 
EPP の下辺 

EPP の下辺又は

条板の下辺のう

ち大きい方の位

置 

(1) 水平な板部材又は立て横部材以外のすべての構造

(2) トランサムの動的外圧の計算における荷重計算点の y 座標は，荷重計算点の z 座標に対応した船側外板の y 座標とする。 

 

② 

② 
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図 18 縦式構造における荷重計算点（LCP） 

 
 

図 19 横式構造における荷重計算点（LCP） 

 
 

図 20 水平防撓構造の立て横部材における荷重計算点 
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図 21 立て防撓構造の立て横部材における荷重計算点 

 

2.2.2 座屈

8 章 3 節による EPP の規則算式による座屈強度評価では，圧力及びハルガーダ応力の LCP は，表 3 の規定による。

有限要素解析による座屈強度評価にあっては，8 章 4 節を適用する。

 
表 3 板の座屈に対する LCP 座標 

LCP
座標 

圧力に対する LCP 

ハルガーダ応力に対する LCP 
（図 22 参照） 

曲げ応力(1) 
せん断応力 

水平板部材以外 水平板部材 

x 座標 

降伏に対する LCP 
と同じ座標 
（表 2 参照） 

EPP の長さの中間 

y 座標 x 座標及び z 座標 
EPP の舷外側及び舷内側 

（点 A1 及び点 A2） 
EPP の中点

（点 B） 

z 座標 
EPP の上端及び下端 P
（点 A1 及び点 A2） 

x 座標及び y 座標に対応 

(1) 湾曲パネルの曲げ応力については，点 A1 及び A2 で計算した応力の平均値とする。 

 
図 22 板の座屈に対する LCP ハルガーダ応力 
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3. 防撓材 

3.1 基準点

3.1.1
防撓材の断面係数の要件は，断面係数が最小となる基準点に対するものとする。代表的な防撓材断面の基準点は，原則

として図 23 に示す位置とする。

3.2 荷重計算点

3.2.1 圧力に対する LCP
圧力に対する荷重計算点は，次の位置とする。

・ 考慮する防撓材の全長 l の中点 

・ 防撓材と付き板の交点

トランサムの防撓材にあっては，動的外圧の計算における荷重計算点の y 座標は，荷重計算点の z 座標に対応した船側

外板の y 座標とする。 

 
図 23 局部部材寸法評価のための断面係数及びハルガーダ応力の計算における基準点 

 

3.2.2 ハルガーダ曲げ応力に対する LCP
ハルガーダ曲げ応力に対する荷重計算点は，次による。

・ 6 章における降伏強度評価の場合： 
・ 考慮する防撓材の全長 l の中点 

・ 図 23 による基準点 

・ 8 章における規則算式による座屈強度評価の場合： 
・ 考慮する防撓材の全長 l の中点 

・ 防撓材と付き板の交点

3.2.3 水平防撓材以外の防撓材

面外圧力 P は，全長 l の中点における圧力と次の算式による圧力の最大値として計算されなければならない。 

2
LU ppP +

= ： 垂直防撓材の上端が，圧力が 0 となる位置の中で最も低い位置よりも低い場合 

② 
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2
1 LpP
l

l
= ： 垂直防撓材の上端が，圧力が 0 となる位置の中で最も低い位置以上の場合（図 24 参照） 

1l ： 垂直防撓材の下端と圧力が 0 となる位置の中で最も低い位置の間の距離（m） 

PU, PL： 垂直防撓材のスパン l の上端及び下端におけるそれぞれの面外圧力 

 
図 24 垂直防撓材に作用する面外圧力の定義 

 

4. 主要支持部材 

4.1 荷重計算点

4.1.1
荷重計算点は，主要支持部材の全長 l の中点で，主要支持部材が付き板に固着する位置とする。ただし，貨物倉区域に

設けられる主要支持部材にあっては，船の長さが 150 m 未満のばら積貨物船にあっては 2 編 1 章 4 節 4，油タンカーにあ

っては 2 編 2 章 3 節 1 の要件も考慮しなければならない。

トランサムに付く主要支持部材にあっては，動的外圧の計算における荷重計算点の y 座標は，荷重計算点の z 座標に対

応した船側外板の y 座標とする。

 

② 
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4 章 荷重 

1 節 序論 

記号 

本節に規定されない記号については，1 章 4 節による。

S： 静的荷重状態

S+D： 静的及び動的荷重組合せ状態 

1. 一般 

1.1 適用

1.1.1 範囲

強度評価及び疲労評価のために用いられる設計荷重は，本章による。

荷重組合せは，4 章 7 節に規定される設計荷重シナリオを用いて求めなければならない。

本節では，ばら積貨物船又は油タンカーが適切に操船される場合の設計荷重条件を規定するために設計荷重シナリオの概

念を用いている。

1.1.2 等価設計波（EDW）

動的荷重ケースにおける動的荷重は，等価設計波（EDW）の概念に基づいて求められる。等価設計波の概念では，船

舶の波浪に対する応答の長期予測値と同等の荷重応答が得られる動的荷重を用いる。

1.1.3 強度評価及び疲労評価における超過確率レベル

本章において，各評価手法は以下の通りとする。

・ 強度評価とは，超過確率 10-8 に対応する荷重，バラスト水の交換状態，港内状態及び浸水状態における強度評価の

ことをいう。ただし，疲労に関する評価を除く。 

・ 疲労評価とは，超過確率 10-2 に対応する荷重における疲労評価のことをいう。

1.1.4 動的荷重成分

各動的荷重ケースにおける動的荷重成分の算定では，全ての成分を同時に考慮しなければならない。

1.1.5 強度評価のための荷重

強度評価は，全ての設計荷重シナリオに対して行わなければならない。また，最終的な評価は，最も厳しい強度要件に

基づいて行わなければならない。

強度評価における各設計荷重シナリオでは静的荷重（S）状態又は静的及び動的荷重組合せ（S+D）状態が考慮されて

いる。ここで，静的及び動的荷重は，考慮する積付状態による。

静的荷重の定義は以下による。

・ 4 章 4 節に規定する静水中ハルガーダ荷重

・ 4 章 5 節に規定する外圧

・ 4 章 6 節に規定する内圧

強度評価のための等価設計波及び動的荷重の組合せ係数は，4 章 2 節 2 による。

動的荷重成分の定義は以下による。

・ 4 章 4 節に規定する動的ハルガーダ荷重成分

・ 4 章 5 節に規定する外圧

・ 4 章 6 節に規定する内圧

1.1.6 疲労評価のための荷重

疲労評価における各設計荷重シナリオでは静的及び動的荷重組合せ（S+D）状態が考慮されている。ここで，静的及び

動的荷重は，考慮する積付状態による。

静的荷重の定義は以下による。 
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・ 4 章 4 節に規定する静水中ハルガーダ荷重

・ 4 章 5 節に規定する外圧

・ 4 章 6 節に規定する内圧

疲労評価のための等価設計波は，4 章 2 節 3 による。

動的荷重成分の定義は以下による。

・ 4 章 4 節に規定する動的ハルガーダ荷重成分

・ 4 章 5 節に規定する外圧

・ 4 章 6 節に規定する内圧

1.2 定義

1.2.1 座標系

座標系の定義は，1 章 4 節 3.6.1 による。

1.2.2 船体運動の符号の定義

船体運動は，重心（COG）に対して図 1 の通り定義する。

・ 前後揺れは，x 軸において船首方向を正とする。

・ 左右揺れは，y 軸において左舷方向を正とする。

・ 上下揺れは，z 軸において上方向を正とする。

・ ロールは，重心を通る縦軸の正の方向（右舷下降，左舷上昇）への回転を正とする。

・ ピッチは，重心を通る横軸の正の方向（船首下降，船尾上昇）への回転を正とする。

・ ヨーは，重心を通る垂直軸の正の方向（船首が左舷方向に向き，船尾が右舷方向に向く）への回転を正とする。 

 
図 1 船体運動の正方向の定義 

 

1.2.3 ハルガーダ荷重の符号の定義

船体の横断面における垂直曲げモーメント，垂直せん断力，水平曲げモーメント及び捩りモーメントの正の方向を以下

の通り定義する（図 2 参照）。

・ 垂直曲げモーメント Msw及び Mwv は，強力甲板が引張となる状態（ホギング曲げモーメント）を正とし，船底が引

張となる状態（サギング曲げモーメント）を負とする。 

・ 垂直せん断力 Qsw及び Qwv は，考慮する船体横断面の前に上向きの力が作用し，考慮する船体横断面の後ろに下向

きの力が作用する場合を正とする。 

・ 水平曲げモーメント Mwh は，右舷側が引張となる状態，左舷側が圧縮となる状態を正とする。

・ 捩りモーメント Mwtは，考慮する船体横断面の後ろが x 軸まわりで負の方向へ回転，考慮する船体横断面の前が x

軸まわりで正の方向へ回転する場合を正とする。 

COG 

ピッチ 

ロール 
前後揺れ 

ヨー 

上下揺れ 

左右揺れ 
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図 2 せん断力 Qsw，Qwv 及び曲げモーメント Msw，Mwv，Mwh，Mwtの符号の定義 

 

（+） 

（+） 

（+） 

（+） 

Fore 

Fore 

Fore 

Fore 

Aft 

Aft 

Aft 

Aft 

Qsw，Qwv 

Mwh 

Mwt 

Msw，Mwv 
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2 節 動的荷重ケース 

記号 

本節に規定されない記号については，1 章 4 節による。

asurge，apitch-x，asway，aroll-y，aheave，aroll-z，apitch-z：4 章 3 節に規定する加速度成分

fxL： 荷重点の x 座標と LCSRの値の比で，次による。ただし，0.0 以上 1.0 以下としなければならない。 

CSR
xL L

xf =  

fT： 考慮する積付状態における喫水と構造用喫水との比で，4 章 3 節の規定による。

flp： 縦方向位置による係数で，次による。 
5.0£CSRLx の場合 0.1=lpf  

CSRLx<5.0 の場合 0.1-=lpf  

flp-OST： 荷重ケース OST における捩りモーメントの縦方向分布係数で，次による。 
2.0<CSRLx の場合 xLOSTlp ff 5=-  

4.02.0 <£ CSRLx の場合 0.1=-OSTlpf  

65.04.0 <£ CSRLx の場合 04.46.7 +-=- xLOSTlp ff  

85.065.0 <£ CSRLx の場合 9.0-=-OSTlpf  

CSRLx£85.0 の場合 66 -=- xLOSTlp ff  

flp-OSA： 荷重ケース OSA における捩りモーメントの縦方向分布係数で，次による。 
4.0<CSRLx の場合 ( )TOSAlp ff 3.02.0 +-=-  

6.04.0 <£ CSRLx の場合 ( )( )xLTOSAlp fff 5.116.53.02.0 -+-=-  

CSRLx£6.0 の場合 ( )TOSAlp ff 3.02.03.1 +=-  

WS： 波上側，船体の波に曝されている側

LS： 波下側，船体の波から保護されている側

MWV： 4 章 4 節に規定する波浪中垂直曲げモーメント（kN-m）

QWV： 4 章 4 節に規定する波浪中垂直せん断力（kN）

MWH： 4 章 4 節に規定する波浪中水平曲げモーメント（kN-m）

MWT： 4 章 4 節に規定する波浪中捩りモーメント（kN-m）

CWV： 波浪中垂直曲げモーメントに対する荷重組合せ係数

CQW： 波浪中垂直せん断力に対する荷重組合せ係数

CWH： 波浪中水平曲げモーメントに対する荷重組合せ係数

CWT： 波浪中捩りモーメントに対する荷重組合せ係数

CXS： 前後揺れによる加速度に対する荷重組合せ係数

CXP： ピッチによる縦方向の加速度に対する荷重組合せ係数

CXG： ピッチ運動による縦方向の加速度に対する荷重組合せ係数

CYS： 左右揺れによる加速度に対する荷重組合せ係数

CYR： ロールによる横方向の加速度に対する荷重組合せ係数

CYG： ロール運動による横方向の加速度に対する荷重組合せ係数

CZH： 上下揺れによる加速度に対する荷重組合せ係数

CZR： ロールによる垂直方向の加速度に対する荷重組合せ係数

CZP： ピッチによる垂直方向の加速度に対する荷重組合せ係数 
q ： 4 章 3 節 2.1.1 に規定するロール角（deg） 
j ： 4 章 3 節 2.1.2 に規定するピッチ角（deg） 
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1. 一般 

1.1 動的荷重ケースの定義

1.1.1
構造強度評価に用いる動的荷重ケースは，それぞれ次の等価設計波（EDW）によること。

・ 荷重ケース HSM： 

HSM-1 及び HSM-2： 向波状態で船体中央における波浪中垂直曲げモーメントが最大及び最小になる等価設

計波 

・ 荷重ケース HSA： 

HSA-1 及び HSA-2：  向波状態で船首部（FP）における垂直方向加速度が最大及び最小になる等価設計波 

・ 荷重ケース FSM： 

FSM-1 及び FSM-2：  追波状態で船体中央における波浪中垂直曲げモーメントが最大及び最小になる等価設

計波 

・ 荷重ケース BSR： 

BSR-1P 及び BSR-2P： 横波状態で左舷からの波によるロール運動（左舷側の下降及び上昇）が最大及び最小

になる等価設計波 

BSR-1S 及び BSR-2S： 横波状態で右舷からの波によるロール運動（右舷側の下降及び上昇）が最大及び最小

になる等価設計波 

・ 荷重ケース BSP 

BSP-1P 及び BSP-2P： 横波状態で船体中央における左舷側の水線での波浪変動圧が最大及び最小になる等

価設計波 

BSP-1S 及び BSP-2S： 横波状態で船体中央における右舷側の水線での波浪変動圧が最大及び最小になる等

価設計波 

・ 荷重ケース OST： 

OST-1P 及び OST-2P： 斜波状態で左舷側からの波により船尾（AE）から 0.25LCSRの位置における捩りモーメ

ントが最大及び最小になる等価設計波 

OST-1S 及び OST-2S： 斜波状態で右舷側からの波により船尾（AE）から 0.25LCSRの位置における捩りモーメ

ントが最大及び最小になる等価設計波 

・ 荷重ケース OSA 

OSA-1P 及び OSA-2P： 斜波状態で左舷側からの波によりピッチ加速度が最大及び最小になる等価設計波

OSA-1S 及び OSA-2S： 斜波状態で右舷側からの波によりピッチ加速度が最大及び最小になる等価設計波

（備考 1）1 及び 2 はそれぞれ，各等価設計波において主要荷重成分が最大又は最小となる場合を表す。

（備考 2）P 及び S はそれぞれ，波上側が左舷及び右舷であることを表す。 

荷重ケース HSA 及び OSA は疲労評価に用いてはならない。

1.2 適用

1.2.1.
4 章 7 節に規定する設計荷重シナリオに基づく動的荷重は，本節に規定する動的荷重ケースを用いて求めなければ

ならない。動的荷重ケースは，次の構造強度評価に用いなければならない。

(a) 強度評価 

・ 算式による板材，防撓材及び主要支持部材の評価

・ 直接強度計算（有限要素解析）による構造部材の評価 

(b) 疲労評価 

・ 簡易応力解析による構造細部の評価

・ 有限要素応力解析による構造細部の評価 
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2. 強度評価に用いる動的荷重ケース 

2.1 動的荷重ケース

2.1.1.
強度評価において考慮する各荷重ケースにおける船体運動応答及び全体荷重を表 1 から表 3 に示す。 

 
表 1 荷重ケース HSM，HSA 及び FSM における船体応答－強度評価 

荷重ケース HSM-1 HSM-2 HSA-1 HSA-2 FSM-1 FSM-2 

等価設計波 HSM HSA FSM 

波向 向波 向波 追波 

特性 最大曲げモーメント 最大垂直加速度 最大曲げモーメント 

波浪中垂直曲

げモーメント 
サギング ホギング サギング ホギング サギング ホギング 

波浪中垂直せ

ん断力 

後方   負

前方   正 

後方   正

前方   負 

後方   負

前方   正 

後方   正

前方   負 

後方   負

前方   正 

後方   正

前方   負 

波浪中水平曲

げモーメント 
- - - - - - 

捩りモーメン

ト 
- - - - - - 

前後揺れ 船尾方向 船首方向 船尾方向 船首方向 船首方向 船尾方向 

asurge       

左右揺れ - - - - - - 

asway - - - - - - 

上下揺れ 下降 上昇 下降 上昇 - - 

aheave 
    

- - 

ロール - - - - - - 

aroll - - - - - - 

ピッチ 船首下降 船首上昇 船首下降 船首上昇 船首上昇 船首下降 

apitch       
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表
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2.2 荷重組合せ係数

2.2.1
強度評価に用いる全体荷重及び慣性荷重に対する荷重組合せ係数 LCF は，次による。

表 4：荷重ケース HSM，HSA 及び FSM における荷重組合せ係数

表 5：荷重ケース BSR 及び BSP における荷重組合せ係数

表 6：荷重ケース OST 及び OSA における荷重組合せ係数 

 
表 4 荷重ケース HSM，HSA 及び FSM に対する荷重組合せ係数－強度評価 

荷重要素 LCF HSM-1 HSM-2 HSA-1 HSA-2 FSM-1 FSM-2 

ハルガーダ 

荷重 

MWV CWV -1 1 -0.7 0.7 -0.4fT - 0.6 0.4fT + 0.6 

QWV CQW -1.0flp 1.0flp -0.6flp 0.6flp -1.0flp 1.0flp 

MWH CWH 0 0 0 0 0 0 

MWT CWT 0 0 0 0 0 0 

縦方向加速度 

asurge CXS 0.3 - 0.2fT 0.2fT - 0.3 0.2 -0.2 0.2 - 0.4fT 0.4fT - 0.2 

apitch-x CXP -0.7 0.7 -0.4fT - 0.4 0.4fT + 0.4 0.15 -0.15 

jsing  CXG 0.6 -0.6 0.4fT +0.4 -0.4fT - 0.4 -0.2 0.2 

横方向加速度 

asway CYS 0 0 0 0 0 0 

aroll-y CYR 0 0 0 0 0 0 

qsing  CYG 0 0 0 0 0 0 

垂直方向

加速度 

aheave CZH 0.5fT - 0.15 0.15 - 0.5fT  0.4fT - 0.1 0.1 - 0.4fT 0 0 

aroll-z CZR 0 0 0 0 0 0 

apitch-z CZP -0.7 0.7 -0.4fT - 0.4 0.4fT + 0.4 0.15 -0.15 
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表 5 荷重ケース BSR 及び BSP に対する荷重組合せ係数 LCF－強度評価 

荷重要素 LCF BSR-1P BSR-2P BSR-1S BSR-2S 

ハルガーダ荷重 

MWV CWV 0.1 - 0.2fT  0.2fT - 0.1 0.1   0.2fT 0.2fT - 0.1 

QWV CQW (0.1 - 0.2fT) flp (0.2fT - 0.1) flp (0.1 - 0.2fT) flp (0.2fT - 0.1) flp 

MWH CWH 1.2 - 1.1fT 1.1fT - 1.2 1.1fT - 1.2 1.2 - 1.1fT  

MWT CWT 0 0 0 0 

縦方向加速度 

asurge CXS 0 0 0 0 

apitch-x CXP 0 0 0 0 

jsing  CXG 0 0 0 0 

横方向加速度 

asway CYS 0.2 - 0.2fT 0.2fT - 0.2 0.2fT - 0.2 0.2 - 0.2fT 

aroll-y CYR 1 -1 -1 1 

qsing  CYG -1 1 1 -1 

垂直方向加速度 

aheave CZH 0.7 - 0.4fT 0.4fT - 0.7 0.7 - 0.4fT 0.4fT - 0.7 

aroll-z CZR 1 -1 -1 1 

apitch-z CZP 0 0 0 0 

 

荷重要素 LCF BSP-1P BSP-2P BSP-1S  BSP-2S 

ハルガーダ荷重 

MWV CWV 0.3 - 0.8fT 0.8fT - 0.3 0.3 - 0.8fT 0.8fT - 0.3 

QWV CQW (0.3 - 0.8fT) flp (0.8fT - 0.3) flp (0.3 - 0.8fT) flp (0.8fT - 0.3) flp 

MWH CWH 0.7 - 0.7fT 0.7fT - 0.7 0.7fT - 0.7 0.7 - 0.7fT 

MWT CWT 0 0 0 0 

縦方向加速度 

asurge CXS 0 0 0 0 

apitch-x CXP 0.1 - 0.3fT 0.3fT - 0.1 0.1 - 0.3fT 0.3fT - 0.1 

jsing  CXG 0.3fT - 0.1 0.1 - 0.3fT  0.3fT - 0.1 0.1 - 0.3fT 

横方向加速度 

asway CYS -0.9 0.9 0.9 -0.9 

aroll-y CYR 0.3 -0.3 -0.3 0.3 

qsing  CYG -0.2 0.2 0.2 -0.2 

垂直方向加速度 

aheave CZH 1 -1 1 -1 

aroll-z CZR 0.3 -0.3 -0.3 0.3 

apitch-z CZP 0.1 - 0.3fT 0.3fT - 0.1 0.1 - 0.3fT 0.3fT - 0.1 
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表 6 荷重ケース OST 及び OSA に対する荷重組合せ係数 LCF－強度評価 

荷重要素 LCF OST-1P OST-2P OST-1S OST-2S 

ハルガーダ荷重 

MWV CWV - 0.3 - 0.2fT 0.3 + 0.2fT - 0.3 - 0.2fT 0.3 + 0.2fT 

QWV CQW (-0.35-0.2fT) flp (0.35+0.2fT) flp (-0.35-0.2fT) flp (0.35+0.2fT) flp 

MWH CWH - 0.9 0.9 0.9 - 0.9 

MWT CWT - flp-OST flp-OST flp-OST - flp-OST 

縦方向加速度 

asurge CXS 0.1fT - 0.15 0.15 - 0.1fT 0.1fT - 0.15 0.15 - 0.1fT 

apitch-x CXP 0.7 - 0.3fT 0.3fT - 0.7 0.7 - 0.3fT 0.3fT - 0.7 

jsing  CXG 0.2fT - 0.45 0.45 - 0.2fT 0.2fT - 0.45 0.45 - 0.2fT 

横方向加速度 

asway CYS 0 0 0 0 

aroll-y CYR 0.4fT - 0.25 0.25 - 0.4fT 0.25 - 0.4fT 0.4fT - 0.25 

qsing  CYG 0.1 - 0.2fT 0.2fT - 0.1 0.2fT - 0.1 0.1 - 0.2fT 

垂直方向加速度 

aheave CZH 0.2fT - 0.05 0.05 - 0.2fT 0.2fT - 0.05 0.05 - 0.2fT 

aroll-z CZR 0.4fT - 0.25 0.25 - 0.4fT 0.25 - 0.4fT 0.4fT - 0.25 

apitch-z CZP 0.7 - 0.3fT 0.3fT - 0.7 0.7 - 0.3fT 0.3fT - 0.7 

 

荷重要素 LCF OSA-1P OSA-2P OSA-1S OSA-2S 

ハルガーダ荷重 MWV CWV 0.75 - 0.5fT - 0.75 + 0.5fT 0.75 - 0.5fT - 0.75 + 0.5fT 

QWV CQW (0.6 - 0.4fT) flp (- 0.6+0.4fT) flp (0.6-0.4fT) flp (-0.6+0.4fT) flp 

MWH CWH 0.55 + 0.2fT - 0.55 - 0.2fT - 0.55 - 0.2fT 0.55 + 0.2fT 

MWT CWT - flp-OSA flp-OSA flp-OSA - flp-OSA 

縦方向加速度 asurge CXS 0.1fT - 0.45 0.45 - 0.1fT - 0.45 + 0.1fT 0.45 - 0.1fT 

apitch-x CXP 1.0 - 1.0 1.0 - 1.0 

jsing  CXG - 1.0 1.0 - 1.0 1.0 

横方向加速度 asway CYS - 0.2 - 0.1fT 0.2 + 0.1fT 0.2 + 0.1fT - 0.2 - 0.1fT 

aroll-y CYR 0.3 - 0.2fT 0.2fT - 0.3 0.2fT - 0.3 0.3 - 0.2fT 

qsing  CYG 0.1fT - 0.2 0.2 - 0.1fT 0.2 - 0.1fT 0.1fT - 0.2 

垂直方向加速度 aheave CZH - 0.2fT 0.2fT - 0.2fT 0.2fT 

aroll-z CZR 0.3 - 0.2fT 0.2fT - 0.3 0.2fT - 0.3 0.3 - 0.2fT 

apitch-z CZP 1.0 - 1.0 1.0 - 1.0 
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3. 疲労評価に用いる動的荷重ケース 

3.1 動的荷重ケース

3.1.1
疲労評価において考慮する各動的荷重ケースにおける船体運動応答及び全体荷重を表 7 から表 9 に示す。

 
表 7 荷重ケース HSM 及び FSM における船体応答－疲労評価 

荷重ケース HSM-1 HSM-2 FSM-1 FSM-2 

等価設計波 HSM FSM 

波向 向波 追波 

特性 最大曲げモーメント 最大曲げモーメント 

波浪中垂直曲げモー

メント 
サギング ホギング サギング ホギング 

波浪中垂直せん断力 
後方   負

前方   正 

後方   正

前方   負 

後方   負

前方   正 

後   正

前   負 

波浪中水平曲げモー

メント 
- - - - 

捩りモーメント - - - - 

前後揺れ 船尾方向 船首方向 船首方向 船尾方向 

asurge     

左右揺れ - - - - 

asway - - - - 

上下揺れ 下降 上昇 - - 

aheave
 

  
- - 

ロール - - - - 

aroll - - - - 

ピッチ 船首下降 船首上昇 船首上昇 船首下降 

apitch     
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表 9 荷重ケース OST における船体応答－疲労評価 

荷重ケース OST-1P OST-2P OST-1S OST-2S 

等価設計波 OST 

波向 斜波 

特性 最大捩りモーメント 

波浪中垂直曲

げモーメント 
サギング ホギング サギング ホギング 

波浪中垂直せ

ん断力 

後方   負

前方   正 

後方   正

前方   負 

後方   負

前方   正 

後方   正

前方   負 

波浪中水平曲

げモーメント 
左舷側引張 右舷側引張 右舷側引張 左舷側引張 

捩りモーメン

ト     

前後揺れ 船首方向 船尾方向 船首方向 船尾方向 

asurge     

左右揺れ - - - - 

asway - - - - 

上下揺れ 上昇 下降 上昇 下降 

aheave
 

    

ロール 左舷下降 左舷上昇 右舷下降 右舷上昇 

aroll 
    

ピッチ 船首上昇 船首下降 船首上昇 船首下降 

apitch     
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3.2 荷重組合せ係数

3.2.1
疲労評価に用いる全体荷重及び慣性荷重に対する荷重組合せ係数 LCF は，次による。

表 10：荷重ケース HSM 及び FSM における荷重組合せ係数

表 11：荷重ケース BSR 及び BSP における荷重組合せ係数

表 12：荷重ケース OST における荷重組合せ係数

 
表 10 荷重ケース HSM 及び FSM に対する荷重組合せ係数 LCF－疲労評価 

荷重要素 LCF HSM-1 HSM-2 FSM-1 FSM-2 

ハルガーダ荷

重 

MWV CWV -1 1 -0.75 - 0.2fT 0.75 + 0.2fT 

QWV CQW -1.0 flp 1.0 flp (-0.75-0.2fT) flp (0.75+0.2fT) flp 

MWH CWH 0 0 0 0 

MWT CWT 0 0 0 0 

縦方向加速度 

asurge CXS 0.3 - 0.2fT 0.2fT - 0.3 -0.4fT + 0.2 0.4fT - 0.2 

apitch-x CXP -0.9 0.9 0.1 -0.1 

jsing  CXG 0.4fT + 0.4 -0.4fT - 0.4 -0.15 0.15 

横方向加速度 

asway CYS 0 0 0 0 

aroll-y CYR 0 0 0 0 

qsing  CYG 0 0 0 0 

垂直方向加速

度 

aheave CZH 0.8fT - 0.15 0.15 - 0.8fT 0 0 

aroll-z CZR 0 0 0 0 

apitch-z CZP -0.9 0.9 0.1 -0.1 
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表 11 荷重ケース BSR 及び BSP に対する荷重組合せ係数 LCF－疲労評価 

荷重要素 LCF BSR-1P BSR-2P BSR-1S BSR-2S 

ハルガーダ荷

重 

MWV CWV 0.1 - 0.2fT 0.2fT - 0.1 0.1 - 0.2fT 0.2fT - 0.1 

QWV CQW (0.1-0.2fT) flp (0.2fT - 0.1) flp (0.1-0.2fT) flp (0.2fT - 0.1) flp 

MWH CWH 1.1 - fT fT - 1.1 fT - 1.1 1.1 - fT 

MWT CWT 0 0 0 0 

縦方向加速度 

asurge CXS 0 0 0 0 

apitch-x CXP 0 0 0 0 

jsing  CXG 0 0 0 0 

横方向加速度 

asway CYS 0.2 - 0.2fT 0.2fT - 0.2 0.2fT - 0.2 0.2 - 0.2fT 

aroll-y CYR 1 -1 -1 1 

qsing  CYG -1 1 1 -1 

垂直方向加速

度 

aheave CZH 0.7 - 0.4fT 0.4fT - 0.7 0.7 - 0.4fT 0.4fT - 0.7 

aroll-z CZR 1 -1 -1 1 

apitch-z CZP 0 0 0 0 

 

荷重要素 LCF BSP-1P BSP-2P BSP-1S BSP-2S 

ハルガーダ荷

重 

MWV CWV 0.3 - 0.8fT 0.8fT - 0.3 0.3 - 0.8fT 0.8fT - 0.3 

QWV CQW (0.3-0.8fT) flp (0.8fT - 0.3) flp (0.3-0.8fT) flp (0.8fT - 0.3) flp 

MWH CWH 0.6 - 0.6fT 0.6fT - 0.6 0.6fT - 0.6 0.6 - 0.6fT 

MWT CWT 0 0 0 0 

縦方向加速度 

asurge CXS 0 0 0 0 

apitch-x CXP 0 0 0 0 

jsing  CXG 0 0 0 0 

横方向加速度 

asway CYS -0.95 0.95 0.95 -0.95 

aroll-y CYR 0.3 -0.3 -0.3 0.3 

qsing  CYG -0.2 0.2 0.2 -0.2 

垂直方向加速

度 

aheave CZH 1 -1 1 -1 

aroll-z CZR 0.3 -0.3 -0.3 0.3 

apitch-z CZP 0 0 0 0 
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表 12 荷重ケース OST に対する荷重組合せ係数 LCF－疲労評価 

荷重要素 LCF OST-1P OST-2P OST-1S OST-2S 

ハルガーダ荷

重 

MWV CWV -0.4 0.4 -0.4 0.4 

QWV CQW -0.4 flp 0.4 flp -0.4 flp 0.4 flp 

MWH CWH -0.9 0.9 0.9 -0.9 

MWT CWT - flp-OST flp-OST flp-OST - flp-OST 

縦方向加速度 

asurge CXS -0.25 + 0.2fT 0.25 - 0.2fT -0.25 + 0.2fT 0.25 - 0.2fT 

apitch-x CXP 0.4 - 0.2fT -0.4 + 0.2fT 0.4 - 0.2fT -0.4 + 0.2fT 

jsing  CXG -0.4 + 0.2fT 0.4 - 0.2fT -0.4 + 0.2fT 0.4 - 0.2fT 

横方向加速度 

asway CYS 0 0 0 0 

aroll-y CYR -0.4 + 0.6fT 0.4 - 0.6fT 0.4 - 0.6fT -0.4 + 0.6fT 

qsing  CYG 0.2 - 0.3fT -0.2 + 0.3fT -0.2 + 0.3fT 0.2 - 0.3fT 

垂直方向加速

度 

aheave CZH -0.05 0.05 -0.05 0.05 

aroll-z CZR -0.4 + 0.6fT 0.4 - 0.6fT 0.4 - 0.6fT -0.4 + 0.6fT 

apitch-z CZP 0.4 - 0.2fT -0.4 + 0.2fT 0.4 - 0.2fT -0.4 + 0.2fT 
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3 節 船体運動及び加速度 

記号 

本節に規定されない記号については，1 章 4 節による。

a0： 加速度の算定に用いるパラメータで，次による。 

( )  
ø

ö

ç
ç

è

æ
-+-= 20

600344.247.058.1
CSRCSRCSR

B LLL
Ca  

qT ： 2.1.1 に規定するロール周期（s） 

q ： 2.1.1 に規定するロール角（deg）
jT ： 2.1.2 に規定するピッチ周期（s） 

j ： 2.1.2 に規定するピッチ角（deg） 

R： 船体の回転中心位置の鉛直座標（m）で，次による。 

  
ø

ö
çç
è

æ
+=

2
,

24
min DTDR LC  

CXG，CXS，CXP，CYG，CYS，CYR，CZH，CZR及び CZP：4 章 2 節に規定する荷重組合せ係数

aroll-y： 3.3.2 に規定するロールによる横方向加速度（m/s2）

apitch-x： 3.3.1 に規定するピッチによる縦方向加速度（m/s2）

aroll-z： 3.3.3 に規定するロールによる垂直方向加速度（m/s2）

apitch-z： 3.3.3 に規定するピッチによる垂直方向加速度（m/s2）

fT： 考慮する積付状態における喫水と構造用喫水との比で，次による。ただし，0.5 未満としてはならない。 

SC

LC
T T

Tf =  

TLC： 考慮する積付状態における船体中央の喫水（m）

x，y，z： 4 章 1 節 1.2.1 に規定する座標系において考慮する点の X，Y，Z 座標（m）

fps： 4 章 7 節に規定する設計荷重シナリオに基づく強度評価に用いる係数で，次による。 

fps = 1.0 極めて厳しい海象を想定した設計荷重シナリオ

fps = 0.8 バラスト水の交換作業のための設計荷重シナリオ

fps = 0.8 浸水時のための設計荷重シナリオ

fps = 0.4 港内又は閉囲された水域のための設計荷重シナリオ 

ffa： 疲労評価に用いる係数で，次による。 

ffa = 0.9 

1. 一般 

1.1 定義

1.1.1
船体運動及び加速度は，正弦関数に従うとみなす。本節の算式で規定する船体運動及び加速度は，片振幅，即ち，振幅

の山から谷までの半分の値とする。 

2. 船体運動及び加速度 

2.1 船体運動

2.1.1 ロール運動

ロール周期 qT （s）は，次による。 
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GMg
k

T rp
q

3.2
=  

ロール角 q （deg）は次による。 
( )

( )p
q q

75
025.025.19000

+

-
=

B
ffT BKp  

fp： 係数で，次による。 

強度評価用 fp = fps

疲労評価用 fp = ffa (0.23   4 fT B×10-4) 

fBK： 係数で，次による。 

ビルジキールを有しない船舶 fBK = 1.2

ビルジキールを有する船舶 fBK = 1.0 

kr： 考慮する積付状態でのロールの慣動半径（m）。表 1 又は表 2 に示す値を用いなければならない。

GM：考慮する積付状態におけるメタセンタ高さ（m）。表 1 又は表 2 に示す値を用いなければならない。 
 

表 1 油タンカー用の kr及び GM 

積付状態(1)(2) TLC kr GM 

満載状態 TSC 0.35B 0.12B 

喫水が 0.9TSCを超える任意の積付状態 
実際の喫水 

ただし，0.9TSC以上とする。 
0.35B 0.12B 

部分積付状態 0.6TSC以下 0.40B 0.24B 

バラスト状態 TBAL 0.45B 0.33B 

(1) 任意の積付状態又は荒天／非常時のバラスト状態であって喫水が 0.6TSC から 0.9TSC の場合は，ローディング

マニュアルで特に記載しない限り，kr及び GM の値は，実際の喫水を基準に任意の積付状態の 0.9TSC 及び部

分積付状態の 0.6TSC における値を線形補間することによって求めなければならない。 

(2) 浸水状態の場合は，ローディングマニュアルで特に記載しない限り，kr 及び GM の値は，満載状態の値を用

いるものとする。 
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表 2 ばら積貨物船用の kr及び GM 

積付状態(1)(2)(4) 適用 TLC kr GM 

満載状態 

均等積状態 全てのばら積貨物船 

TSC 

0.35B 0.12B 

重貨物隔倉積状態 BC-A 船 0.40B 0.20B 

軽貨物隔倉積状態 BC-A 船 0.35B 0.12B 

重貨物均等積状態 BC-B 船，BC-A 船 0.42B 0.25B 

スチールコイル積載状態(3) 
鋼製品を積載する全

てのばら積貨物船 
0.42B 0.25B 

ヘビーバラスト状態 全てのばら積貨物船 TBAL-H 0.40B 0.25B 

ノーマルバラスト状態 全てのばら積貨物船 TBAL 0.45B 0.33B 

(1) 多港積荷・揚荷状態であって喫水が 0.9TSC 以上の場合は，ローディングマニュアルで特に記載しない限り，kr 及び GM の値は，

満載状態のうち最も適していると考えられる状態から選定しなければならない。

多港積荷・揚荷状態であって喫水が TBAL-H から 0.9TSC の場合は，ローディングマニュアルで特に記載しない限り，kr及び GM の値

は，喫水を基準にヘビーバラスト状態及び満載状態のうち最も適していると考えられる状態の値を線形補間することによって求

めなければならない。

多港積荷・揚荷状態であって喫水が TBAL-Hより小さい場合は，kr及び GM の値は，ヘビーバラスト状態の値を用いるものとする。 

(2) 浸水状態の場合は，ローディングマニュアルで特に記載しない限り，kr及び GM の値は，満載状態の値を用いるものとする。

(3) 1 章 2 節 3.6 により，設計者によってローディングマニュアルにスチールコイル積載状態が記載されている場合は，kr及び GM の

値は，本表によらなければならない。 

(4) ブロック積状態の場合は，本表における重貨物均等積状態での喫水，kr及び GM の値を用いて評価しなければならない。 

2.1.2 ピッチ

ピッチ周期 jT （s）は，次による。 

g
T j

j
lp2

=  

( ) CSRT Lf+= 16.0jl  

ピッチ角j （deg）は次による値とする。 

ï
þ

ï
ý

ü

ï
î

ï
í

ì

 
ø

ö

ç
ç

è

æ
+= -

2.1

94.0 57.20.11350
CSR

CSRp
Lg

Lfj  

fp： 係数で，次による。 
強度評価用 psp ff =  

疲労評価用 ( ) ( )[ ]51051302.027.0 - ---= CSRTTfap Lffff  

2.2 重心位置における船体加速度

2.2.1 前後揺れ加速度

前後揺れによる縦方向の加速度 asurge（m/s2）は，次による。 
gafa psurge 02.0=  

fp： 係数で，次による。 
強度評価用 psp ff =  

疲労評価用 ( )[ ]51041527.0 - +-= CSRTfap Lfff  

2.2.2 左右揺れ加速度

左右揺れによる横方向の加速度 asway（m/s2）は，次による。 
gafa psway 03.0=  
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fp： 係数で，次による。 
強度評価用 psp ff =  

疲労評価用 ( )[ ]4102624.0 - --= Bfff Tfap  

2.2.3 上下揺れ加速度

上下揺れによる垂直方向の加速度 aheave（m/s2）は，次による。 
gafa pheave 0=  

fp： 係数で，次による。 
強度評価用 psp ff =  

疲労評価用 ( )[ ]5101702.027.0 - -+= CSRTfap Lfff  

2.2.4 ロール加速度

ロール加速度 aroll（rad/s2）は，次による。 
2

2
180  

ø

ö
çç
è

æ
=

q

ppq
T

fa proll  

q ：  fp = 1.0 とした場合のロール角 

fp： 係数で，次による。 
強度評価用 psp ff =  

疲労評価用 [ ]410423.0 - -= Bfff Tfap  

2.2.5 ピッチ加速度

ピッチ加速度 apitch（rad/s2）は，次による。 
2

2
180

0.11.3
 
ø

ö
ç
ç
è

æ
 
ø

ö

ç
ç

è

æ
+=

j

ppj
TLg

fa
CSR

ppitch  

j ：  fp = 1.0 としたピッチ角 

fp： 係数で，次による。 
強度評価用 psp ff =  

疲労評価用 ( )[ ]5106528.0 - +-= CSRTfap Lfff  

3. 任意の位置における加速度 

3.1 一般

3.1.1
任意の位置における慣性荷重を算定するために用いる加速度は，船体固定座標系に基づいて定義される。従って，3.2

及び 3.3 に規定する加速度の値は，ロール及びピッチ角による重力加速度成分を含む。

3.1.2
4 章 2 節に規定する動的荷重ケースにおいて用いられる加速度は，3.2 による。

3.1.3
3.3 に規定する包絡加速度は参考のために示されており，他の設計（クレーン及び機器の台座等）における最大設計加

速度として用いても差し支えない。

3.2 動的荷重ケースにおける加速度

3.2.1 一般

4 章 2 節に規定する動的荷重ケースにおける加速度は，3.2.2 から 3.2.4 による。

3.2.2 縦方向加速度

各動的荷重ケースにおける任意の位置での縦方向加速度 aX（m/s2）は，次による。 
( )RzaCaCgCa pitchXPsurgeXSXGX -++-= jsin  

3.2.3 横方向加速度

各動的荷重ケースにおける任意の位置での横方向加速度 aY（m/s2）は，次による。 
( )RzaCaCgCa rollYRswayYSYGY --+= qsin  
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3.2.4 垂直方向加速度

各動的荷重ケースにおける任意の位置での垂直方向加速度 aZ（m/s2）は，次による。 
( )CSRpitchZProllZRheaveZHZ LxaCyaCaCa 45.0--+=  

3.3 包絡加速度

3.3.1 縦方向加速度

任意の位置での縦方向包絡加速度 ax-env（m/s2）は，次による。 

( )
2

2 sin
325

7.0 ú
û

ù
ê
ë

é
++= -- xpitch

CSR
surgeenvx ag

L
aa j  

apitch-x： ピッチによる縦方向加速度（m/s2） 
( )Rzaa pitchxpitch -=-  

3.3.2 横方向加速度

任意の位置での横方向包絡加速度 ay-env（m/s2）は，次による。 

( )22 sin yrollswayenvy agaa -- ++= q  

aroll-y ： ロールによる横方向加速度（m/s2） 
( )Rzaa rollyroll -=-  

3.3.3 垂直方向加速度

任意の位置での垂直方向包絡加速度 az-env（m/s2）は，次による。 

( )2
2

2 2.1
325

3.0 zrollzpitch
CSR

heaveenvz aaLaa --- + 
ø

ö
çç
è

æ
  
ø

ö
çç
è

æ
+= ＋  

apitch-z： ピッチによる垂直方向加速度（m/s2） 
( )CSRpitchzpitch Lxaa 45.0-=-  

aroll-z： ロールによる垂直方向加速度（m/s2） 
yaa rollzroll =-  
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4 節 ハルガーダ荷重 

記号 

本節に規定されない記号については，1 章 4 節による。

x： 4 章 1 節 1.2.1 に規定する座標系において考慮する点の X 座標（m）

Cw： 波浪係数で，次による。 

mLm CSR 30090 ££ の場合 
5.1

100
300

75.10   
ø

ö
çç
è

æ -
-= CSR

w
LC  

mLm CSR 350300 £< の場合 75.10=wC  

mLm CSR 500350 £< の場合 
5.1

150
350

75.10   
ø

ö
çç
è

æ -
-= CSR

w
LC  

bf ： 船首方位修正係数で，次による。 

・ 強度評価用 
bf = 1.05： 極めて厳しい海象を想定した設計荷重シナリオにおける荷重ケース HSM 及び FSM 

bf = 0.8： 極めて厳しい海象を想定した設計荷重シナリオにおける荷重ケース BSR 及び BSP 

bf = 1.0： 極めて厳しい海象を想定した設計荷重シナリオにおける荷重ケース HSA，OST 及び OSA 

bf = 1.0： 洋上でのバラスト交換，港内及び閉囲された水域並びに浸水時のための設計荷重シナリオ 

・ 疲労評価用 
bf = 1.0 

fps： 4 章 3 節に規定する係数

BSR，BSP，HSM，HSA，FSM，OST 及び OSA： 4 章 2 節に規定する動的荷重ケース 

1. 適用 

1.1 一般

1.1.1
静的（S）設計荷重シナリオにおけるハルガーダ荷重は 2 に規定する静水中荷重としなければならない。

1.1.2
各動的荷重ケースについて，静的及び動的（S+D）設計荷重シナリオにおけるハルガーダ荷重を算定しなければならな

い。ハルガーダ荷重は，2 に規定する静水中荷重及び 3.5 に規定する動的荷重の合計とする。 

2. 静水中ハルガーダ荷重 

2.1 一般

2.1.1 航海中及び港内又は閉囲された水域での状態

設計者は，航海中及び港内又は閉囲された水域における許容静水中曲げモーメント及び許容静水中せん断力の許容値を

準備しなければならない。

許容静水中ハルガーダ荷重は，貨物倉区域の各横隔壁，貨物区画の中央，船首隔壁，機関室前部隔壁並びに機関室前部

及び後部隔壁の中間の位置における値を算出しなければならない。その他の位置における許容ハルガーダ曲げモーメント

及び許容ハルガーダせん断力は，線形補間によって求めて差し支えない。 

（備考 1）初期設計において，ホギング及びサギング状態での許容静水中ハルガーダ曲げモーメント及び許容静水中ハルガーダ

せん断力は，船舶の設計及び建造工程における増加を考慮して，設計での余剰分を確保するために，ローディングマ

ニュアルに記載される積付状態から静水中ハルガーダ曲げモーメントを 5%，静水中ハルガーダせん断力を 10%，そ

れぞれの最大値より大きくすることを推奨する。 
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2.1.2 浸水状態

設計者は，浸水状態における許容静水中曲げモーメント及び許容静水中せん断力の包絡線を準備しなければならない。

2.1.3 疲労評価における静水中荷重

疲労評価に用いる静水中曲げモーメント及び静水中せん断力の値及び分布は，船舶の生涯にわたり最も多く適用される

積付状態における典型的な値としなければならない。一般的に，積付状態は，二重船殻油タンカーでは，ノーマルバラス

ト状態及び満載均等積状態となり，ばら積貨物船では，ノーマルバラスト状態，ヘビーバラスト状態，満載均等積状態及

び満載隔倉積状態となる。なお，満載隔倉積状態は，BC-A 船のみに適用される。積付状態の定義は，9 章の規定による。

2.2 静水中垂直曲げモーメント

2.2.1 最小静水中曲げモーメント

ホギング及びサギング状態における最小静水中曲げモーメント Msw-h-min 及び Msw-s-min は，それぞれ次による。 
ホギング状態： ( )( )midhwvBCSRwswhsw MCBLCfM --

-
-- -+= 32

min 107.0171 （kNm） 

サギング状態： ( )( )midswvBCSRwswssw MCBLCfM --
-

-- ++-= 32
min 107.017185.0 （kNm） 

Mwv-h-mid： 強度評価に用いるホギング状態の波浪中垂直曲げモーメントで，3.1.1 の規定による。なお，算定では，

fp 及び fmを 1.0 とする。 

Mwv-s-mid： 強度評価に用いるサギング状態の波浪中垂直曲げモーメントで，3.1.1 の規定による。なお，算定では，

fp 及び fmを 1.0 とする。 

fsw：  船舶の長さに沿った分布係数で，次による。（図 1 参照） 

x   0 の場合 fsw = 0.0

x = 0.1LCSRの場合 fsw = 0.15

0.3LCSR   x   0.7LCSRの場合 fsw = 1.0

x = 0.9LCSRの場合 fsw = 0.15

x   LCSRの場合 fsw = 0.0

fswの中間値については，線形補間を行って求めなければならない。 

 
図 1 分布係数 fsw 

 

2.2.2 航海中における許容静水中垂直曲げモーメント

縦方向の任意の位置における航海中の許容静水中垂直曲げモーメント Msw-h 及び Msw-sは，次を含まなければならない。

・ 4章 8節に規定する航海中の積付状態におけるホギング及びサギング状態それぞれでの最も厳しい静水中曲げモー

メント 

・ ローディングマニュアルに記載される航海中の積付状態における最も厳しい静水中曲げモーメント

・ 2.2.1 に規定する最小静水中曲げモーメント

2.2.3 港内又は閉囲された水域並びに水圧試験における許容静水中垂直曲げモーメント

縦方向の任意の位置における港内又は閉囲された水域並びに水圧試験の許容静水中垂直曲げモーメント Msw-p-h 及び

Msw-p-sは，次を含まなければならない。

・ 4章 8節に規定する港内又は閉囲された水域での積付状態におけるホギング及びサギング状態それぞれでの最も厳

しい静水中曲げモーメント 
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・ ローディングマニュアルに記載される港内又は閉囲された水域における積付状態における最も厳しい静水中曲げ

モーメント 

・ 2.2.2 に規定する許容静水中曲げモーメント

・ 2.2.1 に規定する最小静水中曲げモーメントの 1.25 倍

2.2.4 浸水状態における許容静水中垂直曲げモーメント

縦方向の任意の位置における浸水状態の許容静水中垂直曲げモーメント Msw-fは，次を含まなければならない。

・ 4章 8節に規定する航海中の非損傷時及び浸水時の積付状態におけるホギング及びサギング状態それぞれでの最も

厳しい静水中曲げモーメント。ただし，バラスト水交換中の積付状態に対しては，浸水状態を考慮する必要はない。 

・ ローディングマニュアルに記載される航海中の非損傷時及び浸水時の積付状態での最も厳しい静水中曲げモーメ

ント 

・ 2.2.2 に規定する許容静水中曲げモーメントの 1.10 倍

2.3 静水中垂直せん断力

2.3.1 油タンカーの航海中における最小静水中せん断力

航海中に貨物タンク間に配置した横隔壁周りに作用する最小静水中垂直せん断力 Qsw-min の正及び負の値は，次による。

(a) 船舶の幅方向に 3 つの貨物タンクを有する油タンカーの場合： 

( )[ ]î
í
ì

-+
 =-

SCtklocalSTCT

SCtklocal
sw TBVVg

TBg
Q

l

l

7.0298.05.0
225.0

maxmin r
r

（kN） 

なお，横隔壁を挟む貨物タンク又はバラストタンクにおいて算出する Qsw-min の最大値としなければならない。 

(b) 船舶の幅方向に 2 つの貨物タンクを有する油タンカーの場合： 
SCtklocalsw TBgQ lr4.0min  =- （kN） 

なお，横隔壁を挟む貨物タンク又はバラストタンクにおいて算出する Qsw-min の最大値としなければならない。

Blocal： 考慮するタンクの長さ中央における構造用喫水での喫水線における船の幅（m）

tkl ： 考慮する横隔壁を挟む前後の貨物タンクのうち考慮する側の貨物タンクの長さ（m） 

VCT： 考慮する横隔壁を挟む前後の貨物タンクのうち考慮する側の中央貨物タンクの容積（m3）

VST： 考慮する横隔壁を挟む前後の貨物タンクのうち考慮する側の船側貨物タンクの容積（m3） 

2.3.2 油タンカーの港内及び閉囲された水域における最小静水中せん断力

港内及び閉囲された水域において貨物タンク間に配置した横隔壁周りに作用する最小静水中垂直せん断力Qsw-p-minの正

及び負の値は，次による。

(a) 船舶の幅方向に 3 つの貨物タンクを有する油タンカーの場合: 

横隔壁を挟む貨物タンク又はバラストタンクにおいて算出する Qsw-p-min の最大値としなければならない。 

( )[ ]î
í
ì

-+
 =--

SCtklocalSTCT

SCtklocal
psw TBVVg

TBg
Q

l

l

6.0298.05.0
275.0

maxmin r
r

（kN） 

(b) 船舶の幅方向に 2 つの貨物タンクを有する油タンカーの場合: 

横隔壁を挟む貨物タンク又はバラストタンクにおいて算出する Qsw-p-min の最大値としなければならない。 
SCtklocalpsw TBgQ lr45.0min  =-- （kN） 

2.3.3 航海中における許容静水中せん断力

縦方向の任意の位置における油タンカー及びばら積貨物船の航海中の許容静水中垂直せん断力 Qswは，次を含まなけれ

ばならない。

・ 4 章 8 節に規定する航海中の積付状態における最も厳しい静水中せん断力の正又は負の値で，ばら積貨物船にあっ

ては，せん断修正を行ったもの。 

・ ローディングマニュアルに記載される航海中の積付状態における最も厳しい静水中せん断力で，ばら積貨物船にあ

ってはせん断修正を行ったもの。 

・ 油タンカーにあっては，2.3.1 に規定する最小静水中せん断力

2.3.4 港内又は閉囲された水域並びに水圧試験における許容静水中せん断力

縦方向の任意の位置における港内又は閉囲された水域並びに水圧試験の油タンカー及びばら積貨物船の許容静水中垂

直せん断力 Qsw-p は，次を含まなければならない。

・ 4 章 8 節に規定する港内又は閉囲された水域での積付状態における正又は負の最も厳しい静水中せん断力で，ばら

積貨物船にあっては，せん断修正を行ったもの。 

② 
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・ ローディングマニュアルに記載される港内又は閉囲された水域での積付状態における最も厳しい静水中せん断力

で，ばら積貨物船にあってはせん断修正を行ったもの。 

・ 油タンカーにあっては，2.3.2 に規定する最小静水中垂直せん断力

初期設計段階においては，次による値を参考値として用いても差し支えない。 
wvswpsw QQQ 6.0+=-  

Qsw： 2.3.3 に規定する許容静水中せん断力 Qsw

Qwv： 強度評価に用いる波浪せん断力 Qwv-pos及び Qwv-neg で，3.2.1 の規定による。なお，算定では fpを 1.0 とす

る。 

2.3.5 浸水状態における許容静水中せん断力

縦方向の任意の位置における油タンカー及びばら積貨物船の浸水状態の許容静水中垂直せん断力 Qsw-f は，次を含まな

ければならない。

・ 4 章 8 節に規定する航海中の浸水時の積付状態における正又は負の最も厳しい静水中せん断力で，ばら積貨物船に

あっては，せん断修正を行ったもの。ただし，バラスト水交換中の積付状態に対しては，浸水状態を考慮する必要

はない。 

・ ローディングマニュアルに記載される航海中の浸水時の積付状態における最も厳しい静水中せん断力で，ばら積貨

物船にあっては，せん断修正を行ったもの。 

・ 2.3.3 に規定する許容静水中せん断力 

3. 動的ハルガーダ荷重 

3.1 波浪中垂直曲げモーメント

3.1.1
縦方向の任意の位置における波浪中垂直曲げモーメントは，次による。 

ホギング状態： BCSRwpmvhnlhwv BCLCfffM 219.0 -- = （kNm） 

サギング状態： BCSRwpmvsnlswv BCLCfffM 219.0 -- -= （kNm） 

fnl-vh： ホギング状態の非線形影響を考慮した係数で，次による。 

強度評価及び疲労評価用 fnl-vh = 1.0 

fnl-vs： サギング状態の非線形影響を考慮した係数で，次による。 

強度評価用  
ø

ö
çç
è

æ +
=-

B

B
vsnl C

Cf 7.058.0  

疲労評価用 0.1=-vsnlf  

fp：  係数で，次による。 
強度評価用 psp ff =  

疲労評価用 ( )[ ]5104627.09.0 - +-= CSRTp Lff  

fm：  波浪中垂直曲げモーメントの船舶の長さに沿った分布係数で，次による。  

x   0 の場合   fm = 0.0

0.4LCSR   x   0.65LCSRの場合 fm = 1.0

x   LCSRの場合   fm = 0.0

fmの中間値については，線形補間を行って求めなければならない。（図 2 参照） 

② 
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図 2 分布係数 fm 

 

3.2 波浪中垂直せん断力

3.2.1
縦方向の任意の位置における波浪中垂直せん断力は，次による。 

BCSRwpposqposwv BCLCffQ -- = 52.0 （kN） 

BCSRwpnegqnegwv BCLCffQ -- -= 52.0 （kN） 

fp：  係数で，次による。 
強度評価用 psp ff =  

疲労評価用 ( )[ ]51081727.09.0 - --= CSRTp Lff  

fq-pos： 正の波浪中せん断力の船舶の長さに沿った分布係数で，次による。 

x   0 の場合   fq-pos = 0.0

0.2LCSR   x   0.3LCSRの場合 fq-pos = 0.92 fnl-vh

0.4LCSR   x   0.6LCSRの場合 fq-pos = 0.7

0.7LCSR   x   0.85LCSRの場合 fq-pos = 1.0 fnl-vs

x   LCSRの場合   fq-pos = 0.0

fq-posの中間値については，線形補間を行って求めなければならない。（図 3 参照） 

fq-neg： 負の波浪中せん断力の船舶の長さに沿った分布係数で，次による。 

x   0 の場合   fq-neg = 0.0

0.2LCSR   x   0.3LCSRの場合 fq-neg = 0.92 fnl-vs

0.4LCSR   x   0.6LCSR の場合 fq-neg = 0.7

0.7LCSR   x   0.85LCSRの場合 fq-neg = 1.0 fnl-vh

x   LCSRの場合   fq-neg = 0.0

fq-neg の中間値については，線形補間を行って求めなければならない。 

fnl-vh，fnl-vs： 3.1.1 に規定する非線形影響を考慮した係数 

 
図 3 正の垂直せん断力の分布係数 fq-pos 
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図 4 負の垂直せん断力の分布係数 fq-neg 

 

3.3 波浪中水平曲げモーメント

3.3.1 
縦方向の任意の位置における波浪中水平曲げモーメントは，次による。 

BLCCSRwm
CSR

pnlhwh CTLCfLffM 2

2800
31.0  

ø

ö
ç
è

æ += （kNm） 

fnlh： 非線形影響を考慮した係数で，次による。 

強度評価用 fnlh = 0.9 

疲労評価用 fnlh = 1.0 

fp：  係数で，次による。 
強度評価用 psp ff =  

疲労評価用 ( ) ( )[ ]51081104.02.09.0 - -++= CSRTTp Lfff  

fm：  3.1.1 に規定する分布係数 

3.4 波浪中捩りモーメント

3.4.1
船の基線を基準とした縦方向の任意の位置における波浪中捩りモーメントは，次による。 

( )21 wtwtpwt MMfM += （kNm） 

B
LC

CSR
wtwt DCB

T
LCfM 2

11 4.0=  

BCSRwtwt CBLCfM 2
22 22.0=  

ft1，ft2： 分布係数で，次による。 
x < 0 の場合  01 =tf  

0   x   LCSRの場合  
ø

ö
çç
è

æ
=

CSR
t L

xf p2sin1  

x > LCSRの場合 01 =tf  

x < 0 の場合  02 =tf  

0   x   LCSRの場合  
ø

ö
çç
è

æ
=

CSR
t L

xf p2
2 sin  

x > LCSRの場合 02 =tf  

fp：  係数で，次による。 
強度評価用  psp ff =  

疲労評価用  ( )[ ]41025.452.09.0 - -+= Bff Tp  

3.5 動的荷重ケースにおけるハルガーダ荷重

3.5.1 一般

4 章 2 節に規定する動的荷重ケースにおける動的ハルガーダ荷重は，3.5.2 から 3.5.5 の規定による。

3.5.2 波浪中垂直曲げモーメント

4 章 2 節に規定する各動的荷重ケースにおける波浪中垂直曲げモーメント Mwv-LC（kNm）は，表 1 による。 
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表 1 動的荷重ケースにおける波浪中垂直曲げモーメント 

荷重組合せ係数 Mwv-LC 

CWV   0 hwvWV MCf -b  

CWV < 0 swvWV MCf -b  
 

CWV： 波浪中垂直曲げモーメントに対する荷重組合せ係数で，4 章 2 節に規定する。

Mwv-h，Mwv-s： 設計荷重シナリオにおけるホギング及びサギング状態での波浪中垂直曲げモーメントで，3.1.1

に規定する。 

3.5.3 波浪中垂直せん断力

4 章 2 節に規定する各動的荷重ケースにおける波浪中垂直せん断力 Qwv-LC（kN）は，表 2 による。 

 
表 2 動的荷重ケースにおける波浪中垂直せん断力 

荷重組合せ係数 Qwv-LC 

CQW   0 poswvQW QCf -b  

CQW < 0 negwvQW QCf -b  
 

CQW： 波浪中垂直せん断力に対する荷重組合せ係数で，4 章 2 節に規定する。

Qwv-pos，Qwv-neg： 設計荷重シナリオにおける波浪中垂直せん断力の正及び負の値で，3.2.1 に規定する。 

3.5.4 波浪中水平曲げモーメント

4 章 2 節に規定する各動的荷重ケースにおける波浪中水平曲げモーメント Mwh-LC（kNm）は，次による。 
whWHLCwh MCfM b=-  

CWH： 波浪中水平曲げモーメントに対する荷重組合せ係数で，4 章 2 節に規定する。

Mwh： 適切な設計荷重シナリオにおける波浪中水平曲げモーメントで，3.3.1 に規定する。 

3.5.5 波浪中捩りモーメント

4 章 2 節に規定する各動的荷重ケースにおける波浪中捩りモーメント Mwt-LC（kNm）は，次による。 
wtWTLCwt MCfM b=-  

CWT： 波浪中捩りモーメントに対する荷重組合せ係数で，4 章 2 節の規定による。

Mwt： 適切な設計荷重シナリオにおける波浪中捩りモーメントで，3.4.1 の規定による。 
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5 節 外圧 

記号 

本節に規定されない記号については，1 章 4 節による。 
l ： 波長（m） 

Bx： 考慮する船体横断面での喫水位置における船の型幅（m）

x，y，z： 4 章 1 節 1.2.1 に規定する座標系における荷重点の X，Y 及び Z 座標（m）

fxL： 4 章 2 節に規定する比

fyB： 荷重点の Y 座標と Bx の値の比で，次による。ただし，1.0 を超えてはならない。また，Bx = 0 の場合， 

fyB = 0 とする。 

x
yB B

y
f

2
=  

fyB1： 荷重点の Y 座標と B の値の比で，次による。ただし，1.0 を超えてはならない。 

B
y

f yB
2

1 =  

Cw： 4 章 4 節に規定する波浪係数

fT： 4 章 3 節に規定する比

PW,WL： 考慮する動的荷重ケースでの喫水線における波浪変動圧（kN/m2）で，次による。 
2/xBy = 及び LCTz = の場合 WWLW PP =,  

hW： 喫水線における圧力と同等の水頭（m）で，次による。 

g
P

h WLW
W r

,=  

fps： 強度評価の係数で，4 章 3 節の規定による。 
q ： 4 章 3 節 2.1.1 に規定するロール角（deg）

qT ： 4 章 3 節 2.1.1 に規定するロール周期（s） 

faf ： 4 章 3 節に規定する係数 

bf ： 4 章 4 節に規定する係数 

zSD： 防撓材のスパンの中点又はパネルの中点の z 座標（m） 

1. 海水圧 

1.1 全圧

1.1.1
静的（S）設計荷重シナリオにおける船体の任意の荷重点での外圧 Pex（kN/m2）は，次によらなければならない。ただ

し，0 未満としてはならない。 

Sex PP =  

静的及び動的（S+D）設計荷重シナリオにおける船体の任意の荷重点での外圧 Pex は，各動的荷重ケースにおいて，次

によらなければならない。ただし，0 未満としてはならない。 

WSex PPP +=  

PS ：1.2 に規定する静水圧（kN/m2）

PW ：1.3 に規定する波浪変動圧（kN/m2） 

1.2 静水圧

1.2.1
任意の荷重点における静水圧 PS（kN/m2）は，表 1 による。（図 1 参照） 

② 

② 



－155－

（2019 鋼船規則 CSR-B&T編  1編  4章  5節）

表 1 静水圧 PS 

考慮する位置 静水圧 PS（kN/m2） 

LCTz £  )( zTg LC -r  

LCTz >  0 

 
図 1 静水圧 PS 

 

1.3 強度評価における動的外圧

1.3.1 一般

4 章 2 節 2 に規定する各動的荷重ケースにおける波浪変動圧は，1.3.2 から 1.3.8 の規定による。

1.3.2 荷重ケース HSM における波浪変動圧

荷重ケース HSM-1 及び HSM-2 における任意の荷重点での波浪変動圧 PW（kN/m2）は，表 2 による。（図 2 及び図 3 参

照）

 
表 2 荷重ケース HSM における波浪変動圧 

 波浪変動圧（kN/m2） 

荷重ケース LCTz £  LCWLC ThzT +£<  LCW Thz +>  

HSM-1 ( )( )LCHSW TzgPP --= r,max  
( )LCWLWW TzgPP --= r,  0.0=WP  

HSM-2 ( )( )LCHSW TzgPP -= r,max  

CSR
wyzpahnlpsHS L

L
CfkkffffP

1250 -+
=

l
b  

fnl： 非線形影響を考慮した係数で，次による。 

・ 極めて厳しい海象を想定した設計荷重シナリオの場合： 
0=xLf の場合 fnl = 0.7

3.0=xLf の場合 fnl = 0.9 

7.0=xLf の場合 fnl = 0.9 

1=xLf の場合 fnl = 0.6 

・ バラスト水の交換作業のための設計荷重シナリオの場合： 
0=xLf の場合 fnl = 0.85

3.0=xLf の場合 fnl = 0.95 

7.0=xLf の場合 fnl = 0.95 

1=xLf の場合 fnl = 0.80 

中間値については，線形補間により求めなければならない。 

fyz： 外板に沿った分布係数で，次による。 
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1++= yB
LC

yz f
T

zf  

fh： 係数で，次による。 
( )Th ff 66.021.10.3 -=  

ka： 船の縦方向における振幅係数で，次による。 

15.0<xLf の場合  ( ) ( ) ( ) ( )TyBxLyBTa fffffk -+
þ
ý
ü

î
í
ì ---+= 1

3
267

9
20235.0  

7.015.0 <£ xLf の場合 0.1=ak  

7.0³xLf の場合  ( ) ( ) ( ) ( )
ïþ

ï
ý
ü

ïî

ï
í
ì

ú
û

ù
ê
ë

é
----+ 

ø
ö

ç
è
æ --+= TxLT

B
yBTxLa fff

C
fffk 225.07.018125

3
407.01  

l ： 動的荷重ケースにおける波長（m）で，次による。 
( ) CSRT Lf+= 16.0l  

kp： 位相差に関する係数で，表 3 による。中間値については，線形補間により求めなければならない。 
 

表 3 荷重ケース HSM における kp の値 

fxL 0 0.3-0.1fT 0.35-0.1fT 0.8-0.2fT 0.9-0.2fT 1.0 

kp -0.25fT(1+fyB) -1 1 1 -1 -1 

 
図 2 荷重ケース HSM-1，HSA-1 及び FSM-1 における船体中央での動圧の横方向分布 

 
 

図 3 荷重ケース HSM-2，HSA-2 及び FSM-2 における船体中央での動圧の横方向分布 
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1.3.3 荷重ケース HAS における波浪変動圧

荷重ケース HSA-1 及び HSA-2 における任意の荷重点での波浪変動圧 PW（kN/m2）は，表 4 による。（図 2 及び図 3 参照）

 
表 4 荷重ケース HSA における波浪変動圧 

 波浪変動圧（kN/m2） 

荷重ケース LCTz £  LCWLC ThzT +£<  LCW Thz +>  

HSA-1 ( )( )LCHSW TzgPP --= r,max  
( )LCWLWW TzgPP --= r,  0.0=WP  

HSA-2 ( )( )LCHSW TzgPP -= r,max  

CSR
wyzpahnlpsHS L

L
CfkkfffP

1250 -+
=

l
 

fnl： 非線形影響を考慮した係数で，1.3.2 の規定による。

fyz： 外板に沿った分布係数で，次による。 

1++= yB
LC

yz f
T

zf  

fh： 係数で，次による。 
( )Th ff 66.021.14.2 -=  

ka： 船の縦方向における振幅係数で，1.3.2 の規定による。 
l ： 動的荷重ケースにおける波長（m）で，次による。 

( ) CSRT Lf+= 16.0l  

kp： 位相差に関する係数で，表 5 による。中間値については，線形補間により求めなければならない。 
 

表 5 荷重ケース HSA における kp の値 

fxL 0 0.3-0.1fT 0.5-0.2fT 0.8-0.2fT 0.9-0.2fT 1.0 

kp 1.5-fT-0.5fyB -1 1 1 -1 -1 

1.3.4 荷重ケース FSM における波浪変動圧

荷重ケース FSM-1 及び FSM-2 における任意の荷重点での波浪変動圧 PW（kN/m2）は，表 6 による。（図 2 及び図 3 参照）

 
表 6 荷重ケース FSM における波浪変動圧 

 波浪変動圧（kN/m2） 

荷重ケース LCTz £  LCWLC ThzT +£<  LCW Thz +>  

FSM-1 ( )( )LCFSW TzgPP --= r,max  
( )LCWLWW TzgPP --= r,  0.0=WP  

FSM-2 ( )( )LCFSW TzgPP -= r,max  

CSR
wyzpahnlpsFS L

L
CfkkffffP

1250 -+
=

l
b  

fnl： 非線形影響を考慮した係数で，次による。 

fnl = 0.9 極めて厳しい海象を想定した設計荷重シナリオ

fnl = 0.95 バラスト水の交換作業時のための設計荷重シナリオ 

fyz： 外板に沿った分布係数で，次による。 

1++= yB
LC

yz f
T

zf  

fh： 係数で，次による。 

fh = 2.6 
ka： 船の縦方向における振幅係数で，次による。 
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2.0<xLf の場合  ( )( )( )yBxLTa fffk ---+= 151275.31  

9.02.0 <£ xLf の場合 0.1=ak  
9.0³xLf の場合  ( )( )9.01201 --+= xLyBa ffk  

l ： 動的荷重ケースにおける波長（m）で，次による。 
( ) CSRT Lf3216.0 +=l  

kp： 位相差に関する係数で，表 7 による。中間値については，線形補間により求めなければならない。 
 

表 7 荷重ケース FSM における kp の値 

fxL 0 0.35-0.1fT 0.5-0.2fT 0.75 0.8 1.0 

kp -0.75-0.25fyB -1 1 1 -1 -0.75-0.25fyB 

1.3.5 荷重ケース BSR における波浪変動圧

荷重ケース BSR-1 及び BSR-2 における任意の荷重点での波浪変動圧 PW（kN/m2）は，表 8 による。（図 4 及び図 5 参照）

 
表 8 荷重ケース BSR における波浪変動圧 

 波浪変動圧（kN/m2） 

荷重ケース LCTz £  LCWLC ThzT +£<  LCW Thz +>  

BSR-1P ( )( )LCBSRW TzgPP -= r,max  

( )LCWLWW TzgPP --= r,  0.0=WP  
BSR-2P ( )( )LCBSRW TzgPP --= r,max  

BSR-1S ( )( )LCBSRW TzgPP -= r,max  

BSR-2S ( )( )LCBSRW TzgPP --= r,max  

・ 荷重ケース BSR-1P 及び BSR-2P の場合 

( )
 
ø

ö

ç
ç

è

æ
+

-+
+= 1

125
88.0sin10 1

0
yB

CSR
wpsnlBSR f

L
L

CfyffP
l

qb  

・ 荷重ケース BSR-1S 及び BSR-2S の場合 

( )
 
ø

ö

ç
ç

è

æ
+

-+
+-= 1

125
88.0sin10 1

0
yB

CSR
wpsnlBSR f

L
L

CfyffP
l

qb  

fnl： 非線形影響を考慮した係数で，次による。 

fnl = 1 極めて厳しい海象を想定した設計荷重シナリオ

fnl = 1 バラスト水の交換作業のための設計荷重シナリオ 
l ： 動的荷重ケースにおける波長（m）で，次による。 

2

2 qp
l Tg

=  

 
図 4 荷重ケース BSR-1P（左）及び BSR-1S（右）における船体中央での動圧の横方向分布 
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図 5 荷重ケース BSR-2P（左）及び BSR-2S（右）における船体中央での動圧の横方向分布 

 

1.3.6 荷重ケース BSP における波浪変動圧

荷重ケース BSP-1 及び BSP-2 における任意の荷重点での波浪変動圧 PW（kN/m2）は，表 9 による。（図 6 及び図 7 参照）

 
表 9 荷重ケース BSP における波浪変動圧 

 波浪変動圧（kN/m2） 

荷重ケース LCTz £  LCWLC ThzT +£<  LCW Thz +>  

BSP-1P ( )( )LCBSPW TzgPP -= r,max  

( )LCWLWW TzgPP --= r,  0.0=WP  
BSP-2P ( )( )LCBSPW TzgPP --= r,max  

BSP-1S ( )( )LCBSPW TzgPP -= r,max  

BSP-2S ( )( )LCBSPW TzgPP --= r,max  

CSR
wyznlpsBSP L

L
CffffP

125
5.4 0 -+

=
l

b  

l  ：動的荷重ケースにおける波長（m）で，次による。 
( ) CSRT Lf212.0 +=l  

fyz ：外板に沿った分布係数で，表 10 による。 
 

表 10 荷重ケース BSP における外板に沿った分布係数 fyzの値 

横方向の位置 BSP-1P - BSP-2P BSP-1S - BSP-2S 

0³y  5.05.22 1 ++= yB
LC

yz f
T

zf  5.0
2
1

3
2

1 ++= yB
LC

yz f
T

zf  

0<y  5.0
2
1

3
2

1 ++= yB
LC

yz f
T

zf  5.05.22 1 ++= yB
LC

yz f
T

zf  

 
fnl： 非線形影響を考慮した係数で，次による。 

・ 極めて厳しい海象を想定した設計荷重シナリオの場合： 
0=xLf の場合 fnl = 0.6

3.0=xLf の場合 fnl = 0.8 

7.0=xLf の場合 fnl = 0.8 

1=xLf の場合 fnl = 0.6 

・ バラスト水の交換作業のための設計荷重シナリオの場合： 
0=xLf の場合 fnl = 0.6

3.0=xLf の場合 fnl = 0.8 

7.0=xLf の場合 fnl = 0.8 

1=xLf の場合 fnl = 0.6 
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中間値については，線形補間により求めなければならない。 
 

図 6 荷重ケース BSP-1P（左）及び BSP-1S（右）における船体中央での動圧の横方向分布 

 
 

図 7 荷重ケース BSP-2P（左）及び BSP-2S（右）における船体中央での動圧の横方向分布 

 

1.3.7 荷重ケース OST における波浪変動圧

荷重ケース OST-1 及び OST-2 における任意の荷重点での波浪変動圧 PW（kN/m2）は，表 11 による。（図 8 及び図 9 参照）

 
図 8 荷重ケース OST-1P（左）及び OST-1S（右）における船体中央での動圧の横方向分布 

 
 

図 9 荷重ケース OST-2P（左）及び OST-2S（右）における船体中央での動圧の横方向分布 
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表 11 荷重ケース OST における波浪変動圧 

 波浪変動圧（kN/m2） 

荷重ケース LCTz £  LCWLC ThzT +£<  LCW Thz +>  

OST-1P ( )( )LCOSTW TzgPP -= r,max  

( )LCWLWW TzgPP --= r,  0.0=WP  
OST-2P ( )( )LCOSTW TzgPP --= r,max  

OST-1S ( )( )LCOSTW TzgPP -= r,max  

OST-2S ( )( )LCOSTW TzgPP --= r,max  

CSR
wyzpanlpsOST L

L
CfkkffP

125
38.1 0 -+

=
l

 

fyz： 外板に沿った分布係数で，表 12 による。

fnl： 非線形影響を考慮した係数で，次による。 

fnl = 0.8 極めて厳しい海象を想定した設計荷重シナリオ

fnl = 0.9 バラスト水の交換作業のための設計荷重シナリオ 
l ： 動的荷重ケースにおける波長（m）で，次による。 

CSRL45.0=l  

ka： 船の縦方向における振幅係数で，表 13 による。

kp： 位相差に関する係数で，表 14 による。中間値については，線形補間により求めなければならない。 
 

表 12 荷重ケース OST における外板に沿った分布係数 fyzの値 

横方向の位置 OST-1P - OST-2P OST-1S - OST-2S 

0³y  
5.15.35 ++ yB

LC
f

T
z

 5.15.1 +
LCT
z

 

0<y  
5.15.1 +

LCT
z

 5.15.35 ++ yB
LC

f
T

z
 

 
表 13 荷重ケース OST における ka の値 

横方向の位置 縦方向の位置 OST-1P - OST-2P OST-1S - OST-2S 

0³y  

2.0£xLf  ( )( )xLyB ff 5115.30.1 --+  ( ) ( )xLyBT fff 515.045.30.1 -úû
ù

êë
é --+  

8.02.0 £< xLf  0.1  0.1  

8.0>xLf  0.1  ( )( ) yBxLT fff 45140.1 --+  

0<y  

2.0£xLf  ( ) ( )xLyBT fff 515.045.30.1 -úû
ù

êë
é --+  ( )( )xLyB ff 5115.30.1 --+  

8.02.0 £< xLf  0.1  0.1  

8.0>xLf  ( )( ) yBxLT fff 45140.1 --+  0.1  
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表 14 荷重ケース OST における kp の値 

横方向の位置 fxL OST-1P - OST-2P OST-1S - OST-2S 

0³y  

0.0  0.1  0.1  

2.0  0.1  ( ) yBT ff5.175.00.1 -+  

4.0  0.1-  ( ) yBT ff5.075.10.1 -+-  

5.0  0.1-  ( ) yBT ff5.075.10.1 -+-  

7.0  ( ) yBT ff 5.16.11.0 -+-  ( ) yBT ff3.025.01.0 -+-  

9.0  yBf2.08.0 +  ( ) yBT ff 85.09.08.0 +-  

0.1  yBf+- 0.1  ( ) yBT ff5.05.00.1 -+-  

0<y  

0.0  0.1  0.1  

2.0  ( ) yBT ff5.175.00.1 -+  0.1  

4.0  ( ) yBT ff5.075.10.1 -+-  0.1-  

5.0  ( ) yBT ff5.075.10.1 -+-  0.1-  

7.0  ( ) yBT ff3.025.01.0 -+-  ( ) yBT ff 5.16.11.0 -+-  

9.0  ( ) yBT ff 85.09.08.0 +-  yBf2.08.0 +  

0.1  ( ) yBT ff5.05.00.1 -+-  yBf+- 0.1  

1.3.8 荷重ケース OSA における波浪変動圧

荷重ケース OSA-1 及び OSA-2 における任意の荷重点での波浪変動圧 PW（kN/m2）は，表 15 による。（図 10 及び図 11

参照）

 
表 15 荷重ケース OSA における波浪変動圧 

 波浪変動圧（kN/m2） 

荷重ケース LCTz £  LCWLC ThzT +£<  LCW Thz +>  

OSA-1P ( )( )LCOSAW TzgPP -= r,max  

( )LCWLWW TzgPP --= r,  0.0=WP  
OSA-2P ( )( )LCOSAW TzgPP --= r,max  

OSA-1S ( )( )LCOSAW TzgPP -= r,max  

OSA-2S ( )( )LCOSAW TzgPP --= r,max  

( )T
CSR

wyzpanlpsOSA f
L

L
CfkkffP 5.01

125
81.0 0 +

-+
=

l
 

l ： 動的荷重ケースにおける波長（m）で，次による。 

CSRL70.0=l  

fnl： 非線形影響を考慮した係数で，次による。 

・ 極めて厳しい海象を想定した設計荷重シナリオの場合： 
0=xLf の場合 fnl = 0.5

3.0=xLf の場合 fnl = 0.8 

7.0=xLf の場合 fnl = 0.8 

1=xLf の場合 fnl = 0.6 
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・ バラスト水の交換作業のための設計荷重シナリオの場合： 
0=xLf の場合 fnl = 0.75

3.0=xLf の場合 fnl = 0.9 

7.0=xLf の場合 fnl = 0.9 

1=xLf の場合 fnl = 0.8 

中間値については，線形補間により求めなければならない。 

fyz： 外板に沿った分布係数で，表 16 による。

ka： 船の縦方向における振幅係数で，表 17 による。

kp： 位相差に関する係数で，表 18 による。中間値については，線形補間により求めなければならない。 
 

表 16 荷重ケース OSA における外板に沿った分布係数 fyzの値 

横方向の位置 OSA-1P - OSA-2P OSA-1S - OSA-2S 

0³y  2.23.55.5 ++ yB
LC

f
T

z
 2.24.09.0 ++ yB

LC
f

T
z

 

0<y  2.24.09.0 ++ yB
LC

f
T

z
 2.23.55.5 ++ yB

LC
f

T
z

 

 
表 17 荷重ケース OSA における ka の値 

横方向の位置 縦方向の位置 OSA-1P - OSA-2P OSA-1S - OSA-2S 

0³y  

2.0£xLf  ( )( )( )yBxLT fff ---+ 151230.1  
( )( )

( ) ( ){ } yBxLTxL

xLT

ffff
ff

513528
51230.1

-+-+
--+

 

5.02.0 £< xLf  0.1  ( ) yBxL ff210.1 -+  

8.05.0 £< xLf  0.1  ( ) yBxL ff 125.10.1 -+  

8.0>xLf  ( )( )Aff yBxL --+ 18.00.1  
( ) ( ){ }

( )Af
fAff

xL

yBxLxL

8.0

8.0125.10.1

-+

---+
 

0<y  

2.0£xLf  
( )( )

( ) ( ){ } yBxLTxL

xLT

ffff
ff

513528
51230.1

-+-+
--+

 ( )( )( )yBxLT fff ---+ 151230.1  

5.02.0 £< xLf  ( ) yBxL ff210.1 -+  0.1  

8.05.0 £< xLf  ( ) yBxL ff 125.10.1 -+  0.1  

8.0>xLf  
( ) ( ){ }

( )Af
fAff

xL

yBxLxL

8.0

8.0125.10.1

-+

---+
 ( )( )Aff yBxL --+ 18.00.1  

( ) ( )[ ]TxLT fffA ---+-= 225.08.02231522  
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図 10 荷重ケース OSA-1P（左）及び OSA-1S（右）における船体中央での動圧の横方向分布 

 
 

図 11 荷重ケース OSA-2P（左）及び OSA-2S（右）における船体中央での動圧の横方向分布 

 
 

表 18 荷重ケース OSA における kp の値 

横方向の位置 fxL OSA-1P - OSA-2P OSA-1S - OSA-2S 

0³y  

0.0  yBf5.075.0 -  75.0  

2.0  ( ) yBTT fff -+- 25.125.0  ( ) yBTT fff 47.035.025.0 -+-  

4.0  0.1  ( ) yBT ff 2.37.20.1 -+  

5.0  ( ) yBTT fff 25.05.05.025.1 -+-  ( ) yBTT fff 2.37.25.025.1 -+-  

6.0  ( ) yBTT fff 07.15.1 -+-  ( ) yBTT fff 19.368.25.1 -+-  

85.0  ( ) yBTT fff 5.025.025.15.0 -+-  ( ) yBTT fff 1.02.025.15.0 -+-  

0.1  ( ) yBTT fff 5.025.025.15.0 -+-  ( ) yBTT fff 1.02.025.15.0 -+-  

0<y  

0.0  75.0  yBf5.075.0 -  

2.0  ( ) yBTT fff 47.035.025.0 -+-  ( ) yBTT fff -+- 25.125.0  

4.0  ( ) yBT ff 2.37.20.1 -+  0.1  

5.0  ( ) yBTT fff 2.37.25.025.1 -+-  ( ) yBTT fff 25.05.05.025.1 -+-  

6.0  ( ) yBTT fff 19.368.25.1 -+-  ( ) yBTT fff 07.15.1 -+-  

85.0  ( ) yBTT fff 1.02.025.15.0 -+-  ( ) yBTT fff 5.025.025.15.0 -+-  

0.1  ( ) yBTT fff 1.02.025.15.0 -+-  ( ) yBTT fff 5.025.025.15.0 -+-  

1.3.9 波浪変動圧の包絡値

任意の荷重点における波浪変動圧の包絡値 Pex-max は，1.3.2 から 1.3.8 に規定する全ての荷重ケースにおける波浪変動圧

のうち最大の値としなければならない。 
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1.4 疲労評価用の動的外圧

1.4.1 一般

疲労評価用の静的及び動的組合せ（F:S+D）設計荷重シナリオにおける任意の荷重点での動的外圧 Pex は，各疲労評価

用の動的荷重ケースにおいて，次によらなければならない。 

Pex = PS + PW  ただし，0 未満としてはならない。

PS：  1.2 に規定する静水圧（kN/m2）

PW： 1.4.2 から 1.4.6 に規定する波浪変動圧（kN/m2） 

1.4.2 荷重ケース HSM における波浪変動圧

荷重ケース HSM-1 及び HSM-2 における任意の荷重点での波浪変動圧 PW（kN/m2）は，表 19 による。

 
表 19 荷重ケース HSM における波浪変動圧 

 波浪変動圧（kN/m2） 

荷重ケース LCTz £  LCWLC ThzT +£< 2  LCW Thz +> 2  

HSM-1 ( )( )LCHSW TzgPP --= r,max  
( )LCWLWW TzgPP --= r

2
1

,  0.0=WP  
HSM-2 ( )( )LCHSW TzgPP -= r,max  

CSR
wyzpahpHS L

L
CfkkffP

1250 -+
=

l
 

fyz： 外板に沿った分布係数で，次による。 

1++= yB
LC

yz f
T

zf  

fh： 係数で，次による。 
( )Th ff 66.021.175.2 -=  

fp： 係数で，次による。 

( ) ( )[ ]5104602.021.0 - -++= CSRTTfap Lffff  

ka： 船の縦方向における振幅係数で，次による。 
2.0<xLf の場合  ( ) ( )[ ] xLTyBTyBTTa fffffffk 1515131 -+++-+=  

6.02.0 <£ xLf の場合 0.1=ak  

6.0³xLf の場合  ( ) ( )[ ( ) ( )( )]6.0140175.145.35.136.01 --+-+--+= xLyBTyBTxLa ffffffk  

l ： 動的荷重ケースにおける波長（m）で，次による。 
( ) CSRT Lf+= 16.0l  

kp： 位相差に関する係数で，表 20 による。中間値については，線形補間により求めなければならない。 
 

表 20 荷重ケース HSM における kp の値 

fxL kp 

0  ( ) ( ) yBTT fff -+- 5.00.1  

Tf1.03.0 -  1-  

Tf2.05.0 -  1  

Tf4.09.0 -  1  

Tf2.09.0 -  1-  

0.1  1-  
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1.4.3 荷重ケース FSM における波浪変動圧

荷重ケース FSM-1 及び FSM-2 における任意の荷重点での波浪変動圧 PW（kN/m2）は，表 21 による。

 
表 21 荷重ケース FSM における波浪変動圧 

 波浪変動圧（kN/m2） 

荷重ケース LCTz £  LCWLC ThzT +£< 2  LCW Thz +> 2  

FSM-1 ( )( )LCFSW TzgPP --= r,max  
( )LCWLWW TzgPP --= r

2
1

,  0.0=WP  
FSM-2 ( )( )LCFSW TzgPP -= r,max  

CSR
wyzpahpFS L

L
CfkkffP

1250 -+
=

l
 

fyz： 外板に沿った分布係数で，次による。 

1++= yB
LC

yz f
T

zf  

fh： 係数で，次による。 

fh = 2.6 
fp： 係数で，次による。 

( ) ( )[ ]5104602.021.0 - -++= CSRTTfap Lffff  

ka： 船の縦方向における振幅係数で，次による。 
2.0<xLf の場合  ( )( )( )yBxLTa fffk ---+= 15125.31  

9.02.0 <£ xLf の場合 0.1=ak  
9.0³xLf の場合  ( )( )9.01151 --+= xLyBa ffk  

l ： 動的荷重ケースにおける波長（m）で，次による。 

CSRT Lf  
ø
ö

ç
è
æ +=

3
216.0l  

kp： 位相差に関する係数で，表 22 による。中間値については，線形補間により求めなければならない。 
 

表 22 荷重ケース FSM における kp の値 

fxL kp 

0  yBf25.075.0 --  

Tf1.035.0 -  1-  

Tf2.05.0 -  1  

75.0  1  

Tf1.09.0 -  1-  

0.1  yBf5.05.0 --  

1.4.4 荷重ケース BSR における波浪変動圧

荷重ケース BSR-1 及び BSR-2 における任意の荷重点での波浪変動圧 PW（kN/m2）は，表 23 による。 

② 
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表 23 荷重ケース BSR における波浪変動圧 

 波浪変動圧（kN/m2） 

荷重ケース LCTz £  LCWLC ThzT +£< 2  LCW Thz +> 2  

BSR-1P ( )( )LCBSRW TzgPP -= r,max  

( )LCWLWW TzgPP --= r
2
1

,  0.0=WP  
BSR-2P ( )( )LCBSRW TzgPP --= r,max  

BSR-1S ( )( )LCBSRW TzgPP -= r,max  

BSR-2S ( )( )LCBSRW TzgPP --= r,max  

・ 荷重ケース BSR-1P 及び BSR-2P の場合 

( )1
125

88.0sin10 1
0 +

-+
+= yB

CSR
wpBSR f

L
L

CfyP
l

q  

・ 荷重ケース BSR-1S 及び BSR-2S の場合 

( )1
125

88.0sin10 1
0 +

-+
+-= yB

CSR
wpBSR f

L
L

CfyP
l

q  

fp： 係数で，次による。  

( ) ( )[ ]41021204.021.0 - --+= Bffff TTfap  

l  ：動的荷重ケースにおける波長（m）で，次による。 
2

2 qp
l Tg

=  

1.4.5 荷重ケース BSP における波浪変動圧

荷重ケース BSP-1 及び BSP-2 における任意の荷重点での波浪変動圧 PW（kN/m2）は，表 24 による。

 
表 24 荷重ケース BSP における波浪変動圧 

 波浪変動圧（kN/m2） 

荷重ケース LCTz £  LCWLC ThzT +£< 2  LCW Thz +> 2  

BSP-1P ( )( )LCBSPW TzgPP -= r,max  

( )LCWLWW TzgPP --= r
2
1

,  0.0=WP  
BSP-2P ( )( )LCBSPW TzgPP --= r,max  

BSP-1S ( )( )LCBSPW TzgPP -= r,max  

BSP-2S ( )( )LCBSPW TzgPP --= r,max  

CSR
wyzpBSP L

L
CffP

125
5.4 0 -+

=
l

 

l ： 動的荷重ケースにおける波長（m）で，次による。 
( ) CSRT Lf212.0 +=l  

fp： 係数で，次による。 

( )[ ]3101682.0 - ++= Tfap fff  

fyz： 外板に沿った分布係数で，表 25 による。 
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表 25 荷重ケース BSP における外板に沿った分布係数 fyzの値 

横方向の位置 BSP-1P - BSP-2P BSP-1S - BSP-2S 

0³y  5.05.22 1 ++= yB
LC

yz f
T

zf  5.0
2
1

3
2

1 ++= yB
LC

yz f
T

zf  

0<y  5.0
2
1

3
2

1 ++= yB
LC

yz f
T

zf  5.05.22 1 ++= yB
LC

yz f
T

zf  

1.4.6 荷重ケース OST における波浪変動圧

荷重ケース OST-1 及び OST-2 における任意の荷重点での波浪変動圧 PW（kN/m2）は，表 26 による。

 
表 26 荷重ケース OST における波浪変動圧 

 波浪変動圧（kN/m2） 

荷重ケース LCTz £  LCWLC ThzT +£< 2  LCW Thz +> 2  

OST-1P ( )( )LCOSTW TzgPP -= r,max  

( )LCWLWW TzgPP --= r
2
1

,  0.0=WP  
OST-2P ( )( )LCOSTW TzgPP --= r,max  

OST-1S ( )( )LCOSTW TzgPP -= r,max  

OST-2S ( )( )LCOSTW TzgPP --= r,max  

CSR
wyzpapOST L

L
CfkkfP

125
38.1 0 -+

=
l

 

fyz： 外板に沿った分布係数で，表 27 による。 
 

表 27 荷重ケース OST における外板に沿った分布係数 fyzの値 

横方向の位置 OST-1P - OST-2P OST-1S - OST-2S 

0³y  7.13.35 ++ yB
LC

f
T

z
 7.13.0 ++ yB

LC
f

T
z

 

0<y  7.13.0 ++ yB
LC

f
T

z
 7.13.35 ++ yB

LC
f

T
z

 

 
fp： 係数で，次による。 

( ) ( )[ ]41091202.025.0 - -+-= Bffff TTfap  

l ： 動的荷重ケースにおける波長（m）で，次による。 

CSRL45.0=l  

ka： 船の縦方向における振幅係数で，表 28 による。

kp： 位相差に関する係数で，表 29 による。中間値については，線形補間により求めなければならない。 
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表 28 荷重ケース OST における ka の値 

横方向の位置 縦方向の位置 OST-1P - OST-2P OST-1S - OST-2S 

0³y  

2.0£xLf  ( ) ( ){ }( )yBxLTT ffff --+-+ 15.171025.30.1  
( )

( ) xLyBT

yBT

fff
ff

5.75.1710

5.125.30.1

+-+

--+
 

8.02.0 £< xLf  0.1  0.1  

8.0>xLf  0.1  ( )( ) yBxLT fff 45120.1 --+  

0<y  

2.0£xLf  
( )

( ) xLyBT

yBT

fff
ff

5.75.1710

5.125.30.1

+-+

--+
 

( ){
( ) }( )yBxLT

T

fff
f

--+
-+

15.1710
25.30.1

 

8.02.0 £< xLf  0.1  0.1  

8.0>xLf  ( )( ) yBxLT fff 45120.1 --+  0.1  

 
表 29 荷重ケース OST における kp の値 

横方向の位置  fxL OST-1P - OST-2P OST-1S - OST-2S 

0³y  

0.0  0.1  ( ) yBT ff-+ 5.00.1  

2.0  0.1  ( ) yBT ff-+ 5.030.1  

4.0  0.1-  ( ) 14.27.2 -- yBT ff  

5.0  0.1-  ( ) 16.28.2 -- yBT ff  

7.0  ( ) 38.062.0 -- yBT ff  ( ) 38.0338.2 -- yBT ff  

9.0  yBf76.024.0 +  ( ) yBT ff+- 24.024.0  

0.1  yBf5.00.1 +-  0.1-  

0<y  

0.0  ( ) yBT ff-+ 5.00.1  0.1  

2.0  ( ) yBT ff-+ 5.030.1  0.1  

4.0  ( ) 14.27.2 -- yBT ff  0.1-  

5.0  ( ) 16.28.2 -- yBT ff  0.1-  

7.0  ( ) 38.0338.2 -- yBT ff  ( ) 38.062.0 -- yBT ff  

9.0  ( ) yBT ff+- 24.024.0  yBf76.024.0 +  

0.1  0.1-  yBf5.00.1 +-  

 

2. 暴露甲板における外圧 

2.1 適用

2.1.1
暴露甲板における外圧及び力は，強度評価においてのみ適用する。

2.1.2
2.2 に規定する暴露甲板に対する青波圧は，2.3.1 及び 2.3.2 にそれぞれ規定する貨物又は艤装品による分布荷重及び集

中荷重とは独立して考慮しなければならない。 
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2.2 青波荷重

2.2.1 暴露甲板における外圧

静的及び動的（S+D）設計荷重シナリオにおける暴露甲板上の任意の位置での青波荷重による動的外圧 PD（kN/m2）は，

各動的荷重ケースに対して，2.2.3 及び 2.2.4 の規定により求められなければならない。

静的（S）設計荷重シナリオにおける暴露甲板上の任意の位置での青波荷重による動的外圧 PDは，0 とする。

2.2.2
暴露甲板上にブレイクウォータを設置する場合にあっても，暴露甲板上のブレイクウォータより後部の位置における青

波圧を軽減してはならない。

2.2.3 荷重ケース HSM，HSA 及び FSM
荷重ケース HSM，HSA 及び FSM における暴露甲板上の任意の荷重点での外圧 PD（kN/m2）は，次によらなければなら

ない。（図 2 及び図 3 参照） 

WD PP c=  

PW = PW,D ただし，PD-min 未満としてはならない。

PW,D： 1.3 に規定する荷重ケース HSM，HSA 及び FSM における暴露甲板の船側位置での波浪変動圧（kN/m2）

PD-min： 暴露甲板上の外圧の最小値（kN/m2）で，次による。 

・ 7 章の規定による貨物倉解析の場合： PD-min = 0

・ その他の場合： PD-min は表 30 による。 
c ： 係数で，表 31 による。 

 
表 30 荷重ケース HSM，HSA 及び FSM における暴露甲板での外圧の最小値 

位置 
暴露甲板での外圧の最小値 PD-min（kN/m2） 

LLL   100m LLL < 100m 

75.0£LLLL Lx  3.34  LLL195.09.14 +  

75.0>LLLL Lx   
ø

ö
çç
è

æ
--++ 34))100(8.14(3.34

LL

LL
LL L

xLa  
LL

LL

LL

LLLL

L
x

L
xL

6.325
9

2.12 + 
ø

ö
çç
è

æ
-+  

a： 係数で，次による。 

A 型，B-60 型及び B-100 型乾舷を有する船舶に対して： a = 0.356

B 型乾舷を有する船舶に対して：   a = 0.0726 

xLL： 荷重点の X 座標で，乾舷長さ LLL の後端を基点とする。 

 
表 31 暴露甲板における圧力に関する係数 

暴露甲板位置 c  

乾舷甲板 1.00 

船首楼甲板を含む船楼甲板 0.75 

甲板室の第 1 層目 0.56 

甲板室の第 2 層目 0.42 

甲板室の第 3 層目 0.32 

甲板室の第 4 層目 0.25 

甲板室の第 5 層目 0.20 

甲板室の第 6 層目 0.15 

甲板室の第 7 層目以上 0.10 
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2.2.4 荷重ケース BSR，BSP，OST 及び OSA
荷重ケース BSR，BSP，OST 及び OSA における暴露甲板上の任意の位置での外圧 PD（kN/m2）は，暴露甲板の舷側（左

舷及び右舷）位置での波浪変動圧の値を線形補間で求めなければならない。（図 4，図 6，図 9 及び図 10 参照） 
stbDWstbD PP -= ,, c  

ptDWptD PP -= ,, c  

PW,D-stb： 1.3 に規定する荷重ケース BSR，BSP，OST 及び OSA における暴露甲板の左舷側位置での波浪変動圧

（kN/m2） 

PW,D-pt： 1.3 に規定する荷重ケース BSR，BSP，OST 及び OSA における暴露甲板の右舷側位置での波浪変動圧

（kN/m2） 
c ： 係数で，表 31 による。 

2.2.5 暴露甲板における波浪変動圧の包絡値

暴露甲板上の任意の位置における波浪変動圧の包絡値 PD-max は，2.2.3 及び 2.2.4 に規定する全ての荷重ケースにおける

波浪変動圧のうち最大の値としなければならない。

2.3 暴露甲板上の積載物による荷重

2.3.1 分布貨物による圧力

暴露甲板上に甲板貨物やその他の設備等の分布貨物を積載する場合，分布貨物による静的及び動的圧力を考慮しなけれ

ばならない。

静的（S）設計荷重シナリオにおける分布貨物による全圧 Pdl（kN/m2）は，次による。 

sdldl PP -=  

静的及び動的（S+D）設計荷重シナリオにおける分布貨物による全圧 Pdl（kN/m2）は，各動的荷重ケースにおいて，次

による。 

ddlsdldl PPP -- +=  

Pdl-s： 設計者によって定められる分布貨物による静圧（kN/m2）で，原則として，10kN/m2 未満としてはならな

い。 

Pdl-d： 分布貨物による動圧（kN/m2）で，次による。 

sdl
z

ddl P
g
afP -- = b  

aZ： 考慮する荷重ケースにおける分布貨物の重心位置の垂直方向加速度（m/s2）で，4 章 3 節 3.2.4 の規定による。 

2.3.2 単位貨物による集中荷重

暴露甲板上に甲板貨物等の単位貨物を積載する場合，単位貨物による静的及び動的な力を考慮しなければならない。

静的（S）設計荷重シナリオにおける集中荷重による力 FU（kN）は，次による。 

sUU FF -=  

静的及び動的（S+D）荷重シナリオにおける集中荷重による力 FU（kN）は，各動的荷重ケースにつき次による。 

dUsUU FFF -- +=  

FU-s： 単位貨物による静的な力（kN）で，次による。 
gmF UsU =-  

FU-d： 単位貨物による動的な力（kN）で，次による。 
ZUdU afmF b=-  

mU： 単位貨物の質量（t）

aZ：  考慮する荷重ケースにおける単位貨物の重心位置の垂直方向加速度（m/s2）で，4 章 3 節 3.2.4 の規定に

よる。 

3. 船首部における衝撃圧 

3.1 適用

3.1.1
船首部における衝撃圧は，強度評価においてのみ適用する。 
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3.2 船底スラミング圧

3.2.1
船底スラミング設計荷重シナリオにおける船底スラミング圧 PSL（kN/m2）は，次の 2 つのケースについて評価しなけれ

ばならない。 

ケース 1：船底外板付近のバラストタンクが空又はボイドスペースの場合 

170<CSRL m の場合 etSLSLCSRSL cfLgP -= 10  

170³CSRL m の場合 1130 c
etSLSLSL ecfgP -=  

ケース 2：船底外板付近のバラストタンクが満載の場合 

170<CSRL m の場合 ( )zzgcfLgP topftSLSLCSRSL --= - r25.110  

170³CSRL m の場合 ( )zzgecfgP top
c

ftSLSLSL --= - r25.1130 1  

c1： 係数で，次による。 
180£CSRL m の場合 01 =c  

180>CSRL m の場合 ( ) 705.0
1 1800125.0 --= CSRLc  

cSL-et： バラストタンクが空又はボイドスペースの場合のスラミング係数で，次による。 
2.0

5.1095.5  
ø

ö
çç
è

æ
-= -

-
CSR

eF
etSL L

T
c  

cSL-ft： バラストタンクが満載の場合のスラミング係数で，次による。 
2.0

5.1095.5  
ø

ö
çç
è

æ
-= -

-
CSR

fF
ftSL L

T
c  

fSL：  縦方向におけるスラミング圧に関する分布係数で，次による。 
5.0£CSRLx の場合 0=SLf  

25.0 cLx CSR += の場合 0.1=SLf  

265.0 cLx CSR += の場合 0.1=SLf  

1³CSRLx の場合 0.5=SLf  

fSLの中間値については，線形補間により求めなければならない。 

c2： 係数で，次の算式による。ただし，0.35 を超えてはならない。 

2500
33.02

CSR
B

L
Cc +=  

TF-e： 設計者が定める FP における設計スラミング喫水。TF-e は，ローディングマニュアルに記載される船底

スラミング領域のいずれかのバラストタンクを空とするいかなる航海状態での FP における最小喫水

を超えてはならない。シーケンシャル法によるバラスト水交換を実施する船舶の場合，当該航海状態

には，船底スラミング領域のタンクにおいてシーケンシャル法によるバラスト水の交換を行うあらゆ

る積付状態を含む。 

TF-f： 設計者が定める FP における設計スラミング喫水。TF-fは，ローディングマニュアルに記載される船底

スラミング領域の全てのバラストタンクを満載とするいかなる航海状態での FP における最小喫水を

超えてはならない。フロースルー法によるバラスト水交換を実施する船舶の場合，当該航海状態には，

船底スラミング領域のタンクにおいてフロースルー法によるバラスト水の交換を行うあらゆる積付

状態を含む。 

ztop： 小倉口を除く，タンクの最も高い位置の Z 座標（m） 

二重底のフロア及びガーダの強度評価を行う場合，ztop は二重底の高さを超えてはならない。 

3.2.2 ローディングマニュアルに記載する情報

積付指針情報として，各バラストタンクに用いる設計スラミング喫水及びバラスト水交換を実施する船舶の場合は，各

タンクで使用するバラスト交換の方法を明記しなければならない。

 

② 

② 
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図 12 船首部傾斜角度等の定義

 

3.3 船首衝撃圧

3.3.1 設計圧

船首衝撃設計荷重シナリオにおいて考慮する船首衝撃圧 PFB（kN/m2）は，次の算式による。 

wlimFBFBFB VcfP gsin025.1 2=  

fFB： 縦方向における船首衝撃圧の分布係数で，次による。 
9.0£CSRLx の場合  55.0=FBf  

9875.09.0 £< CSRLx の場合 ( ) 55.09.04 +-= CSRFB Lxf  

0.19875.0 £< CSRLx の場合 ( ) 9.09875.08 +-= CSRFB Lxf  

0.1>CSRLx の場合  0.1=FBf  

Vim： 衝突速度で，次による。 

CSRwlrefim LVV += asin514.0 （knots） 

Vref： 前進速力で，次による。ただし，10 未満としてはならない。 
VVref 75.0= （knots） 

wla ： 考慮する位置における局部水線角（deg）。ただし，35deg 未満としてはならない。（図 12 参照） 

wlg ： 局部船首衝突角度（deg）で，考慮する位置での外板の法線が通る平面上において水平線と外板の接

線が成す角度。ただし，50deg 未満としてはならない。（図 12 参照）

ただし，この値が得られない場合には，次の算式による値として差し支えない。 

 
ø

ö
çç
è

æ
= -

wl

pl
wl a

b
g

cos
tan

tan 1  

plb ： 考慮する位置における水平線と正面線図での外板の接線が成す角度（deg）。ただし，35deg 未満とし

てはならない。 

cFB： 係数で，次による。 
考慮する位置が喫水 TBALから TSCの間の場合 0.1=FBc  

水線角 接線 

最上甲板 

喫水 TSCにおける水線 

接線 

船首衝突角度 
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考慮する位置が喫水 TSCより上方の場合  
( )

ú
ú
û

ù

ê
ê
ë

é -
+=

fb

fb
FB h

hh
c 02 2

90cos0.1  

hfb： 喫水 TSCでの水線から船側における最上甲板までの垂直距離（m）（図 12 参照）

h0： 喫水 TSCでの水線から考慮する位置までの垂直距離（m）（図 12 参照） 

4. 船楼及び甲板室に対する外圧 

4.1 適用

4.1.1
船楼及び甲板室に対する外圧は，強度評価においてのみ適用する。

外圧は動圧として考慮し，静圧荷重成分は考慮されていないものとして適用しなければならない。

4.1.2
動的荷重ケースの概念は船楼及び甲板室に対する外圧に対して適用してはならない。

4.2 暴露した操舵室の頂板

4.2.1
暴露した操舵室の頂板における面外圧 PD（kN/m2）は，次による。 

5.12=DP  

4.3 船楼の側面

4.3.1
船楼の外側面の設計圧力 PSI（kN/m2）は，次による。 

( )
LCSD

BFWSI Tz
CcCP

-+
+=

10
207.01.2  

cF： 分布係数で，表 32 による。 
 

表 32 分布係数 cF 

位置 cF 

2.0<CSRLx   
ø

ö
çç
è

æ
-+

CSRB L
x

C
2.050.1  

ただし，x/ LCSRは 0.1 未満としてはならない。 

2.0³CSRLx  1.0 

4.4 船楼端隔壁及び甲板室の周壁

4.4.1
船楼端隔壁及び甲板室の周壁に対する外圧（kN/m2）は，次による。ただし，PA-min 未満としてはならない。 

( )[ ]SCSDdbcnA TzffffP --=  

fn：  係数で，表 33 による。

fc：  係数で，次による。ただし，0.475 未満としてはならない。 

1

17.03.0
B
bfc +=  

機関室囲壁の暴露部における fc は，1.0 未満としてはならない。 

fd：  係数で，次による。 

150<CSRL m の場合  ( )
 
ø

ö

ç
ç

è

æ
 
ø

ö
çç
è

æ
--= -

2
300

150
1

10
CSRLCSR

d
L

e
L

f CSR  

150 m 300<£ CSRL m の場合 ( )300

10
CSRLCSR

d e
L

f -=  

300³CSRL m の場合  03.11=df  

b1：  考慮する位置における甲板室の幅 

② 

② 
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B1：  考慮する位置の暴露甲板における実幅

fb：  係数で，表 34 による。

PA-min： 最小面外圧（kN/m2）で，表 35 による。 

5. ハッチカバーに対する外圧 

5.1 適用

5.1.1
ハッチカバーに対する外圧は，強度評価においてのみ適用する。

5.2 青波荷重

5.2.1
ハッチカバーの任意荷重点における青波荷重 PHC（kN/mm2）は，次による。

・ 7 章の規定による貨物倉解析の場合： ( )DzgPP HCDHC --= r  ただし，0 未満としてはならない。 

・ その他の場合： minDHC PP -= で，表 30 による。 

PD： デッキ上でのハッチカバー付近における青波荷重による動的外圧（kN/mm2）で，2.2 の規定によらなけれ

ばならない。なお，算定においては， c を 1.0 とする。 

zHC： ハッチカバー頂部の Z 座標（m） 

5.3 ハッチカバー上の積載物による荷重

5.3.1
分布貨物又は単位貨物をハッチカバーに積載する場合，その荷重による圧力は 2.3 の規定によらなければならない。 

 
表 33 係数 fn 

隔壁の種類 位置 fn 

保護されない前端隔壁(1) 

最下層(2) 12
20 2L

+  

第 2 層目 12
10 2L

+  

第 3 層目及びそれより上方 15
5 2L

+  

保護された前端隔壁(1) 全ての層 15
5 2L

+  

側壁 全ての層 15
5 2L

+  

後端隔壁 

船体中央より後方 
2

2 8
100

7
L
xL

-+  

船体中央より前方 
2

2 4
100

5
L
xL

-+  

(1) 前方の船楼又は甲板室より後方 Bx以内に位置する前端隔壁について，その前端隔壁の幅が前方の船楼又は甲板室の後端

隔壁より小さい場合，その前端隔壁は保護された前端隔壁として差し支えない。このとき，Bx は考慮する前端隔壁の位

置における船舶の幅とする。 

(2) ここでいう最下層とは，通常，型深さ D の計測時に考慮する最上層の全通甲板の直上の層とする。ただし，(D   TSC)の

値と国際満載喫水線条約による表定フリーボード（修正されていない値）の差が 1 章 4 節 3.3 に規定する船楼の標準高さ

を超える場合には，その層を第 2 層とし，その上の層を第 3 層として差し支えない。 
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表 34 係数 fb 

隔壁位置(1) fb 

45.0<
CSRL
x  

2

1 2.0
45.0

0.1  
ø

ö
çç
è

æ
+
-

+
B

CSR

C
Lx  

45.0³
CSRL
x  

2

1 2.0
45.0

5.10.1  
ø

ö
çç
è

æ

+
-

+
B

CSR

C
Lx  

CB1： 方形係数。ただし，0.60 以上 0.80 以下としなければならない。船体中央より前方に位置する甲板室の後端隔壁の場合

は，CB1を 0.80 として差し支えない。 

(1) 甲板室の側壁については，甲板室を幾つかのほぼ等しい長さに分割して考慮しなければならない。ただし，それぞれの

部分の長さは 0.15LCSRを超えてはならない。また，x は考慮する分割部分の中心の X 座標としなければならない。 

 
表 35 最小面外圧 PA-min 

 PA-min(kN/m2) 

CSRL  最下層の保護されない前端壁 その他(1) 

25090 £< CSRL  
10

25 CSRL
+  

20
5.12 CSRL

+  

250>CSRL  50  25  

(1) 第 4 層目及びそれより上方に対しては，PA-minを 12.5kN/m2としなければならない。 
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6 節 内圧 

記号 

本節に規定されない記号については，1 章 4 節による。

aX，aY，aZ： 4 章 3 節 3.2 に規定する xG，yG及び zGの位置おけるそれぞれ縦，横及び垂直方向の加速度（m/s2）

BH： 貨物倉の中央，かつ，ホッパタンク上部及びトップサイドタンク下部の中間の高さにおいて測った貨物倉の幅

（m）（図 1 参照） 

BIB： 貨物倉の中央において測った内底板の幅（m）（図 1 参照）

D1： 船体中央の船側における基線から乾舷甲板までの距離（m）

dsc： スチールコイルの直径（m）

fcd： 設計寿命 25 年のうちに生じ得る液体貨物密度及び最も厳しい海象の結合確率に関する係数で，次による。 

・液体貨物を積載する貨物タンクの有限要素解析による強度評価の場合 
025.1>Lr t/m3 の場合： 0.1=cdf   

025.1=Lr t/m3 の場合： 88.0=cdf  

・その他の場合 
0.1=cdf  

fdc： 乾貨物に関する係数で，次による。 

・強度評価用 
0.1=dcf  

・疲労評価用 
5.0=dcf  

bf ： 4 章 4 節に規定する係数 

hair： 空気管又はオーバーフロー管のタンク頂部からの高さ（m）

hC： 内底板からばら積貨物の上面までの高さ（m）で，2.3.1 又は 2.3.2 の規定による。

hDB： 貨物倉の長さ中央において測ったセンターライン上における二重底の高さ（m）（図 1 参照）

hHPL： 貨物倉の中央において測ったセンターライン上における内底板からホッパタンクと船側外板（二重船殻ばら積

貨物船にあっては縦通隔壁）の上部交点までの垂直距離（m）（図 1 参照）

ホッパタンクがない場合は，hHPL = 0 とする。 

hHPU： 貨物倉の中央において測ったセンターライン上における内底板からトップサイドタンクと船側外板（二重船殻

ばら積貨物船にあっては縦通隔壁）の下部交点までの垂直距離（m）（図 1 参照） 

hLS： 内底板から測った下部スツールの平均高さ（m）

hmax： 最大許容液位（m）で，次による。 

・バラストタンクの場合：最大タンク高さ

・ Lr と等しい貨物密度を想定した貨物タンクの場合：最大タンク高さ  
・部分積付する貨物タンクに積載する partr と等しい重液体貨物密度を想定した貨物タンクの場合：10 章 4 節

1.2.1 に規定する hpart 

KC： 係数で，次による。 

内底板，ホッパタンク，横隔壁，縦通隔壁，下部スツール，垂直な上部スツール及び船側外板： 
( ) aya 22 sinsin1cos -+=CK  

トップサイドタンク，主甲板及び傾斜した上部スツール： 
0=CK  

KC-f： 係数で，次による。 

 
ø

ö
ç
è

æ -=- 2
45tan2 y

fCK  

l ： フロア間の距離（m） 
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Hl ： 貨物倉の長さ（m）で，センターライン上における横隔壁間の長さとする。波形隔壁の場合にあっては，隔壁

のウェブ深さの半分までの距離とする。 
lpl ： x 方向におけるパネル 1 枚毎の両端ダンネージ間の距離（m）（図 10 参照） 

stl ： スチールコイルの長さ（m） 

M： 考慮するばら積貨物の質量（t）
MFull： ハッチコーミング上端まで貨物を積載した場合の貨物質量（t）。このとき，貨物密度は MH/VFull又は 1.0t/m3の

うち大きいほうとする。

MFull = 1.0 VFull ただし，MFullは MH未満としてはならない。 

MH： 50%の消耗品を積載し，かつ，計画最大満載喫水まで貨物を積載する均等積付状態において，個々の貨物倉に

積載される貨物質量（t） 

MHD： 貨物区域の全てのバラストタンクを空とし，50%の消耗品を積載し，かつ，計画最大満載喫水まで貨物を積載

する積付状態で，特定の貨物倉が空となる場合において，個々の貨物倉に積載し得る最大貨物質量（t） 

Msc-ib： 内底板上のスチールコイルの等価質量（t）で，4.3.1 の規定による。

Msc-hs： ホッパ斜板のスチールコイルの等価質量（t）で，4.3.2 の規定による。

n1： スチールコイルの積付段数

n2： パネル 1 枚あたりの荷重点の数で，4.1.3 の規定による。

n3： スチールコイル 1 列を支えるダンネージの条数

Pdrop： 超過注水時又はフロースルー法でのバラスト水交換における注水時に生じる，空気管又はオーバーフロー管か

らの持続的な液体の流れによる超過圧（kN/m2）で，設計者により定義されなければならない。ただし，25kN/m2

未満としてはならない。 

PPV： 設計蒸気圧（kN/m2）で，25kN/m2 未満としてはならない。

perm： 貨物の浸水率で，次による。 

鉄鉱石，石炭及びセメントの場合： perm = 0.3

スチールコイル及び梱包されたスチール製品の場合： perm = 0 

R： 船体の回転中心位置の鉛直座標（m）で，4 章 3 節の規定による。

sC： 波形隔壁の心距（m）で，3 章 6 節 10.4.2 の規定による。 

qT ： ロール周期（s）で，4 章 3 節 2.1.1 の規定による。 

VFull： ハッチコーミング上端までの貨物倉の容積（m3）で，次による。  

HCHFull VVV +=  

VH： ハッチコーミングと主甲板の結合部までを上端とする貨物倉の容積（m3）で，ハッチコーミングで囲まれた部

分を除く。（図 1 参照） 

VHC： 船体中央に位置する貨物倉のハッチコーミング部の容積（m3）で，主甲板とハッチサイドコーミングの結合部

高さからハッチコーミング上端までとする。（図 1 参照） 
VTS： 貨物倉の長さ Hl 内であって，ホッパタンクより内側にある隔壁下部スツール部の合計容積（m3） 

W： スチールコイルの質量（t）
x，y，z： 4 章 1 節 1.2.1 に定義する座標系における荷重点の X，Y 及び Z 座標（m）

xG，yG，zG： 4 章 1 節 1.2 に定義する座標系におけるタンク又は満載の貨物倉（VFull）の容積重心位置の X，Y 及び Z

座標（m） 

部分積付の貨物倉の場合，xG，yG，zGは次による。

xG，yG：貨物倉の容積重心位置 
2clCDBG hhz -+=  

ztop： 小倉口を除く，タンクの最も高い位置における Z 座標（m）

zC： 荷重点付近における基線から貨物の上面までの高さ（m）で，次による。  

CDBC hhz +=  

a ： 考慮するパネルの水平面に対する傾斜角（deg） 
j ： 4 章 3 節 2.1.2 に規定するピッチ角（deg） 

y ： ばら積貨物中の液体が排出された状態における貨物の安息角（deg）で，次による。 

一般： o30=y  

② 
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鉄鉱石： o35=y  

セメント： o25=y  

Cr ： ばら積貨物の密度（t/m3）で，2.3.3 の規定による。 

Lr ： タンク及びバラストホールド内における液体の密度（t/m3）で，次による値以上としなければならない。 

・ 強度評価用 
貨物油を含む全ての液体： 025.1=Lr  

98%積載されたタンクが 1.025t/m3 より重い貨物油を積載する場合（ 025.1max >- LMr ）， LML -= maxrr とする。 

・ 疲労評価用 
液体貨物： 9.0=Lr  

その他の液体： 025.1=Lr  

LM-maxr ： 98%積載された満載のタンクにおける最大液体貨物密度（t/m3）で，ローディングマニュアルに記載される

任意の積付状態による値又は設計者の示す値とする。 
partr ： 部分積付の貨物タンクにおける最大許容液体貨物密度（t/m3）で，強度評価用の Lr 未満としてはならない。 

slhr ： スロッシング評価用の液体密度（t/m3）で，次による。 
部分積付の貨物タンクにおける重液体貨物の場合： partslh rr =  

その他の場合： Lslh rr =  

STr ： 鋼材の密度（t/m3）で，7.85 とする。 

q ： 4 章 3 節 2.1.1 に規定するロール角（deg） 

hq ： 内底板とホッパ斜板がなす角度（deg）で，原則として，次による。 

IBH

HPL
h BB

h
-

=
2tanq  

1. 液体による圧力 

1.1 適用

1.1.1 非損傷状態の強度評価及び疲労評価における圧力

4 章 7 節に規定する静的（S）設計荷重シナリオにおいて，タンク及びバラストホールドの境界における任意の荷重点

に作用する液体による内圧（kN/m2）は，次による。ただし，0 未満としてはならない。 

lsin PP =  

4 章 7 節に規定する静的及び動的（S+D）設計荷重シナリオにおいて，タンク及びバラストホールドの境界における任

意の荷重点に作用する液体による内圧（kN/m2）は，各動的荷重ケースにおいて，次による。ただし，0 未満としてはな

らない。 

ldlsin PPP +=  

Pls： タンク及びバラストホールド内の液体による静圧（kN/m2）で，1.2 の規定による。

Pld： タンク及びバラストホールド内の液体の慣性力による動圧（kN/m2）で，1.3 の規定による。 

1.1.2 浸水状態の強度評価における圧力

4 章 7 節に規定する浸水状態の静的（S）設計荷重シナリオにおいて，貨物倉，タンク又はその他の区域の境界におけ

る任意の位置での内圧（kN/m2）は，次による。ただし， 0gdr 未満としてはならない。 

fsin PP =  

浸水状態の静的及び動的（S+D）設計荷重シナリオにおいて，貨物倉，タンク又はその他の区域の境界における任意の

位置での内圧（kN/m2）は，各動的荷重ケースにおいて，次による。ただし， 0gdr 未満としてはならない。 

fdfsin PPP +=  

Pfs： ある区画の浸水状態における海水による静圧（kN/m2）で，1.4 の規定による。

Pfd： ある区画の浸水状態における海水の慣性力による動圧（kN/m2）で，1.5 の規定による。

d0：   距離（m）で，次による。 
LCSR < 120m の場合： CSRLd 02.00 =  

LCSR ³ 120m の場合： 4.20 =d  

ばら積貨物船の貨物倉における立て式波形横隔壁の波形構造にあっては，3 に規定するばら積貨物船の浸水状態におけ

② 



－180－

（2019 鋼船規則 CSR-B&T編  1編  4章  6節）

る圧力及び力に関する要件を適用しなければならない。

1.2 液体による静圧

1.2.1 通常の航海

通常の運航状態におけるタンク及びバラストホールド内の液体による静圧 Pls（kN/m2）は，次による。 
液体貨物を満載する貨物タンクの場合： ( ) PVtopLcdls PzzgfP +-= r  
その他の場合： ( )airtopLls hzzgP 5.0+-= r  

1.2.2 港内及び閉囲された水域での航海

港内及び閉囲された水域での航海におけるタンク及びバラストホールド内の液体による静圧 Pls（kN/m2）は，次による。 
バラストタンクの場合： ( ) dropairtopLls PhzzgP ++-= r  

液体貨物を満載する貨物タンクの場合： ( ) PVtopLls PzzgP +-= r  

バラストホールド(hair = 0)又はその他の場合： ( )airtopLls hzzgP 5.0+-= r  

1.2.3 シーケンシャル法によるバラスト水の交換

シーケンシャル法によるバラスト水の交換中におけるバラストタンク内の液体による静圧 Pls（kN/m2）は，次による。 
( )airtopLls hzzgP 5.0+-= r  

1.2.4 フロースルー法によるバラスト水の交換

フロースルー法によるバラスト水の交換中におけるバラストタンク内の液体による静圧 Pls（kN/m2）は，次による。 
( ) dropairtopLls PhzzgP ++-= r  

1.2.5 バラスト水処理装置を用いたバラスト漲水

バラスト水処理装置を用いたバラスト漲水を行う場合，タンク及びバラストホールド内の液体による静圧 Plsは，シー

ケンシャル法によるバラスト水の交換と同様に 1.2.3 の規定による。船舶の設計者は，バラスト水処理装置を用いること

によって，1.2.3 の規定に加え Pdrop として考えられる圧力が負荷される場合，その旨を本会に通知しなければならない。

1.2.6 疲労評価における液体による静圧

疲労評価に用いるタンク及びバラストホールド内の液体による静圧 Pls（kN/m2）は，次による。 

全てのタンクの場合（貨物及びバラストタンク，バラストホールド並びにその他タンク） 
( )zzgP topLls -= r  

1.3 液体による動圧

1.3.1
タンク及びバラストホールド内の液体による動圧 Pld（kN/m2）は，次による。 

( ) ( ) ( )[ ]yyafxxafzzaffP YtullXlullZLcdld -+-+-= -- 000rb  

full-l： タンク及びバラストホールド内の液体よりも上方のアレージ空間を考慮した縦方向加速度の修正係数

で，次による。

・ 強度評価用 

バラスト水を含む任意の液体を満載する貨物タンクの場合： full-l = 0.62

その他の場合： full-l = 1.0 

・ 疲労評価用 

貨物タンク及びバラストホールドの場合： 
jp
1805.0 0

fs
lull

zz
f

l

-
+=-  

その他の場合： full-l = 1.0

ただし，full-lは 0.0 以上 1.0 以下としなければならない。 
fsl ： 貨物タンクの頂部における貨物タンクの長さ又はバラストホールドのハッチコーミング長さ（m） 

full-t： タンク及びバラストホールド内の液体よりも上方のアレージ空間を考慮した横方向加速度の修正係数

で，次による。 

・ 強度評価用 

バラスト水を含む任意の液体を満載する貨物タンクの場合： full-t = 0.67

その他の場合： full-t = 1.0 

・ 疲労評価用 

貨物タンク及びバラストホールドの場合： 
qp
1805.0 0

top
tull b

zz
f

-
+=-  
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その他の場合： full-t = 1.0

ただし，full-tは 0.0 以上 1.0 以下としなければならない。 

btop： 貨物タンクの頂部における貨物タンクの幅又はバラストホールドのハッチコーミング幅（m）で，それ

ぞれ貨物タンクの長さ中央又はバラストホールドのハッチコーミングの長さ中央の位置で求めなけれ

ばならない。 

x0 ：  基準点における X 座標（m）

y0 ：  基準点における Y 座標（m）

z0 ：  基準点における Z 座標（m） 

ここで，基準点とは，タンク又はバラストホールドの上部の境界を成す全ての点のうち，次の算式による Vj の値が最

大になる点としなければならない。 
( ) ( ) ( )( )GjZGjYGjXj zzgayyaxxaV -++-+-=  

xj： タンク又はバラストホールドの上部の境界における点 j の X 座標（m）

yj： タンク又はバラストホールドの上部の境界における点 j の Y 座標（m）

zj： タンク又はバラストホールドの上部の境界における点 j の Z 座標（m） 

1.4 浸水状態における静圧

1.4.1 浸水区画における静圧

浸水区画における水密の境界に作用する静圧 Pfs（kN/m2）は，次による。ただし，0 未満としてはならない。 
( )zzgP FDfs -= r  

zFD： 考慮する横断面での船側における乾舷甲板又は損傷状態における最終平衡喫水線の Z 座標のうち，大き

い方の値（m） 

1.5 浸水状態における動圧

1.5.1 浸水区画における動圧

浸水区画における水密の境界に作用する動圧 Pfd（kN/m2）は，次による。 
( ) ( ) ( )[ ]yyafxxafzzafP YtullXlullFDZfd -+-+-= -- 000rb  

z0FD： 浸水区画の有効な基準点の Z 座標（m）で，次による。 

0zzFD > の場合： 00 zz FD =  

0zzFD £ の場合： FDFD zz =0  

full-l，full-t： 縦方向及び横方向の加速度修正係数 

0zzFD > の場合： full-l及び full-tは 1.3.1 の規定による。 

0zzFD £ の場合： 0.1=-lullf 及び 0.1=-tullf  

2. ばら積貨物による圧力及び力 

2.1 適用

2.1.1
満載及び部分積付の貨物倉内におけるばら積貨物による圧力及び力は，2.4 及び 2.5 によらなければならない。

2.2 貨物倉の定義

2.2.1 形状特性

ばら積貨物船における貨物倉の主要な形状要素を図 1 に示す。 
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図 1 ばら積貨物船における貨物倉のパラメータ

 

2.2.2 満載及び部分積付の貨物倉

満載及び部分積付の貨物倉の定義は，次による。

(a) 満載の貨物倉 

ばら積貨物がハッチコーミングの上部まで密に積載されている状態（図 2 参照）

ばら積貨物の上面及び有効高さ hCは，2.3.1 の規定によらなければならない。 

(b)  部分積付の貨物倉 

ばら積貨物がハッチコーミングの上部まで密に積載されていない状態（図 3 又は図 4 参照）

ばら積貨物の上面及び有効高さ hCは，2.3.2 の規定によらなければならない。 

2.3 乾貨物の特性

2.3.1 満載の貨物倉におけるばら積貨物の上面の定義

2.2.2 に規定する満載の貨物倉（非方形の貨物倉を含む。）におけるばら積貨物の有効上面は，センターライン上におけ

る内底板から hC上方の等価水平面とする。（図 2 参照）

hC は，船体中央における貨物倉の中央での値とし，次によらなければならない。また，hC の値は，貨物区域全域にわ

たり一定としなければならない。 

0hhh HPUC +=  

H

A

B
Sh =0  

H

HC
A

VSS
l

+= 0  

S0： 船体中央の貨物倉におけるトップサイドタンクと船側外板又は縦通隔壁との下部交点から主甲板とハッチ

コーミングの交点高さまでの間の面積（m2）で，図 2 に網掛部として示す。 

 
図 2 満載の貨物倉における貨物の有効上面の定義 

 

容積 

容積 

容積

容積

容積

面積

荷重評価点 
貨物の

等価水平面 
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2.3.2 部分積付の貨物倉におけるばら積貨物の上面の定義

2.2.2 に規定する部分積付を行うあらゆる貨物倉（非方形の貨物倉を含む。）におけるばら積貨物の有効上面は，次の 3

つの面で構成される。

・ 内底板から hC-CL（m）上方における幅 BH/2（m）の中央水平面

・ 中央水平面と船側外板又は内殻の間（図 3 参照），若しくは，中央水平面とホッパ斜板の間（図 4 参照）における，

左右それぞれ角度 2/y （deg）の斜面 

ばら積貨物の上面高さ hC（m）は，考慮する貨物倉の中央において，次によらなければならない。また，hCの値は，貨

物倉の長さ全体にわたって一定としなければならない。 

4
HBy £ の場合： CLCC hh -=  

24
2ByBH £< の場合：

2
tan

4
y

 
ø
ö

ç
è
æ --= -

H
CLCC

Byhh  

2
2By > の場合： 0=Ch  

h1： 高さ（m）で，次による。 

HH

TS
HHPL

H

IBH

HHC B
VBh

B
BB

B
Mh

ll
+- 

ø

ö
çç
è

æ +
-

 
=

2
tan

16
3

21
y

r
 

・ 01 ³h の場合（図 3 参照） 

21 hhhh HPLCLC ++=-  

2
tan

42
yHBh =  

HBB =2  

・ 01 <h の場合（図 4 参照） 

2211 hhh CLC +=-  

 
ø

ö
çç
è

æ
-
-

=
IBH

IB
HPL BB

BBhh 2
11  

2
tan

42
2

22
y

 
ø

ö
ç
è

æ -= HBBh  

ú
ú
û

ù

ê
ê
ë

é
+ 

ø

ö
çç
è

æ
-

+ 
ø

ö
ç
ç
è

æ

-
 

+ 
ø

ö
çç
è

æ
+

=

2
tan

2
1

2
1

2
tan

162
11 22

2
y

y
r

IBH

HPL

H

IBH

IBHPL
TS

CH

BB
h

B
BB
BhVM

B
l

 

hC-CL ： センターライン上における貨物の上面高さ（m）（図 3 及び図 4 参照）

B2： 貨物の最大幅（m）（図 3 及び図 4 参照） 

 
図 3 部分積付の貨物倉における貨物の有効上面の定義（h1   0 の場合） 

 

荷重評価点 

の 
の 

荷重評価点 

荷重評価点 
荷重評価点 
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図 4 部分積付の貨物倉における貨物の有効上面の定義（h1 < 0 の場合） 

 

2.3.3 質量及び密度

乾貨物の質量及び密度は，次によらなければならない。

・ 非損傷状態の強度評価用：表 1 による値

・ 疲労評価用：表 2 による値

・ 浸水状態の強度評価用：表 3 による値 

 
表 1 非損傷状態の強度評価のためのばら積貨物の質量及び密度 

船の種類 
貨物質量

貨物密度 

均等積状態 隔倉積状態 

満載の貨物倉 
部分積付の

貨物倉 
満載の貨物倉 部分積付の貨物倉 

BC
符
号
な
し

 

M FullMM =  

N/A N/A 
Cr  ローディングマニュアル

に記載される最大値 

BC
-C

船
 

M FullMM =  

N/A N/A 
Cr  

 
ø

ö
çç
è

æ
=

Full

Full
C V

M
r

 
ただし，1.0 未満としては

ならない。 

BC
-B

船
 

M FullMM =  HMM =  

N/A 
Cr  

 
ø

ö
çç
è

æ
=

Full

Full
C V

M
r

 
ただし，1.0 未満としては

ならない。 

0.3=Cr (1) 

BC
-A

船
 

M FullMM =  HMM =  HHD MMM 1.0+=  HHD MMM 1.0+=  

Cr  
 
ø

ö
çç
è

æ
=

Full

Full
C V

M
r

 
ただし，1.0 未満としては

ならない。 

0.3=Cr (1) 
Full

HHD
C V

MM 1.0+
=r  0.3=Cr (1) 

(1) 最大許容貨物密度がローディングマニュアルに記載されている場合を除き，3.0 としなければならない。 
 

荷重評価点 2 

荷重評価点 2 
の hc 

荷重評価点 1 

荷重評価点 1 
の hc 
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表 2 疲労評価用のばら積貨物の質量及び密度 

船の種類 
貨物質量

貨物密度 

均等積状態 

（満載の貨物倉） 

隔倉積状態 

（部分積付の貨物倉） 
BC

符
号

な
し

 M HMM =  

N/A 

Cr  ローディングマニュアルに記載される最大値 

BC
-C

船
 M HMM =  

Cr   
ø

ö
çç
è

æ
=

Full

H
C V

Mr  

BC
-B

船
 M HMM =  

Cr   
ø

ö
çç
è

æ
=

Full

H
C V

Mr  

BC
-A

船
 M HMM =  HDMM =  

Cr   
ø

ö
çç
è

æ
=

Full

H
C V

Mr  0.3=Cr (1) 

(1) 最大許容貨物密度がローディングマニュアルに記載されている場合を除き，3.0 としなければならない。 
 

 
表 3 浸水状態の強度評価のためのばら積貨物の質量及び密度 

船の

種類 

貨物質量

貨物密度 

均等積状態 隔倉積状態 

満載の貨物倉 
部分積付の

貨物倉 
満載の貨物倉 

部分積付の

貨物倉 

78.1£Cr t/m3 の

貨物を積載する

貨物倉(2) 

BC
符
号
な
し

 M HMM =  

N/A N/A 
Cr  

ローディングマ

ニュアルに記載

される最大値 

BC
-C

船
 M HMM =  

N/A N/A 
Cr   

ø

ö
çç
è

æ
=

Full

H
C V

Mr  

BC
-B

船
 M HMM =  HMM =  

N/A 
Cr   

ø

ö
çç
è

æ
=

Full

H
C V

Mr  0.3=Cr (1) 

BC
-A

船
 M HMM =  HMM =  HDMM =  HDMM =  HDMM =  

Cr   
ø

ö
çç
è

æ
=

Full

H
C V

Mr  0.3=Cr (1)  
ø

ö
çç
è

æ
=

Full

HD
C V

Mr  0.3=Cr (1) 78.1=Cr  

(1) 最大許容貨物密度がローディングマニュアルに記載されている場合を除き，3.0 としなければならない。

(2) 貨物密度が 1.78 t/m3
以下の貨物を積載するばら積貨物船に適用しなければならない。 
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2.3.4 有限要素解析の適用

有限要素解析に用いるばら積貨物による荷重は，次により算定しなければならない。

(a) 満載の貨物倉にあっては 2.3.1 の規定，また，部分積付の貨物倉にあっては 2.3.2 の規定により，hCを決定する。

(b) Cr を用いて 2.4.2 に規定する静圧及び 2.5.2 に規定する静的せん断荷重を決定し，有限要素解析へ適用する。 

(c) 貨物の実質量 Mactual（t）を算定する。

(d) 有効貨物密度（t/m3）を次の算式により決定する。 

C
actual

eff M
M rr =  

(e) Cr に代わり effr を用いて最終的な圧力分布及びせん断荷重を算定する。 

2.4 ばら積貨物による圧力

2.4.1 全圧

貨物倉の境界における任意の荷重点でのばら積貨物による全圧（kN/m2）は，次による。ただし，0 未満としてはなら

ない。 

4 章 7 節に規定する非損傷状態における静的（S）設計荷重シナリオにおける非損傷状態での強度評価用 

bsin PP =  

4 章 7 節に規定する静的及び動的（S+D）設計荷重シナリオにおける非損傷状態での強度評価及び疲労評価用 

bdbsin PPP +=  

Pbs： ばら積貨物による静圧（kN/m2）で，2.4.2 の規定による。

Pbd： 貨物倉内のばら積貨物の慣性力による動圧（kN/m2）で，2.4.3 の規定による。 
有限要素解析のための静圧及び動圧は，2.4.2 及び 2.4.3 の規定によらなければならない。なお，算定においては Cr に

代わり effr を用いなければならない。 

2.4.2 静圧

ばら積貨物による静圧 Pbs（kN/m2）は，次による。ただし，0 未満としてはならない。 
( )zzKgP CCCbs -= r  

2.4.3 動圧

各荷重ケースにおけるばら積貨物による動圧 Pbd（kN/m2）は，次による。 
Czz £ の場合： ( ) ( ) ( )[ ]zzaKfyyaxxafP CZCdcGYGXCbd -+-+-= 25.025.0rb  

Czz > の場合： 0=bdP  

2.5 せん断荷重

2.5.1 適用

有限要素解析による強度評価では，荷重点の高さ z が zC以下の場合，2.4 に規定するばら積貨物による圧力に加え，以

下のせん断荷重を考慮しなければならない。

・ 4 章 7 節に規定する静的（S）設計荷重シナリオ用：2.5.2 に規定するホッパタンク及び下部スツール板に作用する

重量による静的せん断荷重 Pbs-s 

・ 4 章 7 節に規定する静的及び動的（S+D）設計荷重シナリオ用：以下の動的せん断荷重 

2.5.3 に規定するホッパタンク及び下部スツール板に作用する Pbs-s + Pbs-d

2.5.4 に規定する内底板の縦方向に作用する Pbs-dx

2.5.4 に規定する内底板の横方向に作用する Pbs-dy 
有限要素解析のためのせん断荷重は，2.5.2 から 2.5.4 の規定によらなければならない。なお，算定においては Cr に代

わり effr を用いなければならない。 

2.5.2 ホッパタンク及び下部スツールの板材における静的せん断荷重

ばら積貨物の重量によりホッパタンク及び下部スツール板に作用する静的せん断荷重 Pbs-s（kN/m2）は，次による。こ

こで，静的せん断荷重は板に対して下方向に作用する荷重を正とする。 
( )( )

a
r

tan
1 zzK

gP CC
Csbs

--
=-  

2.5.3 ホッパタンク及び下部スツールの板材における動的せん断荷重

各動的荷重ケースにおけるばら積貨物によりホッパタンク及び下部スツール板に作用する動的せん断荷重 Pbs-d（kN/m2）

は，次による。ここで，動的せん断荷重は板に対して下方向に作用する荷重を正とする。 
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( )( )
a

rb tan
1 zzKafP CC

ZCdbs
--

=-
 

2.5.4 有限要素解析のための内底板に沿った動的せん断荷重

各動的荷重ケースにおけるばら積貨物により内底板に沿って作用する縦方向の動的せん断荷重 Pbs-dx（kN/m2）は，次に

よる。ここで，縦方向の動的せん断荷重は船首方向を正とする。 
CXCdxbs hafP rb75.0-=-  

各動的荷重ケースにおけるばら積貨物により内底板に沿って作用する横方向の動的せん断荷重 Pbs-dy（kN/m2）は，次に

よる。ここで，横方向の動的せん断荷重は左舷方向を正とする。 
CYCdybs hafP rb75.0-=-  

なお，動的せん断荷重 Pbs-dx 及び Pbs-dy は，有限要素法強度評価に限り用いる。 

3. 浸水状態におけるばら積貨物による圧力及び力 

3.1 立て式波形水密横隔壁

3.1.1 適用

本 3.1 に規定する圧力は，浸水状態におけるばら積貨物船の貨物倉の立て式波形水密横隔壁の評価に用いる。

各貨物倉が，個別に浸水した状態を考慮しなければならない。（図 5，図 6 及び図 7 参照）

3.1.2 一般

各隔壁に作用する荷重は，貨物による荷重と隣接倉が浸水した場合の浸水による荷重の組合せとしなければならない。

また，いかなる場合も，貨物を除いた浸水による圧力のみの場合についても考慮しなければならない。

波形隔壁の寸法確認にあたっては，ローディングマニュアルに含まれる次の積付状態において，積載倉及び空倉がそれ

ぞれ個別に浸水した場合を考慮し，貨物による荷重と隣接倉が浸水した場合の浸水による荷重の最も厳しい組合せを用い

なければならない。

・ 均等積状態

・ 不均等積状態

本 3 は，次の規定による。

・ 設計制限荷重 

貨物倉に対して特に設計制限荷重を設定する場合には，ローディングマニュアル中に記載される設計者が設定した

積付状態に，設計制限荷重を明記しなければならない。 

・ 最大貨物質量 

不均等積状態で鉄鉱石又は貨物密度が 1.78t/m3 以上の貨物を積載する船舶以外の船舶にあっては，最大貨物質量は，

貨物をハッチコーミング頂部まで積載するものとして求めなければならない。 

・ 均等積状態 

均等積状態とは，貨物密度の違いを考慮した上で，貨物倉の積付高さが最も大きい貨物倉における値と最も小さい

貨物倉における値の比が 1.2 を超えないように積付けた状態とする。 

・ 梱包された貨物 

梱包された貨物（スチールコイル等）を積載する貨物倉については，空倉とみなさなければならない。 

・ 考慮する必要のない積付状態 

最終的に均等積状態とする多港積付け又は均等積状態からの多港荷揚げの過程で生じる不均等の部分積付状態に

ついては，本要件において考慮する必要はない。 

3.1.3 浸水水位

浸水水位 zF（m）は，船体のトリム及び横傾斜がない状態における基線からの垂直距離で，表 4 による。 
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表 4 立て式波形横隔壁の浸水水位 zF（m） 
 

ばら積貨物船の種類 積付状態 

立て式波形横隔壁の位置 

最前端貨物倉の後部

横隔壁 
その他 

載貨重量50,000t未満の

B 型乾舷を有する船舶 

不均等積状態で貨物密度が 1.78 t/m3 より小さ

い貨物を積載する場合 
zF = 0.9 D1 zF= 0.8 D1 

その他の場合 zF = 0.95 D1 zF = 0.85 D1 

その他の船舶 

不均等積状態で貨物密度が 1.78 t/m3 より小さ

い貨物を積載する場合 
zF = 0.95 D1 zF = 0.85 D1 

その他の場合 zF= D1 zF= 0.9 D1 

3.1.4 浸水パターン

次の異なる浸水パターンについて考慮しなければならない。

・ 浸水水位が貨物の上面よりも低い状態（図 5 参照： FC zz > ） 

・ 浸水水位が貨物の上面よりも高い状態（図 6 参照： FC zz £ ） 

・ 空倉が浸水した状態（図 7 参照： DBC hz = ） 

 
図 5 浸水水位が貨物の上面よりも低い状態 

 
 

図 6 浸水水位が貨物の上面よりも高い状態 

 

貨物の

等価水平面 
貨物の

実際の上面 

荷重評価点 

の の 

荷重評価点 

荷重評価点 

荷重評価点 

荷重評価点 
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図 7 空倉が浸水した状態 

 

3.1.5 浸水状態における貨物倉の立て式波形横隔壁に作用する圧力及び力

基線から高さ z の任意の位置において立て式波形横隔壁に作用する静圧 Pbf-s（kN/m2）を 3.1.4 に規定する浸水パターン

毎に表 5 に示す。

横隔壁の波形構造に作用する力 Fbf-s（kN）は，3.1.4 に規定する浸水パターン毎に表 6 に示す。 
Pbf-s-LE： DBLS hhz += の場合につき表 5 により算定する静圧 

 
表 5 浸水状態における貨物倉の立て式波形横隔壁に作用する静圧 Pbf-s 

浸水ケース 荷重点の位置 静圧 Pbf-s（kN/m2） 

FC zz >  

Czz >  0=-sbfP  

FC zzz ³³  ( ) fCCCsbf KzzgP -- -= r  

DBF hzz ³>  ( ) ( ) ( )( )[ ] fCFCCFsbf gKzzpermzzzzgP -- ----+-= 1rrr  

FCDB zzh ££  

Fzz >  0=-sbfP  

CF zzz ³³  ( )zzgP Fsbf -=- r  

DBC hzz ³>  ( ) ( )[ ] ( ) fCCCFsbf KzzgpermzzgP -- ---+-= 1rrr  
 

 
表 6 浸水状態における貨物倉の立て式波形横隔壁に作用する力 Fbf-s 

浸水ケース 力 Fbf-s（kN） 

FC zz >  
( ) ( ) ( )

ïþ

ï
ý
ü

ïî

ï
í
ì

--
ú
ú
û

ù

ê
ê
ë

é +-
+

-
= ---

-- LSDBF
LEsbffCFCC

fC
FC

CCsbf hhz
PKzzg

K
zz

gsF
22

2 r
r  

CF zz ³  
( ) ( ) ( )

ïþ

ï
ý
ü

ïî

ï
í
ì

--
ú
ú
û

ù

ê
ê
ë

é +-
+

-
= --

- LSDBC
LEsbfCFCF

Csbf hhz
Pzzgzz

gsF
22

2 r
r  

3.1.6 非浸水状態における貨物倉の立て式波形横隔壁に作用する圧力及び力

立て式波形横隔壁を挟む前後の貨物倉のうち片側のみが浸水している状態において，非浸水状態の貨物倉に積載するば

ら積貨物により立て式波形横隔壁に作用する基線から高さ z の点での静圧 Pbs（kN/m2）は，次による。ただし，0 未満と

してはならない。 
( )zzKgP CfCCbs -= -r

 
波形構造に作用する合力 Fbs（kN）は，次による。 
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( )
fC

LSDBC
CCbs K

hhz
sgF -

--
=

2

2

r  

3.1.7 浸水状態における貨物倉の立て式波形横隔壁に作用する全圧及び合力

浸水状態における立て式波形横隔壁の評価を行うにあたって，表 7 に規定する隔壁の各点に作用する全圧 PR（kN/m2）

及び波形構造に作用する合力 FR（kN）を用いなければならない。 

Pbf-s： 浸水状態の貨物倉での圧力（kN/m2）で，3.1.5 の規定による。

Pbs： 非浸水状態の貨物倉での圧力（kN/m2）で，3.1.6 の規定による。

Fbf-s： 浸水状態の貨物倉において波形構造に作用する力（kN）で，3.1.5 の規定による。

Fbs： 非浸水状態の貨物倉において波形構造に作用する力（kN）で，3.1.6 の規定による

 
表 7 浸水状態において立て式波形横隔壁に作用する全圧 PR及び合力 FR 

積付状態 全圧 PR（kN/m2） 合力 FR（kN） 適用船舶 

均等積 bssbfR PPP 8.0-= -  bssbfR FFF 8.0-= -  全てのばら積貨物船 

隔倉積 sbfR PP -=  sbfR FF -=  BC-A 船 
 

3.2 浸水状態におけるばら積貨物船の貨物倉区域内の二重底

3.2.1 適用

各貨物倉が，個別に浸水した状態を考慮しなければならない。

3.2.2 一般

二重底に作用する荷重は，外部海水圧及び貨物による荷重と当該二重底上の貨物倉の浸水による荷重の組合せを考慮し

なければならない。

ローディングマニュアルに記載されている次の積付状態について，貨物による荷重と浸水による荷重の最も厳しい組合

せを考慮しなければならない。

・ 均等積状態

・ 不均等積状態

・ 梱包された貨物を積載する状態（スチールコイル等）

許容貨物積載重量の算出にあたっては，各積付状態における最大のばら積貨物密度を考慮しなければならない。

3.2.3 浸水水位

浸水水位 zF（m）は，船体のトリム及び横傾斜がない状態における基線からの垂直距離で，表 8 による。 

 
表 8 ばら積貨物船の貨物倉区域内の二重底の浸水水位 zF 

ばら積貨物船の種類 
貨物倉の位置 

最前端 その他 

載貨重量 50,000t 未満の B 型乾舷を有するばら積貨物船 195.0 DzF =  185.0 DzF =  

その他のばら積貨物船 1DzF =  19.0 DzF =  
 

 

4. ばら積貨物船の貨物倉内におけるスチールコイルによる荷重 

4.1 一般

4.1.1 適用

本 4 の規定は，木製のダンネージ上に積付けるスチールコイルの標準的な固縛手段として図 8 のような積載状態を想定

している。

全てのスチールコイルは等しい特性を有している事を前提とする。 
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スチールコイルを二段以上積付ける場合，4.1.3 及び 4.2 の算式を適用して差し支えない。この場合，最下段のスチール

コイルのみがホッパ斜板又は縦通隔壁に接していると想定する。

その他の場合にあっては，その都度検討しなければならない。 

 
図 8 内底板上のスチールコイルの固縛 

 

4.1.2 スチールコイルの内底板上の積付け

内底板上におけるスチールコイルの積付けは，次の 2 種類を考慮する。

・ フロアの位置を考慮しないスチールコイルの内底板上の積付け（図 9 参照）

・ フロアの位置を考慮するスチールコイルの内底板上の積付け（図 10 参照） 

 
図 9 フロアの位置を考慮しないスチールコイルの内底板上の積付け 

 
 

図 10 フロア間におけるスチールコイルの内底板上の配置 

 

4.1.3 フロアの位置を考慮しないスチールコイルの内底板上の積付け

フロアの位置を考慮しないスチールコイルの内底板上の積付けを図 9 に示す。

ダンネージによるパネル 1 枚あたりの荷重点の数 n2 は，表 9 による。

パネル 1 枚毎の両端ダンネージの荷重点間の距離 lpl は，表 10 による。 

キーコイル 
支材 ワイヤ 

チョック 

ダンネージ 

内底板 

船底外板 

スチールコイル スチールコイル スチールコイル 

ダンネージ 

フロア フロア フロア 

及び は表 9 及び表 10 による 

ダンネージ 

スチールコイル スチールコイル 

フロア フロア フロア 
船底外板 

内底板 
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表 9 ダンネージによるパネル 1 枚あたりの荷重点の数 n2 

n2 
n3 

2 3 4 5 

1 5.00 £<
stl

l  33.00 £<
stl

l  25.00 £<
stl

l  2.00 £<
stl

l  

2 2.15.0 £<
stl

l  67.033.0 £<
stl

l  5.025.0 £<
stl

l  4.02.0 £<
stl

l  

3 7.12.1 £<
stl

l  2.167.0 £<
stl

l  75.05.0 £<
stl

l  6.04.0 £<
stl

l  

4 4.27.1 £<
stl

l  53.12.1 £<
stl

l  2.175.0 £<
stl

l  8.06.0 £<
stl

l  

5 9.24.2 £<
stl

l  87.153.1 £<
stl

l  45.12.1 £<
stl

l  2.18.0 £<
stl

l  

6 6.39.2 £<
stl

l  4.287.1 £<
stl

l  7.145.1 £<
stl

l  4.12.1 £<
stl

l  

7 1.46.3 £<
stl

l  73.24.2 £<
stl

l  95.17.1 £<
stl

l  6.14.1 £<
stl

l  

8 8.41.4 £<
stl

l  07.373.2 £<
stl

l  4.295.1 £<
stl

l  8.16.1 £<
stl

l  

9 3.58.4 £<
stl

l  6.307.3 £<
stl

l  65.24.2 £<
stl

l  0.28.1 £<
stl

l  

10 0.63.5 £<
stl

l  93.36.3 £<
stl

l  9.265.2 £<
stl

l  4.20.2 £<
stl

l  

 

 
表 10 パネル 1 枚毎の両端ダンネージの荷重点間の距離llp（m） 

n2 
n3 

2 3 4 5 

1 ダンネージの実幅 

2 stl5.0  stl33.0  stl25.0  stl2.0  

3 stl2.1  stl67.0  stl50.0  stl4.0  

4 stl7.1  stl20.1  stl75.0  stl6.0  

5 stl4.2  stl53.1  stl20.1  stl8.0  

6 stl9.2  stl87.1  stl45.1  stl2.1  

7 stl6.3  stl40.2  stl70.1  stl4.1  

8 stl1.4  stl73.2  stl95.1  stl6.1  

9 stl8.4  stl07.3  stl40.2  stl8.1  

10 stl3.5  stl60.3  stl65.2  stl0.2  
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4.1.4 フロア間へのスチールコイルの積付け

フロアの位置を考慮するスチールコイルの内底板上の配置を図 10 に示す。

・ ダンネージによるパネル 1 枚あたりの荷重点の数 n2 は， 32 nn = としなければならない。 
・ パネル 1 枚毎の両端のダンネージの荷重点間の距離 lpl は，1 列のスチールコイルを支持する両端のダンネージ間

の距離としなければならない。

4.1.5 スチールコイル貨物の重心

考慮する貨物倉におけるスチールコイル貨物の重心位置は，次による。

(a) 縦方向位置 

xGsc は，4 章 1 節 1.2.1 に定義する座標系において，考慮する貨物倉の容積重心位置の X 座標（m）とする。 

(b) 横方向位置 

4
H

Gsc
By e=  

(c) 垂直方向位置 

( )
22

3
11 1

sc
DBGsc

dnhz
ú
ú
û

ù

ê
ê
ë

é
-++=  

e ： 係数で，次による。

左舷側の構造部材の評価用： 0.1=e  

右舷側の構造部材の評価用： 0.1-=e  

4.2 合計荷重

4.2.1 内底板に作用する合計荷重

内底板に作用するスチールコイル貨物による合計荷重 Fsc-ib（kN）は，次による。ただし，0 未満としてはならない。 
( ) ( ) dibscsibscYGXGibsc FFCCF ----- += qj coscos  

Fsc-ib-s： 内底板に作用するスチールコイルによる静的荷重（kN）で，4.3.1 の規定による。

Fsc-ib-d： 内底板に作用するスチールコイルによる動的荷重（kN）で，4.4.2 の規定による。

CXG，CYG： 荷重組合せ係数で，4 章 2 節 2.2 の規定による。 

4.2.2 ホッパ斜板に作用するスチールコイル貨物による合計荷重

ホッパ斜板に作用するスチールコイル貨物による合計荷重 Fsc-hs（kN）は，次による。ただし，0 未満とてはならない。 
( ) ( )

dhsscshssc
h

XGYGh
hssc FFCCF ----- +

+
=

q
jqeq

cos
coscos  

Fsc-hs-s： ホッパ斜板に作用するスチールコイルによる静的荷重（kN）で，4.3.2 の規定による。

Fsc-hs-d： ホッパ斜板に作用するスチールコイルによる動的荷重（kN）で，4.4.3 の規定による。

CXG，CYG： 荷重組合せ係数で，4 章 2 節 2.2 の規定による。 

4.3 静的荷重

4.3.1 内底板に作用する静的荷重

内底板に作用するスチールコイルによる静的荷重 Fsc-ib-s（kN）は，次による。 
gMF ibscsibsc --- =  

Msc-ib： スチールコイルの等価質量（t）で，次による。 

102 £n 及び 53 £n の場合： 
3

21

n
nnWKM Sibsc =-  

102 >n 又は 53 >n の場合： 
st

Sibsc nWKM
l

l
1=-  

KS：  係数で，次による。 
スチールコイル一段積みにし，キーコイルを用いて固縛する場合： 4.1=SK  

その他の場合： 0.1=SK  

4.3.2 ホッパ斜板に作用する静的荷重

ホッパ斜板に作用するスチールコイルによる静的荷重 Fsc-hs-s（kN）は，次の算式による。 
gMF hsschshssc --- = qcos  

Msc-hs： スチールコイルの等価質量（t）で，次による。 
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102 £n 及び 53 £n の場合： 
3

2

n
nWCM khssc =-  

102 >n 又は 53 >n の場合： 
st

khssc WCM
l

l
=-  

Ck：   係数で，次による。 

スチールコイルを二段以上積むか，若しくは，一段積でキーコイルをビルジホッパ斜板又は内殻板部材

から 2 つ目又は 3 つ目の位置に配置する場合： 2.3=kC  

その他の場合： 0.2=kC  

4.4 動的荷重

4.4.1 ロールによる接線方向の加速度

ロールによる接線方向の加速度 aR（m/s2）は，次による。 

( )22
2

2
180 GscGscR zRy

T
a -+ 

ø

ö
çç
è

æ
=

q

ppq  

yGsc： 考慮する貨物倉におけるスチールコイル貨物の重心位置の Y 座標（m）で，4.1.5 の規定による。

zGsc： 考慮する貨物倉におけるスチールコイル貨物の重心位置の Z 座標（m）で，4.1.5 の規定による。 

4.4.2 内底板に作用する動的荷重

内底板に作用するスチールコイルによる動的荷重 Fsc-ib-d（kN）は，次による。 

Zibscdibsc aMF --- =  

aZ： 考慮する貨物倉におけるスチールコイル貨物の重心位置（4.1.5 参照）での垂直方向加速度で，4 章 3 節 3.2.4

の規定による。 

4.4.3 ホッパ斜板に作用する動的荷重

ホッパ斜板に作用するスチールコイルによる動的荷重 Fsc-hs-d（kN）は，次による。 

ú
ú
û

ù

ê
ê
ë

é
- 

ø

ö
ç
ç
è

æ
-

-
= -

--- hswayYSh
Gsc

Gsc
RYRhsscdhssc aC

zR
yaCMF qqe sintansin 1  

CYS，CYR：荷重組合せ係数で，4 章 2 節 2.2 の規定による。

asway： 左右揺れ加速度（m/s2）で，4 章 3 節 2.2.2 の規定による。

aR：   ロールによる接線方向の加速度（m/s2）で，4.4.1 の規定による。

yGsc： 考慮する貨物倉のスチールコイル貨物の重心位置の Y 座標（m）で，4.1.5 の規定による。

zGsc： 考慮する貨物倉のスチールコイル貨物の重心位置の Z 座標（m）で，4.1.5 の規定による。 

5. 暴露していない甲板及びプラットホームに作用する荷重 

5.1 適用

5.1.1 一般

5.2 及び 5.3 に規定する荷重は，暴露していない甲板，居住区の甲板並びにプラットホームにのみ適用する。

5.2 分布貨物による圧力

5.2.1
甲板に分布貨物を積載する場合，分布貨物による静圧及び動圧を考慮しなければならない。

静的分布荷重は設計者によって定められる。ただし，居住区の甲板にあっては，3kN/m2 未満としてはならない。また，

その他の甲板及びプラットホームにあっては，10kN/m2 未満としてはならない。

4 章 7 節に規定する静的（S）設計荷重シナリオにおける分布貨物による圧力 Pdl（kN/m2）は，次による。 

sdldl PP -=  

静的及び動的（S+D）設計荷重シナリオにおける分布貨物による圧力 Pdl（kN/m2）は，動的荷重ケースに対して次によ

る。ただし，0 未満としてはならない。 

ddlsdldl PPP -- +=  

Pdl-s： 分布貨物による静圧（kN/m2）

Pdl-d： 分布貨物による動圧（kN/m2）で，次による。 
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sdl
envZ

ddl P
g

afP -
-

- = b  

aZ-env： 動的荷重ケースにおける考慮する貨物位置での垂直方向の包絡加速度で，4 章 3 節 3.3.3 の規定による。 

5.3 単位貨物による集中荷重

5.3.1
内部甲板に単位貨物を積載する場合，6 章 5 節 1.2 又は 6 章 6 節 3.3 に規定される直接解析を防撓材又は主要支持部材

に適用する際には，単位貨物による静的及び動的な力を考慮しなければならない。

4 章 7 節の規定による静的（S）設計荷重シナリオにおける集中荷重による力 FU（kN）は，次による。 

sUU FF -=  

静的及び動的（S+D）設計荷重シナリオにおける集中荷重による力 FU（kN）は，動的荷重ケースに対して次による。

ただし，0 未満としてはならない。 

dUsUU FFF -- +=  

FU-s： 単位貨物による静的な力（kN）で，次による。 
gmF UsU =-  

FU-d： 単位貨物による動的な力（kN）で，次による。 
envzUdU afmF -- = b  

mU： 単位貨物の質量（t）
az-env： 動的荷重ケースにおける単位貨物の重心位置での垂直方向の包絡加速度で，4 章 3 節 3.3.3 の規定によ

る。 

6. タンク内のスロッシング圧力 

6.1 一般

6.1.1 適用

本 6 の規定は，全ての液体貨物，バラストタンク及びその他の容積が 100m3 を超えるタンクに適用する。ただし，ばら

積貨物船のバラストホールドには適用しない。

6.1.2
本 6 に規定するスロッシング圧力は，タンクの境界又は内部構造と高速で衝突することによる衝撃圧力の効果は含まな

いものとする。最大有効スロッシング幅 bslh（6.4.2 参照）が 0.56B を超えるタンク，又は，最大有効スロッシング長さ slhl

（6.3.2 参照）が，0.05hmax から 0.95hmax の任意の注水高さ（6.3.3 参照）において 0.13LCSRを超えるタンクに対しては，本

会が適当と認める衝撃評価を個別に行わなければならない。

6.1.3 タンクの境界及び内部の仕切りに作用するスロッシング圧力

4章 7節に規定するスロッシング設計荷重シナリオにおけるタンク境界又は内部仕切りの任意の荷重点に作用する液体

によるスロッシング圧力 Pslh（kN/m2）は，次による。ただし，6.2 に規定する Pslh-min の値未満としてはならない。

・ 6.3.3 に規定する横隔壁用： lngslhslh PP -=  

・ 6.3.4 に規定する横桁及び横ストリンガ用： wfslhslh PP -=  

・ 6.4.3 に規定する縦通隔壁用： tslhslh PP -=  
・ 6.4.4 に規定するガーダ及び縦通ストリンガ用： grdslhslh PP -=  

6.2 最小スロッシング圧力

6.2.1
液体動揺を抑制する内部構造を有する二重船側構造のように，セル構造のタンクにおける最小スロッシング圧力 Pslh-min

は，12kN/m2 としなければならない。

貨物タンク及びその他のタンクにおける最小スロッシング圧力 Pslh-min は，20kN/m2 としなければならない。

6.3 縦方向の液体動揺によるスロッシング圧力

6.3.1 適用

縦方向の液体動揺によるスロッシング圧力 Pslh-lng は，タンクの深さ方向にわたって一定の値とし，注水高さ 0.05hmax か

ら 0.95hmax まで 0.05hmax 毎に計算したスロッシング圧力のうち最も大きい値とする。 

6.3.2 有効スロッシング長さ 
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有効スロッシング長さ slhl （m）は，表 11 による。 

 
表 11 有効スロッシング長さ slhl  

横隔壁の種類 slhl  

横水密隔壁 
( )( )

( )( )wfWT

htkwfwfWTWT
slh fn

fn
++

++
= -

11
11 l

l
aa

 

横制水隔壁 
( )[ ]( )

( )( )wfWT

htkwfwfWTWT
slh fn

fn
++

+-+
= -

11
111 l

l
aa

 

 

nWT： タンク内の横制水隔壁の数 

WTa ： 横制水隔壁に関する係数で，次による。（図 11 参照） 

httk

OWT
WT A

A

--

=a  

wfa ： 横桁部材に関する係数で，次による。（図 12 参照） 

httk

hwfO
wf A

A

--

--=a  

船長方向に沿って形状が変化するタンク又は異なる横桁部材に関する係数となる部材を配置するタン

クにおいて， wfa は次に示す当該タンクに配置する全横桁部材の平均とする。 

wf

n

i httk

hwfO

wf n
A

Awf

i

iå
= --

--

= 1a  

AOWT： 考慮する注水高さより下方の制水隔壁の横断面の合計開口面積（m2）

Atk-t-h： 考慮する注水高さより下方のタンクの合計横断面積（m2）

AO-wf-h： 考慮する注水高さより下方の横桁の横断面の合計開口面積（m2）

fwf： タンク内の横桁部材及び制水隔壁の数を考慮した係数で，次による。 

WT

wf
wf n

n
f

+
=

1
 

nwf： 制水隔壁を除くタンク内の横桁部材の数 

htk-l ： 考慮する注水高さにおけるタンク長さ（m） 

 
図 11 横制水隔壁に関する係数 
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図 12 横桁部材に関する係数 

 

6.3.3 横隔壁に作用するスロッシング圧力

横制水隔壁を含む横隔壁に作用する縦方向の液体動揺によるスロッシング圧力 Pslh-lng（kN/m2）は，特定の注水高さに

対して，次による。 

ú
ú
û

ù

ê
ê
ë

é
 
ø

ö
çç
è

æ
--=- 350

7.139.04.0 CSR

CSR

slh
slhslhslhlngslh

L
L

fgP l
lr  

slhl ： 有効スロッシング長さ（m）で，6.3.2 の規定による。 

fslh： 係数で，次による。 
2

max
7.021  

ø

ö
çç
è

æ
--=

h
h

f fill
slh  

hfill： タンクの底面からの注水高さ（m）（図 11 参照） 

6.3.4 横隔壁に隣接する横桁又は横ストリンガに作用するスロッシング圧力

内部に横桁を有するタンクにおいて，横隔壁又は横制水隔壁に隣接し，隔壁から 0.25 slhl 以内にある横桁又は横ストリ

ンガに作用する縦方向の液体動揺によるスロッシング圧力 Pslh-wf（kN/m2）は，次による。 
2

1  
ø

ö
çç
è

æ
-= --

slh

wf
lngslhwfslh

s
PP

l
 

slhl ： 有効スロッシング長さ（m）で，6.3.2 の規定による。 

Pslh-lng： 横隔壁に作用する縦方向の液体動揺によるスロッシング圧力で，6.3.3 の規定による。

swf：  横隔壁から考慮する横桁までの距離（m） 

横桁及び横ストリンガにおける圧力分布は，図 13 による。
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図 13 横桁及び横ストリンガにおける圧力分布 

 

6.4 横方向の液体動揺によるスロッシング圧力

6.4.1 適用

横方向の液体動揺によるスロッシング圧力 Pslh-tは，タンクの深さ方向にわたって一定の値とし，注水高さ 0.05hmax から

0.95hmax まで 0.05hmax 毎に計算したスロッシング圧力のうち最も大きい値とする。 

6.4.2 有効スロッシング幅

有効スロッシング幅 bslh（m）は，表 12 による。ただし，0.3B 未満としてはならない。

 
表 12 有効スロッシング幅 bslh 

縦通隔壁の種類 bslh 

縦通水密隔壁 
( )( )

( )( )grdWL

htkgrdgrdWLWL
slh fn

bfn
b

++

++
= -

11
11 aa

 

縦通制水隔壁 
( )[ ]( )

( )( )grdWL

htkgrdgrdWLWL
slh fn

bfn
b

++

+-+
= -

11
111 aa

 

 

nWL： タンク内の縦通制水隔壁の数 

WLa ： 縦通制水隔壁に関する係数で，次による。 

hLtk

OWL
WL A

A

--

=a  

grda ： ガーダに関する係数で，次による。 

hLtk

hgrdO
grd A

A

--

--=a  

AOWL： 考慮する注水高さより下方の制水隔壁の縦断面の合計開口面積（m2）

Atk-L-h： 考慮する注水高さより下方のタンクの合計縦断面面積（m2）

AO-grd-h： 考慮する注水高さより下方の横桁の縦断面の合計開口面積（m2）

fgrd： タンク内のガーダ及び縦通制水隔壁の数を考慮した係数で，次による。 

WL

grd
grd n

n
f

+
=

1
 

ngrd： 制水隔壁を除くタンク内のガーダの数 

（ストリンガ 1 と同様）

内底板 

横隔壁 

甲板 

船底外板 

（ストリンガ 1 と同様）

（ストリンガ 1） 
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btk-h： 考慮する注水高さにおけるタンク幅 

6.4.3 縦通隔壁に作用するスロッシング圧力

縦通制水隔壁を含む縦通隔壁に作用する横方向の液体動揺によるスロッシング圧力 Pslh-t（kN/m2）は，特定の注水高さ

に対して，次による。 

75.03.07 GM
B

bfgP slh
slhslhtslh  

ø

ö
ç
è

æ
-=- r  

bslh： 有効スロッシング幅（m）で，6.4.2 の規定による。

GM： メタセンタ高さで，4 章 3 節 2.1.1 の規定による。 

バラストタンクにおけるスロッシング圧力の算定にあたっては，油タンカーの場合は「バラスト状態」

とし，ばら積貨物船の場合は「ノーマルバラスト状態」を想定しなければならない。

油タンカーの貨物タンクにおけるスロッシング圧力の算定にあたっては，部分積付状態を想定しなけれ

ばならない。 

fslh： 係数で，6.3.3 の規定による。 

6.4.4 縦通隔壁に隣接するガーダ又は縦通ストリンガに作用するスロッシング圧力

内部にガーダ又はストリンガを有するタンクにおいて，縦通水密隔壁及び縦通制水隔壁に隣接し，隔壁から 0.25bslh 以

内にあるガーダ及び横桁に作用するスロッシング圧力 Pslh-grd（kN/m2）は，次による。 
2

1  
ø

ö
çç
è

æ
-= --

slh

grd
tslhgrdslh b

s
PP  

bslh： 有効スロッシング幅（m）で，6.4.2 の規定による。

Pslh-t： 縦通隔壁に作用する横方向の液体動揺によるスロッシング圧力で，6.4.3 の規定による。

sgrd： 縦通隔壁から考慮するガーダまでの距離（m） 

ストリンガにおける圧力分布は，図 14 による。また，ガーダにおける圧力分布は，図 13 に示す甲板横桁の圧力分布と

同様とする。 

 
図 14 ガーダ及び縦通ストリンガにおけるスロッシング圧力分布 

 
 

甲板 

縦通隔壁 

（ストリンガ 2 と同様） 

（ストリンガ 2 と同様） 

（ストリンガ 2） 
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7. 水圧試験時の設計圧力 

7.1 定義

7.1.1
実際の強度試験は，1 章 2 節 3.8.4 の規定に従って行わなければならない。また，構造評価にあたっては，設計静圧を

適用しなければならない。

水圧試験時の設計圧力 PST（kN/m2）は，次による。 
( )zzP STST -= 10  

zST ： 設計試験水頭高さ（m）で，表 13 による。 

 
表 13 設計試験水頭高さ zST 

区画 zST 

二重底タンク(1) 

次のうち，大きい方の値： 
airtopST hzz +=  

bdST zz =  

ホッパサイドタンク，トップサイドタンク，二

重船側タンク，タンクとして使用する船首尾部 

次のうち，大きい方の値 

airtopST hzz +=  

4.2+= topST zz  

タンク隔壁，深水タンク，燃料油タンク 

次のうち，大きい方の値 
airtopST hzz +=  

4.2+= topST zz  

PVtopST Pzz 1.0+=  

バラストホールド 9.0+= hST zz  

チェーンロッカ（船首隔壁より後方にある場合） cST zz =  

独立タンク 

次のうち，大きい方の値 
airtopST hzz +=  

9.0+= topST zz  

バラストダクト 
バラストポンプの最大圧力に対応する試験水頭

高さ 

zbd：隔壁甲板の Z 座標（m）

zh：  ハッチコーミング上端の Z 座標（m）

zc：  チェーンパイプ上端の Z 座標（m）

(1) ホッパサイドタンク，トップサイドタンク又は二重船側タンクと繋がっている二重底タンクについては，

ホッパサイドタンク，トップサイドタンク，二重船側タンク，タンクとして使用する船首尾部及びコフ

ァダムに適用すべき zST の値を適用する。 
 

 

② 

② 
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7 節 設計荷重シナリオ 

記号 

本節に規定されない記号については，1 章 4 節による。

VBM： 設計垂直曲げモーメント（kNm）

Msw： 航海中におけるホギング及びサギング状態での許容静水中曲げモーメント（kNm）で，4 章 4 節 2.2.2 の規定に

よる。 

Msw-p： 港内又は閉囲された水域におけるホギング及びサギング状態での許容静水中曲げモーメント（kNm）で，4 章

4 節 2.2.3 の規定による。 

Msw-f： 浸水状態におけるホギング及びサギング状態での許容静水中曲げモーメント（kNm）で，4 章 4 節 2.2.4 の規定

による。 

Mwv-LC： 考慮する動的荷重ケースでの波浪中垂直曲げモーメント（kNm）で，4 章 4 節 3.5.2 の規定による。

HBM： 設計水平曲げモーメント（kNm）

Mwh-LC：考慮する動的荷重ケースでの波浪中水平曲げモーメント（kNm）で，4 章 4 節 3.5.4 の規定による。

TM： 設計捩りモーメント（kNm）

Mwt-LC： 考慮する動的荷重ケースでの波浪中捩りモーメント（kNm）で，4 章 4 節 3.5.5 の規定による。

VSF： 設計垂直せん断力（kN）

Qsw： 航海中における正及び負の許容静水中ハルガーダ垂直せん断力（kN）で，4 章 4 節 2.3.1 又は 4 章 4 節 2.3.3 の

規定による。 

Qsw-p： 港内又は閉囲された水域における正及び負の許容静水中ハルガーダ垂直せん断力（kN）で，4 章 4 節 2.3.2 又

は 4 章 4 節 2.3.4 の規定による。 

Qsw-f： 浸水状態における正及び負の許容静水中ハルガーダ垂直せん断力（kN）で，4 章 4 節 2.3.5 の規定による。

Qwv-LC： 考慮する動的荷重ケースでの波浪中垂直せん断力（kN）で，4 章 4 節 3.5.3 の規定による。

Pex： 設計外圧（kN/m2） 

PS： 考慮する喫水での海水による静圧（kN/m2）で，4 章 5 節 1.2.1 の規定による。 

PW： 考慮する動的荷重ケースでの波浪変動圧で，4 章 5 節 1.3.2 から 4 章 5 節 1.3.8 の規定による。

PD： 考慮する動的荷重ケースでの青波荷重（kN/m2）で，4 章 5 節 2.2.3 及び 4 章 5 節 2.2.4 の規定による。

Pin： 設計内圧（kN/m2）

PST： 水圧試験時の圧力（kN/m2）で，4 章 6 節 7.1.1 の規定による。

Pls： タンク内の液体による静圧（kN/m2）で，4 章 6 節 1.2 の規定による。

Pld： 考慮する動的荷重ケースでのタンク内の液体による動圧（kN/m2）で，4 章 6 節 1.3 の規定による。

Pbs： ばら積貨物による静圧（kN/m2）で，4 章 6 節 2.5.2 の規定による。

Pbd： 考慮する動的荷重ケースでのばら積貨物による動圧（kN/m2）で，4 章 6 節 2.5.3 の規定による。

Pfs： 浸水した区画及びタンクにおける静圧（kN/m2）で，4 章 6 節 1.4.1 の規定による。

Pfd： 浸水した区画及びタンクにおける動圧（kN/m2）で，4 章 6 節 1.5.1 の規定による。

Pdl-s： 暴露していない甲板及びプラットホームにおける静圧（kN/m2）で，4 章 6 節 5.2.1 の規定による。

Pdl-d： 考慮する動的荷重ケースでの暴露していない甲板及びプラットホームにおける動圧（kN/m2）で，4 章 6 節 5.2.1
の規定による。 

FU-s： 重量の大きい貨物，艤装品及び構造部材のための支持構造及び締付け装置に作用する静的荷重（kN）で，4 章

5 節 2.3.2 の規定による。 

FU-d： 重量の大きい貨物，艤装品及び構造部材のための支持構造及び締付け装置に作用する動的荷重（kN）で，4 章

5 節 2.3.2 の規定による。 

PSL： 船底スラミング圧（kN/m2）で，4 章 5 節 3.2 の規定による。

PFB： 船首衝撃圧（kN/m2）で，4 章 5 節 3.3 の規定による。

Pslh： スロッシング圧力（kN/m2）で，4 章 6 節 6 の規定による。 
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1. 一般 

1.1 適用

1.1.1
次の評価に用いる設計荷重シナリオは，本節による。

・ 算式及び直接計算（有限要素法）による強度評価では，2 に規定する設計荷重シナリオを用いる。

・ 算式及び直接計算（有限要素法）による疲労評価では，3 に規定する設計荷重シナリオを用いる。

1.1.2
強度評価に用いる主要な設計荷重シナリオは静的（S）荷重又は静的及び動的（S+D）組合せ荷重のどちらかで構成さ

れる。いくつかのケースでは，S 又は S+D に事故浸水設計荷重シナリオを意味する略文字 A をつける。また，衝撃荷重

（I），スロッシング荷重（SL）及び疲労荷重（F）に関連する追加の設計荷重シナリオがある。 
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2. 強度評価に用いる設計荷重シナリオ 

2.1 主要な設計荷重シナリオ

2.1.1
主要な設計荷重シナリオを表 1 に示す。 

 
表 1 主要な設計荷重シナリオ 

設計荷重シナリオ 

港内及び閉囲

された水域及

び水圧試験 

極めて厳しい

海象での航海 

バラスト水の

交換作業(4) 
事故浸水(4) 

荷重成分 
静的荷重 

(S) 

静的及び動的

組合せ荷重 

(S+D) 

静的及び動的

組合せ荷重 

(S+D) 

静的荷重 

(A:S) 

静的及び動的組

合せ荷重 

(A:S+D) 

ハ
ル
ガ
ー
ダ

 

設 計 垂 直 曲 げ モ ー メ ン ト

（VBM） 
pswM -  LCwvsw MM -+  LCwvsw MM -+  fswM -

(2) LCwvfsw MM -- + (3) 

設 計 水 平 曲 げ モ ー メ ン ト

（HBM） 
- LCwhM -  LCwhM -  - LCwhM -

(3) 

設計垂直せん断力（VSF） pswQ -  LCwvsw QQ -+  LCwvsw QQ -+  - LCwvfsw QQ -- +
(3) 

設計捩りモーメント（TM） - LCwtM -  LCwtM -  - - 

局
部
荷
重

 

Pex 
青波荷重が作用する甲板 - DP  - - - 

船殻 SP  WS PP +  WS PP +  - - 

Pin 

バラストタンク(1) 

( )STls PPMax ,  ldls PP +  

ldls PP +  - 

- 液体貨物タンク - - 

その他のタンク - - 

水密の境界 - - - 
fsP  fdfs PP +  

貨物倉 bsP  bdbs PP +  - 

Pdk 

液体を積載しない区画内

の甲板 
sdlP -  ddlsdl PP -- +  - - - 

分布貨物を積載する甲板 sdlP -  ddlsdl PP -- +  - - - 

重量の大きい貨物等を積

載する甲板 
sUF -  dUsU FF -- +  - - - 

(1) バラストホールドは，バラスト水の交換作業のための設計荷重シナリオを除き，バラストタンクとして考慮する。

(2) 水密隔壁の局部寸法に用いる Msw-fとする。

(3) LCSRが 150m 以上のばら積貨物船のハルガーダの強度評価は，5 章 1 節の規定により行う。

(4) 算式による評価においてのみ適用する。 
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2.2 追加の設計荷重シナリオ

2.2.1
スロッシング，船底スラミング及び船首衝撃において考慮する設計荷重シナリオは，表 2 による。 

 
表 2 衝撃及びスロッシング状態における設計荷重シナリオ 

設計荷重シナリオ 船首衝撃 船底スラミング スロッシング 

荷重成分 衝撃（I） 衝撃（I） スロッシング（SL） 

ハ
ル
ガ
ー
ダ

 設計垂直曲げモーメント（VBM） - - swM  

設計水平曲げモーメント（HBM） - - - 

設計垂直せん断力（VSF） - - - 

設計捩りモーメント（TM） - - - 

局
部
荷
重

 

Pex 
青波荷重が作用する甲板 - - - 

船殻 FBP  SLP  - 

Pin 

バラストタンク 

- - slhP  液体貨物タンク 

その他のタンク 

水密の境界  - - 

貨物倉(1) - - - 

Pdk 

液体を積載しない区画内の甲板 - - - 

分布貨物を積載する甲板 - - - 

重量の大きい貨物等を積載する

甲板 
- - - 

(1) ばら積貨物船のバラストホールドに対して，スロッシングの評価は行わない。 
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3. 疲労評価に用いる設計荷重シナリオ 

3.1 設計荷重シナリオ

3.1.1
疲労評価に用いる設計荷重シナリオは，表 3 による。 

 
表 3 疲労評価に用いる設計荷重シナリオ 

設計荷重シナリオ 疲労：静的及び動的組合せ荷重

(F:S+D) 荷重成分 

ハ
ル
ガ
ー
ダ

 

設計垂直曲げモーメント（VBM） LCwvsw MM -+  

設計水平曲げモーメント（HBM） LCwhM -  

設計垂直せん断力（VSF） LCwvsw QQ -+  

設計捩りモーメント（TM） LCwtM -  

局
部
荷
重

 

Pex 
青波荷重が作用する甲板 - 

船殻 WS PP +  

Pin 

バラストタンク(1) 

ldls PP +  液体貨物タンク 

その他のタンク 

水密の境界 - 

貨物倉 bdbs PP +  

Pdk 

液体を積載しない区画内の甲板 - 

分布貨物を積載する甲板 - 

重量の大きい貨物等を積載する甲板 - 

(1) バラストホールドは，バラスト水の交換作業のための設計荷重シナリオを除き，バラストタンクして考慮する。 
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8 節 積付状態 

記号 

本節に規定されない記号については，1 章 4 節による。 
l ： プロペラの中心線から水線までの距離（m） 

Dp： プロペラの直径（m）

MFull： 貨物質量（t）で，4 章 6 節の規定による。

MH： 貨物質量（t）で，4 章 6 節の規定による。

MHD： 貨物質量（t）で，4 章 6 節の規定による。

MBLK： ブロック積状態における貨物倉の最大貨物重量（t）で，4 章付録 1 の規定による。

CBM-LC：許容静水中垂直曲げモーメントの百分率とする係数で，表 2 から表 9 及び表 12 から表 21 による。

CSF-LC： 許容静水中垂直せん断力の百分率とする係数で，表 2 から表 9 及び表 12 から表 21 による。

xb-aft，xb-aft： 有限要素モデルにおける中央の貨物倉の後端隔壁及び前端隔壁の縦方向の位置（m）

EA： 隔倉積状態における空倉

FA： 隔倉積状態における満載の貨物倉

TH1，TH2，TH3，TH4： 港内状態での最小許容喫水（m）で，4 章付録 1 の規定による。 

1. 適用 

1.1 長さ LCSRが 150m以上の船舶

1.1.1 
長さ LCSRが 150m 以上の船舶にあっては，2 から 5 の規定を適用しなければならない。

1.1.2 強度評価に用いる設計積付状態

強度評価に用いる設計積付状態を，2 から 4 に規定する。このうち，油タンカー及びばら積貨物船において共通の設計

積付状態を 2 に規定する。また，油タンカー及びばら積貨物船それぞれに対する設計積付状態を 3 及び 4 に規定する。

特に規定がない場合，各設計航海状態において，出港状態及び入港状態を考慮しなければならない。

1.1.3 
2 から 4 に規定する要件は，ここに規定しない積付状態をローディングマニュアルに記載することを妨げるものではな

い。ただし，それらの積付状態については，計算書を別途提出しなければならない。また，要求されるローディングマニ

ュアル及び積付計算機を代替するものではない。

1.1.4 
2 から 4 に規定しない積付状態がローディングマニュアルに記載されている場合，これらの積付状態を別途考慮しなけ

ればならない。

1.1.5 疲労評価に用いる標準設計積付状態

疲労評価に用いる標準設計積付状態については，5 に規定する。

1.2 長さ LCSRが 150m未満のばら積貨物船

1.2.1 
5 章に規定する縦強度評価並びに 6 章，2 編 1 章 3 節及び 2 編 1 章 4 節に規定する板，防撓材及び主要支持部材の局部

強度評価においては，ローディングマニュアル，中央横断面図又は設計者の指定するその他のものに記載されるもののう

ち最も厳しい積付状態を考慮しなければならない。

LCSRが 150m 未満の船舶にあっては，2 の規定を適用しなければならない。

1.3 動的荷重ケース

1.3.1 航海状態

特に規定がない場合，各設計航海状態に対し，すべての動的荷重ケースを考慮しなければならない。  
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1.3.2 横波及び斜波における動的荷重ケース

有限要素荷重解析において，横波及び斜波による動的荷重ケースで算定する船舶の左舷側及び右舷側における荷重は，

モデルの両舷に対してそれぞれ適用しなければならない。

センターラインに対して左右対称の船舶にあっては，左右の降伏及び座屈の評価結果が等しくなるという前提で，左舷

側に対する横波及び斜波による動的荷重ケースで算定する荷重のみを適用して差し支えない。即ち，右舷側に対する波に

よる動的荷重ケースで算定する荷重は省略して差し支えない。 

2. 共通の設計積付状態 

2.1 定義

2.1.1 
原則として，静水中曲げモーメント及び静水中せん断力の計算においては，出港状態及び入港状態における燃料油，清

水及び貯蔵物の積載量に基づき，設計貨物積付状態及び設計バラスト状態を考慮しなければならない。航海中の任意の中

間状態において消耗品の積載量及び配置がより過酷な条件を与えると考えられる場合には，上記の出入港状態での積付状

態に加え，中間状態における計算結果を本会に提出しなければならない。また，航海中にバラストの漲水又は排水を計画

する場合には，当該タンクの漲水又は排水の直前及び直後の状態における計算結果を本会に提出すると共にローディング

マニュアルに記載しなければならない。

2.1.2 出港状態

出港状態を考慮する場合，燃料油タンクの積載量を容量の 95%未満としてはならず，他の消耗品は容量の 100%とした

状態に基づかなければならない。

2.1.3 入港状態

入港状態を考慮する場合，燃料，清水及び貯蔵物を最大容量の 10%とした状態に基づかなければならない。

2.2 部分漲水とするバラストタンク

2.2.1 バラスト状態に部分漲水するバラストタンク

出港状態，入港状態又は中間状態において，船首尾バラストタンク又はその他のバラストタンクを部分漲水するバラス

ト状態は，次の条件を満足しない限り，設計積付状態としてはならない。

・ 出港状態，入港状態又は中間状態において，考慮するタンクが満載，空及び計画する液位での部分漲水とする積付

状態のいずれにおいても 5 章 1 節及び 8 章 3 節に規定するハルガーダ強度を満足すること。 

・ 長さ LCSRが 150m 以上のばら積貨物船にあっては，出港状態，入港状態又は中間状態において，考慮するタンクが

満載，空及び計画する液位での部分漲水とする積付状態のいずれにおいても 5 章 1 節に規定する浸水時のハルガー

ダ強度を満足すること。 

タンクを満載，空及び部分漲水とする状態は，静水中曲げモーメント及び静水中せん断力の算定のための設計状態とし

て考慮しなければならない。ただし，この場合は 2.3.1，3.1.1 又は 4.1.1 に規定するプロペラの没水及びトリムに関する要

件を満足する必要はない。

複数のタンクを部分漲水する場合，それらのタンクを満載，空及び計画する液位での部分漲水とする状態のすべての組

合せを考慮しなければならない。シーケンシャル法を用いたバラスト水の交換に対しては，これらの要件を適用する必要

はない。

2.2.2 貨物積載状態において部分漲水とするバラストタンク

貨物積載状態にあっては，2.2 の規定を船首尾バラストタンクにのみ適用する。

2.3 航海状態

2.3.1 
ローディングマニュアルには，少なくとも，次に示す航海中の積付状態を記載しなければならない。

(a) 構造用喫水に対応する状態を含む均等積状態。均等積状態には，出港時にバラストタンクへ漲水する状態を含んで

はならない。 

(b) バラストタンクが満載，部分漲水又は空のバラスト状態。バラストタンクを部分漲水とする場合，2.2.1 の要件を

満たさなければならない。海上においてバラスト水を積載することのできる貨物タンク及び貨物倉を含むすべての

貨物タンク及び貨物倉は空としなければならない。プロペラは完全に没水しなければならない。トリムは船尾トリ

ムとし，0.015LLLを超えてはならない。 
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(c) バラスト水交換を実施する船舶にあっては，バラスト水交換作業中の状態。バラスト漲水又は排水の直前及び直後

の中間状態における計算結果を提出しなければならない。 

2.4 港内及び閉囲された水域における状態

2.4.1 
ローディングマニュアルには，次に示す港内及び閉囲された水域における積付状態を記載しなければならない。

(a) 貨物の典型的な荷役作業時の状態

(b) 入渠直前の状態

(c) プロペラシャフトの中心の位置が水線上 Dp/4 以上となるアフロート状態でのプロペラ検査時の状態。ポッド推進

システムを有する船舶については，本会の適当と認めるところによる。 

2.5 積付状態

2.5.1 代替設計

本節に規定されない構造配置にあっては，積付状態及びその積付パターン，対応する喫水，静水中曲げモーメント並び

に静水中せん断力については，本会の適当と認めるところによる。 

3. 油タンカー 

3.1 油タンカー特有の設計積付状態

3.1.1 航海状態

ローディングマニュアルには，少なくとも，次に示す航海中の積付状態を記載しなければならない。

(a) バラストタンクが満載，部分漲水又は空のヘビーバラスト状態。バラストタンクを部分漲水とする場合，2.2.1 の

要件を満たさなければならない。船首バラストタンクが配置されている場合にあっては，当該タンクを満載としな

ければならない。船首バラストタンクが上下に配置されている場合にあっては，下部の船首バラストタンクは満載

としなければならないが，上部の船首バラストタンクについては，満載，部分積載又は空として差し支えない。海

上においてバラスト水を積載することのできる貨物タンクを含むすべての貨物タンクは空としなければならない。

船首垂線における喫水は，ノーマルバラスト状態におけるものより浅くしてはならない。プロペラは完全に没水し

なければならない。トリムは船尾トリムとし，0.015LLLを超えてはならない。 

(b) タンク洗浄時又はバラスト状態とは異なるその他の運用時の中間状態

(c) あらゆる不均等積状態

(d) 最大設計貨物密度を含む高比重貨物を積んだ状態

(e) 貨物タンク区域におけるすべての分離バラストタンクが満載で，燃料油及び清水タンクを含むその他のタンクがす

べて空の設計バラスト状態。この設計状態は，船体強度評価のためのものであり，船舶の運航状態を想定したもの

ではない。ローディングマニュアルに記載される関連する状態において，貨物タンク区域内の分離バラストタンク

にバラストのみを積載する場合には，IMO 73/78 SBT の条件も満足することになる。

3.1.2 追加の積付状態

船舶が次に示す追加の積付状態で設計され，本会に認められている場合，当該積付状態をローディングマニュアルに含

まなければならない。

(a) MARPOL 条約附属書 I 第 18 規則によって認められている緊急時にバラストタンクとして使用する 1 つ以上の貨物

タンクにバラスト水を積載する航海中のバラスト状態 

(b) 二重底に作用する垂直上向きのネット静的荷重が，貨物タンクが空であって，かつ，平均喫水が 0.9TSCの状態にお

ける当該荷重を超える航海中の積付状態 

(c) 貨物タンクの積載量が容量の 25%未満，かつ，平均喫水が 0.9TSCを超える航海中の積付状態

(d) 二重底に作用する垂直下向きのネット静的荷重が，貨物タンクが比重 1.025t/m3 以上の貨物を満載し，かつ，平均

喫水が 0.6TSCの状態における当該荷重を超える航海中の積付状態 

(e) 中央貨物タンクにクロスタイを有する船舶で，右舷及び左舷の船側貨物タンクの液位差が船側貨物タンクの液位の

25%を超える左右非対称の積付パターンとなる航海中の積付状態 

3.2 直接強度解析に用いる設計荷重の組合せ

3.2.1
有限要素解析のための設計荷重の組合せは，表 1 による。 

② 
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表 1 油タンカーの設計荷重組合せ 

 
船体中央部の貨物

タンク区域 

船体中央部を除く

貨物タンク区域 

最前端の貨物タン

ク 

最後端の貨物タン

ク 

2 列の油密隔壁を有する油タ

ンカー 
表 2 表 4 表 6 表 8 

船体中心線上に 1 列の油密隔

壁を有する油タンカー 
表 3 表 5 表 7 表 9 

備考 1： 船体中央部を除く貨物タンク区域とは，最前端の貨物タンク及び最後端の貨物タンクを除いた船体中央部の前後の貨

物タンク区域のことをいう。 

 

3.2.2
2 列の縦通油密隔壁を有する油タンカーにあっては，貨物タンク長さが 0.15LCSR未満の場合，表 2，表 4，表 6 及び表 8

に示す喫水は，本会の適当と認めるところによる。

3.2.3
1 列の縦通油密隔壁を有する油タンカーにあっては，貨物タンク長さが 0.11LCSR未満の場合，表 3，表 5，表 7 及び表 9

に示す喫水は，本会の適当と認めるところによる。

3.2.4
航海状態における各積付パターンに対する動的荷重ケースを，表 2 から表 9 に示す。各動的荷重ケースは，4 章 2 節の

規定による。

3.2.5 船体中心線において左右対称な構造を有する船舶

船体中心線において左右対称な構造を有する船舶にあっては，左右の降伏及び座屈の評価結果が等しくなることを条件

として，船体中心線において対称となる積付パターンのうち一方の評価を省略して差し支えない。例えば，表 2 の積付パ

ターン A7b 及び A12b は，それぞれ表 2 の積付パターン A7a 及び A12a の評価を行う場合は省略して差し支えない。

3.2.6 2 列の縦通油密隔壁を有する油タンカー（船側貨物タンクにクロスタイを配置するものを除く）

2 列の縦通油密隔壁を有する油タンカーにあっては，船側貨物タンクにクロスタイを配置するものを除き，左右一対の

船側貨物タンクの非対称積付によってより厳しい応力応答が生じる可能性を考慮し，表 2，表 4，表 6 及び表 8 の積付パ

ターン A7 及び A12 について検討しなければならない。ただし，当該非対称積付状態がローディングマニュアルに含まれ

る場合にのみ，積付パターン A7 の解析を要求する。有限要素解析においては，ローディングマニュアルに記載される実

際の積付パターン，喫水，GM 及び kr を用いる。GM 及び kr の値がローディングマニュアルに記載されていない場合，

GM 及び krの値は 4 章 3 節の規定により算定しなければならない。 

積付パターン A7 及び A12 を考慮しない場合にあっては，ローディングマニュアルに左舷側及び右舷側の船側貨物タン

クの液位差が船側貨物タンクの液位の 25%を超えてはならない旨の運航制限を追記しなければならない。

船側貨物タンクにクロスタイを配置する油タンカーにあっては，積付パターン A7 及び A12 について検討しなくても差

し支えない。

3.2.7 
2 列の縦通油密隔壁を有する油タンカーについて，表 2，表 4，表 6 及び表 8 の航海状態の積付パターン A3 及び港内状

態の積付パターン A13 のように貨物タンクが幅方向に一列並んで空となる場合にあっては，喫水をそれぞれ 0.65TSC及び

0.7TSCとして解析を行わなければならない。より深い喫水での積付パターン A3 又は A13 がローディングマニュアルに記

載される場合にあっては，ローディングマニュアルに記載される当該積付パターンの喫水のうち最も大きい値を用いなけ

ればならない。

3.2.8 
2 列の縦通油密隔壁を有するタンカーについて，表 2，表 4，表 6 及び表 8 の航海状態の積付パターン A5 及び港内状態

の積付パターン A11 のように貨物タンクが幅方向に一列並んで満載となる場合にあっては，喫水をそれぞれ 0.65TSC及び

0.6TSCとして解析を行わなければならない。より浅い喫水での積付パターン A5 又は A11 がローディングマニュアルに記

載される場合にあっては，ローディングマニュアルに記載される当該積付パターンの喫水のうち最も小さい値を用いなけ

ればならない。 
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3.2.9 
表 2 から表 9 の積付パターン A1，A2，B1，B2 及び B3 のように貨物タンクが空となる積付パターンにあっては，喫水

を 0.9TSCとして解析を行わなければならない。より深い喫水での貨物タンクが空となる積付パターンがローディングマニ

ュアルに記載される場合にあっては，ローディングマニュアルに記載される当該積付パターンの喫水のうち最も大きい値

を用いなければならない。

3.2.10 バラスト状態

ローディングマニュアルにおいて，1 つ以上の貨物タンクにバラストを注水するバラスト状態を記載している場合にあ

っては，表 2 又は表 3 の積付パターン A8 又は B7 について検討しなければならない。

ローディングマニュアルに記載される実際の積付けパターンが積付パターン A8 又は B7 と異なる場合は，次による。

(a) 積付パターン A8 又は B7 の代わりに，ローディングマニュアルに記載される実際の積付パターンについて，次に

示す計算条件を用いて検討しなければならない。

・ 喫水は TBAL-Eとする。

・ %100=-LCBMC （サギング状態） 

・ %100=-LCSFC  

・ バラスト水を積載するタンクは積載量を容量の 100%とする。 

(b) 4 章 2 節に規定するすべての動的荷重ケースについて強度評価を行わなければならない。

(c) 解析を行った積付状態に関する運航制限をローディングマニュアルに記載しなければならない。

有限要素解析では，ローディングマニュアルに記載される実際の積付パターン，喫水，GM 及び krを用いる。GM 及び

krがローディングマニュアルに記載されていない場合，GM 及び kr は 4 章 3 節の規定により算定しなければならない。 



－211－

（2019 鋼船規則 CSR-B&T編  1編  4章  8節）

表 2 2 列の油密隔壁を有する油タンカーの船体中央部の貨物タンク区域の有限要素解析に用いる荷重組合せ 

No. 積付パターン 

静水荷重 動的荷重ケース 

喫水 

CBM-LC：許容静

水中曲げモー

メントの割合

（%） 

CSF-LC：許容静

水中せん断力

の割合（%） 

船体中央部の貨物区域 

航海状態 

A1 

 

 
0.9TSC 

100% 
（サギング） 

100% HSM-1 BSP-1P/S N/A 

100% 
（ホギング） 

100% 
HSM-2 

FSM-2 
BSP-1P/S 

OST-2P/S 

OSA-1P/S 

A2 

 

 
0.9TSC 

100% 
（サギング） 

100% HSM-1 
BSR-1P/S 

BSP-1P/S 
N/A 

100% 
（ホギング） 

100% 
HSM-2 

FSM-2 

BSR-1P/S 

BSP-1P/S 
N/A 

A3 

 

 
0.65TSC 

100% 
（ホギング） 

100% (4)

Max SFLC 
HSM-2 N/A N/A 

100% (5)

Max SFLC 
HSM-2 N/A N/A 

100% N/A BSP-1P/S N/A 

0% 

100% (6)

Max SFLC 
HSM-1 N/A N/A 

100% N/A BSP-1P/S N/A 

A4 
 

0.6TSC 
100% 

（サギング） 
100% HSM-1 

BSR-1P/S 

BSP-1P/S 
OSA-2P/S 

A5 

 

 
0.65TSC 

100% 
（サギング） 

100% (4)

Max SFLC 
HSM-1 N/A N/A 

100% (5)

Max SFLC 
HSM-1 N/A N/A 

100% N/A BSP-1P/S N/A 

0% 

100% (6)

Max SFLC 
HSM-2 N/A N/A 

100% N/A BSP-1P/S N/A 

A6 
 

0.6TSC 
100% 

（ホギング） 
100% HSM-2 

BSR-1P/S 

BSP-1P/S 
OSA-1P/S 

A7a 
 

TLC 
100% 

（ホギング） 
100% 

HSM-2 

FSM-2 

BSR-1P/S 

BSP-1P/S 

OST-2P/S 

OSA-1P/S 

OSA-2P/S 
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A7b 
 

TLC 
100% 

（ホギング） 
100% 

HSM-2 

FSM-2 

BSR-1P/S 

BSP-1P/S 

OST-2P/S 

OSA-1P/S 

OSA-2P/S 

A8 
 

TBAL-E 
100% 

（サギング） 
100% HSM-1 

BSR-1P/S 

BSP-1P/S 
OSA-2P/S 

港内及び水圧試験状態 

A9 
 

0.25TSC 
100% 

（サギング） 
100% N/A 

A10 
 

0.25TSC 
100% 

（サギング） 
100% N/A 

A11 

 

 
0.6TSC 

100% 
（サギング） 

100% (2)

Max SFLC 
N/A 

100% (3)

Max SFLC 
N/A 

A12a(1) 

 
0.33TSC N/A N/A N/A 

A12b(1) 
 

0.33TSC N/A N/A N/A 

A13 

 

 
0.7TSC 

100% 
（ホギング） 

100% (2)

Max SFLC 
N/A 

100% (3)

Max SFLC 
N/A 

A14 
 

TSC 
100% 

（ホギング） 
100% N/A 

(1) 有限要素モデルに局部荷重を負荷することで求める実際のせん断力及び曲げモーメントを用いなければならない。このと

き，調整垂直荷重及び調整曲げモーメントは負荷してはならない。 

(2) 中央貨物タンクの後端隔壁でのターゲット値までせん断力を調整しなければならない。

(3) 中央貨物タンクの前端隔壁でのターゲット値までせん断力を調整しなければならない。 

(4) 中央貨物タンクの位置が CSRaftb Lx 5.0£- 及び CSRfwdb Lx 5.0³- の場合は，中央貨物タンクの後端隔壁でのターゲット値までせ

ん断力を調整しなければならない。 

(5) 中央貨物タンクの位置が CSRaftb Lx 5.0£- 及び CSRfwdb Lx 5.0³- の場合は，中央貨物タンクの前端隔壁でのターゲット値までせ

ん断力を調整しなければならない。 

(6) 中央貨物タンクの位置が CSRaftb Lx 5.0>- 又は CSRfwdb Lx 5.0<- の場合のみ，この荷重組合せを考慮しなければならない。 
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表 3 船体中心線上に 1 列の油密隔壁を有する油タンカーの船体中央部の貨物タンク区域の有限要素解析に 

用いる荷重組合せ 

No. 積付パターン 

静水荷重 動的荷重ケース 

喫水 

CBM-LC：許容静

水中曲げモー

メントの割合

（%） 

CSF-LC：許容

静水中せん

断力の割合

（%） 

船体中央部の貨物区域 

航海状態 

B1 

 

 
0.9TSC 

100% 
（サギング） 

100% 
HSM-1 

HSA-1 
BSP-1P/S N/A 

100% 
（ホギング） 

100% 
HSM-2 

FSM-2 

BSR-1P

BSP-1P 
OST-2P 

B2 

 

 
0.9TSC 

100% 
（サギング） 

100% 
HSM-1 

HSA-1 
BSP-1P/S N/A 

100% 
（ホギング） 

100% 
HSM-2 

FSM-2 

BSR-1S

BSP-1S 
OST-2S 

B3 

 

 
0.9TSC 

100% 
（ホギング） 

100% (3)

Max SFLC 

HSM-2 

FSM-2 
N/A N/A 

100% (4)

Max SFLC 

HSM-2 

FSM-2 
N/A N/A 

100% N/A BSP-1P/S N/A 

0% 
100% (5)

Max SFLC 

HSM-1 

FSM-1 
N/A N/A 

B4 
 

0.6TSC 
100% 

（サギング） 
75% HSM-1 BSP-1P OSA-2P/S 

B5 
 

0.6TSC 
100% 

（サギング） 
75% HSM-1 BSP-1S OSA-2P/S 

B6 

 

 
0.6TSC 

100% 
（サギング） 

100% (3)

Max SFLC 
HSM-1 N/A N/A 

100% (4)

Max SFLC 
HSM-1 N/A N/A 

100% N/A BSP-1P/S N/A 

0% 
100% (5)

Max SFLC 
HSM-2 N/A N/A 

B7 
 

TBAL-E 
100% 

（サギング） 
100% HSM-1 BSP-1P/S N/A 
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港内及び水圧試験状態 

B8 

 

 
0.33TSC 

100% 
（サギング） 

100% (1)

Max SFLC 
N/A 

100% (2)

Max SFLC 
N/A 

B9 
 

0.33TSC 
100% 

（サギング） 
75% N/A 

B10 
 

0.33TSC 
100% 

（サギング） 
75% N/A 

B11 

 

 
TSC 

100% 
（ホギング） 

100% (1)

Max SFLC 
N/A 

100% (2)

Max SFLC 
N/A 

(1) 中央貨物タンクの後端隔壁でのターゲット値までせん断力を調整しなければならない。

(2) 中央貨物タンクの前端隔壁でのターゲット値までせん断力を調整しなければならない。 

(3) 中央貨物タンクの位置が CSRaftb Lx 5.0£- 及び CSRfwdb Lx 5.0³- の場合は，中央貨物倉の後端隔壁でのターゲット値までせん

断力を調整しなければならない。 

(4) 中央貨物タンクの位置が CSRaftb Lx 5.0£- 及び CSRfwdb Lx 5.0³- の場合は，中央貨物倉の前端隔壁でのターゲット値までせん

断力を調整しなければならない。 

(5) 中央貨物タンクの位置が CSRaftb Lx 5.0>- 又は CSRfwdb Lx 5.0<- の場合のみ，この荷重組合せを考慮しなければならない。 
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表 4 2 列の油密隔壁を有する油タンカーの船体中央部以外の貨物タンク区域の有限要素解析に用いる荷重組合せ 

No. 積付パターン 

静水荷重 動的荷重ケース 

喫水 

CBM-LC：許容静

水中曲げモー

メントの割合

（%） 

CSF-LC：許容静

水中せん断力

の割合（%） 

後部区域 前部区域 

航海状態 

A1 

 

 
0.9TSC 

100% 
（サギング） 

100% 
HSM-1

BSP-1P/S 

HSM-1

BSP-1P/S 

100% 
（ホギング） 

100% 

HSM-2

FSM-2

BSP-1P/S

OST-2P/S

OSA-1P/S 

HSM-2

FSM-2

BSP-1P/S 

A2 

 

 

0.9TSC 

100% 
（サギング） 

100% 
HSM-1

BSP-1P/S 

HSM-1

FSM-1

BSP-1P/S

OSA-2P/S 

100% 
（ホギング） 

100% 

HSM-2

FSM-2

BSP-1P/S 

HSM-2

BSP-1P/S 

A3 

 

 

0.65TSC 

100% 
（ホギング） 

100% 

Max SFLC 
HSM-2 

HSM-2

FSM-2 

100% BSP-1P/S 
BSP-1P/S

OSA-2P/S 

0% 

100% 

Max SFLC 
HSM-1 HSM-1 

100% N/A 
BSP-1P/S

OSA-2P/S 

A4 

 

 
0.6TSC 

100% 
（サギング） 

100% 

HSM-1

BSP-1P/S

BSR-1P/S 

HSM-1

BSP-1P/S

BSR-1P/S

OSA-2P/S 
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A5 

 

 
0.65TSC 

100% 
（サギング） 

100% 

Max SFLC 

HSM-1

FSM-1 
HSM-1 

100% BSP-1P/S 
BSP-1P/S

OSA-2P/S 

0% 

100% 

Max SFLC 
HSM-2 HSM-2 

100% BSP-1P/S 
BSP-1P/S

OSA-2P/S 

A6 

 

 

0.6TSC 
100% 

（ホギング） 
100% 

HSM-2

BSP-1P/S

BSR-1P/S 

HSM-2

BSP-1P/S

BSR-1P/S

OSA-2P/S 

A7a 

 

 

TLC 
100% 

（ホギング） 
100% 

HSM-2

FSM-2

BSP-1P/S

BSR-1P

BSR-2S

OSA-1P/S

OSA-2P/S

OST-2P 

HSM-2

FSM-2

BSP-1P/S

BSR-1P

BSR-2S

OSA-2P/S 

A7b 

 

 

TLC 
100% 

（ホギング） 
100% 

HSM-2

FSM-2

BSP-1P/S

BSR-2P

BSR-1S

OSA-1P/S

OSA-2P/S

OST-2S 

HSM-2

FSM-2

BSP-1P/S

BSR-2P

BSR-1S

OSA-2P/S 

港内及び水圧試験状態 

A9 
 

0.25TSC 
100% 

（サギング） 
100% N/A 

A10 
 

0.25TSC 
100% 

（サギング） 
100% N/A 

A11 

 

 
0.6TSC 

100% 
（サギング） 

100% (2)

Max SFLC 
N/A 

100% (3)

Max SFLC 
N/A 

A12a (1) 
 

0.33TSC N/A N/A N/A 
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A12b (1) 
 

0.33TSC N/A N/A N/A 

A13 

 

 
0.7TSC 

100% 
（ホギング） 

100% (2)

Max SFLC 
N/A 

100% (3)

Max SFLC 
N/A 

A14 
 

TSC 
100% 

（ホギング） 
100% N/A 

(1) 有限要素モデルに局部荷重を負荷することで求める実際のせん断力及び曲げモーメントを用いなければならない。このと

き，調整垂直荷重及び調整曲げモーメントは負荷してはならない。 

(2) 中央貨物タンクの後端隔壁でのターゲット値までせん断力を調整しなければならない。

(3) 中央貨物タンクの前端隔壁でのターゲット値までせん断力を調整しなければならない。 

 



－218－

（2019 鋼船規則 CSR-B&T編  1編  4章  8節）

表 5 船体中心線上に 1 列の油密隔壁を有する油タンカーの船体中央部以外の貨物タンク区域の 

有限要素解析に用いる荷重組合せ 

No. 積付パターン 

静水荷重 動的荷重ケース 

喫水 

CBM-LC：許容静

水中曲げモー

メントの割合

（%） 

CSF-LC：許容静

水中せん断力

の割合（%） 

後部区域 前部区域 

航海状態 

B1 

 

 

0.9TSC 

100% 
（サギング） 

100% 

HSM-1

FSM1

BSP-1P/S

OSA-1S 

HSM-1

BSP-1P/S

OSA-2S 

100% 
（ホギング） 

100% 

HSM-2

FSM-2

BSP-1P/S

OSA-1P

OST-2P/S 

HSM-2

FSM-2

BSP-1P/S

OSA-2S 

B2 

 

 

0.9TSC 

100% 
（サギング） 

100% 

HSM-1

FSM-1

BSP-1P/S

OSA-1P 

HSM-1

BSP-1P/S

OSA-2P 

100% 
（ホギング） 

100% 

HSM-2

FSM-2

BSP-1P/S

OSA-1S

OST-2P/S 

HSM-2

FSM-2

BSP-1P/S

OSA-2P 

B3 

 

 

0.9TSC 

100% 
（ホギング） 

100% 

Max SFLC 

HSM-2

FSM-2 

HSM-2

FSM-2 

100% 
BSP-1P/S

BSR-1P/S 
BSR-1P/S 

0% 

100% 

Max SFLC 

HSM-1

FSM-1 

HSM-1

FSM-1 

100% BSP-1P/S BSP-1P/S 

B4 
 

0.6TSC 
100% 

（サギング） 
75% 

HSM-1

BSR-1P/S 

HSM-1

BSP-1P/S

OSA-2P/S 

B5  0.6TSC 
100% 

（サギング） 
75% 

HSM-1

BSR-1P/S 

HSM-1

BSP-1P/S

OSA-2P/S 
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B6 

 

 

0.6TSC 

100% 
（サギング） 

100% 

Max SFLC 

HSM-1

FSM-1 

HSM-1

FSM-1 

100% OST-1P/S OSA-2P/S 

0% 

100% 

Max SFLC 

HSM-2

FSM-2 

HSM-2

FSM-2 

100% OSA-2P/S OSA-2P/S 

港内及び水圧試験状態 

B8 

 

 
0.33TSC 

100% 
（サギング） 

100% (1)

Max SFLC 
N/A 

100% (2)

Max SFLC 
N/A 

B9 
 

0.33TSC 
100% 

（サギング） 
75% N/A 

B10 
 

0.33TSC 
100% 

（サギング） 
75% N/A 

B11 

 

 
TSC 

100% 
（ホギング） 

100% (1)

Max SFLC 
N/A 

100% (2)

Max SFLC 
N/A 

(1) 中央貨物タンクの後端隔壁でのターゲット値までせん断力を調整しなければならない。

(2) 中央貨物タンクの前端隔壁でのターゲット値までせん断力を調整しなければならない。 
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表 6 2 列の油密隔壁を有する油タンカーの最前端の貨物タンクの有限要素解析に用いる荷重組合せ 

No. 積付パターン 

静水荷重 動的荷重ケース 

喫水 

CBM-LC：許容静

水中曲げモー

メントの割合

（%） 

CSF-LC：許容静

水中せん断力

の割合（%） 

最前端の貨物タンク 

航海状態 

A1 

 

 

0.9TSC 
100% 

（サギング） 
100% 

HSM-1

FSM-1

BSP-1P/S

BSR-1P/S

OSA-2P/S

OST-1P/S 

A2 

 

0.9TSC 
100% 

（サギング） 
100% 

HSM-1

OSA-2P/S 

A3-1 

 

0.65TSC 
100% 

（サギング） 
100% 

HSM-1

OSA-2P/S 

A3-2 (1) 

 

 

0.65TSC 

0% 

100% 

Max SFLC 
HSM-2 

100% 
BSP-1P/S

OSA-2P/S 

100% 
（サギング） 

100% 

Max SFLC 
HSM-1 

100% OSA-2P/S 

A4 (1) 

 

0.6TSC 
50% 

（ホギング） 
100% 

FSM-1

BSP-1P/S

OSA-2P/S 

A5 

 

 
0.65TSC 

0% 
100% 

Max SFLC 
HSM-1 

100% 
（ホギング） 

100% 

Max SFLC 
HSM-2 

100% BSP-1P/S 

A6 (1) 

 

0.6TSC 
50% 

（ホギング） 
100% OSA-2P/S 
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A7a 

 

 

TLC 
100% 

（サギング） 
100% 

HSM-1

HSA-1

FSM-1

BSP-1P/S

BSR-1P/S

OST-1P/S

OSA-2P/S 

A7b 

 

 

TLC 
100% 

（サギング） 
100% 

HSM-1

HSA-1

FSM-1

BSP-1P/S

BSR-1P/S

OST-1P/S

OSA-2P/S 

港内及び水圧試験状態 

A9 

 

0.25TSC 
100% 

（ホギング） 
100% N/A 

A10 

 

0.25TSC 
100% 

（ホギング） 
100% N/A 

A11 

 

 

0.6TSC 
100% 

（ホギング） 

100% (2)

Max SFLC 
N/A 

100% (3)

Max SFLC 
N/A 

A12-a (1) (4) 

 

0.33TSC N/A N/A 
N/A 

 

A12-b (1) (4) 

 

0.33TSC N/A N/A N/A 

A13 (1) 

 

 

0.7TSC 
100% 

（サギング） 

100% (2)

Max SFLC 
N/A 

100% (3) 

Max SFLC 
N/A 

A14 

 

TSC 
100% 

（サギング） 
100% N/A 

(1) 船首バラストタンクはすべて 100%漲水とする。

(2) 中央貨物タンクの後端隔壁でのターゲット値までせん断力を調整しなければならない。

(3) 中央貨物タンクの前端隔壁でのターゲット値までせん断力を調整しなければならない。 
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(4) 有限要素モデルに局部荷重を適用した結果から得られる実際のせん断力及び曲げモーメントを使用しなければならな

い。調整垂直荷重及び調整曲げモーメントは負荷してはならない。 

 
表 7 船体中心線上に 1列の油密隔壁を有する油タンカーの最前端の貨物タンクの有限要素解析に用いる荷重組合せ 

No. 積付パターン 

静水荷重 動的荷重ケース 

喫水 

CBM-LC：許容静

水中曲げモー

メントの割合

（%） 

CSF-LC：許容静

水中せん断力

の割合（%） 

最前端の貨物タンク 

航海状態 

B1 

 

0.9TSC 
100% 

（サギング） 
100% 

HSM-1

BSP-1P/S

OSA-2P/S 

B2 

 

0.9TSC 
100% 

（サギング） 
100% 

HSM-1

BSP-1P/S

OSA-2P/S 

B3-1 

 

0.9TSC 
100% 

（サギング） 
100% 

BSP-1P/S

OSA-2P/S

HSM-1 

B3-2 (1) 

 

 0.9TSC 

0% 

100% 

Max SFLC 
HSM-2 

100% 
BSP-1P/S

OSA-2P/S 

100% 
（サギング） 

100% 

Max SFLC 

HSM-1

FMS-1 

100% 

BSP-1P/S

OST-1P/S

OSA-2P/S 

B4 (1) 

 

0.6TSC 
100% 

（ホギング） 
75% 

BSP-1P/S

OSA-2P/S 

B5 (1) 

 

0.6TSC 
100% 

（ホギング） 
75% 

BSP-1P/S

OSA-2P/S 

B6 

 

 
0.6TSC 

0% 

100% 

Max SFLC 
HSM-1 

100% OSA-2P/S 

100% 
（ホギング） 

100% 

Max SFLC 

HSM-2

FSM-2 

100% OSA-2P/S 
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港内及び水圧試験状態 

B8 

 

 

0.33TSC 
100% 

（ホギング） 

100% (2)

Max SFLC 
N/A 

100% (3)

Max SFLC 
N/A 

B9 (1) 

 

0.33TSC 
100% 

（ホギング） 
75% N/A 

B10 (1) 

 

0.33TSC 
100% 

（ホギング） 
75% N/A 

B11-1 

 

TSC 
100% 

（サギング） 
100% N/A 

B11-2 (1) 

 

 

TSC 
100% 

（サギング） 

100% (2)

Max SFLC 
N/A 

100% (3)

Max SFLC 
N/A 

(1) 船首バラストタンクはすべて 100%漲水とする。

(2) 中央貨物タンクの後端隔壁でのターゲット値までせん断力を調整しなければならない。

(3) 中央貨物タンクの前端隔壁でのターゲット値までせん断力を調整しなければならない。 
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表 8 2 列の油密隔壁を有する油タンカーの最後端の貨物タンクの有限要素解析に用いる荷重組合せ 

No. 積付パターン 

静水荷重 動的荷重ケース 

喫水 

CBM-LC：許容静

水中曲げモー

メントの割合

（%） 

CSF-LC：許容静

水中せん断力

の割合（%） 

最後端の貨物タンク 

航海状態 

A1 

 

 
0.9TSC 

100% 
（サギング） 

100% 

HSM-1

FSM-1

BSP-1P/S 

100% 
（ホギング） 

100% 

HSM-2

BSP-1P/S

BSR-1P/S

OSA-1P/S 

A2 

 

 0.9TSC 

100% 
（サギング） 

100% 

HSM-1

FSM-1

BSR-1P/S

OST-1P/S 

100% 
（ホギング） 

100% 

HSM-2

FSM-1

FSM-2

OSA-1P/S 

A3-1 (1)(2) 

 

 
0.65TSC 

100% 
（ホギング） 

100% 

Max SFLC 

HSM-2

FSM-2 

100% 
（サギング） 

100% 

Max SFLC 

HSM-1

FSM-1 

100% BSP-1P/S 

A3-2 (1) (3) 

 

 
0.65TSC 

100% 
（ホギング） 

100% 

Max SFLC 
HSM-2 

100% 
BSP-1P/S

OSA-1P/S 

100% 
（サギング） 

100% 

Max SFLC 

HSM-1

FSM-1 

100% 
BSP-1P/S

OST-1P/S 
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A4 

 

 
0.6TSC 

100% 
（サギング） 

100% 
HSM-1

BSP-1P/S 

100% 
（ホギング） 

100% 

HSM-2

FSM-1

BSP-1P/S

OSA-1P/S

OSA-2P/S 

A5-1 (2) 

 

 

0.65TSC 

0% 
100% 

Max SFLC 

HSM-1

HSM-2

FSM-1 

100% 
（ホギング） 

100% 

Max SFLC 

HSM-2

FSM-1 

100% BSP-1P/S 

A5-2 (3) 

 

 

0.65TSC 

0% 

100% 

Max SFLC 

HSM-1

HSM-2 

100% 
BSP-1P/S

BSR-1P/S 

100% 
（ホギング） 

100% 

Max SFLC 

HSM-2

FSM-2 

A6 

 

 

0.6TSC 
100% 

（ホギング） 
100% 

HSM-2

FSM-1

BSP-1P/S

BSR-1P/S

OSA-1P/S 

A7a 

 

 

TLC 
100% 

（ホギング） 
100% 

HSM-2

FSM-1

BSP-1P/S

BSR-1P/S

OSA-1P/S 

A7b 

 

 

TLC 
100% 

（ホギング） 
100% 

HSM-2

FSM-1

BSP-1P/S

BSR-1P/S

OSA-1P/S 

港内及び水圧試験状態 

A9 

 

0.25TSC 
100% 

（ホギング） 
100% N/A 
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A10 

 

0.25TSC 
100% 

（ホギング） 
100% N/A 

A11-1 (2) 

 

0.6TSC 
100% 

（ホギング） 
100% (5)

Max SFLC 
N/A 

A11-2 (3) 

 

 

0.6TSC 
100% 

（ホギング） 

100% (5)

Max SFLC 
N/A 

100% (6)

Max SFLC 
N/A 

A12a (4) 

 

0.33TSC N/A N/A N/A 

A12b (4) 

 

0.33TSC N/A N/A N/A 

A13-1 (1)(2) 

 

0.7TSC 
100% 

（ホギング） 
100% (5)

Max SFLC 
N/A 

A13-2 (1)(3) 

 

 
0.7TSC 

100% 
（ホギング） 

100% (5)

Max SFLC 
N/A 

100% (6)

Max SFLC 
N/A 

100% 
（サギング） 

100% (5)

Max SFLC 
N/A 

100% (6)

Max SFLC 
N/A 

A14 

 

 

TSC 

100% 
（ホギング） 

100% N/A 

100% 
（サギング） 

100% N/A 

(1) タンク境界が機関室前端隔壁にある機関室内の燃料及びバラストタンクは 100%漲水とする。

(2) 考慮する貨物タンクの後端隔壁におけるせん断力の調整は，スロップタンク前端隔壁にて行わなければならない。

(3) 考慮する貨物タンクの後端隔壁におけるせん断力の調整は，機関室前端隔壁にて行わなければならない。

(4) 有限要素モデルに局部荷重を負荷することで求める実際のせん断力及び曲げモーメントを用いなければならない。この

とき，調整垂直荷重及び調整曲げモーメントは負荷してはならない。 

(5) 中央貨物タンクの後端隔壁でのターゲット値までせん断力を調整しなければならない。

(6) 中央貨物タンクの前端隔壁でのターゲット値までせん断力を調整しなければならない。 
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表 9 船体中心線上に 1 列の油密隔壁を有する油タンカーの最後端の貨物タンクの有限要素解析に用いる荷重組合せ 

No. 積付パターン 

静水荷重 動的荷重ケース 

喫水 

CBM-LC：許容静

水中曲げモー

メントの割合

（%） 

CSF-LC：許容静

水中せん断力

の割合（%） 

最後端の貨物タンク 

航海状態 

B1 

 

 
0.9TSC 

100% 
（サギング） 

100% 

HSM-1

FSM-1

BSP-1P/S

BSR-1P/S 

100% 
（ホギング） 

100% 

HSM-2

BSP-1P/S

OSA-1P/S 

B2 

 

 
0.9TSC 

100% 
（サギング） 

100% 

HSM-1

FSM-1

BSP-1P/S

BSR-1P/S 

100% 
（ホギング） 

100% 

HSM-2

BSP-1P/S

OSA-1P/S 

B3-1 (1) (2) 

 

 

0.9TSC 

100% 
（ホギング） 

100% 

Max SFLC 
HSM-2 

100% BSP-1P/S 

100% 
（サギング） 

100% 

Max SFLC 

HSM-1

FSM-1 

100% BSP-1P/S 

B3-2 (1) (3) 

 

 

0.9TSC 

100% 
（ホギング） 

100% 

Max SFLC 

HSM-2

FSM-2 

100% 
BSP-1P/S

OSA-1P/S 

100% 
（サギング） 

100% 

Max SFLC 

HSM-1

FSM-1 

100% BSP-1P/S 

B4 

 

0.6TSC 
100% 

（ホギング） 
75% 

HSM-2

BSP-1P/S

OSA-1P/S 

B5 
 

0.6TSC 
100% 

（ホギング） 
75% 

HSM-2

BSP-1P/S

OSA-1P/S 
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B6-1 (2) 

 

 

0.6TSC 

0% 
100% 

Max SFLC 
HSM-1 

100% 
（ホギング） 

100% 

Max SFLC 
HSM-2 

B6-2 (3) 

 

 

0.6TSC 

0% 
100% 

Max SFLC 
HSM-1 

100% 
（ホギング） 

100% 

Max SFLC 
HSM-2 

100% 
HSA-2

BSR-1P/S 

港内及び水圧試験状態 

B8-1 (2) 

 

0.33TSC 
100% 

（ホギング） 
100% (4)

Max SFLC 
N/A 

B8-2 (3) 

 

 
0.33TSC 

100% 
（ホギング） 

100% (4)

Max SFLC 
N/A 

100% (5)

Max SFLC 
N/A 

100% 
（サギング） 

100% (4)

Max SFLC 
N/A 

100% (5)

Max SFLC 
N/A 

B9 

 

0.33TSC 
100% 

（ホギング） 
75% N/A 

B10 

 

0.33TSC 
100% 

（ホギング） 
75% N/A 

B11-1 (1) (2) 

 

 

TSC 

100% 
（ホギング） 

100% (4)

Max SFLC 
N/A 

100% 
（サギング） 

100% (4)

Max SFLC 
N/A 
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B11-2 (1) (3) 

 

 
TSC 

100% 
（ホギング） 

100% (4)

Max SFLC 
N/A 

100% (5)

Max SFLC 
N/A 

100% 
（サギング） 

100% (4)

Max SFLC 
N/A 

100% (5)

Max SFLC 
N/A 

(1) タンク境界が機関室前端隔壁にある機関室内の燃料及びバラストタンクは 100%漲水とする。

(2) 考慮する貨物タンクの後端隔壁におけるせん断力の調整は，スロップタンク前端隔壁にて行わなければならない。

(3) 考慮する貨物タンクの後端隔壁におけるせん断力の調整は，機関室前端隔壁にて行わなければならない。

(4) 中央貨物タンクの後端隔壁でのターゲット値までせん断力を調整しなければならない。

(5) 中央貨物タンクの前端隔壁でのターゲット値までせん断力を調整しなければならない。 
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4. ばら積貨物船 

4.1 ばら積貨物船特有の設計積付状態

4.1.1 航海状態

ローディングマニュアルには，少なくとも，次に示す航海中の積付状態を記載しなければならない。

(a) 4.1.2 から 4.1.4 に規定する積付状態

(b) バラストタンクが満載，部分漲水又は空のヘビーバラスト状態。バラストタンクを部分漲水とする場合，2.2.1 の

要件を満足しなければならない。プロペラの没水率 l /Dp を少なくとも 60%としなければならない。トリムは船尾

トリムとし，0.015LLLを超えてはならない。船首における型喫水は，0.03LLL又は 8m の値のうち小さい方の値未満

としてはならない。

4.1.2 BC-C 船の積付状態

構造用喫水となる状態であって，すべての貨物倉に倉口まで貨物を均等に積載し，かつ，すべてのバラストタンクを空

とする均等積状態をローディングマニュアルに記載しなければならない。

4.1.3 BC-B 船の積付状態

BC-C 船に対する要件に加え，構造用喫水となる状態であって，すべての貨物倉に貨物密度が 3.0t/m3 の貨物を同じ積付

率（貨物質量を貨物倉容積で除した値）で積載し，かつ，すべてのバラストタンクを空とする均等積状態をローディング

マニュアルに記載しなければならない。

この設計積付状態において適用する貨物密度が 3.0t/m3 と異なる場合には，船舶への適用が許容される最大貨物密度を

ローディングマニュアルに記載しなければならない。さらに，最大貨物密度が 3.0t/m3 より小さい場合は，1 章 1 節 3.2.1

の規定に従い船級符号への付記に最大貨物密度を“Maximum cargo density in  t/m3”と注記しなければならない。

4.1.4 BC-A 船の積付状態

BC-B 船に対する要件に加え，構造用喫水となる状態であって，特定の貨物倉を空とし，その他のすべての積載倉に貨

物密度が 3.0t/m3 の貨物を同じ積付率（貨物質量を貨物倉容積で除した値）で積載し，かつ，すべてのバラストタンクを

空とする積付状態を，少なくとも一組は考慮しなければならない。

空となる貨物倉の組合せについては，船級符号への付記に“Holds a, b, … may be empty”と注記しなければならない。

この設計積付状態において適用する設計貨物密度が 3.0t/m3 と異なる場合には，船舶への適用が許容される最大貨物密

度をローディングマニュアルに記載しなければならない。さらに，最大貨物密度が 3.0t/m3 より小さい場合は，1 章 1 節

3.2.1 の規定に従い船級符号への付記に最大貨物密度を“Holds a, b, … may be empty with maximum cargo density in  t/m3”

と注記しなければならない。

4.1.5 追加のバラスト状態

次に示す縦強度評価に用いるバラスト状態をローディングマニュアルに記載しなければならない。

・ すべてのバラストタンクが満載のバラスト状態

・ すべてのバラストタンク及び，海上においてバラスト水を漲水することができる貨物倉を備える場合にはその 1

つを満載としたヘビーバラスト状態

海上において 2 つ以上の貨物倉にバラスト水を漲水することができる場合は，縦強度評価において，2 つ以上の貨

物倉が同時に満載であると想定する必要はない。ただし，ヘビーバラスト状態において 2 つ以上の貨物倉が同時に

満載であると想定する場合にあってはこの限りではない。また，各貨物倉が個別に検討されない場合にあっては，

指定するヘビーバラストホールド並びにその他のバラストホールドに関するすべての制限事項をローディングマ

ニュアルに記載しなければならない。

4.1.6 スチールコイル又は重量物

ローディングマニュアルに次の注意事項を記載しなければならない。

「スチールコイル又は重量物等の二重底の局部強度に影響を及ぼすような貨物であって，ローディングマニュアルに記

載されていないものを積載する場合には，最大許容貨物質量及び最小必要貨物質量については別途考慮する必要がある。」

4.2 直接強度解析に用いる設計荷重の組合せ

4.2.1 一般要件

直接強度解析には，次に示す積付パターンを適用しなければならない。

(a) 構造用喫水において，任意の貨物倉に MFull の貨物質量を積載する状態。この時，当該貨物倉付近に燃料タンクが

② 
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ある場合は満載とし，当該貨物倉下の二重底バラストタンクは空とする。 

(b) 構造用喫水において，任意の貨物倉に少なくとも MHの 50%の貨物質量を積載する状態。この時，当該貨物倉下の

すべての二重底タンクは空とする。 

(c) 最大バラスト喫水において，任意の貨物倉を空とする状態。この時，当該貨物倉下のすべての二重底タンクは空と

する。なお，トップサイドタンクと二重底タンクが恒久的につながっている場合にあっては，次の状態を考慮する

こと。

・ トップサイドタンク及び二重底タンクが空

・ トップサイドタンク及び二重底タンクが満載

4.2.2 多港積荷・揚荷状態

次に示す多港積荷・揚荷状態は，“no MP”を付記する場合を除き，すべてのばら積貨物船に適用する。

(a) 構造用喫水の 67%にあたる喫水において，任意の貨物倉に MFullの貨物質量を積載する状態。この時，当該貨物倉

付近に燃料タンクがある場合は満載とし，当該貨物倉下の二重底バラストタンクは空としなければならない。 

(b) 構造用喫水の 83%にあたる喫水において，任意の貨物倉を空とする状態。この時，当該貨物倉下のすべての二重

底タンクは空としなければならない。 

(c) 構造用喫水の 67%にあたる喫水において，任意の隣接する 2 つの貨物倉に MFullの貨物質量を積載し，当該貨物倉

の隣接倉を空とする状態。この時，当該貨物倉付近に燃料タンクがある場合は満載とし，当該貨物倉下の二重底バ

ラストタンクは空としなければならない。なお，本積付状態における貨物質量及び二重底タンクに積載する燃料油

に関する要件は，当該貨物倉の隣接倉にバラストを積載する積付状態においても適用しなければならない。 

(d) 構造用喫水の 75%にあたる喫水において，任意の隣接する 2 つの貨物倉を空とし，当該貨物倉の隣接倉を満載と

する状態。この時，当該貨物倉下のすべての二重底タンクは空としなければならない。

4.2.3 隔倉積状態

次に示す隔倉積状態は，BC-A 船のみに適用する。

(a) 構造用喫水において空とする貨物倉が空で，当該貨物倉下のすべての二重底タンクも空の状態

(b) 構造用喫水において，密度の高い貨物を積載する貨物倉に対して，MHD+0.1MH の貨物質量を積載する部分積付状

態。この時，4 章 6 節表 1 による部分積付の貨物倉に対応する最も貨物密度の大きい貨物を積載しなければならな

い。この時，当該貨物倉付近に燃料タンクがある場合は満載とし，当該貨物倉下の二重底バラストタンクは空とし

なければならない。 

(c) 構造用喫水において，密度の高い貨物を積載する貨物倉に対して，MHD+0.1MH の貨物質量を積載する満載状態。

この時，4 章 6 節表 1 による満載積付の貨物倉に対応する最も貨物密度の小さい貨物を積載しなければならない。

この時，当該貨物倉付近に燃料タンクがある場合は満載とし，当該貨物倉下の二重底バラストタンクは空としなけ

ればならない。 

(d) 隔倉ブロック積状態での航行を計画する場合にあっては，構造用喫水において，当該設計積付状態での最大貨物質

量を 0.1MHの分だけ増加した貨物質量を任意の隣接する 2 つの各貨物倉に積載し，当該貨物倉の隣接倉を空とする

状態を考慮しなければならない。この時，当該貨物倉付近に燃料タンクがある場合は満載とし，当該貨物倉下の二

重底バラストタンクは空としなければならない。なお，実際の運航における最大許容貨物重量は，当該設計積付状

態での最大貨物質量を超えてはならない。

4.2.4 ヘビーバラスト状態

次に示す積付状態は，バラストホールドのみに適用する。

・ 任意のヘビーバラスト喫水において，バラストホールドとして設計される貨物倉にバラスト水を倉口まで漲水する

状態。この時，当該貨物倉下の二重底タンクは満載としなければならない。また，トップサイドタンク，ホッパタ

ンク及び二重底タンクと隣接するバラストホールドに対しては，当該バラストホールドを満載まで漲水し，トップ

サイドタンク，ホッパタンク，スツール及び二重底タンクを空にした状態においても強度要件を満足しなければな

らない。

4.2.5 すべてのばら積貨物船の港内状態での追加の積付状態

次に示す港内状態での追加の積付状態は，すべてのばら積貨物船に適用する。

(a) 喫水が構造用喫水より浅くなる港内荷役状態における最大許容貨物質量は，構造用喫水における航海状態の最大許

容貨物質量の 15%にあたる質量の分だけ増加して差し支えない。ただし，構造用喫水における航海状態の最大許

容貨物質量を越えてはならない。なお，最小必要貨物質量については，同量だけ減ずることができる。 

② 
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(b) 構造用喫水の 67%にあたる喫水において，任意の貨物倉に航海状態の最大許容貨物質量を積載する状態

(c) 構造用喫水の 67%にあたる喫水において，任意の隣接する 2 つの貨物倉に MFullの貨物質量を積載し，当該貨物倉

の隣接倉を空とする状態。この時，当該貨物倉下に二重底燃料タンクがある場合は満載とし，当該貨物倉下の二重

底バラストタンクは空としなければならない。

4.2.6 直接強度解析に用いる設計荷重の組合せ

ばら積貨物船の直接強度解析において考慮する積付パターンは，表 10 による。積付パターン毎に用いる荷重組合せは，

表 12 から表 21 による。 

 
表 10 追加の付記毎に考慮する積付パターン 

積付パターン 参照規定 
BC- BC- {no MP} 

A B C A B C 

満載均等積状態 4.2.1 (a)             

スラック積状態 4.2.1 (b)             

最大バラスト状態 4.2.1 (c)             

多港積荷・揚荷状態 1 4.2.2 (a)          

多港積荷・揚荷状態 2 4.2.2 (b)          

多港積荷・揚荷状態 3 4.2.2 (c)          

多港積荷・揚荷状態 4 4.2.2 (d)          

隔倉積状態（部分積付） 4.2.3 (a), (b)         

隔倉積状態（満載） 4.2.3 (a), (c)         

隔倉ブロック積状態 4.2.3 (d)         

ヘビーバラスト状態 4.2.4             

港内状態 4.2.5             

4.2.7
有限要素解析に用いる設計荷重の組合せは，次による。

 
表 11 ばら積貨物船の設計荷重の組合せ 

 
船体中央部の

貨物倉区域 

船体中央部を除く

貨物倉区域 
最後端貨物倉 最前端貨物倉 

BC-A 船   EA 表 12 表 15 N/A N/A 

BC-A 船   FA 表 13 表 16 表 18 表 20 

BC- B 船及び BC-C 船 表 14 表 17 表 19 表 21 

備考 1： 船体中央部を除く貨物倉区域とは，最前端貨物倉及び最後端貨物倉を除いた船体中央部の前後の貨物倉区域の

ことをいう。 

 

② 
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4.3 マスチャート

4.3.1 
ローディングマニュアル及び積付計算機は，個々の貨物倉及び任意の隣接する 2 つの貨物倉に対するマスチャートを含

まなければならない。これらのマスチャートは，4.2.1 から 4.2.5（4.2.4 を除く）に規定する設計積付状態に基づいて作成

しなければならない。任意の貨物倉又は任意の隣接する 2 つの貨物倉に対する最大許容貨物質量又は最小必要貨物質量は，

二重底に作用する荷重差に関連する。二重底に働く荷重差は，喫水，貨物倉内の貨物質量並びに二重底タンク内の燃料及

びバラスト水の質量による値とする。

4.3.2 多港積荷・揚荷状態

マスチャートは，4 章付録 1 に規定する航海状態及び港内荷役状態の喫水に応じた最大許容貨物重量及び最小必要貨物

重量の値により算定しなければならない。 
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表 12 隔倉積状態にある BC-A 船（EA）の船体中央部の貨物倉区域における空倉の有限要素解析に用いる荷重組合せ 

No. 
積付状態

参照規定 
 積付パターン      後   中央   前 喫水 

CBM-LC：許容

静水中曲げ

モーメント

の割合（%） 

CSF-LC：許容

静水中せん

断力の割合

（%） 

動的荷重 

ケース 

航海状態 

1(2) 
満載状態

4.1.3  TSC 
50% 

（サギング） 
100% 

BSP-1P/S 

OST-1P/S 

2(1) 
満載状態

4.2.1(a)  TSC 
50% 

（サギング） 
100% BSP-1P/S 

3 

スラック積 

状態 

4.2.1(b) 

 TSC 0% 100% BSP-1P/S 

4 

スラック積 

状態 

4.2.1(b) 

 TSC 0% 100% BSP-1P/S 

5(3)(4) 

最大バラスト 

喫水状態

4.2.1(c) 

 

 TBal-H 

100% 
（ホギング） 

100% 

FSM-2

BSR-1P/S 

OST-2P/S 

100% 
（サギング） 

100% 

BSP-1P/S 

BSR-1P/S 

OST-1P/S 

6 

多港積荷・ 

揚荷状態 3 

4.2.2(c) 

 0.67TSC 
100% 

（サギング） 
100% 

HSM-1

OST-1P/S 

7 

多港積荷・ 

揚荷状態 3 

4.2.2(c) 

 0.67TSC 
100% 

（サギング） 
100% 

HSM-1

OST-1P/S 

8 

多港積荷・ 

揚荷状態 4 

4.2.2(d) 

 

 
0.75TSC 

100% 
（ホギング） 

100% 
HSM-2

OST-2P/S 

100% 
（サギング） 

100% 

BSP-1P/S 

BSR-1P/S 

OST-1P/S 

9 

多港積荷・ 

揚荷状態 4 

4.2.2(d) 

 

 
0.75TSC 

100% 
（ホギング） 

100% 
HSM-2

OST-2P/S 

100% 
（サギング） 

100% 

BSP-1P/S 

BSR-1P/S 

OST-1P/S 
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10(2) 

隔倉積状態 

（部分積付） 

4.2.3(a),(b) 

 

 
TSC 

100% 
（ホギング） 

100% (8) 

Max SFLC 
FSM-2 

100% (9)

Max SFLC 
FSM-2 

100% OST-2P/S 

0% 

100% 
BSP-1P/S 

OST-1P/S 

100% (10)

Max SFLC 
HSM-1 

11 

隔倉積状態 

（満載）

4.2.3 (a),(c) 

 

 TSC 

100% 
（ホギング） 

100% (8)

Max SFLC 

FSM-2

HSM-2 

100% (9)

Max SFLC 

FSM-2

HSM-2 

100% OST-2P/S 

0% 

100% BSP-1P/S 

100% (10)

Max SFLC 
HSM-1 

12(2) 

(5)(6) 

(13) 

隔倉ブロック

積状態

4.2.3 (d) 

 

 
TSC 

100% 
（ホギング） 

100% 
FSM-2

OST-2P/S 

100% 
（サギング） 

100% 

HSM-1

BSP-1P/S 

OST-1P/S 

13 (2) 

(5)(6) 

(13) 

隔倉ブロック

積状態

4.2.3 (d) 

 

 
TSC 

100% 
（ホギング） 

100% 
FSM-2 

OST-2P/S 

100% 
（サギング） 

100% 

HSM-1

BSP-1P/S 

OST-1P/S 

14(7) 

ヘビーバラス

ト状態

4.2.4 

 

 
TBAL-H 

0% 

100% (10)

Max SFLC 

FSM-2

HSM-2 

100% BSR-1P/S 

100% 
（サギング） 

100% (8)

Max SFLC 
HSM-1 

100% (9)

Max SFLC 
HSM-1 

100% BSR-1P/S 
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15(7) 

ヘビーバラス

ト状態

4.2.4 

 

 
TBAL-H 

0% 100% BSR-1P/S 

100% 
（サギング） 

100% BSR-1P/S 

港内状態 

16 
港内状態

4.2.5(a),(c) 

 

 TH1 

100% 
（ホギング） 

100% N/A 

100% 
（サギング） 

100% N/A 

17 
港内状態

4.2.5(a),(c) 

 

 TH1 

100% 
（ホギング） 

100% N/A 

100% 
（サギング） 

100% N/A 

18 
港内状態

4.2.5(a),(b) 

 

 
TH2 

100% 
（ホギング） 

100% (11)

Max SFLC 
N/A 

100% (12)

Max SFLC 
N/A 

100% 
（サギング） 

100% (11)

Max SFLC 
N/A 

100% (12)

Max SFLC 
N/A 

19(13) 

隔倉ブロック

積状態（港内） 

4.2.3(d) 

 

 TH3 

100% 
（ホギング） 

100% N/A 

100% 
（サギング） 

100% N/A 

20(13) 

隔倉ブロック

積状態（港内） 

4.2.3(d) 

 

 TH3 

100% 
（ホギング） 

100% N/A 

100% 
（サギング） 

100% N/A 

(1) 当該積付パターンの代わりに，貨物質量 MFull及び 4.1.4 に規定する最大貨物密度の貨物を積載する積付パターン 1 を考慮し

て差し支えない。 

(2) ばら積貨物による圧力を算定するにあたっては，4.1.4 に規定する最大貨物密度を用いなければならない。

(3) バラストホールドがない場合は，MSW = 100%（ホギング）と想定したノーマルバラスト状態を考慮しなければならない。 

(4) バラストホールドの位置が適切となるよう調整しなければならない。

(5) この積付状態がローディングマニュアルに記載される場合のみ，当該積付状態を考慮しなければならない。

(6) 設計値の代わりに，ローディングマニュアルに記載される実際の静水中垂直曲げモーメントを用いて差し支えない。

(7) 空のバラストホールドがある場合は，当該貨物倉についてこの積付状態を考慮しなければならない。 

(8) 中央貨物倉の位置が CSRaftb Lx 5.0£- 及び CSRfwdb Lx 5.0³- の場合は，中央貨物倉の後端隔壁でのターゲット値までせん断力を

調整しなければならない。 
(9) 中央貨物倉の位置が CSRaftb Lx 5.0£- 及び CSRfwdb Lx 5.0³- の場合は，中央貨物倉の前端隔壁でのターゲット値までせん断力を
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調整しなければならない。 

(10) 中央貨物倉の位置が CSRaftb Lx 5.0>- 又は CSRfwdb Lx 5.0<- の場合のみ，この積付状態を考慮しなければならない。 

(11)  中央貨物倉の後端隔壁でのターゲット値までせん断力を調整しなければならない。

(12)  中央貨物倉の前端隔壁でのターゲット値までせん断力を調整しなければならない。

(13)  ブロック積状態がローディングマニュアルに記載される場合のみ，この積付状態を考慮しなければならない。 
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表 13 隔倉積状態にある BC-A 船（FA）の船体中央部の貨物倉区域における積載倉の有限要素解析に用いる荷重組合せ 

No. 
積付状態

参照規定 
 積付パターン      後   中央   前 喫水 

CBM-LC：許容

静水中曲げ

モーメント

の割合（%） 

CSF-LC：許容

静水中せん

断力の割合

（%） 

動的荷重 

ケース 

航海状態 

1(2) 
満載状態

4.1.3  TSC 
50% 

（サギング） 
100% 

BSP-1P/S 

OST-1P/S 

2(1) 
満載状態

4.2.1(a)  TSC 
50% 

（サギング） 
100% BSP-1P/S 

3 

スラック積状

態 

4.2.1(b) 

 TSC 0% 100% BSP-1P/S 

4(3)(4) 

最大バラスト

喫水状態

4.2.1(c) 

 

 TBAL-H 

100% 
（ホギング） 

100% 

FSM-2

BSR-1P/S 

OST-2P/S 

100% 
（サギング） 

100% 

BSP-1P/S 

BSR-1P/S 

OST-1P/S 

5 

多港積荷・ 

揚荷状態 2 

4.2.2(b) 

 

 0.83TSC 

100% 
（ホギング） 

100% (8)

Max SFLC 

FSM-2

HSM-2 

100% (9)

Max SFLC 

FSM-2

HSM-2 

100% OST-2P/S 

100% 
（サギング） 

100% (10)

Max SFLC 
HSM-1 

100% 
BSP-1P/S 

OST-1P/S 

6 

多港積荷・ 

揚荷状態 3 

4.2.2(c) 

 

 
0.67TSC 

100% 
（サギング） 

100% 
BSP-1P/S 

OST-1P/S 

7 

多港積荷・ 

揚荷状態 3 

4.2.2(c) 

 

 
0.67TSC 

100% 
（サギング） 

100% 
BSP-1P/S 

OST-1P/S 
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8 

多港積荷・ 

揚荷状態 4 

4.2.2(d) 

 

 
0.75TSC 

100% 
（ホギング） 

100% 

FSM-2, 

HSM-2

BSR-1P/S 

OST-2P/S 

100% 
（サギング） 

100% 

BSP-1P/S 

BSR-1P/S 

OST-1P/S 

9 

多港積荷・ 

揚荷状態 4 

4.2.2(d) 

 

 
0.75TSC 

100% 
（ホギング） 

100% 

FSM-2, 

HSM-2

BSR-1P/S 

OST-2P/S 

100% 
（サギング） 

100% 

BSP-1P/S 

BSR-1P/S 

OST-1P/S 

10(2) 

隔倉積状態 

（部分積付） 

4.2.3(a),(b) 

 

 
TSC 

100% 
（ホギング） 

100% (10)

Max SFLC 

FSM-2

HSM-2 

100% OST-2P/S 

0% 

100% (8)

Max SFLC 

FSM-1

HSM-1 

100% (9)

Max SFLC 

FSM-1

HSM-1 

100% 
BSP-1P/S 

OST-1P/S 

11 

隔倉積状態 

（満載）

4.2.3(a),(c) 

 

 TSC 

100% 
（ホギング） 

100% (10)

Max SFLC 

FSM-2

HSM-2 

100% OST-2P/S 

0% 

100% (8)

Max SFLC 
HSM-1 

100% (9)

Max SFLC 
HSM-1 

100% BSP-1P/S 

12 (2) 

(5) (6) 

(13) 

隔倉ブロック

積状態

4.2.3(d) 

 

 TSC 

100% 
（ホギング） 

100% 

FSM-2

HSM-2

OST-2P/S 

100% 
（サギング） 

100% 

HSM-1

BSP-1P/S 

OST-1P/S 
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13 (2) 

(5) (6) 

(13) 

隔倉ブロック

積状態

4.2.3(d) 

 

 TSC 

100% 
（ホギング） 

100% 

FSM-2

HSM-2

OST-2P/S 

100% 
（サギング） 

100% 

HSM-1

BSP-1P/S 

OST-1P/S 

14(7) 

ヘビーバラス

ト状態

4.2.4 

 

 TBAL-H 

0% 

100% (10)

Max SFLC 

FSM-2

HSM-2 

100% BSR-1P/S 

100% 
（サギング） 

100% (8)

Max SFLC 
HSM-1 

100% (9)

Max SFLC 
HSM-1 

100% BSR-1P/S 

15(7) 

ヘビーバラス

ト状態

4.2.4 

 

 
TBAL-H 

0% 100% BSR-1P/S 

100% 
（サギング） 

100% BSR-1P/S 

港内状態 

16(2) 
港内状態

4.2.5(a),(b) 

 

 
TH4 

100% 
（ホギング） 

100% (11)

Max SFLC 
N/A 

100% (12)

Max SFLC 
N/A 

100% 
（サギング） 

100% (11)

Max SFLC 
N/A 

100% (12)

Max SFLC 
N/A 

17 
港内状態

4.2.5(a) 

 

 0.67TSC 

100% 
（ホギング） 

100% N/A 

100% 
（サギング） 

100% N/A 

18 
港内状態

4.2.5(a) 

 

 0.67TSC 

100% 
（ホギング） 

100% N/A 

100% 
（サギング） 

100% N/A 
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19 
港内状態

4.2.5(a),(c) 

 

 TH1 

100% 
（ホギング） 

100% N/A 

100% 
（サギング） 

100% N/A 

20 
港内状態

4.2.5(a),(c) 

 

 TH1 

100% 
（ホギング） 

100% N/A 

100% 
（サギング） 

100% N/A 

21(13) 

隔倉ブロック

積状態（港内） 

4.2.3(d) 

 

 TH3 

100% 
（ホギング） 

100% N/A 

100% 
（サギング） 

100% N/A 

22(13) 

隔倉ブロック

積状態（港内） 

4.2.3(d) 

 

 TH3 

100% 
（ホギング） 

100% N/A 

100% 
（サギング） 

100% N/A 

(1) 当該積付パターンの代わりに，貨物質量 MFull及び 4.1.4 に規定する最大貨物密度の貨物を積載する積付パターン 1 を考慮

して差し支えない。 

(2) ばら積貨物による圧力を算定するにあたっては，4.1.4 に規定する最大貨物密度を用いなければならない。

(3) バラストホールドがない場合は，MSW = 100%（ホギング）と想定したノーマルバラスト状態を考慮しなければならない。 

(4) バラストホールドの位置が適切となるよう調整しなければならない。

(5) ブロック積状態がローディングマニュアルに記載される場合のみ，この積付状態を考慮しなければならない

(6) 設計値の代わりに，ローディングマニュアルに記載される実際の静水中垂直曲げモーメントを用いて差し支えない。

(7) 重貨物を積載するバラストホールドがある場合は，当該貨物倉についてこの積付状態を考慮しなければならない。 

(8) 中央貨物倉の位置が CSRaftb Lx 5.0£- 及び CSRfwdb Lx 5.0³- の場合は，中央貨物倉の後端隔壁でのターゲット値までせん断力を

調整しなければならない。 

(9)  中央貨物倉の位置が CSRaftb Lx 5.0£- 及び CSRfwdb Lx 5.0³- の場合は，中央貨物倉の前端隔壁でのターゲット値までせん断力を

調整しなければならない。 

(10)  中央貨物倉の位置が CSRaftb Lx 5.0>- 又は CSRfwdb Lx 5.0<- の場合のみ，この積付状態を考慮しなければならない。 

(11)  中央貨物倉の後端隔壁でのターゲット値までせん断力を調整しなければならない。

(12)  中央貨物倉の前端隔壁でのターゲット値までせん断力を調整しなければならない。

(13)  ブロック積状態がローディングマニュアルに記載される場合のみ，この積付状態を考慮しなければならない。 
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表 14 BC-B 船及び BC-C 船の船体中央部の貨物倉区域における貨物倉の有限要素解析に用いる荷重組合せ 

No. 
積付状態

参照規定 
 積付パターン     後   中央   前 喫水 

CBM-LC：許容静

水中曲げモー

メントの割合

（%） 

CSF-LC：許

容静水中

せん断力

の割合

（%） 

動的荷重 

ケース 

航海状態 

1(1)(3) 
満載状態

4.1.3  TSC 
50% 

（サギング） 
100% 

BSP-1P/S 

OST-1P/S 

2(2) 
満載状態

4.2.1(a)  TSC 
50% 

（サギング） 
100% 

BSP-1P/S 

OST-1P/S 

3 

スラック積

状態

4.2.1(b) 

 

 
TSC 0% 100% BSP-1P/S 

4(4)(5) 

最大バラス

ト喫水状態 

4.2.1(c) 

 

 TBAL-H 

100% 
（ホギング） 

100% 

FSM-2,  

BSR-1P/S 

OST-2P/S 

100% 
（サギング） 

100% 

BSP-1P/S 

BSR-1P/S 

OST-1P/S 

5 

多港積荷・ 

揚荷状態 2 

4.2.2(b) 

 

 
0.83TSC 

100% 
（ホギング） 

100% (7)

Max SFLC 

FSM-2

HSM-2 

100% (8)

Max SFLC 

FSM-2

HSM-2 

100% OST-2P/S 

100% 
（サギング） 

100% (9)

Max SFLC 
HSM-1 

100% 
BSP-1P/S 

OST-1P/S 

6 

多港積荷・ 

揚荷状態 3 

4.2.2(c) 

 0.67TSC 
100% 

（サギング） 
100% 

BSP-1P/S 

OST-1P/S 

7 

多港積荷・ 

揚荷状態 3 

4.2.2(c) 

 0.67TSC 
100% 

（サギング） 
100% 

BSP-1P/S 

OST-1P/S 
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8 

多港積荷・ 

揚荷状態 4 

4.2.2(d) 

 

 
0.75TSC 

100% 
（ホギング） 

100% 

FSM-2

HSM-2

BSR-1P/S 

OST-2P/S 

100% 
（サギング） 

100% 

BSP-1P/S 

BSR-1P/S 

OST-1P/S 

9 

多港積荷・ 

揚荷状態 4 

4.2.2(d) 

 

 
0.75TSC 

100% 
（ホギング） 

100% 

FSM-2

HSM-2

BSR-1P/S 

OST-2P/S 

100% 
（サギング） 

100% 

BSP-1P/S 

BSR-1P/S 

OST-1P/S 

10(6) 

ヘビーバラ

スト状態

4.2.4 

 

 TBAL-H 

0% 

100% (9)

Max SFLC 

FSM-2

HSM-2 

100% BSR-1P/S 

100% 
（サギング） 

100% (7)

Max SFLC 
HSM-1 

100% (8)

Max SFLC 
HSM-1 

100% BSR-1P/S 

11(6) 

ヘビーバラ

スト状態

4.2.4 

 

 
TBAL-H 

0% 100% BSR-1P/S 

100% 
（サギング） 

100% BSR-1P/S 

港内状態 

12 
港内状態

4.2.5(a) 

 

 0.67TSC 

100% 
（ホギング） 

100% N/A 

100% 
（サギング） 

100% N/A 

13 
港内状態

4.2.5(a) 

 

 0.67TSC 

100% 
（ホギング） 

100% N/A 

100% 
（サギング） 

100% N/A 

14 
港内状態

4.2.5(a),(c) 

 

 TH1 

100% 
（ホギング） 

100% N/A 

100% 
（サギング） 

100% N/A 
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15 
港内状態

4.2.5(a),(c) 

 

 TH1 

100% 
（ホギング） 

100% N/A 

100% 
（サギング） 

100% N/A 

16 
港内状態

4.2.5(a),(b) 

 

 
TH2 

100% 
（ホギング） 

100%(10)

Max SFLC 
N/A 

100% (11)

Max SFLC 
N/A 

100% 
（サギング） 

100% (10)

Max SFLC 
N/A 

100% (11)

Max SFLC 
N/A 

(1) BC-B 船にのみ適用する。

(2) BC-B 船にあっては，当該積付パターンの代わりに，貨物質量 MFull及び 4.1.3 に規定する最大貨物密度の貨物を積載する積

付パターン 1 を考慮して差し支えない。 

(3) ばら積貨物による圧力を算定するにあたっては，4.1.3 に規定する最大貨物密度を用いなければならない。

(4) バラストホールドがない場合は，MSW = 100%（ホギング）と想定したノーマルバラスト状態を考慮しなければならない。 

(5) バラストホールドの位置が適切となるよう調整しなければならない。

(6) バラストホールドとする貨物倉がある場合は，当該貨物倉についてこの積付状態を考慮しなければならない。 

(7) 中央貨物倉の位置が CSRaftb Lx 5.0£- 及び CSRfwdb Lx 5.0³- の場合は，中央貨物倉の後端隔壁でのターゲット値までせん断力を

調整しなければならない。 

(8) 中央貨物倉の位置が CSRaftb Lx 5.0£- 及び CSRfwdb Lx 5.0³- の場合は，中央貨物倉の前端隔壁でのターゲット値までせん断力を調

整しなければならない。 

(9)  中央貨物倉の位置が CSRaftb Lx 5.0>- 又は CSRfwdb Lx 5.0<- の場合のみ，この積付状態を考慮しなければならない。 

(10)  中央貨物倉の後端隔壁でのターゲット値までせん断力を調整しなければならない。

(11)  中央貨物倉の前端隔壁でのターゲット値までせん断力を調整しなければならない。 
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表 15 隔倉積状態にある BC-A 船（EA）の船体中央部を除く貨物倉区域における空倉の有限要素解析に用いる 

荷重組合せ 

No. 
積付状態 

参照規定 
積付パターン     後   中央   前 喫水 

CBM-LC：許

容静水中

曲げモー

メントの

割合（%） 

CSF-LC：許

容静水中

せん断力

の割合

（%） 

動的荷重ケース 

後部区域 前部区域 

航海状態 

1(2) 
満載状態 

4.1.3 

 

 
TSC 

50%（サギ

ング） 
100% 

BSP-1P/S 

OST-1P/S 

OSA-1P/S 

HSM-1

BSP-1P/S 

OST-1P/S 

OSA-2P/S 

2(1) 
満載状態 

4.2.1 (a)  TSC 
50%（サギ

ング） 
100% BSP-1P/S BSP-1P/S 

3 

スラック積

状態 

4.2.1 (b) 

 TSC 0% 100% BSP-1P/S BSP-1P/S 

4 

スラック積

状態 

4.2.1 (b) 

 

 
TSC 0% 100% BSP1P/S BSP-1P/S 

5(3) 

(4) 

最大バラス

ト喫水状態 

4.2.1 (c) 

 

 TBAL-H 

100%（ホ

ギング） 
100% 

HSM-2 

HSA-2 

BSR-1P/S 

OST-2P/S 

FSM-2

BSP-1P/S 

BSR-1P/S 

OSA-2P/S 

100%（サ

ギング）

(10) 

100% 
HSM-1 

BSP-1P/S 

HSM-1

BSP-1P/S 

BSR-1P/S 

OSA-2P/S 

6(5) 

多港積荷・ 

揚荷状態 3 

4.2.2 (c) 

 0.67TSC 
100%（サ

ギング） 
100% 

HSM-1 

OST-1P/S 

HSM-1

OST-1P/S 

7(5) 

多港積荷・ 

揚荷状態 3 

4.2.2 (c) 

 0.67TSC 
100%（サ

ギング） 
100% 

HSM-1 

OST-1P/S 

BSP-1P/S 

OSA-2P/S 
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8(5) 

多港積荷・ 

揚荷状態 4 

4.2.2 (d) 

 

 
0.75TSC 

100%（ホ

ギング） 
100% 

HSM-2 

OST-2P/S 

HSM-2

BSR-1P/S 

OST-2P/S 

100%（サ

ギング） 
100% 

HSM-1 

FSM-1 

BSP-1P/S 

OST-1P/S 

HSM-1

BSP-1P/S 

OST-1P/S 

9(5) 

多港積荷・ 

揚荷状態 4 

4.2.2 (d) 

 

 0.75TSC 

100%（ホ

ギング） 
100% 

HSM-2 

OST-2P/S 

HSM-2

OST-2P/S 

100%（サ

ギング） 
100% 

HSM-1 

FSM-1 

BSP-1P/S 

OST-1P/S 

HSM-1

BSP-1P/S 

BSR-1P/S 

OST-1P/S 

10(2) 

隔倉積状態

（部分積

付） 

4.2.3 (a),(b) 

 

 

 TSC 

100%（ホ

ギング） 

100% 

Max SFLC 

FSM-2 

HSM-2 

FSM-2 

HSM-2 

100% 

BSP-1P/S 

OST-2P/S 

OSA-1P/S 

BSP-1P/S 

BSR-1P/S 

OST-2P/S 

OSA-2P/S 

0% 

100% 

BSP-1P/S 

OST-2P/S 

OSA-1P/S 

BSP-1P/S 

OST-2P/S 

100% 

Max SFLC 

HSM-1 

FSM-1 

HSM-1

FSM-1 

11 

隔倉積状態 

（満載） 

4.2.3 (a),(c) 

 

 
TSC 

100%（ホ

ギング） 

100% 

Max SFLC 

HSM-2 

FSM-2 

HSM-2

FSM-2 

100% 
BSP-1P/S 

OST-2P/S 

BSP-1P/S 

BSR-1P/S 

OST-2P/S 

OSA-2P/S 

0% 

100% BSP-1P/S 
HSA-1

BSP-1P/S 

100% 

Max SFLC 

HSM-1 

FSM-1 

HSM-1

FSM-1 

12 (2) 

(6)(7) 

(11) 

隔倉ブロッ

ク積状態 

4.2.3 (d) 

 

 TSC 

100%（ホ

ギング） 
100% 

FSM-2 

BSP-1P/S 

OST-2P/S 

FSM-2

BSP-1P/S 

OSA-2P/S 

100%（サ

ギング） 
100% 

HSM-1 

BSP-1P/S 

OST-1P/S 

HSM-1

BSP-1P/S 

OSA-2P/S 
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13 (2) 

(6)(7) 

(11) 

隔倉ブロッ

ク積状態 

4.2.3 (d) 

 

 
TSC 

100%（ホ

ギング） 
100% 

FSM-2 

BSP-1P/S 

OST-2P/S 

FSM-2

BSP-1P/S 

OSA-2P/S 

OST-1P/S 

100%（サ

ギング） 
100% 

HSM-1 

BSP-1P/S 

OST-1P/S 

HSM-1

BSP-1P/S 

OSA-2P/S 

港内状態 

14 
港内状態 

4.2.5(a),(c) 

 

 TH1 

100%（ホ

ギング） 
100% N/A N/A 

100%（サ

ギング） 
100% N/A N/A 

15 
港内状態 

4.2.5(a),(c) 

 

 TH1 

100%（ホ

ギング） 
100% N/A N/A 

100%（サ

ギング） 
100% N/A N/A 

16 
港内状態 

4.2.5(a),(b) 

 

 
TH2 

100%（ホ

ギング） 

100% (8) 

Max SFLC 
N/A N/A 

100% (9) 

Max SFLC 
N/A N/A 

100%（サ

ギング） 

100% (8) 

Max SFLC 
N/A N/A 

100% (9) 

Max SFLC 
N/A N/A 

17 
(11) 

隔倉ブロッ

ク積状態

（港内） 

4.2.3(d) 

 

 
TH3 

100%（ホ

ギング） 
100% N/A N/A 

100%（サ

ギング） 
100% N/A N/A 

18 
(11) 

隔倉ブロッ

ク積状態

（港内） 

4.2.3(d) 

 

 
TH3 

100%（ホ

ギング） 
100% N/A N/A 

100%（サ

ギング） 
100% N/A N/A 

(1) 当該積付パターンの代わりに，貨物質量 MFull及び 4.1.4 に規定する最大貨物密度の貨物を積載する積付パターン 1 を考慮し

て差し支えない。 

(2) ばら積貨物による圧力を算定するにあたっては，4.1.4 に規定する最大貨物密度を用いなければならない。

(3) バラストホールドがない場合は，MSW = 100%（ホギング）と想定したノーマルバラスト状態を考慮しなければならない。

(4) バラストホールドの位置が適切となるよう調整しなければならない。 
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(5)  no MP を付記する場合は，この積付状態を考慮する必要はない。

(6) この積付状態がローディングマニュアルに記載される場合のみ，当該積付状態を考慮しなければならない。

(7) 設計値の代わりに，ローディングマニュアルに記載される実際の静水中垂直曲げモーメントを用いて差し支えない。

(8) 中央貨物倉の後端隔壁でのターゲット値までせん断力を調整しなければならない。

(9) 中央貨物倉の前端隔壁でのターゲット値までせん断力を調整しなければならない。

(10)  バラストホールドがホールドモデルに含まれる場合のみ，この積付状態を考慮しなければならない。

(11)  ブロック積状態がローディングマニュアルに記載される場合のみ，この積付状態を考慮しなければならない。 
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表 16 隔倉積状態にある BC-A 船（FA）の船体中央部を除く貨物倉区域における積載倉の有限要素解析に用いる 

荷重組合せ 

No. 
積付状態 

参照規定 
積付パターン     後   中央   前 喫水 

CBM-LC：許

容静水中

曲げモー

メントの

割合（%） 

CSF-LC：許

容静水中

せん断力

の割合

（%） 

動的荷重ケース 

後部区域 前部区域 

航海状態 

1(2) 
満載状態 

4.1.3 

 

 
TSC 

50%（サギ

ング） 
100% 

HSM-1

BSP-1P/S 

OSA-1P/S 

HSM-1 

HSA-1

BSP-1P/S 

OSA-2P/S 

2(1) 
満載状態 

4.2.1(a)  TSC 
50%（サギ

ング） 
100% N/A 

BSP-1P/S 

OSA-2P/S 

3 

スラック積

状態 

4.2.1(b) 

 

 TSC 0% 100% 

HSM-2

HSA-1

BSP-1P/S 

OSA-1P/S 

HSM-1 

HSA-1

FSM-2

BSP-1P/S 

4(3)(4) 

最大バラス

ト喫水状態 

4.2.1(c) 

 

 TBAL-H 

100%（ホ

ギング） 
100% 

HSM-2

FSM-2

OST-2P/S 

HSM-2 

100%（サ

ギング） 
100% 

HSM-1

FSM-1

OST-1P/S 

OSA-2P/S 

HSM-1 

HSA-1

FSM-1

BSP-1P/S 

OSA-2P/S 

5 

多港積荷・ 

揚荷状態 2 

4.2.2 (b) 

 

 0.83TSC 

100%（ホ

ギング） 

100% 

Max SFLC 
HSM-2 N/A 

100% BSP-1P/S BSP-1P/S 

100%（サ

ギング） 

100% BSP-1P/S 
HSA-1

BSR-1P/S 

100% 

Max SFLC 
HSM-1 N/A 

6 

多港積荷・ 

揚荷状態 3 

4.2.2 (c) 

 

 0.67TSC 
100%（サ

ギング） 
100% 

BSP-1P/S 

BSR-1P/S 

HSM-1 

HSA-1

BSP-1P/S 

OSA-2P/S 

7 

多港積荷・ 

揚荷状態 3 

4.2.2 (c) 

 0.67TSC 
100%（サ

ギング） 
100% 

HSM-1 

BSP-1P/S 

OST-1P/S 

HSM-1 
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8 

多港積荷・ 

揚荷状態 4 

4.2.2 (d) 

 

 0.75TSC 

100%（ホ

ギング） 
100% 

HSM-2

FSM-2

BSR-1P/S 

BSP-1P/S 

OSA-1P/S 

OST-2P/S 

FSM-2

OSA-2P/S 

100%（サ

ギング） 
100% 

BSR-1P/S 

BSP-1P/S 

OST-1P/S 

HSM-1 

HSA-1

BSP-1P/S 

OSA-2P/S 

9 

多港積荷・ 

揚荷状態 4 

4.2.2 (d) 

 

 0.75TSC 

100%（ホ

ギング） 
100% 

HSM-2

BSR-1P/S 

OST-2P/S 

FSM-2

BSR-1P/S 

100%（サ

ギング） 
100% 

HSM-1

FSM-1

BSP-1P/S 

BSR-1P/S 

OST-1P/S 

HSM-1 

HSA-1

BSP-1P/S 

OST-1P/S 

10(2) 

隔倉積状態 

（部分積付） 

4.2.3 (a),(b) 

 

 TSC 

100%（ホ

ギング） 

100% 

HSA-2

BSP-1P/S 

OSA-1P/S 

OST-2P/S 

BSP-1P/S 

OSA-2P/S 

OST-2P/S 

100% 

Max SFLC 

HSM-2

FSM-2 
FSM-2 

0% 

100% 

Max SFLC 

HSM-1

FSM-1 
HSM-1 

100% 
BSP-1P/S 

OSA-1P/S 

BSP-1P/S 

OSA-1P/S 

OSA-2P/S 

11 

隔倉積状態 

（満載） 

4.2.3 (a),(c) 

 

 TSC 

100%（ホ

ギング） 

100% 

HSA-2

BSP-1P/S 

OSA-1P/S 

OSA-1P/S 

OSA-2P/S 

100% 

Max SFLC 
HSM-2 

FSM-2 

HSM-2 

0% 

100% 

Max SFLC 
HSM-1 HSM-1 

100% 
BSP-1P/S 

OSA-1P/S 

OSA-1P/S 

OST-2P/S 
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12(2) 

(5)(6) 

(9) 

隔倉ブロッ

ク積状態 

4.2.3 (d) 

 

 
TSC 

100%（ホ

ギング） 
100% 

HSA-2

FSM-2

BSP-1P/S 

OSA-1P/S 

OST-2P/S 

HSM-2 

FSM-2

BSP-1P/S 

OSA-2P/S 

100%（サ

ギング） 
100% 

HSM-1

BSP-1P/S 

OSA-1P/S 

OST-1P/S 

HSM-1 

BSP-1P/S 

OSA-2P/S 

13(2) 

(5)(6) 

(9) 

隔倉ブロッ

ク積状態 

4.2.3 (d) 

 

 TSC 

100%（ホ

ギング） 
100% 

FSM-2

BSP-1P/S 

HSM-2 

FSM-2

BSP-1P/S 

OSA-2P/S 

OST-2P/S 

100%（サ

ギング） 
100% 

HSM-1

HSA-1

FSM-1

BSP-1P/S 

OST-1P/S 

HSM-1 

HSA-1

BSP-1P/S 

OSA-2P/S 

港内状態 

14 (2) 
港内状態 

4.2.5(a),(b) 

 

 
TH4 

100%（ホ

ギング） 

100%(7) 

Max SFLC 
N/A N/A 

100%(8) 

Max SFLC 
N/A N/A 

100%（サ

ギング） 

100%(7) 

Max SFLC 
N/A N/A 

100%(8) 

Max SFLC 
N/A N/A 

15 
港内状態 

4.2.5(a) 

 

 0.67TSC 

100%（ホ

ギング） 
100% N/A N/A 

100%（サ

ギング） 
100% N/A N/A 

16 
港内状態 

4.2.5(a) 

 

 0.67TSC 

100%（ホ

ギング） 
100% N/A N/A 

100%（サ

ギング） 
100% N/A N/A 

17 
港内状態 

4.2.5(a),(c) 

 

 TH1 

100%（ホ

ギング） 
100% N/A N/A 

100%（サ

ギング） 
100% N/A N/A 
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18 
港内状態 

4.2.5(a),(c) 

 

 TH1 

100%（ホ

ギング） 
100% N/A N/A 

100%（サ

ギング） 
100% N/A N/A 

19 (9) 

隔倉ブロッ

ク積状態（港

内） 

4.2.3(d) 

 

 TH3 

100%（ホ

ギング） 
100% N/A N/A 

100%（サ

ギング） 
100% N/A N/A 

20 (9) 

隔倉ブロッ

ク積状態（港

内） 

4.2.3(d) 

 

 TH3 

100%（ホ

ギング） 
100% N/A N/A 

100%（サ

ギング） 
100% N/A N/A 

(1) 当該積付パターンの代わりに，貨物質量 MFull及び 4.1.4 に規定する最大貨物密度の貨物を積載する積付パターン 1 を考慮して

差し支えない。 

(2) ばら積貨物による圧力を算定するにあたっては，4.1.4 に規定する最大貨物密度を用いなければならない。

(3) バラストホールドがない場合は，MSW = 100%（ホギング）と想定したノーマルバラスト状態を考慮しなければならない。

(4) バラストホールドの位置が適切となるよう調整しなければならない。

(5) この積付状態がローディングマニュアルに記載される場合のみ，当該積付状態を考慮しなければならない。

(6) 設計値の代わりに，ローディングマニュアルに記載される実際の静水中垂直曲げモーメントを用いて差し支えない。

(7) 中央貨物倉の後端隔壁でのターゲット値までせん断力を調整しなければならない。

(8) 中央貨物倉の前端隔壁でのターゲット値までせん断力を調整しなければならない。

(9) ブロック積状態がローディングマニュアルに記載される場合のみ，この積付状態を考慮しなければならない。 
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表 17 BC-B 船及び BC-C 船の船体中央部を除く貨物倉区域における貨物倉の有限要素解析に用いる荷重組合せ 

No. 
積付状態 

参照規定 
積付パターン        後   中央   前 喫水 

CBM-LC：許

容静水中

曲げモー

メントの

割合 

（%） 

CSF-LC：許

容静水中

せん断力

の割合

（%） 

動的荷重ケース 

後部区域 前部区域 

航海状態 

1(1)(3) 
満載状態 

4.1.3 

 

 
TSC 

50%（サギ

ング） 
100% 

HSM-1

FSM-1

BSP-1P/S 

OSA-1P/S 

OST-1P/S 

OST-2P/S 

HSM-1 

HSA-1

BSP-1P/S 

OSA-2P/S 

2(2) 
満載状態 

4.2.1(a) 

 

 TSC 
50%（サギ

ング） 
100% 

HSM-1

FSM-1

BSP-1P/S 

OSA-1P/S 

OST-1P/S 

OST-2P/S 

HSM-1 

HSA-1

BSP-1P/S 

OSA-1P/S 

3 

スラック積

状態 

4.2.1(b) 

 

 TSC 0% 100% 

HSM-1

HSM-2

HSA-1

FSM-2

BSP-1P/S 

OSA-1P/S 

OST-2P/S 

HSM-1 

HSA-1

FSM-2

BSP-1P/S 

OST-2P/S 

4(4)(5) 

最大バラス

ト喫水状態 

4.2.1(c) 

 

 TBAL-H 

100%（ホ

ギング） 
100% 

HSM-2

FSM-2

OST-2P/S 

HSM-2 

100%（サ

ギング） 
100% 

HSM-1

FSM-1

OSA-2P/S 

OST-1P/S 

HSM-1 

HSA-1

FSM-1

BSP-1P/S 

OSA-2P/S 

5 

多港積荷・ 

揚荷状態 2 

4.2.2(b) 

 

 0.83TSC 

100%（ホ

ギング） 

100% 

Max SFLC 
HSM-2 N/A 

100% BSP-1P/S BSP-1P/S 

100%（サ

ギング） 

100% BSP-1P/S 
HSA-1

BSR-1P/S 

100% 

Max SFLC 
HSM-1 N/A 
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6 

多港積荷・ 

揚荷状態 3 

4.2.2(c) 

 

 0.67TSC 
100%（サ

ギング） 
100% 

BSP-1P/S 

BSR-1P/S 

HSM-1 

HSA-1

BSP-1P/S 

OSA-2P/S 

7 

多港積荷・ 

揚荷状態 3 

4.2.2(c) 

 

 0.67TSC 
100%（サ

ギング） 
100% 

HSM-1

FSM-1

BSP-1P/S 

OST-1P/S 

HSM-1 

BSP-1P/S 

8 

多港積荷・ 

揚荷状態 4 

4.2.2(d) 

 

 0.75TSC 

100%（ホ

ギング） 
100% 

HSM-2

FSM-2

BSP-1P/S 

BSR-1P/S 

OSA-1P/S 

OST-2P/S 

HSM-2 

FSM-2

OSA-2P/S 

100%（サ

ギング） 
100% 

BSP-1P/S 

BSR-1P/S 

OST-1P/S 

HSM-1 

HSA-1

BSP-1P/S 

OSA-2P/S 

9 

多港積荷・ 

揚荷状態 4 

4.2.2(d) 

 

 0.75TSC 

100%（ホ

ギング） 
100% 

HSM-2

BSR-1P/S 

OST-2P/S 

FSM-2

BSR-1P/S 

100%（サ

ギング） 
100% 

HSM-1

FSM-1

BSP-1P/S 

BSR-1P/S 

OST-1P/S 

HSM-1 

HSA-1

BSP-1P/S 

OST-1P/S 

港内状態 

10 
港内状態 

4.2.5(a) 

 

 0.67TSC 

100%（ホ

ギング） 
100% N/A N/A 

100%（サ

ギング） 
100% N/A N/A 

11 
港内状態 

4.2.5(a) 

 

 0.67TSC 

100%（ホ

ギング） 
100% N/A N/A 

100%（サ

ギング） 
100% N/A N/A 

12 
港内状態

4.2.5(a),(c) 

 

 TH1 

100%（ホ

ギング） 
100% N/A N/A 

100%（サ

ギング） 
100% N/A N/A 
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13 
港内状態 

4.2.5(a),(c) 

 

 TH1 

100%（ホ

ギング） 
100% N/A N/A 

100%（サ

ギング） 
100% N/A N/A 

14 
港内状態 

4.2.5(a),(b) 

 

 
TH2 

100%（ホ

ギング） 

100% (6) 

Max SFLC 
N/A N/A 

100% (7) 

Max SFLC 
N/A N/A 

100%（サ

ギング） 

100% (6) 

Max SFLC 
N/A N/A 

100% (7) 

Max SFLC 
N/A N/A 

(1) BC-B 船にのみ適用する。

(2) BC-B 船にあっては，当該積付パターンの代わりに，貨物質量 MFull及び 4.1.3 に規定する最大貨物密度の貨物を積載する積付パ

ターン 1 を考慮して差し支えない。 

(3) ばら積貨物による圧力を算定するにあたっては，4.1.3 に規定する最大貨物密度を用いなければならない

(4) バラストホールドがない場合は，MSW = 100%（ホギング）と想定したノーマルバラスト状態を考慮しなければならない。

(5) バラストホールドの位置が適切となるよう調整しなければならない。

(6) 中央貨物倉の後端隔壁でのターゲット値までせん断力を調整しなければならない。

(7) 中央貨物倉の前端隔壁でのターゲット値までせん断力を調整しなければならない。 
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表 18 隔倉積状態にある BC-A 船（FA）の最後端の積載倉の有限要素解析に用いる荷重組合せ 

No. 
積付状態

参照規定 
積付パターン         後   中央   前 喫水 

CBM-LC：許容

静水中曲げ

モーメント

の割合（%） 

CSF-LC：許容

静水中せん

断力の割合

（%） 

動的荷重ケー

ス 

航海状態 

1(2) 
満載状態

4.1.3 
 TSC 

80% 
（サギング） 

100% 

FSM-1

BSP-1P/S

OST-1P/S 

2(1) 
満載状態

4.2.1(a)  TSC 
80% 

（サギング） 
100% FSM-1 

3 

スラック積

状態 

4.2.1(b) 

 TSC 
100% 

（サギング） 
100% 

FSM-1

BSP-1P/S

OST-1P/S 

4(3)(4) 

最大バラス

ト喫水状態 

4.2.1(c) 

 

 TBAL-H 
100% 

（ホギング） 
100% 

HSM-2, FSM-1 

BSP-1P/S

BSR-1P/S

OST-1P/S

OST-2P/S

OSA-1P/S 

5 

多港積荷・ 

揚荷状態 2 

4.2.2(b) 

 
0.83TSC 

30% 
（ホギング） 

100% 
FSM-1

OSA-1P/S 

30% 
（サギング） 

100% 
FSM-1

BSP-1P/S 

6 

多港積荷・ 

揚荷状態 3 

4.2.2(c) 

 0.67TSC 
50% 

（サギング） 
100% 

BSP-1P/S

OST-1P/S 

7(2) 

隔倉積状態 

（部分積付） 

4.2.3(a),(b) 

 

 TSC 

50% 
（ホギング） 

100% 

Max SFLC 
HSM-2 

100% 
BSP-1P/S 

OSA-1P/S 

0% 

100% 

Max SFLC 
FSM-1 

100% 

BSP-1P/S

OST-1P/S

OSA-1P/S 
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8 

隔倉積状態 

（満載）

4.2.3(a),(c) 

 

 TSC 

50% 
（ホギング） 

100% 

Max SFLC 
HSM-2, FSM-2 

100% 
BSP-1P/S

OSA-1P/S 

0% 

100% 

Max SFLC 
HSM-1 

100% 

BSP-1P/S

OST-1P/S

OSA-1P/S 

9(2)(5) 

(6) 

隔倉ブロッ

ク積状態

4.2.3(d) 

 TSC 
50% 

（サギング） 
100% 

BSP-1P/S

OST-1P/S 

港内状態 

10(2) 
港内状態

4.2.5(a),(b) 

 

 TH4 

100% 
（ホギング） 

100% N/A 

50% 
（ホギング） 

100% (7)

Max SFLC 
N/A 

100% (8)

Max SFLC 
N/A 

11 
港内状態

4.2.5(a) 

 

 0.67TSC 

50% 
（ホギング） 

100% N/A 

100% 
（サギング） 

100% N/A 

12 
港内状態

4.2.5(a),(c) 

 

 TH1 

50% 
（ホギング） 

100% N/A 

50% 
（サギング） 

100% N/A 

13(9) 

隔倉ブロッ

ク積状態

（港内）

4.2.3(d) 

 

 TH3 

50% 
（ホギング） 

100% N/A 

50% 
（サギング） 

100% N/A 

(1) 当該積付パターンの代わりに，貨物質量 MH 及び 4.1.4 に規定する最大貨物密度の貨物を積載する積付パターン 1 を考慮して差

し支えない。 

(2) ばら積貨物による圧力を算定するにあたっては，4.1.4 に規定する最大貨物密度を用いなければならない。

(3) バラストホールドがない場合は，MSW = 100%（ホギング）と想定したノーマルバラスト状態を考慮しなければならない。

(4) バラストホールドの位置が適切となるよう調整しなければならない。

(5) この積付状態がローディングマニュアルに記載される場合のみ，当該積付状態を考慮しなければならない

(6) 設計値の代わりに，ローディングマニュアルに記載される実際の静水中垂直曲げモーメントを用いて差し支えない。

(7) 中央貨物倉の後端隔壁でのターゲット値までせん断力を調整しなければならない。 
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(8) 中央貨物倉の前端隔壁でのターゲット値までせん断力を調整しなければならない。

(9) ブロック積状態がローディングマニュアルに記載される場合のみ，この積付状態を考慮しなければならない。 
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表 19 BC-B 船及び BC-C 船の最後端貨物倉の有限要素解析に用いる荷重組合せ 

No. 
積付状態

参照規定 
積付パターン        後   中央   前 喫水 

CBM-LC：許容静

水中曲げモー

メントの割合

（%） 

CSF-LC：許

容静水中

せん断力

の割合

（%） 

動的荷重ケ

ース 

航海状態 

1(1)(3) 
満載状態

4.1.3 

 

 TSC 
80% 

（サギング） 
100% 

FSM-1

BSP-1P/S

OST-1P/S

OSA-1P/S 

2(2) 
満載状態

4.2.1(a) 
 TSC 

80% 
（サギング） 

100% 

FSM-1

BSP-1P/S

OST-1P/S 

3 

スラック積

状態

4.2.1(b) 

 TSC 
100% 

（サギング） 
100% 

FSM-1

BSP-1P/S

OST-1P/S 

4(4)(5) 

最大バラス

ト喫水状態 

4.2.1(c) 

 

 
TBAL-H 

100% 
（ホギング） 

100% 

HSM-2 

FSM-1

BSP-1P/S

BSR-1P/S 

OST-1P/S

OST-2P/S

OSA-1P/S 

5 

多港積荷・ 

揚荷状態 2 

4.2.2(b) 

 

 
0.83TSC 

30% 
（ホギング） 

100% 

FSM-1

BSR-1P/S 

OSA-1P/S 

30% 
（サギング） 

100% 
FSM-1

OST-1P/S 

6 

多港積荷・ 

揚荷状態 3 

4.2.2(a) 

 

 0.67TSC 

60% 
（ホギング） 

100% BSP-1P/S 

100% 

Max SFLC 
HSM-2 

0% 
100% 

Max SFLC 
HSM-1 

7 

多港積荷・ 

揚荷状態 3 

4.2.2(c) 

 0.67TSC 
50% 

（サギング） 
100% 

BSP-1P/S

OST-1P/S 
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港内状態 

8 
港内状態

4.2.5(a),(b) 

 

 TH2 

100% 
（ホギング） 

100% N/A 

50% 
（ホギング） 

100% (6)

Max SFLC 
N/A 

100% (7)

Max SFLC 
N/A 

9 
港内状態

4.2.5(a) 

 

 0.67TSC 

50% 
（ホギング） 

100% N/A 

100% 
（サギング） 

100% N/A 

10 
港内状態

4.2.5 (a),(c) 

 

 TH1 

50% 
（ホギング） 

100% N/A 

50% 
（サギング） 

100% N/A 

(1) BC-B 船にのみ適用する。

(2) BC-B 船にあっては，当該積付パターンの代わりに，貨物質量 MFull及び 4.1.3 に規定する最大貨物密度の貨物を積載する積付パ

ターン 1 を考慮して差し支えない。 

(3) ばら積貨物による圧力を算定するにあたっては，4.1.3 に規定する最大貨物密度を用いなければならない

(4) バラストホールドがない場合は，MSW = 100%（ホギング）と想定したノーマルバラスト状態を考慮しなければならない。

(5) バラストホールドの位置が適切となるよう調整しなければならない。

(6) 中央貨物倉の後端隔壁でのターゲット値までせん断力を調整しなければならない。

(7) 中央貨物倉の前端隔壁でのターゲット値までせん断力を調整しなければならない。 
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表 20 隔倉積状態にある BC-A 船（FA）の最前端の積載倉の有限要素解析に用いる荷重組合せ 

No. 
積付状態

参照規定 
積付パターン         後   中央   前 喫水 

CBM-LC：許容静

水中曲げモー

メントの割合

（%） 

CSF-LC：許

容静水中

せん断力

の割合

（%） 

動的荷重ケ

ース 

航海状態 

1(2) 
満載状態

4.1.3 

 

 
TSC 

60% 
（サギング） 

100% 

HSM-1

BSP-1P/S 

OST-1P/S 

OSA-2P/S 

2(1) 
満載状態

4.2.1 (a) 
 TSC 

60% 
（サギング） 

100% 

HSM-1

BSP-1P/S 

OSA-2P/S 

3 

スラック積

状態 

4.2.1 (b) 

 TSC 
100% 

（サギング） 
100% 

HSM-1

BSP-1P/S 

OSA-2P/S 

4(3)(4) 

最大バラス

ト喫水状態 

4.2.1 (c) 

 

 TBAL-H 
100% 

（ホギング） 
100% 

HSM-1, 

HSM-2

BSP-1P/S 

BSR-1P/S 

OSA-2P/S 

5 

多港積荷・ 

揚荷状態 2 

4.2.2 (b) 

 

 0.83TSC 
60% 

（サギング） 
100% 

HSM-1, 

FSM-1

BSP-1P/S 

OSA-2P/S 

6 

多港積荷・ 

揚荷状態 3 

4.2.2 (c) 

 0.67TSC 
50% 

（サギング） 
100% 

HSM-1

BSP-1P/S 

OSA-2P/S 

7 

多港積荷・ 

揚荷状態 3 

4.2.2 (a) 

 0.67TSC 
60% 

（ホギング） 
100% FSM-2 

8(2) 

隔倉積状態 

（部分積付） 

4.2.3(a),(b) 

 

 TSC 

60% 
（ホギング） 

100% 

BSP-1P/S 

OST-2P/S 

OSA-2P/S 

100% 

Max SFLC 
HSM-2 

0% 

100% 

Max SFLC 
HSM-1 

100% 
BSP-1P/S 

OSA-2P/S 
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9 

隔倉積状態 

（満載）

4.2.3 (a),(c) 

 

 TSC 

60% 
（ホギング） 

100% 

BSP-1P/S 

OST-2P/S 

OSA-2P/S 

100% 

Max SFLC 
HSM-2 

0% 

100% 

Max SFLC 
HSM-1 

100% 
BSP-1P/S 

OSA-2P/S 

10(2) 

(5)(6) 

(9) 

隔倉ブロッ

ク積状態

4.2.3 (d) 

 TSC 
50% 

（サギング） 
100% 

HSM-1

BSP-1P/S 

OSA-2P/S 

港内状態 

11(2) 
港内状態

4.2.5(a),(b) 

 

 TH4 

100% 
（ホギング） 

100% N/A 

50% 
（ホギング） 

100% (7)

Max SFLC 
N/A 

100% (8)

Max SFLC 
N/A 

12 
港内状態

4.2.5 (a)  
0.67TSC 

100% 
（サギング） 

100% N/A 

13 
港内状態

4.2.5 (a),(c)  
TH1 

50% 
（ホギング） 

100% N/A 

14(9) 

隔倉ブロッ

ク積状態

（港内）

4.2.3 (d) 

 

 TH3 
50% 

（ホギング） 
100% N/A 

(1) 当該積付パターンの代わりに，貨物質量 MFull及び 4.1.4 に規定する最大貨物密度の貨物を積載する積付パターン 1 を考慮して差

し支えない。 

(2) ばら積貨物による圧力を算定するにあたっては，4.1.4 に規定する最大貨物密度を用いなければならない。

(3) バラストホールドがない場合は，MSW = 100%（ホギング）と想定したノーマルバラスト状態を考慮しなければならない。

(4) バラストホールドの位置が適切となるよう調整しなければならない。

(5) この積付状態がローディングマニュアルに記載される場合のみ，当該積付状態を考慮しなければならない

(6) 設計値の代わりに，ローディングマニュアルに記載される実際の静水中垂直曲げモーメントを用いて差し支えない。

(7) 中央貨物倉の後端隔壁でのターゲット値までせん断力を調整しなければならない。

(8) 中央貨物倉の前端隔壁でのターゲット値までせん断力を調整しなければならない。

(9) ブロック積状態がローディングマニュアルに記載される場合のみ，この積付状態を考慮しなければならない。 
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表 21 BC-B 船及び BC-C 船の最前端貨物倉の有限要素解析に用いる荷重組合せ 

No. 
積付状態

参照規定 
積付パターン        後   中央   前 喫水 

CBM-LC：許容静

水中曲げモー

メントの割合

（%） 

CSF-LC：許

容静水中

せん断力

の割合

（%） 

動的荷重

ケース 

航海状態 

1(1)(3) 
満載状態

4.1.3 

 

 
TSC 

60% 
（サギング） 

100% 

HSM-1

BSP-1P/S 

OST-1P/S 

OSA-2P/S 

2 (2) 
満載状態

4.2.1 (a) 

 

 
TSC 

60% 
（サギング） 

100% 

HSM-1

BSP-1P/S 

OST-1P/S 

OSA-2P/S 

3 

スラック積

状態 

4.2.1 (b) 

 TSC 
100% 

（サギング） 
100% 

HSM-1

BSP-1P/S 

OSA-2P/S 

4(4)(5) 

最大バラス

ト喫水状態 

4.2.1 (c) 

 

 TBAL-H 
100% 

（ホギング） 
100% 

HSM-1 

 HSM-2 

BSP-1P/S 

BSR-1P/S 

OSA-2P/S 

5 

多港積荷・ 

揚荷状態 2 

4.2.2 (b) 

 

 0.83TSC 
60% 

（サギング） 
100% 

HSM-1

FSM-1

BSP-1P/S 

OSA-2P/S 

6 

多港積荷・ 

揚荷状態 3 

4.2.2 (c) 

 0.67TSC 
50% 

（サギング） 
100% 

HSM-1

BSP-1P/S 

OSA-2P/S 

7 

多港積荷・ 

揚荷状態 3 

4.2.2 (a) 

 

 
0.67TSC 

60% 
（ホギング） 

100% 

BSP-1P/S 

OST-2P/S 

OSA-2P/S 

100% 

Max SFLC 
HSM-2 

0% 
100% 

Max SFLC 
HSM-1 
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港内状態 

8 
港内状態

4.2.5(a),(b) 

 

 TH2 

100% 
（ホギング） 

100% N/A 

50% 
（ホギング） 

100% (6)

Max SFLC 
N/A 

100% (7)

Max SFLC 
N/A 

9 
港内状態

4.2.5(a)  0.67TSC 
100% 

（サギング） 
100% N/A 

10 
港内状態

4.2.5 (a),(c)  TH1 
50% 

（ホギング） 
100% N/A 

(1) BC-B 船にのみ適用する。

(2) BC-B 船にあっては，当該積付パターンの代わりに，貨物質量 MFull及び 4.1.3 に規定する最大貨物密度の貨物を積載する積付パ

ターン 1 を考慮して差し支えない。 

(3) ばら積貨物による圧力を算定するにあたっては，4.1.3 に規定する最大貨物密度を用いなければならない

(4) バラストホールドがない場合は，MSW = 100%（ホギング）と想定したノーマルバラスト状態を考慮しなければならない。

(5) バラストホールドの位置が適切となるよう調整しなければならない。

(6) 中央貨物倉の後端隔壁でのターゲット値までせん断力を調整しなければならない。

(7) 中央貨物倉の前端隔壁でのターゲット値までせん断力を調整しなければならない。 
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5. 疲労評価に用いる標準積付状態 

5.1 油タンカー

5.1.1
9 章 1 節 6.2 に規定する油タンカーの疲労評価に用いる標準積付状態は，表 22 から表 24 による。燃料油タンク，その

他の油タンク又は清水タンクが貨物倉区域に配置される場合，7 章及び 9 章 5 節に規定する直接強度解析において，その

注水高さは満載としなければならない。また，9 章 4 節に規定する簡易応力解析においては，その注水高さは ztop とタン

クの最も低い位置の中点の高さとしなければならない。

 
表 22 油タンカーの有限要素解析に用いる標準積付状態（最前端及び最後端の貨物タンクを除く）－疲労評価 

No. 積付状態 積付パターン 

静水荷重 

動的荷重 

ケース 喫水 

CBM-LC：許容

静水中曲げモ

ーメントの割

合（%） 

CSF-LC：許容静

水中せん断力

の割合（%）(1) 

2 列の油密隔壁を有する油タンカー 

A1-F 満載状態 
 

TSC 
60% 

（サギング） 
 全ケース 

A2-F 
ノーマル

バラスト状態  
TBAL 

80% 
（ホギング） 

 全ケース 

船体中心線上に 1 列の油密隔壁を有する油タンカー 

B1-F 満載状態 
 

TSC 
60% 

（サギング） 
 全ケース 

B2-F 
ノーマル

バラスト状態  
TBAL 

80% 
（ホギング） 

 全ケース 

(1) 有限要素モデルに静的及び動的な局部荷重を負荷することで求める実際のせん断力を用いなければならない。 

 

② 
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表 23 油タンカーの最後端の貨物タンクの有限要素解析に用いる標準積付状態－疲労評価 

No. 積付状態 積付パターン 

静水荷重 

動的荷重ケ

ース 喫水 

CBM-LC：許容静

水中曲げモー

メントの割合

（%） 

CSF-LC：許容静

水中せん断力

の割合（%）(1) 

2 列の油密隔壁を有する油タンカー 

A1-F 満載状態 

 

TSC 
60% 

（サギング） 
 全ケース 

A2-F 
ノーマル

バラスト状態 
 

TBAL 
80% 

（ホギング） 
 全ケース 

船体中心線上に 1 列の油密隔壁を有する油タンカー 

B1-F 満載状態 

 

TSC 
60% 

（サギング） 
 全ケース 

B2-F 
ノーマル

バラスト状態 
 

TBAL 
80% 

（ホギング） 
 全ケース 

(1) 有限要素モデルに静的及び動的な局部荷重を負荷することで求める実際のせん断力を用いなければならない。 
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表 24 油タンカーの最前端の貨物タンクの有限要素解析に用いる標準積付状態－疲労評価 

No. 積付状態 積付パターン 

静水荷重 

動的荷重 

ケース 喫水 

CBM-LC：許容静

水中曲げモー

メントの割合

（%） 

CSF-LC：許容静

水中せん断力

の割合（%）(1) 

2 列の油密隔壁を有する油タンカー 

A1-F 満載状態 

 

TSC 
60% 

（サギング） 
 全ケース 

A2-F 
ノーマル

バラスト状態 
 

TBAL 
80% 

（ホギング） 
 全ケース 

船体中心線上に 1 列の油密隔壁を有する油タンカー 

B1-F 満載状態 

 

TSC 
60% 

（サギング） 
 全ケース 

B2-F 
ノーマル

バラスト状態 
 

TBAL 
80% 

（ホギング） 
 全ケース 

(1) 有限要素モデルに静的及び動的な局部荷重を負荷することで求める実際のせん断力を用いなければならない。 
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5.2 ばら積貨物船

5.2.1
9 章 1 節 6.3 に規定するばら積貨物船の疲労評価に用いる標準積付状態は，追加の付記及び評価対称の詳細位置に応じ

て表 25 から表 31 による。燃料油タンク，その他の油タンク又は清水タンクが貨物倉区域に配置される場合，7 章及び 9
章 5 節に規定する直接強度解析において，その注水高さは満載としなければならない。また，9 章 4 節に規定する簡易応

力解析においては，その注水高さは ztop とタンクの最も低い位置の中点の高さとしなければならない。

 
表 25 隔倉積状態にある BC-A 船（EA）の空倉の有限要素解析に用いる標準積付状態（最前端及び最後端 

貨物倉を除く）－疲労評価 

No. 積付状態 積付パターン       後   中央   前 喫水 

CBM-LC：許容静

水中曲げモー

メントの割合

（%） 

CSF-LC：許

容静水中

せん断力

の割合

（%） 

動的荷重

ケース 

1-F 
(1) 

満載均等積

状態  TSC 
40% 

（サギング） 
 全ケース 

2-F 
(2) 

満載隔倉積

状態  TSC 
75% 

（ホギング） 
100% 全ケース 

3-F 
(1) 

ノーマルバ

ラスト状態  TBAL 
80% 

（ホギング） 
 全ケース 

4-F
(2) (3) 

ヘビーバラ

スト状態 

 TBAL-H 
75% 

（サギング） 
100% 全ケース 

5-F
(2) (4)  TBAL-H 

45% 
（ホギング） 

100% 全ケース 

6-F
(1) (5)  TBAL-H 

45% 
（ホギング） 

 全ケース 

(1) 有限要素モデルに静的及び動的な局部荷重を負荷することで求める実際のせん断力を用いなければならない。

(2) 有限要素モデルに静的及び動的な局部荷重を負荷することで求める実際のせん断力を用いなければならない。このとき，

せん断力がターゲット値を超える場合，せん断力をターゲット値まで下げるため，負荷する垂直荷重の修正により調整し

なければならない。 

(3) 空のバラストホールドがある場合は，当該貨物倉についてこの積付状態を考慮しなければならない。

(4) バラストホールドが 3 ホールドモデルのうち前後の貨物倉のいずれかに該当する場合は，この積付状態を考慮しなければ

ならない。 

(5) バラストホールドが 3 ホールドモデルの範囲外に位置する場合は，この積付状態を考慮しなければならない。 

 

② 
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表 26 隔倉積状態にある BC-A 船（FA）の積載倉の有限要素解析に用いる標準積付状態（最前端及び最後端 

貨物倉を除く）－疲労評価 

No. 積付状態 積付パターン       後   中央   前 喫水 

CBM-LC：許容静

水中曲げモー

メントの割合

（%） 

CSF-LC：許

容静水中

せん断力

の割合

（%） 

動的荷重

ケース 

1-F 
(1) 

満載均等積

状態  TSC 
40% 

（サギング） 
 全ケース 

2-F 
(2) 

満載隔倉積

状態  TSC 
75% 

（ホギング） 
100% 全ケース 

3-F 
(1) 

ノーマルバ

ラスト状態  TBAL 
80% 

（ホギング） 
 全ケース 

4-F
(2) (3) 

ヘビーバラ

スト状態 

 TBAL-H 
75% 

（サギング） 
100% 全ケース 

5-F
(2) (4)  TBAL-H 

45% 
（ホギング） 

100% 全ケース 

6-F
(1) (5)  TBAL-H 

45% 
（ホギング） 

 全ケース 

(1) 有限要素モデルに静的及び動的な局部荷重を負荷することで求める実際のせん断力を用いなければならない。

(2) 有限要素モデルに静的及び動的な局部荷重を負荷することで求める実際のせん断力を用いなければならない。このとき，

せん断力がターゲット値を超える場合，せん断力をターゲット値まで下げるため，負荷する垂直荷重の修正により調整し

なければならない。 

(3) バラストホールドとする積載倉がある場合は，当該貨物倉についてこの積付状態を考慮しなければならない。

(4) バラストホールドが 3 ホールドモデルのうち前後の貨物倉のいずれかに該当する場合は，この積付状態を考慮しなければ

ならない。 

(5) バラストホールドが 3 ホールドモデルの範囲外に位置する場合は，この積付状態を考慮しなければならない。 
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表 27 隔倉積状態にある BC-A 船（FA）の最後端の積載倉の有限要素解析に用いる標準積付状態－疲労評価 

No. 積付状態 積付パターン       後   中央   前 喫水 

CBM-LC：許容静

水中曲げモー

メントの割合

（%） 

CSF-LC：許

容静水中

せん断力

の割合

（%） 

動的荷重

ケース 

1-F 
(1) 

満載均等積

状態  TSC 
40% 

（サギング） 
 全ケース 

2-F 
(2) 

満載隔倉積

状態  TSC 
75% 

（ホギング） 
100% 全ケース 

3-F 
(1) 

ノーマルバ

ラスト状態  TBAL 
80% 

（ホギング） 
 全ケース 

4-F
(1) (3) 

ヘビーバラ

スト状態  TBAL-H 
45% 

（ホギング） 
 全ケース 

(1) 有限要素モデルに静的及び動的な局部荷重を負荷することで求める実際のせん断力を用いなければならない。

(2) 有限要素モデルに静的及び動的な局部荷重を負荷することで求める実際のせん断力を用いなければならない。このとき，

せん断力がターゲット値を超える場合，せん断力をターゲット値まで下げるため，負荷する垂直荷重の修正により調整し

なければならない。 

(3) バラストホールドが 3 ホールドモデルの範囲外に位置する場合は，この積付状態を考慮しなければならない。 

 
表 28 隔倉積状態にある BC-A 船（FA）の最後端の積載倉の有限要素解析に用いる標準積付状態－疲労評価 

No. 積付状態 積付パターン         後   中央   前 喫水 

CBM-LC：許容静

水中曲げモー

メントの割合

（%） 

CSF-LC：許

容静水中

せん断力

の割合

（%） 

動的荷重

ケース 

1-F 
(1) 

満載均等積

状態  TSC 
40% 

（サギング） 
 全ケース 

2-F 
(2) 

満載隔倉積

状態  TSC 
75% 

（ホギング） 
100% 全ケース 

3-F 
(1) 

ノーマルバ

ラスト状態  TBAL 
80% 

（ホギング） 
 全ケース 

4-F
(1) (3) 

ヘビーバラ

スト状態  TBAL-H 
45% 

（ホギング） 
 全ケース 

(1) 有限要素モデルに静的及び動的な局部荷重を負荷することで求める実際のせん断力を用いなければならない。

(2) 有限要素モデルに静的及び動的な局部荷重を負荷することで求める実際のせん断力を用いなければならない。このとき，

せん断力がターゲット値を超える場合，せん断力をターゲット値まで下げるため，負荷する垂直荷重の修正により調整し

なければならない。 

(3) バラストホールドが 3 ホールドモデルの範囲外に位置する場合は，この積付状態を考慮しなければならない。 
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表 29 BC-B 船及び BC-C 船の有限要素解析に用いる標準積付状態（最前端及び最後端貨物倉を除く）－疲労評価 

No. 積付状態 積付パターン       後   中央   前 喫水 

CBM-LC：許容静

水中曲げモー

メントの割合

（%） 

CSF-LC：許

容静水中

せん断力

の割合

（%） 

動的荷重

ケース 

1-F 
(1) 

満載均等積

状態  TSC 
40% 

（サギング） 
 全ケース 

2-F 
(1) 

ノーマルバ

ラスト状態  TBAL 
80% 

（ホギング） 
 全ケース 

3-F
(2) (3) 

ヘビーバラ

スト状態 

 TBAL-H 
75% 

（サギング） 
100% 全ケース 

4-F
(2) (4)  TBAL-H 

45% 
（ホギング） 

100% 全ケース 

5-F
(1) (5)  TBAL-H 

45% 
（ホギング） 

 全ケース 

(1) 有限要素モデルに静的及び動的な局部荷重を負荷することで求める実際のせん断力線図を用いなければならない。

(2) 有限要素モデルに静的及び動的な局部荷重を負荷することで求める実際のせん断力線図を用いなければならない。このと

き，せん断力がターゲット値を超える場合，せん断力をターゲット値まで下げるため，負荷する垂直荷重の修正により調

整しなければならない。 

(3) バラストホールドとする貨物倉がある場合は，当該貨物倉についてこの積付状態を考慮しなければならない。

(4) バラストホールドが 3 ホールドモデルのうち前後の貨物倉のいずれかに該当する場合は，この積付状態を考慮しなければ

ならない。 

(5) バラストホールドが 3 ホールドモデルの範囲外に位置する場合は，この積付状態を考慮しなければならない。 

 
表 30 BC-B 船及び BC-C 船の最後端貨物倉の有限要素解析に用いる標準積付状態－疲労評価 

No. 積付状態 積付パターン       後   中央   前 喫水 

CBM-LC：許容静

水中曲げモー

メントの割合

（%） 

CSF-LC：許

容静水中

せん断力

の割合

（%） 

動的荷重

ケース 

1-F 
(1) 

満載均等積

状態  TSC 
40% 

（サギング） 
 全ケース 

2-F 
(1) 

ノーマルバ

ラスト状態  TBAL 
80% 

（ホギング） 
 全ケース 

3-F 
(1) 

ヘビーバラ

スト状態  TBAL-H 
45% 

（ホギング） 
 全ケース 

(1) 有限要素モデルに静的及び動的な局部荷重を負荷することで求める実際のせん断力線図を用いなければならない。 
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表 31 BC-B 船及び BC-C 船の最前端貨物倉の有限要素解析に用いる標準積付状態－疲労評価 

No. 積付状態 積付パターン     後   中央   前 喫水 

CBM-LC：許容静

水中曲げモー

メントの割合

（%） 

CSF-LC：許

容静水中

せん断力

の割合

（%） 

動的荷重

ケース 

1-F 
(1) 

満載均等積

状態  
TSC 

40% 
（サギング） 

 全ケース 

2-F 
(1) 

ノーマルバ

ラスト状態  
TBAL 

80% 
（ホギング） 

 全ケース 

3-F 
(1) 

ヘビーバラ

スト状態  TBAL-H 
45% 

（ホギング） 
 全ケース 

(1) 有限要素モデルに静的及び動的な局部荷重を負荷することで求める実際のせん断力線図を用いなければならない。 
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付録 1  マスチャート 

記号 

記号

h： 内底板の上面から上甲板の最下部までの船体中心線上での垂直距離（m）

ha： 隣接する 2つの貨物倉のうち後方の貨物倉での船体中心線上における内底板の上面から上甲板の最下部までの

垂直距離（m） 

hf： 隣接する 2つの貨物倉のうち前方の貨物倉での船体中心線上における内底板の上面から上甲板の最下部までの

垂直距離（m） 

MH： 4 章 6 節に規定する貨物質量（t）
MFull： 4 章 6 節に規定する貨物質量（t）
MHD： 4 章 6 節に規定する貨物質量（t）

MBLK： ローディングマニュアルに記載するブロック積状態において，隣接する 2 つの貨物倉にそれぞれ積載する最大

貨物質量（t） 

Ti： 考慮する貨物倉の中央又は隣接する 2 つの貨物倉の中間点における積付状態 i での喫水（m）

Tmin： 0.75TSC又は隣接する 2 つの貨物倉を空とするバラスト状態での喫水のうち大きい方の値（m）

TH1： 港内状態において隣接する 2 つの貨物倉に貨物をそれぞれ MFull積載する場合の最小必要喫水（m）で，次によ

る。

・“No MP”を付記する船舶の場合 

çç
ç
ç
ç
ç

è

æ

 
ø

ö
ç
ç
è

æ
+

-=
å

a

a

f

f

Full
SC

SC

H

h
V

h
V

M
T

T

T
025.1

15.0

67.0

min1  

・“No MP”を付記しない船舶の場合 

 
ø

ö
ç
ç
è

æ
+

-= å

a

a

f

f

Full
SCH

h
V

h
V

M
TT

025.1

15.0
67.01  

TH2： 港内状態において BC-A 船のEA ホールド又はBC-B 船及びBC-C 船の任意の貨物倉に貨物をMFull積載する場合

の最小必要喫水（m）で，次による。

・“No MP”を付記する船舶の場合 

ç
ç
ç
ç

è

æ

-=

h
V

MT

T

T
H

Full
SC

SC

H

025.1

15.0
67.0

min2  

・“No MP”を付記しない船舶の場合 

h
V

MTT
H

Full
SCH

025.1

15.0
67.02 -=  

TH3： 港内状態においてブロック積状態のBC-A 船の隣接する 2つの貨物倉それぞれに貨物をMBLK積載する場合の最

小必要喫水（m）で，次による。 
( )

 
ø

ö
ç
ç
è

æ
+

+
-= å

a

a

f

f

HBLK
SCH

h
V

h
V

MM
TT

025.1

1.015.0
3  

TH4： 港内状態において BC-A 船の FA ホールドに貨物を MHD積載する場合の最小必要喫水（m）で，次による。 

ç
ç
ç
ç

è

æ
+

-=

h
V

MMT

T

T
H

HHD
SC

SC

H

025.1

1.015.0
67.0

min4  
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VH： 4 章 6 節に規定する容積（m3）

Va： 隣接する 2 つの貨物倉のうち後方の貨物倉の容積（m3）で，倉口部の体積を除く。

Vf： 隣接する 2 つの貨物倉のうち前方の貨物倉の容積（m3）で，倉口部の体積を除く。 

S ： 隣接する 2 つの貨物倉における質量の合計 

EA： 隔倉積状態における空倉

FA： 隔倉積状態における満載の貨物倉 

1. 一般 

1.1 適用

1.1.1
本付録の規定は，長さ LCSRが 150m 以上の船舶に適用する。

1.1.2
本付録は，次の事項を決定するために用いる手順を示す。

・ 各貨物倉の中央での喫水に応じた当該貨物倉の最大貨物質量及び最小貨物質量

・ 隣接する 2 つの貨物倉の中間点での喫水に応じた当該貨物倉の最大貨物質量及び最小貨物質量

1.1.3 一般

2 及び 3 に規定する航海状態及び港内状態における単独の貨物倉又は隣接する 2 つの貨物倉のマスチャートは，4 章 8
節 4.2 に規定する積付状態に基づき求めなければならない。ただし，4 章 8 節 4.2.7 に規定する積付状態より厳しい積付状

態を考慮して船体構造が検討された場合は，最大許容貨物質量及び最小必要貨物質量は当該積付状態に基づいて差し支え

ない。

1.1.4 港内荷役状態

すべてのばら積貨物船にあっては，港内荷役状態の各喫水に応じた単独の貨物倉又は隣接する 2 つの貨物倉の最大許容

貨物質量及び最小必要貨物質量は，航海状態の最大喫水に応じた最大許容貨物質量の 15%にあたる質量の分をそれぞれ

増加又は減少させた値として差し支えない。ただし，最大許容貨物質量は，いかなる場合も各貨物倉の計画満載喫水にお

ける最大許容貨物質量を超えてはならない。

1.1.5 最大許容及び最小必要貨物質量

航海状態の各喫水 Tiに応じた最大許容貨物質量 WmaxS(Ti)（t）及び最小必要貨物質量 WminS(Ti)（t）並びに港内状態の各

喫水 Tiに応じた最大許容貨物質量 WmaxH(Ti)（t）及び最小必要貨物質量 WminH(Ti)（t）は，次に示す船舶につき 2 及び 3 の

表による算式を用いて求めなければならない。

・“No MP”を付記しない BC-A 船

・“No MP”を付記する BC-A 船

・“No MP”を付記しない BC-B 船及び BC-C 船

・“No MP”を付記する BC-B 船及び BC-C 船

“No MP”を付記しない BC-A 船については，積載倉及び最大喫水において空とし得る貨物倉のマスチャートの例を上

述の表に示す。 

2. 各貨物倉の最大及び最小貨物質量 

2.1 単独貨物倉の最大許容及び最小必要貨物質量

2.1.1 “No MP”を付記しない BC-A 船 
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表 1 “No MP”を付記しない BC-A 船 

ホー

ルド 
積付状態 最大曲線/最小曲線 

参照 

曲線 

参照

規定 

FA 

航海状態 

最大曲線： 

( ) ( )
HD

iSC
HHHDimaxS M

h
TT

VMMTW £
-

-+= 025.11.0
 

I 

4 章 8 節

4.2.3(b)
及び(c) 

最小曲線： 

( ) ( )
0

83.0
025.1 ³

-
=

h
TTVTW SCi

HiminS
 

II 
4 章 8 節

4.2.2(b) 

港内状態 

最大曲線： 

( )
( )

( )ç
ç
ç

è

æ

£+

£
-

-
=

HDHDimaxS

HD
iSC

HHD
imaxH

MMTW

M
h

TT
VM

TW
15.0

67.0
025.1

max

 

III-1 

III-2 

4 章 8 節

4.2.6(a)
4 章 8 節

4.2.5 

最小曲線： 
( ) ( ) 015.0 ³-= HDiminSiminH MTWTW  

IV 
4 章 8 節

4.2.5 

 

EA 

航海状態 

最大曲線： 

( ) ( )
Full

iSC
HFullimaxS M

h
TTVMTW £

-
-=

67.0
025.1

 
I 

4 章 8 節

4.2.2(a) 

最小曲線： 

( ) ( )
0025.1 ³

-
=

h
TTVTW SCi

HiminS
 

II 
4 章 8 節

4.2.3(a) 

港内状態 

最大曲線： 
( ) ( ) FullFullimaxSimaxH MMTWTW £+= 15.0  

III 
4 章 8 節

4.2.5 

最小曲線： 
( ) ( ) 015.0 ³-= FulliminSiminH MTWTW  

IV 
4 章 8 節

4.2.5 

最小値 

貨
物

質
量
（

t）
 

喫水（m） 

港内状態 

港内状態 

航海状態 

例 “No MP”を付記しない BC-A 船の FA ホールド 
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2.1.2 “No MP”を付記する BC-A 船

 
表 2 “No MP”を付記する BC-A 船 

ホー

ルド 
積付状態 最大曲線/最小曲線 

参照 

曲線 

参照

規定 

FA 

航海状態 

最大曲線： 

( ) ( )
HD

iSC
HHHDimaxS M

h
TTVMMTW £

-
-+= 025.11.0

 
I 

4 章 8 節

4.2.3(b)
及び(c) 

最小曲線： 

( )
( )

( )
ç
ç
ç
ç

è

æ

³
-

-

³
-

=

-

0025.15.0

0025.1
min

h
TTVM

h
TT

V
TW

iSC
HH

HBALi
H

iminS

 

II-1

II-2 

4 章 8 節

4.2.1(c)
4 章 8 節

4.2.1(b) 

港内状態 

最大曲線： 

( )
( )

( )ç
ç
ç

è

æ

£+

£
-

-
=

HDHDimaxS

HD
iSC

HHD
imaxH

MMTW

M
h

TT
VM

TW
15.0

67.0
025.1

max

 

III-1 

III-2 

4 章 8 節

4.2.6(a)
4 章 8 節

4.2.5 

最小曲線： 
( ) ( ) 015.0 ³-= HDiminSiminH MTWTW  

IV 
4 章 8 節

4.2.5 

貨
物
質

量
（

t）
 

港内状態 

航海状態 

喫水（m） 

例 “No MP”を付記しない BC-A 船の EA ホールド 
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EA 

航海状態 

最大曲線： 

( ) ( )
Full

iSC
HFullimaxS M

h
TT

VMTW £
-

-= 025.1
 

I 
4 章 8 節

4.2.1(a) 

最小曲線： 

( ) ( ) 0025.1 ³
-

=
h
TTVTW SCi

HiminS
 

II 
4 章 8 節

4.2.3(a) 

港内状態 

最大曲線： 

( )
( )

( )ç
ç
ç

è

æ

£+

£
-

-
=

FullFullimaxS

Full
iSC

HFull
imaxH

MMTW

M
h

TTVM
TW

15.0

67.0
025.1

max

 

III-1 

III-2 

4 章 8 節

4.2.6(a)
4 章 8 節

4.2.5 

最小曲線： 
( ) ( ) 015.0 ³-= FulliminSiminH MTWTW  

IV 
4 章 8 節

4.2.5 

 
 

最小値 

港内状態 

航海状態 

港内状態 

喫水（m） 

貨
物
質

量
（

t）
 

最小値 

港内状態 

航海状態 

喫水（m） 

貨
物
質

量
（

t）

例 “No MP”を付記する BC-A 船の EA ホールド 

例 “No MP”を付記する BC-A 船の FA ホールド 
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2.1.3 “No MP”を付記しない BC-B 船及び BC-C 船

 
表 3 “No MP”を付記しない BC-B 船及び BC-C 船 

積付状態 最大曲線/最小曲線 
参照 

曲線 

参照

規定 

航海状態 

最大曲線： 

( ) ( )
Full

iSC
HFullimaxS M

h
TT

VMTW £
-

-=
67.0

025.1
 

I 
4 章 8 節

4.2.2(a) 

最小曲線： 

( ) ( )
0

83.0
025.1 ³

-
=

h
TTVTW SCi

HiminS
 

II 
4 章 8 節

4.2.2(b) 

港内状態 

最大曲線： 
( ) ( ) FullFullimaxSimaxH MMTWTW £+= 15.0  

III 
4 章 8 節

4.2.5 

最小曲線： 
( ) ( ) 015.0 ³-= FulliminSiminH MTWTW  

IV 
4 章 8 節

4.2.5 

 
 

港内状態 

航海状態 

港内状態 
喫水（m） 

貨
物

質
量
（

t）
 

例 “No MP”を付記しない BC-B 船及び BC-C 船 
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2.1.4 “No MP”を付記する BC-B 船及び BC-C 船

 
表 4 “No MP”を付記する BC-B 船及び BC-C 船 

積付状態 最大曲線/最小曲線 
参照 

曲線 

参照

規定 

航海状態 

最大曲線： 

( ) ( )
Full

iSC
HFullimaxS M

h
TTVMTW £

-
-= 025.1

 
I 

4 章 8 節

4.2.1 (a) 

最小曲線： 

( )
( )

( )
ç
ç
ç
ç

è

æ

³
-

-

³
-

=

-

0025.15.0

0025.1
min

h
TT

VM

h
TT

V
TW

iSC
HH

HBALi
H

iminS

 

II-1

II-2 

4 章 8 節

4.2.1 (c)
4 章 8 節

4.2.1 (b) 

港内状態 

最大曲線： 

( )
( )

( )ç
ç
ç

è

æ

£+

£
-

-
=

FullFullimaxS

Full
iSC

HFull
imaxH

MMTW

M
h

TT
VM

TW
15.0

67.0
025.1

max

 

III-1 

III-2 

4 章 8 節

4.2.6 (a) 
4 章 8 節

4.2.5 

最小曲線： 
( ) ( ) 015.0 ³-= FulliminSiminH MTWTW  

IV 
4 章 8 節

4.2.5 

 

 

最小値 

港内状態 

航海状態 

港内状態 

喫水（m） 

貨
物

質
量
（

t）
 

例 “No MP”を付記する BC-B 船及び BC-C 船 
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3. 隣接する 2 つの貨物倉の最大及び最小貨物質量 

3.1 隣接する 2 つの貨物倉の最大許容及び最小必要貨物質量

3.1.1 “No MP”を付記しない BC-A 船

 
表 5 “No MP”を付記しない BC-A 船 

積付状態 最大曲線/最小曲線 
参照 

曲線 

参照

規定 

航海状態 

最大曲線： 

( )
( ) ( )

( )
ç
ç
ç
ç
ç
ç

è

æ

£- 
ø

ö
ç
ç
è

æ
+-

£- 
ø

ö
ç
ç
è

æ
+-+

=

åå

åå

FulliSC
a

a

f

f
Full

BLKiSC
a

a

f

f
HBLK

imaxS

MTT
h
V

h
V

M

MTT
h
V

h
V

MM

TW

67.0025.1

025.11.0

max  
I-1 (1) 

I-2 

4 章 8 節

4.2.3 (d)
4 章 8 節

4.2.2 (c) 

最小曲線： 

( ) ( ) 075.0025.1 ³- 
ø

ö
ç
ç
è

æ
+= SCi

a

a

f

f
iminS TT

h
V

h
V

TW  II 
4 章 8 節

4.2.2 (d) 

港内状態 

最大曲線： 

( )
( )
( )ç

ç

è

æ

£+

£+
=

åå
åå

FullFullimaxS

BLKBLKimaxS
imaxH MMTW

MMTW
TW

15.0

15.0
max

 

III-1 (1) 

III-2 

4 章 8 節

4.2.5
4 章 8 節

4.2.5 

最小曲線： 

( )
( )
( )ç

ç

è

æ

³-

³-
=

å
å

015.0

015.0
min

FulliminS

BLKiminS
iminH MTW

MTW
TW

 

IV-1 (1) 

IV-2 

4 章 8 節

4.2.5
4 章 8 節

4.2.5 

(1) ローディングマニュアルにブロック積状態が記載されている場合のみ，この曲線を考慮しなければならない。 

 
 

例 “No MP”を付記しない BC-A 船における隣接する 2 つの貨物倉 

港内状態 

航海状態 

港内状態 

の場合のみ 

の場合のみ 

喫水（m） 

貨
物
質

量
（

t）
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3.1.2 “No MP”を付記する BC-A 船

 
表 6 “No MP”を付記する BC-A 船 

積付状態 最大曲線/最小曲線 
参照 

曲線 

参照

規定 

航海状態 

最大曲線： 

( )
( ) ( )

( )
ç
ç
ç
ç
ç
ç

è

æ

£- 
ø

ö
ç
ç
è

æ
+-

£- 
ø

ö
ç
ç
è

æ
+-+

=

åå

åå

FulliSC
a

a

f

f
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BLKiSC
a

a

f

f
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imaxS

MTT
h
V

h
V

M

MTT
h
V

h
V

MM

TW

025.1

025.11.0

max  
I-1 (1) 

I-2 

4章 8節 4.2.3 

(d)
4章 8節 4.2.2 

(a) 

最小曲線： 

( )
( )

( )
ç
ç
ç
ç
ç
ç

è

æ

³- 
ø

ö
ç
ç
è

æ
+-

³- 
ø

ö
ç
ç
è

æ
+

=

å

-

0025.15.0
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min

iSC
a

a

f

f
H

HBALi
a

a

f

f

iminS

TT
h
V

h
V

M

TT
h
V

h
V

TW  
II-1

II-2 

4章 8節 4.2.2 

(c)
4章 8節 4.2.2 

(b) 

港内状態 

最大曲線： 

( )

( )

( )

( )ç
ç
ç
ç
ç
ç

è

æ

£+

£- 
ø

ö
ç
ç
è

æ
+-

£+
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åå

åå

åå

FullFullimaxS

FulliSC
a

a

f

f
Full

BLKBLKimaxS

imaxH

MMTW

MTT
h
V

h
V

M

MMTW

TW

15.0

67.0025.1

15.0

max  

III-1 (1) 

III-2 

III-3 

4章 8節 4.2.5 
4章 8節 4.2.6 

(b)
4章 8節 4.2.5 

最小曲線： 

( )
( )
( )ç

ç

è

æ

³-

³-
=

å
å

015.0

015.0
min

FulliminS

BLKiminS
iminH MTW

MTW
TW  

IV-1 (1) 

IV-2 

4章 8節 4.2.5 
4章 8節 4.2.5 

(1) ローディングマニュアルにブロック積状態が記載されている場合のみ，この曲線を考慮しなければならない。 

 
 

の場合のみ 

最小値 

例 “No MP”を付記する BC-A 船における隣接する 2 つの貨物倉 

の場合のみ 

港内状態 

航海状態 

港内状態 

喫水（m） 

貨
物

質
量
（

t）
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3.1.3 “No MP”を付記しない BC-B 船及び BC-C 船

 
表 7 “No MP”を付記しない BC-B 船及び BC-C 船 

積付状態 最大曲線/最小曲線 
参照 

曲線 

参照

規定 

航海状態 

最大曲線： 

( ) ( ) åå £- 
ø

ö
ç
ç
è

æ
+-= FulliSC

a

a

f

f
FullimaxS MTT

h
V

h
V

MTW 67.0025.1
 

I 
4 章 8 節

4.2.2 (c) 

最小曲線： 

( ) ( ) 075.0025.1 ³- 
ø

ö
ç
ç
è

æ
+= SCi

a

a

f

f
iminS TT

h
V

h
V

TW
 

II 
4 章 8 節

4.2.2 (d) 

港内状態 

最大曲線： 
( ) ( ) åå £+= FullFullimaxSimaxH MMTWTW 15.0

 
III 

4 章 8 節

4.2.5 

最小曲線： 
( ) ( ) 015.0 ³-= å FulliminSiminH MTWTW

 
IV 

4 章 8 節

4.2.5 

 
 

例 “No MP”を付記しない BC-B 船及び BC-C 船における隣接する 2 つの貨物倉 

港内状態 

航海状態 

港内状態 
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物

質
量
（
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3.1.4 “No MP”を付記する BC-B 船及び BC-C 船

 
表 8 “No MP”を付記する BC-B 船及び BC-C 船 

積付状態 最大曲線/最小曲線 
参照 

曲線 

参照

規定 

航海状態 

最大曲線: 

( ) ( ) åå £- 
ø

ö
ç
ç
è

æ
+-= FulliSC

a

a

f

f
FullimaxS MTT

h
V

h
V

MTW 025.1
 

I 
4 章 8 節

4.2.1 (a) 

最小曲線: 
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0025.15.0

0025.1
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h
V

h
V

M

TT
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V

h
V

TW  
II-1

II-2 

4 章 8 節

4.2.1 (c)
4 章 8 節

4.2.1 (b) 

港内状態 

最大曲線: 

( )
( )

( )ç
ç
ç
ç
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æ
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è

æ
+-

=

åå
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FulliSC
a

a
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f
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67.0025.1
max  

III-1 

III-2 

4 章 8 節

4.2.6 (a) 
4 章 8 節

4.2.5 

最小曲線: 
( ) ( ) 015.0 ³-= å FulliminSiminH MTWTW  IV 

4 章 8 節

4.2.5 

 

 

最小値 

港内状態 

航海状態 

港内状態 

喫水（m） 

貨
物

質
量
（

t）
 

例 “No MP”を付記する BC-B 船及び BC-C 船における隣接する 2 つの貨物倉 
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5 章 ハルガーダ強度 

1 節 ハルガーダ降伏強度 

記号 

本節に規定されない記号については，1 章 4 節による。

Msw： 考慮する船体横断面の位置における非損傷状態での航海時のホギング及びサギング状態の許容静水中垂直曲

げモーメント（kNm）で，4 章 4 節 2.2.2 の規定による。 

Msw-p： 考慮する船体横断面の位置における港内又は閉囲された水域でのホギング及びサギング状態の許容静水中垂

直曲げモーメント（kNm）で，4 章 4 節 2.2.3 の規定による。 

Msw-f： 考慮する船体横断面の位置における浸水状態でのホギング及びサギング状態の許容静水中垂直曲げモーメン

ト（kNm）で，4 章 4 節 2.2.4 の規定による。 

Mwv： 考慮する船体横断面の位置における非損傷状態又は浸水状態での航海時の波浪中垂直曲げモーメント（kNm）

で，4 章 4 節 3.1.1 の規定による。 

Mwh： 考慮する船体横断面の位置における波浪中水平曲げモーメント（kNm）で，4 章 4 節 3.3.1 の規定による。

Qsw： 考慮する船体横断面の位置における航海時での正又は負の許容静水中せん断力（kN）で，4 章 4 節 2.3.3 の規

定による。 

Qsw-p： 考慮する船体横断面の位置における港内又は閉囲された水域での正又は負の許容静水中せん断力（kN）で，4
章 4 節 2.3.4 の規定による。 

Qsw-f： 考慮する船体横断面の位置における浸水状態での正又は負の許容静水中せん断力（kN）で，4 章 4 節 2.3.5 の

規定による。 

Qwv： 考慮する船体横断面の位置における非損傷状態及び浸水状態での航海時の波浪中せん断力（kN）で，4 章 4 節

3.2.1 の規定による。 

Qsw-Lcd： 考慮する船体横断面の位置における航海時に考慮する積付状態での静水中垂直せん断力（kN）
Qsw-Lcd-p：考慮する船体横断面の位置における港内又は閉囲された水域で考慮する積付状態での静水中垂直せん断力

（kN） 

Qsw-Lcd-f：考慮する船体横断面の位置における航海時に考慮する浸水状態での静水中垂直せん断力（kN）
x： 1 章 4 節 3.6 に定義する座標系における計算点の X 座標（m）

VD： 甲板の垂直距離（m）で，1.4.3 の規定による。

z： 1 章 4 節 3.6 に定義する座標系における計算点の Z 座標（m）

zn： 1 章 4 節 3.6 に定義する座標系における，1.2 に定義するネット寸法を用いた船体横断面の水平中性軸に対する

Z 座標（m） 

Iy-n50： 考慮する船体横断面の水平中性軸に対する断面二次モーメント（m4）で，1.5 により算出する。

Iz-n50： 考慮する船体横断面の垂直中性軸に対する断面二次モーメント（m4）で，1.5 により算出する。

ZA-n50： 考慮する船体横断面のネット断面係数（m3）で，1.4.1 により算出する。

ZB-n50，ZD-n50： 船底及び甲板におけるネット断面係数（m3）で，1.4.2 及び 1.4.3 により算出する。

ZVD： Z 座標（m）で，VD +znとする。

Cw： 波のパラメータで，4 章 4 節の規定による。 
r ： 海水密度で，1.025t/m3 とする。 

bf ： 船首方位修正係数で，次による。 

bf = 1.05： 航海状態 

bf = 1.0： 洋上でのバラスト交換，港内及び閉囲された水域並びに浸水時のための設計荷重シナリオ 
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1. 船体横断面の強度特性 

1.1 一般

1.1.1 
本節は，4 章 4 節に規定する荷重に関連して，2 及び 3 に規定する強度評価に使用される船体横断面の強度特性の算出

に関する基準を規定する。

1.2 船体横断面

1.2.1 一般

船体横断面は，ハルガーダ強度に寄与する構造部材，即ち，1.2.2 から 1.2.13 までの規定を考慮して，1.3 に定義する強

力甲板下の全ての縦通部材によって構成されるものとして考慮しなければならない。

1.2.2 ネット寸法

2 及び 3 によるハルガーダ降伏強度評価に使用するハルガーダ強度特性について，ハルガーダ強度に寄与する構造部材

の寸法は，申請グロス寸法から 0.5tc を差し引いた申請ネット寸法で考慮しなければならない。ここで，tc は 3 章 3 節の規

定よる。

1.2.3 ハルガーダ断面積に寄与しない構造部材

次の構造部材は，ハルガーダ断面積に寄与しないため，計算において考慮してはならない。

・ 強力甲板を形成しない船楼

・ 甲板室

・ 立て式波形隔壁（1.2.7 参照）

・ ブルワーク及びガッタバー

・ ビルジキール

・ スニップ端又は不連続の縦通防撓材

・ 不連続のハッチコーミング

1.2.4 連続したトランク及び連続したハッチサイドコーミング

連続したトランク及び連続したハッチサイドコーミングが，縦通隔壁又は主要支持部材により有効に支持される構造の

場合には，縦通部材に含めることができる。

1.2.5 強力甲板上に溶接された縦通防撓材及びガーダ

強力甲板（1.2.4 の規定により縦通部材に含めるトランクの頂部甲板を含む。）上に溶接される縦通防撓材及びガーダは，

船体横断面に含めなければならない。

1.2.6 縦通隔壁に支持される倉口間ガーダ

縦通隔壁で有効に支持されるガーダが倉口間にある場合，これらのガーダの横断面は，船体横断面に含めなければなら

ない。

1.2.7 立て式波形縦通隔壁

立て式波形縦通隔壁は船体横断面に含めてはならない。立て式波形縦通隔壁はハルガーダ曲げに対して有効ではないが，

ハルガーダせん断力には有効である。

1.2.8 鋼以外の材料の構造部材

ハルガーダ強度に寄与する部材をヤング率 51006.2  （N/mm2）の鋼以外の材料とする場合，船体横断面に含めることが

できる鋼と等価な断面積（m2）は，次の算式による。 

50550 1006.2 nMnSE AEA --
 

=  

AM-n50： 考慮する部材の断面積（m2） 

1.2.9 開口の定義

開口の定義は次による。

(a) 大開口とは，次をいう。 

・ 長さ 2.5m 又は幅 1.2m を超える楕円形の開口

・ 直径 0.9m を超える円形の開口 

(b) 小開口とは，ビルジ孔等の大開口では無い開口をいう。 
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(c) マンホール

(d) 単独の開口とは，開口間の距離が船の水平方向又は垂直方向に 1m 以上離れたものをいう。

1.2.10 大開口，マンホール及び周辺の小開口

大開口及びマンホールはハルガーダ断面二次モーメントと断面係数の計算に用いる断面積から控除しなければならな

い。小開口が大開口又はマンホールから水平方向又は垂直方向に 1m を超えない距離に位置する場合，それら開口の幅の

総和を断面積から控除しなければならない。

上記に加え，3 章 6 節 6.3.2 に規定する配置要件を満足していない単独の小開口は，船体横断面から控除しなければな

らない。

1.2.11 単独の小開口

強力甲板又は船底部の同一断面にある単独の小開口は，次の算式を満足する場合，船体横断面に含む断面積から控除す

る必要はない。 
)(06.0 bBbS S-£S  

SbS ： 考慮する横断面における強力甲板又は船底部にある単独の小開口の幅の総和（m）で，図 1 に示すよう

に決定する。ただし，1.2.10 の規定による断面積からの控除は考慮しないこと。 

bS ： 考慮する横断面における大開口の幅の総和（m）で，図 1 に示すように決定する。ただし，1.2.10 の規

定により断面積から控除すること。 
単独の小開口の幅の総和

SbS が上記の条件を満足しない場合，上記を超過する幅の分については，船体横断面から控除

しなければならない。 

 
図 1 

SbS 及び bS の計算 

 
 

1.2.12 軽目孔，排水口及び単独のスカラップ

縦通材にある軽目孔，排水口及び単独のスカラップは，それらの高さが 0.25hw 未満の場合には，その高さ分を控除す

る必要はない。ここで，hwはウェブ高さ（mm）とする。

その他の場合，上記を超過する分を断面積から控除するか，又は，これに見合った補強をしなければならない。

1.2.13 不連続の甲板及び縦通隔壁

不連続の甲板及び縦通隔壁の有効面積を算定する場合，有効面積は図 2 によらなければならない。非有効面積を示すシ

ャドウエリアは，船の縦軸に対して 15 度の角度で 2 本の接線を引くことにより求める。

 

考慮する 
船体横断面 

SbS 及び bS に含む b1 及び b2 
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図 2 不連続の甲板及び縦通隔壁の有効面積 

 

 
 

1.3 強力甲板

1.3.1
強力甲板とは，一般に，最上層全通甲板とする。船楼又は甲板室がハルガーダ強度に寄与する場合，強力甲板は，船楼

甲板又は甲板室の最上層の甲板とする。

1.4 断面係数

1.4.1 任意点における断面係数

任意点における船体横断面の断面係数（m3）は，次の算式による。 

n

ny
nA zz

I
Z

-
= -

-
50

50  

1.4.2 船底における断面係数

船底における断面係数（m3）は，次の算式による。 

n

ny
nB z

I
Z 50

50
-

- =  

1.4.3 甲板における断面係数

甲板における断面係数（m3）は，次の算式による。 

D

ny
nD V

I
Z 50

50
-

- =  

VD： 甲板の垂直距離（m）で，次による。 

船側における強力甲板の位置から，船体中心線上の中性軸位置から(zD zn)/0.9 の位置まで引いた線よりも上方に，1.2.4
及び 1.2.5 に規定する有効な縦通部材がない場合 

 
有効面積 非有効面積
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nDD zzV -=  

船側における強力甲板の位置から，船体中心線上の中性軸位置から(zD zn)/0.9 の位置まで引いた線よりも上方に，1.2.4

及び 1.2.5 に規定する有効な縦通部材を有する場合 

nD
T

nTD zz
B
yzzV -³+-= )2.09.0)((  

zD： 船側における強力甲板の Z 座標（m）で，1.3 の規定による。

yT，zT： 連続するトランク，ハッチコーミング，縦通防撓材又はガーダの頂部の Y 座標（m）及び Z 座標（m）

で，VDの値を最大にする点について測らなければならない。 

1.5 断面二次モーメント

1.5.1
断面二次モーメント Iy-n50 及び Iz-n50（m4）は，1.2 に規定する船体横断面の各水平中性軸及び垂直中性軸に対して算出す

ること。 

2. ハルガーダ曲げ強度評価 

2.1 一般

2.1.1 
中央部 0.4LCSR間においては，2.3 に規定する断面二次モーメント及び断面係数に基づくハルガーダの全ての縦通部材の

寸法を維持しなければならない。

2.1.2 
材料係数 k は，1 に規定するハルガーダ強度に寄与する船底構造部材及び甲板構造部材に使用される材料について決定

しなければならない。高張力鋼に対する材料係数を使用する場合，2.4 の規定を適用すること。

2.2 直応力

2.2.1 
垂直曲げモーメントにより生じる直応力 Ls は，船尾垂線から船首垂線までの船の全長に対して，ホギング状態及びサ

ギング状態の両方について評価しなければならない。

zVDより下方の船体横断面の任意点の直応力 Ls は，次の算式を満足しなければならない。 

permL ss £  

Ls ： 直応力（N/mm2）で，2.2.2 の規定による。 

perms ： 許容ハルガーダ曲げ応力（N/mm2）で，表 1 による。 

2.2.2 
垂直曲げモーメントにより生じる直応力 Ls （N/mm2）は表 2 による。 

2.2.3 
1.2.8 の規定による船体横断面に含める構造部材のうち，ヤング率 E が 2.06 105（N/mm2）である鋼以外の材料を用いる

部材における直応力は，次の算式による。 

LSL
E ss 51006.2  

=  

LSs ： 考慮する構造部材の直応力（N/mm2）で，1.2.8 に規定する等価な断面積 ASEを有する構造部材を考慮し，

2.2.2 により算定する。 
2.3 船体中央部における最小ネット断面二次モーメント及びネット断面係数

2.3.1 
船体中央断面では，水平軸周りのネット断面二次モーメント Iy-n50（m4）は次の算式による値以上としなければならな

い。 
83 10)7.0(7.2 -+= BCSRWyR CBLCI  
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表 1 許容ハルガーダ曲げ応力 perms  

状態 設計荷重 

許容ハルガーダ曲げ応力 perms  

1.0£
CSRL
x  3.01.0 <<

CSRL
x  7.03.0 ££

CSRL
x  9.07.0 <<

CSRL
x  9.0³

CSRL
x  

航海状態 (S+D) 140/k 線形補間 190/k 線形補間 140/k 

港内又は閉囲され

た水域での航行状

態 
(S) 105/k 線形補間 143/k 線形補間 105/k 

浸水状態（船の長

さが 150m 以上の

ばら積貨物船） 
(A:S+D) 140/k 線形補間 190/k 線形補間 140/k 

 
表 2 直応力 Ls  

状態 
直応力 Ls  

ZVDより下方の任意点 船底(1) 甲板(1) 

航海状態 
3

50
10-

-

+
=

nA

WVSW
L Z

MfM bs  3

50
10-

-

+
=

nB

WVSW
L Z

MfM bs  3

50
10-

-

+
=

nD

WVSW
L Z

MfM bs  

港内又は閉囲された水域で

の航行状態 
3

50
10-

-

-=
nA

pSW
L Z

M
s  3

50
10-

-

-=
nB

pSW
L Z

M
s  3

50
10-

-

-=
nD

pSW
L Z

M
s  

浸水状態（船の長さが 150m
以上のばら積貨物船） 

3

50
10-

-

- +
=

nA

WVfSW
L Z

MM
s  3

50
10-

-

- +
=

nB

WVfSW
L Z

MM
s  3

50
10-

-

- +
=

nD

WVfSW
L Z

MM
s  

(1) 任意点で与えられる算式の適用に応じて，船底及び甲板の Ls の値は基線及び甲板位置でそれぞれ計算する。 

2.3.2 
船体中央断面では，甲板及び船底の位置におけるネットハルガーダ断面係数 ZD-n50及び ZB-n50（m3）は，次の

算式による値以上としなければならない。 
62 10)7.0(9.0 -+= BCSRWR CBLkCZ  

2.4 高張力鋼の使用範囲

2.4.1 垂直方向範囲

高張力鋼を甲板又は船底に使用する場合，船側における甲板又は基線からの高張力鋼の垂直方向使用範囲 Zhts,i（m）は，

次の算式による値以上としなければならない。（図 3 参照） 

 
ø

ö
ç
ç
è

æ
-=

L

iperm
ihts zZ

s
s ,

1, 1  

z1： 水平中性軸から甲板又は基線までの距離（m） 
iperm,s ：考慮する鋼材の許容ハルガーダ曲げ応力（N/mm2）で，表 1 及び図 3 による。 

Ls ： 甲板におけるハルガーダ曲げ応力
dks （N/mm2）又は基線におけるハルガーダ曲げ応力 dls （N/mm2）で，

表 3 による。 
 

表 3 基線及び甲板におけるハルガーダ応力 

状態 基線 甲板 

航海状態 3

50
10-

-

+
= n

ny

WVSW
bl z

I

MfM b
s  3

50
10)( -

-
-

-
+

= nSdk
ny

WVSW
dk zz

I

MfM b
s  

港内又は閉囲された水域で

の航行状態 
3

50
10-

-

-
= n

ny

pSW
bl z

I

M
s  3

50
10)( -

-
-

-
-= nSdk

ny

pSW
dk zz

I

M
s  

浸水状態（船の長さが 150m

以上のばら積貨物船） 
3

50
10-

-

- +
= n

ny

WVfSW
bl z

I

MM
s  3

50
10)( -

-
-

-
-

+
= nSdk

ny

WVfSW
dk zz

I

MM
s  

zdk-s ：船側における基線から甲板までの距離（m） 
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図 3 高張力鋼の垂直方向範囲 

 
 

2.4.2 船長方向範囲

高張力鋼を使用する場合，その適用範囲は，縦応力レベルが軟鋼構造での許容範囲内であるところまで連続しなければ

ならない。（図 4 参照） 

 
図 4 高張力鋼の船長方向範囲 

 

高張力鋼 

高張力鋼の範囲 

同等の軟鋼 

 

高張力鋼 

鋼材 1 の垂直方向の上限値 

鋼材 2 の垂直方向の上限値 
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3. ハルガーダせん断強度評価 

3.1 一般

3.1.1 
ハルガーダせん断強度要件は船尾垂線から船首垂線までの船の全長にわたって適用する。

3.2 ハルガーダせん断強度

3.2.1 
全ハルガーダせん断強度 QR（kN）は，考慮する横断面のハルガーダせん断に寄与する全ての板要素 i について算出さ

れる最小値であり，次の算式によらなければならない。 

 
ø

ö
çç
è

æ
= --- 350 10min

vi

nipermi

iR q
t

Q
t

 

ti-n50： 板要素 i のネット板厚（mm）。油タンカーの貨物タンク間の縦通隔壁の場合，tsfi-n50（3.4.1 参照）又は

tsti-k-n50（3.5.1 参照）の該当する値とする。 
qvi： 0.5tc を差し引いたネット寸法に基づく板要素 i における単位厚さ（mm）あたりのハルガーダせん断力

の寄与率（mm-1）で，単位厚さ（mm）あたりのせん断流（N/mm）と等しく，5 章付録 1 による薄肉

梁理論に基づく数値計算から得られる。 
permi-t ： 板要素 i の許容せん断応力（N/mm2）で，表 4 による。 

 
表 4 許容ハルガーダせん断応力 

状態 設計荷重 許容ハルガーダせん断応力 permi-t  

航海状態 (S+D) 120/k 

港内又は閉囲された水域で

の航行状態 
(S) 105/k 

浸水状態（船の長さが 150m
以上のばら積貨物船） 

(A:S+D) 120/k 

 
3.3 許容基準

3.3.1 許容垂直せん断力

正及び負の許容垂直せん断力は次の基準を満足しなければならない。

・ 航海状態： 

WVRSW QfQQ b-£  

・ 港内又は閉囲された水域での航行状態： 

RpSW QQ £-  

・ 浸水状態（船の長さが 150m 以上のばら積貨物船）： 

WVRfSW QQQ -£-  

QR： 全ハルガーダせん断強度（kN）で，3.2.1 の規定による。 
上記の 2 つの条件に用いられるせん断力 Qwv は，考慮するそれぞれのせん断力 Qsw及び Qsw-fと符号を同じにしなければ

ならない。

3.3.2 静水中垂直せん断力

静水中垂直せん断力（kN）は,すべての積付状態について次の基準を満足しなければならない。

・ 航海状態： 

SWmdfLcdSW QQQ £D--  

・ 港内又は閉囲された水域での航行状態： 

pSWmdfpLcdSW QQQ --- £D-  

・ 浸水状態（船の長さが 150m 以上のばら積貨物船）： 
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fSWmdffLcdSW QQQ --- £D-  

mdfQD ： 考慮する横断面におけるせん断力修正（kN）で，次による。 

・ ばら積貨物船： 3.6.1 の規定による。

・ 油タンカー： 0=D mdfQ  

許容せん断力 Qsw，Qsw-p 及び Qsw-fは，考慮するそれぞれのせん断力 Qsw-Lcd，Qsw-Lcd-p 及び Qsw-Lcd-fと符号を同じにしなけ

ればならない。

3.4 油タンカーの貨物タンク間の縦通隔壁の有効ネット板厚

3.4.1 
内底板より上方にある貨物タンク間の縦通隔壁の板要素 i に対するネット板厚 tsfi-n50（mm）は，次の算式による値とす

る。 
ininsfi ttt D-- -= 5050  

itD ： 板要素 i に対する板厚の控除量（mm）で，3.4.2 の規定による。 

3.4.2 
垂直せん断力修正における板厚控除量の垂直方向分布は，図 5 に示すような三角形としなければならない。板要素 i に

対するせん断力修正における板厚控除量（mm）は次の算式による値としなければならない。 

 
ø

ö
çç
è

æ -
- 

ø

ö
çç
è

æ
-=

-
D

blk

dbp

tk

blk

permiblk
i h

hzx
h

Qt
)(2

2
5.0

13

lt
d

 

3Qd ： 一列又は二列の縦通隔壁を有する船舶に対する縦通隔壁のせん断力修正値（kN）で，それぞれ 3.4.3 及

び 3.4.4 の規定による。 

tkl ： 貨物タンク長さ（m） 

hblk： 縦通隔壁の高さ（m）で，内底板から隔壁上端の甲板までの距離とする。（図 5 参照）

xblk： 考慮する断面から貨物タンク内の直近の横隔壁までの船長方向の最小距離（m）で，値は正とし，0.5 tkl

を超えてはならない。 

zp： 板要素 i の最下端から基線までの垂直距離（m）で，hdb 未満としてはならない。

hdb： 二重底高さ（m）で，図 5 による。 
permi-t ： 板要素 i に対する許容ハルガーダせん断応力 permt （N/mm2）で，次による。 

kpermi /120£-t  

 
図 5 縦通隔壁におけるせん断力修正 

 
 

3.4.3 船体中心線上に縦通隔壁を有する船舶のせん断力修正

船体中心線上に縦通隔壁を有する船舶に対する横隔壁のせん断力修正値 3Qd （kN）は，次の算式による値としなければ

ならない。 
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dbFKQ 33 5.0=d  

Fdb：タンクの二重底に作用する最大合力（kN）で，3.4.5 の規定による。

K3： 修正係数で，次の算式による。 

33 1
114.0 f

n
K - 

ø
ö

ç
è
æ

+
-=  

n： 横隔壁間のフロアの数

f3： せん断力分布係数で，表 7 による。 

3.4.4 貨物タンク間に二列の縦通隔壁を有する船舶のせん断力修正

貨物タンク間に二列の縦通隔壁を有する船舶のせん断力修正値
3Qd （kN）は，次の算式による値としなければならない。 

dbFKQ 33 5.0=d  

Fdb：タンクの二重底に作用する最大合力（kN）で，3.4.5 の規定による。

K3： 修正係数で，次の算式による。 

33 1
1

1
115.0 f

rn
K - 

ø
ö

ç
è
æ

+
 
ø
ö

ç
è
æ

+
-=  

n： 横隔壁間のフロアの数

r： 制水隔壁とフロアによって縦通隔壁から二重船側板へ伝達される局部荷重比で，次の算式による。 

ú
ú
û

ù

ê
ê
ë

é

+
+ 

+
+

=

-

-

--

-

)(
)1(102

1

50

50380
4

502501

503

RAn
Anb

AA
A

r

nTStk

nS

nn

n

l

 

tkl ： 貨物タンクの長さで，船側貨物タンク内の横隔壁間距離とする（m） 

b80： タンク中央部における縦通隔壁から二重船側部を形成する縦通隔壁までの距離の 80%の幅（m）

AT-n50： 船側貨物タンク内の直下のフロアを含む制水横隔壁のネットせん断面積（cm2）で，垂直断面の最小面

積とする。 

A1-n50，A2-n50，A3-n50： ネット面積（m2）で，表 7 による。

f3： せん断力分布係数で，表 7 による。

nS： 船側貨物タンク内の制水隔壁の数

R： 船側貨物タンク内の横方向主要支持部材の全効率（cm2） 

g
501

2
nQS Ann

R -
  
ø

ö
çç
è

æ
-

-
=  

50

50
2

80300
1

npsm

nQ

I
Ab

-

-+=g  

AQ-n50： 船側貨物タンク内の横方向主要支持部材のネットせん断面積（cm2）で，フロア，クロスタイ，甲板横

桁のネットせん断面積の合計。ネットせん断面積は，部材の中央位置で求めること。 

Ipsm-n50： 船側貨物タンク内の横方向主要支持部材のネット断面二次モーメント（cm4）で，横部材及びクロスタ

イのネット断面二次モーメントの合計。ネット断面二次モーメントは，主要支持部材間距離と等しい幅

の付き板を含み，部材の中央位置で求めること。 

3.4.5 二重底に作用する垂直力

タンク内の二重底に作用する最大合力 Fdb は，表 5 による最小状態における値未満としてはならない。

タンク内の二重底に作用する最大合力 Fdb（kN）は，次の算式による値としなければならない。 
meantkCTBTCTdb TbWWgF l2r-+=  

WCT： 貨物重量（t）で，表 6 による。

WCWBT： バラスト重量（t）で，表 6 による。

b2： 幅（m）で，表 6 による。 

tkl ： 貨物タンク長さ（m） 

Tmean： 考慮する積付状態におけるタンク長さの中央部での喫水（m）。 
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表 5 二重底の最小状態 

構造形状 正負の修正力 Fdb 最小状態 

船体中心線上に縦通

隔壁を有する船舶 

正の最大ネット垂直修正力 Fdb+ 喫水 0.9Tsc で貨物タンク及びバラストタンクが空 

負の最大ネット垂直修正力 Fdb- 喫水 0.6Tsc で貨物タンクが満載でバラストタンクが空 

二列の縦通隔壁を有

する船舶 

正の最大ネット垂直修正力 Fdb+ 喫水 0.9Tsc で貨物タンク及びバラストタンクが空 

負の最大ネット垂直修正力 Fdb- 
喫水 0.6Tsc で中央貨物タンクが満載でバラストタンク

が空 

 
表 6 二重底の設計状態 

構造形状 WCT WCWBT b2 

船体中心線上に縦通

隔壁を有する船舶 

貨物重量（t）
ただし，最小密度として 1.025

（t/m3）を用いること 

左舷と右舷の二重船側

間のバラスト重量（t） 

タンク長さの中央部での左舷と

右舷の二重船側間の最大幅（m） 

（図 6 参照） 

二列の縦通隔壁を有

する船舶 

中央貨物タンクの貨物重量（t） 

ただし最小密度として 1.025

（t/m3）を用いること 

中央貨物タンク下のバ

ラスト重量（t） 

中央貨物タンクのタンク長さの

中央部での最大幅（m）

（図 6 参照） 

 
図 6 タンク幅 b2 

 

中央貨物

タンク 
貨物タンク 
（左舷側） 

貨物タンク 
（右舷側） 
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表 7 油タンカーのせん断力分布係数 

船体形状 係数 f3 

船体中心線上に縦通隔壁を有する船舶 

 

503

502

502

501
3 156.0076.0504.0

n

n

n

n

A
A

A
A

f
-

-

-

- --=  

貨物タンク間に二列の縦通隔壁を有する船舶 

 

503

502

502

501
3 095.0049.0353.0

n

n

n

n

A
A

A
A

f
-

-

-

- --=  

A1-n50，A2-n50，A3-n50：

考慮する面の片側における船側外板，内殻又は縦通隔壁それぞれのネット板厚 tn50 に基づく垂直断面のネッ

ト投影面積

面積 A1-n50 は，ビルジを含む船側外板のネット面積

面積 A2-n50 は，ホッパ斜板及び桁部材を含む内殻のネット面積

面積 A3-n50 は，縦通隔壁の同一線上のボトムガーダを含む縦通隔壁のネット面積。船体中心線上の縦通隔壁

の面積 A3-n50 は，船体中心線の周りに対称に減じてはならない。波形縦通隔壁の場合，A3-n50 は 3.4.6 に規定

する波形隔壁の有効ネット板厚を考慮しなければならない。 

 
3.4.6 波形部の等価ネット板厚

有効ネットせん断面積及びせん断流の計算に用いる立て式及び水平波形隔壁の波形部の等価ネット板厚 tcor-n50（mm）

は，次の算式による値とする。 

C
CgrfgrW

ncor t
ac

stt
t 5.0

250 -
+

+
= --

-  

tw-gr： 波形ウェブのグロス板厚（mm）

tf-gr： 波形フランジのグロス板厚（mm）

sc： 単一の波形部の投影長さ（mm）で，3 章 6 節 図 21 による。

c： 波形ウェブの幅（mm）で，3 章 6 節 図 21 による。

a： 波形フランジの幅（mm）で，3 章 6 節 図 21 による。 

3.5 油タンカーの貨物タンク間の縦通隔壁の有効ネット板厚-横隔壁付ストリンガからの荷重による修正

3.5.1 
図 8 に示す範囲内の横隔壁付ストリンガの結合部では，板部材のネット板厚 tsti-k-n50（添字 k は k 番目のストリンガを示

す）は次の算式による値以下としなければならない。 

 
ø

ö
ç
ç
è

æ
-=

-

-
---

permi

ksti
nsfinksti tt

t
t

15050  

ksti-t ： ストリンガ k 付近のストリンガからの荷重による縦通隔壁における板要素 i のせん断応力（N/mm2）で，

次の算式による。 
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50nsfikst

kst
ksti tl

Q

--

-
- =t  

50nsfit - ： 3.4.1 の規定による有効ネット板厚（mm）で，ストリンガ位置に相当する高さの横隔壁において算出す

る。 
permt -t ：板要素 i に対する許容ハルガーダせん断応力（N/mm2） 

kpermi /120=-t  

kst-l ： ストリンガの結合部の長さ（m）で，図 7 による。 

Qst-k： 左右に隣接するタンクが共に満載状態である場合におけるストリンガから縦通隔壁へ伝達されるせん

断力（kN）で，次の算式による。 

 
ø

ö
çç
è

æ -
-= -

--
blk

dbkst
kstkst h

hZ
FQ 18.0  

Fst-k： 縦通隔壁に隣接するストリンガの総支持力（kN）で，次の算式による。 

2
)( 1---

-
+

= kkkstkst
kst

hhbPF  

hdb： 二重底高さ（m）

hblk： 隔壁の高さ（m）で，内底板から隔壁上端の甲板までの距離とする。

zst-k： ストリンガ k の Z 座標（m）

Pst-k： ストリンガ k に作用する圧力（kN/m2）で，次の算式による。 

kttLkst hgP -- = r  

Lr ： 貨物タンクの液体密度（t/m3）で，4 章 6 節の規定による。 

htt-k： タンク頂板からストリンガ k の下 hk/2 の位置とストリンガ k 上 hk-1/2 の位置の間の荷重負荷範囲の中間

点までの高さ（m） 

hk： 考慮するストリンガ k から，その下のストリンガ k+1 までの垂直距離（m）。最下端のストリンガに対

しては，内底板までの平均垂直距離の 80%とする。 

hk-1： 考慮するストリンガ k から，その上のストリンガ k-1 までの垂直距離（m）。最上端のストリンガに対し

ては，上甲板までの平均垂直距離の 80%とする。 

bst-k： ストリンガに作用する荷重幅（m）で，図 9 及び図 10 による。

 
図 7 ストリンガの結合部の有効長さ 

 

ストリンガの結合部の有効長さ 
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図 8 3 本のストリンガを有するタンクにおけるストリンガ修正 tiの適用範囲 

 
 

図 9 船体中心線上に縦通隔壁を有する船舶に対するストリンガの荷重幅 

 
 

ストリンガ k-1 

ストリンガ k 

ストリンガ k+1 

横隔壁 横隔壁より 1 フレー

ム船首側の位置 
横隔壁より 2 フレー

ム船首側の位置 
横隔壁より 1 フレー

ム船尾側の位置 

支持部材 
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図 10 二列の縦通隔壁を有する船舶に対するストリンガの荷重幅 

 

（備考）

bwt は船側貨物タンクの幅（m）

bctr は中央貨物タンクの幅（m） 

 

3.5.2 
上記規定を満足するために補強が必要な場合，tsti-k-n50 の最大値に基づく船長方向の補強範囲は，ストリンガ結合部の全

長としなければならず，少なくとも隔壁前後において隔壁から肋骨心距以上の範囲としなければならない。垂直方向の補

強範囲は，ストリンガの位置から 0.5hk 下までとしなければならない。ここで，hk は考慮するストリンガから 1 つ下のス

トリンガまでの垂直距離で，3.5.1 の規定による。最下端のストリンガの場合，最大板厚要求値 tsti-k-n50 は内底板まで含め

なければならない。（図 8 参照）

3.6 ばら積貨物船のせん断力修正

3.6.1 
3 に従ってハルガーダせん断強度評価を行う場合，ボトムガーダにより横隔壁に伝達される荷重の割合を考慮してせん

断力修正を考慮しなければならない。

考慮する貨物倉において，考慮する横断面のせん断力修正（kN）は，次の算式による値としなければならない。 

 
ø

ö
çç
è

æ
-=D mhLC

HH
dmdf T

B
MCQ ,ra
l

 

Cd： 分布係数で，次による。 

・ Cd =-1 考慮する貨物倉の後端（最後端貨物倉を除く）

・ Cd = 1 考慮する貨物倉の前端（最前端貨物倉を除く）

・ Cd = 0 貨物倉の中央

・ Cd = 0 最後端貨物倉の後端壁 

支持部材
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・ Cd = 0 最前端貨物倉の前端壁

・ Cd： その他の位置については線形分布 
a ： 係数で，次の算式による。 

0

0

00

2
b

bg
l

l

j
a

+
=  

M： 考慮する積付状態において考慮している横断面の貨物倉の質量（t）。質量は，隔壁スツール下部を除く，内

底板の水平部分の直下に位置するバラスト及び燃料油の質量を含まなければならない。 

BH： 貨物倉の幅（m）で，4 章 6 節の規定による。 

Hl ： 貨物倉の長さ（m）で，4 章 6 節の規定による。 

00 ,bl ： 考慮する貨物倉内の二重底の面部の長さ及び幅（m）で， 0b は貨物倉中央部の船体横断面での値とする。 

0

055.138.1
b
l

+=j  ただし，3.7 を超える場合，3.7 とすること。 

TLC,mh： 喫水（m）で，考慮する貨物倉中央部の船体横断面において，基線から考慮している積付状態における

喫水線までの垂直距離とする。 

CFQD ： 積付倉のせん断力修正 

CEQD ： 空倉のせん断力修正 

 
図 11 せん断力修正 CQ  

 
 

空倉 積付倉

修正後のせん断力 

隔壁 

隔壁 隔壁

4 章 4 節の規定による 

せん断力 



－300－

（2019 鋼船規則 CSR-B&T編  1編  5章  2節）

2 節 縦曲げ最終強度評価 

記号 

本節に規定されない記号については，1 章 4 節による。

Msw-h，Msw-s： 考慮する船体横断面の位置における非損傷状態での航海時のホギング及びサギング状態の許容静水

中垂直曲げモーメント（kNm）で，4 章 4 節 2.2.2 の規定による。 

Msw-p-h，Msw-p-s： 考慮する船体横断面の位置における港内又は閉囲された水域でのホギング及びサギング状態の許容

静水中垂直曲げモーメント（kNm）で，4 章 4 節 2.2.3 の規定による。 

Msw-f： 考慮する船体横断面の位置における浸水状態でのホギング及びサギング状態の許容静水中垂直曲げモーメン

ト（kNm）で，4 章 4 節 2.2.4 の規定による。 

1. 適用 

1.1 一般

1.1.1 
本節の規定は，LCSRが 150m 以上の船舶に適用する。

1.1.2 
縦曲げ最終強度は，貨物区域及び機関区域において評価しなければならない。

1.1.3 
縦曲げ最終強度は，2 に規定する評価基準に満足していることを確認しなければならない。本評価基準は，次の状態に

おける非損傷時の船体構造に対して適用する。

・ ばら積貨物船： 航海状態，港内又は閉囲された水域での航行状態及び浸水状態

・ 油タンカー： 航海状態及び港内又は閉囲された水域での航行状態 

2. 評価基準 

2.1 一般

2.1.1 
縦曲げ最終強度は，ホギング及びサギング状態において，次に示す設計荷重シナリオで評価しなければならない。（表

1 参照） 
・ ばら積貨物船： 航海状態，港内又は閉囲された水域での航行状態及び浸水状態における設計荷重シナリオ A
・ 油タンカー： 航海状態，港内又は閉囲された水域での航行状態における設計荷重シナリオ A 

満載均等積付状態での航海状態における設計荷重シナリオ B 
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表 1 設計荷重シナリオ 

設計荷重シナリオ 許容静水中曲げモーメント Msw-U 

A 

S+D Msw-h 又は Msw-s 

S Msw-p-h 又は Msw-p-s 

A: S+D Msw-f 

B S+D 
満載均等積付状態での航海状態におけるサギング状態での最大

静水中曲げモーメント(1) 

(1) 最大静水中曲げモーメントは，最大喫水における均等積付状態での出港時，入港時及びいかなる運航時の中間状

態から算出しなければならない。 

2.1.2 
任意の船体横断面位置の縦曲げ最終強度は，次の基準を満足しなければならない。 

R

UMM
g

£  

M： 垂直曲げモーメント（kNm）で，2.2.1 の規定による。

MU： 縦曲げ最終強度（kNm）で，2.3 の規定による。 

Rg ： 縦曲げ最終強度に対する部分安全係数で，次による。 

DBMR ggg =  

Mg ： 材料，幾何学及び強度の不確定性を考慮した縦曲げ最終強度に対する部分安全係数で，原則として，次

による。 
1.1=Mg  

DBg ： 二重底曲げの影響を考慮した縦曲げ最終強度に対する部分安全係数で，次による。

・ ホギング状態（浸水状態は除く）： 

・ BC-A 船で隔倉積状態において空倉となる貨物倉の場合 
25.1=DBg  

・ BC-A 船で隔倉積状態において積付倉となる貨物倉及び油タンカー，BC-B 船，BC-C 船の場合 
10.1=DBg  

・ サギング状態（浸水状態は除く）：  0.1=DBg  

・ 浸水状態におけるホギング状態及びサギング状態： 0.1=DBg  

2.2 縦曲げ最終強度評価に用いる垂直曲げモーメント

2.2.1 
縦曲げ最終強度評価に用いるホギング及びサギング状態の垂直曲げモーメント M は，次の算式によらなければならな

い。 
wvWUswS MfMM bgg += -  

Msw-U： 考慮する船体横断面位置におけるホギング及びサギング状態での許容静水中曲げモーメント（kNm）で，

表 1 による。 

Mwv： 考慮する船体横断面位置におけるホギング及びサギング状態での波浪中垂直曲げモーメント（kNm）で，

4 章 4 節 3.1 の規定による。 

Sg ： 静水中曲げモーメントに対する部分安全係数で，表 2 による。 

Wg ： 波浪中垂直曲げモーメントに対する部分安全係数で，表 2 による。 

bf ： 船首方位修正係数で，1 節記号による。 
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表 2 部分安全係数 

設計荷重シナリオ Sg  Wg  

A 1.0 1.2 

B 1.0 1.3 

2.3 縦曲げ最終強度

2.3.1 
ホギング及びサギング状態での船体横断面の縦曲げ最終強度については，考慮する船体横断面の曲率 c に対する曲げ

モーメントを示す曲線の最大値とする。（図 1 参照）

曲率 c はホギング状態で正，サギング状態で負とする。 

 
図 1 曲率 c に対する曲げモーメント 

 

縦曲げ最終強度 MUは，5 章付録 2 の規定により算出しなければならない。

2.3.2 
縦曲げ最終強度評価のための有効面積は，5 章付録 2 の規定による。

 

ホギング状態 

サギング状態 
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3 節 残存強度評価 

1. 適用 

1.1 一般

1.1.1 
本節の規定は，LCSRが 150m 以上の船舶に適用する。

1.1.2 
損傷状態における縦曲げ最終強度は，航海状態において 2 に規定する残存強度に対する評価基準に満足していることを

確認しなければならない。

1.1.3 
残存強度は，貨物区域及び機関区域において評価しなければならない。 

2. 評価基準 

2.1 一般

2.1.1 
損傷状態における縦曲げ最終強度は，ホギング及びサギング状態において，2.2 に規定する損傷状態で評価しなければ

ならない。2.2 に規定する損傷状態に対する設計荷重シナリオ A は，表 1 による。

 
表 1 設計荷重シナリオ 

 設計荷重シナリオ 損傷状態における許容静水中曲げモーメント，Msw-D 

衝突 A: S+D Msw-h又は Msw-s 

座礁 A: S+D Msw-h又は Msw-s 

2.1.2 
任意の船体横断面位置の損傷状態における縦曲げ最終強度は，次の基準を満足しなければならない。 

NARD

UD
D

C
MM

g 
£  

MD： 損傷状態における垂直曲げモーメント（kNm）で，2.3 の規定による。

MUD： 損傷状態における縦曲げ最終強度（kNm）で，2.4 の規定による。 

RDg ： 損傷状態における縦曲げ最終強度に対する部分安全係数で，次による。 

0.1=RDg  

CNA： 中性軸係数で，次による。 
・ 座礁 0.1=NAC  

・ 衝突 1.1=NAC  

2.2 損傷状態

2.2.1 一般

2.2.2 に規定する衝突及び 2.2.3 に規定する座礁による損傷状態を考慮しなければならない。2.2.2 及び 2.2.3 に規定する

損傷範囲は，船体の外面から計測しなければならない。

防撓材と付き板の結合部が損傷範囲に含まれない限り，防撓材要素は非損傷としなければならない。

損傷範囲が内底板及び船側縦通隔壁のそれぞれから外板の外面までの距離を超えない限り，内底板及び船側縦通隔壁の

板部材及び防撓材は非損傷としなければならない。

2.2.2 衝突

衝突により損傷した横断面の評価においては，乾舷甲板を含めた片舷の損傷を考慮しなければならない。 
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衝突による損傷範囲は，甲板と船側の外面における交点から

・ 垂直方向は，直下に距離 h とする。（直上には無制限）

・ 水平方向は，船内に向かって距離 d とする。（船外方向には無制限）

h 及び d は，考慮する損傷した横断面の船側構造に応じて，表 2 による。

丸型ガンネルを有する船舶にあっては，甲板及び船側の外面の延長線上の交点を基点としなければならない。

 
表 2 衝突による損傷範囲 

損傷範囲（m） 
船側構造 

単船側 二重船側 

高さ，h 0.75D 0.60D 

深さ，d B/16 B/16 

 
図 1 衝突による損傷範囲 

 

損傷した横断面の強度は，片舷の損傷範囲において，船体のトリム及び横傾斜がない状態で算出すること。

2.2.3 座礁

座礁により損傷した横断面の座礁の評価は，船底において構造上最も厳しい状態となる横方向位置での損傷を考慮しな

ければならない。

座礁による損傷範囲は，表 3 による。

 
表 3 座礁による損傷範囲 

損傷範囲（m） ばら積貨物船 油タンカー 

高さ h 
B/20 又は 2m のどちらか

小さい方 

B/15 又は 2m のどちらか

小さい方 

幅 b 0.60B B 

 
図 2 座礁による損傷範囲 
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2.3 残存強度評価に用いる垂直曲げモーメント

2.3.1 
残存強度評価に用いるホギング及びサギング状態の垂直曲げモーメント MDは，次の算式によらなければならない。 

wvWDDswSDD MMM gg += -  

Msw-D： 考慮する船体横断面におけるホギング及びサギング状態での許容静水中曲げモーメント（kNm）で，表

1 による。 

Mwv： 考慮する船体横断面におけるホギング及びサギング状態での波浪中縦曲げモーメント（kNm）で，4 章

4 節 3.1 の規定による。 

SDg ： 損傷状態における静水中曲げモーメントに対する部分安全係数で，次による。 

1.1=SDg  

WDg ： 損傷状態における波浪中垂直曲げモーメントに対する部分安全係数で，次による。 

67.0=WDg  

2.4 損傷状態における縦曲げ最終強度

2.4.1 
損傷状態における縦曲げ最終強度は，損傷箇所はハルガーダ強度に寄与しないと仮定して，5 章付録 2 の規定により算

出しなければならない。損傷断面の縦曲げ最終強度 MUD を評価する場合，2.2 に規定する損傷箇所は，貨物は積載せず，

強度モデルから除外しなければならない。

2.4.2 
縦曲げ最終強度評価のための非損傷箇所の有効面積は，5 章付録 2 の規定による。 
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付録 1  せん断流の直接計算 

記号 

本節に規定されない記号については，1 章 4 節による。 

1. 計算式 

1.1 一般

1.1.1 
本付録は，ハルガーダ垂直せん断力によって船体横断面に作用するせん断流の直接計算の手順を規定する。船体横断面

の各位置におけるせん断流 qv は，考慮する船体横断面において深さ方向に 1N の単位垂直せん断力が作用するものとして

算出する。

1mm 当たりの単位せん断流 qv（N/mm）は，次による。 

IDv qqq +=  

qD：  静定せん断流で，1.2 の規定による。

qI ： 閉じたセル周りの不静定せん断流で，1.3 の規定による。 

単位せん断流 qv の算出において，縦通防撓材を考慮しなければならない。

1.2 静定せん断流

1.2.1 
船体横断面の各位置における静定せん断流 qD（N/mm）は，次の算式による。 

ò --=
-

s
nn

ny
D dstzz

I
sq

0 50
50

6 )(
10

1)(  

s： 船体横断面に沿った曲線座標系の座標値（m）

Iy-n50： 船体横断面の断面二次モーメント（m 4）

tn50： 板部材のネット板厚（mm）又は 5 章 1 節 3.4.6 に規定する波形の板部材の等価ネット板厚（mm） 

1.2.2 
船体横断面が図 1 による線分で構成される場合，静定せん断流は次の算式による。 

Dinik
ny

n
DDk qzzz

I
tqq +-+

 
-==

-

)2(
102

)(
50

6
50ll  

qDk，qDi： 節点 k 及び節点 i における静定せん断流（N/mm） 
l ： 線分の長さ（m） 

zk，zi： 線分の端部の Z 座標（m）で，図 1 による。 

1.2.3 
船体横断面が閉じたセルを含む場合，静定せん断流を求めるため，図 2 に示すように閉じたセルを仮想スリットによっ

て分割しなければならない。

ただし，他の閉じたセルの境界にもなっている共有壁には，仮想スリットを入れてはならない。

1.2.4 
分岐点における静定せん断流は，図 2 に示すように水流の性質と同様の考え方に基づき算出する。
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図 1 線分の定義 

 
 

図 2 分岐点における静定せん断流の計算 

 

1.3 不静定せん断流

1.3.1 
不静定せん断流は閉じたセル周りに作用し，同一のセル内において一定値であると考慮する。不静定せん断流を求める

連立方程式は次による。本方程式において，あらゆる閉じたセルについて閉曲線積分を行う。 

ds
t
qds

t
qds

t
q

k n

D

ik ni
Ii

k n
Ik òòåò -=-

50, 5050

11  

qIk，qIi： 閉じたセル k 及び i 周りの不静定せん断流（N/mm） 

1.3.2 
閉じたセルを図 1 に示す線分の集合体であると仮定すると，1.3.1 の方程式は次のようになる。 

ååå -= 
ø

ö
çç
è

æ
-

k cellk cell with lcommon wal50k cell 50
f

i n
Ii

n
Ik t

q
t

q ll
 

Di
n

nik
nyn

SD q
t

zzz
I

ds
t

q

5050
3

2

0 50

)( )32(
106

ll
l

+-+
 

-==
-

òf  

qDi： 静定せん断流（N/mm）で，1.2.2 の規定により算出する。 

1.2 及び本 1.3 に規定するせん断流の曲線座標系の方向の違いを考慮しなければならない。

 
図 3 閉じたセル及び共有壁 

 
 

経路 1

経路 2 

経路 3 

仮想スリット
始点

終点 

l

共有壁 

セル k 

セル i 
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1.4 船体横断面の断面特性の計算

1.4.1 
船体横断面を線分の集合体であると仮定すると，船体横断面の断面特性は次の算式による。 

22 )()( ikik zzyy -+-=l  

50
3

50 10 nn ta l-=   å= 5050 nn aA  

)(
2
50

50 ik
n

ny zzas +=-   å -- = 5050 nyny sS  

)(
3

2250
500 iikk

n
ny zzzzai ++=-  å -- = 500500 nyny iI  

an50，An50： 線分及び船体横断面の面積（m2）

sy-n50，Sy-n50： 基線に対する線分及び船体横断面の断面一次モーメント（m3）

Iy0-n50，Iy0-n50： 基線に対する線分及び船体横断面の断面二次モーメント（m4） 

1.4.2 
水平中性軸の高さ zn（m）は次による。 

50

50

n

ny
n A

S
z -=  

1.4.3 
水平中性軸に対する断面二次モーメント（m4）は次による。 

50
2

50050 nnnyny AzII -= --  

2. 単船側構造の船体横断面に対する計算例 

2.1 横断面データ

2.1.1 
船体横断面を図 4 に示す。図 4 において黒塗りされた節点の座標は表 1 による。板厚及び図 4 において丸数字で示され

た線分は表 2 による。

計算例は船体横断面の対称性を用いて行ったものである。
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表 1 横断面における節点座標 

節点番号 Y 座標 (m) Z 座標 (m) 

0 0.00 0.00 

1 5.80 0.00 

2 11.70 0.00 

3 14.42 0.00 

4 16.13 1.72 

5 16.13 6.11 

6 11.70 1.68 

7 5.80 1.68 

8 0.00 1.68 

9 16.13 14.15 

10 16.13 19.60 

11 7.50 20.25 

12 7.50 19.63 
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表 2 断面特性の計算 

線分番号 節点 i 節点 k 板厚 (mm) 長さ (m) an50 (m2) sy-n50 (m3) iy0-n50 (m4) 

1 0 1 17.0 5.80 0.099 0.000 0.00 

2 1 2 17.0 5.90 0.100 0.000 0.00 

3 2 3 17.0 2.72 0.046 0.000 0.00 

4 3 4 17.0 2.43 0.041 0.035 0.04 

5 4 5 18.0 4.39 0.079 0.309 1.34 

6 5 6 19.0 6.26 0.119 0.464 2.00 

7 6 7 21.0 5.90 0.124 0.208 0.35 

8 7 8 21.0 5.80 0.122 0.205 0.34 

9 5 9 18.0 8.04 0.145 1.466 15.63 

10 9 10 21.0 5.45 0.114 1.931 32.87 

11 10 11 24.0 8.65 0.208 4.139 82.47 

12 11 12 24.0 0.62 0.015 0.297 5.92 

13 12 9 15.0 10.22 0.153 2.590 44.13 

14 2 6 15.0 1.68 0.025 0.021 0.02 

15 1 7 15.0 1.68 0.025 0.021 0.02 

    合計 1.416 11.686 185.138 

2.1.2 
水平中性軸の Z 座標及び中性軸に対する断面二次モーメントは次による。 

255.8
416.1
686.11

50

50 ===
å

å -

n

ny
n a

S
z  

34.177)416.1255.8138.185(2)(2 2
50

2
50050 = -=-= åå -- nnnyny aziI  

 
図 4 節点及び線分の番号 

 

節点番号 
線分番号 
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2.2 静定せん断流の計算

2.2.1 
図 5 に示すように閉じたセルの壁を仮想スリットによって分割し，静定せん断流 qDを算出するために 1.2.2 に規定する

線積分を行う。計算結果を表 3 に示す。図 5 に示す仮想スリットの位置及び線積分の経路は一例である。これらの定義は

計算の簡便性を考慮し適宜決定する。

 
図 5 線積分の範囲及び経路の方向 

 
 

表 3 静定せん断流の計算 

経路番号 線分番号 節点 i 節点 k qDi 10-6(N/mm) qDk 10-6(N/mm) 備考 

1 
1 0 1 0.0 4.6 仮想スリットから開始 

15 1 7 4.6 5.6 - 

2 
2 1 2 0.0 4.7 仮想スリットから開始 

14 2 6 4.7 5.7 - 

3 

3 2 3 0.0 2.2 仮想スリットから開始 

4 3 4 2.2 3.9 - 

5 4 5 3.9 5.8 - 

4 

10 9 10 0.0 -5.6 仮想スリットから開始 

11 10 11 -5.6 -19.2 - 

12 11 12 -19.2 -20.2 - 

13 12 9 -20.2 -27.7 - 

9 9 5 -27.7 -29.2 - 

5 6 5 6 -23.4 -20.5 
経路 3 及び 4 の終点におけ

る qDk の合計から開始 

6 7 6 7 -14.8 -10.2 
経路 2 及び 5 の終点におけ

る qDk の合計から開始 

7 8 7 8 -4.5 0.0 
経路 1 及び 6 の終点におけ

る qDk の合計から開始 

経路 4 

経路 5 

経路 6 経路 7 

経路 1 経路 2 経路 3 

始点

終点
仮想スリット
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2.3 不静定せん断流の計算

2.3.1 
不静定せん断流の連立方程式を求めるために，図 6 に示す 3 つの閉じたセルについて閉曲線積分を行う。二重底の中心

に位置する閉じたセルは，横断面の対称性を考慮して開いた形状とする。閉じたセルに対する閉曲線積分の計算結果を表

4 から表 6 に示す。 

 
表 4 セル 1 に対する 50/ ntl 及びf の閉曲線積分 

 

線分番号 節点 i 節点 k qDi 10-6(N/mm) 50/ ntl  f  10-3(N/mm) 備考 

2 1 2 0.0 347.1 0.81 - 

14 2 6 4.7 112.0 0.58 セル 2 の共有壁 

7 6 7 -14.8 281.0 -3.50 - 

15 7 1 -5.6 112.0 -0.58 - 

   合計 852.0 -2.68 - 

 
表 5 セル 2 に対する 50/ ntl 及びf の閉曲線積分 

線分番号 節点 i 節点 k qDi 10-6(N/mm) 50/ ntl  f  10-3(N/mm) 備考 

3 2 3 0.0 160.0 0.17 - 

4 3 4 2.2 142.7 0.43 - 

5 4 5 3.9 243.9 1.22 - 

6 5 6 -23.4 329.7 -7.32 - 

14 6 2 -5.7 112.0 -0.58 セル 1 の共有壁 

   合計 988.3 -6.07 - 
 

 
表 6 セル 3 に対する 50/ ntl 及びf の閉曲線積分 

線分番号 節点 i 節点 k qDi 10-6(N/mm) 50/ ntl  f  10-3(N/mm) 備考 

10 9 10 0.0 259.5 -0.65 - 

11 10 11 -5.6 360.6 -4.45 - 

12 11 12 -19.2 25.8 -0.51 - 

13 12 9 -20.2 681.5 -16.59 - 

   合計 1327.5 -22.19 - 

2.3.2 
それぞれの閉じたセルに対する閉曲線積分の結果より，連立方程式は次のように与えられる。

・ セル 1： 3
21 1068.20.1120.852 - =- II qq  

・ セル 2： 3
21 1007.63.9880.112 - =+- II qq  

・ セル 3： 2
3 10219.25.1327 - =Iq  

本連立方程式より，閉じたセル 1 から 3 の不静定せん断流が求められる。 
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6
1 1001.4 - =Iq ， 6

2 1060.6 - =Iq ， 5
3 1067.1 - =Iq  

 

図 6 閉じたセルの番号 

 

2.4 総和

2.4.1 
船体横断面のあらゆる位置におけるせん断流 qVは，静定せん断流 qD及び不静定せん断流 qIの総和により算出される。

（図 7 参照）

 

図 7 1N の垂直せん断力が作用する場合のせん断流 qV（10-6 N/mm）の計算結果 

 

共有壁 

セル 3 

セル 2 
セル 1 
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付録 2 縦曲げ最終強度 

記号 

本節に規定されない記号については，1 章 4 節による。

Iy-n50： 考慮する船体横断面の水平中性軸に対する断面二次モーメント（m4）で，5 章 1 節により算出する。

ZB-n50, ZD-n50： 船底及び甲板における断面係数（m3）で，5 章 1 節の規定による。

ReHs： 考慮する防撓材の材料の最小降伏応力（N/mm2）

ReHp： 考慮する板の材料の最小降伏応力（N/mm2）

As-n50： 付き板を除く防撓材のネット断面積（cm2）

Ap-n50： 付き板のネット断面積（cm2）

zi： i 番目の要素の重心の z 座標（m） 

1. 一般 

1.1 適用

1.1.1
本付録は，次の縦曲げ最終強度を算出するための基準を示す。

・ 5 章 2 節による縦曲げ最終強度評価で使用する縦曲げ最終強度 MU

・ 5 章 3 節による残存強度評価で使用する縦曲げ最終強度 MUD

1.1.2
縦曲げ最終強度MU又はMUDは，船体が崩壊に至る場合に受ける最大曲げモーメントと定義する。ハルガーダの崩壊は，

縦強度部材の座屈，最終強度及び降伏に依存する。

1.2 手法

1.2.1 増分反復法

縦曲げ最終強度は 2 に規定する増分反復法で評価しなければならない。

1.2.2 代替手法

非線形有限要素法等を縦曲げ最終強度計算の代替手法として適用する場合の原則について，3 に規定する。

代替手法を適用する場合には，事前に本会の同意を得なければならない。解析手法に関する資料及び代替手法による結

果の詳細比較を本会に提出し承認を得なければならない。代替手法を用いた場合，部分安全係数の再検討を要求すること

がある。

1.3 前提条件

1.3.1
縦曲げ最終強度の計算方法においては，全ての主要な縦強度部材の主要な崩壊モードを特定しなければならない。

1.3.2
座屈限界を超えて圧縮を受ける構造の耐荷能力は減少する。横式部材間の最小崩壊モードを特定するため，個々の構造

要素に関連する全ての崩壊モード，例えば，板の座屈，防撓材のねじり座屈，防撓材のウェブの座屈，防撓材の曲げ座屈，

防撓材の全体座屈及びこれらが連成したモードを考慮しなければならない。

1.3.3
縦曲げのみを考慮する。垂直せん断力，ねじり荷重，水平曲げモーメント及び面外荷重の影響は無視して差し支えない。

1.3.4
5 章 3 節の残存強度評価に使用する縦曲げ最終強度 MUDの計算において，損傷箇所の構造部材は，考慮する船体横断面

の強度に寄与する部材から除外しなければならない。 
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2. 増分反復法 

2.1 前提条件

2.1.1
2.2 に規定する手順を適用する場合，一般に，次に示す条件を前提としなければならない。

・ 縦曲げ最終強度は，隣り合う 2 つ横桁間における船体横断面について計算する。

・ 各ステップにおいて曲率が増加しても，船体横断面は平面保持される。

・ 船体横断面を構成する構造部材は，弾塑性挙動を示すものとして取り扱う。

・ 船体横断面は一組の要素に分割され，互いに独立した挙動を示す。

これらの要素は次による。

・ 横式の防撓パネル又はパネルに付く防撓材で，その挙動は 2.3.1 の規定による。

・ 板部材が交差することによりできるハードコーナーで，その挙動は 2.3.2 の規定による。

・ 反復法では，各曲率 ic における船体横断面位置での曲げモーメント Miは，各要素に作用する応力s による寄与を

足し合わせることにより算出される。応力 s は，要素のひずみ e に対応しており，各要素について応力-ひずみ曲

線から得られる曲率の増分毎に求めなければならない。

応力-ひずみ曲線は，要素の崩壊挙動を考慮し，2.2 に規定する算式により求めなければならない。応力s は，考慮する

各応力-ひずみ曲線から求められる値のうち，最小値のものとする。

ホギング及びサギング状態において，要求される曲率が次の算式により得られる Fc （m-1）の値まで繰り返し計算を行

わなければならない。 

50
003.0

ny

Y
F EI

M

-

 =c
 

MY： 次の MY1 及び MY2 のうちの小さい方の値（kN-m） 

50
3

1 10 nBeHY ZRM -=  

50
3

2 10 nDeHY ZRM -=  

Fc の値が， c-M 曲線のピークを評価するのに十分でない場合には，要求曲率が縦曲げモーメントの最大値を

評価できるようになるまで，各ステップを繰り返して計算を行わなければならない。 

2.2 手順

2.2.1 一般 
c-M 曲線は，増分反復法による簡易計算で求めなければならない。評価手順の概要を図 1 に示す。 

この手順において，縦曲げ最終強度 MU は，船体横断面の曲率 c に対する垂直曲げモーメント M を示す曲線の最大値

とする。（図 1 参照）この曲線は，増分反復法により求めなければならない。

増分法の各ステップにおいては，負荷された曲率 ic の影響として船体横断面に作用する曲げモーメント Mi を求める。 

各ステップにおける ic の値は，前ステップ 1-ic の値に曲率の増加分 cD を加えることにより求めなければならない。こ

の曲率の増加は，水平中性軸に対する船体横断面の回転角の増加に対応する。

この回転角の増加は，各構造部材の位置に応じたひずみ e を生じさせる。ホギング状態において中性軸より上方の部材

については引張り，下方の部材については圧縮となる。サギング状態はその反対となる。

ひずみ e により各部材に生じる応力 s は，各部材の非線形弾塑性領域を考慮した応力-ひずみ曲線により求めなければ

ならない。

応力-ひずみ関係は非線形であるため，船体横断面を構成する全ての部材に生じる応力分布が各ステップに対し中性軸

位置を決定する。船体横断面の全ての部材に作用する応力が平衡状態となるように繰り返し計算することで，考慮してい

るステップにおける中性軸の位置が求められる。

中性軸の位置が決定され船体横断面の各部材に作用する応力分布が求まれば，各要素に応力の増加分を加えることによ

り，考慮しているステップにおいて曲率 ic に関して求められた新たな中性軸に対する船体横断面の曲げモーメント Mi

を求めなければならない。

増分反復法の手順の概要を次に示す。（図 1 も参照すること）

(a) Step 1： 船体横断面を構成する全ての縦強度部材を各種の要素に分割する。

(b) Step 2： 全ての要素に対して，応力-ひずみ関係を表 1 により決定する。 
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(c) Step 3： 第 1 ステップにおける曲率 c 及び中性軸の初期値を，曲率の増分を用いて次の算式により定める（曲率

は強力甲板において降伏応力の 1%に相当する応力を生じさせるものとする）。 

nD

eH

zzE
R

-
=D=

101.01 cc  

zD： 1 章 4 節 3.6 に規定する座標系における，強力甲板の船側位置での z 座標（m） 
(d) Step 4： 各要素について，相当ひずみ )( nii zz -= ce 及び相当応力 is を求める。 

(e) Step 5： 各船体横断面で作用している応力が平衡状態となるようにすることで，各増分ステップでの中性軸位置

ZNA_curを決定する。 

jnjini AA ss åå -- = 5050  (i 番目の要素は圧縮状態，j 番目の要素は引張状態とする) 

(f) Step 6： 次の算式により，全ての要素の寄与分を加えた相当モーメントを求める。 

å -= - )( _50 curNAiniUiU zzAM s  

(g) Step 7： 新たに求めたモーメントと，前ステップでのモーメントを比較する。 c-M 関係における傾きが負の固

定値より小さい値であれば繰返し計算を終了し，最大値 MUを決定する。傾きが正である場合には曲率を

cD だけ増加して Step 4 の手順に戻り計算を繰返す。 

2.2.2 船体横断面のモデル化

船体横断面は，縦曲げ最終強度に寄与する構造部材によって構成されるものとして考慮しなければならない。

スニップ端の防撓材については，ハルガーダ強度に寄与しないことを考慮した上で，モデル化しなければならない。

構造部材は防撓材要素，横式防撓パネル要素又はハードコーナー要素に分類される。

ガーダ又はサイドストリンガのウェブを含むパネルは，横式防撓パネル要素，防撓材要素の付き板又はハードコーナー

要素に分類される。

パネルは次の 2 種類に分類される。

・ 長辺が縦方向にある，縦式の防撓パネル

・ 長辺が縦方向と垂直な方向にある，横式の防撓パネル

(a) ハードコーナー要素 

ハードコーナー要素は，船体横断面を構成するより強固な要素であり，通常，弾塑性の損傷モード（材料の降伏）

により崩壊する。ハードコーナー要素は一般に，同一平面に無い 2 つの板により構成される。板の交差点からハー

ドコーナー要素の範囲は，横式防撓パネルの場合 20tn50，縦式防撓パネルの場合 0.5s とする。（図 2 参照）

tn50： パネルの申請ネット板厚（mm）

s： 隣接する縦式防撓材の心距（m）

ビルジ要素，舷側厚板及び梁上側板からなる要素，ガーダと甲板の結合部及び大型ガーダにおける面材とウェブの

結合部などが典型的なハードコーナーである。固定点検設備（PMA）として用いられる幅広の防撓材にあっては，

取付け板とウェブの接合部のみがハードコーナーとなることから，ウェブ防撓材が設けられるか否かにかかわらず，

大型ガーダとして考慮してはならない。 

(b) 防撓材要素 

防撓材要素は防撓材と付き板から構成される。

付き板の幅は原則として次のとおりとする。

・ 防撓材の両側が縦式防撓パネルである場合，防撓材の平均心距とする。

・ 防撓材の片側が縦式防撓パネルで，他方が横式防撓パネルである場合，縦式防撓パネルの幅とする。（図 2 参

照） 
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図 1 c-M 曲線の評価手順の概要  

  

スタート 

第一ステップ

01 =-ic  

中性軸位置の算出 01 =-iN  

曲率増分 
ccc D+= -1ii  

各要素について， 
曲率 ic 及び中性軸位置 1-iN に

対する相当ひずみ e を計算 

各要素について,ひずみ e に対す

る相当応力s を計算 

応力状態 F が均衡状態となるよう

に新しい中性軸位置 Niを算出 

es - 曲線

1d=F

c-M 曲線

終了

各要素において， 
応力変化分を考慮した曲率 ic に対応する

相当曲げモーメント Miを算出 

中性軸位置の確認 
21 d<- -ii NN  

Fcc >

21,dd =許容値で 0 とする。

Yes

Yes

Yes

No 

No

No 

Ni-1=Ni 

ii cc =-1
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(c) 横式防撓パネル要素 

防撓材要素間，防撓材要素とハードコーナー要素の間，又はハードコーナー要素間のパネルを横式防撓パネル要素

として取り扱わなければならない。（図 2 参照） 
 

図 2 付き板及びハードコーナー要素の幅 

 

船体横断面のモデル化の典型的な例を図 3 及び図 4 に図示する。

前述の原則に関わらず，上甲板，舷側厚板及び甲板口側桁のモデル化には，本図を適用しなければならない。

 
図 3 船体横断面の横式防撓パネル要素，防撓材要素及びハードコーナー要素の配置例 

 

防撓材要素 

横式防撓パネル

（横式防撓パネル） （縦式防撓パネル）（縦式防撓

パネル） 
（横式防撓

パネル） 
（縦式防撓

パネル） 

ハードコーナー要素 

縦通隔壁付きガーダの例 

縦通防撓材要素 

ハードコーナー要素 

ハードコーナー要素 

防撓材要素 

横式防撓パネル要素 
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・ 図 5 に示すようなナックル部の場合，30 度より大きい角度を持つナックル部に隣接するパネルはハードコーナーとして定義す

る。ハードコーナー片側の範囲は，ナックル部より，横式パネルの場合 20tn50，縦式パネルの場合 0.5s とする。 

・ 板部材が不連続な縦式防撓材により防撓される場合，不連続な防撓材は板部材を異なるパネル要素に分割するものとしてのみ考

慮する。 

・ 防撓パネル要素に開口が設けられた場合，開口は 5 章 1 節 1.2.9 の規定に基づき取り扱う。

・ 付き板が異なる板厚又は最小降伏応力の鋼材から成る場合，次の算式により平均化された板厚又は最小降伏応力を用いて計算し

なければならない。 

s
stst

t nn
n

25021501
50

-- +
=  

st
stRstR

R
n

neHpneHp
eHp

50

2502215011 -- +
=  

ReHp1，ReHp2，t1-n50，t2-n50，s1，s2及び s は図 6 による。 

 
図 4 付き板の幅及びハードコーナー要素の範囲 

 
 

図 5 ナックル部を有する板 

 
 

図 6 異なる板厚及び異なる最小降伏応力を持つ要素 

 

ナックル部

防撓材要素 
ハードコーナー要素 
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2.3 応力-ひずみ曲線

2.3.1 横式防撓パネル要素及び防撓材要素

船体横断面を構成する横式防撓パネル要素及び防撓材要素は，表 1 に規定する崩壊モードのいずれか一つに従い崩壊す

る。

・ 板部材が不連続な縦式防撓材によって防撓される場合，要素の応力は，不連続な縦式防撓材を考慮して 2.3.3 から

2.3.8 の規定により求めなければならない。縦曲げ最終強度を評価するための全荷重の計算において，不連続な縦

式防撓材の面積は 0 として評価しなければならない。 

・ 横式防撓パネル要素に開口が設けられる場合，縦曲げ最終強度を評価するための全荷重の計算において，考慮する

横式防撓パネル要素の面積は，パネルから開口面積を控除して求めなければならない。開口の考慮は，5 章 1 節 1.2.9
から 1.2.13 の規定による。 

・ 横式防撓パネル要素において，応力-ひずみ曲線の圧縮荷重を受ける場合のパネルの有効幅は，パネル全幅として

取り扱う。すなわち，パネルの有効幅は他の板との交差部又は縦式防撓材までであり，ハードコーナー要素端部又

は防撓材要素の付き板からではない。縦曲げ最終強度を評価するための全荷重の計算においては，横式防撓パネル

要素の面積は防撓材要素とハードコーナー要素の間又はハードコーナー要素間とする。 
 

表 1 横式防撓パネル要素及び防撓材要素の崩壊モード 

要素 崩壊モード 応力-ひずみ曲線 

引張荷重を受ける横式防撓パネル要素

又は防撓材要素 
弾塑性崩壊 2.3.3 

圧縮荷重を受ける防撓材要素 

梁柱座屈

捩れ座屈

フランジタイプの防撓材ウェブの局部座屈

平鋼タイプの防撓材ウェブの局部座屈 

2.3.4

2.3.5
2.3.6
2.3.7 

圧縮荷重を受ける横式防撓パネル要素 板の座屈 2.3.8 

2.3.2 ハードコーナー要素

引張荷重及び圧縮荷重を受けるハードコーナーに対して，応力－ひずみ曲線 es - は 2.3.3 の規定によらなければなら

ない。

2.3.3 構造部材の弾塑性崩壊

船体横断面を構成する構造部材の弾塑性崩壊に対する応力-ひずみ曲線 es - は，次の算式によらなければならない。こ

のとき，正のひずみ（圧縮）及び負のひずみ（引張）のどちらも考慮すること。（図 7 参照） 

eHARF=s  

ReHA： 考慮する要素の等価最小降伏応力（N/mm2）で，次による。 

5050

5050

nsnp

nseHsnpeHp
eHA AA

ARAR
R

--

--

+

+
=  

 ： 端部関数で，次による。 
1-= （ 1-<e の場合） 

e= （ 11 ££- e の場合） 

1= （ 1>e の場合） 

e ：  相対ひずみで，次による。 

Y

E

e
ee =  

Ee ： 考慮する要素のひずみ 

Ye ： 降伏応力における要素のひずみで，次による。 

E
ReHA

Y =e  

② 
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図 7 弾塑性崩壊に対する応力-ひずみ曲線 es -  

 

2.3.4 梁柱座屈

船体横断面を構成する縦式防撓材の梁柱座屈に対する応力-ひずみ曲線 es -1CR は，次の算式によらなければならない。

（図 8 参照） 

5050

5050
11

npnS

npEnS
CCR AA

AA
 

--

--

+

+
= ss  

 ： 端部関数で，2.3.3 の規定による。

1Cs ： 限界応力（N/mm2）で，次による。 

es
21
eHB

E
R

£ の場合 
e

ss 1
1

E
C =  

es
21
eHB

E
R

> の場合  
ø

ö
çç
è

æ
-=

1
1 4

1
E

eHB
eHBC

RR
s

e
s  

ReHB： 考慮する要素の等価最小降伏応力（N/mm2）で，次による。 

sEnspEnpE

sEnseHspEnpEeHp
eHB AA

ARAR
R

ll

ll

50501

50501

--

--

+

+
=  

501 npEA - ： 有効面積（cm2）で，次による。 

501501 10 nEnpE tbA =-  

pEl ： 付き板の幅 bE1 を含む，防撓材の中性軸から，付き板底部までの距離（mm） 

sEl ： 付き板の幅 bE1 を含む，防撓材の中性軸から，防撓材頂部までの距離（mm） 

e ： 相対ひずみで，2.3.3 の規定による。 

1Es ： オイラーの座屈応力（N/mm2）で，次による。 

4
2

50

502
1 10-

-

-=
lnE

nE
E A

IEps
 

IE-n50： 防撓材のネット断面二次モーメント（cm4）で，防撓材の付き板の幅は bE1 とする。

AE-n50： 有効幅 bEの付き板を含む防撓材のネット断面積（cm2）

bE1： 防撓材の付き板の相対ひずみに対する補正有効幅（m）で，次による。 

0.1>Eb の場合 
E

E
sb

b
=1  

0.1£Eb の場合 sbE =1  

Eb ： 
E

R
t

s eHp

n
E

e
b

50

310=  

ApE-n50： 有効幅 bEの付き板のネット断面積（cm2）で，次による。 
5050 10 nEnpE tbA =-  

bE： 防撓材の付き板の有効幅（m）で，次による。 

25.1>Eb の場合 sb
EE

E  
ø

ö
ç
ç
è

æ
-= 2

25.125.2
bb

 

25.1£Eb の場合 sbE =  
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図 8 梁柱座屈に対する応力-ひずみ曲線 es -1CR  

 
2.3.5 捩れ座屈

船体横断面を構成する防撓材の捩れ座屈に対する応力-ひずみ曲線 es -2CR は，次の算式によらなければならない。（図

9 参照） 

5050

50250
2

npns

CPnpCns
CR AA

AA
 

--

--

+

+
=

ss
s  

 ： 端部関数で，2.3.3 の規定による。 

2Cs ： 限界応力（N/mm2）で，次による。 

es
22
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2Es ： オイラーの捩り座屈応力（N/mm2）で，8 章 5 節 2.3.4 の規定による。 

e ： 相対ひずみで，2.3.3 の規定による。 

CPs ： 防撓材の付き板における付き板単独の座屈応力（N/mm2）で，次による。 

25.1>Eb の場合 eHp
EE

CP R 
ø

ö
ç
ç
è

æ
-= 2

25.125.2
bb

s  

25.1£Eb の場合 eHpCP R=s  

Eb ： 係数で，2.3.4 の規定による。 

 
図 9 捩れ座屈に対する応力-ひずみ曲線 es -2CR  

 

2.3.6 フランジのある防撓材ウェブの局部座屈

船体横断面を構成するフランジのある防撓材ウェブの局部座屈に対する応力-ひずみ曲線 es -3CR は，次の算式によら

なければならない。 
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 ： 端部関数で，2.3.3 の規定による。 

bE： 防撓材の付き板の有効幅（m）で，2.3.4 の規定による。

hwe： ウェブの有効高さ（mm）で，次による。 

25.1>wb の場合 w
ww

we hh  
ø

ö
ç
ç
è

æ
-= 2

25.125.2
bb

 

25.1£wb の場合 wwe hh =  

wb ： 
E
R

t
h eHs

nw

w
w

e
b

50-

=  

e ： 相対ひずみで，2.3.3 の規定による。 

2.3.7 平鋼タイプの防撓材ウェブの局部座屈

船体横断面を構成する平鋼タイプの防撓材ウェブの局部座屈に対する応力-ひずみ曲線 es -4CR は，次の算式によらな

ければならない。（図 10 参照） 
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 ： 端部関数で，2.3.3 の規定による。

CPs ： 防撓材の付き板における付き板単独の座屈応力（N/mm2）で，2.3.5 の規定による。 

4Cs ： 限界応力（N/mm2）で，次による。 
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4Es ： オイラーの局部座屈応力（N/mm2）で，次による。 
2

50
4 160000  

ø

ö
çç
è

æ
= -

w

nw
E h

t
s  

e ： 相対ひずみで，2.3.3 の規定による。 
 

図 10 ウェブの局部座屈に対する応力-ひずみ曲線 es -4CR  

 

 

2.3.8 板の座屈

船体横断面を構成する横方向に防撓された板の座屈に対する応力-ひずみ曲線 es -5CR は，次の算式によらなければな

らない。 



－324－

（2019 鋼船規則 CSR-B&T編  1編  5章  付録2）

ï
ï
î

ïï
í

ì

ú
ú

û

ù

ê
ê

ë

é

 
ø

ö
ç
ç
è

æ
+ 

ø
ö

ç
è
æ -+ 

ø

ö
ç
ç
è

æ
-

=
2

22
5 1111.025.125.2min

EEE
eHp

eHp

CR ss R

 R

bbb

s

ll

 

 ： 端部関数で，2.3.3 の規定による。 

Eb ： 
E

R
t

s eHp

n
E

e
b

50

310=  

s： 板の幅（m）で，防撓材の心距とする。 
l ： 板の長辺方向の長さ（m） 

3. 代替手法 

3.1 一般

3.1.1
曲率 c に対する縦曲げモーメントの関係（ c-M 曲線）は，代替手法により導いて差し支えない。モデル化にあたっ

ては，次に示す非線形構造応答において重要な影響因子を考慮しなければならない。

(a) 幾何学的非線形挙動

(b) 材料の非弾性挙動

(c) 初期不整及び残留応力（板及び防撓材の初期たわみ量）

(d) 組合せ荷重 

・ 二軸圧縮

・ 二軸引張

・ せん断及び面外荷重 

(e) 境界条件

(f) 座屈モード間の相関

(g) 板，防撓材，桁等の構造要素間の相関

(h) 座屈後の耐荷能力

(i) 二重底効果又は類似の影響によって局所的に恒久的な変形又は座屈損傷を生じる可能性のある船体横断面におい

て，過大な圧縮応力が生じる板，防撓材等の要素 

3.2 非線形有限要素解析

3.2.1
高度な非線形有限要素解析モデルを縦曲げ最終強度の評価に使用して差し支えない。モデル化にあたっては，3.1.1 に

示す非線形構造応答において重要な影響因子を考慮しなければならない。

3.2.2
初期不整の形状及び大きさのモデル化には，特別な注意を払わなければならない。初期不整の形状及び大きさが最も支

配的な崩壊モードの要因であることを確認しなければならない。 
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6 章 船体局部寸法 

1 節 一般 

1. 適用 

1.1 適用

1.1.1
本章は，船首部，貨物倉区域，機関区域，船尾部，乾舷甲板より上の外板，機関室囲壁，暴露された船楼甲板，内部甲

板を含む船舶の全長に亘る船体構造に対して適用する。ただし，船楼及び甲板室の内部構造は除く。

1.1.2
本章では，面外圧力，局部荷重及びハルガーダ荷重を受ける板部材，防撓材及び主要支持部材（PSM）の評価方法に対

する要件を規定する。各要件が規定されている箇所を以下に示す。

・ 適用荷重：6 章 2 節

・ 板部材，防撓材，主要支持部材の最小板厚：6 章 3 節

・ 板部材：6 章 4 節

・ 防撓材：6 章 5 節

・ 主要支持部材及び梁柱：6 章 6 節

上記に加え，定義された設計荷重条件に関連しない要件も規定している。

1.1.3 要求寸法

申請ネット寸法は本章に規定される要求寸法以上でなければならない。

1.1.4 追加の局部強度要件

本章の規定に加え，10 章に規定する船首衝撃荷重，船底スラミング荷重及びスロッシング荷重並びに船首部，機関区

域，船尾部に対する局部強度要件にもよること。

1.2 許容基準

1.2.1
許容基準条件は，設計荷重に基づき次のとおり選定しなければならない。

・ 静的荷重による設計荷重 S：AC-S

・ 静的荷重と動的荷重の組合せによる設計荷重 S＋D：AC-SD 
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2 節 適用荷重 

記号 

本節に規定されない記号については，1 章 4 節による。 

1. 荷重の組合せ 

1.1 ハルガーダ曲げ

1.1.1 直応力

考慮する位置に作用する垂直曲げモーメント及び水平曲げモーメントによる直応力 hgs (N/mm2)は，次の算式による。

直応力は，4 章に規定する全ての動的荷重ケースを考慮して，2 に規定する各設計荷重条件に対して，ホギング状態及び

サギング状態の Mswを組合せることにより算出しなければならない。 

( ) 3

5050
10-

-

-

-

-
 
ø

ö
ç
ç
è

æ
--

+
= y

I
M

zz
I

MM

nz

LCwh
n

ny

LCwvsw
hgs  

Msw： 静水中曲げモーメント(kNm)で，4 章 7 節表 1 の設計荷重シナリオに基づき 4 章 4 節 2.2 の規定による。

Mwv-LC： 考慮する船長方向位置における考慮する動的荷重ケースの波浪中垂直曲げモーメント(kNm)で，4 章 7

節表 1 の設計荷重シナリオに基づき 4 章 4 節 3.5.2 の規定により算出する。 

Mwh-LC： 考慮する船長方向位置における考慮する動的荷重ケースの波浪中水平曲げモーメント(kNm)で，4 章 7
節表 1 の設計荷重シナリオに基づき 4 章 4 節 3.5.4 の規定により算出する。 

Iy-n50： 考慮する船長方向位置でのネットハルガーダ断面二次モーメント(m4)

Iz-n50： 考慮する船長方向位置でのネット水平ハルガーダ断面二次モーメント(m4)

y： 荷重計算点の水平座標(m)

z： 考慮する荷重計算点の垂直座標(m)

zn： 基線から水平中性軸までの距離(m) 

1.2 面外圧力

1.2.1 非損傷状態の静的圧力及び動的圧力

海水及び多種の貨物，バラスト水，その他の液体による，非損傷状態における静的面外圧力及び動的面外圧力を考慮し

なければならない。適用される荷重は考慮する要素の位置及び隣り合う区画の種類による。

1.2.2 浸水状態の面外圧力

液体を運ぶことを計画しない水密区画の境界は，船底外板及び船側外板を除き，浸水状態における面外荷重を考慮しな

ければならない。

1.3 圧力の組合せ

1.3.1 外板の要素

外板に接する区画に液体を積載する場合，考慮する静的面外圧力及び動的面外圧力は，考慮する喫水での内圧と海水圧

の差とする。外板に接する区画に液体を積載しない場合は，内圧及び海水圧をそれぞれ考慮しなければならない。

1.3.2 外板の要素以外の要素

1.3.1 の規定を除き，隣接する区画を隔てる要素に作用する静的面外圧力及び動的面外圧力は，各区画それぞれに作用

する荷重を考慮すること。 

2. 設計荷重条件 

2.1 荷重成分の適用

2.1.1 適用

本規定は次の部材に適用する。

・ 船舶の全長に亘る板部材及び防撓材 

② 
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・ 貨物倉区域外の主要支持部材

2.1.2 荷重成分

静的荷重成分及び動的荷重成分は 4 章 7 節表 1 に従って決定しなければならない。 

環動半径 kr及びメタセンタ高さ GM は，表 1 の設計荷重条件における考慮する積付状態に応じて 4 章 3 節表 1 及び 4
章 3 節表 2 によらなければならない。 

2.1.3 板部材，防撓材及び主要支持部材に対する設計荷重条件

板部材，防撓材及び主要支持部材に対する設計荷重条件は表 1 による。船の長さが 150m 未満のばら積貨物船の主要支

持部材及び油タンカーの貨物倉区域における主要支持部材に対する設計荷重条件は，それぞれ 2 編 1 章 4 節 4.2 及び 2 編

2 章 3 節 1.2 によること。

 
表 1 設計荷重条件 

対象部材／区画 設計荷重条件 荷重成分 喫水 設計荷重 積付状態 

外板及び暴露甲板 
SEA-1 Pex, PD TSC S+D 満載状態(1) 

SEA-2 Pex TSC S 港内状態(2) 

バラストタンク（油タンカ

ー及びばら積貨物船） 

WB-1 Pin   Pex (3) TBAL S+D ノーマルバラスト状態 

WB-2 Pin   Pex (3) TBAL S+D ノーマルバラスト状態

バラスト水交換 

WB-3 Pin   Pex (3) 0.25 TSC S 港内/試験状態 

バラストタンク（ばら積貨

物船）及びバラスト兼用層

として指定されるばら積

貨物倉 

WB-4 Pin   Pex (3) TBAL-H (7) S+D ヘビーバラスト状態 

WB-5 (4) Pin   Pex (3) TBAL-H (7) S+D ヘビーバラスト状態

バラスト水交換 

WB-6 (5) Pin - S 港内/試験状態 

貨物油タンク 

OT-1 Pin TSC S+D 満載状態 

OT-2 Pin 0.6 TSC S+D 部分積付状態 

OT-3 Pin - S 港内/試験状態 

ばら積貨物倉 

BC-1 Pin TSC S+D 貨物を満載する場合の

均等積状態 BC-2 Pin - S 

BC-3 Pin TSC S+D ばら積貨物密度の大き

い貨物を部分積載する

場 合 の 均 等 積 状 態

（BC-A 船, BC-B 船） 

BC-4 Pin - S 

BC-5 Pin TSC S+D ばら積貨物密度の小さ

い貨物を満載する場合

の 隔 倉 積 状 態 ， 

（BC-A 船） 

BC-6 Pin - S 

BC-7 Pin TSC S+D ばら積貨物密度の大き

い貨物を部分積載する

場 合 の 隔 倉 積 状 態

（BC-A 船） 

BC-8 Pin - S 
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表 1 設計荷重条件（続き） 

対象部材／区画 設計荷重条件 荷重成分 喫水 設計荷重 積付状態 

その他のタンク（燃料タン

ク，清水タンク） 

TK-1 Pin   Pex (3) TBAL S+D ノーマルバラスト状態 

TK-2 Pin   Pex (3) 0.25 TSC S 港内/試験状態 

液体を積載しない区画 
FD-1 (6) Pin TSC S+D 浸水状態 

FD-2 (6) Pin - S 浸水状態 

暴露甲板，内部甲板又はプ

ラットホーム 

DL-1 (8) Pdl, FU TSC S+D 満載状態 

DL-2 (8) Pdl, FU - S 港内状態 

(1) BC-A 及び BC-B のばら積貨物船については，満載状態をばら積貨物密度の大きい貨物を積載する場合の均等積状態と

して考える。 

(2) 外板に対してのみ適用する。

(3) Pex は外板に対してのみ考慮する。

(4) バラスト兼用倉として指定されるばら積貨物倉には適用しない。

(5) ばら積貨物倉に対してのみ適用する。

(6) FD-1 及び FD-2 は外板及び貨物倉を隔てる立て式波形横隔壁の波形部には適用しない。浸水状態の波形横隔壁につい

ては 2 編 1 章 3 節 3 によること。FD-1 及び FD-2 は，強力甲板に適用する。 

(7) ヘビーバラスト状態での最小喫水を用いなければならない。

(8) 分布荷重又は集中荷重のみを適用する。同時に作用する青波荷重を組合せる必要はない。 
 

② 
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3 節 最小板厚 

記号 

本節に規定されない記号については，1 章 4 節による。 

1. 板部材 

1.1 最小板厚要件

1.1.1
板部材のネット板厚（mm）は，表 1 による最小板厚を満足しなければならない。

 
表 1 板部材の最小ネット板厚 

要素 位置 区域 ネット板厚 

外板 

キール - 203.05.7 L+  

船底外板

船側外板

ビルジ外板 

船首部 203.05.6 L+  

機関区域

船尾部 
203.00.7 L+  

上記以外 203.05.5 L+  

ブレストフック  船首部 6.5 

甲板 

暴露甲板，強力甲板，内部タンクの境界 - 202.05.4 L+  

プラットホーム甲板 
機関区域 s0067.08.2 +  

上記以外 6.5 

内底板(1) - 
機関区域 2024.06.6 L+  

上記以外 203.05.5 L+  

ばら積貨物船の

縦通隔壁 

内殻板，ビルジホッパタンク頂板，トップサイ

ドタンク斜板 
貨物倉区域 2/1

27.0 L  

隔壁 

内部のタンク境界，水密横隔壁，水密縦通隔壁 - 202.05.4 L+  

非水密隔壁，制水隔壁，空所間の隔壁 - 201.05.4 L+  

船首尾端における梁柱隔壁 - 7.5 

その他の部材 

下部スツール及び上部スツールの桁板 - 2015.00.5 L+  

（貨物倉区域内の）機関室囲壁 貨物倉区域 5.5 

（居住区域に隣接する）機関室囲壁 居住区域 4.0 

一般的な板部材 - 201.05.4 L+  

(1) 水密及び非水密の両方に適用 
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2. 防撓材及びトリッピングブラケット 

2.1 最小板厚要件

2.1.1
防撓材及びトリッピングブラケットのウェブ及び面材のネット板厚（mm）は，表 2 による最小ネット板厚を満足しな

ければならない。

上記に加え，防撓材及びトリッピングブラケットのウェブのネット板厚は，次によらなければならない。

・ 6 章 4 節に従って決定される付き板のネット要求板厚の 40%以上としなければならない。

・ 付き板のネット申請板厚の 2 倍未満としなければならない。

 
表 2 防撓材及びトリッピングブラケットの最小ネット板厚 

要素 位置 ネット板厚 

防撓材及び端部ブラケット 
水密の境界 2015.05.3 L+  

上記以外の構造 2015.00.3 L+  

単船側構造ばら積貨物船の倉内肋骨 
最前端貨物倉(1) CSRL026.00.6 +  

上記以外の貨物倉(1) CSRL023.02.5 +  

トリッピングブラケット 2015.00.5 L+  

(1) LCSRは 200m を越える必要はない。 

3. 主要支持部材 

3.1 最小板厚要件

3.1.1
主要支持部材のウェブ板及びフランジのネット板厚（mm）は，表 3 による最小ネット板厚を満足しなければならない。

 
表 3 主要支持部材の最小ネット板厚 

要素 位置 ネット板厚 

センターガーダ 
機関区域 5.355.1 3/1

2 +L  

上記以外 2025.05.5 L+  

その他のボトムガーダ 

機関区域 0.17.1 3/1
2 +L  

船の長さが 150m 以上の船舶の船首部 2/1
27.0 L  

上記以外及び船の長さが 150m 未満の船
舶の船首部 202.05.5 L+  

ダクトキールを構成するガーダ 機関区域 5.28.0 2/1
2 +L  

船底フロア 

機関区域 0.17.1 3/1
2 +L  

船首部 2/1
27.0 L  

上記以外 2/1
26.0 L  

船尾部区域のフロア - 2/1
27.0 L  

その他の主要支持部材 

船尾部/船首部 2/1
27.0 L  

上記以外 
貨物油タンク 2015.05.5 L+  

その他の場合 2/1
26.0 L  
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4 節 板部材 

記号 

本節に規定されない記号については，1 章 4 節による。

pa ： 板のアスペクト比による補正係数で，次の算式による。ただし，1.0 を超えてはならない。 

a
b

p 1.2
2.1 -=a  

a： 板パネルの長さ（mm）で，3 章 7 節 2.2.2 の規定による。

b： 板パネルの幅（mm）で，3 章 7 節 2.2.2 の規定による。

P： 6 章 2 節 2 に規定する設計荷重条件における設計圧力（kN/m2）で，3 章 7 節 2.2 に規定する荷重計算点で計算

する。 
hgs ： ハルガーダ縦曲げ応力（kN/m2）で，6 章 2 節 1.1 の規定による。3 章 7 節 2.2 に規定する荷重計算点で計算す

る。 
c ： 係数で次による。 

・ 非損傷状態： 
・ ばら積貨物船の貨物倉内の内底板及びビルジホッパタンク斜板： 70.0=c  

・ 上記以外： 00.1=c  

・ 浸水状態： 
・ 許容基準条件 AC-S に対する船首隔壁： 00.1=c  

・ 許容基準条件 AC-SD に対する船首隔壁： 95.0=c  

・ その他の水密隔壁： 15.1=c  

1. 面外圧力を受ける板部材 

1.1 降伏強度評価

1.1.1 板部材

板部材のネット板厚 t（mm）は，6 章 2 節 2.1.3 に規定する適用すべき全ての設計荷重条件において，次の算式により

計算した値のうち，最も大きい値以上としなければならない。 

eHa
p RC

P
bt

c
a0158.0=  

aC ： 板の許容曲げ応力係数で，次による。ただし， max-aC を超えてはならない。 

eH

hg
a R

C
s

ab -=  

b ： 係数で，表 1 による。 

a ： 係数で，表 1 による。 

max-aC ： 最大許容曲げ応力係数で，表 1 による。 

② 
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表 1 b ，a 及び max-aC の定義 

評価基準条件 構造部材 b  a  max-aC  

AC-S 
縦強度部材 

縦式構造板部材 0.9 0.5 0.8 

横式構造板部材 0.9 1.0 0.8 

上記以外の部材 0.8 0 0.8 

AC-SD 
縦強度部材 

縦式構造板部材 1.05 0.5 0.95 

横式構造板部材 1.05 1.0 0.95 

上記以外の部材 1.0 0 1.0 

1.2 波形隔壁の板部材

1.2.1 冷間加工及び熱間加工の波形隔壁並びに溶接構造の波形隔壁

波形隔壁のウェブ及びフランジのネット板厚 t（mm）は，6 章 2 節 2.1.3 に規定する適用すべき全ての設計荷重条件に

おいて，次の算式により計算した値のうち，最も大きい値以上としなければならない。 

eHCB
p RC

P
bt 0158.0=  

bp： 平面の波形板の幅： 
3 章 6 節図 21 に示すフランジ： abp = （mm） 

3 章 6 節図 21 に示すウェブ： cbp = （mm） 

CBC ： 波形隔壁に対する許容曲げ応力係数で，次による。 

・ 許容基準条件 AC-S に対する波形横隔壁及び立て式波形縦通隔壁： 75.0=CBC  

・ 許容基準条件 AC-SD に対する波形横隔壁及び立て式波形縦通隔壁： 90.0=CBC  

・ max-CBC を超えない水平波形縦通隔壁：
eH

hg
CBCBCB R

C
s

ab -=  

CBb ： 係数で，表 2 による。 

CBa ： 係数で，表 2 による。 

max-CBC ： 最大許容曲げ応力係数で，表 2 による。 

 
表 2 CBb , CBa 及び max-CBC の定義 

評価基準条件 構造部材 CBb  CBa  max-CBC  

AC-S 水平波形隔壁の縦通隔壁 0.90 0.50 0.75 

AC-SD 水平波形隔壁の縦通隔壁 1.05 0.50 0.90 

1.2.2 溶接構造の波形隔壁

溶接構造の波形隔壁でフランジ及びウェブの板厚が異なる場合，ネット板厚 t1（mm）は，6 章 2 節 2.1.3 に規定する適

用すべき全ての設計荷重条件において，次の算式により計算した値のうち，最も大きい値としなければならない。 

2
2

2

1
0005.0

t
RC

Pb
t

eHCB

p -=  

t1： フランジとウェブの厚い方のネット板厚（mm）

t2： フランジとウェブの薄い方のネット板厚（mm）

bP： フランジとウェブの厚い方の板幅（mm） 

CBC ： 許容曲げ応力係数で，1.2.1 の規定による。 
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2. 特別要件 

2.1 平板竜骨の最小板厚

2.1.1
平板竜骨のネット板厚は，竜骨条板の端部から隣接する 2m の範囲の船底外板の申請ネット板厚以上としなければなら

ない。

竜骨の幅は，3 章 6 節 7.2.1 の規定による。

2.2 ビルジ外板

2.2.1 ビルジ部の定義

ビルジ部の定義は，1 章 4 節 3.8.1 の規定による。

2.2.2 ビルジ外板の板厚

(a) ビルジ外板のネット板厚は，隣接する船底外板又は隣接する船側外板のどちらか大きいほうの申請ネット板厚以上

としなければならない。 

(b) 曲がっているビルジ外板のネット板厚 t（mm）は，次による値以上としなければならない。 
( ) 6.04.041045.6 RsPt bex

- =  

Pex： 6 章 2 節 2.1.3 に規定する設計荷重条件 SEA-1 に対する設計外圧（kN/m2）で，ビルジ部の湾曲部の下端で

計算する。 

R： 有効ビルジ半径（mm） 
( )210 5.0 ssRR D+D+=  

R0： 曲率半径（mm）。図 1 参照。 

1sD ： ビルジ部の湾曲部の下端とその端点に最も近い船底縦通防撓材までの距離（mm）（図 1 参照）。ただし，

最も近い船底縦通防撓材がビルジ部の湾曲部内にある場合，この距離は 0 としなければならない。 

2sD ： ビルジ部の湾曲部の上端とその端点に最も近い船側縦通防撓材までの距離（mm）（図 1 参照）。ただし，

最も近い船側縦通防撓材がビルジ部の湾曲部内にある場合，この距離は 0 としなければならない。 

sb： 横式防撓材，ウェブ又はビルジブラケット間の距離（mm） 

(c) 縦式構造のビルジ外板は，規則的に防撓された板部材として評価しなければならない。ビルジ部の板厚は，1.1.1
及び 2.2.2(b)により計算した値のうち，小さい方の値未満としてはならない。ビルジキールは，有効な縦通防撓材

とみなしてはならない。

2.2.3 
（削除）

2.2.4 ビルジ外板の最小板厚の拡張

最下部船側縦通防撓材とビルジ湾曲部の間の直線部分に板継ぎがある場合であって，当該板継ぎ位置と最下部船側縦通

防撓材との距離が s2/4 を超えない場合には，隣接する船側外板にビルジ外板の要求板厚を適用する必要はない。同様に，

隣接する船底外板の水平部分において，最も外側の船底縦通防撓材と板継ぎまでの距離が s1/4 を超えない場合には，隣接

する船底外板にビルジ外板の要求板厚を適用する必要はない。s1 及び s2 の定義については図 1 参照。 
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図 1 横式構造のビルジ外板 

 

2.2.5 ビルジ部の船体外板付肋骨

横式構造のビルジ外板の場合，ビルジ外板の湾曲部が始まる位置の近くの船底及び船側には縦通防撓材を設けなければ

ならない。これらの縦通防撓材の寸法は，最も近い隣接の防撓材の寸法未満としてはならない。ビルジ部の湾曲部の下端

とその端点に最も近い船底縦通防撓材との距離 1sD は，原則として，ビルジ部の湾曲部の下端から近い 2 本の船底縦通防

撓材間の距離 s1 の 1/3 を超えてはならない。同様に，ビルジ部の湾曲部の上端とその端点に最も近い船側縦通防撓材との

距離 2sD は，原則として，ビルジ部の湾曲部の上端から近い 2 本の船側縦通防撓材間の距離 s2 の 1/3 を超えてはならない。

（図 1 参照）

2.3 船側外板

2.3.1 フェンダー接触範囲

2.3.2 に規定するフェンダー接触範囲内の船側外板のネット板厚 t（mm），は次の算式による値以上としなければならな

い。 
25.0

27.0
1000

26  
ø

ö
ç
ç
è

æ
 
ø

ö
ç
è

æ +=
eH

SC

R
BTbt  

2.3.2 フェンダー接触範囲要件の適用

フェンダー接触範囲は，バラスト喫水 TBALから構造用喫水 TSCより上方 0.25TSC（ただし，2.2m 以上とする）までの 1

章 1 節 2.4.3 に規定する貨物倉区域内とする。 

2.4 舷側厚板

2.4.1 一般

舷側厚板の最小幅は，3 章 6 節 8.2.4 の規定による。

2.4.2 溶接構造による舷側厚板

溶接構造による舷側厚板がトップサイドタンク又は二重船側タンクに全て含まれている場合，当該舷側厚板のネット板

厚は，隣接する 2m の範囲の船側外板の申請ネット板厚以上としなければならない。

2.4.3 丸型ガンネル

曲げ加工による舷側厚板のネット板厚は，次のいずれか大きい方の値以上としなければならない。

・ 隣接する 2m の範囲の甲板の申請ネット板厚

・ 隣接する 2m の範囲の船側外板の申請ネット板厚

2.5 梁上側板

2.5.1
梁上側板の最小幅は，3 章 6 節 9.1.2 の規定による。

2.5.2
船体中央部 0.6LCSR間における梁上側板のネット板厚は，隣接する甲板の申請ネット板厚以上としなければならない。 
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2.6 波形隔壁の支持構造

2.6.1 一般

3 章 6 節 10.4 に規定する隔壁の配置要件は，2.6.2 から 2.6.4 の規定と併せて考慮しなければならない。

2.6.2 下部スツール

(a) スツール頂板のネット板厚は，隣接する波形隔壁のフランジ及びウェブの要求ネット板厚以上としなければならず，

その材料は隣接する波形隔壁の材料の降伏強度以上のものでなければならない。また，スツール頂板の板耳の幅は，

波形フランジの建造板厚未満としてはならない。 

(b) スツール頂板から波形部の深さの範囲内にあるスツール側板のネット板厚は，波形隔壁下端の波形フランジの要求

ネット板厚以上としなければならず，その材料は波形隔壁下端の波形フランジの材料の降伏強度以上のものでなけ

ればならない。(c)に規定するように，波形ウェブと下部スツール内の支持ブラケットの連続性が確保されている

場合，スツール側板のネット板厚は，波形フランジの板厚の 90%まで減じて差し支えない。 

(c) 油タンカーにあっては，波形ウェブと下部スツール内の支持ブラケットは連続性を確保しなければならない。又は，

下部スツール内の支持ブラケットを波形ウェブの全てのナックル部の同一線上に配置しなければならない。 

(d) 支持ブラケットのネット板厚は，波形ウェブの要求ネット板厚の 80%以上としなければならず，その材料は，波

形ウェブの材料の降伏強度以上のものでなければならない。 

(e) スツールを支持するフロアのネット板厚は，内底板に結合するスツール側板の要求ネット板厚以上としなければな

らない。（ただし，2 編 1 章 6 節に規定する GRAB 要件を適用する場合を除く）スツールを支持するフロアの材料

は，スツール側板の材料の降伏強度以上のものでなければならない。降伏強度が異なる材料を用いる場合，要求板

厚は，3 章 1 節 2.2.1 に規定する材料係数 k の比によって調整しなければならない。 

(f) 下部スツールを設ける場合，スツールと内底板の結合部において板厚方向特性及び強度の連続性に特別な考慮を払

わなければならない。板厚方向特性に関する板の要件については，3 章 1 節 2.5 を参照のこと。

2.6.3 上部スツール

(a) スツール底板のネット板厚は，隣接する波形隔壁のフランジ及びウェブの要求板厚以上としなければならず，その

材料は，隣接する波形隔壁の材料の降伏強度以上のものでなければならない。スツール底板の板耳の幅は，波形フ

ランジの建造板厚未満としてはならない。 

(b) スツール側板の下部のネット板厚は，次のうち，大きい方の値以上としなければならない。 

・ 1.1 の規定によるネット板厚

・ 次の規定による隔壁板の上部の要求板厚の 80%の板厚 

・ 1.2 の規定によるネット板厚

・ 隣接する隔壁板と同じ材料を使用する場合，2 編 1 章 3 節 3.1 又は 2 編 2 章 3 節 2.2.1 の規定による

ネット板厚 

降伏強度が異なる材料を用いる場合，要求板厚については，3 章 1 節 2.2.1 に規定する材料係数 k の比によって調

整しなければならない。

2.6.4 下部スツールが無い場合の波形隔壁の局部支持構造

(a) 波形隔壁を支持するフロア及びパイプトンネルの梁のネット板厚は，波形フランジの要求ネット板厚以上としなけ

ればならず，その材料は，波形フランジの材料の降伏強度以上のものでなければならない。波形部に隣接する内底

板及びビルジホッパタンク斜板の材料は，隣接する波形隔壁の材料の降伏強度以上のものとし，3 章 1 節 2.5.1 に

規定する Z 級鋼を用いなければならない。ただし，板厚方向特性に関する資料を提出し，本会の承認を得る場合

にあってはこの限りでない。 

(b) 波形ウェブの同一線上に配置するブラケット又はカーリングは，波形深さの 0.5 倍未満としてはならず，ネット板

厚は，波形ウェブのネット板厚の 80%以上としなければならない。また，これらの材料は，波形ウェブの材料の

降伏強度以上のものでなければならない。ブラケット又はカーリングの代わりにシェダープレートを有するガセッ

トを支持構造として設置している場合，2 編 1 章 3 節図 5 に示すガセットプレートの高さ hGは，波形深さ以上と

しなければならない。ガセットプレートは，波形フランジと同一線上，かつ，波形フランジ間に設置しなければな

らない。ガセットプレートのネット板厚は，波形フランジのネット板厚以上としなければならず，シェダープレー

トのネット板厚は，波形フランジのネット板厚の 80%以上としなければならない。また，これらの材料は，波形

部のフランジの材料の降伏強度以上のものでなければならない。 

② 
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2.7 船尾隔壁

2.7.1
スタンチューブ貫通部の船尾隔壁板のネット板厚は，当該隔壁板の要求板厚の 1.6 倍以上としなければならない。 
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5 節 防撓材 

記号 

本節に規定されない記号については，1 章 4 節による。

shrd ： 有効せん断深さ（mm）で，3 章 7 節 1.4.3 の規定による。 

bdgl ： 有効曲げスパン（m）で，3 章 7 節 1.1.2 の規定による。 

shrl ： 有効せん断スパン（m）で，3 章 7 節 1.1.3 の規定による。 

P： 6 章 2 節に規定する設計荷重条件に対する設計圧力（kN/m2）で，3 章 7 節 3.2 に規定する荷重計算点で計算す

る。 
c  : 係数で，次による。 

・ 非損傷状態： 
・ ばら積貨物船の貨物倉内の内底板及びビルジホッパタンク斜板に取り付けられる防撓材： 90.0=c  

・ 上記以外： 00.1=c  

・ 浸水状態：6 章 4 節に規定する浸水状態の値による。 

1. 面外圧力が作用する防撓材 

1.1 降伏強度評価

1.1.1 ウェブ

最小ネットウェブ板厚 tw（mm）は，6 章 2 節 2 に規定する適用すべき全ての設計荷重条件において，次の算式により

計算した値のうち，最も大きい値以上としなければならない。ただし， tCc は 1.0 を超えてはならない。 

eHtshr

shrshr
w Cd

sPf
t

tc
l

=
 

fshr： せん断力分布係数で，次による。 

・ 端部固定の連続した防撓材において，fshrは次の値未満としてはならない。 

・ 水平防撓材及び垂直防撓材の上端： fshr = 0.5

・ 垂直防撓材の下端： fshr = 0.7 

・ 端部の固着度が低い防撓材，スパン方向に変化する荷重を受ける防撓材，格子構造の一部となる防撓材

に対しては 1.2 の要件によること。 

Ct： 考慮する設計荷重条件における許容せん断応力係数で，次による。 
・ 許容基準条件 AC-S の場合： 75.0=tC  

・ 許容基準条件 AC-SD の場合： 90.0=tC  

1.1.2 断面係数

最小ネット断面係数 Z（cm3）は，6 章 2 節 2.1.3 に規定する適用すべき全ての設計荷重条件において，次の算式により

計算した値のうち，最も大きい値以上としなければならない。ただし， sCc は 1.0 を超えてはならない。 

eHsbdg

bdg

RCf
sP

Z
c

2l
=

 
fbdg： 曲げモーメント係数で，次による。 

・ 端部固定の連続した防撓材において，fbdg は次の値より大きくしてはならない。 

・ 水平防撓材及び垂直防撓材の上端： fbdg = 12

・ 垂直防撓材の下端： fbdg = 10  

・ 端部の固着度が低い防撓材，スパン方向に変化する荷重を受ける防撓材，格子構造の一部となる防

撓材に対しては 1.2 の要件によること。 

Cs： 考慮する設計荷重条件に対する許容曲げ応力係数で，表 1 による。 
hgs ： ハルガーダ縦曲げ応力（N/mm2）で，6 章 2 節 1.1 の規定による。3 章 7 節 3.2 に規定する荷重計算点で計

② 
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算する。 

sb ： 係数で，表 2 による。 

sa
： 係数で，表 2 による。 
max-sC

： 係数で，表 2 による。 

 
表 1 sC の定義 

ハルガーダ曲げ応力 hgs の符号 面外荷重の作用面 係数 sC  

引張（＋方向） 防撓材側 

eH

hg
sss R

C
s

ab -=
 

ただし， max-sC より大きくしてはならない。 圧縮（－方向） 板側 

引張（＋方向） 板側 
max-= ss CC  

圧縮（－方向） 防撓材側 
 

 
表 2 sb ， sa 及び max-sC の定義 

許容基準条件 構造部材 sb  sa  max-sC  

AC-S 
縦強度部材 0.85 1.0 0.75 

横強度部材又は立て（垂直）部材 0.75 0 0.75 

AC-SD 
縦強度部材 1.0 1.0 0.9 

横強度部材又は立て（垂直）部材 0.9 0 0.9 
 

1.1.3 防撓材のグループ

1.1.1 及び 1.1.2 の規定に基づく防撓材の寸法は，主要支持部材間の単一の防撓パネルに連続して配置された等しい寸法

の防撓材をグループとする考えに基づいて求めて差し支えない。当該グループの防撓材の寸法は，次のうちいずれか大き

い方の値としなければならない。

・ グループ内の個々の防撓材に要求される寸法の平均値

・ グループ内の個々の防撓材に要求される寸法の最大値の 90％

1.1.4 異なる材料の板部材及び防撓材

防撓材の最小降伏応力が付き板の最小降伏応力に比べて 35%以上大きい場合，次の基準を満足しなければならない。 

S

hgsP

S

hgS
PeHSeH Z

ZRR
b
sa

b
ss

+ 
ø

ö
çç
è

æ
-£ --  

ReH-S： 防撓材の最小降伏応力（N/mm2）

ReH-P： 付き板の最小降伏応力（N/mm2） 

hgs ： ハルガーダ縦曲げ応力（N/mm2），6 章 2 節 1.1 の規定による。ただし， hgs は 0.4ReH-P未満としてはなら

ない。 

Z： 防撓材の面材又は遊辺のネット断面係数（cm3）

ZP： 付き板のネット断面係数（cm3） 

sa ， sb ： 係数で，表 2 による。 

1.2 梁解析

1.2.1 直接解析

端部の固着度が低い防撓材，スパン方向に変化する荷重を受ける防撓材又は格子構造の一部となる防撓材の最大曲げ応

力s 及び最大せん断応力 t は，ネット寸法を用いて，次を考慮して直接計算により決定しなければならない。 

・ 静的及び動的圧力並びに力の分布

・ 中間支持部材（甲板，ガーダ等）の数及び位置 

② 
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・ 防撓材端部及び中間支持部材端部の固着条件

・ スパン間における防撓材の形状特性

1.2.2 応力基準

応力は，次の基準を満足しなければならない。ここで，係数 Ct及び Csは 1.1.1 及び 1.1.2 の規定による。

・ eHtC tct £  

・ eHs RCcs £  
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6 節 主要支持部材及び梁柱 

記号 

本節に規定されない記号については，1 章 4 節による。

P： 6 章 2 節に規定する考慮する設計荷重条件に対する設計圧力（kN/m2）で，3 章 7 節 4.1.1 に規定する荷重計算

点で計算する 
bdgl ： 有効曲げスパン（m）で，3 章 7 節 1.1.6 の規定による。 

shrl ： 有効せん断スパン（m）で，3 章 7 節 1.1.7 の規定による。 

c ： 係数で，次による。 

・ 非損傷状態： 

・ ばら積貨物船の貨物倉内の内底板及びビルジホッパタンク斜板に取り付けられる主要支持部材：

90.0=c  

・ 上記以外： 00.1=c  

・ 浸水状態： 6 章 4 節に規定する浸水状態の値による。 

1. 一般 

1.1 適用

1.1.1
本節の要件は，面外圧力及び集中荷重を受ける主要支持部材並びに圧縮軸荷重を受ける梁柱に適用する。

特定の荷重を受けるこれらの部材に対しては降伏強度評価を行われなければならない。 

2. 貨物倉区域内の主要支持部材 

2.1 浸水状態

2.1.1
本 2.1 の規定は，浸水状態において面外圧力を受ける水密隔壁（外板又はタンク境界を除く）の主要支持部材に適用す

る。

2.1.2
浸水状態における検証は，6 章 2 節に規定する適切な設計荷重条件に対する圧力及びハルガーダ荷重を用いて行われな

ければならない。また，寸法要件は 3.2 の規定による。

2.2 ばら積貨物船

2.2.1 船の長さが 150m 以上のばら積貨物船

貨物倉区域内の主要支持部材の寸法は，7 章に規定する有限要素構造解析によって確認しなければならない。

2.2.2 船の長さが 150m 未満のばら積貨物船

貨物倉区域内の主要支持部材の寸法は，2 編 1 章 4 節 4 に規定する要件を満足しなければならない。又は，本会が適当

と認める直接強度解析によって確認しても差し支えない。

2.3 油タンカー

2.3.1
貨物倉区域内の主要支持部材の寸法は，2 編 2 章 3 節 1 に規定する要件を満足しなければならない。また，7 章に規定

する有限要素構造解析によって確認しなければならない。 

② 
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3. 貨物倉区域外の主要支持部材 

3.1 適用

3.1.1
本規定は，船首尾部及び機関区域内の面外圧力を受ける主要支持部材に適用する。

3.2 寸法要件

3.2.1 ネット断面係数

面外圧力を受ける主要支持部材のネット断面係数 Zn50（cm3）は，6 章 2 節 2 に規定する適用すべき全ての設計荷重条

件において，次の算式により計算した値のうち，最も大きい値以上としなければならない。 

eHsbdg

bdg
n RCf

SP
Z

c

2

50 1000
l

=
 

fbdg ： 曲げモーメント分布係数で，表 2 による。

Cs ： 許容基準条件に対する許容曲げ応力係数で，表 1 による。 

3.2.2 ネットせん断面積

面外圧力を受ける主要支持部材のネットせん断面積 Ashr-n50（cm2）は，6 章 2 節 2 に規定する適用すべき全ての設計荷

重条件において，次の算式により計算した値のうち，最も大きい値以上としなければならない。 

eHt

shrshr
nshr C

SPf
A

tc
l

1050 =-  

fshr ： せん断力分布係数で，表 2 による。

Ct： 考慮する許容基準条件に対する許容せん断応力係数で，表 1 による。 
 

表 1 主要支持部材に対する許容曲げ応力係数及び許容せん断応力係数 

許容基準条件 主要支持部材に隣接する構造 Cs及び Ct 

AC-S 甲板，フラットを含むすべての隔壁 0.70 

AC-SD 甲板，フラットを含むすべての隔壁 0.85 
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表 2 曲げモーメント分布係数 fbdg 及びせん断応力分布係数 fshr 

荷重及び境界条件 

曲げモーメント分布係数及びせん断応力分

布係数（荷重が変化する場合，中間点の荷

重に基づく） 

位置 1

fbdg1

fshr1 

2

fbdg2

- 

3

fbdg3

fshr3 
荷重モデル 

1 
支持点 

2 
中間部 

3 
支持点 

A 

 

12.0

0.50 

24.0 

- 

12.0

0.50 

B 

 

- 

0.38 

14.2 

- 

8.0

0.63 

C 

 

- 

0.50 

8.0

- 

- 

0.50 

D 

 

15.0

0.30 

23.3 

- 

10.0

0.70 

E 

 

- 

0.20 

16.8 

- 

7.5

0.80 

F 

 

-

- 

-

- 

2.0

1.0 

備考 1： 支持点の曲げモーメント分布係数 fbdgは，主要支持部材の有効曲げスパンの端部から 0.2 bdgl の距離範囲に適用する。 

備考 2： 支持点のせん断応力分布係数 fshrは，主要支持部材の有効せん断スパンの端部から 0.2 shrl の距離の範囲に適用する。 

備考 3： fbdg及び fshrの適用上： 

有効スパンの端部から 0.2 bdgl までの範囲の要求断面係数は，fbdg1又は fbdg3を用いて決定しなければならない。ただし，

fbdgは 12 を超えてはならない。

スパン中央部の断面係数は，fbdg=24 又は本表による fbdg2の値のいずれか小さい方の値を用いて決定しなければならな

い。

有効スパンの端部から 0.2 shrl までの範囲の端部結合部の要求せん断面積は，fshr =0.5 又は fshr1もしくは fshr3の値のい

ずれか大きい方の値を用いて決定しなければならない。

荷重モデル A から F において，fshrの値は，有効スパンの端部から 0.2 shrl の範囲の外側においてスパン中央で 0.5 fshr

となるよう漸減して差し支えない。ここで，fshrは fshr1及び fshr3の値の大きい方の値とする。 
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3.3 高度な計算手法

3.3.1 直接計算

複雑な骨組み構造となる場合又はクロスタイが船側主要支持部材に設けられる場合，寸法は，次を考慮して直接計算に

より決定しなければならない。

・ 静水圧及び波浪変動圧並びに力の分布

・ 中間支持部材（甲板，ガーダ等）の数及び位置

・ 主要支持部材端部及び中間支持部材端部の固着条件

・ スパン間における主要支持部材の形状特性

3.3.2 強度基準

算出された応力は，次の基準を満足しなければならない。ここで，Ct及び Csは 3.2 の規定による。 
・ eHs RCcs £  

・ eHtC tct £  

t ： tn50 に基づく部材のせん断応力（N/mm2） 

s ： tn50 に基づく部材の直応力（N/mm2） 

4. 梁柱 

4.1 圧縮軸荷重を受ける梁柱

4.1.1 基準

梁柱に作用する最大圧縮軸荷重 Fpill（kN）は，6 章 2 節 2 に規定する適用すべき全ての設計荷重条件において，次の算

式により計算した値のうち，最も大きい値より小さくしてはならない。 
uprpillaapill FPbF --- += supsupl  

ba-sup： 支持範囲の有効幅（m） 
sup-al ： 支持範囲の有効長さ（m） 

Fpill-upr： 梁柱からの軸荷重（kN）（梁柱上面からの軸荷重も含む）

Apill-n50： 梁柱のネット断面積（cm2） 
梁柱の座屈強度評価は，8 章 5 節 3.1 に規定する avs （N/mm2）を次の算式による値として，8 章 4 節 5.1 に従い実施し

なければならない。 

50
10

npill

pill
av A

F

-

=s
 

4.2 引張軸荷重を受ける梁柱

4.2.1 基準

引張軸荷重を受ける梁柱及び主要支持部材は，3.3.2 の規定を満足しなければならない。 
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7 章 直接強度評価 

1 節 強度評価 

1. 一般 

1.1 適用

1.1.1
本章の規定は，有限要素解析を用いた船体構造の寸法評価について定めたものであり，規則長さ LCSRが 150m 以上の船

舶に適用する。

1.1.2
有限要素解析とは次の 3 つの解析とする。

(a) 縦強度部材及び主要支持部材並びに隔壁の強度を評価するための貨物倉解析

(b) 局部構造の詳細な応力状態を評価するための詳細メッシュ解析

(c) 9 章に従って構造詳細の疲労強度を評価するための極詳細メッシュ解析

1.1.3
有限要素解析を用いた強度評価は，部材寸法が本章に規定する次の許容基準に適合していることを確認しなければなら

ない。

・ 7 章 2 節に従って実施する貨物倉構造解析

・ 7 章 3 節に従って実施する局部構造解析

1.1.4
有限要素解析に基づく強度評価は，貨物倉区域全体に適用する。

1.1.5
解析では次に挙げる項目を確認しなければならない。

(a) 応力状態が降伏に対する許容基準内であること

(b) 板及び防撓パネルの座屈強度が 8 章に規定する座屈に対する許容基準内であること

(c) 構造詳細の疲労強度が 9 章に規定する許容基準内であること

1.1.6
有限要素解析の最低限の要求事項を図 1 に示す。 
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図 1 有限要素解析のフロー図 

 

2. ネット寸法 

2.1 ネット寸法の適用

2.1.1
貨物倉の有限要素解析及び詳細メッシュ解析並びに極詳細メッシュ解析に用いる有限要素モデルは，3 章 2 節表 1 に規

定する腐食予備厚を適用するネット寸法手法によらなければならない。

全ての座屈強度評価では，3 章 2 節表 1 に規定する腐食予備厚を適用しなければならない。 

貨物区域 

貨物倉の有限要素解析 

詳細メッシュ 
解析 

スクリーニング

基準（降伏） 

詳細メッシュによる 
有限要素解析 

応力評価 

座屈評価 

極詳細メッシュ 
疲労解析 

（不適合） 

スクリーニング

基準（疲労） 
（不適合） 
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3. 要素の種類 

3.1 使用する要素の種類

3.1.1
構造評価は，3 次元構造モデルの線形有限要素解析によらなければならない。有限要素法で用いる一般的な要素の種類

を表 1 に示す。

 
表 1 要素の種類 

要素の種類 特性 

ロッド（又はトラス）要素 
軸方向の剛性のみを有し，要素の長さ方向に一様な断面積を持つ

一次元要素 

ビーム要素 
軸，捩り及び二軸方向のせん断及び曲げに対する剛性を有し，要

素の長さ方向に一様な断面形状を持つ一次元要素 

シェル（又は平面）要素 面内及び面外方向の曲げ剛性を有する一様な厚さのシェル要素 
 

3.1.2
船体構造のモデル化にあっては，原則として，2 節点の一次元要素並びに 4 節点のシェル要素を用いて十分に考慮する

こと。本章のメッシュに関する規定は，当該要素を有限要素モデルに対して使用することを想定している。また，高度な

要素を使用しても差し支えない。 

4. 検討結果の提出 

4.1 詳細な報告書

4.1.1
設計者又は建造者は，規定の構造設計基準に適合していることを示すために，構造解析の詳細な報告書を本会に提出し

なければならない。この報告書は，次に示す情報を含まなければならない。

(a) 使用した図面リスト。日付及び改正番号を含むこと。

(b) モデル化で考慮した全ての仮定を含む構造モデルの詳細記述及び図面と比較した場合の構造モデルの全ての幾何

的及び配置的偏差 

(c) 最終的に用いた構造モデル及び割り当てた特性を説明する図表

(d) モデルに使用する材料特性及び板厚並びにビーム要素の特性の詳細

(e) 境界条件の詳細

(f) 算出したせん断力及び曲げモーメント並びに捩りモーメント分布の検討に用いたすべての荷重状態の詳細

(g) 適用荷重の詳細と個別及び全適用荷重が適正であるということが確認できる資料

(h) 適用した荷重下での構造モデルの挙動が適正であることを示す図表及び検討結果

(i) 全体及び局部たわみのまとめ及び図表

(j) すべての部材で応力が設計基準を超えていないことを示すまとめと十分な図表

(k) 板及び防撓板の座屈解析及び結果

(l) 設計基準への適合の可否を示す結果のまとめ

(m) 必要な場合，構造変更提案。提案には応力及び座屈並びに疲労特性の設計基準への適合の可否に関する改正を含む

こと。 

(n) 有限要素計算プログラムの名称。バージョンと日付を含むこと。 
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5. コンピュータプログラム 

5.1 コンピュータプログラムの使用

5.1.1
1 章 3 節に適合するすべての有限要素法計算プログラムは，曲げ，せん断，軸及び捩れのそれぞれの変形の組合せ影響

が十分に考慮されている場合，船体構造の応力及び撓みを決定するのに用いることができる。
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2 節 貨物倉の構造強度解析 

記号 

本節に規定されない記号については，1 章 4 節による。

Msw： 許容静水中垂直曲げモーメント（kNm）で，4 章 4 節の規定による。

Mwv： ホギング及びサギング状態における波浪中垂直曲げモーメント（kNm）で，4 章 4 節の規定による。

Mwh： 波浪中水平曲げモーメント（kNm）で，4 章 4 節の規定による。

Mwt： 航海状態における波浪中捩りモーメント（kNm）で，4 章 4 節の規定による。

Qsw： 考慮する隔壁位置における許容静水中せん断力（kN）で，4 章 4 節の規定による。

Qwv： 波浪中垂直せん断力（kN）で，4 章 4 節の規定による。

xb-aft, xb-fwd：中央ホールドの後部隔壁及び前部隔壁の位置の x 座標（m）

xaft： 有限要素モデル後端の支持位置の x 座標（m）

xfore： 有限要素モデル前端の支持位置の x 座標（m）

xi： i 番目のフレーム位置の x 座標（m）

Qaft： 中央ホールド後部隔壁位置における垂直せん断力（kN）で，4.4.6 の規定による。

Qfwd： 中央ホールド前部隔壁位置における垂直せん断力（kN）で，4.4.6 の規定による。

Qtarg-aft：中央ホールド後部隔壁位置におけるせん断力のターゲット値（kN）で，4.3.3 の規定による。

Qtarg-fwd：中央ホールド前部隔壁位置におけるせん断力のターゲット値（kN）で，4.3.3 の規定による。 

1. 目的及び範囲 

1.1 一般

1.1.1 
貨物倉の構造強度解析は，貨物倉区域内の縦強度部材及び主要支持部材並びに隔壁に対する寸法を評価するために用い

る。本節では，貨物倉の構造強度解析について規定する。

1.1.2 
貨物倉の構造強度解析は，最後端貨物倉後部隔壁から船首隔壁までに亘る貨物倉区域内に対して行わなければならない。

評価範囲は 5.1 の規定による。

1.1.3 
有限要素による構造評価及び荷重の適用にあたり，貨物倉区域とは，次を含む区域を指す。貨物倉区域は，図 1 に示す

とおり，船の長さ及び貨物倉の配置により変化する。

• 船体中央部の貨物倉区域

• 前方部貨物倉区域

• 後方部貨物倉区域

• 最前端貨物倉

• 最後端貨物倉 
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図 1 有限要素による構造評価のための貨物倉区域の定義 

 
前方部貨物倉区域の貨物倉とは，最前端貨物倉を除いて，船長方向の重心位置が AE から 0.7LCSRより前方にある貨物倉をいう。

船体中央部の貨物倉区域の貨物倉とは，船長方向の重心位置が AE から 0.3LCSRより前方で，かつ，AE から 0.7LCSRより後方にあ

る貨物倉をいう。

後方部貨物倉区域の貨物倉とは，最後端貨物倉を除いて，船長方向の重心位置が AE から 0.3LCSRより後方にある貨物倉をいう。

最前端貨物倉とは，貨物倉区域の最前端に位置する貨物倉をいう。

最後端貨物倉とは，貨物倉区域の最後端に位置する貨物倉をいう。 

1.2 貨物倉の構造強度解析の手順

1.2.1 手順の概要

有限要素構造解析は，次に従って行わなければならない。

• モデル：3 ホールドモデルで，次による。 

• 2.2 に規定するモデル化範囲

• 2.3 に規定する要素の種類

• 2.4 に規定する構造のモデル化 

• 2.5 に規定する境界条件

• 3 に規定する有限要素解析の荷重組合せ

• 4 に規定する荷重の適用

• 5.1 に規定する評価範囲

•  5.2 及び 5.3 に規定する強度評価

1.2.2 中央ホールドの定義

有限要素解析にあたり，中央ホールドとは，3 ホールド長さの有限要素モデルにおける中央のホールドをいう。

最前端貨物倉及び最後端貨物倉を評価する場合にあっては，それらを中央ホールドとする。また，スロップタンクが存

在する場合は，スロップタンクは中央ホールドに含める。

1.2.3 寸法評価

寸法評価は，考慮する貨物倉に適用される有限要素解析の荷重組合せ（4 章 8 節参照）を用いて，個々の貨物倉に対し

て 7 章 1 節に従って行う。考慮する貨物倉における有限要素解析の結果は，5.1.1 に規定する評価範囲に適用する。 

板，防撓材及びストリンガを含む個々の横隔壁の構造要素は，考慮する横隔壁の前後に位置する 2 つの貨物倉における

有限要素解析を考慮して評価しなければならない。 

2. 構造モデル 

2.1 モデル化する部材

2.1.1 
次の部材を含む全ての主な縦通構造要素及び横構造要素をモデル化しなければならない。

• 内殻及び外殻

• 甲板

• 二重底のフロア及びガーダ

• 横桁及び立桁 

最後端 
貨物倉 

後方部貨 
物倉区域 

船体中央部の貨物倉区域 前方部貨 
物倉区域 

最前端 
貨物倉 

機関室 

AE FE 0.7LCSR 0.3LCSR 

0.65LCSR 
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• ハッチコーミング

• ストリンガ

• 横隔壁構造及び縦通隔壁構造

• その他の主要支持部材

• ハルガーダ強度に寄与するその他の構造部材

ウェブ防撓材を含む全ての板及び防撓材をモデル化しなければならない。ブラケットの内，主要支持部材の強度に寄与

し，2.4.2 に規定する典型的なメッシュサイズ（s  s）以上の大きさを持つものは，モデル化しなければならない。 

2.2 モデル化範囲

2.2.1 船長方向の範囲

最前端貨物倉及び最後端貨物倉のモデルを除いて，貨物倉有限要素モデルの船長方向の範囲は，3 ホールド長さの範囲

としなければならない。モデル前後端の横隔壁を，モデル化しなければならない。波形横隔壁の場合にあっては，モデル

端部におけるタンク又はホールドの前後端の隔壁スツール構造を含めてモデル化しなければならない。モデル端部のウェ

ブフレームを，モデル化しなければならない。各船種及び形状を有する船体中央部の貨物倉区域の代表的な有限要素モデ

ルを図 3 及び図 4 に示す。

最前端貨物倉及び最後端貨物倉は，次の有限要素モデルの中央の位置にモデル化する。

• 最前端貨物倉：No.2 貨物倉後部隔壁から船の最前端の横断面まで。船の最前端の横断面とは，補強されたトラン

スリング又はウェブフレームが基線から強力甲板まで連続して設けられる箇所とする。 

• 最後端貨物倉：機関室後部隔壁から No.N-1 貨物倉前部隔壁まで。N は，船の前方から後方に向かって番号が付け

られた貨物倉の数（貨物倉が複数列存在する場合，1 列あたりの数）とする。 

各船種及び形状を有する最前端貨物倉及び最後端貨物倉の有限要素モデルの例を図 5 及び図 6 に示す。

2.2.2 船体形状のモデル化

有限要素モデルは，原則として船体形状を再現しなければならない。船体中央部の貨物倉区域では，中央ホールドが角

柱形状を有する場合，有限要素モデルは角柱のようになる。

最前端貨物倉モデルでは，2.2.1 に規定するモデル前端からモデル前部タンクの中央横断面までの船体形状は，簡略化

した形状を用いてモデル化して差し支えない。図 2 に示すとおり，モデル前部タンクの中央横断面をモデル前端まで延長

してモデル化して差し支えない。

最後端貨物倉モデルでは，機関区域中央より後部の船体形状は，簡略化した形状を用いてモデル化して差し支えない。

図 2 に示すとおり，機関区域の中央横断面を機関区域後部隔壁まで延長してモデル化して差し支えない。 

断面の延長により船体形状をモデル化する場合，考慮する領域（船首部又は機関区域）の中央横断面の形状特性を，簡

略化したモデルに沿ってコピーする。当該延長箇所の横桁は，船首部又は機関区域の横桁と同じ特性を有するよう考慮し

なければならない。

 
図 2 最前端及び最後端貨物倉モデルに対する船体形状の簡略化 

 

2.2.3 船幅方向の範囲

船の両舷をモデル化しなければならない。

2.2.4 垂直方向の範囲

トランク，船首楼，ハッチコーミング等の上甲板上の主要支持部材を含めた船の深さ方向全体をモデル化しなければな

らない。

ブルワーク及び機関室周辺の船楼又は甲板室は，モデルに含める必要はない。 

機関室 
No. N
貨物倉 

No. N-1
貨物倉 

No. 2
貨物倉 

No. 1
貨物倉 船首部 

機関室中央 船首部中央 
実際の貨物倉構造を再現する箇所

船首部又は機関室の中央における

断面の延長箇所 

最後端貨物倉解析モデル 最前端貨物倉解析モデル 
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2.3 要素の種類

2.3.1
板は，シェル要素を用いてモデル化しなければならない。

2.3.2
全ての防撓材は，軸，捩り及び二軸方向のせん断及び曲げに対する剛性を有するビーム要素を用いてモデル化しなけれ

ばならない。中性軸の偏心をモデル化しなければならない。

2.3.3
主要支持部材及びブラケットの面材は，ロッド又はビーム要素を用いてモデル化しなければならない。

 
図 3 油タンカーの中央部区域内における 3 ホールドモデルの例 

 

アフラマックス型タンカー

の貨物倉モデルの例（両舷モ

デルの右舷側のみを表示） 

VLCC型タンカーの貨物倉モ

デルの例（両舷モデルの左舷

側のみを表示） 

プロダクトタンカーの貨物

倉モデルの例（両舷モデルの

左舷側のみを表示） 



－352－

（2019 鋼船規則 CSR-B&T編  1編  7章  2節）

図 4 ばら積貨物船の中央部区域内における 3 ホールドモデルの例 

 
ばら積貨物船の貨物倉モデルの例（両舷モデルの左舷側のみを表示） 

 
図 5 油タンカーの最前端貨物倉構造に対する有限要素モデルの例 

 
 

図 6 ばら積貨物船の最後端貨物倉構造に対する有限要素モデルの例 
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図 7 横桁の標準的な有限要素メッシュ 

 
 

 
 

図 8 横隔壁の標準的な有限要素メッシュ 

 
s = 防撓材心距 



－354－

（2019 鋼船規則 CSR-B&T編  1編  7章  2節）

2.4 構造のモデル化

2.4.1 アスペクト比

シェル要素のアスペクト比は，原則として 3 以下としなければならない。三角形要素の使用は最小限に留めなければな

らない。高応力部および急激な応力勾配が予想される箇所にあっては，可能な限りシェル要素のアスペクト比は 1 に近づ

け，三角形要素の使用は避けなければならない。

2.4.2 メッシュサイズ

シェル要素のメッシュサイズは，防撓材間の実際の板部材のパネルを再現するために可能な限り次に示す防撓構造の配

置に従わなければならない。シェル要素のメッシュサイズは，原則として，次の規定を満足しなければならない。

(a) 各縦通防撓材間で 1 要素とする（図 7 参照）。縦通方向にあっては，主要支持部材間に 3 要素以上とし，要素長さ

は 2 縦通防撓材心距以下としなければならない。 

(b) 横隔壁の各防撓材間で 1 要素とする（図 8 参照）。

(c) 横桁及び立桁，クロスタイ並びにストリンガの防撓材間で 1 要素とする。（図 7 及び図 9 参照）

(d) ボトムガーダ及びフロア，横桁及び立桁，並びに横隔壁付ストリンガは，その深さ方向に 3 要素以上に分割する。

ウェブ深さの浅いクロスタイ，甲板横桁並びに制水隔壁付及び縦通隔壁付のストリンガにあっては，少なくとも各

防撓材間に 1 要素であることを条件に，その深さ方向に 2 要素に分割することでもよい。単船側ばら積貨物船の倉

内肋骨は，深さ方向に 1 要素とする。隣接するメッシュサイズは適当に調整しなければならない。 

(e) ビルジホッパタンク及びトップサイドタンク内トランスリングのメッシュサイズは，ウェブ開口部の形状を表すた

めに十分な大きさとしなければならない。（図 7 参照） 

(f) 主要構造部材の一部を形成する大きなブラケットの自由辺の形状は，幾何学的不連続に起因して非現実的な高応力

が算出されることを避けるためモデル化しなければならない。原則として，防撓材心距と同じメッシュサイズとす

ること。ブラケットの終端部は，それが到達する板部材の最も近い節点に結合させること。ただし，モデル化され

たブラケットの腕の長さは実際のブラケットの腕の長さ以下とすること。また，ブラケットのフランジは，ブラケ

ットが到達する板部材に結合してはならない（図 10 参照）。フランジのテーパ部のモデル化にあっては，2.4.8 に

よらなければならない。メッシュ分割の一例を図 10 に示す。ブラケット終端部の詳細な応力を求める場合にあっ

ては，より詳細なメッシュを用いなければならない。（7 章 3 節参照） 

 
図 9 横隔壁付ストリンガの標準的な有限要素メッシュ 

 
s = 防撓材心距 
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図 10 横桁の裏当てブラケットの標準的な有限要素メッシュ 

 

2.4.3 標準より詳細なメッシュ

貨物倉モデル内で形状が適切に再現できない箇所あるいは応力が貨物倉解析における許容基準を超える箇所にあって

は，当該箇所の寸法が十分であることを示すため，当該箇所に対して，より詳細なメッシュを用いて差し支えない。この

解析で要求されるメッシュサイズは，当該箇所の形状に応じて調整する。より詳細なメッシュにより解析を実施する場合，

2.4 に規定する範囲と等価な範囲内における平均応力は，5.2 の規定に適合しなければならない。 

2.4.4 波形隔壁

波形隔壁構造を支えるスツール内のダイヤフラム，内部防撓材及びスツール付垂直防撓材については，モデル化しなけ

ればならない。モデル化については，次によらなければならない。

(a) 波形隔壁はその幾何学形状をモデル化しなければならない。

(b) 波形隔壁のフランジ及びウェブのメッシュサイズは，原則として隔壁スツール内の防撓材心距によらなければなら

ない。 

(c) 波形縦通隔壁のメッシュサイズは，垂直せん断力に対する修正が 4.4.7 に従って適用されるウェブフレームの船長

方向位置によらなければならない。  

(d) 波形隔壁のメッシュは，アスペクト比を 2 以下とし，フランジ幅及びウェブ高さに対して 2 要素以上に分割しなけ

ればならない。 

(e) 波形隔壁とスツール間でメッシュが一致しない場合にあっては，波形隔壁のメッシュに結合するスツールのメッシ

ュ形状を調整して差し支えない。 

(f) 上部スツール及び下部スツールを持たない波形隔壁にあっては，必要であればモデル内の形状を調整して差し支え

ない。当該調整は波形隔壁及び主要支持部材の形状及び位置関係が維持されるようにしなければならない。必要に

応じて防撓材及び板部材の継手を調整することによりモデル化を行わなければならない。 

(g) 波形隔壁が液体貨物又はバラストによる荷重を受ける場合にあっては，波形隔壁のフランジとウェブの間のナック

ル部において，断面積 1mm2 のダミーロッド要素をモデル化しなければならない。ダミーロッド要素は，以下の構

造間の交差部から直近の少なくとも 2 つの波形隔壁ナックル部において使用しなければならない。

• 横隔壁と縦通隔壁

• 横隔壁と内殻板

• 横隔壁と船側外板 

(h) ダイヤフラム内の開口は，2.4.9 に従ってモデル化しなければならない。

2.4.5 
貨物倉構造に対するメッシュの配置例を図 11 から図 14 に示す。 

ロッド要素又はビー

ム要素によってモデ

ル化された面材 

ロッド要素又はビーム

要素を縦通隔壁及び内

底板に結合しないこと 
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図 11 ばら積貨物船の貨物倉構造の有限要素メッシュ配置の例 

 
 

図 12 プロダクトタンカーの波形横隔壁構造の有限要素メッシュの例 

 
 

図 13 アフラマックス型タンカーの貨物タンク構造の有限要素メッシュ配置の例 
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図 14 VLCC 型タンカー及びプロダクトタンカーの貨物タンク構造の有限要素メッシュ配置の例 

 

2.4.6 スニップ端の防撓材

不連続防撓材は，スニップ端周辺におけるウェブ高さの減少はモデル化せず，連続した防撓材としてモデル化しなけれ

ばならない。

2.4.7 主要支持部材のウェブ防撓材

主要支持部材のウェブ防撓材を，モデル化しなければならない。この防撓材が有限要素のメッシュ線上に配置できない

場合にあっては，防撓材間隔の 0.2 倍を超えないように距離を調整し，近接の要素点を結ぶ一次元要素とすること。応力

及び座屈の使用係数については，当該調整による修正を必要としない。大きなブラケット，甲板横桁及びフランジに平行

なストリンガに付く座屈防撓材は，モデル化しなければならない。これらの防撓材は，ロッド要素を用いてモデル化する

こと。

2.4.8 主要支持部材の面材

主要支持部材及びブラケットの湾曲部に沿って取り付けられる面材の有効断面積は，3 章 7 節に従って計算しなければ

ならない。面材のテーパ構造をモデル化しているロッド又はビーム要素の断面積は，その要素長さにおける平均断面積と

しなければならない。 
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2.4.9 開口

主要支持部材のウェブに設けられる開口部及びマンホールのモデル化にあっては，表 1 によらなければならない。大き

さに関わらず，マンホールは適切な要素を除去することによりモデル化しなければならない。

 
表 1 主要支持部材の開口部のモデル化手法 

基準 モデル化手法 解析 

ho /h < 0.5 及び go < 2.0 開口部をモデル化する必要はない。 
7 章 3 節 3.1.1 に規定するスクリーニング

手順により評価しなければならない。 

マンホール 

開口部は適切な要素を除去することに

より幾何学的にモデル化しなければな

らない。 

7 章 3 節 3.1.1 に規定するスクリーニング

手順により評価しなければならない。 

ho /h ³ 0.5 又は go ³ 2.0 
開口部は幾何学的にモデル化しなけれ

ばならない。 

7 章 3 節 2.1.1 に規定する詳細メッシュ解

析により評価しなければならない。 

( )  
ø

ö
ç
ç
è

æ

-
+= 2

2
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1

o

o
o hh

g l
 

ol ： 主要支持部材の長さ方向に沿った開口部長さ（m）（図 15 参照） 

開口部の間隔 do が 0.25h より狭い連続した開口の場合，開口部長さ ol は図 16 に示すとおり開口を横切る全長とし

なければならない。 

ho： 主要支持部材の深さ方向に沿った開口部高さ（m）（図 15 及び図 16 参照）

h： 開口部の位置における主要支持部材のウェブ深さ（m）（図 15 及び図 16 参照） 

 
図 15 ウェブの開口部 

 
 

図 16 do <  h/4 の連続した開口部に対する長さ 
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2.5 境界条件

2.5.1 一般

本節に規定する全ての境界条件は，4 章 1 節に規定する全体座標系によらなければならない。

2.5.2 適用

2.5.3 に規定する境界条件は，貨物倉区域内の貨物倉有限要素モデル解析に適用する。

2.5.3 境界条件

境界条件は，モデル両端の剛体結合及び点拘束並びに端部ビーム要素で構成される。剛体結合は，モデル端部の断面に

位置する縦通部材上の節点と中心線上の中性軸における独立点を結ぶものとする。最前端貨物倉を除く貨物倉有限要素モ

デルの端部に適用する境界条件を表 2 に示す。最前端貨物倉解析の貨物倉有限要素モデルの端部に適用する境界条件につ

いては表 3 に示す。

 
表 2 最前端貨物倉モデルを除くモデル端部における拘束条件 

位置 
並進 回転 

xd  yd  zd  xq  yq  zq  

後端 

独立点 - 固定 固定 MT-end - - 

断面 
- 剛体結合 剛体結合 剛体結合 - - 

端部ビーム要素（2.5.4 参照） 

前端 

独立点 - 固定 固定 固定 - - 

中心線と内底板の交差点 固定 - - - - - 

断面 
- 剛体結合 剛体結合 剛体結合 - - 

端部ビーム要素（2.5.4 参照） 

備考 1： [-]は拘束なし（自由）を意味する。

備考 2： 図 17 参照 
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表 3 最前端貨物倉モデルのモデル端部における拘束条件 

位置 
並進 回転 

xd  yd  zd  xq  yq  zq  

後端 

独立点 - 固定 固定 固定 - - 

中心線と内底板の交差点 固定 - - - - - 

断面 
- 剛体結合 剛体結合 剛体結合 - - 

端部ビーム要素（2.5.4 参照） 

前端 

独立点 - 固定 固定 MT-end - - 

断面 - 剛体結合 剛体結合 剛体結合 - - 

備考 1： [-]は拘束なし（自由）を意味する。

備考 2： 図 17 参照

備考 3： 前端の拘束条件は，補強されたトランスリング又はウェブフレームが基線から強力甲板まで連続して設けられる

最前端の断面位置に設定しなければならない。 

 
図 17 モデル端部断面に適用する境界条件 

 

2.5.4 端部ビーム要素

端部ビーム要素は，モデル両端断面位置において連続する全ての縦通部材，及びばら積貨物船の場合は，それらに加え

てモデル両端断面位置におけるクロスデッキに沿って，モデル化しなければならない。二重船側ばら積貨物船の端部にお

ける端部ビーム要素の例を図 18 に示す。 

独立点 

中心線と内

底板の交点 

独立点 

中心線と内

底板の交点 

独立点 

中心線と内

底板の交点 

独立点 

中心線と内

底板の交点 
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図 18 ばら積貨物船の端部ビーム要素 

 

ビーム要素の特性は，前端及び後端断面においてそれぞれ計算し，各端部断面内におけるビーム要素は次のように全て

同一の特性を持つものとする。

• ネット断面二次モーメント：Iyy-n50 = Izz-n50 = Ixx-n50 (J) = ネット有限要素モデルに基づく前端又は後端断面のハルガ

ーダ垂直曲げモーメントに対する断面二次モーメントの 1/25 

• ネット断面積：Ay-n50 及び Az-n50 = ネット有限要素モデルに基づく前端又は後端断面の断面積の 1/80 

Iyy-n50： ビーム要素の局部座標における Y 軸に対する断面二次モーメント（m4）

Izz-n50： ビーム要素の局部座標における Z 軸に対する断面二次モーメント（m4）

Ixx-n50 (J)： 断面二次極モーメント（m4）

Ay-n50： ビーム要素の局部座標における Y 軸方向のせん断面積（m2）

Az-n50： ビーム要素の局部座標における Z 軸方向のせん断面積（m2） 

3. 有限要素解析の荷重組合せ 

3.1 設計荷重組合せ

3.1.1 有限要素解析の荷重組合せの定義

有限要素解析の荷重組合せは，規定の動的荷重ケースと関連して，積付パターン，喫水，静水中曲げモーメント及び静

水中せん断力の値により定義される。

3.1.2 必須となる荷重組合せ

貨物倉構造強度解析にあっては，4 章 8 節に規定する設計荷重組合せは，考慮する船種及び貨物倉区域に応じて用いな

ければならない。 

4 章 8 節に規定する各設計荷重組合せは，4 章 2 節に規定する積付パターン及び動的荷重ケースで構成される。各荷重

組合せでは，構造モデルの自重，内圧及び外圧，ハルガーダ荷重を適用する必要がある。航海状態では，静的荷重成分及

び動的荷重成分の両方（S+D）を適用する。港内状態及び水圧試験状態では，静的荷重成分（S）のみを適用する。 

3.1.3 追加の積付状態

設計者が指定する積付状態が 4 章 8 節に規定する荷重組合せに含まれていない場合，当該積付状態を追加の積付状態と

して，4 に規定する手順に従って検討しなければならない。 

4. 荷重の適用 

4.1 一般

4.1.1 構造モデルの自重

構造モデルの自重の影響は，静的荷重において考慮しなければならないが，動的荷重においては考慮しないものとする。

鋼材の密度は 4 章 6 節に規定する値としなければならない。

4.1.2 符号

本節で特に記載がない限り，モーメント及びせん断力の符号は，4 章 1 節に規定する符号によらなければならない。 
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4.2 外圧及び内圧

4.2.1 外圧

外圧は，4 章 5 節に規定する各荷重ケースに対して計算しなければならない。外圧とは，海水による静圧，波浪外圧及

び青波荷重をいう。

青波荷重を受けるハッチカバーに与える外力は，ハッチコーミングの頂板に沿って分布させなければならない。ハッチ

カバーに作用する外力の総和は，4 章 5 節 5 に規定するハッチカバーに対する青波荷重を積分することにより決定する。

この外力の総和の平均を，等分布荷重としてハッチコーミングの全長に亘って分布させなければならない。船体構造に与

える荷重において，ハッチカバーの自重の影響は無視しなければならない。

4.2.2 内圧

内圧は，4 章 7 節表 1 に規定する設計荷重シナリオ及び 4 章 6 節に規定する各荷重ケースに対して計算しなければなら

ない。内圧とは，粒状貨物，液体貨物，バラスト及びその他の液体による静的な圧力，安全弁の設計圧力，粒状貨物，液

体貨物，バラスト及びその他液体の運動加速度による動的な圧力をいう。

4.2.3 有限要素に対する圧力の適用

要素中心で計算する一様荷重は，荷重を受ける面（外圧については外板及び甲板，内圧についてはタンク又はホールド

の境界）のシェル要素に与える。また，その代わりに要素節点間で要素内に線形分布荷重を与えて差し支えない。

4.3 ハルガーダ荷重

4.3.1 一般

各積付状態は，せん断力及び曲げモーメントについては 4.4 に規定する手順，捩りモーメントについては 4.5 に規定す

る手順に従って，モデルに適用するハルガーダ荷重と関連付けなければならない。ハルガーダ荷重は，4 章 8 節に規定す

る静水中ハルガーダ荷重と波浪中ハルガーダ荷重の組合せとする。規定の有限要素解析の各荷重組合せに対する波浪中ハ

ルガーダ荷重は，4 章 2 節に規定する荷重組合せ係数（LCF）を用いて算出しなければならない。

4.3.2 ハルガーダ垂直曲げモーメントのターゲット値

規定の有限要素解析の荷重組合せに対して，各船長方向位置におけるハルガーダ垂直曲げモーメントのターゲット値

Mv-targ（kNm）は，次による。 
LCwvswLCBMtargv MMCM --- +=  

CBM-LC： 考慮する荷重組合せにおいて与えられる許容静水中曲げモーメントの割合で，4 章 8 節の規定による。

Msw： 航海状態及び港内状態における考慮する船長方向位置での許容静水中曲げモーメント（kNm）で，そ

れぞれ 4 章 4 節 2.2.2 及び 4 章 4 節 2.2.3 の規定による。 

Mwv-LC： 考慮する動的荷重ケースにおける波浪中垂直曲げモーメント（kNm）で，4 章 4 節 3.5.2 に従って計算

する。 

Mv-targ の値は，次による。

・ 船体中央部の貨物倉区域の場合：4 章 8 節に規定する有限要素解析の各荷重組合せにおける各貨物倉の中

央ホールド内の最大ハルガーダ曲げモーメント 

・ 船体中央部の貨物倉区域以外の場合：考慮する有限要素モデルの全てのフレーム及び横隔壁の位置におけ

る値 

CBM-LC，Msw及び Mwv-LC は，4 章 8 節の表に規定する有限要素解析の荷重組合せに応じて，サギング状態又はホギング

状態のいずれかとなる。

4.3.3 ハルガーダせん断力のターゲット値

規定の有限要素解析の荷重組合せに対して，中央ホールド前後横隔壁位置におけるハルガーダ垂直せん断力のターゲッ

ト値 Qtarg-aft及び Qtarg-fwd（kN）は， 次による。

・ Qfwd ³ Qaft の場合： 

negwvQWswanegswLCSFafttarg QCfQQCQ ---- +D- = b  

poswvQWswfposswLCSFfwdtarg QCfQQCQ ---- +D+ = b  

・ Qfwd < Qaft の場合： 

poswvQWswaposswLCSFafttarg QCfQQCQ ---- +D+ = b  

negwvQWswfnegswLCSFfwdtarg QCfQQCQ ---- +D- = b  

Qfwd, Qaft： 中央ホールド前後隔壁位置における局部荷重による垂直せん断力（kN）で，4.4.6 の規定による。 
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CSF-LC： 考慮する有限要素解析の荷重組合せにおける許容静水中せん断力の割合で，4 章 8 節の規定による。

Qsw-pos, Qsw-neg： 航海状態及び港内状態におけるあらゆる船長方向位置での正及び負の許容静水中せん断力（kN）

で，それぞれ 4 章 4 節 2.3.3 及び 4 章 4 節 2.3.4 の規定による。 
swfQD ： 考慮する有限要素解析の積付パターンにおける前部隔壁位置でのせん断力修正量（kN）で，次によ

る。

・ ばら積貨物船の場合： 
5 章 1 節 3.6.1 に規定する mdfQD で，中央ホールド前部隔壁位置及び前方ホールド後部隔壁位置

においてそれぞれ計算される値の内，絶対値が小さい方の値で，次による。 
( )

FwdmdfMidmdfswf QQMinQ DD=D ,  

・ 油タンカーの場合： 
0=D swfQ  

swaQD ： 考慮する有限要素解析の積付パターンにおける後部隔壁位置でのせん断力修正量（kN）で，次によ

る。

・ ばら積貨物船の場合： 
5 章 1 節 3.6.1 に規定する mdfQD で，中央ホールド後部隔壁位置及び後方ホールド前部隔壁位置

においてそれぞれ計算される値の内，絶対値が小さい方の値で，次による。 

 
ø
öç

è
æ DD=D

AftmdfMidmdfswa QQMinQ ,
 

・ 油タンカーの場合： 
0=D swaQ  

bf ： 波向き係数で，4 章 4 節の規定による。 

CQW： 波浪中垂直せん断力に対する荷重組合せ係数で，4 章 2 節の規定による。

Qwv-pos, Qwv-neg： 正及び負の波浪中垂直せん断力（kN）で，4 章 4 節 3.2.1 の規定による。 

Qtarg-aft及び Qtarg-fwd の値は，考慮する中央ホールドの後部及び前部の隔壁位置において計算しなければならない。

4.3.4 ハルガーダ水平曲げモーメントのターゲット値

規定の有限要素解析の荷重組合せに対して，ハルガーダ水平曲げモーメントのターゲット値 Mh-targ（kNm）は，次によ

る。 
LCwhtargh MM -- =  

Mwh-LC： 考慮する動的荷重ケースにおける波浪中水平曲げモーメント（kNm）で，4 章 4 節 3.5.4 に従って計算す

る。 

Mwh-LCの値は，次による。

・ 船体中央部の貨物倉区域の場合：考慮する貨物倉において，中央ホールドの中央における値

・ 船体中央部の貨物倉区域以外の場合：考慮する有限要素モデルの全てのフレーム及び横隔壁の位置における

値 

4.3.5 ハルガーダ捩りモーメントのターゲット値

ばら積貨物船において，動的荷重ケース OST 及び OSA に対して，ハルガーダ捩りモーメントのターゲット値 Mwt-targ

（kNm）は，次のターゲット位置における値とする。 
( )targLCwttargwt xMM -- =  

Mwt-LC (x)： 動的荷重ケース OST 及び OSA における X 位置での波浪中捩りモーメント（kNm）で，4 章 4 節 3.5.5
の規定による。 

xtarg： ハルガーダ捩りモーメントのターゲット位置で，次による。 

・ 船体中央部の貨物倉区域の場合： 

・ xmid £ 0.531LCSR 場合，中央ホールド後部隔壁 

・ xmid > 0.531LCSRの場合，中央ホールド前部隔壁 

・ 船体中央部の貨物倉区域以外の場合： 

中央ホールドの横隔壁の内，次の算式による値が小さい方の隔壁 
( )
( ) ( ) ( )[ ]bhdFEMTbhdLCwt

bhdLCwt

bhdLCwt xMxM
xM
xM

--
-

- -  
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xmid： 中央ホールドの中央位置の x 座標（m）

xbhd： 中央ホールド前後隔壁位置の x 座標（m） 

OST 及び OSA 以外のばら積貨物船の動的荷重ケース及び油タンカーの全ての動的荷重ケースにあっては，中央ホール

ドの中央位置におけるハルガーダ捩りモーメント Mwt-targ を 0 に調整しなければならない。

4.4 ハルガーダせん断力及び曲げモーメントの調整手順

4.4.1 一般

本 4.4 で規定する手順は，規定の位置において規定のターゲット値を満足するために，3 ホールドモデルに与えるハル

ガーダ水平曲げモーメント，垂直せん断力及び垂直曲げモーメントの分布を調整する手順について規定する。ハルガーダ

荷重のターゲット値は，4.3 の規定による。

ハルガーダせん断力のターゲット位置は，中央ホールドの横隔壁位置とする。ターゲット位置において調整した最終的

なハルガーダせん断力は，ハルガーダせん断力のターゲット値を超えてはならない。

ハルガーダ曲げモーメントのターゲット位置は，原則として中央ホールドの中央位置とする。曲げモーメントの最大値

が中央ホールドの中央位置ではない場合，中央ホールド内において調整した最終的な最大曲げモーメントは，ハルガーダ

曲げモーメントのターゲット値を超えてはならない。

4.4.2 局部荷重の分布

ハルガーダせん断力及び曲げモーメントの算定に対して，次の局部荷重を適用しなければならない。

(a) 貨物倉モデル長さ全体の船体構造重量分布（静的荷重）。構造重量は，貨物倉有限要素モデルで用いる 0.5tc を減じ

たネット板厚の有限要素モデルに基づいて計算しなければならない。 

(b) 貨物及びバラストの重量（静的荷重）。

(c) 静水圧，波浪変動圧及び（適用する場合）青波荷重。港内及び水圧試験状態の荷重ケースについては，静水圧のみ

を考慮すること。 

(d) 航海状態の荷重ケースに対する貨物及びバラストの変動荷重

局部荷重を有限要素モデルに与えることで，有限要素の節点力が得られる。この 3 次元の節点力から，1 次元の局部荷

重分布を算出するため，各船長方向位置において節点力を足し合わせる。船長方向位置は，横隔壁又はフレーム及び貨物

倉モデルのメッシュサイズの要件に従って船長方向に配置するフレーム間の標準的な節点位置とする。構造詳細のモデル

化の際に作成する全ての中間節点は，局部荷重分布を得るための船長方向位置としては扱わない。規定の船長方向位置の

前後で，船長方向位置間心距の半分の範囲内に存在する節点力は，当該船長方向位置における節点力に足し合わせる。上

記手順に従って，船長方向位置 i における各節点の垂直方向の力及び水平方向の力をそれぞれ足し合わせることにより，

船長方向位置 i における垂直方向の局部荷重 fvi及び水平方向の局部荷重 fhiが得られる。

4.4.3 局部荷重によるハルガーダせん断力及び曲げモーメント

ハルガーダ荷重の船長方向分布は，モデルがモデル端部において単純支持されていると仮定した上で，局部荷重分布を

用いて算出する。モデル両端における反力，あらゆる船長方向位置における局部荷重によるハルガーダせん断力及び曲げ

モーメントの船長方向分布は，次の算式による。 
( )

aftfore

i
viafti

foreV xx

fxx
R

-

-
-=
å

_  å +=
i

foreVviaftV RfR __  

( )
aftfore

i
hiafti

foreH xx

fxx
R

-

-
=

å
_  å +-=

i
foreHhiaftH RfR __  

å=
i

lil fF  

ji xx < の場合， ( ) å-=
i

viaftVjFEMV fRxQ __  

ji xx < の場合， ( ) å+=
i

hiaftHjFEMH fRxQ __  

ji xx < の場合， ( ) ( ) ( )å ---=
i

viijaftVaftjjFEMV fxxRxxxM __  

ji xx < の場合， ( ) ( ) ( )å -+-=
i

hiijaftHaftjjFEMH fxxRxxxM __  

RV_aft, RV_fore, RH_aft, RH_fore： 前後端における垂直及び水平方向の反力（kN）
xaft： 後端支持位置の x 座標（m） 
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xfore： 前端支持位置の x 座標（m）

fvi： 船長方向位置 i において足し合わせた垂直局部荷重（kN）で，4.4.2 の規定による。

fhi： 船長方向位置 i において足し合わせた水平局部荷重（kN）で，4.4.2 の規定による。

Fl： モデル内の船長方向の力の総和（kN）
fli： 船長方向位置 i において足し合わせた船長方向局部荷重（kN）で，4.4.2 の規定による。

xj： 考慮する船長方向位置 j の x 座標（m）

xi： 船長方向位置 i の x 座標（m）

QV_FEM (xj), QH_FEM (xj), MV_FEM (xj), MH_FEM (xj)： 有限要素モデルに与える局部荷重により作成される船長方向位

置 xjにおける垂直及び水平方向のせん断力（kN）及び曲げモーメント（kNm）。反力の符号は，せん断力の

正の方向を正とする。 

4.4.4 船長方向の不平衡力

モデル内の船長方向の力の総和 Fl が 0 とならない場合は，x 方向変位 xd を固定するモデル端部において，ハルガーダ

強度に寄与する縦通部材に対して船長方向の軸力を分布させることにより，不平衡力(Fx)jを与えなければならない。(Fx)j

は次の算式による。 

( )
j

nj

nx

l
jx n

A
A

F
F 50

50

-

-

=  

(Fx)j： j 番目要素の節点に与える軸力（kN）

Fl： モデル内の船長方向の力の総和（kN）で，4.4.3 の規定による。

Aj-n50： j 番目要素のネット断面積（m2）

Ax-n50： 前端断面のネット断面積（m2） 

å -- =
j

njnx AA 5050  

nj： 端部断面内に含まれる j 番目要素の節点の数で，ビーム要素では nj = 1，4 節点シェル要素では nj = 2 と

する。 

4.4.5 ハルガーダせん断力の調整手順

本規定におけるハルガーダせん断力の調整手順は，4 章 8 節に規定する全ての有限要素解析の荷重組合せに適用する。

4 章 8 節の表に含まれない有限要素解析の荷重組合せは，個々の場合に応じて考慮しなければならない。 

せん断力の調整には，次の 2 つの手法を用いなければならない。

･ 手法 1(M1)：中央ホールドの片方の隔壁位置におけるせん断力の調整手法で，4.4.6 の規定による。

･ 手法 2(M2)：中央ホールドの両方の隔壁位置におけるせん断力の調整手法で，4.4.7 の規定による。

考慮する有限要素解析の荷重組合せに応じて，次のとおり適用する手法を選択しなければならない。

･ 最大せん断力の荷重組合せ（Max SFLC）の場合，手法 1 を表 4 に規定する隔壁位置に適用する。ただし，もう一

方の隔壁位置において，手法 1 による調整後のせん断力がターゲット値を超えない場合に限り，適用できる。それ

以外の場合は，手法 2 を適用する。 

･ その他のせん断力の荷重組合せの場合： 

･ せん断力の調整は，両方の隔壁位置におけるせん断力がターゲット値以下の場合は要求されない。

･ 片方の隔壁位置におけるせん断力がターゲット値を超え，もう一方の隔壁位置において手法 1 による調整後の

せん断力がターゲット値を超えない場合，手法 1 を適用する。それ以外の場合は，手法 2 を適用する。 

･ 両方の隔壁位置におけるせん断力がターゲット値を超える場合は，手法 2 を適用する。 

「最大せん断力の荷重組合せ」とは，4 章 8 節の荷重組合せの表において「Max SFLC」と特記されているものをいう。

「その他のせん断力の荷重組合せ」とは，最大せん断力の荷重組合せ以外のものであって，4 章 8 節の荷重組合せの表に

おいて特記のないものをいう。 
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表 4 せん断力の調整を行う中央ホールドの隔壁位置 

設計積付状態 隔壁位置 Mwv-LC Qfwd の状態 
せん断力の調整を行う

中央ホールドの隔壁 

航海状態 

xb-aft > 0.5LCSR 

< 0 
(サギング) 

Qfwd > Qaft 前部 

Qfwd £ Qaft 後部 

> 0 
(ホギング) 

Qfwd > Qaft 後部 

Qfwd £ Qaft 前部 

xb-fwd < 0.5LCSR 

< 0 
(サギング) 

Qfwd > Qaft 後部 

Qfwd £ Qaft 前部 

> 0 
(ホギング) 

Qfwd > Qaft 前部 

Qfwd £ Qaft 後部 

xb-aft £ 0.5LCSR 及び xb-fwd ³ 0.5LCSR - - (1) 

港内状態及び

水圧試験状態 
全ての位置 - - (1) 

(1) 4 章 8 節の荷重組合せの表に含まれない有限要素解析の荷重組合せについて，せん断力調整を行う隔壁は，本表によ

ること。 

 
表 5 手法 1 の垂直曲げモーメント MY_aft及び MY_fore の適用による垂直せん断力の調整 

垂直せん断力の図 中央ホールドのターゲット位置 

 

前部隔壁 

 

後部隔壁 

 

 

局部荷重による垂直せん断力 

横隔壁 

横隔壁 

横隔壁 横隔壁 

横隔壁 

横隔壁 横隔壁 横隔壁 

調整後の垂直せん断力 
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4.4.6 片方の隔壁位置におけるせん断力の調整を行う手法 1

中央ホールドの横隔壁位置におけるせん断力の調整は，次によらなければならない。

・ 後部隔壁： 
( )( )aftaftt

aftfore
foreYaftY QQ

xx
MM -

-
== -arg__ 2

 

・ 前部隔壁： 
( )( )fwdfwdt

aftfore
foreYaftY QQ

xx
MM -

-
== -arg__ 2

 

MY_aft, MY_fore： 表 5 に示すハルガーダ垂直せん断力の調整を行うため，4.4.10 に従って前後端に与える垂直曲げモ

ーメント（kNm）。 符号は有限要素モデル上の軸方向と同じとする。 

Qaft： 4.4.3 に従って計算した中央ホールド後部隔壁位置 xb_aftにおける局部荷重による垂直せん断力（kN）。 

垂直せん断力は横隔壁位置において不連続となるため，Qaftは，中央ホールド後部隔壁直近の前方位置及

び後方位置におけるせん断力の内，絶対値が大きい方の値とする。 

Qfwd： 4.4.3 に従って計算した中央ホールドの前部隔壁位置 xb_fwd における局部荷重による垂直せん断力（kN）。 

垂直せん断力は横隔壁位置において不連続となるため，Qfwd は，中央ホールド前部隔壁直近の前方位置及

び後方位置におけるせん断力の内，絶対値が大きい方の値とする。 

4.4.7 両方の隔壁位置における垂直せん断力の調整を行う手法 2

中央ホールドの両方の横隔壁位置における垂直せん断力の調整は，次を適用することにより行わなければならない。

・ モデル端部における垂直曲げモーメント MY_aft, MY_fore

・ 隔壁位置における垂直せん断力 aftQD 及び fwdQD を算出するためのフレーム位置における垂直荷重（表 7 参照） 

垂直曲げモーメント及び垂直荷重によるせん断力の調整の適用例を表 6 に示す。 

22
argarg

_
aftafttfwdfwdtaftfore

aftY
QQQQxx

M
-+-

 
-

= --  

aftYforeY MM __ =  
( )

2
argarg aftafttfwdfwdt

fwd
QQQQ

Q
---

=D --  

fwdaft QQ D-=D  

MY_aft, MY_fore： ハルガーダ垂直せん断力の調整を行うために，4.4.10 に従って前後端に与える垂直曲げモーメン

ト（kNm）。符号は有限要素モデル上の軸方向と同じとする。 
aftQD ： 中央ホールド後部隔壁位置におけるせん断力の調整量（kN） 

fwdQD ： 中央ホールド前部隔壁位置におけるせん断力の調整量（kN） 

横隔壁位置におけるせん断力の調整量 aftQD 及び fwdQD は，表 7 に示すフレーム位置における垂直荷重を与えることに

より得なければならない。ばら積貨物船の場合，フレーム位置はフロア位置と一致する。調整垂直荷重は，有限要素モデ

ルの水密横隔壁，前部貨物倉の前方及び後部貨物倉の後方のフレームに与えてはならない。

隔壁位置におけるせん断力を増加又は減少させるため，各フレームに与える垂直荷重は，表 7 に示すとおり算出するこ

と。フレームスペースが等間隔の場合，各フレームに分布する垂直荷重の値は，表 8 に従って算出すること。 
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表 6 垂直荷重適用の際のせん断力のターゲット値及び調整せん断力の要求値 

垂直せん断力の図 

後部隔壁 前部隔壁 

せん断力の

ターゲット値 

せん断力の

ターゲット値 

 

)(arg veQ aftt --  )(arg veQ fwdt +-
 

 

)(arg veQ aftt +-
 )(arg veQ fwdt --

 

 

備考 1： -ve は負を示す。

備考 2： +ve は正を示す。 

 

 

両方の隔壁位置において調整した後の垂直せん断力 
MY aft及び MY foreにより調整した後の垂直せん断力 

横隔壁 

横隔壁 

横隔壁 

横隔壁 横隔壁 

横隔壁 

局部荷重による垂直せん断力 

横隔壁 

横隔壁 
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表 7 フレーム位置における調整垂直力分布及び合成せん断力分布 

 

 

フレーム位置における調整垂直力によるせん断力分布 

 

備考 1： 記号の定義については，表 8 を参照のこと。 

総荷重 
有限要素モデルの中央

ホールド内のフレーム

スペース数 

総荷重 
有限要素モデルの後方

ホールド内のフレーム

スペース数 

総荷重 
有限要素モデルの前方

ホールド内のフレーム

スペース数 

単純

支持端 

横隔壁 横隔壁 横隔壁 横隔壁 

（備考）： 横隔壁位置には付加しないこと 
前後端の隔壁には付加しないこと

F = 支持端による反力 

横隔壁 

横隔壁 

横隔壁 横隔壁 

単純

支持端 

せん断力分布による

（端点での反力を含まない） 

横隔壁 横隔壁 横隔壁 横隔壁 

単純

支持端 

反力によるせん断力 

（備考）： 31 ll = かつ endfore ll D=D でモデル中央で対称な荷重であるならば F = 0 

単純

支持端 

単純

支持端 

単純

支持端 
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表 8 垂直せん断力を調整するための垂直分布荷重算定式 

( ) ( )
( )( )3211

31232
1 221

2
llll

lllll

----

+D+--D
=

n
QQ

w fwdaftd  ( ) ( )
 
ø

ö
ç
è

æ +-+
=

l

llll 3212 31
5.0

WWF  

( )
( )

( )
( )11

31

22
2 -

D-D
=

-
+

=
n

QQ
n

WWw fwdaftd  

( ) ( )
( )( )3213

2121
3 221

2
llll

lllll

----

+D---D-
=

n
QQ

w aftfwdd  

1l ： モデルの後方ホールドの長さ（m） 

2l ： モデルの中央ホールドの長さ（m） 

3l ： モデルの前方ホールドの長さ（m） 

aftQD ： 中央ホールド後部隔壁位置におけるせん断力の調整量（kN）（4.4.7 参照） 

fwdQD ： 中央ホールド前部隔壁位置におけるせん断力の調整量（kN）（4.4.7 参照） 

F： 各フレームへ垂直荷重の適用により発生するモデル端点における反力（kN）

W1： 有限要素モデルの後方ホールドに均等分配した垂直荷重の総量（kN）で，次の算式による値

 11 )1( wn d-  

W2： 有限要素モデルの中央ホールドに均等分配した垂直荷重の総量（kN）で，次の算式による値

 22 )1( wn d-  

W3： 有限要素モデルの前方ホールドに均等分配した垂直荷重の総量（kN）で，次の算式による値

 33 )1( wn d-  

n1： 有限要素モデルの後方ホールド内のフレームスペース数

n2： 有限要素モデルの中央ホールド内のフレームスペース数

n3： 有限要素モデルの前方ホールド内のフレームスペース数 

1wd ： 有限要素モデルの後方ホールド内のフレーム位置における分布荷重（kN） 

2wd ： 有限要素モデルの中央ホールド内のフレーム位置における分布荷重（kN） 

3wd ： 有限要素モデルの前方ホールド内のフレーム位置における分布荷重（kN） 

endlD ： 後方ホールド後部隔壁から有限要素モデル後端までの距離（m） 
forelD ： 前方ホールド前部隔壁から有限要素モデル前端までの距離（m） 

l ： 前後端の隔壁を超えた部分を含めた有限要素モデルの全長（m）で，次の算式による値  
 foreend lllll D+D+++= 321  

備考 1： 算式における荷重，せん断力及び調整垂直力の正方向は，表 6 及び表 7 によること。

備考 2： W1 + W3 = W2

備考 3： 各ホールド内においてフレームスペースが等間隔である場合のみ上記算式を適用すること。個々のホールドの長

さ及びフレームスペースは異なっていることがある。 

各ホールド内においてフレームスペースが等間隔でない場合，表 8 に従って分布荷重の平均値 iavw -d を計算するため，

フレームスペースの平均値 iav-l を用いる。（i=1, 2, 3） 

iavw -d を次のとおり等間隔でないフレームに再分布する。 

貨物倉 i（i=1, 2, 3）のフレーム k（k=1, 2,  , ni-1）に対して，
iav

iav
k

iav
k

i ww
-

-
-=

l

ldd  

iav-l ： フレームスペースの平均値で，貨物倉 i（i = 1, 2, 3）において il / niとして計算する。 

il ： 貨物倉 i（i = 1, 2, 3）のホールド長さで，表 8 の規定による。 

in ： 貨物倉 i（i = 1, 2, 3）内のフレームスペースの数で，表 8 の規定による。 

iavw -d ： 等間隔のフレームスペースとした分布荷重（m）で，貨物倉 i（i = 1, 2, 3）内のフレームスペースの平均

値 iav-l を用いて表 8 により計算する。 
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k
iwd ： 貨物倉 i の等間隔でないフレーム k（k = 1, 2,..., ni - 1）に対する分布荷重（kN） 

iav
k

-l ： 貨物倉 i のフレーム k（k = 1, 2,..., ni - 1）に対する等価なフレームスペース（m）で，次による。 

貨物倉 i の 1 番目のフレームに対して，   
2

2

1

1
1 i

n
ii

iiav
iiav

k
i

l

ll

ll
ll +

+
-= -

-  

貨物倉 i の k 番目（k=2, 3,  , ni - 2）のフレームに対して， 
22

1+

- +=
k

i
k

i
iav

k ll
l  

貨物倉 i の ni - 1 番目のフレームに対して，   
2

1

1

-
-

- +
+

-=
i

i

i
i

n
i

n
ii

n
iiavn

iiav
k l

ll

ll
ll  

k
il ： 貨物倉 i における k-1 番目及び k 番目のフレームの間のスペース（m） 

等間隔なフレームスペースに対する規定の垂直荷重 iwd 又は等間隔でないフレームスペースに対する規定の垂直荷重

k
iwd は，5 章付録 1 の規定のとおり，考慮する断面におけるせん断流分布により与えられなければならない。垂直荷重 iwd

を受けるフレーム断面において，要素の中心点におけるせん断流 qfは，次のとおり算定される。 

50
50

nk
ny

i
kf Q

I
wq -
-

- =
d  

qf-k： フレーム内の k 番目要素の中心におけるせん断流（N/mm） 

iwd ： 貨物倉 i（i = 1, 2, 3）の各フレーム位置における分布荷重（N）で，表 8 の規定による。 

Iy-n50： ハルガーダ断面二次モーメント（mm4）

Qk-n50： 断面の開放端（せん断力を受けない端部）からせん断流 qf-k を受ける点 sk までの区間において積分した

断面積における中性軸周りの断面一次モーメント（mm3）で，次の算式による値 

ò=-
ks

nneunk dstzQ
0 5050  

zneu： 積分点 s から垂直中性軸までの垂直距離

tn50： 断面の積分点における板のネット板厚（mm） 

フレーム内の j 番目の有限要素格子における分布せん断力 Fj-grid は，その格子に接する要素のせん断流を用いて次のと

おり計算する。 

21

k
n

k
kfgirdj qF lå

=
-- =  

kl ： 格子 j に接するフレーム内の k 番目要素の長さ（mm） 

n： 格子 j に接する要素の総数 

せん断流は断面に沿った方向であるため，分布荷重 Fj-grid はベクトル量となる。ハルガーダ垂直せん断力の調整を行う

ため，前述のせん断流の方法により算定した力の垂直及び水平成分を断面に与える必要がある。

4.4.8 船体中央部の貨物倉区域における縦曲げ及び水平曲げモーメントの調整手順

垂直曲げモーメントのターゲット値を満足する必要がある場合，貨物倉有限要素モデルの中央ホールド内にこのターゲ

ット値を算出するために，付加垂直曲げモーメントを当該モデルの両端に与えなければならない。当該端部付加垂直曲げ

モーメントは次の算式によること。 
peakvtargvendv MMM --- -=  

Mv-end： 有限要素モデルの両端部に与える付加垂直曲げモーメント（kNm）で，4.4.10 の規定による。 

Mv-targ： ホギング状態（＋方向）又はサギング状態（－方向）を考慮した垂直曲げモーメント（kNm）で，4.3.2

の規定による。 

Mv-peak： 4.4.3 に規定する局部荷重及び 4.4.5 に規定するせん断力の調整により生じる中央ホールドにおける最大

又は最小曲げモーメント（kNm） 

Mv-peak は，Mv-peak がホギング状態（＋方向）の場合にあっては最大モーメントとし，サギング状態（－

方向）の場合にあっては最小モーメントとしなければならない。Mv-peak は単純支持の梁モデルに基づき，

次のとおり計算しなければならない。 

( )
ïþ

ï
ý
ü

ïî

ï
í
ì

 
ø

ö
ç
ç
è

æ
-

-

-
++=- 12__

aftfore

aft
aftYlineloadFEMVpeakv xx

xx
MMxMExtremumM  

MV_FEM(x)： 4.4.3 に規定する局部荷重により生じる x 位置における垂直曲げモーメント（kNm）

MY_aft： 端部曲げモーメント（kNm）で，次による。 
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・ 手法 1 を適用する場合：4.4.6 に規定する値

・ 手法 2 を適用する場合：4.4.7 に規定する値

・ それ以外の場合：MY_aft = 0 

Mlineload： 手法 2 に従った各フレーム位置に与える垂直荷重により生じる x 位置における垂直曲げモーメント

（kNm）で，次の算式による値 
xiが x より小さいとき， ( ) ( ) i

i
iaftlineload wxxFxxM då ----=  

F： 表 7 に規定する各フレームに与える垂直荷重により生じる端部反力（kN）
x： 中央ホールド内のフレームの x 座標（m） 

iwd ： 規定のせん断力を算出するためにフレーム位置 i に与える垂直荷重（kN） 

1wwi dd -= ： フレーム位置 i が後方ホールドにある場合 

2wwi dd = ： フレーム位置 i が中央ホールドにある場合 

3wwi dd -= ： フレーム位置 i が前方ホールドにある場合 

水平曲げモーメントのターゲット値を満足する必要がある場合，貨物倉有限要素モデルの中央ホールド内にこのターゲ

ット値を算出するために，付加水平曲げモーメントを当該モデルの両端に与えなければならない。当該端部付加水平曲げ

モーメントは，次の算式によること。 
peakhtarghendh MMM --- -=  

Mh-end： 有限要素モデルの両端部に与える付加水平曲げモーメント（kNm）で，4.4.10 の規定による。

Mh-targ： 4.3.4 に規定する水平曲げモーメント

Mh-peak： 4.4.3 に規定する局部荷重により生じる中央ホールドにおける最大又は最小水平曲げモーメント（kNm） 

Mh-peak は，Mh-targ が正の場合にあっては（右舷側に引張応力），最大水平曲げモーメントとし，負の場合

にあっては（左舷側に引張応力），最小水平曲げモーメントとしなければならない。

Mh-peak は，単純支持の梁モデルに基づき，次のとおり計算しなければならない。 
( ){ }xMExtremumM FEMHpeakh _=-  

MH_FEM (x)：4.4.3 に規定する局部荷重により生じる x 位置における水平曲げモーメント 

縦曲げ及び水平曲げモーメントは，最大又は最小曲げモーメントの位置及び値が確認できるように中央ホールド長さの

範囲全体の計算を行わなければならない。

4.4.9 船体中央部の貨物倉区域以外における縦曲げ及び水平曲げモーメントの調整手順

4.3.2 に規定する各フレーム及び各横隔壁の位置におけるハルガーダ垂直曲げモーメントのターゲット値を満足するた

め，調整垂直曲げモーメント mvi を図 19 に示すように有限要素モデルのフレーム及び横隔壁の位置に与えなければなら

ない。各船長方向位置 i における調整垂直曲げモーメントは，次の算式によること。  

( ) ( ) ( ) ( )  
ø

ö
ç
ç
è

æ
-

-

-
  ---= --- 12

aftfore

afti
aftYlineloadFEMVtargv xx

xx
MiMiMiMif  

( ) ( ) å
-

=

-
++

=
1

02
1 i

j
vjvi mififm  

å
=

-=
tn

j
vjendv mm

0
_  

i： 各位置に割り振る添え字（後端の断面位置を i=1 として，i=1 から ntまで） 

nt： 調整垂直曲げモーメント mviを与える船長方向位置の総数

mvi： i 番目のフレーム又は横隔壁の位置に与える調整垂直曲げモーメント（kNm）

mv_end： 前端断面（nt+1 番目の位置）に与える調整垂直曲げモーメント（kNm）

mvj： 総和の前提で，次による。 

・ j=0 の場合，mvo= 0

・ j=i の場合，mvj = mvi 

Mv-targ(i)： 位置 i における規定の垂直曲げモーメントのターゲット値（kNm）で，4.3.2 の規定による。

MV-FEM(i)： 位置 i における局部荷重による垂直曲げモーメント分布（kNm）で，4.4.3 の規定による。

Mlineload(i)： 位置 i における垂直せん断力の修正のための荷重による垂直曲げモーメント（kNm）で，4.4.8 の規

定による。 

② 
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図 19 船体中央部の貨物倉区域以外における曲げモーメントの調整 

 
mhi は，本図では mvi に置き換えることができる。また，mi は FE 座標系における正方向の曲げモーメントとする。

 
4.3.4 に規定する各フレーム及び各横隔壁の位置におけるハルガーダ水平曲げモーメントのターゲット値を満足するた

め，調整水平曲げモーメント mhi を図 19 に示すように有限要素モデルのフレーム及び横隔壁の位置に与えなければなら

ない。各船長方向位置 i における調整水平曲げモーメントは，次の算式によること。  
( ) ( ) ( )iMiMif FEMHtargh -- -=  

( ) ( ) å
-

=

-
++

=
1

02
1 i

j
hjhi mififm  

å
=

-=
tn

j
hjendh mm

0
_  

i： 調整曲げモーメント mhiを与える船長方向位置

nt： 調整水平曲げモーメント mhiを与える船長方向位置の総数

mhi： i 番目のフレーム又は横隔壁の位置に与える調整水平曲げモーメント（kNm）

mh_end： 前端断面（nt+1 番目の位置）に与える調整水平曲げモーメント（kNm）

mhj： 総和の前提で，次による。 

・ j=0 の場合，mho = 0

・ j=i の場合，mhj = mhi 

Mh-targ(i)： 位置 i における規定の水平曲げモーメントのターゲット値（kNm）で，4.3.4 の規定による。

MH-FEM(i)： 位置 i における局部荷重による水平曲げモーメント分布（kNm）で，4.4.3 の規定による。 

調整垂直曲げモーメント mvi 及び調整水平曲げモーメント mhi は，有限要素モデルの全てのフレーム及び横隔壁の位置

に与えなければならない。当該調整モーメントは，4.4.10 に従ってハルガーダ強度に寄与する全ての縦通部材に対して船

長方向の軸力を分布させることにより，有限要素モデルに与えなければならない。

4.4.10 有限要素モデルに対する調整曲げモーメントの適用

規定の調整垂直曲げモーメント及び調整水平曲げモーメントは，次のように，5 章 1 節 1.2 に従って，考慮する断面の

全てのハルガーダ強度に寄与する縦通部材に対して船長方向の軸力を分布させることにより，貨物倉モデルの断面に与え

なければならない。

・ 垂直曲げモーメントの場合： 

( ) i
i

ni

ny

v
ix z

n
A

I
MF 50

50

-

-

=  

・ 水平曲げモーメントの場合： 

( ) i
i

ni

nz

h
ix y

n
A

I
MF 50

50

-

-

=  

Mv： モデルで考慮する断面に与える調整垂直曲げモーメント（kNm）

Mh： モデルで考慮する断面に与える調整水平曲げモーメント（kNm）

(Fx)i： i 番目要素の節点に与える軸力（kN）

Iy-n50： 考慮する断面の水平中性軸に対する断面二次モーメント（m4）

Iz-n50： 考慮する断面の垂直中性軸に対する断面二次モーメント（m4）

Zi： 中性軸から i 番目要素の断面中心までの垂直方向の距離（m）

Yi： 中性軸から i 番目要素の断面中心までの水平方向の距離（m）

Ai-n50： i 番目要素の断面積（m2）

ni： 断面内に含まれる i 番目要素の節点の数で，ビーム要素の場合は ni = 1，4 節点シェル要素の場合は ni = 2

横隔壁 横隔壁 ② 
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となる。 

モデル端部位置以外の断面にあっては，考慮する断面の前後に位置する i 番目要素の平均断面積を用いなければならな

い。

4.5 ハルガーダ捩りモーメントの調整手順

4.5.1 一般

本条の規定では，ターゲット位置において捩りモーメントのターゲット値を満足するため，貨物倉有限要素モデルにお

けるハルガーダ捩りモーメントの分布を調整する手順について定める。ハルガーダ捩りモーメントのターゲット値は，

4.3.5 の規定による。 

4.5.2 局部荷重による捩りモーメント

船長方向位置 i における局部荷重による捩りモーメント MT-FEMi（kN）は，次の算式により定める。（図 20 参照） 
( )[ ] ( )åå --=-

k
ikvik

k
rikhikFEMiT yfzzfM  

MT-FEMi： 船長方向位置 i における局部荷重による足し合わせ捩りモーメント（kNm） 

zr： 捩り基準点の垂直座標（m）  

ばら積貨物船に対して，zr = 0

油タンカーに対して，zr = zsc（中央ホールドの中央位置におけるせん断中心） 

fhik： 船長方向位置 i における節点 k での水平方向の力（kN）
fvik： 船長方向位置 i における節点 k での垂直方向の力（kN）
yik： 船長方向位置 i における節点 k の Y 座標（m）

zik： 船長方向位置 i における節点 k の Z 座標（m）

MT-FEM0： 有限要素モデルの後端（最前端貨物倉モデルにおいては前端）における局部荷重による捩りモーメン

ト（kNm）で，次による。

最前端貨物倉モデル： ( )[ ] ( ) ( )rindfwdH
k

kkv
k

rkkhFEMT zzRyfzzfM - ++--= åå- _00000  

その他の貨物倉モデル： ( )[ ] ( ) ( )rindaftH
k

kkv
k

rkkhFEMT zzRyfzzfM - +--= åå- _00000  

RH_fwd： 前端における水平方向反力（kN）で，4.4.3 の規定による。

RH_aft： 後端における水平方向反力（kN）で，4.4.3 の規定による。

zind： 2.5.3 に規定する独立点の垂直座標（m） 

 
図 20 断面内に作用する力及び捩りモーメントの位置 

 

4.5.3 ハルガーダ捩りモーメント

ハルガーダ捩りモーメント MT-FEM(xj)（kNm）は，次のように後端断面（最前端貨物倉においては前端）から各位置に

おける捩りモーメントを足し合わせることにより得られる。 

( ) å -- =
i

FEMiTjFEMT MxM  ・ 最前端貨物倉モデルの場合，xi ³ xjのとき 

・ その他の場合，xi < xjのとき 

MT-FEM(xj)： 船長方向位置 xjにおけるハルガーダ捩りモーメント（kNm）

xj： 考慮する船長方向位置 j の x 座標（m） 

参照点 

節点 
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4.5.2 に規定する捩りモーメントの分布は，各船長方向位置において階段状となる。

4.5.4 ハルガーダ捩りモーメントのターゲット値への調整方法

モデル後端（最前端貨物倉モデルにおいては前端）の断面の独立点に対して，次の算式に規定するハルガーダ捩りモー

メント MT-end（kNm）を与えることにより，捩りモーメントを調整しなければならない。 
( )targFEMTtargwtendT xMMM --- -=  

xtarg： ハルガーダ捩りモーメントのターゲット位置の x 座標（m）で，4.3.5 の規定による。

Mwt-targ： ターゲット位置において満足するためのハルガーダ捩りモーメントのターゲット値（kNm）で，

4.3.5 の規定による。 

MT-FEM(xtarg)： ターゲット位置における局部荷重によるハルガーダ捩りモーメント（kNm） 

各船長方向位置におけるハルガーダ捩りモーメントは不連続であるため，ハルガーダ捩りモーメントは，ターゲット位

置の前後の値の内，捩りモーメントが正の場合にあってはその最大値，捩りモーメントが負の場合にあってはその最小値

としなければならない。

4.6 ハルガーダ荷重の調整の概要

4.6.1
それぞれの貨物倉区域におけるハルガーダ荷重の調整について要求される手順を表 9 に示す。

 
表 9 有限要素解析におけるハルガーダ荷重の調整の概要 

 船体中央部の貨物倉

区域 

後部及び前部

貨物倉区域 
最後端貨物倉 最前端貨物倉 

垂直せん断力の調整 4.4.5 参照 

曲げモーメントの調整 4.4.8 参照 4.4.9 参照 

捩りモーメントの調整 4.5.4 参照 

 

5. 解析の評価基準 

5.1 一般

5.1.1 評価範囲

図 21 及び図 22 に示すように，中央ホールドの船長方向の範囲内について，許容基準に対する解析結果の検証を行わな

ければならない。 

図 21 油タンカーの船長方向の評価範囲 

 

中央ホールド 
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図 22 ばら積貨物船の船長方向の評価範囲 

 

5.1.2 構造部材

次に示す評価範囲内の構造要素は，5.2 及び 5.3 に規定する評価基準により強度を検証しなければならない。 

・ 全てのハルガーダの縦通部材

・ 中央ホールド内の全ての主要支持構造部材及び隔壁

・ 横隔壁を構成する全ての構造部材で，次による。 

・ 油タンカーの場合：隔壁に付くストリンガ，バットレス，スツールタンク及び部分的な桁

・ ばら積貨物船の場合：ガーダ及びフロアと接するスツールタンク 

・ 船首隔壁を構成する全ての構造部材，及び船首隔壁からその前方 1 ウェブフレームスペース分の範囲内における部

材を構成する全ての構造部材 

・ 機関区域前部隔壁を構成する全ての構造部材及び機関区域前部隔壁からその後方で，スロップタンクを除く最後端

貨物倉長さの 15%までの範囲内における全てのハルガーダの縦通部材 

5.2 降伏強度評価

5.2.1 ミーゼス応力

5.1.2 に規定する構造部材の全ての板部材にあっては，ミーゼス応力 vms （N/mm2）はシェル要素の膜応力及びせん断応

力に基づいて計算しなければならない。次のように，板厚中心かつ要素中心の位置の応力を評価しなければならない。 
222 3 xyyyxxvm tsssss ++-=  

xs , ys ： 要素の膜応力（N/mm2） 

xyt ： 要素のせん断応力（N/mm2） 

5.2.2 ビーム及びロッド要素の軸応力

ビーム及びロッド要素の軸応力 axials （N/mm2）は，軸力のみに基づいて計算されなければならない。要素長さの中央

位置の軸応力を評価しなければならない。

5.2.3 コースメッシュ解析における許容降伏使用係数

表 10 に規定するコースメッシュ解析における許容降伏使用係数 yperml は，2.3 及び 2.4 に規定するメッシュサイズ及び

要素の種類によらなければならない。

各構造部材の要素応力から得られる降伏使用係数は，表 10 に規定する許容値を超えてはならない。 

 

中央ホールド 
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表 10 コースメッシュ解析における許容降伏使用係数 

構造部材 
コースメッシュ解析における 

許容降伏使用係数 yperml  

全ての縦強度部材，主要支持部材及び隔壁の板部材

シェル又はロッド要素を用いてモデル化した主要支持部材

の面材

波形隔壁のダミーロッド 

 1.0 (荷重組合せ S+D)

 0.8 (荷重組合せ S) 

液体荷重による面外圧力を受ける水平波形隔壁及び液体荷

重による面外圧力を受け，下部スツールを持つ垂直波形隔壁

の波形部（シェル要素のみ）

下部スツールを持たない波形隔壁の下端周辺の支持構造(1) 

 0.90 (荷重組合せ S+D)

 0.72 (荷重組合せ S) 

液体荷重による面外圧力を受け，下部スツールを持たない垂

直波形隔壁の波形部（シェル要素のみ） 

 0.81 (荷重組合せ S+D)

 0.65 (荷重組合せ S) 

(1) 波形横隔壁の支持構造とは，船長方向には隔壁の前後それぞれ 0.5 横桁間隔分の範囲かつ垂直方向には波形深さの範囲

における構造をいう。

波形縦通隔壁の支持構造とは，船幅方向には隔壁の両側それぞれ 3 縦通防撓材心距の範囲かつ垂直方向には波形深さの

範囲における構造をいう。 

5.2.4 降伏強度に対する評価基準

5.1.2 に規定する構造要素は，次の評価基準に適合しなければならない。 
ypermy ll £  

yl ： 降伏使用係数 

一般に，シェル要素に対して，
y

vm
y R

s
l =  

一般に，ロッド又はビーム要素に対して，
y

axial
y R

s
l =  

vms ： ミーゼス応力（N/mm2） 

axials ： ロッド又はビーム要素の軸応力（N/mm2） 

yperml ： 表 10 に規定するコースメッシュ解析における許容降伏使用係数 

降伏強度に対する基準は，次の部材では，軸応力によらなければならない。

・ 主要支持部材のフランジ

・ 5.2.5 に従った波形部のフランジ及びウェブの交差部

詳細メッシュによる検討箇所周辺のミーゼス応力が降伏強度に対する基準を超える箇所にあっては，詳細メッシュ解析

により得たミーゼス応力をコースメッシュモデルのメッシュサイズと等価な範囲において平均化し，その値は，降伏強度

に対する基準を満足しなければならない。

切欠き周辺では，降伏使用係数は，5.2.6 に規定するせん断応力修正を用いて得なければならない。

5.2.5 波形隔壁の波形部

波形隔壁の波形部の応力は次に基づいて評価しなければならない。

(a) 波形部のフランジ及びウェブのシェル要素におけるミーゼス応力 vms  

(b) 波形部のフランジ及びウェブの交差部にモデル化された単位断面特性を持つダミーロッド要素における軸応力

axials  

5.2.6 切欠きに対するせん断応力の修正

5.2.7 に示す場合を除き，ウェブの切欠き周辺の要素のせん断応力は，せん断面積の減少を考慮して，次の算式に従っ

て修正しなければならない。降伏に対する基準の検証にあっては，当該修正要素せん断応力を要素のミーゼス応力の計算

に用いなければならない。 
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elem
nshr

n
cor A

th
tt

50

50mod

-

-=  

cort ： 要素の修正せん断応力（N/mm2） 

h： 開口部の桁板の高さ（mm）（表 1 参照）。開口がモデル化されている場合にあっては，h はモデル化さ

れた開口の高さを減じた高さとしなければならない。 

tmod-n50： 開口部におけるモデルの桁板の板厚（mm）

Ashr-n50： 3 章 7 節 1.4.8 に従って計算する防撓材貫通用スロットを含む全ての開口による面積減少を考慮した桁

板の有効ネットせん断面積（mm2） 

elemt ： 修正前の要素のせん断応力（N/mm2） 

5.2.7 開口部におけるせん断応力の修正の例外

表 11 に示すケースであって， yl /Crが 5.2.4 に規定する評価基準に適合する場合は，切欠きの存在による要素のせん断

応力の修正を行う必要はない。

 
表 11 せん断応力の修正の例外 

ケース 図 

モデル化したせん断面積とネット

有効せん断面積の差をモデル化し

たせん断面積で除した割合（%） 

%100
50

5050  
-

-

--

nFEM

nshrnFEM

A
AA  

降伏に対する評価基

準の軽減係数 Cr 

局部支持防撓材の上部及び下

部のスロットにおいて，ラグ

固着又はカラープレートを設

ける場合 

 

< 15% 0.85 

局部支持防撓材の上部又は下

部のスロットにおいて，ラグ

固着又はカラープレートを設

ける場合 

 

< 20% 0.80 

開口部周辺において：

局部支持防撓材の上部及び下

部のスロットにおいて，カラ

ープレートを設ける場合  

 

< 40% 0.60 

Ashr-n50： 3 章 7 節 1.4.8 に従って全ての開口範囲及び防撓材のスロットを除いた桁板の有効ネットせん断面積

（mm2
） 

5.3 座屈強度評価

5.3.1
本節に従って実施する有限要素解析の全ての構造要素は，8 章 4 節に規定する座屈要件に対して個々に評価しなければ

ならない。 
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3 節 局部構造強度解析 

1. 目的及び範囲 

1.1 一般

1.1.1
構造詳細の局部強度解析は，本節の規定によらなければならない。

1.1.2
詳細メッシュ解析の対象となる構造部材の重要部位の選択は，本節によらなければならない。

1.1.3 詳細メッシュ解析手順

詳細メッシュ解析により評価する詳細部は，4 の規定に従ってモデル化し，5 に規定する有限要素解析の荷重組合せを

適用し，6 に規定する基準に適合しなければならない。

1.1.4 局部構造強度の評価範囲

詳細メッシュによる評価は，次によらなければならない。

・ 2 に規定する構造詳細に対する詳細メッシュ解析

・ 3 に規定するスクリーニング手順 

2. 詳細メッシュ解析により評価する局部箇所 

2.1 評価が必須となる構造詳細のリスト

2.1.1 構造詳細のリスト

船体中央部の貨物倉区域において，次の構造詳細は，1.1.3 に規定する詳細メッシュ解析手順に従って評価しなければ

ならない。

(a) 二重船側を有する船のホッパナックル部（2.1.2 参照）

(b) 単船側ばら積貨物船の倉内肋骨の端部ブラケット及び下部ホッパナックル部（2.1.3 参照）

(c) 大開口（2.1.4 参照）

(d) 上甲板及び二重底の縦通防撓材と横隔壁との結合部（2.1.5 参照）

(e) 波形隔壁と隣接構造との結合部（2.1.6 参照）

上記の各構造詳細につき 1 箇所を詳細メッシュで再現した詳細メッシュモデルを準備する必要がある。なお，詳細メッ

シュモデルは，船体中央部の貨物倉区域内の評価対象貨物倉ごとに準備すること。この詳細メッシュモデルの位置は，2.1.2

から 2.1.6 の規定に基づいて船体中央部の貨物倉区域内の全ての貨物倉解析の内から選択されなければならない。

2.1.2 二重船側を有する船のホッパナックル部

図 1 に示すとおり，典型的な横桁の位置において，溶接又は曲げタイプの下部及び上部ホッパナックル部に対して詳細

メッシュ解析を行わなければならない。

ホッパ斜板がない二重船側配置（すなわち，二重船側縦通隔壁が内底板に直接設けられる配置）にあっては，横桁のヒ

ール部に対して詳細メッシュ解析を行わなければならない。

詳細メッシュ解析を行う箇所は，貨物倉解析においてナックル部の降伏使用係数 yl が最大となる箇所の横桁を選択し

なければならない。

2.1.3 単船側ばら積貨物船の倉内肋骨の端部ブラケット及び下部ホッパナックル部

図 2 に示すとおり，溶接又は曲げタイプの下部ホッパナックル部，倉内肋骨の下部及び上部の端部ブラケットにあって

は，詳細メッシュ解析を行わなければならない。

詳細メッシュ解析を行う箇所は，貨物倉解析において端部ブラケット結合部の降伏使用係数 yl が最大となる箇所の倉

内肋骨を選択しなければならない。 



－380－

（2019 鋼船規則 CSR-B&T編  1編  7章  3節）

図 1 二重船側を有する船のホッパナックル部における必須評価箇所 

 

 
図 2 単船側ばら積貨物船の上部ナックル部，倉内肋骨の上部及び下部端部ブラケットにおける必須評価箇所 

 

下部ホッパナックル部，倉内肋骨の上部及び下部端部ブラケットの詳細メッシュ解析は，単船側

ばら積貨物船の典型的な横桁において要求される。 

下部及び上部ホッパナックル部の詳細メッシュ解析は，二重船側／船殻を有する船の典型的な横桁において要求
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2.1.4 大開口

7 章 2 節 2.4.9 に従って貨物倉モデルに形状のモデル化が要求される主要支持部材の大開口にあっては，詳細メッシュ

解析により評価しなければならない。

詳細メッシュ解析を行う箇所は，貨物倉解析において大開口周辺の構造部材の降伏使用係数 yl が最大となる箇所を選

択しなければならない。

2.1.5 上甲板及び二重底の縦通防撓材と横隔壁構造との結合部

上甲板及び二重底の縦通防撓材と横隔壁構造（平板隔壁又は波形隔壁のいずれにおいても）との結合部にあっては，詳

細メッシュ解析を行わなければならない。横隔壁構造とは，部分的なデッキガーダ及び部分的なボトムガーダといった横

隔壁周辺の構造部材を含むものとする。

例として，次の構造部材を評価しなければならない。（図 3 参照）

・ 内底板及び船底外板の縦通防撓材と横隔壁構造との結合部の内，少なくとも 1 組

・ 内底板及び船底外板の縦通防撓材と横隔壁と隣り合うフロア周辺構造との結合部の内，少なくとも 1 組

・ 上甲板の縦通防撓材（甲板の上方又は下方）と油密横隔壁の垂直構造との結合部の内，少なくとも 1 箇所

・ 油密横隔壁上部の部分的なデッキガーダと油密横隔壁の垂直構造との結合部

・ 油密横隔壁周辺の部分的なボトムガーダ及び油密横隔壁の垂直構造との結合部

解析対象とする縦通防撓材と垂直防撓材との結合部は，フロア及び横隔壁の間又は甲板横桁及び横隔壁の間に設けられ

る支持部材の最大相対変位に基づき選択しなければならない。防撓材の端部固着条件又は寸法につき著しい変更がある場

合は，追加で結合部の解析を要求することがある。

船体中央部以外の貨物倉区域において，上記に示す結合部の寸法は，詳細メッシュ解析で同等の強度であることが証明

されない限り，船体中央部の貨物倉区域に対して得られる要求寸法以上としなければならない。

2.1.6 波形隔壁と下部構造との結合部

波形隔壁と下部支持構造との結合部にあっては，詳細メッシュ解析を行わなければならない。例として，次の構造部材

を評価しなければならない。（図 4 参照）

・ 波形隔壁と下部スツールの棚板周辺の支持構造との結合部

・ 下部スツールを設けない場合，波形隔壁と内底板を含む下部支持構造との結合部

・ ガセットプレートを有するシェダープレートを下部スツール頂板に設ける場合，波形隔壁とガセットプレート上部

コーナとの結合部 
詳細メッシュ解析を行う箇所は，貨物倉解析において波形隔壁結合部周辺で降伏使用係数 yl が最大となる波形部（8

章 4 節 3.3.2 参照）を選択しなければならない。 

波形隔壁の支持構造の配置につき著しい変更がある場合は，追加の解析を要求することがある。

波形縦通隔壁及び波形横隔壁の両方を持つ船にあっては，波形縦通隔壁と波形横隔壁との交差部であって，波形隔壁と

下部スツール棚板（下部スツールを設けない船は内底板）周辺の支持構造との結合部に対して，詳細メッシュ解析を行わ

なければならない。 

② 
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図 3 二重底又は上甲板の縦通防撓材と横隔壁周辺構造との結合部における評価必須箇所の例 

 

横隔壁 

上甲板 

縦通隔壁 

船底 

詳細メッシュ解析を要

求する範囲 
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図 4 波形隔壁と下部スツールとの結合部における評価必須箇所 

 
 

3. スクリーニング手順 

3.1 スクリーニング範囲

3.1.1
スクリーニング手順の対象となる構造詳細は，次の範囲とする。

・ 3.2.1 に規定する詳細部にあっては，全ての貨物倉区域内

・ 3.2.2 に規定する詳細部にあっては，船体中央部の貨物倉区域以外の詳細部  

ウェブ ウェブ ウェブ ウェブ 

ウェブ ウェブ ウェブ ウェブ ウェブ 
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表 1 油タンカーの横桁のスクリーニング箇所 

  

 
 

 ブラケット端部 

 開口部及びマンホール（影付き） 

 開口部及びマンホール（影無し） 

下記の場合を除いて，開口部にスクリーニング評価を実

施する。

・ ho/h < 0.35 かつ go < 1.2

・ 半円を形成する開口部の各端部（すなわち，開口部の

半径が b/2 の開口部の各端部）本基準はその大きさに

かかわらず，スクリーニング評価を実施するマンホー

ルには適用しない。 
ここで，h0，h 及び g0 は，7 章 2 節 2.4.9 の規定による。

b は，開口部の最小の長さ又は幅とする。 

3.2 構造詳細のリスト

3.2.1 貨物倉区域

貨物倉区域内にあっては，次の構造詳細及び箇所に対して，スクリーニング評価を行わなければならない。

(a) 横桁（表 1 及び表 2 参照），水平ストリンガ（表 3 参照），二重底内のフロア及びガーダ等の主要支持部材のウェブ

に設けるマンホール及びモデル化する必要のない開口（7 章 2 節 2.4.9 参照） 

(b) 横桁（表 1 及び表 2 参照），水平ストリンガ，二重底又はバットレスに結合する平板横隔壁（表 3 参照）に付くブ

ラケット端部 

(c) 横隔壁付ストリンガのヒール部（表 3 参照）

(d) 横隔壁下部スツールとボトムガーダとの結合部，縦通隔壁下部スツールとフロアとの結合部（図 5 参照）

(e) 下部ホッパ斜板と横隔壁下部スツール構造との結合部（図 5 参照）

(f) トップサイドタンク斜板と内側板との結合部（図 6 参照）

(g) 波形隔壁と上部スツールを含む上部支持構造との結合部（図 7 参照）

(h) ハッチコーミングの端部ブラケット，ハッチコーナ，ハッチエンドビームの結合部等のハッチコーナ周辺箇所（図

8 参照） 
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貨物区域内で同様の形状及び同様の位置関係にある各構造詳細の内，降伏使用係数lyが最大となる詳細部に対してスク

リーニング評価を実施して差し支えない。 

 
表 2 ばら積貨物船の横桁におけるスクリーニング箇所 

 

  

 ブラケット端部 

 開口部及びマンホール（影付き） 

 開口部及びマンホール（影無し） 

下記の場合を除いて，開口部にスクリーニング評価を実

施する。

・ ho/h < 0.35 かつ go < 1.2

・ 半円を形成する開口部の各端部（すなわち，開口部の

半径が b/2 の開口部の各端部）本基準はその大きさに

かかわらず，スクリーニング評価を実施するマンホー

ルには適用しない。 
ここで，h0，h 及び g0 は，7 章 2 節 2.4.9 の規定による。b
は，開口部の最小の長さ又は幅とする。 
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表 3 油タンカーの水平ストリンガ及び横隔壁と二重底との結合部におけるスクリーニング箇所 

 

 

 ブラケット端部及びヒール部 

 開口部及びマンホール（影付き） 

 開口部及びマンホール（影無し） 

下記の場合を除いて，開口部にスクリーニング評価を実施する。 

・ ho/h < 0.35 かつ go < 1.2

・ 半円を形成する開口部の各端部（すなわち，開口部の半径が b/2

の開口部の各端部）本基準はその大きさにかかわらず，スクリ

ーニング評価を実施するマンホールには適用しない。 
ここで，h0，h 及び g0 は，7 章 2 節 2.4.9 の規定による。b は，開

口部の最小の長さ又は幅とする。 
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図 5 下部スツールと内底板及びホッパタンク斜板との結合部におけるスクリーニング箇所 

 
 

図 6 トップサイドタンクと二重船側の結合部におけるスクリーニング箇所 

 

ウェブ ウェブ ウェブ ウェブ 

ウェブ ウェブ ウェブ ウェブ ウェブ 
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図 7 波形隔壁と上部スツールを含む上部支持構造との結合部におけるスクリーニング箇所 

 
 

図 8 ばら積貨物船のハッチコーナにおけるスクリーニング箇所 

 

3.2.2 船体中央部の貨物倉区域以外

船体中央部の貨物倉区域以外にあっては，次の構造詳細に対して，スクリーニング評価を行わなければならない。

(a) ホッパナックル部（2.1.2 及び 2.1.3 参照）

(b) 倉内肋骨の端部ブラケット（2.1.3 参照）

(c) 大開口（2.1.4 参照）

(d) 波形隔壁と隣接構造との結合部（2.1.6 参照）

スクリーニング評価を行う隣接構造と波形隔壁との結合部は，船体中央部の貨物倉区域内の詳細メッシュモデルにおけ

る詳細部の形状及び位置関係を類似させなければならない。

船体中央部の貨物倉区域以外における隣接構造と波形隔壁との結合部は，船体中央部の貨物倉区域内の詳細メッシュモ

デルにおいて対応する詳細部と異なる場合は，同じ形状及び位置関係を持ち，降伏使用係数 yl が最大となる箇所に位置

する詳細部に対して，詳細メッシュ解析を行わなければならない。

本会が必要と認める場合，1.1.3 に従った詳細メッシュ解析を要求することがある。 

 
 

ウェブ ウェブ ウェブ ウェブ 
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3.3 スクリーニング基準

3.3.1 スクリーニング係数及び許容スクリーニング係数

スクリーニング係数 scl 及び許容スクリーニング係数 scperml は，3.1 に規定するスクリーニング箇所に対して，表 4 のと

おり与えられる。

 
表 4 スクリーニング係数及び許容スクリーニング係数 

詳細部の種類 
スクリーニング

係数 scl   
許容スクリーニング係数

scperml  

貨物倉区域内全体 S+D S 

横桁（表 1 及び表 2 参照），ストリンガ，二重底内のフロア及びガーダ

（表 3 参照）等の主要支持部材のウェブに設ける，7 章 2 節 2.4.9 の規

定により貨物倉モデルにモデル化する必要のない開口 

表 5 1.70 1.36 

マンホール(2) yl  0.85 yperml  

横桁（表 1 及び表 2 参照），水平ストリンガ，二重底又はバットレスに

結合する平板横隔壁（表 3 参照）に付くブラケット端部 
表 6 1.50 1.20 

横隔壁付ストリンガのヒール部（表 3 参照） 表 7 1.50 1.20 

横隔壁下部スツールとボトムガーダとの結合部，縦通隔壁下部スツー

ルとフロアとの結合部（図 5 参照）

下部ホッパ斜板と横隔壁下部スツール構造との交差部（図 5 参照）

トップサイドタンク斜板と内側板との結合部（図 6 参照）

波形隔壁と上部スツールを含む上部支持構造との結合部（図 7 参照） 

yl  0.75 yperml  

ハッチコーナ周辺箇所 yl  0.95 yperml  

船体中央部の貨物倉区域以外 

ホッパナックル部 

yl  

0.65 yperml  

倉内肋骨の端部ブラケット 0.85 yperml  

大開口(2) 0.85 yperml  

波形隔壁と隣接構造との結合部 
y

csc
sc R

K s
l

 
=

(1) 1.50 ff 1.20ff 

yl ： コースメッシュ解析における降伏使用係数（7 章 2 節 5.2.4 参照） 

yperml ： コースメッシュ解析における許容降伏使用係数（7 章 2 節 5.2.4 参照） 

Ksc： スクリーニングの応力集中係数で，次による。 

CM

FM
scK

s
s

=  

FMs ： 2 に従って船体中央部の貨物倉区域内で計算した，考慮する詳細部における詳細メッシュ要素のミーゼス応力

（N/mm2）  

CMs ： 7 章 2 節に従って船体中央部の貨物倉区域内で計算した，考慮する詳細部におけるコースメッシュ要素のミーゼ

ス応力（N/mm2） 

Cs ： 考慮する詳細部におけるコースメッシュ要素のミーゼス応力（N/mm2） 

ff ： 疲労に対する係数（6.2.1 参照）

(1) 各スクリーニング箇所について， FMs 及び CMs は同一平面内の対応する要素から求めなければならない。 

(2) マンホール及び大開口周りの降伏使用係数が最大となる代表的な要素は，基準に対して検証しなければならない。 
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表 5 主要支持部材の開口部に対するスクリーニング係数 

scl ： スクリーニング係数で，次による。 

23522
285.0

74.0
0

74.0
0 k

r
h

r
C xyyxhsc   

ø

ö

çç
ç

è

æ

 
ø

ö

ç
ç

è

æ
 
ø

ö
çç
è

æ
+ 

ø

ö
çç
è

æ
+++= tssl

l
 

Ch： 係数で，次による。(2) 

・ 主要支持部材のウェブの開口部に対して 
2

00 12.223.00.1  
ø

ö
çç
è

æ
+ 

ø

ö
çç
è

æ
-=

h
h

h
h

Ch  

・ 主要ブラケット及びバットレスの開口部に対して（下図参照） 
0.1=hC  

r： 開口部半径（mm）

h0： 開口部高さ（mm） 

0l ： 開口部長さ（mm） 

h ： 開口部のあるガーダのウェブ高さ（mm） 

xs ： 貨物倉有限要素解析から得られる，下図に示す座標系の X 方向の要素軸応力（N/mm2） 

ys ： 貨物倉有限要素解析から得られる，下図に示す座標系の Y 方向の要素軸応力（N/mm2） 

xyt ： 貨物倉有限要素解析から得られる要素せん断応力(1)（N/mm2） 

 

 

(1) 降伏使用係数を用いたスクリーニング評価に先立ち，要素せん断応力は 7 章 2 節 5.2.6 の算式により調整しなければならな

い。 

(2) 7 章 2 節 2.4.9 に従って開口の形状をモデル化することが要求される場合，応力レベルを評価するために詳細メッシュ有限

要素解析を行わなければならない。この場合，スクリーニング基準は適用されない。 

 

基準に対する評価

を実施するウェブ

中の要素 
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表 6 主要支持部材のブラケット端部に対するスクリーニング係数 

scl ： スクリーニング係数で，次による。 

235
50.068.0

5.0

501

50
5.0

1

2 k
tb

A
b
bC beam

n

nbeam
vmasc   

ø

ö

çç
ç

è

æ

 
ø

ö
çç
è

æ
+ 

ø

ö
çç
è

æ
= - ssl  

Ca： 係数で，次による。 
2

1400
2.00.1  

ø

ö
çç
è

æ
-= a

a
R

C  

b1, b2： 貨物倉有限要素モデルにおけるブラケット端部のシェル要素の高さ（mm）

Abeam-n50：貨物倉有限要素モデルにおいて，ブラケットの面材をモデル化したビーム又はロッド要素の断面積（mm2） 
beams ： 貨物倉有限要素解析から得られるビーム又はロッド要素の軸応力（N/mm2） 

vms ： 貨物倉有限要素解析から得られるブラケット端部のシェル要素のミーゼス応力（N/mm2） 

tn50： ブラケット端部におけるシェル要素のネット板厚（mm）

Ra： 下図に示すブラケット端部の長さ（mm）。ただし，1400mm を超えてはならない。 

 

 

 

3.3.2 スクリーニング基準

3.1 に規定する箇所において，5 で適用される全ての有限要素解析の荷重組合せに対して計算する応力は，次のスクリ

ーニング基準により評価しなければならない。 
scpermsc ll £  

scl ： 3.3.1 に規定するスクリーニング係数 

scperml ： 3.3.1 に規定する許容スクリーニング係数 

スクリーニング基準を満足しない箇所については，当該構造詳細の詳細メッシュ解析が要求され，1.1.3 に従って行わ

なければならない。 

貨物タンク有

限要素モデル

の一次元要素 貨物タンク有限

要素モデルにお

けるブラケット

端部の平面要素 

b2 

b1 

Abeam-n50 

tn50 

10  

Ra 



－392－

（2019 鋼船規則 CSR-B&T編  1編  7章  3節）

表 7 横隔壁付ストリンガのヒール部に対するスクリーニング係数 

scl ： スクリーニング係数で，次による。 

・ 船側水平ガーダ及び横隔壁付ストリンガのヒール部に対して（下図の 1，2，3 の箇所） 

235
67.1 k

vmsc sl =  

・ 縦通隔壁付ストリンガのヒール部に対して（下図の 4 の箇所） 

235
2.3 k

xsc sl =  

xs ： 貨物倉有限要素法解析から得られる，下図に示す座標系の x 方向の要素軸応力（N/mm2）  

vms ： 貨物倉有限要素解析から得られる，ストリンガのヒール部におけるシェル要素のミーゼス応力（N/mm2） 

 

 基準に対する評価を実施するウェブ中の各要素 

 

4. 船体構造のモデル化 

4.1 一般

4.1.1 
詳細応力を評価する場合にあっては，高応力部に対して詳細有限要素メッシュを用いる必要がある。当該詳細メッシュ

解析は，貨物倉モデルに詳細メッシュを埋め込んだモデルにより行うことができる。また，貨物倉モデルから得られる境

界条件を適用し，詳細メッシュを用いた個別の有限要素モデルを用いても差し支えない。

4.2 モデル化範囲

4.2.1 
個別の局部有限要素モデルを用いる場合，そのモデル化範囲は，検討対象領域にて算定した応力が境界条件によって著

しく影響を受けないように考慮して決定しなければならない。詳細メッシュモデルの境界は，貨物倉モデルの横桁，ガー

ダ，ストリンガ及びフロア等の主要支持部材と一致させなければならない。 

水平ストリンガ 水平ストリンガ 水平ストリンガ 

水平ストリンガ 
横隔壁 

二重船側構造を形

成する縦通隔壁 

縦通隔壁 

x 方向 

基準に対する評価を実施するウェブ中の各要素 

船側水平ガーダ 
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4.3 メッシュサイズ

4.3.1
詳細メッシュ領域におけるメッシュサイズは，50mm 50mm 以下としなければならない。

4.3.2 
詳細メッシュ領域は検討箇所から全方位に 10 要素以上広げなければならない。詳細メッシュ領域から詳細メッシュモ

デルの境界へのメッシュサイズの移行は滑らかに変化するよう考慮しなければならない。

4.4 要素

4.4.1
詳細メッシュ領域内の全ての板構造は，シェル要素によりモデル化しなければならない。詳細メッシュ領域内の要素の

アスペクト比は，できる限り 1 に近くなるようにしなければならない。詳細メッシュ領域内のメッシュサイズのばらつき

及び三角形要素の使用は避けなければならない。いかなる場合においても，詳細メッシュモデル内の要素のアスペクト比

は 3 以下としなければならない。要素の角度が 45 度より小さい又は 135 度より大きい要素は使用してはならない。詳細

メッシュ領域内の防撓材はシェル要素を用いてモデル化しなければならない。詳細メッシュ領域外の防撓材にあっては，

ビーム要素を用いてモデル化して差し支えない。

4.4.2
詳細メッシュ解析を，単船側ばら積貨物船の倉内肋骨の端部結合部を含む，主要ブラケット端部結合部に適用する場合，

詳細メッシュ領域は評価対象箇所から全方位に少なくとも 10 要素広げなければならない。（図 9 参照）

4.4.3
詳細メッシュ解析を開口部に適用する場合，開口に沿った要素で自由端から二層目まではメッシュサイズを

50mm 50mm 以下としなければならない。詳細メッシュから通常のメッシュサイズへの移行は滑らかに変化するよう考慮

しなければならない。開口の自由端に直接溶接された防撓材はシェル要素でモデル化しなければならない。開口に隣接す

るウェブ防撓材は，開口の自由端から少なくとも 50mm 離れた位置であればロッド又はビーム要素を用いてモデル化して

もよい。開口周りの詳細メッシュ領域の例を図 10 に示す。

4.4.4
開口部，主要支持部材及びそのブラケットに付く面材は，少なくとも面材の片幅で 2 要素に分割してモデル化しなけれ

ばならない。 
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図 9 ブラケット端部における詳細メッシュ領域 

 

     

 
図 10 開口部周りの詳細メッシュ領域 

 
詳細メッシュ領域

要素サイズ mmmm 5050  £  

S 

S S 

詳細メッシュ領域

要素サイズ mmmm 5050  £  
範囲 全方向に少なくとも 10 要素分

面材は平面要素でモデル化すること。 



－395－

（2019 鋼船規則 CSR-B&T編  1編  7章  3節）

4.5 横桁

4.5.1
4.2 から 4.4 の規定に加えて，本節のモデル化の要件にあっては，典型的な横桁の詳細メッシュ解析に適用する。

4.5.2
有限要素サブモデルを用いる場合，モデル化の範囲は少なくとも 1+1 横桁間隔分とすること。すなわち，検討対象と

する横桁の前後にそれぞれ 1 横桁間隔分拡張すること。ばら積貨物船にあっては，横桁間隔はトップサイドタンク及びホ

ッパタンクの横桁間隔の内，大きい方とする。検討箇所の前後の横桁は，当該サブモデルに含める必要はない。

4.5.3
船の全深さ及び全幅にわたって，モデル化しなければならない。（図 11 参照）

図 12 に垂直桁板下部及びその裏当てブラケットの有限要素メッシュの拡大図を示す。

 
図 11 横桁結合部及び開口部の詳細メッシュ解析に用いる局部モデルの範囲の例 

 

 

 

モデル範囲 
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図 12 横桁下部における有限要素メッシュの拡大図 

 

 

 

4.6 横隔壁付ストリンガ，バットレス及び隣接する横桁

4.6.1
4.2 から 4.4 の規定に加えて，本節のモデル化の要件にあっては，横隔壁構造及びそれに隣接して配置する横桁の詳細

メッシュ解析に適用する。

4.6.2
横隔壁，水平ストリンガ，横桁，上甲板及び二重底構造の構造的な相互作用を考慮して，有限要素局部モデルは全船体

横断面をモデル化することが望ましい。当該モデルの端部は，少なくとも検討対象部から長さ方向前後に 1 横桁間隔分を

モデル化すること。（図 13 参照）

4.6.3
それぞれの構造部材を別々に解析するため，図 14 に示すように複数の局部モデルを使用して差し支えない。横隔壁付

ストリンガの解析にあっては，船の全幅をモデル化しなければならない。バットレスの解析にあっては，局部モデルの範

囲は少なくとも 4+4 縦通防撓材心距分とすること。すなわち，バットレスの両側それぞれ 4 縦通防撓材心距分をモデル

化すること。 
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図 13 横隔壁及び隣接構造の詳細メッシュ解析に用いる局部モデルの例 

 

 

 

図 14 局部モデルを用いた横隔壁構造の局部解析の例 

 

モデル範囲 

サブモデル 3
第 2 ストリンガ

から船底 

サブモデル 2
第 2ストリンガから

第 3 ストリンガ 

サブモデル 1
甲板から

第 2 ストリンガ 
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4.6.4 
図 15 に横隔壁付ストリンガの有限要素メッシュ図を示す。また，図 16 に横隔壁と二重底のバットレス結合部及び開口

部に対する詳細メッシュ解析用の局部モデルを示す。

 
図 15 横隔壁付ストリンガの有限要素メッシュの例 

 
 

図 16 隔壁と二重底構造間のバットレス結合部の解析に用いる局部モデルの例 

（左舷側半分を図示する） 
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4.7 上甲板及び二重底の縦通防撓材並びに横隔壁付垂直防撓材

4.7.1 
4.2 から 4.4 の規定に加えて，本節のモデル化の要件にあっては，縦通防撓材と垂直防撓材との端部結合部及びそれに

付く防撓材の詳細メッシュ解析に適用する。

4.7.2 
局部有限要素モデルを用いる場合にあっては，当該モデルの端部は，少なくとも検討箇所から長さ方向前後に 2 横桁間

隔分をモデル化しなければならない。また，幅方向には，少なくとも 2+2 縦通防撓材心距分をモデル化しなければなら

ない。図 17 に上甲板及び二重底の縦通防撓材並びに横隔壁付垂直防撓材の長さ方向の詳細メッシュ解析用局部モデルの

範囲を示す。

4.7.3 
詳細メッシュ領域の外側の縦通防撓材のウェブは，少なくともその深さ方向に 3 要素に分割すること。また，同様のサ

イズの要素を船底外板及び内底板に用いること。縦通防撓材のフランジ及びブラケットの面材は少なくとも面材の片幅で

2 要素に分割してモデル化すること。 

4.7.4 
メッシュサイズ及び詳細メッシュ領域の範囲は，4.3.1 の規定によらなければならない。（図 17 参照）

4.8 波形隔壁

4.8.1 
4.2 から 4.4 の規定に加えて，本節のモデル化の要件にあっては，波形隔壁と下部スツールとの結合部及び下部スツー

ルと内底板との結合部の詳細メッシュ解析に適用する。

4.8.2 
局部モデルの最小モデル化範囲は，次の規定による。（図 18 参照）

(a) 垂直方向に対し，局部モデルは船底から隔壁と下部スツール上面との結合部から上方に少なくとも 2m の位置まで

モデル化しなければならない。局部モデルの上部境界は，境界上に変位を与えるため，貨物倉有限要素モデルの水

平メッシュ線と一致させなければならない。（4.2 参照） 

(b) 波形横隔壁に対して，局部モデルは詳細メッシュ領域の両側に隣接する下部スツールのダイヤフラム板までモデル

化しなければならない（すなわち，局部モデルは下部スツールの 2 ウェブ／2 ダイヤフラム間隔を含むこと）。ま

た，モデル両端のダイヤフラム板はモデル化する必要はない。 

(c) 波形縦通隔壁に対して，局部モデルは詳細メッシュ領域の両側の隣接する横桁までモデル化しなければならない

（すなわち，サブモデルは 2 フレームスペースを含むこと）。また，モデル両端の横桁はモデル化する必要はない。 

(d) 波形隔壁と下部スツールとの結合部が横隔壁と縦通隔壁との交差部に近接した位置にある場合，局部モデルはダイ

ヤフラム板（船幅方向）及び横桁（船長方向）の範囲内にある構造部材について関連の有無にかかわらず詳細にモ

デル化しなければならない。また，局部モデルは横隔壁スツールと縦通隔壁スツールとの交差部から外側に少なく

とも 1 ダイヤフラム板及び 1 横桁までモデル化しなければならない。 

(e) 下部スツールと内底板との結合部に対して，内底板，下部スツール側板，ダイヤフラム板及びボトムガーダのそれ

ぞれの結合部は，可能な限り詳細メッシュ領域の中央にモデル化すること。 
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図 17 上甲板及び二重底の縦通防撓材と横隔壁付垂直防撓材の端部結合部の詳細メッシュ解析に用いる局部モデルの例 

 
 

 
 

 

詳細メッシュ領域

要素サイズ 
mmmm 5050  £  
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4.8.3 
波形隔壁の結合部に対して，詳細メッシュ領域は少なくとも検討対象となる波形板のフランジ部を含み，フランジの両

側に付く波形板のウェブ及びその両端から 500mm の位置までとしなければならない（すなわち，詳細メッシュ領域は波

形板の 4 ナックルポイントを含む）（図 18 及び図 19 参照）。詳細メッシュ領域におけるメッシュサイズは 50mm 50mm 以

下としなければならない。

 
図 18 波形隔壁と下部スツールとの結合部の解析に用いる局部モデルの範囲及び詳細メッシュ領域 

 
上図は，波形縦通隔壁と下部スツールとの結合部における局部モデルの範囲及び詳細メッシュ領域を示している。波形横隔壁に

対しても同様の範囲とする。

上図では，最小モデル化範囲を示している。  
 

図 19 波形隔壁と下部スツールとの結合部の解析に用いる部分的な局部モデルの例 

 

全体モデルにおけるメッシュ線

と一致させることが望ましい。 

サブモデルの

上下方向範囲 

1500mm 以上 

500mm 以上

500mm 以上 

500mm 以上

500mm 以上 

500mm 以上 

サブモデルの

水平方向範囲 

内底板 

500mm 以上 

ウェブ／ 
(ダイヤフラム) 

ウェブ／ 
(ダイヤフラム) 

ウェブ／ 
(ダイヤフラム) 

サブモデルの

前後方向範囲 

詳細メッシュ領域

要素サイズ mmmm 5050  £  
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4.8.4
ダイヤフラム板，下部スツール内のブラケット及びスツール板及びダイヤフラム付の全ての防撓材にあっては，局部モ

デル範囲内において，実際の配置に従ってモデル化しなければならない。ダイヤフラム板，垂直に配置された防撓材のウ

ェブ及びフランジ並びに詳細メッシュ領域内のブラケットはシェル要素を用いてモデル化しなければならない。

4.8.5
詳細メッシュ領域内の水平に配置された防撓材は，シェル要素又はビーム要素でモデル化しなければならない。

4.8.6
図 19 に縦通隔壁と下部スツールとの結合部の詳細メッシュ解析に用いる有限要素局部モデルの詳細を示す。

4.8.7
図 20 に下部スツールと内底板との結合部の詳細メッシュ解析に用いる有限要素局部モデルの詳細を示す。

 
図 20 下部スツールと内底板との結合部の解析に用いる部分的な局部モデルの例 

         

4.9 ハッチコーナ構造

4.9.1
4.2 から 4.4 の規定に加えて，本節のモデル化の要件にあっては，ハッチコーナ構造の詳細メッシュ解析に適用する。

4.9.2
ハッチコーミングの端部ブラケット，ハッチコーナ及びハッチエンドビームの結合部等の高応力部にあっては，詳細メ

ッシュモデルによる解析を行う必要がある。詳細メッシュ領域にあっては，図 21 に示す箇所を含むこと。

 
図 21 ハッチ開口部周辺構造の解析に用いる局部モデルの例 
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5. 有限要素解析の荷重組合せ 

5.1 一般

5.1.1
詳細メッシュによる詳細応力解析は，対応する貨物倉解析に適用する全ての有限要素解析の荷重組合せに対して行わな

ければならない。

5.2 荷重及び境界条件の適用

5.2.1 一般

個々の局部有限要素モデルを用いて詳細メッシュによる詳細応力解析を行う場合，貨物タンクモデルより算定する節点

変位を局部モデルの対応する節点に与えなければならない。また，貨物タンクモデルの解析結果から得られる相当節点荷

重を局部モデルの境界節点に与えて差し支えない。

貨物タンクモデルの節点と局部モデルの境界節点が一致しない場合，多点拘束を用いてこれらの節点に強制変位を与え

てもよい。また，2 つの隣り合う節点に対する線形多点拘束関係式の使用を考慮して差し支えない。

全ての局部荷重は，ハルガーダ曲げモーメント及び／又はせん断力の調整を適用するいかなる荷重を含め，個々の局部

有限要素モデル全体に適用しなければならない。 

6. 解析の評価基準 

6.1 応力評価

6.1.1 一般

詳細メッシュ解析の応力評価は，4 章 8 節に規定する有限要素解析の荷重組合せに対して行わなければならない。

6.1.2 参照応力

参照応力はミーゼス応力 vms とし，シェル要素の要素中心における膜応力及びせん断応力から計算しなければならない。

この応力は要素の板厚中心で評価しなければならない。

6.1.3 許容応力

最大許容応力値は，4.1 から 4.4 に規定するメッシュサイズ（50mm 50mm）に基づくこと。より細かいメッシュを使用

する場合，規定のメッシュサイズの配置と同等の領域における平均ミーゼス応力と許容応力を比較して差し支えない。た

だし，対象とする領域内に位置する全境界を有する要素に対してのみ，応力の平均化を行わなければならない。平均応力

は要素中心の応力を基に計算しなければならない。内挿法又は外挿法によって得られる応力値は使用してはならない。応

力の平均化は不連続部及び交差する部材間では行ってはならない。

6.2 許容基準

6.2.1
許容基準に対する応力評価は，6.1 によらなければならない。

構造評価においては，応力が次の基準に適合することを確認しなければならない。 
fpermf ll £  

fl ： 詳細メッシュ解析における降伏使用係数 

一般に，シェル要素に対して 
Y

vm
f R

s
l =   

一般に，ロッド又はビーム要素に対して 
Y

axial
f R

s
l =   

vms ： ミーゼス応力（N/mm2） 

axials ： ロッド要素の軸応力（N/mm2） 

fperml ： 詳細メッシュ解析における許容使用係数で，次による。 

・ 溶接に接しない要素 
・ S+D に対して fperml  = 1.70 ff  

・ S に対して fperml  = 1.36 ff 

・ 溶接に接する要素 



－404－

（2019 鋼船規則 CSR-B&T編  1編  7章  3節）

・ S+D に対して fperml  = 1.50 ff 

・ S に対して fperml  = 1.20 ff 

ff： 疲労に対する係数で，次による。 

・ 一般に，ff = 1.0

・ 9 章 2 節の規定による疲労評価基準に適合した，極詳細メッシュ解析により評価された構造詳細に

対して，ff = 1.2 

（備考 1）最大許容応力は，50mm 50mm のメッシュサイズに基づく。より細かいメッシュを使用する場合，規定のメッシュサ

イズと同等の領域における 6.1 により算出する平均ミーゼス応力と許容応力を比較すること。 

（備考 2）平均ミーゼス応力は要素領域に対する加重平均に基づいて算出しなければならない。 

å
å -

- = n
i

n
ivmi

avvm
A

A

1

1
s

s  

avvm-s ： 平均ミーゼス応力 

（備考 3）応力の平均化は，不連続構造又は境界となる構造にわたって平均化してはならない。

6.2.2 下部スツールを持たない波形横隔壁又は波形縦通隔壁

下部スツールを波形横隔壁又は波形縦通隔壁に設けない場合は，6.2.1 に規定する許容応力は詳細メッシュ解析により

検討している面積を 10%減じなければならない。
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8 章 座屈 

1 節 一般 

1. 序論 

1.1 原則

1.1.1 
本章には，局部支持部材，主要支持部材及び梁柱，波形隔壁及びブラケット等のその他の構造の座屈及び最終強度の強

度評価基準を規定する。これらの評価基準は，船体局部寸法に関する 6 章の規定及び直接強度解析に関する 7 章の規定に

適用しなければならない。

1.1.2 
それぞれの構造部材に対して，強度上最も支配的な座屈モ－ドを想定して，座屈強度の特性値を検討しなければならな

い。

1.1.3 
特に規定する場合を除き，本章における構造部材の寸法要件は，申請グロス板厚から tc を控除したネット寸法により評

価しなければならない。ここで，tc は 3 章 3 節の規定による。

1.1.4 
本章では，圧縮応力及びせん断応力を正とし，引張応力を負とする。 

2. 適用 

2.1 範囲

2.1.1 
次の規定に従って，座屈強度評価を行わなければならない。

・ 板部材，縦通防撓材及び横式防撓材，主要支持部材及びブラケットの細長比要件に関する 8 章 2 節の規定

・ 板部材，縦通防撓材及び横式防撓材，主要支持部材及びその他の構造の規則算式による座屈要件に関する 8 章 3
節の規定 

・ 板部材，防撓パネル及びその他の構造の有限要素解析による座屈要件に関する 8 章 4 節の規定

・ 規則算式及び有限要素解析による座屈要件における座屈強度に関する 8 章 5 節の規定

2.1.2 防撓材

本章に規定する防撓材の座屈強度評価は，座屈パネルの長辺に沿った防撓材に適用する。

2.1.3 幅広の防撓材

固定点検設備（PMA）として用いられる幅広の防撓材にあっては，ウェブ防撓材を有するか否かにかかわらず，次の

要件を満足しなければならない。

(a) 次に示す主要支持部材に対する細長比要件 

・ 幅広の防撓材のウェブに対して，8 章 2 節 4.1.1(a)の規定

・ 幅広の防撓材の面材に対して，8 章 2 節 4.1.1(b)及び 8 章 2 節 5.1 の規定

・ 幅広の防撓材のウェブ防撓材に対して，8 章 2 節 3.1.1 及び 8 章 2 節 3.1.3 の規定 

(b) 次に示す規則算式による座屈強度 

・ 幅広の防撓材のウェブに対して，8 章 3 節 3.2 の規定

・ 幅広の防撓材のウェブ防撓材に対して，8 章 3 節 3.1 及び 8 章 3 節 3.3 の規定 

(c) 8 章 4 節の有限要素解析の座屈要件が適用される場合，PMA に用いる全ての構造部材は，当該要件を満足しなけ

ればならない。 

(d) 幅広の防撓材にウェブ防撓材が設けられない縦通する PMA の足場の座屈強度は，8 章 3 節 3.1 及び 8 章 3 節 3.3 の

局部支持部材に対する評価基準を用いて評価しなければならない。 
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3. 定義 

3.1 一般

3.1.1 座屈の定義

「座屈」とは，通常，面内圧縮力及び／又はせん断力及び面外荷重下における構造強度を指す一般的用語である。座屈

強度は，荷重状態，細長比及び構造様式に応じて，内部荷重の再配分を評価することができる。

3.1.2 座屈強度

本章による座屈強度は，各構造部材の最終強度の下限値であり，パネルが大きな永久変形を起こさずに受け持つことが

できる最大荷重に相当するものである。

座屈強度評価は，板の弾性座屈後の影響を考慮し，板及び防撓材で囲まれるような構造要素に荷重が再配分されるもの

として評価する。本手法を用いて計算した細長構造の強度は，一般に，理想化した弾性座屈応力（最小固有値）より高い

値となる。細長い防撓パネルの構造要素が弾性座屈するのを許容することは，座屈使用係数が高い箇所において，大きな

弾性変形が生じ，面内剛性が低下することを意味する。

3.1.3 評価手法

座屈評価は，境界条件の種類を考慮して，次の 2 つの手法の内のいずれかに従って実施する。

・ 手法 A：基本板パネルの端部全てが，周辺構造や隣接する板により直線保持されていることを想定して評価する。

（ただし，面内変位は自由） 

・ 手法 B：基本板パネルの端部が，端部の面内剛性が低いこと或いは周辺構造や隣接する板が存在しないことにより，

直線保持されないと想定して評価する。 

3.2 座屈使用係数

3.2.1
使用係数h は，作用荷重とこの作用荷重に対応した最終強度又は座屈強度との比とする。 

3.2.2
組合せ荷重下において，使用係数 acth は，作用等価応力とこの作用等価応力に対応した座屈強度との比とし，次の算式

によらなければならない。（図 1 参照） 

cu

act
act W

W
g

h 1
==  

Wact： 作用等価応力（N/mm2） 

板部材に対して 222 tss ++= yxactW  

防撓材に対して wbaactW sss ++=  

Wu： 等価座屈強度（N/mm2）で，次による。 

板部材に対して 222
ccycxuW tss ++=  

防撓材に対して 
S

RW SeH
u

-=  

cg ： 崩壊時の応力の乗数 

一般的な各崩壊モードに対して，パネルの対応する強度は，実際の応力組合せを適用した上で，崩壊に至るまで応力を

比例的に増加又は減少させることにより計算する。 
xs 及び ys の応力を受ける構造部材の座屈強度及び座屈使用係数を図 1 に示す。 
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図 1 座屈強度及び座屈使用係数の例 

 

3.3 許容座屈使用係数

3.3.1 一般的な構造要素

許容座屈使用係数は，表 1 による。

 
表 1 許容座屈使用係数 

構造要素 許容座屈使用係数 allh  

板及び防撓材

防撓パネル及び非防撓パネル

垂直方向に防撓される単船側ばら積貨物船の船側外板

開口を有するウェブ 

荷重組合せ S+D に対して，1.00

荷重組合せ S に対して，0.80 

支材，梁柱及びクロスタイ 
荷重組合せ S+D に対して，0.75

荷重組合せ S に対して，0.65 

液体荷重による面外圧力を受ける，水平波形隔壁及び下

部スツールを持つ垂直波形隔壁の波形部（シェル要素の

み）

下部スツールを持たない波形隔壁の下端周辺の支持構

造 

荷重組合せ S+D に対して，0.90

荷重組合せ S に対して，0.72 

液体荷重による面外圧力を受ける，下部スツールを持た

ない垂直波形隔壁の波形部（シェル要素のみ） 

荷重組合せ S+D に対して，0.81

荷重組合せ S に対して，0.65 

備考 1： 波形横隔壁の支持構造とは，船長方向には隔壁の前後それぞれ 0.5 横桁間隔分の範囲かつ垂直方向には波形深さの範

囲における構造をいう。 

備考 2： 波形縦通隔壁の支持構造とは，船幅方向には隔壁の両側それぞれ 3 縦通防撓材心距の範囲かつ垂直方向には波形深さ

の範囲における構造をいう。 

3.4 座屈に対する許容基準

3.4.1
構造部材は，次の評価基準を満足する座屈強度を有していなければならない。 

allact hh £  

acth ： 作用応力に基づく座屈使用係数で，3.2.2 の規定による。 

allh ： 許容座屈使用係数で，3.3 の規定による。 

 

座屈強度相関曲線 
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2 節 細長比要件 

記号 

本節に規定されない記号については，1 章 4 節による。

bf-out： ウェブの板厚中心からフランジ端部までの最大距離（mm）（図 1 参照）

hw： 防撓材のウェブ深さ（mm）（図 1 参照） 
bl ： ブラケットの遊辺の有効長さ（mm）（表 3 参照） 

seff： 防撓材の付き板の有効幅（mm）で，次による。 
sseff 8.0=  

tf： フランジのネット板厚（mm）

tp： 板部材のネット板厚（mm）

tw： ウェブのネット板厚（mm） 

1. 構造要素 

1.1 一般

1.1.1 
全ての構造要素は，2 から 4 に規定する細長比及び寸法の要件に適合しなければならない。 

2. 板部材 

2.1 板部材のネット板厚

2.1.1 
板部材のネット板厚は，次に示す評価基準を満足しなければならない。 

235
eH

p
R

C
bt ³  

C： 細長係数で，次による。 
100=C  甲板，外板，貨物倉周壁及びタンク周壁に対して 

125=C  その他の構造部材に対して 

ReH： 板部材の材料の最小降伏応力（N/mm2）。 
小さな最小降伏応力を用いると仮定した上で 3 節及び 4 節の規定を満足する板部材は，上記の細長比の

評価基準において小さな最小降伏応力を用いて差支えない。 

本要件は，船体平行部のビルジ外板及び丸型ガンネルには適用してはならない。 

3. 防撓材 

3.1 防撓材の寸法

3.1.1 全ての形状の防撓材のネット板厚

防撓材のネット板厚は，次に示す評価基準を満足しなければならない。

(a) 防撓材のウェブプレート 

235
eH

w

w
w

R
C
ht ³  

(b) フランジ 

235
eH

f

outf
f

R
C

b
t -³  
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Cw, Cf： 表 1 に示す細長係数 
 

図 1 防撓材の寸法パラメータ 

 
表 1 細長係数 

防撓材の形状 Cw Cf 

アングル材，L2 材及び L3 材 75 12 

T 形鋼 75 12 

バルブプレート 45 - 

平鋼 22 - 

3.1.2 アングル材及び T 形鋼のネット寸法

アングル材及び T 形鋼のフランジの全幅 bf（mm）は，次の評価基準を満足しなければならない。 
wf hb 25.0³  

3.1.3 防撓材の曲げ剛性

付き板に平行な中性軸回りの付き板の有効幅分を含めた防撓材のネット断面二次モーメント（cm4）は，次の算式によ

る最小値以上としなければならない。 

235
2 eH

effst
RACI l³  

Aeff：有効幅 seffの付き板を含む防撓材のネット断面積（cm2）

ReH：付き板の材料の最小降伏応力（N/mm2）

C： 細長係数で，次による。 
43.1=C  スニップ端の防撓材を含む縦通防撓材に対して 

72.0=C  その他の防撓材に対して 

4. 主要支持部材 

4.1 寸法及び剛性

4.1.1 ウェブプレートとフランジの寸法

主要支持部材のウェブプレートとフランジのネット板厚は，次の評価基準を満足しなければならない。

(a) ウェブプレート 

235
eH

w

w
w

R
C
st ³  

(b) フランジ 

235
eH

f

outf
f

R
C

b
t -³  

sw： 板幅（mm）で，ウェブ防撓材の心距とする。 

平鋼 バルブプレート アングル材 T 形鋼 L2 L3 

② 

② 
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Cw：ウェブプレートの細長係数で，次による。 
100=wC  

Cf：フランジの細長係数で，次による。 
12=fC  

4.1.2 甲板横桁

軸圧縮のハルガーダ応力を受ける甲板縦通防撓材を支持する甲板横桁のネット断面二次モーメント Ipsm-n50（cm4）は，

曲げスパン中央から半分の位置において，次の基準を満足しなければならない。 

st
bdg

npsm I
sS

I 3

4

50 300
l

³-  

Ipsm-n50： 有効幅 0.8S の付き板を含む甲板横桁のネット断面二次モーメント（cm4） 
bdgl ： 甲板横桁の有効曲げスパン（m）で，3 章 7 節の規定による。 

S： 甲板横桁の心距（m）で，3 章 7 節の規定による。

Ist： 曲げスパン中央から半分の位置にある甲板防撓材の断面二次モーメント（cm4）で，3.1.3 の規定による。 

4.2 主要支持部材のウェブ防撓材

4.2.1 ウェブ防撓材の寸法

主要支持部材に付くウェブ防撓材のウェブ及びフランジのネット板厚は，3.1.1 及び 3.1.2 の規定を満足しなければなら

ない。

4.2.2 ウェブ防撓材の曲げ剛性

有効幅 seffの付き板を含む，主要支持部材に付くウェブ防撓材のネット断面二次モーメント Ist（cm4）は，表 2 に示す最

小断面二次モーメント以上としなければならない。 
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表 2 ウェブ防撓材の剛性評価基準 

防撓材の配置 ウェブ防撓材の最小断面二次モーメント（cm4） 

A 

主要支持部材のスパンに沿って付く 

ウェブ防撓材 

 

235
2 eH

effst
RACI l³  

B 

主要支持部材のスパンに直角に付く 

ウェブ防撓材 

 

52 10
2351000

210005.214.1 - 
ø

ö
ç
è

æ -³ eH
wst

Rs
s

tsI
l

l
l  

C： 細長係数で，次による。 
43.1=C  スニップ端の防撓材を含む縦通防撓材に対して

72.0=C  その他の防撓材に対して 

l ： ウェブ防撓材の長さ（m） 

局部支持部材に溶接されたウェブ防撓材において，長さは局部支持部材のフランジ間の距離としなければ

ならない。

スニップ端のウェブ防撓材において，長さは側面支持間の距離としなければならない。例えば，防撓材の

配置 B に示すように主要支持部材のフランジ間の総長さ。 

Aeff： 有効幅 seffの付き板を含むウェブ防撓材のネット断面積（cm2）

tw： 主要支持部材のウェブのネット板厚（mm）

ReH： 主要支持部材のウェブプレートの材料の最小降伏応力（N/mm2） 

5. ブラケット 

5.1 トリッピングブラケット

5.1.1 支持されないフランジの長さ

主要支持部材の支持されないフランジの長さ，すなわちトリッピングブラケット間の距離（m）は，次の算式による値

以下としなければならない。 

 
ø

ö
çç
è

æ

 
ø

ö
ç
è

æ +
=

-
-

-

eHnw
nf

nf
fb RAA

A
CbS 235

3
50

50

50  ただし，Sb-min 未満とする必要はない。 

bf： 主要支持部材のフランジの幅（mm）

C： 細長係数で，次による。 
022.0=C  対称のフランジに対して 

033.0=C  非対称のフランジに対して 

Af-n50： フランジのネット断面積（cm2）

Aw-n50： ウェブプレートのネット断面積（cm2）

ReH： 主要支持部材の材料の最小降伏応力（N/mm2）

Sb-min： 支持されないフランジの最小長さで，次による。 
mSb 0.3min =-  貨物タンク区域内又は貨物倉区域内におけるタンク境界，貨物倉境界又は暴露甲板を

含む船体外板に設ける主要支持部材に対して 
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mSb 0.4min =-  上記以外の箇所に設ける主要支持部材に対して 

5.1.2 遊辺の補強

表 3 に示す遊辺の有効長さ bl （mm）が次に示す算式による値を超える場合，主要支持部材のトリッピングブラケット

は，フランジ又は遊辺に防撓材を設置することにより補強しなければならない。 

bb t75=l  

tb： ブラケットのウェブのネット板厚（mm） 
5.2 端部ブラケット

5.2.1 寸法

圧縮応力を受ける端部ブラケットのウェブのネット板厚（mm）は，次の算式による値以上としなければならない。 

235
eHb

b
R

C
dt =  

db： ブラケットの深さ（mm）で，表 3 による。

C： 細長係数で，表 3 による。

ReH：端部ブラケットの材料の最小降伏応力（N/mm2） 
5.3 遊辺の補強

5.3.1 ブラケットの遊辺の補強

ブラケットに設ける遊辺補強材のウェブ深さ hw（mm）は，次の算式による値以上としなければならない。 

2351000
eHb

w
RC

h
l

=  又は 50mm のどちらか大きい値 

C： 細長係数で，次による。 
75=C  端部ブラケットに対して 

50=C  トリッピングブラケットに対して 

ReH：補強材の材料の最小降伏応力（N/mm2） 
5.3.2 遊辺補強材の寸法

遊辺補強材のウェブプレート及びフランジのネット板厚は，3.1.1 及び 3.1.2 の規定を満足しなければならない。 
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表 3 ブラケットの寸法に対する座屈係数 C 

モード C 

遊辺補強材なしのブラケット 

 

1620 + 
ø

ö
çç
è

æ
=

b

bdC
l

 

ただし， 0.125.0 ££
b

bd
l

 

遊辺補強材ありのブラケット 

 

70=C  

6. その他の構造 

6.1 梁柱

6.1.1 I 型断面の梁柱の寸法

I 型断面の場合，ウェブプレート及びフランジの板厚は，3.1.1 及び 3.1.2 の規定に適合しなければならない。

6.1.2 ボックス型断面の梁柱の寸法

薄板で囲まれたボックス型断面の板厚は，3.1.1(a)の規定に適合しなければならない。

6.1.3 円筒型断面の梁柱の寸法

円筒型断面の梁柱のネット板厚 t（mm）は，次の評価基準に適合しなければならない。 

50
rt ³  

r： 円筒型断面の板厚中心半径（mm） 
6.2 開口部の補強

6.2.1 遊辺補強材の深さ

遊辺補強材を図 2 にように設ける場合，開口部の遊辺補強材のウェブ深さ hw（mm）は，次の算式による値以上としな
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ければならない。 

235
eH

w
RCh l=  又は 50mm のどちらか大きい方 

C： 細長係数で，次による。 
50=C  

ReH：遊辺補強材の材料の最小降伏応力（N/mm2） 
6.2.2 遊辺補強材の寸法

遊辺補強材のウェブプレートとフランジのネット板厚は，3.1.1 及び 3.1.2 の規定を満足しなければならない。 

 
図 2 一般的な遊辺補強 
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3 節 規則算式による座屈要件 

記号 

allh ： 許容座屈使用係数で，8 章 1 節 3.3 の規定による。 

EPP： 基本板パネルで，3 章 7 節 2.1 の規定による。

LCP： 荷重計算点で，3 章 7 節 2.2.2 及び 3 章 7 節 3.2 の規定による。 

1. 一般 

1.1 範囲

1.1.1 
本節は，ハルガーダ圧縮応力及びハルガーダせん断応力を受ける湾曲パネルを含む板部材と防撓材に適用する。さらに，

圧縮応力を受ける次の構造部材を評価しなければならない。

・ 垂直波形横隔壁の波形部

・ 波形縦通隔壁の波形部

・ 支材

・ 梁柱

・ クロスタイ

1.1.2
ハルガーダ座屈強度要件は，船の全長にわたって適用する。

1.1.3 設計荷重条件

6 章 2 節 2 に規定する非損傷状態及び浸水状態の両方の全ての設計荷重条件について，6 章 2 節 1.3 に規定する圧力組

合せを用いて座屈強度評価を行わなければならない。

各設計荷重条件の全ての動的荷重ケースについて，面外圧力は，3 章 7 節に規定する荷重計算点に対し，4 章に従って

決定され，2.2 に規定するハルガーダ応力の組合せと同時に適用しなければならない。

1.2 等価パネル

1.2.1 
縦式構造において，パネル幅 b の範囲内で板厚が変化する場合，板厚を薄い方の板厚 t1 とする等価パネルを用いて座屈

評価を行わなければならない。等価パネルの幅 beq は，次の算式により求まる値とする。 
5.1

2

1
21  

ø

ö
çç
è

æ
+=

t
tbeq ll  

1l ： 薄い方のネット板厚 t1 の箇所のパネル幅（mm）（図 1 参照） 

2l ： 厚い方のネット板厚 t2 の箇所のパネル幅（mm）（図 1 参照） 

 
図 1 パネル幅の範囲内での板厚の変化 
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1.2.2
横式構造において，EPP 内で板厚が変化する場合，EPP の板厚を EPP 内に存在するある板厚で一定と仮定した上で，

EPP の LCP において算出した応力と圧力を適用して，板部材及び防撓材の座屈評価を行わなければならない。評価につ

いては，EPP 内に存在する板厚毎に実施する。

1.2.3 材料

パネル内で材料が異なる場合，座屈強度評価においては，最小の降伏強度を用いなければならない。 

2. ハルガーダ応力 

2.1 一般

2.1.1 
ハルガーダ曲げ応力 hgs （N/mm2）は，6 章 2 節の規定による。 

2.1.2 
パネル i におけるハルガーダせん断応力 hgt （N/mm2）は，次の算式による。 
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QTot(x)： 船長方向位置 x における垂直せん断力の総和（kN）で，次の算式による。 

・ 設計荷重組合せ S+D に対して 

・ 航海状態に対して 
( ) LCwvswTot QQxQ -+=  

・ 船の長さ LCSRが 150m 以上のばら積貨物船の浸水状態に対して 
( ) LCwvfswTot QQxQ -- +=  

・ 設計荷重組合せ S に対して 

・ 港内又は閉囲された水域での航行状態に対して 
( ) pswTot QxQ -=  

qvi：  パネル i における寄与率で，5 章 1 節 3.2.1 の規定による。

ti-n50： せん断応力計算に用いられるパネル i のネット板厚（mm）で，5 章 1 節 3.2.1 の規定による。

Qsw： 考慮する船体横断面の位置における航海状態での正又は負の許容静水中垂直せん断力（kN）で，4 章 4

節 2.3.3 の規定による。 

Qsw-p： 考慮する船体横断面の位置における港内又は閉囲された水域での正又は負の許容静水中垂直せん断力

（kN）で，4 章 4 節 2.3.4 の規定による。 

Qsw-f： 考慮する船体横断面の位置における浸水状態での正又は負の許容静水中垂直せん断力（kN）で，4 章 4
節 2.3.5 の規定による。 

Qwv-LC： 考慮する船体横断面の位置における考慮する動的荷重ケースの非損傷状態又は浸水状態での航海時の

波浪中垂直せん断力（kN）で，4 章 4 節 3.5.3 の規定による。 

2.2 応力組合せ

2.2.1 
基本板パネル及び防撓材は，次の応力組合せを用いて，3 に示す評価基準を満足しなければならない。

(a) 縦式構造の場合 
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(b) 横式構造の場合 
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hgs ： 基本板パネル又は防撓材におけるハルガーダ曲げ応力（N/mm2）で，2.1.1 の規定による。 

hgt ： 基本板パネル又は防撓材の付き板におけるハルガーダせん断応力（N/mm2）で，2.1.2 の規定による。 

3. 座屈評価基準 

3.1 防撓パネル全体

3.1.1 
防撓パネル全体の座屈強度は，次の評価基準を満足しなければならない。 

allOverall hh £  

Overallh ： 最大使用係数で，8 章 5 節 2.1 の規定による。 

3.2 板部材

3.2.1 
基本板パネルの座屈強度は，次の評価基準を満足しなければならない。 

allPlate hh £  

Plateh ： SP-A に従って計算された板部材に対する最大使用係数で，8 章 5 節 2.2 の規定による。 

単船側ばら積貨物船のホッパタンクとトップサイドタンクとの間で垂直方向に防撓された船側外板に対する Plateh にあ

っては，8 章 5 節表 3 のパネルの短辺固定に対応するケース 12 及び 16 において， ys を平均化し 1=yy と見なして，決

定しなければならない。

3.3 防撓材

3.3.1 
防撓材又は単船側ばら積貨物船の倉内肋骨の座屈強度は，次の評価基準を満足しなければならない。 

allStiffener hh £  

Stiffenerh ： 防撓材に対する最大使用係数で，8 章 5 節 2.3 の規定による。 

（備考 1）3.1.1 に示す防撓パネル全体の強度を満足する場合にのみ，本強度評価を満足することができる。 

3.4 垂直波形横隔壁及び垂直波形縦通隔壁

3.4.1 
垂直波形横隔壁及び垂直波形縦通隔壁のせん断座屈強度は，次の評価基準を満足しなければならない。 

allShear hh £  

Shearh ： 波形隔壁に対する最大せん断使用係数 

c

bhd
Shear t

th =  

bhdt ： 隔壁のせん断応力（N/mm2）で，次による。 

・ 縦通隔壁の場合：2.1.2 に規定するハルガーダせん断応力

・ 横隔壁の場合：2 編 1 章 3 節 3.2.1 に規定する波形部におけるせん断応力 

ct ： 限界せん断応力（N/mm2）で，8 章 5 節 2.2.3 の規定による。 

3.5 水平波形縦通隔壁

3.5.1 
各波形部（1/2 フランジ＋1 ウェブ＋1/2 フランジの範囲）は，次の評価基準を満足しなければならない。 

allhh £  

h ： 柱としてみた単位波形部全体に対する使用係数で，8 章 5 節 3.1 の規定による。 
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3.6 支材，梁柱及びクロスタイ

3.6.1 
支材，梁柱及びクロスタイの圧縮座屈強度は，次の評価基準を満足しなければならない。 

allhh £  

h ： 支材，梁柱又はクロスタイの最大座屈使用係数で，8 章 5 節 3.1 の規定による。 
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4 節 直接強度解析における座屈要件 

記号 

allh ： 許容座屈使用係数で，8 章 1 節 3.3 の規定による。 

a ： パネルのアスペクト比で，8 章 5 節の規定による。 

1. 一般 

1.1 範囲

1.1.1 
本節の規定は，圧縮応力，せん断応力及び面外圧力に対する直接強度解析の座屈評価に適用する。

1.1.2 
7 章に従って実施する有限要素解析における全ての構造要素に対して，個々に評価を行わなければならない。座屈評価

を行う構造要素は，次によらなければならない。-

・ 防撓パネル及び非防撓パネル（湾曲パネルを含む）

・  開口を有するウェブ

・  波形隔壁

・ 単船側ばら積貨物船の垂直方向に防撓される船側外板

・  支材，梁柱及びクロスタイ 

2. 防撓パネル及び非防撓パネル 

2.1 一般

2.1.1 
船体構造におけるパネルは，防撓パネル又は非防撓パネルとしてモデル化しなければならない。表 1 及び図 1 から図 9

に従って，8 章 1 節 3 に規定する手法 A 及び手法 B を用いなければならない。

2.1.2 パネルの平均板厚

パネル内で板厚が一定でない場合には，座屈評価に用いるパネルは，次に示す加重平均板厚を用いて，7 章に従いモデ

ル化しなければならない。 
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Ai： i 番目の板要素の面積

ti： i 番目の板要素のネット板厚

n： 座屈パネルを構成する有限要素の数 
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表 1 構造部材 

構造要素 評価法 標準的なパネルの定義 

縦強度部材（図 1，図 5 及び図 7 参照） 

縦式防撓パネル

外板

甲板

内殻

ホッパタンク斜板

縦通隔壁 

SP-A 
長さ方向：ウェブフレーム間

幅方向：主要支持部材間 

縦通隔壁直下又はホッパタンク斜板と交

差するボトムガーダ 
SP-A 

長さ方向：ウェブフレーム間

幅方向：全ウェブ深さ 

縦通隔壁直下にない又はホッパタンク斜

板と交差しないボトムガーダのウェブ 
SP-B 

長さ方向：ウェブフレーム間

幅方向：全ウェブ深さ 

ホッパタンク斜板と交差する二重船側内

の縦桁のウェブ 
SP-A 

長さ方向：ウェブフレーム間

幅方向： 全ウェブ深さ 

ホッパタンク斜板と交差しない二重船側

内の縦桁のウェブ 
SP-B 

長さ方向：ウェブフレーム間

幅方向： 全ウェブ深さ 

単船殻のガーダ又はストリンガのウェブ UP-B 局部防撓材／面材／主要支持部材間の板 

横強度部材（図 2，図 6 及び図 8 参照） 

甲板横部材のウェブ（ブラケットを含む） UP-B 局部防撓材／面材／主要支持部材間の板 

二重船側内の横桁 SP-B 
長さ方向：全ウェブ深さ

幅方向：主要支持部材間 

不規則に防撓されたパネル，例えばホッ

パタンクやビルジ部のウェブのパネル 
UP-B 局部防撓材／面材／主要支持部材間の板 

フロア SP-B 
長さ方向：全ウェブ深さ

幅方向：主要支持部材間 

横桁（ブラケットを含む） UP-B ウェブ防撓材／面材／主要支持部材間の板 

クロスタイのウェブ UP-B ウェブ防撓材／面材／主要支持部材間の板 

油密及び水密横隔壁（図 3 参照），制水横隔壁（図 4 参照） 

規則的に防撓された隔壁パネル

で，規則的に配置された防撓材に対して

直角に付く座屈防止のための二次防撓材

（カーリング等）を含む  

SP-A 
長さ方向：主要支持部材間

幅方向：主要支持部材間 

不規則に防撓された隔壁パネル（例えば

ホッパタンクやビルジ部のウェブのパネ

ル） 
UP-B 局部防撓材／面材間の板 

隔壁付きストリンガのウェブ（ブラケッ

トを含む） 
UP-B ウェブ防撓材／面材間の板 
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表 1 構造部材（続き） 

構造要素 評価法 標準的なパネルの定義 

波形横隔壁及びクロスデッキ（図 9 参照） 

上部／下部スツール（防撓材を含む） SP-A 
長さ方向：スツール内のダイアフラムのウェブ間 

幅方向：スツール側板の長さ 

スツール内のダイアフラムのウェブ UP-B 局部防撓材／面材／主要支持部材間の板 

クロスデッキ SP-A 局部防撓材／主要支持部材間の板 

備考 1： SP 及び UP は，それぞれ防撓パネル及び非防撓パネルを表す。

備考 2： A 及び B は，それぞれ手法 A 及び手法 B を表す。 

2.1.3 パネルの降伏応力

パネルの降伏応力 ReH_Pは，パネル内の要素の降伏応力の最小値とする。

2.2 防撓パネル

2.2.1 
座屈の全体挙動を表現するため，表 1 に示す範囲の防撓パネルでは，各防撓材（付き板を有する）をモデル化しなけれ

ばならない。

2.2.2 
防撓材寸法又は防撓材心距が防撓パネル内で変化する場合，パネル内の全ての配置（すなわち，防撓材及び防撓材間の

板のそれぞれ）について個々に計算しなければならない。考慮する箇所の板厚，防撓材寸法及び防撓材心距がパネル全体

で同一と仮定して計算を行う。 

 
図 1 油タンカーの縦通板部材 

 

湾曲した

パネルに対

する手法 
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図 2 油タンカーの横部材 

 
 

図 3 油タンカーの横隔壁 

 
 

図 4 クロスタイ 

 

クロスタイの

梁柱座屈に対

する手法 

開口部に対

する手法 
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図 5 単船側ばら積貨物船の縦通板部材 

 
 

図 6 単船側ばら積貨物船の横部材 

 

湾曲したパ
ネルに対す
る手法 

垂直方向に
防撓される
船側外板に
対する手法 
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図 7 二重船側ばら積貨物船の縦通板部材 

 
 

図 8 二重船側ばら積貨物船の横部材 

 

湾曲したパ
ネルに対す
る手法 
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図 9 ばら積貨物船の波形隔壁及びクロスデッキ 

 

波形隔壁に対する手法 

甲板口側線外の甲板 

クロスデッキ 
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2.3  非防撓パネル

2.3.1 不規則パネル

ウェブフレーム，ストリンガ及びブラケットにあっては，パネルの形状（ウェブ防撓材／面材に囲まれたパネル）は矩

形でない場合がある。この場合，不規則な形状に対しては 2.3.2，三角形形状に対しては 2.3.3 に従って，当該パネルを等

価な矩形パネルと考え，座屈評価を満足しなければならない。

2.3.2 不規則な形状を有する非防撓パネルのモデル化

不規則な形状を有する非防撓パネルは，板の座屈評価を行うため，次の手順に従って等価なパネルに理想化しなければ

ならない。

(a) 多角形板において，最も 90 度に近い 4 つのコーナを特定する。  

 
(b) 多角形板の境界に沿ったコーナ間の距離，すなわち，コーナ間の各直線部分の合計距離を計算する。 

 
(c) 向かい合う辺の長さの合計 d1+d3 及び d2+d4 のうち，小さい方を特定する。

(d) 選んだ向かい合う辺のそれぞれ中間の点（すなわち，境界に沿ったコーナ間の距離の半分における点）を直線で結

ぶ。この線分を強度モデルの長辺方向と定義する。この線分の長さを強度モデルの長さ a として定義する。 

 
(e) 短辺方向の長さ b（mm）は，次の算式による。 

aAb =  

A： 板の面積（mm2）

a： (d)に示す長さ（mm） 

 
(f)  直接強度解析から求まる応力は，等価な矩形パネルの座標系における値に変換しなければならない。これらの応力

は，座屈評価において用いなければならない。

2.3.3 三角形形状を有する非防撓パネルのモデル化

三角形形状を有する非防撓パネルは，板の座屈評価を行うため，次の手順に従って等価なパネルに理想化しなければな

らない。

(a) 次に示すように中線を引く。 

 
(b) 中線の内，最長のものを特定する。この中線の長さを 1l （mm）とし，この中線を強度モデルの長辺方向と定義す

る。 
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(c) モデルの幅 2l （mm）は，次の算式による。 

12 ll A=  

A： 板の面積（mm2） 

 
(d) 等価な矩形パネルの短辺方向の長さ b 及び長辺方向の長さ a（mm）は，次の算式による。 

triC
b 2l

=  

triCa  = 1l  

6.04.0
1

2 +=
l

l
triC  

(e) 直接強度解析から求まる応力は，等価な矩形パネルの座標系における値に変換し，等価な矩形パネルの座屈評価に

おいて用いなければならない。 

2.4 参照応力

2.4.1
座屈モデルに適用する応力分布は，直接強度解析により求めなければならない。

2.4.2
参照応力は，付録 1 に規定する参照応力に基づく応力を用いて計算しなければならない。

2.5 面外圧力

2.5.1
直接強度解析に適用する面外圧力は，座屈評価においても適用しなければならない。

2.5.2
座屈パネルが多数の有限板要素から構成されていて，座屈パネル内の面外圧力が一定でない場合，平均面外圧力

（N/mm2）は，次の算式を用いて計算しなければならない。 

å

å
= n

i

i

n

i

avr

A

PA
P

1

1  

Ai： i 番目の板要素の面積（mm2）

Pi： i 番目の板要素の面外圧力（N/mm2）

n： 座屈パネル内の有限要素の数 

2.6 座屈評価基準

2.6.1 UP-A
UP-A の圧縮座屈強度は，次に示す評価基準を満足しなければならない。 

allAUP hh £-
 

AUP-h ：板に対する最大使用係数で，8 章 5 節 2.2 に規定する手法 A に従って計算する。 

2.6.2 UP-B
UP-B の圧縮座屈強度は，次に示す評価基準を満足しなければならない。 

allBUP hh £-
 

BUP-h ：板に対する最大使用係数で，8 章 5 節 2.2 に規定する手法 B に従って計算する。 
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2.6.3 SP-A
SP-A の圧縮座屈強度は，次に示す評価基準を満足しなければならない。 

allASP hh £-  

ASP-h ： 防撓パネルに対する最大使用係数で，次のうちの最大値とする。 

・ 8 章 5 節 2.1 に規定する防撓パネル全体の強度

・ 8 章 5 節 2.2 に規定する手法 A に従って計算する板部材の強度

・ 8 章 5 節 2.3 に規定する防撓材の座屈強度で，形状（板厚，寸法），圧力（2.5.2 参照）及び防撓材

の両側の各 EPP における参照応力を別々に考慮するものとする。 

（備考 1）防撓材の座屈強度評価は，8 章 5 節 2.1 に示す防撓パネル全体の強度を満たす場合にのみ，満足する。 

2.6.4 SP-B
SP-B の圧縮座屈強度は，次に示す評価基準を満足しなければならない。 

allBSP hh £-  

BSP-h ： 防撓パネルに対する最大使用係数で，次のうちの最大値とする。 

・ 8 章 5 節 2.1 に規定する防撓パネル全体の強度

・ 8 章 5 節 2.2 に規定する手法 B に従って計算する板部材の強度

・ 8 章 5 節 2.3 に規定する防撓材の座屈強度で，形状（板厚，寸法），圧力（2.5.2 参照）及び防撓材

の両側の各 EPP における参照応力を別々に考慮するものとする。 

（備考 1）8 章 5 節 2.1 に示す防撓パネル全体の強度を満足する場合にのみ，防撓材の強度評価を実施することができる。

2.6.5 開口を有するウェブ

開口を有する主要支持部材のウェブは，次の評価基準を満足しなければならない。 

allopening hh £  

openingh ：開口を有するウェブに対する最大使用係数で，8 章 5 節 2.4 の規定による。 

3. 波形隔壁 

3.1 一般

3.1.1 
波形隔壁においては，次の 3 つの座屈崩壊モードに対して評価を行わなければならない。

・ 波形部の全体コラム座屈

・ 波形部のフランジにおけるパネルの座屈

・ 波形部のウェブにおけるパネルの座屈

3.2 参照応力

3.2.1 
波形部のフランジ及びウェブの各パネルを評価しなければならない。

3.2.2 
要素中心の膜応力を用いなければならない。

3.2.3 
波形部に平行な方向の最大直応力 xs は，次の 2 つの応力の最大値とする。 

・ 波形部に平行な方向の直応力のうち，波形部の端部から b/2 における応力

・ 波形部に平行な方向の直応力のうち，波形部のスパン中央における応力

波形部の端部にシェダープレートを設ける場合，波形部の端部における直応力は，構造に応じて，シェダープレートと

フランジ又はウェブの幅中央の交点から b/2 における値としなければならない。

最大せん断応力は，波形部に平行な方向の直応力に対する上記の規定と同様に，端部から b/2 の点における波形部のフ

ランジ又はウェブの最大のせん断応力とする。

平面応力 xs ， ys 及びせん断応力 t は，考慮する位置に該当する部材（フランジ又はウェブ）の幅にわたって平均化し

た要素応力としなければならない。

端部から b/2 における応力値を有限要素から直接得ることができない場合，当該位置における応力は補間法により求め

なければならない。この場合，波形部の端部（又はシェダープレートを設ける場合，シェダープレートとフランジ又はウ
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ェブの幅中央との交点）から b/2 に位置する点における応力値を求めるためには，波形部の端部（又はシェダープレート

を設ける場合，シェダープレートとフランジ又はウェブの幅中央との交点）から b/2 に位置する点より 3b の距離に含ま

れる要素の応力を用いて補間を行わなければならない。平面応力 xs 及び ys の補間は，8 章付録 1 の 2.1 に従って行わな

ければならない。

b/2 の位置のせん断応力は b/2 に最も近い要素間の線形補間により求めること。

本要件の適用にあたり，b は次による。 

b： 考慮する波形部の部材（フランジ又はウェブ）の幅 

3.2.4 
フランジのパネル内で板厚が一定でない場合，各板厚に対して，最大応力を算出し座屈評価を実施しなければならない。

3.3 全体コラム座屈

3.3.1 
軸圧縮を受ける波形隔壁の全体座屈崩壊モードとして，コラム座屈を考慮しなければならない。（例えば，水平波形隔

壁及び局所的上下荷重を受ける立て式波形隔壁では考慮すること）

 
表 2 波形隔壁に対する全体コラム座屈の適用 

隔壁の形式 
波形隔壁の形式 

水平式 立て式 

縦通隔壁 要求 局部的上下荷重（クレーン荷重等）を

受ける場合，要求 横隔壁 要求 

 

3.3.2 
1/2 フランジ＋ウェブ＋1/2 フランジの範囲内の各波形部（図 10 においてグレーで示す波形の 1/2 ピッチ）は，次の評

価基準を満足しなければならない。 

allOverall hh £  

Overallh ：8 章 5 節 3.1.1 及び 8 章 5 節 3.1.2 に規定する全体コラム座屈に対する最大使用係数で，支持されない長

さが波形部の長さであるピラーとして考慮したものとする。 

 
図 10 波形の 1/2 ピッチ 

 

3.3.3 
端部拘束係数 fend は，波形深さの 2 倍を超える幅のスツールを有する場合の端部支持条件は固定とし，それ以外は単純

支持とする。

3.4 局部座屈

3.4.1 
波形隔壁の単一のフランジ及び単一のウェブに対する圧縮座屈強度は，次の評価基準を満足しなければならない。 

allCorr hh £  

Corrh ：単一のフランジ又は単一のウェブに対する最大使用係数で，8 章 5 節 3.2.1 の規定による。 

上記の評価基準の適用にあたっては，次の 2 つの応力組合せを考慮しなければならない。

・ 波形部に平行な方向の直応力の最大値 xs と，波形部に平行な方向の直応力が最大となる箇所における波形部に垂

直な方向の応力 ys 及びせん断応力 t との組合せ 
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・ せん断応力の最大値 t と，せん断応力が最大となる箇所における波形部に平行な方向の直応力 xs 及び波形部に垂

直な方向の応力 ys との組合せ 

座屈評価は，アスペクト比αを 2 とし，最大圧縮／せん断応力が発生する箇所の板厚を用いて実施しなければならない。

（3.2.4 参照） 

4. 単船側ばら積貨物船の垂直方向に防撓される船側外板 

4.1  座屈評価基準

4.1.1 船側外板

単船側ばら積貨物船の垂直方向に防撓される船側外板に対する圧縮座屈強度は，次に示す評価基準を満足しなければな

らない。 

allvss hh £  

vssh ： 垂直方向に防撓される船側外板に対する最大使用係数で，8 章 5 節 2.2.1 に規定する手法 A に従って

計算する。パネルの短辺固定に対応する次の境界条件及び応力の組合せを考慮すること。 

・ 4 辺単純支持（8 章 5 節表 3 のケース 1, 2 及び 15） 

・ 垂直方向の応力のみ 
・ 1=a 及び 1=xy として，垂直方向の最大応力を用いる。 

・ 垂直方向の最大応力と縦通方向及びせん断応力との組合せ 
・ 2=a 及び 1== yx yy として，座屈パネル内の垂直方向の最大応力と，垂直方向の応力が最

大となる箇所におけるせん断及び縦通方向の応力との組合せを用いる。 

・ 座屈強度評価において考慮する板厚は，垂直方向の応力が最大となる箇所における板厚とす

る。 

・ 最大せん断応力と縦通方向及び垂直方向の応力との組合せ 
・ 2=a 及び 1== yx yy として，座屈パネル内の最大せん断応力と，せん断応力が最大となる

箇所における縦通方向及び垂直方向の応力との組合せを用いる。 

・ 座屈強度評価において考慮する板厚は，せん断応力が最大となる箇所における板厚とする。 

・ 短辺固定（8 章 5 節表 3 のケース 11, 12 及び 16） 

・ 縦通方向の分布応力と垂直方向及びせん断応力との組合せ 
・ 座屈パネルの実サイズを用いてa を決定する。 

・ 縦通方向の応力，垂直方向の応力及びせん断応力は，それぞれ平均値を用いる。

・ 1== yx yy とする。 

・ 座屈強度評価において考慮する板厚は，座屈パネル内の板厚の最小値とする。 

4.1.2 倉内肋骨

単船側ばら積貨物船の倉内肋骨に対する圧縮座屈強度は，次に示す評価基準を満足しなければならない。 
allStiffener hh £  

Stiffenerh ： 防撓材に対する最大使用係数で，8 章 5 節 2.3 の規定による。 

5. 支材，梁柱及びクロスタイ 

5.1  座屈評価基準

5.1.1 
支材，梁柱及びクロスタイに対する圧縮座屈強度は，次に示す評価基準を満足しなければならない。 

allPillar hh £  

Pillarh ： 支材，梁柱及びクロスタイに対する最大使用係数で，8 章 5 節 3.1 の規定による。 
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5 節 座屈強度 

記号 

本節に規定されない記号については，1 章 4 節による。

As： 付き板を含まない防撓材のネット断面積（mm2）

a： パネルの長辺方向の長さ（mm）

b： パネルの短辺方向の長さ（mm）

beff： 防撓材の付き板の有効幅（mm）で，2.3.5 の規定による。

beff1： せん断遅れによる影響を無視した防撓材の付き板の有効幅（mm）で，次による。 
・ 0>xs の場合 

・ 規則計算による評価に対して： 

2
2211

1
bCbCb xx

eff
+

=  

・ 有限要素解析に対して： 
bCb xeff =1  

・ 0£xs の場合 
bbeff =1  

bf： 防撓材のフランジの幅（mm）

b1, b2：考慮する防撓材の両側のパネルの幅（mm）

Cx1, Cx2：表 3 に規定する軽減係数で，ケース 1 に従い考慮する防撓材の両側の EPP1 及び EPP2 に使用する。

d : 表 4 に示す湾曲パネルに対応する円柱軸に平行な辺の長さ（mm）

de : ウェブ上端からフランジの頂部までの距離（mm）で，3 章 2 節図 3 による。

ef： 付き板からフランジ中央までの距離（mm）（図 1 参照）で，次による。 
平鋼の場合： wf he =  

バルブプレートの場合： fwf the 5.0-=  

山型鋼，L2 材及び T 型鋼の場合： fwf the 5.0+=  

L3 材の場合： fewf tdhe 5.0--=  

Flong： 係数で，2.2.4 の規定による。

Ftran： 係数で，2.2.5 の規定による。

hw： 防撓材のウェブ深さ（mm）（図 1 参照） 
l ： 防撓材のスパンで主要支持部材間の心距に等しい。又は倉内肋骨のスパンでホッパタンクとトップサイドタンク

間の距離に等しい。（mm）（2 編 1 章 2 節図 2 参照） 

R： 湾曲パネルの半径（mm）

ReH_P：板の最小降伏応力（N/mm2）

ReH_S：防撓材の最小降伏応力（N/mm2）

S： 部分安全係数で，次による。 
・ S = 1.1 ： ハッチカバーや据付台に対するコンテナ荷重のように局部集中荷重を受ける構造部材の場合

・ S = 1.15： ばら積貨物船のハッチコーミング，トップサイドタンク斜板，ホッパタンク斜板，内底板，内殻

板，単船側構造の船側外板並びに横隔壁の上部及び下部スツールの防撓材の場合 

・ S = 1.0 ： 上記以外の全ての場合 
tp： パネルのネット板厚（mm）

tw： 防撓材のウェブのネット板厚（mm）

tf： フランジのネット板厚（mm）

x axis： 矩形座屈パネルの長辺に平行な局部座標軸

y axis： 矩形座屈パネルの長辺に垂直な局部座標軸 

② 

② 



－432－

（2019 鋼船規則 CSR-B&T編  1編  8章  5節）

a ： パネルのアスペクト比（表 3 参照）で，次による。 

b
a

=a  

b ： 係数で，次による。 

a
yb -

=
1  

w ： 係数で，次による。 
);3min( aw =  

xs ： 座屈パネルの辺上に作用する x 軸方向の応力（N/mm2） 

ys ： 座屈パネルの辺上に作用する y 軸方向の応力（N/mm2） 

1s ： 最大応力（N/mm2） 

2s ： 最小応力（N/mm2） 

Es ： 弾性座屈参照応力（N/mm2）で，次による。 

・ 2.2.1 による板部材の限界状態を適用する場合 

( )
2

2

2

112  
ø

ö
çç
è

æ

-
=

b
tE p

E n
ps  

・ 2.2.6 による湾曲パネルを適用する場合 
2

2

2

)1(12  
ø

ö
çç
è

æ

-
=

d
tE p

E n
ps  

t ： 作用するせん断応力（N/mm2）

ct ： せん断座屈強度（N/mm2）で，2.2.3 の規定による。 

y ： 端部応力比で，次による。 

1

2

s
sy =  

g ： 荷重に掛ける応力の乗数。作用荷重が相関式に達する場合， cgg = となる。 

cg ： 崩壊時の応力の乗数 

図 1 防撓材の断面 

 

1. 一般 

1.1 範囲

1.1.1 
本節では，板部材，防撓材，主要支持部材，支材，梁柱，クロスタイ及び波形隔壁の座屈強度の決定手法について規定

する。

1.1.2 
本節の適用にあたり，構造部材に作用する応力 xs ， ys ， t は，次による。 

・ 規則計算による要件については，8 章 3 節の規定

・ 有限要素解析要件については，8 章 4 節の規定

1.1.3 座屈･最終強度

座屈･最終強度は，実際の応力組合せを適用した上で，2.1.1，2.2.1 及び 2.3.4 に規定する相関式が 1 に等しくなるまで

② 
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応力を比例的に増加及び減少させることにより計算する。

1.1.4 座屈使用係数

構造部材の座屈使用係数は，異なる座屈モードにおいて得られる使用係数の最大値に等しい。

1.1.5 面外圧

面外圧は，座屈強度評価において一定値として考慮しなければならない。 

2. 板部材及び防撓材の座屈強度 

2.1 防撓パネル全体の耐荷力

2.1.1 
弾性防撓パネルの限界状態は，次の相関式による。 

1=
f

Z

c
P  

cf及び Pzは，2.3.4 の規定による。 

2.2 板部材の耐荷力

2.2.1 板部材の限界状態

板部材の限界状態は，次の相関式による。 

1
'''''

00000
11

2
1

2
11 = 

ø

ö
ç
ç
è

æ
+ 

ø

ö
ç
ç
è

æ
+ 

ø

ö
ç
ç
è

æ
 
ø

ö
çç
è

æ
- 

ø

ö
çç
è

æ
e

c

c
e

cy

yc
e

cy

yc
e

cx

xc
e

cx

xc SSSSBS
t

tg
s
sg

s
sg

s
sg

s
sg  

0³xs の場合： 1
''

25.025.0 2
2

2
2 = 

ø

ö
ç
ç
è

æ
+ 

ø

ö
çç
è

æ pp

c

c

cx

xc SS
bb

t
tg

s
sg

 

0³ys の場合： 1
''

25.025.0 2
3

2
3 = 

ø

ö
ç
ç
è

æ
+ 

ø

ö
ç
ç
è

æ pp

c

c

cy

yc SS
bb

t
tg

s
sg

 

1
'

4 =
c

c S
t

tg
 

( )4321 ,,,min ccccc ggggg =  

xs , ys ： 板部材に作用する直応力（N/mm2）で，2.2.7 の規定による。 

t ： 板部材に作用するせん断応力（N/mm2） 
¢

cxs ： 座屈パネルの長辺に平行な方向の最終座屈応力（N/mm2）で，2.2.3 の規定による。 
¢

cys ： 座屈パネルの短辺に平行な方向の最終座屈応力（N/mm2）で，2.2.3 の規定による。 
¢

ct ： 最終座屈せん断応力（N/mm2）で，2.2.3 の規定による。 

1cg , 2cg , 3cg , 4cg ： 上記の異なる限界状態における崩壊時の応力の乗数。 2cg 及び 3cg は，それぞれ 0³xs 及び

0³ys の場合のみ考慮しなければならない。 

B： 係数で表 1 による。

e0： 係数で表 1 による。 
pb ： 板部材の細長パラメータで，次による。 

E
R

t
b PeH

p
p

_=b  

 
表 1 係数 B 及び e0 の定義 

作用応力 B e0 

0³xs  及び 0³ys  23.07.0 abp-  25.02 pb  

0<xs  又は 0<ys  1.0 2.0 
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2.2.2 参照細長比

参照細長比は，次によらなければならない。 

E

PeH

K
R

s
l _=  

K： 表 3 及び表 4 に示す座屈係数 

2.2.3 最終座屈応力

板部材の最終座屈応力（N/mm2）は，次によらなければならない。 
PeHxcx RC _'=s  

PeHycy RC _'=s  

せん断力を受ける板部材の最終座屈応力（N/mm2）は，次によらなければならない。 

3
' _ PeH

c
R

Ctt =  

Cx, Cy, tC ：表 3 に示す軽減係数 
・ 2.2.1 の第 1 算式において， 0<xs 又は 0<ys の場合，軽減係数は次による。 

1=== tCCC yx  

・ その他の場合 

・ SP-A 及び UP-A の場合，表 3 に従って Cy を計算する際には次を用いる。 

0111 ³ 
ø

ö
ç
è

æ -=
a

c  

・ SP-B 及び UP-B の場合，表 3 に従って Cy を計算する際には次を用いる。  
11 =c  

・ ばら積貨物船の垂直方向に防撓される単船側部の場合，表 3 に従って Cy を計算する際には次を用いる。 

0111 ³ 
ø

ö
ç
è

æ -=
a

c  

・ 波形隔壁の波形部の場合，表 3 に従って Cy を計算する際には次を用いる。 

0111 ³ 
ø

ö
ç
è

æ -=
a

c  

板の境界条件は，表 3 のケース 1，2 及び 15 に示すように，単純支持として考慮しなければならない。境界条件が単純

支持と大きく異なる場合は，本会の同意を条件として，表 3 の別のケースに従って，より適切な境界条件を適用して差し

支えない。

2.2.4 修正係数 Flong

座屈パネルの長辺方向の端部防撓材のタイプにより決定される修正係数 Flong は，表 2 による。異なる端部防撓材を持

つ板部材に対しては，Flong の平均値を用いなければならない。防撓材のタイプが表 2 に示すもの以外の場合は，c の値は

本会の同意を得た値としなければならない。また，非線形有限要素解析を用いたパネルの座屈強度評価により c の値を検

証し，かつ，本会が適当と認める場合にあっては，表 2 に示す c の値より大きい値を用いて差し支えない。 
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表 2 修正係数 Flong 

構造要素のタイプ Flong c 

非防撓パネル 1.0 N/A 

防撓パネル 両端固定以外の防撓材 1.0 N/A 

両 端 固 定

の防撓材 

平鋼 (1) 
1>

p

w

t
t の場合 1+= cFlong  

1£
p

w

t
t の場合 1

3

+ 
ø

ö
ç
ç
è

æ
=

p

w
long t

tcF  

0.10 

バルブプレート 0.30 

山型鋼，L2 材及び L3 材 0.40 

T 型鋼 0.30 

剛性の高い桁部材（船底横

桁等） 1.4 N/A 

ハッチカバーに設ける U

型鋼
(2) 

・U 型鋼を設けた板部材

・ 12 bb < の場合 1=longF  

・ 12 bb ³ の場合 

ú
ú
ú

û

ù

ê
ê
ê

ë

é

 
ø

ö
ç
ç
è

æ
+ 

ø

ö
çç
è

æ
-=

3

2

1 155.055.1
p

w
long t

t
c

b
bF  

・その他の U 型鋼： 1=longF  

0.2 

(1) twは，2.3.2 に規定する修正を含まないウェブのネット板厚（mm）とする。

(2) b1及び b 2 は 2 編 1 章 5 節図 1 の規定による。 
 

2.2.5 修正係数 Ftran

修正係数 Ftran は，次によらなければならない。

・ 単船側ばら積貨物船のホッパタンク及びトップサイドタンク間の横式に防撓された EPP の場合： 

・ Ftran=1.25： 2 つの隣接する肋骨が，隣接する板部材の箇所において 1 つのトリッピングブラケットに

より支持される場合 

・ Ftran=1.33： 2 つの隣接する肋骨が，隣接する板部材の箇所において 2 つのトリッピングブラケットに

より支持される場合 

・ Ftran=1.15： 上記以外の場合 

・ 上記以外の場合：Ftran =1 

2.2.6 湾曲パネル

本規定は， 2500£ptR の湾曲パネルに適用する。その他の湾曲パネルについては，2.2.1 の規定による限界状態の規定

を適用する。

湾曲パネルの限界状態は，次の相関式による。 

0.1
3

5.0
2

_

25.1

___

25.1

_
= 

ø

ö
ç
ç
è

æ
+ 

ø

ö
ç
ç
è

æ
+ 

ø

ö
ç
ç
è

æ
 
 
ø

ö
ç
ç
è

æ
 - 

ø

ö
ç
ç
è

æ

PeH

c

PeHtg

tgc

PeHtg

tgc

PeHax

axc

PeHax

axc

RC
S

RC
S

RC
S

RC
S

RC
S

t

tgsgsgsgsg
 

axs : 湾曲パネルの作用軸応力（N/mm2）。引張の場合，0 とする。 

tgs : 湾曲パネルの作用接線応力（N/mm2）。引張の場合，0 とする。 

tCCC tgax ,, : 湾曲パネルの座屈軽減係数で，表 4 による。 

湾曲パネルの応力の乗数 cg は，2.2.1 により展開した平板パネルに対する応力の乗数 cg より小さくする必要はない。 

 

② 
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表 3 平板パネルの座屈係数及び軽減係数 

ケース 応力比

y  
アスペ

クト比 
a  

座屈係数 K 軽減係数 C 

1 

 

 1.1
4.8

+
=

ylongx FK  

0£xs の場合： 

1=xC  

 
0>xs の場合： 

cll £ の場合 

1=xC  

cll > の場合 

 
ø
ö

ç
è
æ -= 2

22.01
ll

cCx  

25.1)12.025.1( £-= yc  

 
ø

ö
ç
ç
è

æ
-+=

c
c

c
88.011

2
l  

 
[ ])1026.6(63.7 yy --= longx FK  

 

 
[ ]2)1(975.5 y-= longx FK  

2 

 
 

 

 

 
ø
ö

ç
è
æ +

-
++

 
ø
ö

ç
è
æ +

=

12

2

2

9.64.2
100

)1(1

112

f
FK trany

a
yy

a  

0£ys の場合： 

1=yC  

 
0>ys の場合： 

 
ø

ö
ç
ç
è

æ -+
-= 2

2 )(1
ll

RHFRcC y  

 
)12.025.1( y-=c  

ただし，1.25 以下としなければなら

ない。

 
cll < の場合 

)/1( cR ll -=  

cll ³ の場合

22.0=R  

 
( )ccc /88.0115.0 -+=l  

1
2/1

91.0
1 cKF p ú

û

ù
ê
ë

é
 
ø

ö
ç
è

æ --= l  

ただし，0 以上としなければならな

い。

 
5.022 -= llp  

ただし， 2
pl は 1 以上 3 以下の値と

すること。

c1 は 2.2.3 の規定による。 

)4(

2
2 -+

-=
TTc

H ll  

6£a  )1)(1(1 --= ayf  

6>a  

)14)(61(6.01 a
a

a
y

+-=f  

ただし， 2
35.05.14

a
- を超える値としてはな

らない。 

 

 

 

( )
)239.64.2100)(1(

1200

21
2

3

22

fff
F

K tran
y

+++-

+
=

b
b  

 

 

)141(6.01 b
b

+=f  

ただし， 235.05.14 b- を超える値としては

ならない。 
032 == ff  

 

11
1 -=

b
f  

032 == ff   

 

)
3
2)(1(9)2(1 4

1 bwbwb
b

-----=f

032 == ff  

(
)

(
)

y
a

y
-

<
£

-
1

3
1

5.1
(

)
(

)
y

a
y

-
£

£
-

1
6

1
3

(
)

y
a

-
>

1
6

 
34

1
0

a
y

-
³

³
0

1
³

³
y

1-
£

y
1

0
-

>
>

y
0

1
³

³
y

② 

② 

② 



－437－

（2019 鋼船規則 CSR-B&T編  1編  8章  5節）

 

 

・ a > 1.5 の場合 

  
ø

ö
çç
è

æ
- 

ø

ö
çç
è

æ
--= 11)

3
1(1612 4

1 b
w

b
f  

 232 -= bf  

 03 =f  

・ a  £ 1.5 の場合 

 
 
ø

ö
çç
è

æ
- 

ø

ö
çç
è

æ
-

-
= 111

1
5.121 by

f
 

 a
y

-
-

=
1

)161( 2
4

2
f

f
 

 03 =f  

 
2

4 ));5.1(5.1( aMinf -=  

ただし，R 以上としなければならな

い。

 

3
1

15
14

++=
l

lT  

 

 

01 =f  

2
42 3

448)1(31.21 ff  
ø
ö

ç
è
æ ---+= bb  

 
ø

ö
ç
è

æ -
--=

31.1
1

81.1
)1(3 4

43
ab

fff  

2
4 ));5.1(5.1( aMinf -=  

 

 

3

2

1
972.5

f
FK trany -

=
b  

  
ø

ö
çç
è

æ +
+=

24.5
31

81.1
5

53
yfff  

2
5 ));1(1(

16
9 y-+= Maxf  

3 

 

 
13

)/1425.0(4 2

+
+

=
y

a
xK  

7.0£l の場合 
1=xC

7.0>l の場合 

51.0
1

2 +
=

lxC  

 

)42.31(5)1)(/1425.0(4 2 yyya --++=xK  

4 

 
 

2
31425.0 2

y
a

-
 
ø
ö

ç
è
æ +=xK  

5 

 

- 
 

28.1=xK  

 

2
2 13.056.01 a

a
++=xK  

6 

0
1

³
³

y

 

( )
2

2

)13(
425.04

ay
a

+
+

=yK  
7.0£l の場合 

1=yC  

7.0>l の場合 

)
51.0

1( 2 +
=

lyC  

1
0

-
³

>
y

 2

2
2

1)42.31(5

1)1)(425.0(4

a
yy

a
ya

--

++=yK
 

(
)

y
a

y
-

<
£

-
1

1
75.0

(
)

y
a

y
-

<
£

-
1

5.1
1

 
34

1
a

y
-

<

64.1
<

a
64.1

³
a

1
1

-
³

³
y

1
0

-
³

>
y

0
1

³
³

y

② 
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7 

1
1

-
³

³
y

 
2

2

2
)3()425.0(4

a
ya -

+=yK  

8 

- 42
13.056.01

aa
++=yK  

9 

 

- 97.6=xK  

83.0£l の場合 
1=xC

83.0>l の場合 

 
ø
ö

ç
è
æ -= 2

22.0113.1
llxC  

10 

 

- 42
67.007.24

aa
++=yK  

83.0£l の場合 
1=yC

83.0>l の場合 

 
ø

ö
ç
è

æ -= 2
22.0113.1

llyC  

11 

 
- 

4³a  4=xK  83.0£l の場合 
1=xC  

83.0>l の場合 

 
ø
ö

ç
è
æ -= 2

22.0113.1
llxC  4<a  

4

3
474.24 úû

ù
êë
é -

+=
a

xK  

12 

 

-  Ky はケース 2 において決定される Ky 

2<a の場合 
2yy CC =  

2³a の場合 

210
106.1 yy CC  

ø
ö

ç
è
æ +=

a
 

Cy2：ケース 2 において決定される

Cy 

13 

 

- 

4³a  97.6=xK  
83.0£l の場合 
1=xC

83.0>l の場合 

 
ø
ö

ç
è
æ -= 2

22.0113.1
llxC  4<a  

4

3
41.397.6 úû

ù
êë
é -

+=
a

xK  

14 

- 
4

22 3
/141.397.6

úû
ù

êë
é -

+=
a

aayK  

83.0£l の場合 
1=yC  

83.0>l の場合 

 
ø

ö
ç
è

æ -= 2
22.0113.1

llyC  
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15 

 

- úû
ù

êë
é += 2

434.53
atK  

84.0£l の場合 
1=tC

84.0>l の場合 

lt
84.0

=C  

16 

 

- 
þ
ý
ü

î
í
ì

úû
ù

êë
é+= 5.22

15.7;434.53
aat MaxK  

17 

 

- 

 rKK case15tt =  
 15caseKt ：ケース 15 での tK  

 r ：開口による軽減係数で，次による。 

7.0£
a

da かつ 7.0£
b
db の場合 

 
ø

ö
ç
è

æ - 
ø

ö
ç
è

æ -=
b
d

a
dr ba 11  

18 

- )/46.0(3 2at +=K  
84.0£l の場合 

1=tC  

84.0>l の場合 

lt
84.0

=C  
19 

- 8=tK  

板部材周縁の境界条件：

        自由端

        単純支持

        固定端 

備考 1： 明記されているケースは一般的なものを示す。各応力成分（ xs , ys ）は局部座標系によらなければならない。 
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表 4 2500£ptR の湾曲パネルの座屈係数及び軽減係数 

ケース アスペクト比 座屈係数 K 軽減係数 C 

1 

 

pt
R

R
d 5.0£  

pRt
dK

2

3
21+=  一般的な場合： 

25.0£l の場合 1=axC  

125.0 £< l の場合 
 l933.0233.1 -=axC  

5.11 £< l の場合 3
3.0

l
=axC  

5.1>l の場合 2
2.0

l
=axC  

平面パネルと境界を成す湾曲パ

ネル（ビルジ外板等）の場合（6
章 4 節図 1 参照）： 

 0.165.0
2 £=

laxC  

pt
R

R
d 5.0>  

p

p

p Rt
d

R
t

R
d

Rt
dK

22

4.03267.0 ³
ú
ú
û

ù

ê
ê
ë

é
-=  

2a 

 
2b  

 

pt
R

R
d 63.1£  

35.0

175.0)(
3

d
Rt

Rt
dK p

p

+=  一般的な場合： 
4.0£l の場合 1=tgC  

2.14.0 £< l の場合 
 l686.0274.1 -=tgC  

2.1>l の場合 
2
65.0

l
=tgC  

平面パネルと境界を成す湾曲パ

ネル（ビルジ外板等）の場合（6

章 4 節図 1 参照）： 

 0.18.0
2

£=
laxC  

pt
R

R
d 63.1>  2

2

2

2
25.23.0  

ø

ö
ç
ç
è

æ
+=

pdt
R

R
dK  

3 

 

pt
R

R
d

£  
23.06.0

d
Rt

d

Rt

Rt
dK pp

p

-+=  
応力状態 2a による 

pt
R

R
d

>  
2

2

2

2
291.03.0  

ø

ö
ç
ç
è

æ
+=

pdt
R

R
dK  

4 

 

pt
R

R
d 7.8£  

5.15.1

367.0
3.283

ptR
dK +=  

4.0£l の場合 1=tC  

2.14.0 £< l の場合 
 lt 686.0274.1 -=C  

2.1>l の場合 2
65.0

lt =C  pt
R

R
d 7.8>  

pRtR
dK

228.0
3=  

境界条件：

        自由端

        単純支持

        固定端 

 

：面外荷重 
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2.2.7 板部材に適用する直応力

2.2.1 に規定する板部材の強度の計算において適用する直応力 xs 及び ys （N/mm2）は，次によらなければならない。 

・ 有限要素解析にあっては，8 章 4 節 2.4 に規定する参照応力

・ 規則計算による評価にあっては，考慮する基本板パネルの荷重計算点（3 章 7 節 2 参照）において 8 章 3 節 2.2.1

の規定に従って計算される軸方向及び横方向の圧縮応力 

・ 応力を梁理論に基づき算出する骨組構造解析にあっては，応力は次による。 

21 n
nss

s
-

+
= ybxb

x  

21 n

nss
s

-

+
= xbyb

y  

xbs , ybs ： 骨組構造梁解析から得られた座屈パネルにおける x 軸又は y 軸方向の応力（N/mm2） 

2.2.1 に規定する板部材の強度の計算において適用するせん断応力 t （N/mm2）は，次によらなければならない。 

・ 有限要素解析にあっては，8 章 4 節 2.4 に規定する参照せん断応力

・ 規則計算による評価にあっては，考慮する基本板パネルの荷重計算点（3 章 7 節 2 参照）において 8 章 3 節 2.2.1
の規定に従って計算されるせん断応力 

・ 骨組構造梁解析にあっては，座屈パネルにおいて 0=t とする。 

2.3 防撓材

2.3.1 座屈モード

次の座屈モードを評価しなければならない。

・ 防撓材に起因する崩壊（SI）
・ 板に起因する崩壊（PI）

2.3.2 平鋼のウェブの板厚

2.3.4 の規定を適用する際，局部的な面外変形による剛性の低下を考慮するため，防撓材のネット断面積 As，ネット断

面係数 Z 及び断面二次モーメント I の計算において，次に示す平鋼防撓材の有効ウェブ板厚（mm）を用いなければなら

ない。 
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ø

ö
çç
è

æ
-  

ø

ö
çç
è

æ
-=

s
b

s
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tt effw
wredw

1
22

_ 1
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21 p  

2.3.3 バルブプレートの理想化

バルブプレートの断面形状は，3 章 7 節 1.4.1 に規定するように等価な山型鋼の断面形状として考慮しなければならな

い。

2.3.4 座屈･最終強度 
0>++ wba sss の場合，防撓材の座屈･最終強度は，次の相関式に従って評価しなければならない。 

1=
++ S

ReH

wbac sssg  

as ： 付き板を有する防撓材に作用する防撓材のスパン中央における有効軸応力（N/mm2） 

speff

sp
xa Atb

Ast
+

+
=

1
ss  

xs ： 付き板を有する防撓材に作用する公称軸応力（N/mm2） 

・ 有限要素解析にあっては，防撓材に平行な方向の付き板内の有限要素修正応力（2.3.6 参照）を xs

とする。 

・ 規則計算による評価にあっては，防撓材の荷重計算点（3 章 7 節 3 参照）において 8 章 3 節 2.2.1
の規定に従って計算される軸応力を xs とする。 

・ 骨組構造梁解析にあっては，座屈パネルの x 軸方向に作用する応力を xs とする。 

ReH： 材料の最小降伏応力（N/mm2） 
SeHeH RR _=  防撓材に起因する崩壊（SI）の場合 

PeHeH RR _=  板に起因する崩壊（PI）の場合 

bs ： 防撓材の曲げ応力（N/mm2） 

Z
MM

b 1000
10 +

=s  
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Z： 2.3.5 の規定による板の有効幅を含む防撓材のネット断面係数（cm3）で，次による。 

・ 防撓材に起因する崩壊（SI）の場合，防撓材のフランジの頂部側で計算される断面係数

・ 板に起因する崩壊（PI）の場合，付き板側において計算される断面係数 

CPI：板に起因する崩壊における圧力に関する係数 

CPI = 1 面外圧が防撓材の逆側から作用する場合

CPI = -1 面外圧が防撓材と同じ側から作用する場合 

CSI：防撓材に起因する崩壊における圧力に関する係数 

CSI = -1 面外圧が防撓材の逆側から作用する場合

CSI = 1 面外圧が防撓材と同じ側から作用する場合 

M1：面外荷重 P による曲げモーメント（Nmm） 

連続する防撓材の場合： 3

2

1 1024  
=

lsP
CM i  

スニップ端の防撓材の場合： 3

2

1 108  
=

lsP
CM i  

片側がスニップ端，反対側が連続する防撓材の場合： 3

2

1 102.14  
=

lsP
CM i  

P： 面外荷重（kN/m2） 

・ 有限要素解析にあっては，付き板内の平均圧力（8 章 4 節 2.5.2 参照）を P とする。

・ 規則計算による評価にあっては，防撓材の荷重計算点（3 章 7 節 3 参照）において計算される圧力を P
とする。 

Ci： 圧力に関する係数 

防撓材に起因する崩壊（SI）の場合： Ci = CSI

板に起因する崩壊（PI）の場合： Ci = CPI 

M0：防撓材の面外変形 w による曲げモーメント（Nmm） 

 
ø

ö
ç
ç
è

æ

-
=

zf

z
E Pc

wPFM 0  0>- zf Pc  

FE： 防撓材の理想弾性座屈力（N） 

4
2

10EIFE  
ø
ö

ç
è
æ=

l

p  

I： 2.3.5 の規定による付き板の有効幅を含む防撓材の断面二次モーメント（cm4）。I は次の規定を満足しなけれ

ばならない。 

4

3

1012  
³ pst

I  

tp： 板のネット板厚（mm）で，次による。 

・ 規則計算による要件の場合：2 つのパネルの平均板厚

・ 有限要素解析の場合：防撓材の片側において考慮する EPP の板厚 
Pz： 防撓材のスパン中央部の付き板内の応力 xs , ys 及び t による，防撓材に作用する公称面外荷重（N/mm2） 
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A
1gss  ただし，0 未満としてはならない。 

 
ø

ö
ç
è

æ +-= 2
2

2
1

_1 b
m

a
mERt peHptgt  ただし，0 未満としてはならない。 

ys ：座屈パネルの辺上に作用する y 軸方向の応力（N/mm2）。ただし，0 未満としてはならない。 

・ 有限要素解析にあっては，防撓材に垂直な方向の付き板内の有限要素修正応力（2.3.6 参照）を ys とす

る。 

・ 規則計算による評価にあっては，防撓材の付き板の荷重計算点（3 章 7 節 2 参照）において 8 章 3 節 2.2.1
の規定に従って計算される最大圧縮応力を ys とする。 

② 
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・ 骨組構造梁解析にあっては，座屈パネルの y 軸方向に作用する応力を ys とする。 

t ： 作用するせん断応力（N/mm2） 

・ 有限要素解析にあっては，付き板の参照せん断応力（8 章 4 節 2.4.2 参照）をt とする。 

・ 算式計算による評価にあっては，せん断応力 t は 8 章 3 節 2.2.1 の規定に従い，次の荷重計算点におい

て計算される付き板の位置におけるせん断応力とする。 

・ 考慮する防撓材のスパン l の中央部 

・ 考慮する防撓材と付き板の交点 
・ 骨組構造梁解析にあっては，座屈パネルにおいて 0=t とする。 

m1, m2： 係数で，次による。 
2³a の場合 49.0,47.1 21 == mm  

2<a の場合 37.0,96.1 21 == mm  

c： 防撓材に垂直な方向に作用する付き板内の応力を考慮するための係数 
10 ££y の場合： )1(5.0 y+=c  

0<y の場合： 
)1(2

1
y-

=c  

y ：表 3 によるケース 2 の端部応力比 

w： 防撓材の変形量（mm） 

10 www +=  
w0： 仮想初期不整量（mm）で，次による。 

一般的な場合： 10000 l=w  

両端スニップの防撓材又は片側がスニップ端で反対側が連続する防撓材で，防撓材に起因する崩壊（SI）を

考慮する場合： naww -=0  

両端スニップの防撓材又は片側がスニップ端で反対側が連続する防撓材で，板に起因する崩壊（PI）を考慮

する場合： naww =0  

wna：付き板の板厚中心から 2.3.5 の規定による付き板の有効幅を含めて計算した防撓材の中性軸までの距離

w1： 面外荷重 P による防撓材のスパン中央における防撓材の変形量（mm）。等分布荷重の場合，w1 は次によら

なければならない。 

一般の場合： 
EI

sP
Cw i 7

4

1 10384  
=

l
 

両端スニップの防撓材の場合： 
EI

sP
Cw i 7

4

1 10384
5

 
=

l
 

片側がスニップ端，反対側が連続する防撓材の場合：
EI

sP
Cw i 7

4

1 10384
2

 
=

l
 

cf： 防撓材による弾性支持（N/mm2） 
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cxa：係数で，次による。 

s2³l の場合： 
22

2  
ø
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l

l s
s

cxa  

s2<l の場合： 
22

2
1
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s
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ws ： 捩り変形による応力（N/mm2）で，次による。 

防撓材に起因する崩壊（SI）の場合： 
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板に起因する崩壊（PI）の場合： 0=ws  

yw： 防撓材の断面中心から防撓材のフランジの自由端までの距離（mm）で，次による。 

平鋼の場合： 
2
w

w
ty =  

山型鋼及びバルブプレートの場合： 
s

ffww
fw A

btth
by

2

22 +
-=  

L2 材の場合： 
( )

s

ffffww
woutfw A

dbbtth
tby

2
2

5.0
22 -+

-+= -  

L3 材の場合： 
( )

s

wffwfw
woutfw A

tbttth
tby

2
)(

5.0
22 ++-

-+= -  

T 型鋼の場合： 
2
f

w
b

y =  

0F ：係数で，次による。 

3
0 10-=F

wh
l  

ETs ：捩り座屈に対する参照応力（N/mm2） 
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IP： 図 1 に示す C 点に対する防撓材のネット断面極二次モーメント（cm4）（表 5 参照）

IT： 防撓材のサンブナンのネット捩り抵抗モーメント（cm4）（表 5 参照） 

wI ：図 1 に示す C 点に対する防撓材のネット慣性面積モーメント（cm6）（表 5 参照） 

e ： 固着率 
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Aw：ウェブのネット断面積（mm2）

Af： フランジのネット断面積（mm2） 
 

表 5 慣性モーメント 

 平鋼(1) バルブプレート，山型鋼，L2 材，L3 材及び T 型鋼 

IP 
4
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103  
wwth  ( ) 42
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wI  
6

33

1036  
wwth  バルブプレート，山型鋼，L2 材及び L3 材の場合 
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wffff
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1012 6

22

 

T 型鋼の場合 

6

23

1012  
fff etb

 

(1) tw は，ウェブのネット板厚（mm）を示す。2.3.2 に規定する tw_red は，本表において用いてはならない。 
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2.3.5 付き板の有効幅

防撓材の付き板の有効幅 beff（mm）は，次によらなければならない。 
・ 0>xs の場合 

・ 有限要素解析の場合

 ),min( sbCb sxeff c=  

・ 規則計算による評価の場合

 ),
2

min( 2211 sbCbCb s
xx

eff c+
=  

・ 0£xs の場合 
・ sb seff c=  

sc ： 有効幅に関する係数で，次による。 

1³
s
effl

の場合： 

ú
ú
ú
ú
ú
ú
ú
ú

û

ù

ê
ê
ê
ê
ê
ê
ê
ê

ë

é

 
ø

ö
çç
è

æ
+

= 0.1;
75.11

12.1min

6.1

s
eff

s

l

c  

1<
s
effl

の場合： 
s
eff

s
l

407.0=c  

effl ： 防撓材の有効長さ（mm）で，次による。 

両端固定の防撓材の場合： 
3
l

l =eff  

一端単純支持，他端固定の防撓材の場合： ll 75.0=eff  

両端単純支持の防撓材の場合： ll =eff  

2.3.6 防撓材の座屈強度に対する有限要素修正応力

8 章 4 節 2.4 の規定に従って有限要素解析により得られる参照応力 xs 及び ys が共に圧縮の場合，これらの応力は次の

算式により修正しなければならない。

・ yx nss < の場合： 

0=corxs  

yycor ss =  

・ xy nss < の場合： 

xxcor ss =  
0=ycors  

・ 上記以外の場合： 
yxxcor nsss -=  

xyycor nsss -=  

2.4 主要支持部材

2.4.1 開口を有するウェブ

開口を有する主要支持部材のウェブは，軸圧縮応力とせん断応力の組合せに基づき座屈評価を行わなければならない。

開口部に位置するウェブは，表 6 に示すようにそれぞれ単独の非防撓パネルとして考慮しなければならない。

2.2.1 に規定する相関式においては，次の応力を用いなければならない。 
・ avx ss =  
・ 0=ys  

・ avtt =  

avs ： 考慮するウェブ領域（表 6 に示す P1, P2 又は P3）の加重平均圧縮応力（N/mm2） 

表 6 の適用にあたり，加重平均せん断応力は次によらなければならない。 

・ 主要支持部材に開口をモデル化する場合： 

avt ： 考慮するウェブ領域（表 6 に示す P1, P2 又は P3）の加重平均せん断応力（N/mm2） 

・ 主要支持部材に開口をモデル化しない場合 
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avt ： 加重平均せん断応力（N/mm2）で，表 6 による。 

2.4.2 開口を有するウェブの軽減係数

開口部に位置するウェブパネルの軽減係数 tC （Cx 又は Cy と組合せる）は，表 6 によらなければならない。 

2.4.3 
防撓材が貫通する主要支持部材のウェブのパネルは，図 2 に示すような等価パネルとして理想化されなければならない。 
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表 6 軽減係数 

配置 Cx, Cy 

tC  

PSM にモデル化 

された開口 

PSM にモデル化

されない開口 

(a) 遊辺補強なしの場合 

 

P1 領域及び P2 領域

に 対 し ， 応 力 比

0.1=y として表 3 の

ケース 3又はケース 6

を適用し軽減係数を

個別に求める。 

P1 領域及び P2 領域に

対し，表 3 のケース 18

又は19を適用し軽減係

数を個別に求める。

 

表 3 のケース 17 を適

用する場合:

表 3 のケース 17 を適

用して得られる共通

の軽減係数を P1 領域

及び P2 領域に用い

る。この場合，

tav = tav(web)とする。 

表 3 のケース 17 を適

用しない場合:

P1領域及びP2領域に

対し，表 3 のケース

18 又は 19 を適用し軽

減係数を個別に求め

る。この場合，

tav = tav (web) h/(h-h0) 
とする。 

(b) 遊辺補強ありの場合 

 

P1 領域及び P2 領域

に 対 し ， 応 力 比

0.1=y として，表 3

を適用し軽減係数を

個別に求める。ケース

1 に対しては Cx を，

ケース 2 に対しては

Cy を使用する。 

P1 領域及び P2 領域に

対し，表 3 のケース 15

を適用し軽減係数を個

別に求める。 

P1領域及びP2領域に

対し，表 3 のケース

15 を適用し軽減係数

を個別に求める。この

場合，

tav = tav (web)h/(h-h0)
とする。 

(c) 開口を有するウェブの例 

 

パネル P1 及びパネル P2 は，(a)に従って評価

されなければならない。パネル P3 は，(b)に従

って評価されなければならない。 

備考 1： 開口部の座屈において考慮を払わなければならないウェブのパネルは，影付きで P1，P2 等で示す。 

h : 開口のある主要支持部材のウェブの高さ（m）

h0: ウェブの深さ方向に対する開口の高さ（m）

tav (web): 主要支持部材のウェブの高さ h における加重平均せん断応力（N/mm2
） 
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図 2 ウェブの理想化 

 

ウェブ又はカラープレートが貫通する防撓材の少なくとも片側に取り付けられる場合，その他のスロット形状に対してもパネル

幅の修正を適用する。 

3. その他の構造部材の座屈強度 

3.1 支材，梁柱及びクロスタイ

3.1.1 座屈使用係数

軸圧縮を受ける支材，梁柱及びクロスタイに対する座屈使用係数h は，次によらなければならない。 

cr
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s
sh =  

avs ：部材内の平均軸圧縮応力（N/mm2） 

crs ：最小限界座屈応力（N/mm2）で，次による。 

SeHE R _5.0£s の場合： Ecr ss =  

SeHE R _5.0>s の場合： SeH
E

SeH
cr R

R
_

_

4
1  

ø

ö
çç
è

æ
-=

s
s  

Es ： 最小弾性圧縮座屈応力（N/mm2）で，3.1.2 から 3.1.4 の規定による。 

ReH_S： 考慮する部材の最小降伏応力（N/mm2）。組立式の部材については，最小降伏応力の最小値を用いなけれ

ばならない。 

3.1.2 弾性コラム座屈応力

軸圧縮を受ける部材の弾性圧縮コラム座屈応力 ECs （N/mm2）は，次によらなければならない。 

4
2

2 10-=
pill

endEC A
IEf
l

ps  

I： 断面の弱軸に対するネット断面二次モーメント（cm4）

A： 部材のネット断面積（cm2） 
pilll ： 部材の長さ（m）で，次による。 

・ 梁柱及び支材の場合：部材の支持されない長さ

・ クロスタイの場合： 

・ 中央タンクにおいて：クロスタイの水平桁が取り付けられる左舷及び右舷の縦通隔壁付縦通防撓材

のフランジ間の距離 

・ 船側タンクにおいて：クロスタイの水平桁が取り付けられる縦通隔壁付縦通防撓材のフランジから

内殻板までの距離 

fend： 端部拘束係数で，次による。 

・ 梁柱及び支材の場合： 
・ 両端単純支持の場合： 0.1=endf  

・ 一端単純支持，他端固定の場合： 0.2=endf  

・ 両端固定の場合： 0.4=endf  

・ クロスタイの場合： 
・ 0.2=endf  

等価パネル 
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梁柱の端部は，適切な大きさのブラケットを設置する場合，固定と考えて差し支えない。これらのブラケットは，梁柱

より大きい曲げ剛性を有する構造部材により支持されなければならない。

3.1.3 弾性捩り座屈応力

部材の軸圧縮に対する弾性捩り座屈応力 ETs （N/mm2）は，次によらなければならない。 

4
2

2

10-+=
pillpol

warpend

pol

sv
ET I

Ecf
I
GI

l

p
s  

Isv： サンブナンのネット捩り抵抗モーメント（cm4）で，断面図の例を表 7 に示す。

Ipol：断面のせん断中心に対するネット断面極二次モーメント（cm4） 
)( 22

oozypol zyAIII +++=  

cwarp： 捩り定数（cm6）で，断面図の例を表 7 に示す。 
pilll ： 部材の長さ（m）で，3.1.2 の規定による。 

y0： 断面中心に対するせん断中心の横方向の相対的位置（cm）で，断面図の例を表 7 に示す。

z0： 断面中心に対するせん断中心の垂直方向の相対的位置（cm）で，断面図の例を表 7 に示す。

A： ネット断面積（cm2）で，3.1.2 の規定による。

Iy： y 軸に対するネット断面二次モーメント（cm4）

Iz： z 軸に対するネット断面二次モーメント（cm4） 

3.1.4 弾性捩り／コラム座屈応力

断面中心とせん断中心が一致しない断面にあっては，捩り座屈モードとコラム座屈モードとの相互作用を考慮しなけれ

ばならない。軸圧縮に対する弾性捩り／コラム座屈応力 ETFs は，次によらなければならない。 

( ) ( ) úû
ù

êë
é -+-+= ETECETECETECETF szsssss

z
s 4

2
1 2  

z ： 係数で，次による。 

( )
polI

Azy 2
0

2
01

+
-=z  

y0： 断面中心に対するせん断中心の横方向の相対的位置（cm）で，3.1.3 の規定による。

z0： 断面中心に対するせん断中心の垂直方向の相対的位置（cm）で，3.1.3 の規定による。

A： ネット断面積（cm2）で，3.1.2 の規定による。

Ipol： 断面のせん断中心に対するネット断面極二次モーメント（cm4）で，3.1.3 の規定による。 

ECs ： 弾性コラム圧縮座屈応力で，3.1.2 の規定による。 

ETs ： 弾性捩り座屈応力で，3.1.2 の規定による。 

3.2 波形隔壁

3.2.1
波形隔壁の波形部のフランジ及びウェブに対する座屈使用係数は，面内応力及びせん断応力の組合せに基づく。

2.2.1 に規定する相関曲線においては，次の係数を用いなければならない。 
・ 2=a  
・ 1== yx yy  
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表 7 断面性能 
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備考 1： 全ての寸法の単位は（mm）とする。

備考 2： 本表の断面性能は一般的な断面について示している。その他の断面に対する断面性能は，直接計算によって決定

しなければならない。  
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付録 1 応力法による参照応力 

記号 

本付録に規定されない記号については，1 章 4 節による。

a： パネルの長辺方向の長さ（mm）で，5 節の規定による。

b： パネルの短辺方向の長さ（mm）で，5 節の規定による。

Ai： 座屈パネルの i 番目平面要素の面積（mm2）

n： 座屈パネル内の平面要素の数 

xis ： 座屈パネルの短辺上に作用する，i 番目平面要素の要素中心における x 方向の実応力（N/mm2） 

yis ： 座屈パネルの長辺上に作用する，i 番目平面要素の要素中心における y 方向の実応力（N/mm2） 

y ： 端部応力比で，5 節の規定による。 

it ： 座屈パネルの i 番目平面要素の要素中心における実せん断膜応力（N/mm2） 

1. 応力法 

1.1 序論

1.1.1
本節では，二次多項式曲線，最小二乗法を用いた線形分布及び加重平均手法によって，考慮する座屈パネルの辺上にお

ける応力分布を決定する方法について規定する。この方法を応力法と呼ぶ。

参照応力は，考慮する座屈パネルの局部座標系に変換した平面要素の要素中心における応力成分とする。

1.1.2 定義

規則パネルは矩形形状のパネルとする。不規則パネルを規則パネル以外のパネルとする。（詳細は 8 章 4 節 2.3.1 参照）

1.2  応力の適用

1.2.1 規則パネル

次の条件を満足する場合，規則パネルの参照応力は，2.1 の規定によらなければならない。

・ 規則パネルを長辺方向に 3 分割した範囲のそれぞれにおいて，平面要素の要素中心が少なくとも一つは位置してい

ること。 

・ その隣接する範囲のそれぞれに含まれる少なくとも一つの要素中心が，パネルの局部座標系の x 方向について a/4

より離れて位置していること。 

それ以外の場合，参照応力は，不規則パネルに対する 2.2 の規定によらなければならない。

1.2.2 不規則パネル及び湾曲パネル

不規則パネル又は湾曲パネルの参照応力は，2.2 の規定によらなければならない。 

2. 参照応力 

2.1 規則パネル

2.1.1 長辺方向の応力

座屈パネルの短辺上に作用する長辺方向の応力 xs は，次のように計算しなければならない。 

・ 板部材の座屈評価にあっては， ( )xxs の分布を次の二次多項式曲線と仮定する。 

EDxCxxx ++= 2)(s  

最適曲線 ( )xxs は，重み付け係数として各要素の面積を考慮して平方誤差 P を最小化することにより求めなければ

ならない。 

[ ]
2

1

2 )(å
=

++-=P
n

i
iixii EDxCxA s  

未知係数 C，D 及び E は，C，D 及び E のそれぞれに関する一次偏導関数 P が 0 と等しくなるように決定しなけ

ればならない。 
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未知係数 C，D 及び E は，上記の 3 つの算式を解くことにより得られる。 

EDbCbdxx
b

x
b

xx ++== ò 23
)(1)(

2

0
1 ss  

EDbaCbabadxx
b

x
a

ba
xx +-++-== ò

-

)
2

()
3

()(1)(
2

2
2 ss  

-D/2C < b/2 又は-D/2C > a-b/2 の場合， 3xs は無視しなければならない。それ以外の場合， 3xs は次による。 

E
C

DCbdxx
b

x
x

x
xx +-== ò 412

)(1)(
22max

min
3 ss  

C
Dbxx

22
)(min --=  

C
Dbxx
22

)(max -=  

長辺方向の応力は，次によらなければならない。 
);;max( 321 xxxx ssss =  

端部応力比は，次によらなければならない。 
1=xy  

・ 防撓材の座屈評価にあっては，付き板の短辺上に作用する ( )xxs は，次によらなければならない。 

å

å
= n

i

n

xii

x

A

A

1

1
s

s  

応力 xs に対する端部応力比 xy は，1 とする。 

2.1.2 短辺方向の応力

座屈パネルの長辺上に作用する短辺方向の応力 ys は，考慮する座屈パネルの短辺間におけるすべての要素の短辺方向

の応力を外挿することにより計算しなければならない。

 
図 1 座屈パネル 

 
 

)(xys の分布は直線状と仮定する。従って， 

BxAxy +=)(s  

最適曲線 )(xys は，重み付け係数として各要素の面積を考慮して平方誤差 P を最小とする最小二乗法により求めなけ

ればならない。 
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未知係数A及びBは，A及びBのそれぞれに関する一次偏導関数 P が 0と等しくなるように決定しなければならない。 
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未知係数 A 及び B は，上記の 2 つの算式を解くことにより得られ，次のとおり与えられる。 
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),max( BaAAy +=s  

0³ys の場合： 
),max(
),min(

BaAA
BaAA

y +
+

=y  

0<ys の場合： 1=yy  

2.1.3 せん断応力

せん断応力 t は，加重平均手法を用いて計算し，次によらなければならない。 
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2.2 不規則パネル及び湾曲パネル

2.2.1 参照応力

長辺方向の応力，短辺方向の応力及びせん断応力は，加重平均手法を用いて計算し，次によらなければならない。 
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端部応力比は，次によらなければならない。 
1=xy
1=yy  
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9 章 疲労 

1 節 概論 

記号 

本節に規定されない記号については，1 章 4 節による。

TDF： 設計者によって定められる設計疲労寿命（年）。ただし，25 年以上としなければならない。 

1. 疲労要件の適用 

1.1 適用

1.1.1 一般

本章では，船の長さが 150m 以上 500m 以下の船舶に対して，設計疲労寿命 TDFと等しい北大西洋環境における運航期

間を考慮して，構造詳細の疲労強度を評価するための要件を規定している。

1.1.2 評価領域

疲労評価は，次の 2 種類の疲労損傷を防止するために船舶の貨物倉区域の構造詳細に対して行わなければならない。

・ 溶接止端部から発生して板部材に進展する疲労亀裂

・ 非溶接部の自由端から発生する疲労亀裂

1.1.3 評価すべき構造詳細

疲労評価が要求される構造詳細は，9 章 2 節による。

・ 9 章 4 節に規定する簡易応力解析によって評価すべき構造詳細は，9 章 2 節 1 による。

・ 9 章 5 節に規定する有限要素応力解析によって評価すべき構造詳細は，9 章 2 節 2 による。

・ スクリーニング疲労評価によって評価すべき構造詳細は，9 章 2 節表 2 による。

なお，本会が必要と認めた場合は，適宜，評価する構造詳細を追加することがある。

1.1.4 詳細設計標準

重要な構造詳細の溶接要件は，次の損傷を防止するため，詳細設計標準ごとに 9 章 6 節に規定している。

・ 溶接止端部から発生し，母材に進展する疲労亀裂

・ 溶接ルート部から発生し，溶接下部の母材内部に進展する疲労亀裂

・ 溶接ルート部から発生し，のど厚部を進展する疲労亀裂

・ 不連続な表面又は自由端のノッチから発生し，母材に進展する疲労亀裂

1.1.5 材料

疲労評価は最小規格降伏応力が 390N/mm2 以下の鋼材に適用できる。最小規格降伏応力が 390N/mm2 より大きい材料及

び疲労強度を改善する処理を行った材料に対する S-N 線図は，本会の適当と認めるところによる。

1.1.6 波浪荷重

疲労評価は準静的な波浪荷重に基づいて行う。

1.1.7 波浪荷重以外の荷重

半載タンクにおけるスロッシング等の衝撃荷重又は複数種類の貨物積載等による低サイクル荷重に起因する疲労は本

章では考慮しない。

1.1.8 適用規則の特例

本章の規定に関わらず，国際船級協会連合（IACS）にて採択された有効な規則改正がある場合には，それらの要件に

よることができる。 
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2. 定義 

2.1 ホットスポット

2.1.1 
ホットスポットとは，公称構造応力の変動影響と，溶接形状又は母材のノッチによる応力上昇影響との組合せにより疲

労き裂が発生する恐れのある箇所をいう。

ホットスポットは次の箇所に発生する可能性がある。

・ 溶接止端部

・ 部分溶込み溶接又はすみ肉溶接の溶接ルート部

・ 母材の自由端

2.2 公称応力

2.2.1
公称応力とは，構造体の幾何学的形状の影響を考慮した構造要素内の応力で，構造的不連続部と溶接部の存在による応

力集中を無視した応力をいう。

公称応力は，9 章 5 節に規定するコースメッシュもしくは詳細メッシュの有限要素解析，又は，9 章 4 節に規定する梁

理論に基づいた解析計算により算出しなければならない。

2.3 ホットスポット応力

2.3.1
ホットスポット応力とは，構造不連続及び溶接付加物の存在による応力集中を考慮した溶接止端部の応力で，溶接止端

部のノッチによる非線形のピーク応力を無視した応力をいう。考慮するホットスポット応力には，溶接止端部の板表面で

発生する 2 種類の主応力がある。1 つは，溶接線と垂直な方向から 45 度の範囲内に作用する応力で，もう 1 つは 45 度

の範囲外に作用する応力である。

ホットスポット応力は，9 章 4 節 5 に従って公称応力に応力集中係数（SCF）を乗じて算出するか，9 章 5 節 3 及び 9
章 5 節 4 に従って極詳細メッシュ有限要素解析を用いて直接算出しなければならない。 

2.4 自由端における局部応力

2.4.1
自由端における局部応力とは，9 章 5 節 3.2 に規定する有限要素解析によって算出する板の自由端の応力をいう。

2.5 疲労応力

2.5.1
疲労応力とは，次に規定する疲労評価に関連する応力をいう。

・ 平均応力影響及び板厚影響による修正を含む溶接止端部の 2 つのホットスポット主応力の最大値

・ 母材の表面処理，平均応力影響，板厚影響，材料強度による修正を含む自由端の局部応力 

3. 前提条件 

3.1 一般

3.1.1
疲労評価は，次の条件を前提とする。

(a) 9 章 3 節 5 に規定する線形累積被害モデル（Palmgren-Miner 則）は，9 章 3 節 4 に規定する設計 S-N 曲線に関連し

て使用する。 

(b) 設計疲労寿命 TDFは 25 年以上とする。

(c) 準静的波浪荷重は北大西洋波浪環境に基づく。荷重は，超過確率レベル 10-2 に対応する等価設計波（EDW）によ

って決定する。 

(d) 5 の規定に従って，tn50 のネット寸法手法を用いる。

(e) 溶接止端部において発生する亀裂に対しては，ホットスポット応力を用いる。非溶接部の自由端において発生する

亀裂に対しては，自由端における局部応力を用いる。 
(f) 疲労応力範囲 FSsD は，簡易応力解析を用いて計算する。より複雑な形状に対しては，有限要素応力解析を用いて
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計算する。 
(g) 構造詳細の応力範囲の長期分布は 2 母数のワイブル分布に従い評価する。ワイブル形状係数 x は 1 とし，疲労応

力範囲 FSsD は参照超過確率レベル 10-2 に対応する値とする。 

(h) 疲労評価の許容基準は，9 章 3 節 2 に規定する通り，疲労被害度 D の総計が設計疲労寿命に対する疲労被害度 1

より小さいこととする。 

4. 方法 

4.1 原則

4.1.1 一般

構造詳細の適切な疲労強度は次の方法で確認すること。

・ 9 章 6 節に規定する特定の設計要件に基づく詳細設計標準

・ 3 つの異なるホットスポット応力計算手法（簡易応力解析，極詳細メッシュ有限要素応力解析，疲労スクリーニン

グ評価）に基づく疲労寿命計算による疲労強度評価 

4.2 簡易応力解析

4.2.1
9 章 4 節に規定する簡易応力解析の手順は，9 章 2 節 1.1 に規定する縦通防撓材の端部結合部の溶接止端部のホットス

ポット応力を算出するために用いる。

公称応力は，9 章 4 節 3 及び 9 章 4 節 4 に従って梁理論に基づく解析手法により計算する。ホットスポット応力は，9
章 4 節 5.2 に従って，公称応力に考慮する構造詳細の応力集中係数（SCF）を乗じることで算出する。 

4.3 有限要素応力解析

4.3.1
9 章 5 節に規定する有限要素応力解析の手順は，極詳細メッシュモデルから特定の構造詳細の溶接止端部のホットスポ

ット応力を算出するために用いる。

ホットスポット応力は，一般的に構造をモデル化した有限要素モデルに大きく依存する。

桁等に支持された十字継手以外のすべての溶接詳細の溶接止端部におけるホットスポット応力の一般的な計算手順は，

9 章 5 節 3.1 による。桁等に支持された十字継手のフランジ結合部のホットスポット応力の計算手順は，9 章 5 節 4 によ

る。非溶接部の局部応力の計算方法は，9 章 5 節 3.2 による。

極詳細メッシュ有限要素解析により必ず疲労評価を行わなければならない構造詳細の一覧を 9章 2節表 1に示す。また，

極詳細メッシュ有限要素解析を省略する場合，9 章 6 節に規定する設計標準に適合することにより疲労評価を行う構造詳

細の一覧を 9 章 2 節表 3 に示す。

4.4 疲労スクリーニング評価

4.4.1
疲労スクリーニング評価手順は，9 章 2 節 2.1.3 により，特定の構造詳細の疲労強度を評価するために用いる。スクリ

ーニング評価手順は，特定の構造詳細の溶接止端部のスクリーニングホットスポット応力に基づく。当該ホットスポット

応力は，7 章 3 節に規定する局部詳細メッシュ有限要素モデルを用いて算出する応力に，9 章 5 節表 2 に規定する応力拡

大係数h を乗じることで算出する。 

4.5 疲労設計標準

4.5.1
重要な構造詳細の疲労強度を向上させるための詳細設計標準は，9 章 6 節による。十分な疲労強度を有すると証明する

場合は，代替の詳細設計として差し支えない。 

5. 腐食モデル 

5.1 ネット板厚

5.1.1 一般

疲労評価は，3 章 2 節に規定するネット板厚に基づき実施しなければならない。 
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5.1.2 応力修正

簡易応力解析におけるハルガーダ応力及び FE 解析により算出する応力は，算出した応力に次の修正係数 fc を乗じて修

正しなければならない。 
95.0=cf  

6. 積付状態 

6.1 説明

6.1.1
疲労解析は，6.2 及び 6.3 に規定する船舶の運航計画に基づき，代表的な積付状態に対して実施しなければならない。

6.2 油タンカーの積付状態

6.2.1
油タンカーに対して考慮する積付状態及び各積付状態の時間比 )( ja は，表 1 による。油タンカーの疲労評価のための標

準的な積付状態は，4 章 8 節 5.1 の規定による。

 
表 1 油タンカーの各積付状態の時間比 

積付状態 )( ja  

満載状態（均等積状態） 0.5 

ノーマルバラスト状態 0.5 
 

6.3 ばら積貨物船の積付状態

6.3.1
ばら積貨物船に対して考慮する積付状態及び各積付状態の時間比 )( ja は，船舶の種類（BC-A, BC-B, BC-C）に応じて，

それぞれ表 2 及び表 3 による。ばら積貨物船の疲労評価のための標準的な積付状態は，4 章 8 節 5.2 による。

 
表 2 ばら積貨物船の積付状態 

船の種類 
満載積付状態 バラスト状態 

均等積状態 隔倉積状態 ノーマルバラスト状態 ヘビーバラスト状態 

BC-A X X X X 

BC-B X - X X 

BC-C X - X X 
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表 3 ばら積貨物船の各積付状態の時間比 

船の長さ 積付状態 
)( ja  

BC-A BC-B, BC-C 

LCSR < 200 m 

均等積状態 0.60 0.70 

隔倉積状態 0.10 - 

ノーマルバラスト状態(1) 0.15 0.05 

ヘビーバラスト状態(1) 0.15 0.25 

LCSR   200 m 

均等積状態 0.25 0.50 

隔倉積状態 0.25 - 

ノーマルバラスト状態 0.20 0.20 

ヘビーバラスト状態 0.30 0.30 

(1) バラスト兼用倉のない BC-B 及び BC-C にあっては，時間比 )( ja はノーマルバラスト状態を

0.30，へビーバラスト状態を 0 とする。 
 

7. 荷重ケース 

7.1 前提条件

7.1.1
疲労評価において考慮する荷重ケースは，4 章 2 節 3 の規定による。

疲労評価において考慮する設計荷重シナリオは，4 章 7 節表 3 による。

6 に規定する各積付状態において，疲労評価に対する変動荷重の組合せを検討するためにすべての疲労荷重ケースを考

慮しなければならない。

7.1.2 支配的な荷重ケース

各積付状態(j)における支配的な荷重ケースとは，重要な位置における疲労応力範囲がすべての疲労荷重ケースの中で最

大となる荷重ケースをいう。 
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2 節 評価すべき構造詳細 

記号 

本節で規定されない記号については，1 章 4 節による。

EA： 隔倉積状態における空倉

FA： 隔倉積状態における満載貨物倉 

1. 簡易応力解析 

1.1 評価すべき構造詳細

1.1.1 
9 章 1 節に従って，簡易応力解析による疲労評価において貨物区域のすべての範囲に亘り確認しなければならない重要

な構造詳細は，次による。

・ 縦通防撓材端部と横隔壁（制水隔壁を含む）との結合部

・ 縦通防撓材端部とフロア及び横桁との結合部 

2. 有限要素解析 

2.1 評価すべき構造詳細

2.1.1 一般

9 章 5 節に従って有限要素解析により疲労評価すべき重要な構造詳細は，2.1.2 から 2.1.4 の規定による。

構造詳細におけるホットスポットは，表 4 から表 18 による。

2.1.2 極詳細メッシュ解析により評価すべき構造詳細

9 章 6 節に規定する設計標準に適合しているかどうかに関わらず，9 章 5 節 1 から 4 に従って極詳細メッシュ解析によ

り疲労評価すべき重要な構造詳細は，表 1 による。

2.1.3 スクリーニング疲労評価により評価すべき構造詳細

7 章 3 節に規定する降伏強度要件に従って解析を行った詳細メッシュ有限要素モデルにおいて，表 2 の構造詳細につい

ては，9 章 5 節 6 に規定するスクリーニング疲労手順又は 9 章 5 節 1 から 4 による極詳細メッシュ解析によって評価しな

ければならない。

2.1.4 詳細設計標準による構造詳細

表 3 に示す重要な構造詳細は，9 章 6 節に規定する詳細設計標準による場合，極詳細メッシュ解析による疲労評価は省

略して差し支えない。 
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表 1 極詳細メッシュ解析により評価すべき構造詳細 

No 重要な構造詳細 
適用条件 

油タンカー ばら積貨物船 

1 

最も重要なフレーム位置におけるビルジホッパ下部の溶接型

ナックル結合部(1)（ビルジホッパ斜板，内底板，ガーダ，フロ

ア及び横桁の交差部） 

一つの貨物タンク(4) バラストホールド 

2 

最も重要なフレーム位置におけるビルジホッパ下部の曲げ加

工型ナックル結合部(1)（ナックル部のある内底板，ガーダ，フ

ロア及び横桁の交差部） 

一つの貨物タンク(4) バラストホールド 

3 

ビルジホッパ斜板と二重船側縦通隔壁の成す角度が 130 未満

の場合，最も重要なフレーム位置におけるビルジホッパ上部

の溶接型ナックル結合部(1)（ビルジホッパ斜板，二重船側縦通

隔壁，横桁及びサイドストリンガの交差部） 

一つの貨物タンク(4) 

二重船側ばら積貨物

船のバラストホール

ド 

4 
ボトムガーダ近傍の横隔壁の下部スツールと内底板との結合

部(2) (3) 
一つの貨物タンク(4) バラストホールド 

5 
トップサイドタンク底板が平板の場合，倉内肋骨上部ブラケ

ットの先端部(1) 
N/A 

FA ホールド(4)，EA ホ

ールド (4)及び単船側

ばら積貨物船のバラ

ストホールド 

6 甲板及びハッチサイドコーミングの端部ブラケットの先端部 N/A 

最前端の 2 つの貨物

倉，中央の貨物倉，

最後端の 2 つの貨物

倉 

(1) 最も重要なフレーム位置は，一般的に（必ずではない），貨物倉の長さの中間点に最も近い位置とする。制水隔壁がある場

合は，制水隔壁と油密隔壁の間の長さの中間点に最も近い位置とする。 

(2) 貨物倉両端のスツール結合部は，中央ホールドで対称でない限り，評価しなければならない。

(3) 最も大きい貨物倉の幅の中間点

(4) 船体中央部に最も近い貨物倉 
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表 2 スクリーニング疲労評価のための構造詳細 

No 重要な構造詳細 
適用条件 

油タンカー ばら積貨物船 

1 横桁のブラケットの先端部 適用可能(1) N/A 

2 水平ストリンガの先端部 適用可能(1) N/A 

3 

バラストホールドでない EA ホールド(2)及び

バラストホールドでない FA ホールド(2)のビ

ルジホッパ下部のナックル結合部 
N/A 適用可能(1) 

4 

バラストホールドを持たない船舶における

EA ホールド(2)及びバラストホールドを持た

ない船舶における FA ホールド(2)の横隔壁の

下部スツールと内底板との結合部 

N/A 適用可能(1) 

(1) 7 章 3 節 3.2 に従って詳細メッシュ解析により評価する構造詳細

(2) 船体中央部に最も近い貨物倉 

 

② 
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表 3 詳細設計標準に従って設計されない場合に極詳細メッシュ解析により評価すべき構造詳細 

No 重要な構造詳細 
対応する詳細設

計標準 

適用条件 

油タンカー ばら積貨物船 

1 

最も重要なフレームの位置におけるビルジホッパ

上部の曲げ加工型ナックル結合部(1)（ナックル部の

ある二重船側縦通隔壁板，サイドガーダ及び横桁の

交差部） 

9 章 6 節 4 
一つの貨物タン

ク(4) 

二重船側ばら積

貨物船のバラス

トホールド 

2 
隔壁の波形部と下部スツール又は内底板との結合

部(2) (3) 

9 章 6 節 6 及び 

9 章 6 節 7 

一つの貨物タン

ク(4) 

バラストホール

ド 

3 横隔壁の波形部と上部スツールとの結合部(2) (3) 9 章 6 節 6 N/A 
バラストホール

ド 

4 

深さ方向の中間点に最も近いストリンガ及び最上

層のストリンガに対して，二重船側内のサイドスト

リンガと横隔壁付き水平ストリンガの十字継手の

ヒール部 

9 章 6 節 5 
一つの貨物タン

ク(4) 
N/A 

5 
最も重要なフレーム位置における倉内肋骨下部及

び上部ブラケットの先端部(1) 
9 章 6 節 8 N/A 

FA ホールド(4)，

EA ホールド(4)及

び単船側ばら積

貨物船のバラス

トホールド 

6 
縦通防撓材とウェブ防撓材が結合しない場合の横

桁の縦通防撓材のスロット部 
9 章 6 節 2.1 

一つの貨物タン

ク(4) 

FA ホールド(4)，

EA ホールド(4)及

びバラストホー

ルド 

7 

ホールド中央部（かつ，デッキのコーナ部から 0.1D

下方）に近い強力甲板のブロック継手近傍のスカラ

ップ 

9 章 6 節 3 
一つの貨物タン

ク(4) 

FA ホールド(4)，

EA ホールド(4)及

びバラストホー

ルド 

(1) 最も重要なフレーム位置は，一般的に（必ずではない），貨物倉の長さの中間点に最も近い位置とする。制水隔壁がある場

合は，制水隔壁と油密隔壁の間の長さの中間点に最も近い位置とする。 

(2) 貨物倉両端のスツール結合部は，中央ホールドで対称でない限り，評価しなければならない。

(3) 考慮する横断面又は縦断面で最も大きい貨物倉の幅又は長さの中間点

(4) 船体中央部に最も近い貨物倉 

 

② 

② 
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表 4 ビルジホッパ下部の溶接型ナックル結合部のホットスポット 

ホットスポット位置 ホットスポット応力の計算手順 

ホットスポット 1：貨物タンク側の内底板

ホットスポット 2：貨物タンク側のビルジホッパ斜板 
9 章 5 節 4.2 

ホットスポット 3：サイドガーダ外側のビルジホッパウェブ

ホットスポット 4：サイドガーダ内側のフロア

ホットスポット 5：サイドガーダ 

9 章 5 節 4.3 

ホットスポット 6：スカーフィングブラケットと内底板との結合部 9 章 5 節 3.1 タイプ b 

 

 
 

 
 

ホットスポット 2 
ホットスポット 1 

ビルジホッパ斜板 

ホットスポット 5 
ホットスポット 4 ホットスポット 3 

サイドガーダ 

サイドガーダ 横桁 

ホットスポット 5 

内底板 

横桁 

ホットスポット 6 

スカーフィング 
ブラケット 

内底板 

ホットスポット 6 
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表 5 ビルジホッパ下部の曲げ加工型ナックル結合部のホットスポット 

ホットスポット位置 ホットスポット応力の計算手順 

ホットスポット 1：サイドガーダ内側のバラストタンク側の内底板

ホットスポット 2：サイドガーダ外側のバラストタンク側の曲げ加工型ビ

ルジホッパ斜板

ホットスポット 3：サイドガーダ外側のバラストタンク側の曲げ加工型ビ

ルジホッパ斜板の横桁近傍

ホットスポット 4：サイドガーダ外側のビルジホッパウェブ

ホットスポット 5：サイドガーダの内側のフロア

ホットスポット 6：サイドガーダ 

9 章 5 節 3.3 

 

 

 

ホットスポット 4 ホットスポット 5 
ホットスポット 6 

ホットスポット 6 

サイドガーダ 横桁 

ビルジホッパ斜板 

内底板 

サイドガーダ 

ホットスポット 3 

サイドガーダ 

ビルジホッパ斜板 

（外側の横桁は取り除いている）

ホットスポット 1 ホットスポット 2 

サイド

ガーダ 
サイドガーダ 横桁 

フロア 

ビルジホッパ斜板 
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表 6 ビルジホッパ上部の溶接型ナックル結合部のホットスポット 

ホットスポット位置 
ホットスポット応力の 

計算手順 

ホットスポット 1：バラストタンク側のサイドストリンガ

ホットスポット 2：バラストタンク側のビルジホッパ斜板 
9 章 5 節 4.2 

ホットスポット 3：ストリンガ下部の横桁

ホットスポット 4：ストリンガ上部の横桁

ホットスポット 5：バラストタンク側の二重船側縦通隔壁 

9 章 5 節 4.3 

 

 

 

 

ホットスポット 5 
ホットスポット 5 

ビルジホッパ斜板 

二重船側縦通隔壁 

横桁 

サイドストリンガ 

ホットスポット 2 

ホットスポット 1 

ホットスポット 3 

ホットスポット 4 

ビルジホッパ斜板 

二重船側縦通隔壁 

サイドストリ

ンガ 

サイド 
ストリンガ 
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表 7 ボトムガーダ近傍の横隔壁の下部スツールと内底板との結合部のホットスポット 

ホットスポット位置 
ホットスポット応力の 

計算手順 

ホットスポット 1：貨物倉側の内底板

ホットスポット 2：貨物倉側のスツール斜板 
9 章 5 節 4.2 

ホットスポット 3：スツールプレートと同一線上にあるフロアと取合う貨物倉下の

ガーダ

ホットスポット 4：スツールプレートと同一線上にあるフロアと取合うスツールの

下のガーダ

ホットスポット 5：スツールプレートと同一線上にあるフロア 

9 章 5 節 4.3 

 

 

 

ホットスポット 3 ホットスポット 4 
ホットスポット 5 

ホットスポット 5 

内底板 
下部スツールプレート 

下部スツールプレート 

ガーダ 

ガーダ 

フロア 

フロア 

ホットスポット 2 

ホットスポット 1 
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表 8 波形隔壁と下部スツールとの結合部のホットスポット 

ホットスポット位置 
ホットスポット応力の 

計算手順 

ホットスポット 1 及び 3：シェダープレートの上側の波形隔壁のウェブ

ホットスポット 4：シェダープレートの下側の波形隔壁のウェブ

ホットスポット 5，7 及び 8：波形隔壁のフランジ

ホットスポット 6：ガセットプレート

ホットスポット 9：スツールプレート下部とスツール頂板との結合部

ホットスポット 10：波形隔壁コーナー部とスツール頂板との結合部

ホットスポット 11：波形隔壁コーナー部近傍のガセットプレート 

9 章 5 節 3.1 タイプ a 

ホットスポット 2：シェダープレートの下側の波形隔壁のウェブ 9 章 5 節 4.3 

 
 

ホットスポット 9 

ホットスポット 10 
ホットスポット 11 

ホットスポット 6 

ホットスポット 7 

ホットスポット 8 

ホットスポット 1 

ホットスポット 2 

ホットスポット 3 

ホットスポット 4 

シェダープレート 

波形隔壁のウェブ 

ガセットプレート 

シェダープレート 

ガセット 
プレート 

シェダー 
プレート 

波形隔壁のフランジ 

ホットスポット 5 

② 
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表 9 波形隔壁と下部スツールとの結合部のホットスポット 

（交差するシェダープレート及び片側のみのシェダープレート） 

ホットスポット位置 
ホットスポット応力の 

計算手順 

交差するシェダープレート 

ホットスポット 12：シェダープレートの交差部 9 章 5 節 3.1 タイプ a 

 

片側のみのシェダープレート 

波形隔壁のウェブ及びフランジと下部スツール頂板の溶接結合部

ホットスポットの詳細については，表 10 のホットスポット 1 から 3 を参照

支持ブラケットがある場合は，表 10 のホットスポット 4 を参照 

9 章 5 節 3.1 タイプ a 

 

 

ホットスポット 12 

シェダープレート 

ガセットプレート 

ダイヤフラム 

スツール頂板 

シェダープレート 

ガセットプレート 

ダイヤフラム 

ホットスポット 

スツール頂板 

② 
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表 10 波形隔壁と下部スツール又は内底板との結合部のホットスポット 

ホットスポット位置 
ホットスポット応力の 

計算手順 

ホットスポット 1：内底板／下部スツール頂板

ホットスポット 2：内底板／下部スツール頂板の波形隔壁のフランジのコーナー部 

ホットスポット 3：内底板／下部スツール頂板の波形隔壁のウェブのコーナー部

ホットスポット 4：波形隔壁のウェブの支持ブラケットの内底板／下部スツール頂

板 

9 章 5 節 3.1 タイプ a 

ホットスポット 5：支持ブラケットの遊縁 9 章 5 節 3.2 

 
 

 
 

表 11 波形縦通隔壁と下部スツール頂板との結合部のホットスポット 

ホットスポット位置 
ホットスポット応力の 

計算手順 

表 9 参照 9 章 5 節 3.1 タイプ a 

 

ホットスポット 2 

ホットスポット 5 

ホットスポット 3 

ホットスポット 4 

波形隔壁のフランジ 

波形隔壁 
のウェブ 

内底板／ 
スツール 
頂板 

内底板／ 
スツール 
頂板 

フロア／スツールプレート下部 

波形隔壁のウェブ 波形隔壁のウェブ 

防撓材 

フロア 

ホットスポット 1 

波形隔壁 

フロア 

ホットスポット 1 

ホットスポット 1 

内底板／スツール頂板 

② 
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表 12 波形横隔壁と上部スツール底板又は上部スツールがないタンカーの甲板との結合部のホットスポット 

ホットスポット位置 
ホットスポット応力の 

計算手順 

表 8 及び表 9 参照

波形隔壁のフランジ近傍の甲板付防撓材において隔壁による追加の曲げ応力を考

慮しなければならない。 
 

 
表 13 ストリンガのヒール部に裏当てブラケットがない横隔壁付き水平ストリンガ及びサイドストリンガ近傍の

横隔壁と二重船側縦通隔壁との結合部のホットスポット 

ホットスポット位置 
ホットスポット応力の 

計算手順 

ホットスポット 1：横隔壁の水平ストリンガのヒール部における貨物タンク側の二

重船側縦通隔壁板と横隔壁との結合部（防撓材が取り付けれていない側）

ホットスポット 2：横隔壁の水平ストリンガのヒール部における防撓材が取り付け

られていない側の横隔壁板 

9 章 5 節 4.2 

ホットスポット 3：横隔壁の水平ストリンガのヒール部

ホットスポット 4：水平ストリンガの対角線上の二重船側内のサイドストリンガ

ホットスポット 5：水平ストリンガと同一線の二重船側内のサイドストリンガ 

9 章 5 節 4.3 

 

 

横隔壁 

横隔壁 

ホットスポット 1 
ホットスポット 2 ホットスポット 4 

ホットスポット 5 

サイドストリンガ 

水平ストリンガ 

二重船側縦

通隔壁 

二重船側縦通隔壁 

水平ストリンガ 

ホットスポット 3 
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表 14 横隔壁付き水平ストリンガとサイドストリンガ近傍で，ストリンガのヒール部に裏当てブラケットが 

取り付けられた横隔壁と二重船側縦通隔壁との結合部のホットスポット 

ホットスポット位置 
ホットスポット応力の 

計算手順 

ホットスポット 1：面材が取り付けられていないブラケット端部

ホットスポット 4：ブラケット先端部の R 部 
9 章 5 節 3.2 

ホットスポット 2：ブラケット先端部における二重船側縦通隔壁

ホットスポット 3：ブラケット先端部における横隔壁

ホットスポット 6：ブラケット先端付近のサイドストリンガ

ホットスポット 7：ブラケット先端付近の水平ストリンガ 

9 章 5 節 3.1 タイプ a 

ホットスポット 5：ブラケットに面材に取り付けられている場合，面材端部におけ

る面材とブラケットとの溶接結合部 
9 章 5 節 3.1 タイプ b 

 

サイドストリンガ 

ホットスポット 1 

ホットスポット 2 

ホットスポット 5 

横隔壁 

二重船側縦通隔壁 

水平ストリンガ 

ホットスポット 3 



－472－

（2019 鋼船規則 CSR-B&T編  1編  9章  2節）

表 15 倉内肋骨の下部ブラケット先端のホットスポット 

ホットスポット位置 
ホットスポット応力の 

計算手順 

ホットスポット 1：倉内肋骨の先端近傍のビルジホッパ斜板 9 章 5 節 3.1 タイプ a 

ホットスポット 2：面材端部近傍の倉内肋骨の先端部 9 章 5 節 3.1 タイプ b 

 

 

船側外板 

ビルジホッパ斜板 

ホットスポット 2 

ホットスポット 1 
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表 16 スロット及びラグプレートを含む縦通防撓材及び横桁との結合部のホットスポット 

ホットスポット位置 
ホットスポット応力の 

計算手順 

重要なホットスポットは各設計に対して決定し，本会の了承を得なければならな

い。一般的には，次の 3 つのホットスポットを考慮しなければならない。 
 

ホットスポット 1：スロット端部のコーナー部 9 章 5 節 3.2 

ホットスポット 2：スロット近傍における横桁/ラグプレートと縦通防撓材のウェブ

との結合部

ホットスポット 3：横桁とラグプレートの重ね継手部 

9 章 5 節 3.1 タイプ b 

 

 
表 17 甲板のブロック継手近傍のスカラップのホットスポット 

ホットスポット位置 
ホットスポット応力の 

計算手順 

ホットスポット 1：スカラップ近傍の縦通防撓材のウェブのバット継手

ホットスポット 2：スカラップ近傍の甲板 
9 章 5 節 3.1 タイプ a 

 
 

ホットスポット 1 

ホットスポット 2 

甲板 

バット継手 

防撓材 

ホットスポット 2 

ホットスポット 1 ホットスポット 1 

ホットスポット 1 
ホットスポット 2 

ホットスポット 2 

ホットスポット 3 
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表 18 甲板及びハッチサイドコーミング端部のブラケット先端部のホットスポット 

ホットスポット位置 
ホットスポット応力の 

計算手順 

ホットスポット 1：ハッチコーナの R 部

ホットスポット 3：ハッチコーミングのブラケット先端部の R 部 
9 章 5 節 3.2 

ホットスポット 2：ハッチコーミングのブラケット先端部近傍の甲板 9 章 5 節 3.1 タイプ a 

ホットスポット 4：ブラケットに面材がある場合，面材の端部における面材とブラ

ケットの溶接結合部 
9 章 5 節 3.1 タイプ b 

 
 

 
 

ホットスポット 3 

ホットスポット 4 

ハッチサイドコーミング 

ハッチエンドコーミング 
ハッチサイドコーミング 

ホットスポット 2 

クロスデッキ 
ホットスポット 1 
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3 節 疲労評価 

記号 

本節で規定されない記号については，1 章 4 節による。

（i）： 4 章 2 節 3.1 に規定する荷重ケース“HSM”，“FSM”，“BSR-P”，“BSR-S”,“BSP-P”,“BSP-S”,“OST-P”及

び“OST-S”を表す添字で，次による。

“i1”は荷重ケース“HSM-1”,“FSM-1”,“BSR-1P”,“BSR-1S”,“BSP-1P”,“BSP-1S”,“OST-1P”及び“OST-1S”
を表す。

“i2”は荷重ケース“HSM-2”,“FSM-2”,“BSR-2P”,“BSR-2S”,“BSP-2P”,“BSP-2S”,“OST-2P”及び“OST-2S
を表す。 

（j）： 積付状態を表す添字で，次による。 

油タンカー： 9 章 1 節 6.2 の規定による“Full load”又は”Normal ballast”
ばら積貨物船： 9 章 1 節 6.3 の規定による”Full load homogeneous”,”Full load alternate”,“Normal ballast”又

は”Heavy ballast” 

TC： 腐食環境下にさらされる期間（年）で，表 5 による。

TD： 設計寿命（年）で，25 年とする。

TDF： 設計疲労寿命（年）で，9 章 1 節による。

TF： 疲労寿命（年）で，5 により算出する。

m： 設計 S-N 線図の傾きで，大気中及び腐食環境下に対してそれぞれ表 2 及び表 3 による。 

大気中の S-N 線図の傾きは N=107 において m から m+2 に変化する。 

nLC： 適用する積付状態の数で，9 章 1 節 6.2 及び 6.3 による。

fc： 修正係数で，9 章 1 節 5.1.2 による。

fthick： 板厚影響に対する修正係数で，3.3 による。

fmean, i(j)：平均応力に対する修正係数で，3.2 による。 

1. 疲労解析法 

1.1  累積被害度

1.1.1
構造部材の疲労強度評価は，次の Palmgren-Miner の累積被害度 D を用いることを前提としている。 

å
=

=
totn

i i

i

N
nD

1
 

ni： 応力範囲 isD における応力繰返し数 

Ni： 応力範囲 isD における疲労に至るまでの繰返し数 

ntot： 応力範囲のブロックの総数

i： 応力範囲のブロックを示す添字 

1.1.2
構造詳細の応力範囲の長期分布は 9 章 1 節 3.1.1 に規定するとおり 2 母数のワイブル分布により表されるため，疲労被

害度は 5 に規定する閉形式を用いて算出できる。

1.2  疲労強度評価

1.2.1 
2 に規定する構造部材の疲労強度評価は次の 3 つの手順で構成される。

(a)  3 の規定により応力範囲を計算する。

(b)  4 の規定により設計 S-N 線図を選択する。

(c)  5 の規定により累積被害度及び疲労寿命を計算する。 
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2. 評価基準 

2.1  疲労寿命及び評価基準

2.1.1
疲労寿命 TFは次の算式を満足しなければならない。 

DFF TT ³  

3. 疲労評価のための参照応力 

3.1  疲労応力範囲

3.1.1
溶接継手及び母材の自由端に対する各積付状態の各荷重ケースにおける疲労応力範囲は，それぞれ 3.1.2 及び 3.1.3 によ

る。

考慮する各積付状態(j)の応力範囲は，9 章 1 節 7.1.2 に規定する支配的な荷重ケースから得られる応力範囲とする。 
( ))(,)(, max jiFSijFS ss D=D  

)(, jiFSsD ： 積付状態(j)の荷重ケース(i)における疲労応力範囲（N/mm2）で，溶接継手及び母材の自由端に対す

る疲労応力範囲はそれぞれ 3.1.2 及び 3.1.3 の規定による。 

3.1.2 溶接継手

平均応力影響，板厚影響及びそり影響により修正を考慮した溶接継手に対する疲労応力範囲 )(, jiFSsD （N/mm2）は，次

による。

• 簡易応力解析の場合 
)(,)(,)(, jiHSwarpthickjimeanjiFS fff ss D   =D  

• 有限要素解析の場合 

• 桁等で支持された十字継手 
( ))(,2)(,1)(, ,max jiFSjiFSswjiFS ff sss DD  =D  

• その他の継手 
( ) ( )[ ])(,2)(,1,)(, ,maxmax jiFSjiFSSideRSideLjiFS sss DD=D

 
fw： 溶接線に沿った応力勾配の影響による修正係数で，0.96 とする。

fs： 支持部材の影響による修正係数で，0.95 とする。 
)(, jiHSsD ： 積付状態（j）の荷重ケース（i）における動的荷重によるホットスポット応力範囲（N/mm2）で，9

章 4 節 2.1.1 の規定による。 
)(,1 jiFSsD ： ホットスポット主応力範囲 )(,1 jiHSsD による疲労応力範囲（N/mm2） 

)(,1)(,1)(,1 jiHScthickjimeanjiFS fff ss D   =D  

)(,2 jiFSsD ： ホットスポット主応力範囲 )(,2 jiHSsD による疲労応力範囲（N/mm2） 

)(,2)(,2)(,2 9.0 jiHScthickjimeanjiFS fff ss D    =D  

SideL，SideR： 9 章 5 節図 15 及び 9 章 5 節図 16 における線 A-A の左側及び右側。

fmean1,i(j)： 平均応力影響に対する修正係数で，3.2 の規定による。

fmean2,i(j)： 平均応力影響に対する修正係数で，3.2 の規定による。

fwarp： そり影響による修正係数で，次による。 

• ばら積貨物船のハッチコーナ近傍のハッチサイドコーミングに最も近い甲板付縦通防撓材（図 1 参

照）に対して，fwarp = 1.07。全ての積付状態において，OST が支配的でない荷重ケースに対しては，

fwarp = 1.0 とする。 

• ばら積貨物船の次の甲板付縦通防撓材に対して，fwarp = 1.04。全ての積付状態において OST が支配的

でない荷重ケースに対しては，fwarp = 1.0 とする。

• ハッチ近傍で，ハッチコーナから 1 ウェブフレーム分離れた場所のハッチサイドコーミングに最

も近い防撓材（図 1 参照） 

• ハッチコーナ近傍のハッチサイドコーミングから 2 番目に近い防撓材（図 1 参照） 

• それ以外の場合 fwarp = 1.0 
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図 1 ばら積貨物船の甲板付縦通防撓材のそり影響 

 
 

)(,1 jiHSsD ： 積付状態（j）の荷重ケース（i）における動的荷重のうち，溶接止端部の垂線に対して±45 度以内

に作用する動的荷重のホットスポット主応力範囲（N/mm2）で，2 種類のシェル要素（4 節点又は 8

節点）に対して 9 章 5 節 3.1.2，3.3.2 及び 4.2.3 により決定する。 
)(,2 jiHSsD ： 積付状態（j）の荷重ケース（i）における動的荷重のうち，溶接止端部の垂線に対して±45 度より

外側に作用する動的荷重によるホットスポット主応力範囲（N/mm2）で，2 種類のシェル要素（4 節

点又は 8 節点）に対して 9 章 5 節 3.1.2，3.3.2 及び 4.2.3 により決定する。 

3.1.3 母材の自由端

母材の自由端に対する疲労応力範囲 )(, jiFSsD （N/mm2）は，9 章 1 節 2.4 に規定する自由端における局部応力範囲 )(, jiBSsD

に修正係数をかけたものとして次による。 
)(,)(,)(, jiBScthickjimeanmaterialsfjiFS ffffK ss D     =D  

Ksf： 母材の表面処理係数で，4.2.3 の規定による。

fmaterial： 材料強さに対する修正係数で，次による。 

eH
material R

f
+

=
965

1200  

)(, jiBSsD ： 積付状態（j）の荷重ケース（i）における動的荷重による局部応力範囲（N/mm2）で，次による。 

)(2,)(1,)(, jiBSjiBSjiBS sss -=D  

)(1, jiBSs , )(2, jiBSs ： 積付状態（j）の荷重ケース i1 及び i2 における局部応力（N/mm2）で，9 章 5 節に規定す

る極詳細メッシュ有限要素解析により算出する。 

3.2 平均応力影響

3.2.1 平均応力影響に対する修正係数

溶接継手の各ホットスポット主応力範囲 )(, jiHSsD 及び自由端における局部応力範囲 )(, jiBSsD に対して考慮する平均応

力修正係数は，次による。

(a) 溶接継手の場合 

0)(, ³jimCors の場合，
ú
ú
û

ù

ê
ê
ë

é

D
+=

)(,

)(,
)(, 2

2.09.0,0.1min
jiHS

jimCor
jimeanf

s
s

   

0)(, <jimCors の場合，
ú
ú
û

ù

ê
ê
ë

é

D
+=

)(,

)(,
)(, 2

8.09.0,3.0max
jiHS

jimCor
jimeanf

s
s

 

(b) 母材の場合 

0)(, ³jimCors の場合，
ú
ú
û

ù

ê
ê
ë

é

D
+=

)(,

)(,
)(, 2

4.08.0,0.1min
jiBS

jimCor
jimeanf

s
s

 

0)(, <jimCors の場合，
ú
ú
û

ù

ê
ê
ë

é

D
+=

)(,

)(,
)(, 2

8.0,3.0max
jiBS

jimCor
jimeanf

s
s

 

eEqR£maxs の場合， )(,)(, jimeanjimCor ss =  
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eEqR>maxs の場合， )(,max)(, jimeaneEqjimCor R sss +-=  

溶接継手の場合， )(max )(,)(,)(,max jimeanjiHSji sss +D=  

母材の場合， )(max )(,)(,)(,max jimeanjiBSji sss +D=  

( )eHeEq RR ;315max=  

)(, jimeans : 疲労平均応力（N/mm2）で，母材については 3.2.2，溶接継手については 3.2.3 又は 3.2.4 の規定によ

る。 

3.2.2 母材の自由端に対する平均応力

積付状態（j）の静的及び動的荷重ケース i1 及び i2 による母材の自由端に対する疲労平均応力 )(, jimeans （N/mm2）は，

局部応力に基づき次の算式により計算する。 

2
)(2,)(1,

)(,
jiBSjiBS

jimean
ss

s
+

=  

3.2.3 簡易法のための平均応力

簡易応力解析により評価する溶接継手に対して考慮すべき疲労平均応力は，9 章 4 節 2.2 により算出する。

3.2.4 有限要素解析のための平均応力

積付状態（j）の荷重ケース i1 及び i2 における静的及び動的荷重によるホットスポット主応力範囲の方向 pX 及び pY
の溶接継手に対する疲労平均応力 pXjimean )(,s 及び pYjimean )(,s （N/mm2）は，9 章 5 節 3.1.2，9 章 5 節 3.3.2 及び 9 章 5 節 4.2.3

に規定するホットスポット応力成分に基づき，次の算式により計算する。 

q
ss

q
ssss

ssss
s

2sin
2

)()(
2cos

4
)()()()(

4
)()()()(

)(2,)(1,)(2,)(1,)(2,)(1,

)(2,)(1,)(2,)(1,
)(,

  
ø

ö
çç
è

æ +
+  

ø

ö
çç
è

æ --+

+
+++

=

xyjiHSxyjiHSyyjiHSyyjiHSxxjiHSxxjiHS

yyjiHSyyjiHSxxjiHSxxjiHS
pXjimean

 

q
ss

q
ssss

ssss
s

2sin
2

)()(
2cos

4
)()()()(

4
)()()()(

)(2,)(1,)(2,)(1,)(2,)(1,

)(2,)(1,)(2,)(1,
)(,

  
ø

ö
çç
è

æ +
- 

--+

-
+++

=

xyjiHSxyjiHSyyjiHSyyjiHSxxjiHSxxjiHS

yyjiHSyyjiHSxxjiHSxxjiHS
pYjimean

 

q ： 要素座標系の x 方向とホットスポット主応力方向座標系の主応力方向 pX との成す角度（9 章 5 節 3.1.2 及び

4.2.3 参照）。ここで，要素座標系の x 座標は溶接止端部の法線方向とする。  
2 つの平均応力 pXjimean )(,s 及び pYjimean )(,s のうち，±45 度以内の主応力方向を持つ平均応力を )(,1 jiHSsD に関連さ

せて )(,1 jimeans とする。もう一つの平均応力を )(,2 jiHSsD に関連させて )(,2 jimeans とする。 

3.3  板厚影響

3.3.1
板厚は，形状の影響により主に溶接継手の疲労強度に影響を与え，板厚方向応力分布に影響を与える。板厚影響に対す

る修正係数 fthick は，次による。

• tn50 £  22mm の場合, 0.1=thickf  

• tn50 > 22mm の場合, ( )n
nthick tf 22/50=  

tn50： 溶接継手又は母材の自由端のホットスポット近傍の考慮する部材のネット板厚（mm） 

• 簡易応力解析の場合，防撓材に対して考慮すべきネット板厚は，次による。 

• 平鋼及びバルブプレートの場合：修正なし

• アングル材及び T 形鋼の場合：フランジのネット板厚 

• 有限要素解析の場合，考慮すべきネット板厚は，き裂が発生し進展しやすい部材のネット板厚とする。 

十字継手，T 字継手及び横部材付き板等，90 度の角度で取り付けられた継手の場合，考慮すべきネット

板厚は次による。 

 
ø
ö

ç
è
æ= 50150 ,

2
min nn tdt  

n： 溶接継手及び非溶接継手に対する板厚指数で，それぞれ表 1 及び表 4 による。 
n は考慮する応力方向により決定しなければならない。ここで， 1HSsD は溶接線に対して垂直とし， 2HSsD

は溶接線に対して平行とする。 

d： 止端部の距離(mm)で，次による。（図 2 参照） 
legntd l2502 +=  
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t1n50： 連続板のネット板厚(mm)で，図 2 による。

t2n50： ホットスポットを評価する横方向の付加物のネット板厚(mm)で，図 2 による。 
l leg： すみ肉脚長の長さ（mm） 

考慮する溶接継手の疲労寿命を改善させるために，溶接後処理法を適用する場合の板厚指数は，6 の規定による。

 
図 2 十字継手，T 字継手及び横方向の付加物継手の溶接止端部の距離 

 

4. S-N線図 

4.1  標準 S-N線図

4.1.1 耐力

鋼材の溶接継手及び鋼材の母材の疲労強度に関する耐力は，構造詳細に対して適用する応力範囲と損傷までの一定振幅

荷重の繰返し数の関係を表した S-N 線図による。

4.1.2 設計 S-N 線図

疲労評価は，疲労試験によって得られる S-N 線図に基づく。設計 S-N 線図は関連する試験データにおける非破壊確率

50%に相当する平均 S-N 線図から 2 標準偏差を差し引いたものである。表 2 及び表 3 に示す設計 S-N 線図は非破壊確率

97.7%に相当する。 

4.1.3 S-N 線図の適用範囲

S-N 線図は軟鋼及び最小規格降伏応力が 390（N/mm2）までの高張力鋼に適用できる。
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表 1 溶接継手及び板厚指数 

No 継手の分類 形状 状態 n 

1 
十字継手，T 型継手，横

方向の付加物  

 

溶接まま 0.25 

溶接後処理を行った

溶接止端部 
0.2 

2 横突合せ溶接 

 

 

溶接まま 0.2 

フラッシングもしく

は溶接後処理を行っ

た溶接止端部 
0.1 

3 
縦方向の溶接又は縦方向

の板端部の付加物 

 

 

 

すべて 0.1 

溶接後処理を行った

溶接止端部 
0.1 

4 
平鋼又はバルブプレート

への縦方向の付加物 

 

すべて 0 

溶接後処理を行った

溶接止端部(1) 
0 

5 
縦方向の付加物及び二重

張板  

 

溶接まま 0.2 

溶接後処理を行った

溶接止端部 
0.1 
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表 1 溶接継手及び板厚指数（続き） 

No 継手の分類 形状 状態 n 

6 
縦方向に支持された縦方

向の付加物及び二重張板 

 
 

 
 

 

溶接まま 0.1 

溶接後処理を行った

溶接止端部(1) 
0 

(1) 縦通防撓材端部結合部の溶接後処理は考慮しない。 

4.1.4 大気環境

図 3 に示す大気中の標準設計 S-N 線図は，次のとおり log ( sD )及び log (N)の比例関係で表される。 
( )sD -= log)log()log( 2 mKN  

)log(2)log()log( 12 d -= KK  

K1： 平均 S-N 線図に関する定数で，表 2 による。

K2： 設計 S-N 線図に関する定数で，表 2 による。 
d ： log(N)の標準偏差で，表 2 による。 

qsD ：設計 S-N 線図における N=107 での応力範囲（N/mm2）で，表 2 による。 

 
表 2 大気中の標準 S-N 線図のデータ 

級 
K1 

m 
標準偏差 d  K2 

107 回における設

計応力範囲 
2 106 回における

応力範囲 

K1 log10K1 log10 d  K2 qsD （N/mm2
） N/mm2 

B 2.343E15 15.3697 4.0 0.1821 1.01E15 100.2 149.9 

C 1.082E14 14.0342 3.5 0.2041 4.23E13 78.2 123.9 

D 3.988E12 12.6007 3.0 0.2095 1.52E12 53.4 91.3 
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図 3 大気中の標準設計 S-N 線図 

 

4.1.5 腐食環境

図 4 に示す腐食環境下の標準設計 S-N 線図は，次のとおり log( sD )及び log(N)の比例関係で表される。 
( )sD -= log)log()log( 2 mKN  

N： 応力範囲 sD 以下における損傷に至るまでの予測繰返し数 

K2： 設計 S-N 線図に関する定数で，表 3 による。

 
表 3 腐食環境下における標準 S-N 線図データ 

級 K2 m 繰返し数 2 106 回における設計応力範囲（N/mm2） 

Bcorr 
141005.5   4.0 126.1 

Ccorr 
131012.2   3.5 101.6 

Dcorr 
111060.7   3.0 72.4 

 
図 4 腐食環境下の標準設計 S-N 線図 

 

4.2 S-N線図の選択

4.2.1 溶接継手

大気中の溶接継手の疲労評価を行う場合は，表 2 に示す D 級の S-N 線図を用いなければならない。腐食環境下の溶接

損傷に至るまでの繰返し数 

応
力

範
囲

 

応
力
範
囲

 

損傷に至るまでの繰返し数 
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継手の疲労評価を行う場合は，表 3 に示す Dcorr級の S-N 線図を用いなければならない。

4.2.2 母材の自由端

大気中の母材の自由端の疲労評価を行う場合は，表 2 に示す B 級又は C 級の S-N 線図を用いなければならない。腐食

環境下の母材の自由端の疲労評価を行う場合は，表 3 に示す Bcorr級又は Ccorr級の S-N 線図を用いなければならない。

4.2.3 表面処理係数

非溶接箇所の多くは，就航時の腐食，摩耗及び傷などに起因する切欠きが生じる可能性を考慮して，表 4 に規定する表

面処理係数を考慮の上，C 級の S-N 線図を適用することができる。

摩耗，傷及び腐食に対する適切な保護手段を講じる等の高品質な表面処理を行い，5 節 2.に規定する有限要素解析を行

う場合，表 4 に示すとおり，B 級の S-N 線図を適用することができる。

 
表 4 非溶接継手に対する板厚指数及び表面処理係数 

継手形状，疲労亀裂の位置， 

応力の方向 
端部切断工程 端部処理 表面処理 n Ksf 

S-N 
線図 

1 

表面欠陥及び圧延欠陥のない圧延

又は成形された板及び形鋼並びに

継目無管 

 

N/A N/A 

表面欠陥及び

圧延欠陥なし

(1),(2) 

0 0.94 B 

2 

 
切断面 

 

機械切断（例え

ば熱間工程に

よるもの）又は

せん断 

グラインダに

よるラウンド

エッジ又は面

取りした切断

面，開先方向と

荷重方向は平

行とする 

表面に亀裂や

切欠きがない

(1),(2) 

0.1 1.00 B 

破断又はラウ

ンドエッジし

た切断面 

表面に亀裂や

切欠きがない

(1),(2) 

0.1 1.07 B 

端部処理なし 

表面に亀裂や

深い切欠きが

ない

（検査過程）

(1),(2) 

0.1 1.0 C 

手作業による

熱切断（例えば

ガス切断によ

るもの） 

端部処理なし 

表面に亀裂や

深い切欠きが

ない

（検査過程）

(1),(2) 

0.1 1.24 C 

備考 1： 切り口の形状による応力の増加を考慮

備考 2： 5 節 2.に規定する詳細メッシュ解析 
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5. 疲労被害度の計算 

5.1  一般

5.1.1
設計疲労寿命は，様々な積付状態及び防食措置の程度によりいくつかの期間に分割される。

防食措置（塗装等）は，構造詳細が保護されている状態（大気中）で限られた年数の期間のみ有効とし，表 5 に規定す

る設計寿命の残りの期間は保護されていないもの（腐食環境下）として考慮する。

5.1.2
5.2 に規定する要素疲労被害度とは，保護された状態（大気中）又は保護されない状態（腐食環境下）のどちらか特定

の環境条件での特定の積付状態（j）における累積被害度をいう。

5.3 に規定する結合疲労被害度とは，大気中及び腐食環境下の期間の特定の積付状態（j）における累積被害度を足し合

わせたものをいう。

5.4 に規定する全疲労被害度とは，全ての積付状態における結合疲労被害度を合計したものをいう。

5.2  要素疲労被害度

5.2.1
各積付状態(j)における要素疲労被害度は，支配的な荷重ケースに対して得られる応力範囲に基づき，大気中及び腐食環

境下の両方に対して，次の算式により別々に計算しなければならない。 
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ND： 設計疲労寿命中に出会う全波数で，次による。 
)log4/()(10557.31 0

6
CSRDD LTfN  =  

f0： 荷役や修理等の期間を除いた航行状態の期間を考慮した係数で，次による。 

f0 = 0.85 
)( ja ： 各積付状態の時間比で，油タンカーについては 9 章 1 節表 1 に，ばら積貨物船については 9 章 1 節表 3

による。 
)(, jFSsD ：参照超過確率 10-2 における疲労応力範囲（N/mm2） 

NR： 参照超過確率 10-2 に相当する繰返し数で， 100=RN とする。 

x ： ワイブル形状係数で， x =1 とする。 

)(xG ： 完全ガンマ関数 

K2： 設計 S-N 線図の定数で，大気中の場合は表 2 に，腐食環境下の場合は表 3 による。 
)( jm ： S-N 線図の傾きの変化 m を考慮した係数で，次による。 

• 大気中に対して， 
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• 腐食環境下に対して， 
)( jm =1.0 

),a( xg ：不完全ガンマ関数 

qsD ： 設計 S-N 線図の N=107 回の繰返し数に対応する応力範囲（N/mm2）で，表 2 による。 

mD ： N=107 回の S-N 線図の傾きの変化で， mD =2 とする。 

5.3 結合疲労被害度

5.3.1
各積付状態(j)における大気中及び腐食環境下の結合疲労被害度は，次の算式により計算しなければならない。 
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DE,air(j)： 積付状態(j)における大気中の要素疲労被害度で，5.2.1 による。

DE,corr(j)： 積付状態(j)における腐食環境下の要素疲労被害度で，5.2.1 による。 
 

表 5 腐食環境下にある期間 TC 

溶接継手及び構造詳細の位置 腐食環境下にある期間 TC（年） 

バラストタンク 

10 貨物油タンク 

ばら積貨物倉及びバラスト兼用倉の下部(1) 

ばら積貨物倉及びバラスト兼用倉の下部(1)以外の箇所 
5 

空所及びその他 

(1) 下部とは，単船殻構造の場合，倉内肋骨の端部ブラケットから下方 300mm の水平位置より下の貨物倉部

分，二重船殻構造の場合，ビルジホッパタンク上端部から下方 300mm の水平位置より下の貨物倉部分を

いう。（2 編 1 章 2 節図 1 参照） 

5.4  全疲労被害度

5.4.1
全ての積付状態における全疲労被害度は，次による。 
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D(j)： 適用する各積付状態に対する結合疲労被害度で，5.3 の規定による。 

5.5 疲労寿命の計算

5.5.1
疲労寿命 TFは次による。 
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Dair： 大気中での全ての積付状態における全疲労被害度で，次による。 
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Dcorr： 腐食環境下での全ての積付状態における全疲労被害度で，次による。 
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6. 溶接改善法 

6.1 一般

6.1.1
溶接後処理による疲労強度改善法は，品質管理手順に従って，要求される疲労寿命を満足することを補う方法として考

えなければならない。溶接後処理による疲労強度改善効果は，腐食がない状態でのみ得ることができ，塗装が溶接後処理

の後に行われ，設計寿命の間維持される場合にのみ考慮してもよい。

6.1.2 溶接後処理効果の制限

溶接後処理の効果を考慮できる構造詳細について，設計段階で計算する疲労寿命は，溶接後処理による影響を考慮しな
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い状態で TDF /1.47 以上としなければならない。

ただし，ばら積貨物倉内部の構造詳細にあっては，設計段階で計算する疲労寿命は，溶接後処理による影響を考慮しな

い状態で 25 年以上としなければならない。 

（備考 1）TDFが 25 年の場合，設計段階で計算する考慮する構造詳細の疲労寿命は，溶接後処理による影響を考慮しない状態で

17 年以上としなければならない。 

6.1.3 建造段階での溶接後処理

建造段階で疲労強度を改善させるために本規則内で考慮している基本的な溶接後処理法の一つとして，溶接形状の管理

及びグラインディングによる溶接欠陥の除去がある。

6.1.4 溶接止端部

疲労強度改善法は溶接止端部に適用する。これは，溶接止端部で疲労損傷が発生する可能性があることを考慮し，溶接

部の疲労寿命を増加させることを意図している。その他の箇所の損傷発生の可能性は常に考慮しなければならない。溶接

後処理により損傷が溶接止端部からルート部に移行する場合，継手部の全体的な疲労耐性に大きな向上は見込めないと考

えられる。溶接後処置を溶接止端部に適用する場合でも，溶接ルート部の疲労強度改善は期待できない。

疲労強度改善法に関する簡潔な記述及び疲労強度改善法による改善の程度は 6.2 による。

6.1.5 溶接後処理のための溶接の種類

溶接部の疲労強度改善を計画する場合，溶接ルート部におけるき裂発生の可能性を軽減又は排除するために，12 章 3
節 2.4 の規定による最小ルート面とした完全溶込み溶接又は部分溶込み溶接を用いなければならない。 

6.2 溶接止端部のグラインディング

6.2.1
溶接部は，応力集中を減少させるような好ましい形状とし，溶接止端部における欠陥を除去するためにグラインダを用

いて機械加工しても差し支えない。（図 5 参照）スラグ巻込み，アンダカット，コールドラップなどの欠陥を除去するた

めに，溶接止端部の材料は除去しなければならない。グラインディングの深さはアンダカットの底辺から下に少なくとも

0.5 mm としなければならない。グラインディングの全深さは 2mm もしくは機械加工される板の局部グロス板厚の 7%の

いずれか小さい方以下としなければならない。この要件を満足しない全てのアンダカットは，本会が適当と認める方法に

より修復しなければならない。

6.2.2
小さい半径のグラインダ溝による有害なノッチ影響の発生を避けるため，グラインディング先端器具の直径はグライン

ディングする溶接止端部の板厚を考慮して決定しなければならない。10mm から 50mm の板厚の溶接継手に適用する場合，

直径は 10mm から 25mm にしなければならない。最終的なグラインダ溝のルート半径は 0.25tas-built以上としなければなら

ない。グラインディング後の溶接のど厚及び脚長は，規則要件又は承認図面に記載された溶接サイズに適合しなければな

らない。

検査手順には，溶接止端部の半径，グラインディングの深さの確認及び溶接止端部のアンダカットが完全に除去されて

いることの確認を含めなければならない。 

 
図 5 グラインダ処理された溶接止端部の形状の詳細 

 
 

有効

溶接脚長 

② 

② 



－487－

（2019 鋼船規則 CSR-B&T編  1編  9章  3節）

6.3 疲労改善係数

6.3.1
グラインディングの効果により，疲労強度が 1.3 倍に増加（すなわち有効応力範囲が 1/1.3 に減少）し，大気中の被害

度が Dair /2.2 に減少することとなる。

Dair： 大気中の疲労被害度で，9 章 3 節 5.3.1 による。

6.4 適用条件

6.4.1
本節に規定する溶接後処理法及び疲労改善係数を適用する場合，次の条件を満足しなければならない。

• 溶接の種類は 6.1.5 の規定に適合する。

• 溶接部の疲労強度改善は，高サイクル疲労状態下での構造詳細の疲労強度改善に有効であるため，疲労改善係数は，

N £ 5 104 である低サイクル疲労に適用しない。 

• 特に規定されている場合を除き，疲労改善係数は 6mm から 50mm の板厚の板を結合する溶接継手に対して用いな

ければならない。 

•  疲労強度改善効果は腐食がない状態でのみ得ることができ，適切な塗装が溶接後処理の後に行われ，設計寿命の間

維持される場合にのみ考慮してもよい。 

•  疲労改善係数は溶接ままの横突合せ溶接，溶接ままの T 字継手及び十字継手，縦通防撓材の端部結合部以外の溶

接ままの縦通方向の付加物の溶接に対して適用しなければならない。 

•  機械損傷が生じやすい箇所では，疲労改善はその箇所が適切に保護されている場合にのみ認められる。

•  図 6 に示す通り，大きな多層盛溶接には，内部ビードの処理が要求される。

•  建造者は構造詳細の一覧及び溶接後処理を適用した箇所の一覧を提出しなければならない。

 
図 6 内部ビードを除去するための溶接止端部のグラインディングの範囲 

 
legl ： 溶接脚長 

w： 開先の幅

d： グラインディングの深さ 

7. 施工技術 

7.1  適用

7.1.1
構造詳細の疲労耐性は，原則，工作精度及び溶接管理等に関する施工技術基準を厳格化することにより向上させること

ができる。

7.2 構造詳細に対する施工管理

7.2.1 工作精度及び許容誤差の管理

工作精度が許容誤差を超える場合，構造詳細の応力集中が増加し，疲労耐性が減少する恐れがある。そのため建造者は，

12 章 1 節に規定する建造要件を満足しなければならない。 

7.2.2 溶接形状の管理

溶接形状の工作精度が悪い場合，応力集中が増加するため，溶接止端部を適切かつ滑らかな形状にするなどの特別な注

意を払わなければならない。本会は，重要な溶接止端部の位置に対し，溶接形状の管理（すなわち，施工技術の厳格化）

② 
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を要求する場合がある。

溶接ノッチの応力集中は溶接フランク角及び溶接止端部の半径に直接的に関係する。

前述の S-N 線図の有効性は，最大平均値 50 度の溶接フランク角及び最小平均値 0.5mm の溶接止端部の半径に基づいて

いる。本会は，計算された疲労寿命を考慮して重要箇所を承認するために，溶接の詳細の提出を要求することがある。

7.2.3 溶接後処理法

溶接後処理法は，6 に規定する通り，構造詳細の耐疲労性を改善するために用いても差し支えない。

設計段階で計算する疲労寿命には，原則として，溶接後処理よって得られる効果を考慮に入れてはならない。切断面の

形状の改善，ソフトブラケットトウ，板厚の局部的な増加，その他の構造詳細の形状の変化等，代替の設計方法を適用し

ても疲労寿命を満足できない例外的な場合にのみ，溶接後処理効果を考慮することができる。本要件については，本会の

適当と認めるところによる。

7.2.4 詳細設計標準

疲労強度改善が行われた構造詳細の要件は，9 章 6 節による。詳細設計標準は施工基準及び溶接の要件も含まれる。
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4 節 簡易応力解析 

記号 

本節に規定されない記号については，1 章 4 節による。

（i） 4 章 2 節 3.1 に規定する荷重ケース“HSM”，“FSM”，“BSR-P”，“BSR-S”，“BSP-P”，“BSP-S”，“OST-P”及び

“OST-S”を表す添字で，次による。

“i1”は荷重ケース“HSM-1”，“FSM-1”，“BSR-1P”，“BSR-1S”，“BSP-1P”，“BSP-1S”，“OST-1P”及び“OST-1S”
を表す。

“i2”は荷重ケース“HSM-2”，“FSM-2”，“BSR-2P”，“BSR-2S”，“BSP-2P”，“BSP-2S”，“OST-2P”及び“OST-2S”
を表す。 

（j） 積付状態を表す添字で，次による。 

油タンカー： 9 章 1 節 6.2 の規定による“Full load”又は“Normal ballast”
ばら積貨物船： 9 章 1 節 6.3 の規定による“Full load homogeneous”，“Full load alternate”，“Normal ballast”

又は“Heavy ballast” 
bdgl ： 防撓材の有効曲げスパン（m）で，3 章 7 節の規定による。 

Iy-n50： 考慮する船長方向位置でのネットハルガーダ断面二次モーメント(m4)

Iz-n50： 考慮する船長方向位置でのネット水平ハルガーダ断面二次モーメント(m4)

y： 考慮する荷重計算点の水平座標（m）

z： 考慮する荷重計算点の垂直座標（m）

zn： 基線から水平中性軸までの距離（m）

fc： 修正係数で，9 章 1 節 5.1.2 の規定による。

fNA： 修正係数で，次による。 

・ ばら積貨物船： 
・ 20 Dz £< の場合： 0.1=NAf  

・ Dz = の場合： 95.0=NAf  

・ fNA：z の値が上記以外の場合，線形補間により求める。 
・ 油タンカー： 0.1=NAf  

Ka： 軸荷重による応力に対する幾何学的な応力集中係数で，5.2 の規定による。

Kb： 面外圧力による応力に対する幾何学的な応力集中係数で，5.2 の規定による。

Kn： 非対称な防撓材の形状による応力集中係数で，5.1 の規定による。 

1. 一般 

1.1 適用

1.1.1
本節では，縦通防撓材端部結合部の疲労強度評価に用いなければならない簡易応力評価の手順を規定する。

1.1.2
図 2 に示す縦通防撓材の各端部結合部のホットスポット応力範囲及びホットスポット平均応力は，次の場所における縦

通防撓材のフランジ位置で評価しなければならない。

(a) 次の場所にない横桁又はフロアは，相対変位による追加のホットスポット応力を考慮してはならない。 

・ 貨物倉の制水隔壁を含む横隔壁又は，

・ スツール部 

(b) 次の位置にある横桁又はフロアは，相対変位による追加のホットスポット応力を考慮しなければならない。 

・ 貨物倉の制水隔壁を含む横隔壁又は，

・ スツール部 
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5.1 の規定による非対称な防撓材の形状による応力集中係数及び 5.2 の規定による A 点及び B 点の防撓材端部結合部の

形状による応力集中係数を適用しなければならない。

1.2 前提条件

1.2.1
縦通防撓材端部結合部の疲労強度評価は，次の前提条件による。

(a) ホットスポット応力は次に基づく。 

・ 公称応力

・ 5 の規定による応力集中係数

・ 9 章 1 節 6 の規定による積付条件 

(b) 縦通防撓材端部結合部の種類は，5.2 の規定による。

1.2.2
5.2 に規定する端部結合部は，軸荷重及び面外荷重下における典型的な結合様式に基づいている。構造詳細が表 4 に示

すものと異なる場合，5.3 の規定に従い，疲労強度に関して当該詳細の妥当性を示すために有限要素法解析を行わなけれ

ばならない。 

2. ホットスポット応力 

2.1 ホットスポット応力範囲

2.1.1
積付状態(j)の荷重ケース(i)における動的荷重によるホットスポット応力範囲（N/mm2）は，次の算式による。 

( ) ( ) ( ))(2,)(2,)(2,)(1,)(1,)(1,, jidDjiLDjiGDjidDjiLDjiGDjiHS sssssss ++-++=D  

)(1, jiGDs , )(2, jiGDs ： 全波浪中ハルガーダ曲げモーメントによる応力（N/mm2）で，3.1.1 の規定による。 

)(1, jiLDs , )(2, jiLDs ： 局部動的圧力による応力（N/mm2）で，4.1.1 の規定による。 

)(1, jidDs , )(2, jidDs ： 波浪中における相対変位による応力（N/mm2）で，4.2.4 及び 4.2.5 の規定による。 

2.2 ホットスポット平均応力

2.2.1
積付状態（j）の荷重ケース（i）における静的荷重及び動的荷重によるホットスポット平均応力（N/mm2）は，次の算

式による。 
( ) )(,)(,)(,)(,)(,, jimGDjimLDjdSjLSjGSjimean ssssss ++++=  

積付状態（j)の荷重ケース（i）において： 
)(, jGSs ： 静水中ハルガーダ曲げモーメントによる応力（N/mm2）で，3.2.1 の規定による。 

)(, jLSs ： 局部静的圧力による応力（N/mm2）で，4.1.2 の規定による。 

)(, jdSs ： 静水中における相対変位による応力（N/mm2）で，4.2.7 の規定による。 

)(, jimLDs ： 局部動的圧力による平均応力（N/mm2）で，次の算式による。 

2
)(2,)(1,

)(,
jiLDjiLD

jimLD
ss

s
+

=  

)(1, jiLDs , )(2, jiLDs ： 局部動的圧力による応力（N/mm2）で，4.1.1 の規定による。 

)(, jimGDs ： 全波浪中曲げモーメントによる平均応力（N/mm2）で，次の算式による。 

2
)(2,)(1,

)(,
jiGDjiGD

jimGD
ss

s
+

=  

)(1, jiGDs , )(2, jiGDs ： 全波浪中曲げモーメントによる応力（N/mm2）で，3.1.1 の規定による。 

3. ハルガーダ応力 

3.1 波浪中曲げモーメントによる応力

3.1.1
積付状態（j）の荷重ケース“i1”及び荷重ケース“i2”におけるハルガーダホットスポット応力（N/mm2）は，次の算

式による。 
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( ) 3

50

,

50

,
)(, 10-

-

-

-

-

 
ø

ö
ç
ç
è

æ
- - = y

I
M

fzz
I

M
Kf

nz

ikLCwh
NAn

ny

ikLCwv
acjikGDs  

Mwv-LC,ik： 4 章 4 節の規定による考慮する動的荷重ケースにおける波浪中垂直曲げモーメント（kNm）で，積付

状態（j）の荷重ケース“i1”及び荷重ケース“i2”における考慮する船長方向位置でのハルガーダ

荷重計算点で計算する。 

Mwh-LC,ik： 4 章 4 節の規定による考慮する動的荷重ケースにおける波浪中水平曲げモーメント（kNm）で，積付

状態（j）の荷重ケース“i1”及び荷重ケース“i2”における考慮する船長方向位置でのハルガーダ

荷重計算点で計算する。 

3.2 静水中曲げモーメントによる応力

3.2.1
積付状態（j）における静水中曲げモーメントによるハルガーダホットスポット応力（N/mm2）は，次の算式による。 

( ) 3

50

)(
)(, 10-

-

-     
=

ny

nswjaNAc
jGS I

zzMKff b
s  

Msw： 考慮する船長方向位置におけるハルガーダ荷重計算点での許容静水中垂直曲げモーメント（kNm）で，4

章 4 節の規定による。 
)( jb ： 許容静水中垂直曲げモーメントの比率で，表 1 による。 

 
表 1 許容静水中垂直曲げモーメントの比率 )( jb  

船の種類 積付状態 
考慮する断面の

船長方向位置 )( jb  

油タンカー 
均等積状態 

N/A 

0.60（サギング状態） 

ノーマルバラスト状態 0.80（ホギング状態） 

ばら積貨物船 

均等積状態 0.40（サギング状態） 

隔倉積状態 0.75（ホギング状態） 

ノーマルバラスト状態 0.80（ホギング状態） 

ヘビーバラスト状態 
（図 1 参照） 

バラスト兼用倉 0.75（サギング状態） 

バラスト兼用倉に隣接する貨

物倉 

0.75（サギング状態）と

0.45（ホギング状態）との 
線形補間で求める。 

その他の貨物倉 0.45（ホギング状態） 
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図 1 疲労強度評価のためのバラスト兼用倉の静水中曲げモーメントの分布 

 

4. 防撓材に発生する局部応力 

4.1 防撓材の曲げによる応力

4.1.1 動的圧力による応力

積付状態（j）の荷重ケース“i1”及び荷重ケース“i2”における局部動的圧力によるホットスポット応力（N/mm2）は，

次の算式による。 

( )

50

2

2

)(,)(,)(,
2

)(, 12

66
1

neff

bdg

e

bdg

e
jikbdbdjikIdIdjikWNLWbdgnb

jikLD Z

xxPPPfsKK

-

 
ø

ö

ç
ç

è

æ
+-++

=
ll

l hhh

s  

PW, ik(j)： 積付状態(j)の荷重ケース“i1”及び荷重ケース“i2”でのスパン中央における波浪変動圧（kN/m2）で，

4 章 5 節 1.4 の規定による。 

Pld, ik(j)： 積付状態（j）の荷重ケース“i1”及び荷重ケース“i2”でのスパン中央におけるタンク内液体による

動圧（kN/m2）で，4 章 6 節 1.1.1 の規定による。

防撓材の両側，すなわち，付き板の防撓材側及びその反対側に作用する圧力は，積付状態に応じて同

時に考慮して差し支えない。

ばら積貨物船の甲板付縦通防撓材については，トップサイドタンクの内圧は考慮しない。 

Pbd, ik(j)： 積付状態（j）の荷重ケース“i1”及び荷重ケース“i2”でのスパン中央におけるばら積貨物による動

圧（kN/m2）で，4 章 6 節 2.4.1 の規定による。 

Wh , Idh , bdh ： 圧力標準係数で，次による 

考慮する圧力が防撓材側に作用する場合：h =1 

上記以外：h = -1 

fNL： 波浪変動圧の非線形性による修正係数で，次による。 

wLC hTz 2+> の場合： 1=NLf  

      

その他の

貨物倉 

バラスト兼用

倉に隣接する

貨物倉 
バラスト

兼用倉 

バラスト兼用

倉に隣接する

貨物倉 
その他の

貨物倉 
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wLCwLC hTzhT 28.1 +£<+ の場合： 45.2 -
-

=
w

LC
NL h

Tzf  

wLCwLC hTzhT 8.16.1 +£<+ の場合： 4.05.0 -
-

=
w

LC
NL h

Tzf  

wLCwLC hTzhT 6.12.1 +£<+ の場合： 4.0=NLf  

wLCwLC hTzhT 2.16.0 +£<+ の場合：
w

LC
NL h

Tzf -
-= 25.07.0  

wLCwLC hTzhT 6.02.0 +£<- の場合：
w

LC
NL h

Tz
f

-
-= 75.01  

wLCwLC hTzhT 2.0-£<- の場合： 1875.11875.0 +
-

=
w

LC
NL h

Tzf  

wLC hTz -£ の場合： 1=NLf  

hw：  水線位置での圧力と等しい水頭（m）で，4 章 5 節の規定による。

xe：  スパン bdgl の端部からホットスポットまでの最小距離（m）で，図 2 による。 

Zeff-n50： 考慮する防撓材のネット断面係数（cm3）で，防撓材の付き板の有効幅 beffを含む。

beff： スパン並びにブラケット及び支持部材から求められる付き板有効幅で，次の算式による。 

110
3

11 3 ³  
ø

ö
çç
è

æ
-

s
bdgl

の場合：

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ø

ö

ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç

è

æ

 
ø

ö
ç
ç
è

æ
  

ø

ö
çç
è

æ
-

+
 = 0.1;

10
3

11

31

04.1min

35.1
3

s

sb

bdg

eff

l

 

110
3

11 3 <  
ø

ö
çç
è

æ
-

s
bdgl

の場合： 310
3

1
126.0   

ø

ö
çç
è

æ
-= bdgeffb l  
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図 2 ホットスポットにおける有効スパン及び xe の定義 

 

横方向の自由端フランジによる支持 

横方向の自由端フランジによる支持 

二重船側/横隔壁による支持 

二重船側/横隔壁による支持 
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4.1.2 静的圧力による応力

積付状態(j)における局部静的圧力によるホットスポット応力（N/mm2）は，次の算式による。 

( )

50

2

2

)(,)(,)(,
2

)(, 12

66
1

neff

bdg

e

bdg

e
jbsbsjIsIsjSSbdgnb

jLS Z

xxPPPsKK

-

 
ø

ö

ç
ç

è

æ
+-++

=
ll

l hhh

s  

PS,(j)： 積付状態（j）における静水圧（kN/m2）で，4 章 5 節 1.2 の規定による。

Pls,(j)： 積付状態（j）におけるタンク内液体による静圧（kN/m2）で，4 章 6 節 1.1.1 の規定による。 

防撓材の両側に作用する圧力は，積付状態に応じて同時に考慮して差し支えない。 

Pbs,(j)： 積付状態（j）におけるばら積貨物による静圧（kN/m2）で，4 章 6 節 2.4.1 の規定による。

Sh , Ish , bsh ： 圧力標準係数で，次による

考慮する圧力が防撓材側に作用する場合： h =1 

上記以外の場合： h = -1 

4.2 相対変位による応力

4.2.1 一般

次の位置にある横桁又はフロアに取り付ける縦通防撓材については，その端部において相対変位による追加のホットス

ポット応力を考慮しなければならない。

・ 貨物倉の制水隔壁を含む横隔壁又は，

・ スツール部

4.2.2 相対変位の定義

相対変位は，次による。

・ スツール部のフロアを貫通する防撓材の場合，相対変位は，スツール部のフロア位置での縦通防撓材に対するスツ

ール前方（Fwd）及び後方（Aft）にあるフロア位置での縦通防撓材の変位とする。 

・ その他の縦通防撓材の場合，相対変位は，制水隔壁を含む横隔壁位置での縦通防撓材に対する横隔壁前方（Fwd）

及び後方（Aft）にある横桁（又はフロア）位置での縦通防撓材の変位とする。

4.2.3 符号

ホットスポット位置，すなわち縦通防撓材のフランジ位置における相対変位による応力が引張となる場合，相対変位の

符号を正とする。

4.2.4 油タンカー

油タンカーにあっては，積付状態（j）の荷重ケース“i1”及び荷重ケース“i2”における相対変位による追加のホット

スポット応力は，4.2.6 に規定する有限要素法又は次に示す局部変動応力要素に対する応力係数を用いることにより算出

しなければならない。 
( ) )(,)(, 1 jikLDdjikdD K ss  -=  

)(, jikLDs ： 局部動的応力で，4.1.1 の規定による。 

Kd： 支持部間の相対変位による縦通防撓材の曲げ応力係数で，表 2 及び図 3 による。 
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表 2 横隔壁（制水隔壁を含む）と隣接する横桁（フロア）間の相対変位により 

縦通防撓材に発生する曲げ応力に対する係数 

場所 
係数 Kd 

満載状態 バラスト状態 

船底縦通防撓材 

縦通隔壁間，ボトムガーダ間又は端部ブラケット構造間の中間 1.50 

縦通隔壁，ボトムガーダ（センターガーダを除く）又はバットレス 1.15 

センターガーダ 1.30 

船底において上記の中間に位置する場合 線形補間 

船側縦通防撓材 

船側における最下部のサイドストリンガと甲板の中間 1.30 1.15 

船側における最下部のサイドストリンガと甲板 1.15 1.15 

上記の中間に位置する場合 線形補間 1.15 

その他の縦通防

撓材 
 1.15 

 
図 3 2 列の縦通隔壁を有する油タンカーの満載状態における係数 Kd 

 

4.2.5 ばら積貨物船

ばら積貨物船にあっては，積付状態（j）の荷重ケース“i1”及び荷重ケース“i2”における相対変位による追加のホッ

トスポット応力は，4.2.6 に規定する有限要素法により算出しなければならない。

4.2.6 有限要素法を用いて求めた相対変位による応力

相対変位による応力を計算するための次に示す手順は，7 章 2 節 2 の規定に適合した貨物倉モデルに基づいている。

積付状態（j）の荷重ケース“i1”及び荷重ケース“i2”における位置“a”及び“f”の相対変位による応力（N/mm2）

は，次の算式により直接算出しなければならない。 

)2,1(
""

""

)(,)(,

)(,)(,
)(, =

ïî

ï
í
ì

+

+
=

--

-- k
fKK

aKK

jikfdAftbjikfdFwdb

jikadAftbjikadFwdb
jikdD 　　　

の場合　　位置

の場合　　位置

ss

ss
s  

a，f： 検討位置を示す添字。（図 4 参照）

Aft，Fwd： 横隔壁の後方（“Aft”）及び前方（“Fwd”）を示す添字。（図 4 参照）

Kb： 表 4 による“点 A“又は”点 B“に対応する位置”a“及び”f“での曲げによる応力集中係数 
)(, jikadFwd -s , )(, jikadAft-s , )(, jikfdFwd -s , )(, jikfdAft-s ： 

積付状態（j）の荷重ケース“i1”及び荷重ケース“i2”における，制水隔壁を含む横隔壁とその前

方（“Fwd”）及び後方（“Aft”）の横桁との間又はスツール部のフロアとその前方（“Fwd”）及び後
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方（“Aft”）のフロアとの間の相対変位による位置“a”及び“f”の付加応力（N/mm2）で，次の算

式による。 

( )
5

505050

5050)(,
)(, 1015.11

9.3 -

---
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-   
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d
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9.3 -

---

--
-  

ø

ö
ç
ç
è

æ
-

+
=

Fwd

eFwd

nAftFwdnFwdAftAftnFwd

nFwdnAftjikAft
jikfdAft

x
IIZ

IEI
llll

d
s  

IFwd-n50，IAft-n50： 前方（“Fwd”）及び後方（“Aft”）の縦通防撓材のネット断面二次モーメント（cm4）

ZFwd-n50，ZAft-n50： 前方（“Fwd”）及び後方（“Aft”）の防撓材のネット断面係数（cm3） 
Fwdl ， Aftl ： 前方（“Fwd”）及び後方（“Aft”）の縦通防撓材のスパン（m）で，図 4 による。 

xeFwd，xeAft： Fwdl 及び Aftl それぞれの端部から位置“a”及び“f”のホットスポットまでの最小距離（m）

で，図 2 による。 
)(, jikFwdd ， )(, jikAftd ： 制水隔壁を含む横隔壁（又はスツール部のフロア）とその前方（“Fwd”）又は後方（“Aft”）

の横桁（又はフロア）との間の付き板に垂直な相対変位（mm）で，図 4 による。 

 
図 4 相対変位の定義（船側縦通防撓材の例） 

 

 

4.2.7 静水中の相対変位による応力

制水隔壁を含む横隔壁又はスツール部のフロアと隣接する横桁又はフロアとの間の付き板に垂直な方向の相対変位に

よる静水中の追加のホットスポット応力は，油タンカーにおいては 4.2.4 及びばら積貨物船においては 4.2.5 の手順に従っ

て，局部動的応力 LDs 及び変動圧を局部静的応力 LSs 及び静圧に置き換えて算出しなければならない。 

5. 応力集中係数 

5.1 非対称な防撓材

5.1.1
面外荷重を受ける組立型鋼及び圧延形鋼の非対称なフランジを持つ防撓材のウェブの板厚中心で計算される応力集中

係数 Kn は，次の算式による。（図 5 参照） 

z
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=  
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bg-n50： 防撓材の偏心（mm）で，フランジの端部からウェブの中心線までの距離。（図 6 参照）

bf-n50： フランジのネット幅（mm）（図 6 参照）

tf-n50： フランジのネット板厚（mm）（図 6 参照）

hstf-n50： 面材を含む防撓材のネット高さ（mm）（図 6 参照）

tw-n50： ウェブのネット板厚（mm）（図 6 参照）

hw-n50： ウェブのネット高さ（mm）（図 6 参照）

tp-n50： 付き板のネット板厚（mm）（図 6 参照） 

zy ： 係数で，次の算式による 

3

50

50
2

50 10
4

---=
n

nwnw
z Z

th
y  

Zn50： 防撓材の心距と等しい幅の付き板を含む防撓材のネット断面係数（cm3） 
 

図 5 対称及び非対称フランジを持つ防撓材の曲げ応力 

 
 

図 6 防撓材ネット寸法 

 

5.1.2 バルブプレート

バルブプレートの場合，係数 Kn は，図 7 に示す等価な組立形鋼を用いて算出しなければならない。等価な組立形鋼の

フランジは，垂直軸及び中性軸に対する断面積及び断面二次モーメントがバルブフランジの性能と同等でなければならな

い。

HP 型バルブプレートと等価な組立形鋼の寸法の例を表 3 に示す。 

中性軸 
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図 7 バルブプレート及び等価な組立形鋼 

 
 

表 3 HP 型バルブプレートと等価な組立形鋼の寸法 

HP 型バルブプレート 等価な組立形鋼フランジ（グロス板厚） 

高さ（mm） ウェブのグロス板厚 tw-gr（mm） bf （mm） tf-gr（mm） bg（mm） 

200 9   13 tw-gr + 24.5 22.9 （tw-gr + 0.9）/2 

220 9   13 tw-gr + 27.6 25.4 （tw-gr + 1.0）/2 

240 10   14 tw-gr + 30.3 28.0 （tw-gr + 1.1）/2 

260 10   14 tw-gr + 33.0 30.6 （tw-gr + 1.3）/2 

280 10   14 tw-gr + 35.4 33.3 （tw-gr + 1.4）/2 

300 11   16 tw-gr + 38.4 35.9 （tw-gr + 1.5）/2 

320 11   16 tw-gr + 41.0 38.5 （tw-gr + 1.6）/2 

340 12   17 tw-gr + 43.3 41.3 （tw-gr + 1.7）/2 

370 13   19 tw-gr + 47.5 45.2 （tw-gr + 1.9）/2 

400 14   19 tw-gr + 51.7 49.1 （tw-gr + 2.1）/2 

430 15   21 tw-gr + 55.8 53.1 （tw-gr + 2.3）/2 

5.2 縦通防撓材の端部結合

5.2.1
軸荷重及び面外荷重を受ける防撓材の端部結合部における応力集中係数 Ka 及び Kb は，表 4 による。ソフトトウに対す

る表 4 の値は，5.2.5 の規定に適合したトウ形状に対して有効である。面外荷重に対する応力集中係数 Kb は，相対変位に

よる応力にも用いなければならない。

5.2.2 その他の結合形式

表 4 に規定する以外の結合形式を提案する場合，提案された結合形式の疲労強度は，ホットスポット応力を直接算出す

るための 9 章 5 節の規定による超詳細メッシュ有限要素解析，又は，応力集中係数を算出するための 5.3 の規定による有

限要素解析のいずれかの方法により評価しなければならない。

5.2.3 重ね継手

縦通防撓材の重ね継手，すなわち，縦通防撓材のウェブ同士の溶接は，貨物倉区域に採用してはならない。

5.2.4 ウェブ防撓材と結合していない防撓材の端部

次の箇所においてウェブ防撓材が省略又は縦通防撓材のフランジに結合していない場合，図 8 に示す水密のカラープレ

ートを取付ける（表 4 の ID31 の結合形式）か，9 章 6 節 2.1 の規定によるスロット部の詳細設計としなければならない。

・ 1.1Tsc より下方の船側外板

・ 船底 
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・ 1.1Tsc より下方の縦通隔壁

・ ビルジホッパ部

・ 1.1Tsc より下方のトップサイドタンク斜板

・ 内底板

9 章 6 節 2.2 の規定により，カラープレートを含めた主要支持部材のウェブのスロット周りのホットスポット応力に基

づく有限要素解析による比較解析により疲労強度を評価する場合，9 章 6 節 2.1 で規定するスロットと同等とみなして差

し支えない。

 
図 8 水密のカラープレート 

 

5.2.5 ウェブ防撓材及び裏当てブラケットのソフトトウ

ウェブ防撓材端部及び裏当てブラケットのトウの形状は，次を満足しなければならない。 
£q 20 

htoe £ max（tbkt-gr；15） 
q ：  トウの角度（deg）（図 9 参照） 

htoe： トウの高さ（mm）（図 9 参照）

tbkt-gr： ブラケットのグロス板厚（mm） 

5.2.6 推奨される詳細設計

ソフトトウ及び裏当てブラケットを有する縦通防撓材端部の推奨される詳細設計を図 9 に規定する。 

スカラップ

（非水密断面のみ） 



－501－

（2019 鋼船規則 CSR-B&T編  1編  9章  4節）

図 9 ソフトトウ及び裏当てブラケットの詳細設計 

 
 

梁柱防撓材のソフトトウ及び裏当てブラケットの推奨設計 

トリッピングブラケットのソフトトウ及び裏当てブラケットの推奨設計 

トリッピングブラケットのソフトトウの推奨代替設計 

ソフトトウの高さ： 
15mm 又はブラケット

の板厚を超えない値

のどちらか大きい方 
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表 4 応力集中係数 

ID 継手の種類 (2)(3) 
点 A 点 B 

Ka Kb Ka Kb 

1 (1) 

 

1.28
d £ 150

 
1.36 

150 < d £ 250 
 

1.45
d > 250 

1.40
d £ 150

 
1.50 

150 < d £ 250 
 

1.60
d > 250 

1.28
d £ 150

 
1.36  

150 < d £ 250 
 

1.45
d > 250 

1.60 

2 (1) 

 

1.28
d £ 150

 
1.36 

150 < d £ 250 
 

1.45
d > 250 

1.40
d £ 150

 
1.50  

150 < d £ 250 
 

1.60
d > 250 

1.14 
d £ 150

 
1.24  

150 < d £ 250 
 

1.34
d > 250 

1.27 

3 

 

1.28 1.34 1.52 1.67 

4 

 

1.28 1.34 1.34 1.34 

5 

 

1.28 1.34 1.28 1.34 
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表 4 応力集中係数（続き） 

ID 継手の種類 (2)(3) 
点 A 点 B 

Ka Kb Ka Kb 

6 

 

1.52 1.67 1.34 1.34 

7 

 

1.52 1.67 1.52 1.67 

8 

 

1.52 1.67 1.52 1.67 

9 

 

1.52 1.67 1.28 1.34 

10 

 

1.52 1.67 1.52 1.67 
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表 4 応力集中係数（続き） 

ID 継手の種類 (2)(3) 
点 A 点 B 

Ka Kb Ka Kb 

11 

 

1.28 1.34 1.52 1.67 

12 

 

1.52 1.67 1.28 1.34 

13 

 

1.52 1.67 1.52 1.67 

14 

 

1.52 1.67 1.34 1.34 

15 

 

1.52 1.67 1.52 1.67 



－505－

（2019 鋼船規則 CSR-B&T編  1編  9章  4節）

表 4 応力集中係数（続き） 

ID 継手の種類 (2)(3) 
点 A 点 B 

Ka Kb Ka Kb 

16 

 

1.52 1.67 1.28 1.34 

17 

 

1.28 1.34 1.52 1.67 

18 

 

1.28 1.34 1.34 1.34 

19 

 

1.28 1.34 1.28 1.34 

20 

 

1.28 1.34 1.52 1.67 

② 

② 

② 

② 



－506－

（2019 鋼船規則 CSR-B&T編  1編  9章  4節）

表 4 応力集中係数（続き） 

ID 継手の種類 (2)(3) 
点 A 点 B 

Ka Kb Ka Kb 

21 

 

1.28 1.34 1.52 1.67 

22 

 

1.28 1.34 1.34 1.34 

23 

 

1.28 1.34 1.28 1.34 

24 

 

1.28 1.34 1.52 1.67 

25 (1) 

 

1.28
d £ 150

 
1.36  

150 < d £ 250 
 

1.45
d > 250 

1.40
d £ 150

 
1.50  

150 < d £ 250 
 

1.60
d > 250 

1.14
d £ 150

 
1.24  

150 < d £ 250 
 

1.34
d > 250 

1.25
d £ 150

 
1.36  

150 < d £ 250 
 

1.47
d > 250 

② 

② 

② 

② 
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表 4 応力集中係数（続き） 

ID 継手の種類 (2)(3) 
点 A 点 B 

Ka Kb Ka Kb 

26 

 

1.28 1.34 1.34 1.47 

27 

 

1.52 1.67 1.34 1.47 

28 

 

1.52 1.67 1.34 1.47 

29 

 

1.28 1.34 1.34 1.47 

30 

 

1.28 1.34 1.34 1.47 ② 

② 
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表 4 応力集中係数（続き） 

ID 継手の種類 (2)(3) 
点 A 点 B 

Ka Kb Ka Kb 

31 (4) 

 

1.13 1.20 1.13 1.20 

32 (4) 

(5) (6) 

 

1.13 1.14 N/A N/A 

(1) 結合部の長さ d（mm）は，スカラップを差し引かない縦通防撓材のフランジの溶接継手部の長さとする。

(2) 縦通防撓材が平鋼であって，当該防撓材にウェブ防撓材又はブラケットが溶接され，当該ウェブ防撓材又はブラケッ

トの板厚が平鋼防撓材の板厚の 0.7 倍より大きい場合，表中に規定する応力集中係数は 1.12 倍しなければならない。

本規定は，バルブプレート及びアングル材等のように防撓材フランジ端部とウェブ防撓材又はブラケットとの結合部

の最小間隔が 8mm 未満の非対称部材にも適用する。 

(3) 重ね継手については，5.2.3 参照。

(4) ウェブ防撓材が省略又は縦通防撓材のフランジに結合していない場合の詳細は ID31 及び ID32 による。（5.2.4 参照） 

(5) カラー又はウェブがフランジに溶接されてない継手の種類（ID32）の場合，スロットの形状に関わらず表中に規定す

る応力集中係数を用いて差し支えない。 

(6) 疲労評価点 A は，防撓材のウェブと横桁又はラグプレートとの結合部とする。 

5.3 代替設計

5.3.1 代替応力集中係数の導出

本会の了承を得た上で，9 章 5 節の規定に従って，極詳細メッシュ有限要素解析により代替設計に対する幾何学的な応

力集中係数を計算しなければならない。極詳細メッシュ有限要素解析による防撓材端部結合部に対する幾何学的な応力集

中係数の導出に関する追加要件は次による。

(a) 有限要素モデル範囲：有限要素モデルは，考慮する箇所をモデルの中央とし，少なくとも縦通防撓材方向に 4 横桁

間隔分をモデル化しなければならない。（図 10 参照）同じ種類の継手を全てのウェブフレームにモデル化しなけれ

ばならない。横方向においては，防撓材心距 1 つ分として差し支えない。 

(b) 適用荷重：原則として，2 つの荷重ケースを考慮しなければならない。 

・ 強制変位による軸荷重をモデル端部に適用する。

・ 単位圧力荷重による横荷重を外板に適用する。 

(c) 境界条件 

・ 付き板の縦方向端部の切断面，ウェブフレームの横方向端部及び垂直方向端部の切断面並びにウェブ防撓材の

上部において対称条件を与えること。 

・ 面外荷重の場合：解析モデルは，前後両端で全ての自由度を固定しなければならない。

・ 軸荷重の場合：解析モデルの後端部で縦方向の変位を固定し，前端部に強制軸変位を与えなければならない。

② 
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（前後端を入れ替えても差し支えない。） 

(d) 有限要素メッシュ密度：考慮するホットスポット位置において，要素サイズは防撓材のフランジの板厚と同程度又

は防撓材の種類に応じて 10mm としなければならない。解析モデルの残りの部分においては，要素サイズを s/10

程度としなければならない。ここで，s は防撓材の心距とする。 
 

図 10 幾何学的な応力集中係数導出のための極詳細メッシュ有限要素モデル 

（フランジ付防撓材の例） 

 

上記に示した 2 つの荷重ケースにおいて，応力集中係数は次により決定する。

・ 軸荷重の場合 

NomAx

HSAx
aK

s
s

=  

・ 曲げ荷重の場合 

NomBd

HSBd
bK

s
s

=  

HSAxs ： 軸荷重下における防撓材のフランジでのホットスポット応力（N/mm2） 

NomAxs ： 有限要素解析に適用する軸荷重下での防撓材のフランジの公称軸応力（N/mm2）で，3.1 の規定によ

る。 

HSBds ： 単位圧力荷重下における防撓材のフランジでのホットスポット応力（N/mm2） 

NomBds ： 有限要素解析に適用する単位圧力荷重下でのホットスポット付近の防撓材のフランジの公称曲げ応

力（N/mm2）で，4.1 の規定による。 

代替設計における幾何学的な応力集中係数の導出方法については，文書化し本会に提出しなければならない。 
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5 節 有限要素応力解析 

1. 一般 

1.1 適用条件

1.1.1 
本節は有限要素応力解析による疲労評価に適用する。この方法はホットスポット応力手法に基づいており，溶接部及び

非溶接部のホットスポットに対する要件が規定されている。ホットスポット応力は溶接継手の構造詳細による構造の不連

続を考慮に入れなければならないが，溶接止端部のノッチによる影響は考慮しなくてもよい。

1.1.2 
ホットスポット応力は一般的に構造をモデル化する有限要素モデルとホットスポット応力を計算するための手順に大

きく依存する。本節に規定する方法以外の方法を有限要素ベースのホットスポット応力の計算に用いてはならない。

1.1.3 
2 種類のホットスポット a 及び b を表 1 に示す。これらは，図 1 に示すとおり，板及び溶接止端部の位置に応じて定義

される。

 
表 1 ホットスポットの種類 

種類 説明 

a 板表面の溶接止端部におけるホットスポット 

b 板縁周りの溶接止端部におけるホットスポット 

 
図 1 ホットスポットのタイプ 

 

1.1.4 
桁等で支持された十字継手以外の溶接構造詳細に対する溶接止端部のホットスポット応力の計算方法は3.1の規定によ

る。非溶接部の局部応力の計算方法は 3.2 の規定による。

1.1.5 
ビルジホッパのナックル結合部，横隔壁の下部スツールと内底板との結合部，水平ストリンガのヒール部等の桁等で支

持された十字継手のホットスポット応力の計算方法は 4 の規定による。

1.1.6 
5 に規定する簡潔な結合部に対するホットスポット応力手法の制限に注意しなければならない。 
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2. 有限要素モデル 

2.1 一般

2.1.1 
疲労評価のためのホットスポット応力の評価には，高応力集中部に対する極詳細有限要素メッシュを用いなければなら

ない。これらの極詳細メッシュ領域は，図 2 に示すように，全体モデルに組み込んでもよい。貨物倉のコースメッシュモ

デルは，7 章 2 節 2.4 に従って作成しなければならない。本極詳細メッシュ解析の代替手法として，貨物倉の全体モデル

から得られる境界条件を与えた極詳細メッシュ領域を持つ局部有限要素モデルを用いて解析を行って差し支えない。ビル

ジホッパ結合部の典型的な局部極詳細メッシュ有限要素モデルを図 3，図 4 及び図 5 に示す。

2.1.2 腐食モデル

疲労評価に用いる極詳細メッシュ有限要素モデルは，9 章 1 節 5.1 に従って，ネット板厚 50nt を用いて作成しなければ

ならない。

2.1.3 局部有限要素モデル

局部有限要素モデルを用いる場合，得られる応力が適用した境界条件や荷重によって著しく影響を受けないように局部

モデルのモデル化範囲に注意を払わなければならない。詳細メッシュモデルの境界は，可能な限り貨物倉モデルのガーダ，

ストリンガ，フロア等の近接する主要支持部材としなければならない。局部モデルの境界の横桁，ストリンガプレート及

びガーダは局部モデルでモデル化する必要はない。

2.1.4 
タイプ a のホットスポットにおけるホットスポット応力の評価は，メッシュサイズが 5050 nn tt  のシェル要素に基づく

ものでなければならない。ここで， 50nt は考慮するホットスポット近傍の板部材のネット板厚とする。タイプ b のホット

スポットにおけるホットスポット応力の評価は，メッシュサイズが 10×10mm のシェル要素に基づくものでなければなら

ない。当該メッシュサイズは，極詳細メッシュ領域において，疲労ホットスポット位置から全方向に少なくとも 10 要素

分配置しなければならない。コースメッシュから極詳細メッシュ領域へ移行する箇所のメッシュサイズは除々に変化させ，

許容可能なメッシュの品質を維持しなければならない。移行する箇所のメッシュは，規則的な形状の均一なメッシュが，

小さい要素から大きい要素に徐々に移行するようなものとしなければならない。倉内肋骨のブラケット先端のメッシュサ

イズの移行の例を図 6 に示す。

2.1.5 
極詳細メッシュ領域にあっては，曲げ及び膜応力特性を有する 4 節点のシェル要素を使用しなければならない。要素の

純面内曲げを正確に表すことができるよう，4 節点要素は面内応力が完全な線形領域としなければならない。急な応力勾

配の場合にあっては，実用性に応じて 8 節点の薄いシェル要素を使用しなければならない。シェル要素は板の板厚中心で

モデル化しなければならない。実用上，隣接する異なる板厚の板部材は，板厚中心に沿っていると仮定する（すなわち，

板厚の変化によって互い違いに配置しないこと）。溶接形状及び目違いはモデル化しなくてもよい。

2.1.6 
極詳細メッシュ領域に近接した構造は全てシェル要素によって明確にモデル化しなければならない。可能な限り三角形

要素は避けなければならない。極端なアスペクト比（例えば 3 を越えるアスペクト比）及び歪んだ要素（例えば要素の一

角の角度が 60 度未満の要素又は 120 度より大きい要素）の使用は避けなければならない。

2.1.7 
横桁のスロット部，板の端部及びハッチコーナ部等の自由端において応力評価を行わなければならない場合，局部端部

応力値を算定するために，隣接する板の板厚と同じ深さであって，無視できるほど小さい幅のビーム要素を使用しなけれ

ばならない。

2.2 ビルジホッパナックルの溶接結合部

2.2.1 
2.1 の一般要件に加えて，ビルジホッパの下部ナックル及び上部ナックルの溶接結合部のモデル化については，本 2.2

の要件を適用する。

2.2.2 
局部有限要素モデルを用いる場合，局部モデルの最小範囲は次によらなければならない。

(a) 船長方向に対して，2 ウェブフレームスペース分（すなわち，考慮するウェブフレームから両側に 1 ウェブフレー
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ム分モデル化すること）モデル化しなければならない。局部モデルの端部におけるウェブフレームはモデル化する

必要はない。 

(b) 垂直方向に対して，タンカー及び二重船殻ばら積貨物船については，基線から二重船側バラストタンク内の下部ス

トリンガまでモデル化しなければならない。単船殻ばら積貨物船については，基線からビルジホッパバラストタン

クの頂部までモデル化しなければならない。上部ナックル結合部に対して疲労強度評価を行う場合，二重船側バラ

ストタンク内の下部ストリンガより上方 4 縦通防撓材心距分までモデル化しなければならない。 

(c) 船幅方向に対して，ビルジホッパの下部ナックル部については，船側から二重底サイドガーダより船体中心方向に

4 縦通防撓材心距分までモデル化しなければならない。上部ナックル部については，船側から二重底サイドガーダ

までモデル化しなければならない。

2.2.3 
内底板に隣接する横桁付スカーフィングブラケット，ナックル部のホットスポットから 1 本目の縦通防撓材は，桁板付

カーリング及びブラケットと同様に，シェル要素を用いて明確にモデル化しなければならない。ナックル部から離れた縦

通防撓材にあっては，ビーム要素を用いてモデル化して差し支えない。ビルジホッパタンク内の内底板（オーバーハング

部）は，スカーフィングブラケットの範囲までシェル要素を用いてモデル化しなければならない。船長方向におけるスカ

ーフィングブラケットの範囲外の内底板（オーバーハング部）にあっては，相当する断面積を有する線要素を用いてモデ

ル化して差し支えない。ナックル部から 1 防撓材間に設けられるケーブル貫通口，パイプ貫通口及び交通口等の開口は，

明確にモデル化しなければならない。

2.2.4 
図 3，図 4 及び図 5 にビルジホッパのナックル結合部の典型的な局部有限要素モデル及び 5050 nn tt  メッシュ領域の拡大

図を示す。

2.3 水平ストリンガのヒール結合部

2.3.1 
2.1 の一般要件に加えて，水平ストリンガのヒール結合部のモデル化については，本 2.3 の要件を適用する。

2.3.2 
局部有限要素モデルを用いる場合，局部モデルの最小範囲は次によらなければならない。

(a) 船長方向に対して，ストリンガのヒール部から少なくとも 1 ウェブフレームスペース分前方のストリンガ先端部ま

でモデル化しなければならない。局部モデルの端部におけるウェブフレームはモデル化する必要はない。 

(b) 垂直方向に対して，少なくとも考慮するストリンガのヒール位置の一つ上及び一つ下のストリンガ位置までをモデ

ル化しなければならない。 

(c) 船幅方向に対して，ストリンガのヒール部が二重船側縦通隔壁に位置する場合，船側からタンク幅の半分の位置ま

でモデル化しなければならない。ストリンガのヒール部が二重船側縦通隔壁以外の縦通隔壁に位置する場合，考慮

するストリンガのヒール部の両側のタンク幅の半分までモデル化しなければならない。 

2.3.3 
ストリンガのヒール結合部及び隣接する防撓材のモデル化にはシェル要素を用いなければならない。ヒール部のホット

スポットから一つ目の縦通防撓材及び垂直防撓材はシェル要素を用いて明確にモデル化しなければならない。 5050 nn tt  

のメッシュサイズを用いた極詳細メッシュ領域のストリンガのヒール結合部の典型的な有限要素モデルを図 7 に示す。

2.4 下部スツールと内底板との結合部

2.4.1 
2.1 の一般要件に加えて，下部スツール斜板と内底板との結合部の評価には本 2.4 の要件を適用する。

2.4.2 
局部モデルの最小範囲は次による。

(a) 垂直方向に対して，船底外板から内底板の上方に少なくとも 2m の位置又は波形隔壁と下部スツール頂板との結合

部のどちらか高いほうまで 

(b) 船幅方向に対して，詳細メッシュ領域の両側に最も近い下部スツール内のダイヤフラムまで（すなわち隣接するボ

トムガーダまで）モデル化しなければならない。モデル両端のダイヤフラムはモデル化する必要はない。 

(c) 船長方向に対して，後方下部スツールと内底板との結合部から後方に 1 フロア心距分及び前方下部スツールと内底

板との結合部から 1 フロア心距分をモデル化しなければならない。 
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2.4.3 
ダイヤフラム，下部スツール内のブラケット及びスツール板の防撓材は，局部モデルの範囲内において実際の位置でモ

デル化しなければならない。ダイヤフラム及びブラケットをモデル化する場合，シェル要素を用いなければならない。下

部スツール板の一つ目の垂直防撓材又は水平防撓材及び内底板の一つ目の縦通防撓材はシェル要素を用いてモデル化し

なければならない。その他の防撓材はビーム要素を用いてモデル化して差し支えない。 5050 nn tt  のメッシュサイズを用

いた極詳細メッシュ領域の下部スツールと内底板との結合部の典型的な有限要素モデルを図 8 に示す。

2.5 下部スツールと波形隔壁との結合部

2.5.1 
2.1 の一般要件に加えて，下部スツール斜板と波形隔壁との結合部の評価には本 2.5 の要件を適用する。

2.5.2 
局部モデルの最小範囲は次による。

(a) 垂直方向に対して，下部スツールの底板から下部スツールの頂板の上方に少なくとも 2m の位置まで

(b) 船幅方向に対して，詳細メッシュ領域の両側に最も近い下部スツール内のダイヤフラムまで（すなわち隣接するボ

トムガーダまで）モデル化しなければならない。モデル両端のダイヤフラムはモデル化する必要はない。 

(c) 船長方向に対して，後方下部スツールと内底板との結合部から後方に 1 フロア心距分及び前方下部スツールと内底

板との結合部から前方に 1 フロア心距分をモデル化しなければならない。 

2.5.3 
ダイヤフラム，下部スツール内のブラケット及びスツール板の防撓材は，局部モデルの範囲内において実際の位置でモ

デル化しなければならない。ダイヤフラム及びブラケットをモデル化する場合，シェル要素を用いなければならない。下

部スツール板の一つ目の垂直防撓材又は水平防撓材はシェル要素を用いてモデル化しなければならない。その他の防撓材

はビーム要素を用いてモデル化して差し支えない。 5050 nn tt  のメッシュサイズを用いた極詳細メッシュ領域の下部スツ

ールと波形隔壁との結合部の典型的な有限要素モデルを図 9 に示す。

2.6 倉内肋骨のブラケットとビルジホッパ斜板との結合部

2.6.1 
2.1 の一般要件に加えて，倉内肋骨とビルジホッパ斜板のブラケットとの結合部のモデル化については，本 2.6 の要件

を適用する。

2.6.2 
倉内肋骨のブラケット，ビルジホッパ斜板及び隣接する防撓材をモデル化する場合，シェル要素を用いなければならな

い。 5050 nn tt  のメッシュサイズを用いた極詳細メッシュ領域の倉内肋骨のブラケットとビルジホッパ斜板との結合部の

典型的な有限要素モデルを図 10 に示す。

2.6.3 
局部有限要素モデルを用いる場合，局部モデルの最小範囲は次によらなければならない。

(a) 船長方向に対して，2 ウェブフレームスペース分（すなわち，考慮するブラケット結合部から両側に 1 ウェブフレ

ーム分）モデル化しなければならない。局部モデルの端部におけるウェブフレームはモデル化する必要はない。 

(b) 垂直方向に対して，基線からトップサイドタンク斜板の底部までモデル化しなければならない。

(c) 船幅方向に対して，船側から隣接する二重底サイドガーダまでモデル化しなければならない。

2.7 倉内肋骨のブラケットとトップサイド斜板/底板との結合部

2.7.1 
2.1 の一般要件に加えて，倉内肋骨のブラケットとトップサイド斜板/底板との結合部のモデル化については，本 2.7 の

要件を適用する。

2.7.2 
倉内肋骨のブラケット，トップサイド斜板又は底板及び隣接する防撓材をモデル化する場合，シェル要素を用いなけれ

ばならない。 5050 nn tt  のメッシュサイズを用いた極詳細メッシュ領域の倉内肋骨のブラケットとトップサイド斜板との

結合部の典型的な有限要素モデルを図 11 に示す。

2.7.3 
局部有限要素モデルを用いる場合，局部モデルの最小範囲は次によらなければならない。

(a) 船長方向に対して，2 ウェブフレームスペース分（すなわち，考慮するブラケット結合部から両側に 1 ウェブフレ

ームスペース分）モデル化しなければならない。局部モデルの端部におけるウェブフレームはモデル化する必要は
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ない。 

(b) 垂直方向に対して，甲板の位置からビルジホッパ斜板の頂部までモデル化しなければならない。

(c) 船幅方向に対して，船側からトップサイド斜板/底板の端部までモデル化しなければならない。

2.8 ハッチコーナ及びハッチコーミング端部ブラケット

2.8.1 
2.1 の一般要件に加えて，ハッチコーナ/ハッチコーミング端部ブラケットのモデル化については，本 2.8 の要件を適用

する。疲労評価を行うハッチコーナ/ハッチコーミング端部ブラケットは，貨物倉の有限要素解析により求まる応力レベ

ルに基づいて決定しなければならない。

2.8.2 
局部有限要素モデルを用いる場合，モデル化の最小範囲は次による。

(a) 船幅方向に対して，船の半幅以上

(b) 船長方向に対して，考慮するハッチコーナ/ハッチコーミング端部ブラケットが位置する貨物倉の中点から隣接す

る貨物倉までを，考慮するハッチコーナ/ハッチコーミング端部ブラケットに最も近いクロスデッキの全幅を含め

てモデル化しなければならない。 

(c) 垂直方向に対して，コーミングの頂板からトップサイドタンク斜板と船側外板又は二重船側縦通隔壁の交差部まで

をモデル化しなければならない。 

2.8.3 
主要支持部材及びコーミングステイは，膜応力及び曲げ応力特性の両方の特性を持つシェル有限要素でモデル化しなけ

ればならない。 5050 nn tt  のメッシュサイズを用いた極詳細メッシュ領域のハッチサイドコーミング端部ブラケットの先

端と甲板との結合部の典型的な有限要素モデルを図 12 に示す。

2.8.4 
有限要素モデルのメッシュサイズは，ハッチコーナ形状による応力集中の増加をホットスポット応力で評価できる程度

のものでなければならない。甲板及びクロスデッキの位置のハッチコーナの端部を評価しなければならない。ハッチコー

ミング端部ブラケットの自由端及びブラケットの先端と甲板との溶接結合部も評価しなければならない。ハッチコーナの

自由端又はハッチコーミング端部ブラケットの自由端は，2.1.7 に規定する局部端部応力値を算定するために，隣接する

板の板厚と同じ深さであって，無視できるほど小さい幅のビーム要素を用いなければならない。

2.8.5 
特に考慮する箇所では，局部構造の形状をモデル化しなければならない。ハッチコーナ部は，端部における局部応力を

評価できるくらい十分小さいサイズの要素を用いてモデル化しなければならない。原則として，円形ハッチコーナの場合，

ハッチの曲率を描くために 90 度の範囲において少なくとも 15 要素を用いてモデル化しなければならない（図 13 参照）。

楕円形又は放射線状のハッチコーナの場合，船体中心線側の円端部から長半径の縦方向の距離の半分の位置の端部まで少

なくとも 15 要素を用いてモデル化しなければならない。楕円形のハッチコーナを描くためには，合計 20 要素を用いてモ

デル化しなければならない（図 14 参照）。ただし，円弧状の自由端に沿った要素端部の寸法は，モデル化した板の板厚以

上 5 倍以下としなければならない。実用的なメッシュ分割を考慮することの必要性を除き，この理想化のレベルは，ブラ

ケットまで維持するとともに，ストリンガ，甲板，コーミングまで延長しなければならない。ブラケット先端付近でメッ

シュサイズの移行を行ってはならない。

2.9 境界条件

2.9.1 貨物倉モデル

貨物倉モデルの端部に適用する境界条件は，7 章 2 節 2.5 による。

2.9.2 局部有限要素モデル

局部有限要素モデルをホットスポット応力範囲の評価に用いる場合，境界条件及び適用荷重は，7 章 3 節 4.2 による。 
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図 2 貨物倉モデルに直接組み込まれた極詳細メッシュ領域 

 
 

図 3 内底板とビルジホッパ斜板とのナックル結合部の局部極詳細メッシュモデル( 5050 nn tt  ) 
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図 4 内底板，ビルジホッパ斜板，ウェブフレーム，ガーダ及びブラケット間のナックル結合部の局部極詳細メッ

シュモデル( 5050 nn tt  ) 

 

図 5 二重船殻縦通隔壁とビルジホッパ斜板との上部ナックル結合部の局部極詳細メッシュモデル( 5050 nn tt  ) 
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図 6 コースメッシュと極詳細メッシュの移行領域 

 
 

図 7 ストリンガのヒール結合部の有限要素モデル 

 

極詳細メッシュ領域 

コースメッシュ領域 

コースメッシュ領域 

移行領域 
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図 8 内底板と下部スツール斜板との結合部の局部有限要素モデル， 5050 nn tt  メッシュ 

 
 

図 9 波形隔壁と下部スツール板との結合部の局部有限要素モデル， 5050 nn tt  メッシュ 
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図 10 倉内肋骨のブラケットの局部有限要素モデル， 5050 nn tt  メッシュ 

 
 

図 11 倉内肋骨の上部ブラケットの局部有限要素モデル， 5050 nn tt  メッシュ 
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図 12 ハッチサイドコーミング端部ブラケットと甲板との結合部の 
極詳細メッシュ局部有限要素モデル， 5050 nn tt  メッシュ 

 
 

図 13 円形ハッチコーナのメッシュ密度 

 
 

図 14 楕円形ハッチコーナのメッシュ密度 

 

15 要素 
合計 

20 要素 

15 要素 
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3. 桁等で支持された十字継手以外の構造詳細におけるホットスポット応力 

3.1 溶接詳細

3.1.1 
タイプ a のホットスポットにおいて，ホットスポット応力 HSs は， 5050 nn tt  のメッシュ密度を用いた有限要素解析に

より，次の算式で求める。 
ss  = 12.1HS  

s ： 交線から 2/50nt の距離の位置における表面主応力（N/mm2） 

50nt ： 溶接止端部の板のネット板厚（mm） 

タイプ a のホットスポットが桁等に支持された十字継手として分類される構造詳細の場合，4.2 に規定する応力読み取

り手順を適用しなければならない。

ホットスポット b において，応力分布は板厚に依存しないため，ホットスポット応力 HSs は，10 10mm のメッシュ密

度を用いた有限要素解析により，次の算式で求める。 
ss  = 12.1HS  

s ： 交線から 5mm の絶対距離の位置における表面主応力（N/mm2） 

3.1.2 応力読み取り方法

要素タイプに応じて，次の応力読み取り方法のうち，どちらかを用いなければならない。

• 4 節点シェル要素 
タイプ a のホットスポットに対しては，交線から 2/50nt の距離の応力読み取り点における荷重ケース“i1”及び“i2”

の応力成分を求めるために，図 15 に示すように，要素中心における要素表面応力成分を線 A-Aまで線形外挿する。

2 つのホットスポット主応力範囲は，線 A-A の両側（L 側，R 側）で計算される応力テンソル成分の差（荷重ケー

ス“i1”と“i2”の差）から応力読み取り点において求められる。要素座標系の x 方向とホットスポット主応力方

向座標系の主応力方向 pX との間の角度 q を求めなければならない。 

•  8 節点シェル要素 
8 節点要素タイプの 5050 nn tt  要素メッシュの場合，要素中間節点は，タイプ a のホットスポットから 250nt の距離

の線 A-A 上に位置する。この節点は，応力読み取り点と一致する。荷重ケース“i1”及び“i2”の要素表面応力成

分は，図 16 に示される通り，線 A-A の両側（L 側，R 側）の隣接する要素から外挿せずに直接用いることができ

る。2 つのホットスポット主応力範囲は，線 A-A の両側で計算される応力テンソル成分の差（荷重ケース“i1”と

“i2”の差）から応力読み取り点において求められる。要素座標系の x 方向とホットスポット主応力方向座標系の

主応力方向 pX との間の角度 q を求めなければならない。 

タイプ b のホットスポットの疲労評価において，疲労応力範囲を求めるためにビーム要素を用いなければならない。応

力範囲はビーム要素の軸応力及び曲げ応力に基づかなければならない。ビーム要素の深さは，取り付け板の板厚と同じと

し，幅は影響が無視できるほど小さくしなければならない。
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図 15 4 節点要素の応力読み取り点及びホットスポット応力の定義 

 
 

図 16 8 節点要素の応力読み取り点及びホットスポット応力の定義 

 

3.1.3 
前項の読み取り手順は要素表面応力に基づく。一般に，有限要素ソフトウェアでは，要素応力は要素内部のガウス積分

点で計算される。有限要素ソフトウェアに取り入れられている要素タイプに応じて，要素中心又は要素端部の表面におい

て考慮する応力読み取り点での実応力を決定するためにいくつかの補間を行う必要がある。

3.2 母材

3.2.1 
板の自由端の疲労評価には，疲労応力範囲を求めるためにビーム要素を用いなければならない。ビーム要素の深さは，

取り付け板の板厚と同じとし，幅は影響が無視できるほど小さくしなければならない。

3.3 曲げ加工型ビルジホッパナックル

3.3.1 
曲げ加工型ビルジホッパナックル部の横方向及び船長方向の内底板/ビルジホッパ斜板のホットスポット応力（9 章 2

節表 5 のホットスポット 1，2 及び 3）は，考慮する部材と隣接する部材の間の交線から溶接脚長分シフトした位置で読

み取る表面主応力としなければならない。

ホットスポット応力（N/mm2）は，次の算式による。 
shiftHS ss =  

shifts ： 4.2.1 の規定によるシフトした読み取り位置における表面主応力（N/mm2）で，次による。 

)()( shiftbendingshiftmembraneshift xx sss +=  

)( shiftbending xs ： shiftx の位置における曲げ応力（N/mm2） 

)( shiftmembrane xs ： shiftx の位置における膜応力（N/mm2） 

3.3.2 
内底板/ビルジホッパ斜板のようなフランジのホットスポット応力の計算手順は，4.2.1 に規定する桁等に支持された十

字継手に対する計算手順と同じである。曲げ加工型ビルジホッパナックル近傍の内底板/ビルジホッパ斜板のバラストタ

ンク側のホットスポットに適用する計算手順は，原則として，図 18 及び図 19 に示す溶接加工型ナックル部の内底板の貨

物タンク側に適用する計算手順と同じである。交線は隣接する板が板厚中心合わせと仮定して，継手の板厚中心位置とす

る。4.2.2 の規定により桁等で支持された十字継手に適用する板の角度の修正係数及び曲げ応力の軽減は，曲げ加工型ビ

ルジホッパナックルには適用してはならない。 

ホットスポット 応力読み取り点 

要素中心の表面応力 
線 A-A までの外挿 

応力読み取り点 
ホットスポット 

要素表面の算出点 



－523－

（2019 鋼船規則 CSR-B&T編  1編  9章  5節）

3.3.3 
曲げ加工型ビルジホッパナックル部における横桁及びサイドガーダ等の桁のホットスポット応力（9 章 2 節表 5 に示す

ホットスポット 4，5 及び 6）は，4.3.1 に規定する桁等に支持された十字継手に対するものとして求めなければならない。 

4. 桁等に支持された十字継手のホットスポット応力 

4.1  適用条件

4.1.1 
9 章 2 節表 3 に示す評価すべき構造詳細のうち，次の構造詳細は桁等に支持された十字継手として考慮する。

(a) 図 17 に示す溶接型ビルジホッパナックル結合部

(b) 図 17 に示す水平ストリンガのヒール部

(c) 下部スツールと内底板との結合部

桁等に支持された十字継手に関する次の 2 種類のホットスポットを評価しなければならない。

• 桁等に支持された十字継手のフランジのホットスポット

• 桁等に支持された十字継手のウェブのホットスポット

4.1.2 
桁等に支持された十字継手のフランジのホットスポット応力の計算手順は，4.2 による。

4.1.3 
桁等に支持された十字継手のウェブのホットスポット応力の計算手順は，4.3 による。

 
図 17 桁等に支持された十字継手 

 

4.2 フランジにおけるホットスポット応力の算出

4.2.1 
桁等で支持された十字継手のフランジのホットスポットにおいて，表面主応力は，考慮する部材と実際の溶接止端部の

位置の隣接する部材の交線からシフトした点で読み取らなければならない。交線は隣接する板が板厚中心合わせと仮定し

て，十字継手の板厚中心位置とする。

ホットスポット応力（N/mm2）は，表面主応力に 1.12 を乗じることで求められる。 
shiftHS ss 12.1=  

shifts ： シフトした応力読み取り点における表面主応力（N/mm2） 

交線からシフトした応力読み取り点は次による。 

wt
n

shift xtx += -

2
501  

501 nt - ： 板部材 1 のネット板厚（mm）で，図 18 による。 

wtx ： すみ肉脚長（mm）で，図 18 による。ただし， 501 nt - 以下とする。 

4.2.2 
シフトした位置における応力は次の算式及び図 19 による。 

フランジの

ホットスポット 

ビルジホッパ

斜板 

ウェブの

ホットスポット 
ウェブの

ホットスポット 

船
側
外
板

 

縦通隔壁 
フランジの

ホットスポット 

横隔壁 
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bsss  úû
ù

êë
é  += )(60.0)( shiftbendingshiftmembraneshift xx  

)( shiftbending xs ： シフトした位置における曲げ応力（N/mm2）で，次による。 

)()()( shiftmembraneshiftsurfaceshiftbending xxx sss -=  

)( shiftsurface xs ： shiftx の位置における全表面応力（N/mm2）（曲げ応力及び膜応力を含んだもの） 

)( shiftmembrane xs ： shiftx の位置における膜応力（N/mm2） 

b ： 板部材の角度によるホットスポット応力修正係数で，次による。 

 135=a の場合 
2

501501
20.013.096.0  

ø

ö
çç
è

æ
+-=

-- n

wt

n

wt

t
x

t
x

b  

20 1=a の場合 
2

501501
32.014.097.0  

ø

ö
çç
è

æ
+-=

-- n

wt

n

wt

t
x

t
x

b  

0 9=a の場合 
2

501501
24.0031.096.0  

ø

ö
çç
è

æ
++=

-- n

wt

n

wt

t
x

t
x

b  

a ： 図 19 に示す桁等に支持された十字継手を構成する板部材間の角度（度） 
b について，上記以外の板部材の角度に対する修正係数は，線形補間により求める。算出されたホットスポット応力

は，9 章 3 節 4.2 の規定に従い，溶接止端部に対するホットスポットの S-N 曲線と合わせて用いなければならない。

 
図 18 桁等で支持された十字継手の板厚等の定義 

 
 

図 19 桁等で支持された十字継手のホットスポット応力の算出手順 

 
 

図 20 桁等で支持された十字継手の応力読み取り点の求め方 

 

応力成分の平均 
要素中心の表面応力 

shiftx で読み取る応力：  shifts  

ホットスポット 
交差線 

シェル有限要素モデル 

線形補間 
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4.2.3 
線 A-A の左側及び右側の一つ目の 2 つの要素中心における表面主応力を平均して，ウェブ位置（線 A-A）での表面主

応力とする。荷重ケース“i1”及び“i2”における表面主応力は，図 20 に示すように，線 A-A に沿って shiftx の位置にお

ける応力読み取り点でのホットスポット主応力を線形補間により求める。2 つのホットスポット主応力範囲は，荷重ケー

ス“i1”及び“i2”の間の応力読み取り点で求める。

4.3  ウェブにおけるホットスポット応力の計算

4.3.1 
ウェブのホットスポットは，図 21 に示すように，垂直部材及び水平部材の要素交線から shiftx の距離離れた交線での最

大表面主応力により定義されるホットスポット応力で評価しなければならない。交線は隣接する板が板厚中心合わせと仮

定して，十字継手の板厚中心位置とする。 
shiftHS ss =  

shifts ： shiftx の距離離れた交線における最大表面主応力（N/mm2） 

交線のオフセットにおける応力読み取り点は次による。 

wt
n

shift xtx += -

2
503  

503 nt - ： ウェブのネット板厚（mm）で，図 21 による。 

wtx ： すみ肉脚長（mm）で，次による。 
),min( 21 leglegwtx ll=  

21, legleg ll ： 垂直方向及び水平方向の溶接線の脚長（mm）で，図 21 による。 

 
図 21 ウェブのホットスポット 

 

5. ホットスポット応力手法の制限 

5.1  ホットスポット応力手法の適用範囲

5.1.1 
応力が，図 22 に示す方向 I に流れる場合，9 章 1 節 2.3.1 に規定するホットスポット応力手法は，簡易十字継手及び簡

易 T 字継手には適用できない。ホットスポット位置 c（方向 I）における溶接線の法線方向の応力に対しては，シェルモ

デルの一平面によってのみモデル化されるため，横方向の板への応力の流れはない。ただし，ホットスポット位置 a では

面内方向（方向 II）に応力を引き付ける。

図 1 のように横方向の板の裏側にブラケットがある場合，横方向の板に垂直な方向の剛性に作用するため，応力は横方

向の板にも流れる。従って，ホットスポット応力手法は適用できるものとみなす。

5.1.2 
簡易十字継手及び簡易 T 字継手の位置 c におけるホットスポット応力は，3.1 に規定する応力読み取り手順に従って求

められ，次の算式のとおり，形状応力集中係数 1.3 を乗じることにより求める。 
ss 12.13.1  =HS  

要素交線 

ホットスポット応力の 
応力読み取り位置 

ウェブのネット

板厚: t3-n50 ),min( 21 leglegwtx ll=
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図 22 平面荷重が働く場合の垂直溶接付加物の評価箇所 

 

6. スクリーニング疲労評価 

6.1 スクリーニング手順

6.1.1 前提条件

スクリーニング疲労評価手順は次に基づく。

• スクリーニングホットスポット応力は，7 章 3 節の規定に従って詳細メッシュ解析により求めた応力に，考慮する

構造詳細の応力拡大係数を乗じることにより求める。 

• 平均応力影響及び板厚影響は，9 章 3 節 3.2 及び 9 章 3 節 3.3 に従って使用する。

6.1.2 手順

スクリーニング疲労評価手順は次の 3 段階とする。

(a) 第 1 段階： 疲労応力の計算 

・ 応力は，9 章 1 節 7 に規定するすべての疲労荷重ケース及びすべての積付状態に対して，7 章 3 節に従って，

50 50mm の要素サイズで詳細メッシュ要素解析により応力読み取り点で計算する。使用する応力は 6.2.3 に規

定する要素平均膜応力とする。 
・ ホットスポット表面応力成分は，各荷重ケース“i1”及び“i2”に対して，次の通り，応力に応力拡大係数h を

乗じることにより計算する。

・ )(1,)(1, jisjiHS hss =  

・ )(2,)(2, jisjiHS hss =  

・ ホットスポット表面主応力範囲は，各荷重ケース“i1”及び“i2”に対して求められるホットスポット応力成

分の差とする。 

・ 溶接継手に対する疲労応力範囲は，ホットスポット表面主応力範囲に平均応力及び板厚影響による修正を考慮

して算出する。 
)(1, jiss ： 積付状態（j）の荷重ケース“i1”において詳細メッシュ解析により求める応力で，6.2 の規定による。 

)(2, jiss ： 積付状態（j）の荷重ケース“i2”において詳細メッシュ解析により求める応力で，6.2 の規定による。 

h ： 応力拡大係数で，表 2 による。 

(b) 第 2 段階： S-N 線図の選択 

9 章 3 節 4 に規定する D 級の S-N 線図は，スクリーニング疲労手順における溶接止端部の疲労応力範囲に対して用

いなければならない。 

(c) 第 3 段階： 6.1.3 による疲労被害度及び疲労寿命の計算

 



－527－

（2019 鋼船規則 CSR-B&T編  1編  9章  5節）

表 2 応力拡大係数 

船種 構造詳細の分類 ばら積貨物倉 応力拡大係数 

油タンカー 
ストリンガ先端部 - 2.45 

横桁のブラケット先端部 - 1.65 

ばら積貨物船
 

ビルジホッパ下部の溶接型ナックル部 
FA (1) 2.28 

EA 又は C (1) 2.00 

下部スツールと

内底板の接合部 

垂直でない場合

（ナックル角 > 90 ） 

FA (1) 1.81 

EA 又は C (1) 1.47 

垂直の場合

（ナックル角 = 90 ） 

FA (1) 2.09 

EA 又は C (1) 2.75 

(1) FA 及び EA とは，それぞれ 隔倉積状態における満載の貨物倉 及び 隔倉積状態における空の貨物倉 を示す。また，

C は BC-B 船及び BC-C 船の貨物倉を示す。 

6.1.3 スクリーニング疲労評価基準

スクリーニングによる全疲労被害度及び疲労寿命は，9 章 3 節 2 に規定する基準を満足しなければならない。

許容基準を満足しない構造詳細は，9 章 5 節に規定する極詳細メッシュ有限要素解析を用いた疲労強度評価を行わなけ

ればならない。

6.2 応力読み取り手順

6.2.1 ブラケット先端部

ブラケット先端部に対する応力読み取り点は，図 23 に示すようにブラケット先端部から 50mm 離れた位置とする。

 
図 23 ブラケット先端部における応力読み取り点 

 

6.2.2 ナックル部の詳細

横隔壁の下部スツールと内底板との結合部及びビルジホッパ下部のナックル部に対する応力読み取り点は，図 24 に示

すようにナックルライン（モデルの交線）から 50mm 離れた位置とする。 

応力読み取り点 

要素中心の膜応力 
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図 24 ナックル部の詳細の応力読み取り点 

 

6.2.3 読み取り点の応力

応力読み取り点（又は節点）に隣接する 50 50mm の要素サイズでモデル化される 4 節点要素の中心の膜応力成分の平

均は，読み取り点の応力として使用して差し支えない。要素サイズが 50 50mm 未満の場合，読み取り点の応力は図 25
に示す等価領域の要素を用いて算出して差し支えない。

 
図 25 50 50mm 未満の要素サイズに対する等価領域 

 

等価領域 

等価領域の中心の応力読み取り点 

ホット

スポット 

等価領域の要素中心 

ナックルライン 

応力読み取り点 要素中心の膜応力 
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6 節 詳細設計標準 

記号 

本節に規定されない記号については，1 章 4 節による。 

1. 一般 

1.1 目的

1.1.1 
設計標準は，次の点を考慮することにより，構造設計の初期段階において疲労詳細設計を可能とする。

・ 疲労設計の原則の適用

・ 工作誤差及びその他工作上の配慮

・ 運航実績及び疲労強度

1.1.2 
次の手段により，船体構造の詳細設計に設計標準を適用しなければならない。

・ 船体構造上厳しくなり得る箇所の抽出

・ 重要な構造詳細ごとのホットスポット位置の特定

・ 適切な選択肢がある場合の改善された代替形状についての要求

・ 幾何学形状，部材寸法，溶接要件及び工作誤差に関する要求

・ 溶接止端部の表面処理等の疲労寿命を向上させる溶接後処理法

1.2 適用

1.2.1 
構造詳細は，本節に規定する設計標準に従って設計しなければならない。ただし，十分な疲労強度を有すると証明する

場合は，代替の詳細設計配置としても差し支えない。

9 章 2 節表 3 に規定する構造詳細について，本節に規定する設計標準に従って設計する場合，極詳細メッシュ有限要素

解析による疲労強度評価を省略することができる。 

2. 防撓材とフレームの結合部 

2.1 設計標準 A

2.1.1 
次の部材において，ウェブ防撓材を省略する場合又はウェブ防撓材が縦通部材と結合しない場合，スロット部の設計は

堅固なカラーを設けるか，表 1 に示す設計標準 A 又はそれと同等の詳細設計としなければならない。

・ 1.1Tsc より下方の船側外板

・ 船底外板

・ 1.1Tsc より下方の二重船側部を形成する縦通隔壁

・ 1.1Tsc より下方のトップサイドタンク斜板

・ ビルジホッパ部

・ 内底板

2.1.2 
表 1 に示す設計と異なる場合，有限要素法を用いた比較解析等により，疲労強度を満足することを実証しなければなら

ない。有限要素法を用いた比較解析は，図 1 に示すモデル化の指針に従って実施しなければならない。 
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図 1 等価設計の検証に用いる有限要素モデル 

 

2.2 防撓材とフレームとの結合部の等価設計

2.2.1 
2.1 に規定する防撓材とフレームとの結合部の設計要件によらない場合，その代替設計は，設計標準 A と等価な疲労強

度を有すること又は十分な疲労強度を有することを検証しなければならない。代替設計は，2.2.2 から 2.2.5 に規定する手

順により検証を行い，その結果を本会に提出しなければならない。

2.2.2 
代替設計が，二重底及び二重船側におけるトランスリングのいかなる位置においても，等価な疲労強度を有することを

検証するための手順を，2.2.3 及び 2.2.4 に示す。代替設計及び設計要件による設計のホットスポット応力は，スロット近

傍の重要なホットスポットにおいて比較しなければならない。重要なホットスポットは詳細設計によるものとし，本会の

了承を得て選択しなければならない。ホットスポット応力は 9 章 5 節 3.1 及び 9 章 5 節 3.2 の規定により算出しなければ

ならない。遊縁の溶接止端部のホットスポットはホットスポットタイプ b に分類される。典型的なホットスポットの例は

9 章 2 節 2 参照。 
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表 1 設計標準 A – 防撓材とフレームとの結合部 

ウェブ防撓材を省略する場合又はウェブ防撓材を縦通防撓材のフランジに結合しない場合の縦通防撓材スロット部 

設計標準 A 

1 2 

  

3 4 

  

備考 1:  * 印部のソフトトウは溶接部から曲がり部になめらかに移行するように，溶接脚長に合う寸法としなければならない。最大

寸法は，横桁／カラープレート／ラグプレートの板厚のいずれか大きい値又は 15mm のうち大きい方とする。 

備考 2: 形状 1 及び 4 にラグプレートを使用する場合の例を示す。 

重要部位 スロット近傍の高応力集中箇所及び溶接止端部 

詳細設計標準 
溶接結合部からのせん断荷重及び局部応力荷重による横桁における高応力集中を避けるように

したスロット形状 

建造許容差 
すべての結合部材のアライメント及びスロットの正確な寸法管理は IACS 勧告 No.47 によるこ

と。 

溶接要件 縦通防撓材のウェブに結合する横桁は，回し溶接とし，アンダーカット又はノッチがないこと。 

同一板厚 

同一板厚 
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2.2.3 
極詳細メッシュ有限要素モデルを作成し，二重船側又は二重底において挙動解析を実施すること。横断面のモデル範囲

は防撓材を 3 個含むもの，すなわち 4 防撓材心距分を含むものとし，船長方向範囲は前後方向に 1/2 フレームスペースを

含まなければならない。典型的なモデルを図 1 に示す。モデルは交通口を含んではならない。ラグプレート又は特設肋骨

と縦通防撓材ウェブとの結合部，ラグプレートの遊縁と特設肋骨との結合部並びに特設肋骨のスロットは，ネット板厚の

メッシュサイズ（tn50×tn50）の要素を用いてモデル化しなければならない。メッシュは全方向に対して少なくとも 5 要素

の範囲においてモデル化すること。その範囲外においては，9 章 5 節 2 の要件に従ってメッシュサイズを徐々に大きくし

て差し支えない。モデルにはラグプレートによる偏心を含めなければならない。横桁及びラグプレートの結合部は，偏心

要素（トランスプレート要素）によりモデル化しなければならない。偏心要素は，高さをラグプレートと横桁の中間層間

の距離とし，厚さを特設肋骨のネット板厚 tw-n50 の 2 倍としなければならない。すみ肉溶接による偏心要素を図 2 に示す。 

 
図 2 シェル要素による偏心ラグプレートのモデル化 

 

2.2.4 
設計標準及び代替設計のモデルに対して次の 3 つの荷重ケースを適用しなければならない。

・ モデル上下部の固定境界条件における単位あたりの外圧

・ モデル上部の単位あたりの強制変位及びモデル下部の固定境界条件によるせん断応力

・ モデル上部の単位あたりの強制変位及びモデル下部の固定境界条件による軸荷重

モデルの前後部は二重船殻構造の挙動を表すよう対称条件とすること。荷重の適用及び境界条件を図 3 に示す。

 
図 3 荷重の適用及び境界条件－代替設計の検証のための有限要素モデル 

 

2.2.5 
代替設計は，防撓材とフレームとの結合部の実際の配置に対する極詳細メッシュモデルを用いて解析を行うサブモデリ

ング手法により疲労強度を満足することを確認して差し支えない。代替設計は，9 章 1 節に規定する疲労強度許容基準を

満足すること。疲労強度許容基準は，9 章 1 節，9 章 3 節及び 9 章 5 節に規定する手法を用いて確認すること。代替設計

は，解析を実施した特定の箇所のみを認めることとする。

 

拡大断面 A 

シェル要素 

ラグプレート 

すみ肉溶接 -n50 

上部固定 

下部固定 

横方向への強制変位

垂直方向への変位は 0 

垂直方向への強制

変位 

下部固定 下部固定 
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3. ブロック継手のスカラップ 

3.1 設計標準 B

3.1.1 
貨物タンク区域又は貨物倉区域における強力甲板上及び基線から 0.9D より上方の船側にある防撓材におけるブロック

継手部のスカラップは，表 2 に示す設計標準 B に従って設計しなければならない。 

4. ホッパーナックルの結合部 

4.1 設計標準 C から H

4.1.1 
二重船殻油タンカーにおけるビルジホッパ斜板と内底板間の溶接型ナックル部は，表 3 に示す設計標準 C に従って設

計しなければならない。表 4 に示す設計標準 D は，ビルジホッパ結合部の疲労強度の強化のための代替設計として使用

して差し支えない。

4.1.2 
ばら積貨物船におけるビルジホッパ斜板と内底板間の溶接型ナックル部は，表 5 に示す設計標準 E に従って設計しな

ければならない。

4.1.3 
二重船殻油タンカーにおけるビルジホッパ斜板と内底板間の曲げ加工型ナックル部は，表 6 に示す設計標準 F に従っ

て設計しなければならない。

9 章 5 節 3.3 に従って検証を行う場合にあって，代替設計を用いても差し支えない。

4.1.4 
ばら積貨物船におけるビルジホッパ斜板と内底板間の曲げ加工型ナックル部は，表 7 に示す設計標準 G に従って設計

しなければならない。

4.1.5 
油タンカー及び二重船側構造のばら積貨物船におけるホッパ斜板と二重船側縦通隔壁板間の曲げ加工型ナックル部は，

表 8 に示す設計標準 H に従って設計しなければならない。 

4.1.6 
原則として，表 3 から表 8 に示す溶接，ドレッシング及び建造許容差の最低要件に従わなければならない。疲労寿命を

満足することが実証される場合，船長方向又は船幅方向のブラケット等の支持部材の免除及び/又は代替設計を認めるこ

とがある。ホットスポット疲労解析の結果により，インサートプレート及び/又はドレッシングを要求することがある。 



－534－

（2019 鋼船規則 CSR-B&T編  1編  9章  6節）

表 2 設計標準 B – ブロック継手のスカラップ 

ブロック継手における甲板防撓材の溶接 

評価箇所 設計標準 B 

 

 

 

 

 

備考 1： 溶接箇所の追加の応力集中係数を考慮したハルガーダ荷重に基

づき，疲労寿命を満足することが実証される場合，上記(II)に示

すスカラップ形状の代替設計を認めることがある。 

重要部位 

 

重要部位 
貨物タンク区域における強力甲板上及び基線から 0.9D より上方の船側にあるブロック継

手における防撓材の溶接 

詳細設計標準 全てのスカラップは詳細設計標準 B に従って設置しなければならない。 

建造許容差 すべての構造部材のアライメントは IACS 勧告 No.47 によること。 

溶接要件 
ブロック継手における縦通防撓材のウェブ及びフランジ，特に上記(II)のスカラップにおけ

る溶接止端部は，完全溶込み突合せ溶接とし，アンダーカット又はノッチがないこと。 

 

(Ⅲ)カラープレートによる閉鎖スカラップ 

スカラップ全

体を塞ぐカラ

ープレート 

(Ⅱ)防撓材での延長スカラップ 

甲板 

甲板防撓材 

(Ⅰ)防撓材でのオフセット突合せ 

横断面 

甲板 

A-A 断面 

甲板縦通材の 
重要部位 

甲板 

ばら積貨物船 

二重船殻油タンカー 
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表 3 設計標準 C – 二重船殻油タンカーにおけるブラケットを有さないビルジホッパナックル結合部の詳細 

二重底タンクとビルジホッパタンクにおけるフロアの結合部 

内底板とビルジホッパ斜板との溶接結合部 

評価箇所 設計標準 C 

 

 

 

重要部位 

 

最低要件 

詳細設計標準 C 又は D とすることを最低要件とする。貨物タンクのビルジホッパ下部のナックル

部が塗装されていない場合，床表面は適切な塗料によるストライプ塗装により保護しなければなら

ない。 

重要部位 
フロア近傍の内底板とビルジホッパ斜板との結合部。ビルジホッパ端部近傍の内底板及びサイドガ

ーダとフロアとの結合部 

詳細設計標準 

ビルジホッパ端部近傍のスカラップを除去すること。また，繰返し波浪変動荷重，貨物慣性圧力及

びハルガーダ荷重による合応力のレベルを低減するために内底板を延長すること。スカーフィング

ブラケットの板厚は，ナックル部における内底板の板厚と同等としなければならない。 

建造許容差 

ビルジホッパ斜板の板厚中心線は，tas-built /3 又は 5mm の小さい方の値の許容誤差で，ガーダの板厚

中心線と一致させなければならない。ここで，tas-built はサイドガーダの建造板厚とする。許容誤差

は，内底板に平行に計測しなければならない。 

溶接要件 

ビルジホッパ斜板と内底板との結合部は完全又は部分溶込み溶接としなければならない。サイドガ

ーダと内底板との結合部，フロアと内底板及びサイドガーダとの結合部，ビルジホッパナックル部

におけるビルジホッパトランスウェブとビルジホッパ斜板，内底板及びサイドガーダとの結合部は

部分溶込み溶接としなければならない。完全及び部分溶込み溶接の定義及びその適用範囲は 12 章

3 節の規定による。

ホッパ斜板と内底板との溶接部はビードを増し，グラインダにより滑らかにすること。明らかなア

ンダーカットは除去すること。（9 章 3 節 6 参照）

増し溶接及びグラインディングは，少なくともフロアの両側 200mm の範囲に適用すること。 

B-B 断面 

サイドガーダ 

フロア 

完全又は部分

溶込み溶接 
スカラップの除去及び

内底板の延長 

増加半径 r 

A-A 断面 

重要部位 
ビルジホッパ部 

船底外板 

重要部位 

内底板 
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表 4 設計標準 D – 二重船殻油タンカーにおけるブラケットを有するビルジホッパナックル結合部の詳細 

二重底タンクとビルジホッパタンクにおけるフロアの結合部 

内底板とビルジホッパ斜板との溶接結合部 

評価箇所 設計標準 D 

 

 

 
 

備考 1： ブラケットを貨物タンク内に設けること。

備考 2： ブラケットの幅及び高さは，おおよそ当該結合部から 1 本目の縦通

防撓材までとすること。 

備考 3： ブラケットの先端はソフトトウとすること。

備考 4： ブラケットの材料は内底板と等しくすること。

備考 5： ブラケットの細長比は 8 章 5 節 5.2 によること。 

重要部位 

 

最低要件 詳細設計標準 C 又は D とすることを最低要件とする。 

重要部位 
フロア近傍の内底板とビルジホッパ斜板との結合部。ビルジホッパ端部近傍の内底板及びサイドガ

ーダとフロアとの結合部。内底板及びビルジホッパ斜板とブラケットの結合部 

詳細設計標準 

ビルジホッパ端部近傍のスカラップを除去すること。また，繰返し波浪変動荷重，貨物慣性圧力及

びハルガーダ荷重による合応力のレベルを低減するために内底板を延長すること。スカーフィング

ブラケットの板厚は，ナックル部における内底板の板厚と同等としなければならない。 

建造許容差 
ビルジホッパ斜板の板厚中心線は，tas-built /3 又は 5mm の小さい方の値の許容誤差で，ガーダの板

厚中心線と一致させなければならない。ここで，tas-built はサイドガーダの建造板厚とする。 

溶接要件 

ビルジホッパ斜板と内底板との結合部，サイドガーダと内底板の結合部，フロアと内底板及びサイ

ドガーダとの結合部，ビルジホッパナックル部におけるビルジホッパトランスウェブとビルジホッ

パ斜板，内底板及びサイドガーダとの結合部は部分溶込み溶接としなければならない。

ブラケットと内底板及びビルジホッパ斜板との結合部は部分溶込み溶接としなければならない。た

だし，ブラケットトウについては，完全溶込み溶接としなければならない。完全及び部分溶込み溶

接の定義及びその適用範囲は 12 章 3 節の規定による。 

ブラケット 

ビルジホッパ部 

内底板 

船底外板 

重要部位 

A-A 断面 

重要部位 
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表 5 設計標準 E – ばら積貨物船における溶接型ビルジホッパナックル結合部の詳細 

二重底タンクとビルジホッパタンクにおけるフロアの結合部

ビルジホッパタンク斜板と内底板との溶接型ナックル結合部 

評価箇所 設計標準 E 

 

 

 

重要部位 

 

最低要件 

詳細設計標準 E とすることを最低要件とする。

バラスト兼用倉: スカラップなし又はカラープレートによりスカラップを塞ぐこと。スカーフィング

ブラケットを設けること。フロアの心距が 2.5m より大きい場合，中間ブラケット

を設けること。 

乾貨物倉: スカラップなし又はカラープレートによりスカラップを塞ぐこと。スカーフィング

ブラケットを設けること。 

重要部位 
フロア近傍の内底板とビルジホッパ斜板との結合部。ビルジホッパナックル部近傍の内底板及びサイド

ガーダとフロアとの結合部 

詳細設計標準 

ビルジホッパナックル部近傍のスカラップを除去すること。また，繰返し波浪変動荷重，貨物慣性圧力

及びハルガーダ荷重による合応力のレベルを低減するために内底板を延長すること。スカーフィングブ

ラケットのネット板厚は，ナックル部における内底板の板厚の 80%以上とし，その鋼材は内底板と同じ

降伏強度のものでなければならない。 

建造許容差 
ビルジホッパ斜板の板厚中心線は，tas-built /3 又は 5mm の小さい方の値の許容誤差で，ガーダの板厚中心

線と一致させなければならない。ここで，tas-built はサイドガーダの建造板厚とする。 

溶接要件 

貨物倉内において，ビルジホッパ斜板と内底板との結合部は完全又は部分溶込み溶接としなければなら

ない。サイドガーダと内底板との結合部，フロアと内底板及びサイドガーダとの結合部，ビルジホッパ

ナックル部におけるビルジホッパトランスウェブとビルジホッパ斜板，内底板及びサイドガーダとの結

合部は部分溶込み溶接としなければならない。

ホッパ斜板と内底板との溶接部はビードを増し，グラインダにより滑らかにすること。明らかなアンダ

ーカットは除去すること。増し溶接及びグラインディングは，少なくともフロアの両側 200mm の範囲

に適用すること。完全及び部分溶込み溶接の定義及びその適用範囲は 12 章 3 節の規定による。 

スカーフィングブラケットの配置 
（B-B 断面） 

部分溶込み溶接 

スカラップなし。

完全又は部分溶込み溶接 
スカーフィングブ

ラケット 

ガーダ 
内底板 

フロア 

スカーフィングブラケット

（ガセットプレート） 

ビルジホッパ部の 
トランスリング 

a) ナックル部の改善 

縦断面 

A-A 横断面 

フロア 

サイドガーダ 

船底外板 

内底板 

重要部位 

重要部位 
内底板 

フロア 

ガーダ 

ビルジホッ

パ部のトラ

ンスリング 

ビルジホッ

パ部のトラ

ンスリング 

バラストホー

ルド下のみ 
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表 6 設計標準 F – 二重船殻油タンカーにおける曲げ加工型ビルジホッパナックル結合部の詳細 

二重底タンクとビルジホッパタンクにおけるフロアの結合部 

ビルジホッパタンク斜板と内底板との間の曲げ加工型ナックル結合部 

評価箇所 設計標準 F 

 

 

 
備考 1： サイドガーダからナックル中心までの距離は，できる限り小さくし，

50mm を超えてはならない。 

備考 2： ナックル部の半径は，4.5 tas-built 又は 100mm のうち，いずれか大きい方

の値以上としなければならない。ここで，tas-built はナックル部の建造板

厚とする。 

備考 3： 追加の横ブラケットは，フロアとビルジホッパの結合部の両側に，適切

な距離で配置すること。 

備考 4： 追加の縦ブラケットは，ホッパ斜板に設けること。

備考 5： 9 章 5 節による疲労強度評価要件及び 7 章 3 節による局部強度評価要件

を満足することにより，ガーダがナックルラインにおいて十分に支持し

ていることを確認できる場合，縦及び/又は横ブラケットを省略して差

し支えない。 

重要部位 

 

 

 

 

 

重要部位 

ビルジホッパナックル部近傍のサイドガーダとフロア及びホッパタンク内の横桁との結合部並び

に内底板及びビルジホッパ斜板とフロア及びホッパタンク内の横桁とのそれぞれの結合部。フロア

近傍のサイドガーダと内底板の結合部 

B-B 断面 A-A 断面 

ナックルライン 
 
横ブラケット 

C-C 断面 

フロア 

サイドガーダ 
縦通する

ブラケット 
縦ブラケット 

横ブラケット 

ナ
ッ

ク
ル

ラ
イ
ン

 ビルジ

ホッパ部 

内底板 

視点 A 
重要部位 

視点 A
ナックルライン サイドガーダ 

フロア 

重要部位 

船底外板 

完全溶込み

溶接 

完全又は部分

溶込み溶接 

スカラップの除去，ナックル

部とサイドガーダ間距離の

最小化及び縦又は横ブラケ

ットの追加 

ナ
ッ

ク
ル

ラ
イ

ン
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詳細設計標準 

ビルジホッパ部とガーダとの結合部近傍のスカラップを除去すること。また，繰返し波浪変動荷重，

貨物慣性圧力及びハルガーダ荷重による合応力の範囲及び最大値を低減させるために追加の縦又

は横ブラケットを設けること。さらに，ビルジホッパ斜板に追加の支持部材を設けること。 

建造許容差 
隣接する 2 つの部材（フロア，ビルジホッパ部のトランスウェブ等）の板厚中心の誤差は，サイド

ガーダの建造板厚の 1/3 を超えてはならない。 

溶接要件 

曲げ加工型ビルジホッパナックル部近傍のフロアとビルジホッパ斜板及び内底板との結合部は，完

全溶込み溶接としなければならない。ビルジホッパ端部におけるサイドガーダとフロア及びホッパ

タンク内の横桁との結合部，サイドガーダとビルジホッパ斜板及び内底板との結合部は，部分溶込

み溶接としなければならない。完全及び部分溶込み溶接の定義並びにその適用範囲は，12 章 3 節

の規定による。疲労強度を改善するため，曲げ加工型ナックル部，フロア及びサイドガーダ間の交

差部から少なくとも 300mm の範囲にある完全及び部分溶込み溶接部は，ビードを増し，グライン

ダにより滑らかにすること。 
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表 7 設計標準 G – ばら積貨物船における曲げ加工型ビルジホッパナックル結合部の詳細 

二重底タンクとビルジホッパタンクにおけるフロアの結合部 

ビルジホッパタンク斜板と内底板との間の曲げ加工型ナックル結合部 

評価箇所 設計標準 G 

 

 
中間ブラケットの配置（B-B 断面） 

フロア及び横桁の両側の 2 つの中間ブラケット 

 
 
備考 1： サイドガーダからナックル中心までの距離はできる限り小さくし，

50 mm を超えてはならない。 

備考 2： ナックル部の半径は，4.5 tas-built 又は 100mm のうち, いずれか大きい

方の値以上としなければならない。ここで，tas-built はナックル部の建

造板厚とする。 

備考 3： 追加の横ブラケットは，フロアとビルジホッパ斜板との結合部の両

側に設けること。 

備考 4： 9 章 5節による疲労強度評価要件及び 7 章 3 節による局部強度評価要

件を満足することにより，ガーダがナックルラインにおいて十分に

支持していることを確認できる場合，横ブラケットを省略して差し

支えない。 

重要部位 

 

 

重要部位 
フロア近傍の内底板とサイドガーダとの結合部。内底板及びビルジホッパ斜板とフロア及びホッ

パタンク内の横桁とのそれぞれの結合部 

詳細設計標準 

ビルジホッパ部とガーダとの結合部近傍のスカラップを除去すること。

バラスト倉：フロア及びビルジホッパ部の横桁からフロアの心距のほぼ中間の位置に中間ブラケ

ットを設けること。

乾貨物倉：フロアの心距が 2.5m 以上の場合，フロア及びビルジホッパ部の横桁からフロアの心

距の中間の位置に中間ブラケットを設けること。 

内底板 

フロアの心距が2.5mよ

り大きい場合，フロア

間に中間ブラケットを

設ける 

ガーダ 

完全溶込み溶接 

部分溶込み溶接 

オフセット 

重要部位 

ビルジホッパ

部のトランス

リング 
フロア 

サイドガーダ 

フロア 

ナックルライン 

A-A 断面 
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建造許容差 
隣接する 2 つの部材（フロア，ビルジホッパ部のトランスウェブ及び追加の支持ブラケット等）

の板厚中心の誤差は，サイドガーダの建造板厚の 1/3 を超えてはならない。 

溶接要件 

曲げ加工型ビルジホッパナックル部近傍のビルジホッパ斜板及び内底板とフロアとの結合部は，

完全溶込み溶接としなければならない。ビルジホッパ端部近傍のサイドガーダとフロア及びビル

ジホッパ部の横桁との結合部，ホッパ斜板及び内底板とサイドガーダとの結合部は，部分溶込み

溶接としなければならない。完全及び部分溶込み溶接の定義並びにその適用範囲は，12 章 3 節

の規定による。 
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表 8 設計標準 H – 油タンカー及び二重船側構造ばら積貨物船におけるビルジホッパ上部の 

曲げ加工型ビルジホッパナックル結合部の詳細 

二重底タンクとビルジホッパタンクにおける横桁の結合部 

船側縦通隔壁とビルジホッパ斜板との間の曲げ加工型ナックル結合部 

評価箇所 設計標準 H 

 

 
備考 1： サイドストリンガからナックル中心までの距離は，できる限り小さく

し，50 mm を超えてはならない。 

備考 2： 12 章 1 節 3 及び 4 に従い，ナックル部の半径は，4.5 tas-built 又は 100mm
のうち, いずれか大きい方の値以上としなければならない。ここで，

tas-built はナックル部の建造板厚とする。 

備考 3： 追加の横ブラケットは，フロアとビルジホッパ斜板との結合部の両側

に適切な距離で配置すること。 

備考 4： 追加の縦ブラケットは，ホッパ斜板に設けること。

備考 5： 9 章 5 節による疲労強度評価要件及び 7 章 3 節による局部強度評価要件

を満足することにより，ガーダがナックルラインにおいて十分に支持

していることを確認できる場合，縦及び/又は横ブラケットを省略して

差し支えない。 

重要部位 

 

 

重要部位 

横桁における船側縦通隔壁とサイドストリンガとの結合部

ビルジホッパ端部近傍の船側縦通隔壁及びサイドストリンガと二重船側タンク内の横桁及びホッ

パタンク内の横桁とのそれぞれの結合部 

 

C-C 断面 

重要部位 

ナックルライン 

ビルジホッパ部 

部分溶込み溶接 

ナックル

ライン 

横ブラケット 

縦ブラケット 

縦ブラケット 
ナックル

ライン 

縦ブラケット 

横ブラケット 横桁 

スカラップを除去し，サイ

ドストリンガから近い位

置にナックル部を設け，追

加の縦又は横ブラケット

を設けること 

船側外板 

サイドスト

リンガ 

船側縦通隔壁 

ナックル

ライン 
重要部位 

ビルジホ

ッパ部 

横桁 

重要部位 

サイドストリ

ンガ 

ナックルライン 

ホッパタンク内

トランスリング 

② 

② 
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詳細設計標準 

ビルジホッパ端部近傍のスカラップを除去し，ナックル部とサイドストリンガとの距離を近くす

ること。

繰返し波浪変動圧力及び貨物慣性応力から生じる合応力の範囲及び最大値を低減させるために追

加の縦及び又は横ブラケットを設けること。 

建造許容差 隣接する 2つの部材の板厚中心の誤差は，サイドストリンガの建造板厚の 1/3を超えてはならない。 

溶接要件 

サイドストリンガと船側縦通隔壁との結合部，二重船側タンク内の横桁と船側縦通隔壁及びサイ

ドストリンガとの結合部，ビルジホッパ端部におけるホッパタンク内の横桁と船側縦通隔壁斜板

及びサイドストリンガとの結合部は，部分溶込み溶接とすること。スカラップを除去する箇所に

あっては，サイドストリンガと縦通隔壁との連続溶接のために設けるスカラップは，溶接施工後

に溶接により閉鎖される適切な形状の小さなスカラップとしなければならない。完全及び部分溶

込み溶接の定義並びにその適用範囲は，12 章 3 節の規定による。 
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5. ストリンガのヒール部 

5.1 設計標準 I

5.1.1 
二重船殻油タンカーの油密及び制水横隔壁板と内殻縦通隔壁板との間のストリンガのヒール部は，表 9 に示す設計標準

I に従って設計しなければならない。 

 
表 9 設計標準 I – 横隔壁付ストリンガのヒール部 

内殻縦通隔壁と油密横隔壁板付ストリンガ又は制水隔壁板付ストリンガとの結合部 

評価箇所 設計標準 I 

 

  

 

 
 

備考 1： 面材が必要な場合，面材の継手位置において応力集中を

軽減するような設計（例：テーパやソフト形状等）とす

ることを推奨する。継手位置におけるブラケット端部の

溶接部の疲労寿命を確認しなければならない。 

備考 2： 上図のようにブラケット先端部近傍のスロット

は，スリット形状としなければならない。はめ込

み型のカラープレートを使用しても差し支えな

い。スカラップは除去しなければならない。 

重要部位 

 

重要部位 
横隔壁付ストリンガのウェブと二重船側タンク内の四角形の角部を形成するサイドストリン

ガとの交差部 

詳細設計標準 

ソフトトウの裏当てブラケットを設けなければならない。ブラケットの寸法は次を推奨する。 

VLCC: 800 800 30, R600（上図に示すソフトトウとする）

その他のタンカー: 800 600 25, R550 （ブラケットの長腕が内部材に達している場合，上図に

示すソフトトウとする）

ブラケットの最小降伏応力は 315N/mm2 以上としなければならない。遊辺はグラインダ処理

し，角部を丸くしなければならない。 

建造許容差 隣接する2つの部材の板厚中心の誤差は，船側縦通隔壁の建造板厚の1/3を超えてはならない。 

溶接要件 

縦通隔壁板と横隔壁板の垂直溶接部は，最小溶接係数を 0.44 としたすみ肉溶接とすること。 

裏当てブラケットとそれに隣接する板部材との溶接部は，ブラケット先端部を除き最小溶接

係数を 0.44 とした両面すみ肉溶接とすること。ブラケット先端部と船側縦通隔壁板及び横隔

壁板との結合部は，先端部から 200mm の範囲において完全溶込み溶接とし，溶接止端部はグ

ラインダ処理すること。 

端部グラインダ処理 

ブラケット先端部の高

さ ht は，ブラケットの

建造板厚又は 15mm の

いずれか大きい方の値

を超えてはならない。 

ストリンガ 

外板 

重要部位 
油密又は制水 
横隔壁 内殻縦通隔壁 

サイドストリンガ 
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6. 下部及び上部スツールと隔壁との結合部 

6.1 設計標準 J, K 及び L

6.1.1 
ばら積貨物船及び油タンカーの下部スツールと隔壁との溶接結合部は，それぞれ表 10 及び表 11 に示す設計標準 J 及び

K に従って設計しなければならない。

6.1.2 
ばら積貨物船の上部スツールと隔壁との溶接結合部は，表 12 に示す設計標準 L に従って設計しなければならない。 

 
表 10 設計標準 J – ばら積貨物船における横隔壁結合部の詳細（バラストホールド） 

下部スツールと横隔壁との結合部 

評価箇所 設計標準 J 

 

 

 

重要部位 

 

重要部位 
下部スツール頂板と下部スツール及び波形横隔壁との結合部

シェダープレートと波形横隔壁との結合部 

詳細設計標準 

下部スツール頂板位置におけるダイヤフラム及びウェブにはスカラップを設けてはならない。

波形隔壁にはガセットプレートを設けなければならない。

ガセットプレートは，波形隔壁と同一の材料とし，波形隔壁の建造板厚と等しくしなければならな

い。また，ガセットプレートの高さは，波形フランジの半幅よりも大きくしなければならない。 

シェダープレートの交差部の応力集中を低減するために，図に示すように，非対称なシェダープレ

ートとしなければならない。バラスト兼用倉に面するシェダープレート下部の交差部に支持防撓材

を設けることとしても差し支えない。 

建造許容差 下部スツール斜板と波形フランジとのアライメントは IACS 勧告 No.47 によること。 

溶接要件 

下部スツール頂板と下部スツールの側板及び波形隔壁との結合部は，完全溶込み溶接としなければ

ならない。

ガセットプレートの周囲は部分溶込み溶接としなければならない。ただし，下部スツール頂板とガ

セットプレートとの結合部は完全溶込み溶接としなければならない。 

シェダープレート 

重要部位 

ガセット

プレート 

評価箇所 

波形

フランジ 

ガセット

プレート スツール

頂板 

ダイヤフラム/
ウェブリング 

下部スツール斜板 

部分溶込み溶接 
すみ肉溶接 

完全溶込み溶接 
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溶接始端部及び溶接止端部は重要部位からできる限り離すこと。 
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表 11 設計標準 K – 油タンカーにおける波形横隔壁又は波形縦通隔壁の結合部の詳細 

下部スツールと横隔壁又は縦通隔壁との結合部 

評価箇所 設計標準 K 

 

 

 

 

重要部位 

 

 

重要部位 下部スツール頂板と波形横隔壁又は波形縦通隔壁との結合部 

詳細設計標準 

下部スツール頂板位置におけるダイヤフラム及びウェブにスカラップを設けてはならない。

6 章 4 節 2.6.2 の規定により波形ウェブと同一線上に支持ブラケットを設けなければならない。支持

ブラケットにはスカラップを設けてはならない。 

建造許容差 下部スツール側板と波形フランジとのアライメントは IACS 勧告 No.47 によること。 

溶接要件 

下部スツール頂板と下部スツール側板との結合部は，完全又は部分溶込み溶接としなければならな

い。

下部スツール頂板と立て式波形隔壁との結合部は，完全溶込み溶接としなければならない。

下部スツール頂板と支持ブラケットとの結合部は，完全又は部分溶込み溶接としなければならない。 

溶接始端部及び溶接止端部は重要部位からできる限り離すこと。

上図に示す支持ブラケットと下部スツール頂板及び下部スツール側板との結合部 J は，角部から少な

くとも 300mm の範囲において完全又は部分溶込み溶接としなければならない。 

スツール頂板 

重要部位 

防撓材 

スツール

頂板 

後部スツ

ール斜板 

内底板の

平面 

スツール

頂板 

後部スツ

ール斜板 

内底板の

平面 

ウェブ 

スツール

頂板 

支持ブラ

ケット 

最小 0.5d 

完全溶込み溶接

部分溶込み溶接 

又は 

② 

② 

② 
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表 12 設計標準 L – ばら積貨物船における横隔壁結合部の詳細（バラストホールド） 

上部スツール斜板と横隔壁との結合部 

評価箇所 設計標準 L 

 

 

重要部位 

 

重要部位 トップサイドタンク斜板及び上部スツールと波形横隔壁との結合部 

詳細設計標準 

上部スツール底板位置におけるダイヤフラム及びウェブにスカラップを設けてはならない。

バラスト兼用倉の波形隔壁の面材にはガセットプレートを設けなければならない。

バラスト兼用倉には，荷重が有効に分散できるようトップサイドタンクに波形隔壁の面材に沿っ

てトップサイドタンクに深い横桁又は十分補強された裏当て防撓材を設けなければならない。

ガセットプレートは，波形フランジに要求される板厚及び材料特性以上としなければならない。 

建造許容差 
トップサイドタンクの水密隔壁及び深い横桁（又は十分補強された裏当てブラケット）及びスツ

ール側板と波形隔壁の面材とのアライメントは IACS 勧告 No.47 によること。 

溶接要件 

・ 波形隔壁と上部スツール底板との結合部は，完全又は部分溶込み溶接としなければならない。 

・ 上部スツール側板と上部スツール底板との結合部は，最小溶接係数を 0.44 としたすみ肉溶接

としなければならない。 

・ ダイヤフラム/ウェブリングと上部スツール底板との結合部は，最小溶接係数を 0.44 としたす

み肉溶接としなければならない。 

溶接始端部及び溶接止端部は，すべてのホールドの重要部位からできる限り離すこと。 

上部スツール

側板 

上部スツール側板 

ガセット

プレート 
スツール底板 

ダイヤフラム/ 
ウェブリング 

完全又は部分溶込み溶接

すみ肉溶接 

評価箇所 

重要部位 
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表 13 設計標準 M – 貨物タンク及びバラスト兼用倉の立て式波形隔壁の結合部の詳細 

スツールを有さない立て式波形隔壁と内底板及びビルジホッパ斜板との結合部 

評価箇所 設計標準 M 

 

ブラケットの詳細 

 
 

備考 1： 波形ウェブに沿って内底板及びビルジホッパ斜板の下にブラケッ

トを配置しなければならない。 

備考 2： 6 章 4 節 2.6.4 の規定に従いシェダープレート及びガセットプレー

トを設ける場合，ガセットプレート側はブラケットを省略しても差

し支えない。 

重要部位 

 

重要部位 - 

材料及び寸法要件 

波形部の内底板及びビルジホッパ斜板は 6 章 4 節 2.6.4 の規定によらなければならない。

波形フランジを支持するフロア/ガーダ及びホッパウェブは，6 章 4 節 2.6.4 の規定によらなけれ

ばならない。

波形ウェブに沿った支持ブラケットは 8 章 2 節 5.2 及び 6 章 4 節 2.6.4 の規定によらなければな

らない。 

詳細設計標準 
6 章 4 節 2.6.2 の規定により波形ウェブに沿って支持ブラケットを設けなければならない。支持

ブラケットにはスカラップを設けてはならない。 

建造許容差 
波形部の板厚中心線は，tas-built /3 又は 5mm の小さい方の値の許容誤差で，支持部材の板厚中心線

と一致させなければならない。ここで，tas-built は内底板の建造板厚とする。 

溶接要件 

立て式波形隔壁と内底板/ビルジホッパ斜板との結合部は，12 章 3 節 2.4 の規定に従って完全溶

込み溶接としなければならない。

支持部材と内底板/ビルジホッパ斜板との結合部は，12 章 3 節 2.4 の規定に従って完全又は部分

溶込み溶接としなければならない。

t の規定による波形ウェブに沿ったブラケットの結合部は，角部から少なくとも 300mm の範囲に

おいて完全又は部分溶込み溶接としなければならない。 

重要部位 

船底フロア

/ ガーダ又

はビルジホ

ッパウェブ 

防撓材 
波形部 

内底板平面 

波形ウェブ 

内底板又は

ホッパ斜板 

完全溶込み溶接

完全又は部分溶込み

溶接 
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7. 内底板と隔壁との結合部 

7.1 設計標準 M

7.1.1 
貨物タンク及びバラスト兼用倉の立て式波形隔壁と内底板/ビルジホッパ斜板との結合部は，表 13 に示す設計標準 M

に従って設計しなければならない。 

8. 倉内肋骨の上下端 

8.1 設計標準 N

8.1.1 
ばら積貨物船における倉内肋骨上下端のブラケット先端部の溶接結合部は，表 14 に示す設計標準 N に従って設計しな

ければならない。 

表 14 設計標準 N – ばら積貨物船における倉内肋骨の上下端の詳細 

倉内肋骨の上下端の結合部 

評価箇所 設計標準 N 

 

 

 
倉内肋骨端部の延長及びソフトトウの例 

 

 
倉内肋骨の上下ブラケットの結合部 

重要部位 

 

最低要件  
詳細設計標準 N とすることを最低要件とする。先端部の延長は有効であり，高張力鋼の倉内肋骨に対

して考慮しなければならない。 

重要部位 
面材の終端部を含む，ビルジホッパ斜板及びトップサイド斜板と倉内肋骨の上下ブラケットの先端結

合部 

評価箇所

トップサイド

斜板 

船側外板

ビルジホッパ

斜板 

tas-bult>25mm
の場合

面取り(1:3) 

トップサイド

タンク 

ビルジホッパ

タンク 

重要部位
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詳細設計標準 

疲労強度を満足することが実証される場合，上記と異なる代替形状を採用しても差し支えない。ただ

し，板厚の面取り及び面材の幅の漸減については図に示す最大角を超えてはならない。ブラケット先

端部の高さ及び面材の終端部と先端部の半径の始点との距離は最小限に抑えなければならない。

上下ブラケット位置での倉内肋骨の面材は，図に示すように漸減及び面取りしなければならない。面

材の板厚が 25mm 未満の場合は面取りを省略しても差し支えないが，要すれば大きな勾配をつけるこ

とを推奨する。

倉内肋骨は，上下ブラケットを設けた対称断面の組立構造とし，図に示すようソフトトウ又は細長い

先端としなければならない。倉内肋骨の面材は，端部ブラケットの結合部においてナックルではなく

曲面としなければならない。

上部ブラケットをリングウェブの直下に配置しない場合，支持ブラケットを設けなければならない。

設計において，トップサイドタンクの防撓材を上部ブラケット端部の上に配置する場合，防撓材に開

口がないこと又はカラープレートにより完全に塞がれていることを確認すること。支持ブラケットの

寸法の増加は重要箇所の応力集中を低減させる。

下部ブラケットをリングウェブの直上に配置しない場合，支持ブラケットを設けなければならない。

設計において，ビルジホッパタンクの防撓材を下部ブラケット端部の上に配置する場合，防撓材に開

口がないこと又はカラープレートにより完全に塞がれていることを確認すること。支持ブラケットの

寸法の増加は重要箇所の応力集中を低減させる。 

建造許容差 

倉内肋骨の上下ブラケットとトランスリングウェブ又は支持ブラケットとのアライメントは IACS 勧

告 No.47 によること。

最大許容誤差は，tas-built /3 以下としなければならない。ここで，tas-built は隣接するウェブの薄い方の建

造板厚とし，許容誤差は薄い方の建造板厚から突出した部分とする。 

溶接要件 

溶接は 12 章 3 節 3 の規定によらなければならない。

面材終端部の回し溶接は，面材の曲面部分にまで達しないようにし，先端にはアンダーカット及びノ

ッチがないことに注意を払わなければならない。 
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9. ハッチコーナ 

9.1 設計標準 O

9.1.1 
ばら積貨物船の強力甲板上にある貨物倉区域のハッチコーナは，表 15 に示す設計標準 O に従って設計しなければなら

ない。 

 
表 15 設計標準 O – ばら積貨物船のハッチコーナ 

ハッチコーナ （ばら積貨物船） 

設計標準 O 

 

 インサートプレートなし インサートプレートあり 

重要部位 ハッチコーナ曲面部 
曲面部 

インサートプレートと甲板との結合部 

詳細設計標準 2 編 1 章 2 節によるハッチコーナの形状 

ハッチコーナの半径及びインサートプレート

の寸法及び板厚は 2 編 1 章 2 節による。

インサートプレートは甲板と滑らかに結合す

るよう漸減しなければならず，その漸減長さは

板厚差の 3 倍以上としなければならない。 

後処理 曲面部の遊縁のグラインディング 曲面部の遊縁のグラインディング 

 

インサート

プレート 
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10 章 その他の構造 

1 節 船首部 

記号 

本節に規定されない記号については，1 章 4 節による。

pa ： パネルのアスペクト比に関する修正係数で，次の算式による値。ただし，1.0 を超えてはならない。 

a
b

p 1.2
2.1 -=a  

fbdg： 曲げモーメントの係数で，次の算式による値 

 
ø
ö

ç
è
æ +=

2
18 s

bdg
nf  

ns： 端部の支持条件に関する係数で，次の算式による値 

ns=0 両端支持（単純支持）

ns=1 一端は固定，他端は単純支持

ns=2 連続した部材又は部材の両端にブラケットが設けられている場合 

1. 一般 

1.1 適用

1.1.1
本節の規定は，1 章 1 節 2.4.2 に規定する次の船首部の構造に適用する。

・ 船首倉構造

・ 船首材

加えて，本節の規定は，衝撃荷重を受ける次の構造に適用する。

・ 船首船底の扁平部（3.2 参照）

・ 船首構造（3.3 参照） 

2. 構造配置 

2.1 フロア及びボトムガーダ

2.1.1 フロア

横式構造の場合，実体フロアを特設肋骨の位置に設けなければならない。

縦式構造の場合，実体フロアの心距は3.5mと横肋骨の心距の4倍の値のうち小さい方の値以下としなければならない。

船体中心線におけるフロアの最小深さは，最前端貨物倉における二重底の要求高さ未満としてはならない。2 章 3 節 2.3
を参照すること。

2.1.2 ボトムガーダ

船体中心線において，センターガーダを船首材まで延長するか，深いガーダ又は中心線縦通隔壁を設け構造を支持しな

ければならない。

センターガーダを設ける場合，最小ウェブ深さ及び板厚は，隣接する貨物倉区域の二重底の深さの要件未満であっては

ならない。また，その上端を補強しなければならない。

横式構造の場合，ボトムガーダの心距は 2.5m 以下としなければならない。

縦式構造の場合，ボトムガーダの心距は 3.5m 以下としなければならない。

2.1.3 代替の設計評価

2.1.1 及び 2.1.2 で規定する心距は，設計者が格子解析又は有限要素解析を用いて船底構造の評価及び書類提出を行った
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場合，規定よりも大きくすることができる。適用すべき許容基準は 6 章 6 節 3 の規定による。有限要素解析は 7 章の規定

に基づいて行わなければならない。

2.2 制水隔壁

2.2.1
船体中心線に制水隔壁を設ける場合，その最下部の一条はセンターガーダの要求板厚以上としなれければならない。

縦通制水隔壁が船底横桁を支持する場合，隔壁の開口の詳細及び配置は，制水隔壁と船底横桁の結合部での高応力部を

避けるよう配置しなければならない。

2.3 船側支持構造

2.3.1 特設肋骨

1 章 4 節表 5 に規定する特設肋骨の心距 S は，次の値とする。ただし，3.5m を超えてはならない。 

S = 2.6 + 0.005LCSR（m） 

特設肋骨の有効スパンが 10m を超えないよう，有孔板材を設けなければならない。

2.3.2 ストリンガ

船首隔壁より前方の横式構造においてストリンガは，約 3.5m の間隔で設けなければならない。ストリンガの有効スパ

ンは 10m を超えてはならず，特設肋骨構造によって適切に支持しなければならない。

2.3.3 代替の設計評価

特設肋骨及びストリンガの心距は，設計者が格子解析又は有限要素解析を用いて船側支持構造の評価及び書類提出を行

った場合，大きくすることができる。

適用すべき許容基準は 6 章 6 節 3 の規定による。有限要素解析は 7 章の規定に基づいて行わなければならない。

2.4 トリッピングブラケット

2.4.1
船首隔壁より前方の垂直に防撓される船側外板及びタンク壁には， トリッピングブラケットを，主要支持部材，甲板

及びプラットフォーム間に，間隔が 2.6m を超えないよう配置しなければならない。（図 1 参照）

トリッピングブラケットの建造板厚は，トリッピングブラケットを設ける倉内肋骨のウェブの建造板厚以上としなけれ

ばならない。

 
図 1 トリッピングブラケット 

 

2.5 球状船首

2.5.1 一般

球状船首を有する場合は，球状箇所が適当に支持され船首構造に有効に結合されるような構造配置としなければならな

い。

2.5.2 膜板

球状船首の前端部の構造は，原則として，船体中心線上の深いウェブと約 1m 間隔に配置された水平膜板によって補強

しなければならない。

原則として，船首倉が球状構造へ変化する箇所の周辺には垂直な膜板を幅方向に配置しなければならない。

2.5.3 特殊な設計の球状船首

球状船首が幅広の場合，原則として，船体中心線上に制水隔壁を追加の補強として設けなければならない。

球状船首が長い場合，制水横隔壁又は堅固な特設肋骨を追加の補強として設けなければならない。

2.5.4 アンカー及びアンカーチェーンとの接触箇所の補強

投揚錨作業中にアンカー又はアンカーチェーンと接触する可能性のある球状船首の前端部及び範囲は，外板の板厚を増

厚しなければならない。増厚箇所の板厚は，4.1.1 に規定する船首材の要求板厚を満足すること。 
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3. 衝撃荷重を受ける構造 

3.1 一般

3.1.1 適用

本規定は，船首構造に発生する局部的な衝撃荷重に対する補強について規定する。3.2 及び 3.3 において適用する衝撃

荷重は，4 章 5 節 3 の規定による。

3.1.2 一般的な部材寸法要件

3.2 及び 3.3 の規定は，6 章の規定に加えて適用しなければならない。衝撃荷重による局部的な部材寸法の増加は，詳細

構造及びハードスポット，切欠き及びその他の応力集中の回避を十分に考慮の上で行うこと。

3.2 船底スラミング

3.2.1 適用

4 章 5 節 3.2.1 で規定する，船首最小喫水 TF-e 又は TF-fが，0.045LCSR未満の場合にあっては，船首船底は船底スラミン

グ荷重に対して特別な補強を行わなければならない。

船底補強に用いた喫水は，外板展開図及びローディングマニュアルに記載しなければならない。（1 章 5 節参照）

主要支持部材の荷重計算点は 3 章 7 節 4 の規定による。

3.2.2 補強範囲

補強範囲は，船首垂線から 0.3LCSRの位置より前方の，船底扁平部及び隣接する基線から 500mm の高さまでの防撓材を

含む板部材とする。（図 2 参照）

 
図 2 船底スラミングに対する補強範囲 

 

船底スラミングに対する補強範囲の外側の部材寸法を，縦強度や横強度の連続性を維持するようにテーパさせること。

3.2.3 船底スラミング荷重に対する設計

船底スラミングに対する補強範囲内の防撓材の端部固着部の設計は，当該防撓材が連続した支持構造となるように設計

するか，3 章 6 節 3.2 の規定に従って端部ブラケットを設けることで，端部を支持しなければならない。前述の規定に従

うことが困難な場合にあっては，前述の規定に代えて，ネット塑性断面係数 Zpl-alt（cm3）を，次の算式による値以上とし

なければならない。 

bdg

pl
altpl f

Z
Z

16
=-  

Zpl： ネット塑性断面係数（cm3）で，3.2.5 の規定による。 

防撓材近傍の隔壁を含む主要支持部材の部材寸法及び配置は，3.2.7 の規定による。

3.2.4 外板

外板のネット板厚 t（mm）は，次の算式による値以上としなければならない。 

eHa

SL

d

p

RC
P

C
b

t
a0158.0

=  

Cd： 板耐荷修正係数で，次の値とする。 
3.1=dC  

Ca： 許容曲げ応力係数で，許容基準 AC-I にあっては，1.0 とする。 

3.2.5 外板防撓材

3.2.2 に規定する補強範囲内の外板防撓材は，次の基準に従わなければならない。 

補強範囲 
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(a) ネット塑性断面係数 Zpl（cm3）は，次の算式による値以上としなければならない。 

eHsbdg

bdgSL
pl RCf

sP
Z

2l
=  

Cs： 許容曲げ応力の係数で，許容基準 AC-I にあっては，0.9 とする。 

(b) ウェブのネット板厚 tw（mm）は次の算式による値以上としなければならない。 

eHtshr

shrSL
w Cd

sPt
t2

l
=

 
Ct： 許容せん断応力の係数で，許容基準 AC-I にあっては，1.0 とする。 

(c) 細長比は，8 章 2 節の規定に従わなければならない。

3.2.6 主要支持部材に対する船底スラミング荷重面積

3.2.7 に規定する主要支持部材の寸法は，外板の想定スラミング荷重面積 ASL（m2）に対する 4 章 5 節 3.2 の規定による

スラミング荷重の適用に基づいており，想定スラミング荷重面積 ASLは次の算式による。 

1000
1.1 bCSR

SL
CBLA =  

3.2.7 主要支持部材

フロア及びガーダのウェブの開口のサイズ及び数は，次の(a)に規定する要求せん断面積を考慮して最小限にとどめな

ければならない。

(a) ネットせん断面積 

各主要支持部材のウェブのネットせん断面積 Ashr-n50（cm2）は，スパンに沿ったいかなる箇所においても，次の算

式による値以上としなければならない。 

eHt

SL
nshr C

QA
t

1050 =-  

QSL： スラミングによる最大せん断力（kN）で，最も厳しい箇所へ局部荷重 FSLを適用した値で，次の(b)又は(c)

により求まる。 

Ct： 許容せん断応力の係数で，許容基準 AC-I にあっては，0.9 とする。 

(b) スラミングせん断力の簡易計算法 

相持ち効果は無視されるような，単純な配置の主要支持部材に対するせん断力 QSL（kN）は，次の算式による。 
SLdistptSL FffQ =  

fpt： 主要支持部材に作用する局部荷重の割合の修正係数で，次の算式による。 
( )225.0 23 +-= SLSLpt fff  

fSL： 局部荷重の修正係数で，次の算式による。 

S
bf SL

SL 5.0=  

fdist： 主要支持部材のスパンに沿った最大せん断力の分布係数（図 3 参照）。

FSL： 局部荷重（kN）で，次の算式による。 

SLSLSLSL bPF l=  

SLl ：スパンに沿ったスラミング荷重面積の範囲（m）で，次の算式による。 

SLSL A=l ，ただし，0.5 shrl を超えてはならない。 

bSL： 主要支持部材によって支持されている衝撃荷重面積の幅（m）で，次の算式による。 

SLSL Ab = ，ただし，S を超えてはならない。 

ASL： 荷重面積で，3.2.6 の規定による。 
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図 3 主要支持部材のスパンに沿った係数 fdistの値 

 
(c) スラミングせん断力の直接計算法 

配置が複雑な主要支持部材については，各主要支持部材のスパンに沿った最大せん断力 QSLは，表 1 に従って直接

計算により算出しなければならない。 

(d) 主要支持部材のウェブの板厚 

外板に隣接する主要支持部材のウェブのネット板厚 tw（mm）は，次の算式による値以上としなければならない。 

23570
eHW

w
Rst =  

sW： 板幅（mm）で，ウェブ防撓材の心距 
 

表 1 QSLの算出における直接計算法 

解析の種類 モデル範囲 想定するフロアの端部支持 

梁理論 
曲げに有効な支持点間の 

スパン全長 端部固定 

二重底格子解析 
船長方向の範囲は，1 貨物タンク長さ 
船幅方向の範囲は，ホッパナックル内

端と船体中心線の間 

モデルの境界で 
フロア及びガーダを固定 

備考 1： 各主要支持部材に沿った最大せん断力は，3.2.6 に規定する方形面積への局部荷重をスパンに沿ったいくつかの箇

所に作用させて算出すること。 

備考 2： より広範囲のモデルを用いることができる。 

3.3 船首衝撃

3.3.1 適用

船首船側構造にあっては，船首衝撃圧に対して補強しなければならない。補強範囲は，船首垂線から 0.1LCSR の位置よ

り前方であって，垂直方向にあっては 1 章 4 節 3.1.5 に規定する最小設計バラスト喫水 TBALより上方及び船首楼とする。

（図 4 参照） 

スパン 
ポイント 

スパン

ポイント 
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図 4 船首衝撃に対する補強範囲 

 

補強範囲外の外側の部材寸法を，縦強度や横強度の連続性を維持するようにテーパさせること。

3.3.2 船首衝撃荷重に対する設計

(a) 船首衝撃に対する補強範囲においては，縦式構造を実行可能な限り前方まで延長しなければならない。 

船首衝撃に対する補強範囲内の防撓材の端部固着部の設計は，当該防撓材が連続した支持構造となるように設計す

るか，3 章 6 節 3.2 の規定に従って端部ブラケットを設置することで，端部を支持しなければならない。前述の規

定に従うことが困難な場合にあっては，前述の規定に代えて，ネット塑性断面係数 Zpl-alt（cm3）は，次の算式によ

る値以上としなければならない。 

bdg

pl
altpl f

Z
Z

16
=-  

Zpl： ネット塑性断面係数（cm3）で，3.2.5 の規定による。 

(b) 防撓材近傍の甲板及び隔壁を含む主要支持部材の部材寸法及び配置は，3.3.6 の規定に従わなければならない。最

大衝撃荷重を受ける範囲において，ウェブ防撓材は外板と垂直となる方向に両面ラグ固着で設けなければならない。

外板付き肋骨を支持する甲板及び隔壁の主要な防撓方向は，座屈を防ぐため，支持する肋骨のスパンと平行に配置

しなければならない。

3.3.3 船側外板

船側外板のネット板厚 t（mm）は，次の算式による値以上としなければならない。 

eHa

FB
p RC

Pbt a0158.0=  

Ca： 許容曲げ応力の係数で，許容基準 AC-I にあっては，1.0 とする。 

3.3.4 船側防撓材

3.3.1 に規定する補強範囲における船側防撓材は，次の基準に従わなければならない。

(a) 付き板を考慮した有効ネット塑性断面係数 Zpl（cm3）は，次の算式による値以上としなければならない。 

eHsbdg

bdgFB
pl RCf

sP
Z

2l
=  

Cs： 許容曲げ応力の係数で，許容基準 AC-I にあっては，0.9 とする。 

(b) ウェブのネット板厚 tw（mm）は，次の算式による値以上としなければならない。 

eHtshr

shrFB
w Cd

sPt
t2

l
=  

dshr：防撓材の有効ウェブ深さ（mm）で，3 章 7 節 1.4.3 の規定による。

Ct： 許容せん断応力の係数で，許容基準 AC-I にあっては，1.0 とする。 

(c) 細長比は，8 章 2 節の規定に従わなければならない。

3.3.5 主要支持部材に対する船首衝撃荷重面積

3.3.6 に規定する主要支持部材の部材寸法は，外板の想定船首衝撃荷重面積 ABI（m2）に対する，4 章 5 節 3.3.1 に規定

する船首衝撃圧の適用に基づいており，想定船首衝撃荷重面積 ABI（m2）は次の算式による。 

1000
1.1 bCSR

BI
CBLA =  

補強範囲 
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3.3.6 主要支持部材

(a) 主要支持部材の断面係数は，端部ブラケットを除く曲げスパンに沿って適用しなければならない。主要支持部材の

断面積は，端部や支持点におけるものとし，図 3 に示す係数 fdistの分布に従い，端部や支持点以外の範囲ではスパ

ンに沿って漸次減じたものとして差し支えない。 

(b) 船首衝撃に対する補強範囲内の主要支持部材にあっては，強度の有効な連続性及びハードスポットの回避を十分に

考慮しなければならない。 

(c) 主要支持部材の端部ブラケットは，遊縁を適当に防撓しなければならない。ブラケット先端部の設計にあっては，

断面形状の急激な変化が最小限となるよう注意を払うこと。 

(d) トリッピングブラケットの配置は，8 章 2 節 5.1.1 の規定による。また，トリッピングブラケットを，端部ブラケ

ットの先端部や主要支持部材の面材のナックル部又は湾曲部に設けなければならない。 

(e) 各主要支持部材のネット断面係数 Zn50（cm3）は，次の算式による値以上としなければならない。 

eHSbdg

bdgBIBIFBptbdg
n RCf

fbPf
Z

2

50 1000
l-=  

fbdg-pt： 端部において局部荷重を考慮した曲げモーメントの修正係数で，次の算式による。 

BIBIBIptbdg ffff 683 23 +-=-  

fBI：  局部荷重の修正係数で次の算式による。 

bdg

BI
BIf

l

l
=  

BIl ： スパンに沿った船首衝撃荷重面積の範囲（m）で，次の算式による。 

BIBI A=l ，ただし， bdgl を超えてはならない。 

bBI： 主要支持部材によって支持される衝撃荷重面積の幅（m）で，1 章 4 節表 5 に規定する主要支持部材間

の心距 S とする。ただし， BIl を超えてはならない。 

ABI： 船首衝撃荷重面積（m2）で，3.3.5 の規定よる。

fbdg： 曲げモーメントの係数で次による。 

連続した面材が端部で固定されている，又は 3 章 6 節 4.4 の規定により両端にブラケットが設けられて

いる主要支持部材に対し，fbdg=12 とする。 

Cs： 許容曲げ応力の係数で，許容基準 AC-I にあっては，0.8 とする。 

(f) 各主要支持部材のウェブのネットせん断面積 Ashr-n50（cm2）は，支持点又は端部ブラケットの先端部において，次

の算式による値以上としなければならない。 

eHt

shrBIFBPL
nshr C

bPfA
t

l5
50 =-  

fPL： 局部荷重の修正係数で，次の算式による。 

shr

BI
PLf

l

l
=  

BIl ： スパンに沿った船首衝撃荷重面積の範囲（m）で，次の算式による。 

BIBI A=l ，ただし， shrl を超えてはならない。 

Ct： 許容せん断応力の係数で，許容基準 AC-I にあっては 0.75 とする。 

(g) 船側外板近傍の甲板及び隔壁を含む各主要支持部材のウェブのネット板厚 tw（mm）は，次の算式による値以上と

しなければならない。 

crW

BIFB
w

bPt
sjsin

=  

Wj ： 主要支持部材のウェブと外板のなす角度（deg）（図 5 参照） 

crs ： 主要支持部材のウェブ又は甲板もしくは隔壁のパネルの限界座屈応力（N/mm2）で，8 章 5 節 2.2.3 に規

定する荷重に対するもの。計算においては，8 章 5 節 2.2.3 による xs 及び ys の両方を考慮し，UP-B を

適用しなければならない。 

② 

② 
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図 5 外板付き主要支持部材と外板のなす角度 

 

 

4. 追加の部材寸法要件 

4.1 鋼板船首材

4.1.1
ネット板厚 tStm（mm）は，次の算式による値以上としなければならない。ただし， 122 -k を超える必要はない。 

( )( ) kLSt CSRBStm 7.208.04.06.0 ++=  

SB： 水平ストリンガ，ブレストフック又はこれと同等の水平防撓材の心距（mm） 

夏期満載喫水線より 0.6m 上方の位置から TSC + Cwの位置までの範囲においては，ネット板厚を 0.8tStmまで漸次減らし

ても差し支えない。

4.1.2 ブレストフック及び膜板

3.3.1 に規定する船首衝撃に対する補強範囲にあるブレストフックや膜板のネット板厚 tw（mm）は，次の算式による値

以上としなければならない。 

23570
eH

w
Rst =  

s： ウェブ防撓材の心距（mm）で，1 章 4 節表 5 の規定による。ただし，防撓材が設けられていない場合は，

ウェブの深さとする。 

4.2 スラスタトンネル

4.2.1
トンネルの板のネット板厚 ttun（mm）は，バウスラスタ近傍の外板に対する要求値以上としなければならない。

また，ttun は，次の算式による値以上としなければならない。 
8.1008.0 += tuntun dt  

dtun： トンネルの内径（mm）。ただし，970mm 未満としてはならない。 

トンネルの船外端にバー又は格子を設ける場合は，バー又は格子を有効に固定しなければならない。

 

ガーダ 

防撓材 

② 
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2 節 機関区域 

1. 一般 

1.1 適用

1.1.1 
本節の要件は，機関区域の構造の部材寸法及び配置に適用する。機関製造者からの要件に従う船舶の設計は，建造造船

所の責任において行うこと。 

2. 機関区域の配置 

2.1 構造配置

2.1.1 
甲板や隔壁の開口を機関区域に設ける場合，配置は甲板，船側及び船底構造を支えるものとすること。

2.1.2 
すべての機関設備及び軸等は，船体構造への荷重を分散するよう支持しなければならない。隣接する構造は適当に補強

しなければならない。

2.1.3 
主要支持構造は，有効な構造設計になるよう，防撓材の貫通の要件及び梁柱の直列配置等を考慮して配置しなければな

らない。

2.1.4 
横式構造の機関区域では特設肋骨の心距は，原則 5 フレームを超えてはならない。特設肋骨は上下を適当な剛性の部材

に結合し，甲板横桁によって支持しなければならない。

2.1.5 
船側縦通防撓材と横隔壁の固着部は，固定し面外方向に対して支持すること。また，連続構造でない場合，先端部分が

ソフトタイプであるブラケットを設けなければならない。縦通防撓材への重ねブラケットは設けてはならない。

2.1.6 
横式構造を採用する場合は，甲板防撓材は，梁柱又は梁柱隔壁で支えられる適切な配置のデッキガーダにより支持しな

ければならない。甲板横桁が設けられる場合，甲板横桁は端部の固定と横強度の連続性の保持のため，に特設肋骨と同一

線上に配置しなければならない。

縦式構造を採用する場合は，甲板縦通防撓材は，特設肋骨と同一線上に配置され，梁柱又は梁柱隔壁で支えられる甲板

横桁によって支持しなければならない。

2.1.7 
機関室囲壁は梁柱又は支柱隔壁と連結する甲板横桁やデッキガーダを適切に配置することにより支持しなければなら

ない。特に大きな機関室囲壁の開口には，クロスタイを要求する場合がある。これらは甲板横桁と同一線上に配置しなけ

ればならない。

2.1.8 
主推進機関，減速ギヤ，軸及びスラストベアリングの台座及びその支持構造は，すべての予想する荷重条件において，

要求されるアライメント及び剛性を維持しなければならない。審査用としてメーカーへ以下の図面提出を行うことを考慮

しなければならない。

(a) 主推進機関の台座

(b) 減速ギヤの台座

(c) スラストベアリングの台座

(d) (a)，(b)及び(c)の支持構造 
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2.2 二重底

2.2.1 二重底高さ

機関室の位置に関わらず，中心線における二重底高さは，2 章 3 節 2.3.1 に規定する値以上としなければならない。主

機台の型式及び高さに応じて，この高さを上記より高くしなければならないことがある。

機関室が特に大きい場合及び最も低いライトバラスト喫水と満載喫水との差が大きい場合，建造造船所は上記高さを増

やさなければならない。

機関室の二重底高さが隣接区域の二重底高さと異なる場合，船長方向の十分な範囲にわたって内底板に傾斜をつけるこ

とにより，縦通部材の構造の連続性を確保しなければならない。傾斜した内定板のナックル部は，フロア位置に設けなけ

ればならない。二重底構造の全体強度が損なわれなければ，二重底の高さを，局所的に要求される高さより小さくしても

差し支えない。

2.2.2 センターガーダ

二重底にはセンターガーダを配置しなければならない。二重底内の交通及びメンテナンスに必要な場合には，センター

ガーダにマンホールを設けることを認める。この場合，局部的に補強しなければならない。

2.2.3 サイドガーダ

二重底構造の剛性を十分なものとするために，サイドガーダの数を，隣接区域より増やさなければならない。縦式構造

の二重底に設ける縦通防撓材のサイドガーダは，機関室に隣接する区域内のいずれかの船底縦通防撓材と連続させ，原則

として，その心距は縦通防撓材の心距の 3 倍以下とし，いかなる場合も 3m を超えてはならない。

2.2.4 主機台のガーダ

主機台下には，サイドガーダを追加しなければならない。

2.2.5 二重底が縦式構造のフロア

二重底が縦式構造の場合，主機関及びスラストベアリングの下では実体フロアをフレーム毎に設けなければならない。

主機関とベアリングの台座の以外の箇所では，フロアは 2 フレーム毎に設けて差し支えない。

2.2.6 二重底が横式構造のフロア

機関区域における二重底が横式構造の場合，フロアをフレーム毎に設けなければならない。

2.2.7 マンホール及びウェル

台座及びその近傍に配置されるフロアのマンホールの数及びサイズは，二重底内の交通及びメンテナンスのための必要

最小限としなければならない。

原則として，マンホールの縁は面材で補強しなければならない。面材で補強できない場合，マンホールの両側を平鋼で

補強しなければならない。

機関室の後端隔壁近傍のウェル周辺の内底板には，取り外し式の多孔板を有するマンホールを設けなければならない。

トンネルの排水は，トンネル後端のウェルへ導かれるよう配置しなければならない。

2.2.8 内底板

主機関又はスラストベアリングを直接内底板にボルトで設置する場合，内底板のネット板厚は少なくとも 19mm でなけ

ればならない。据え付けボルトは，可能な限りフロア及びガーダの近傍に配置しなければならない。また，板厚及び据え

付けボルトの配置は，メーカーの推奨事項を考慮すること。

2.2.9 重い艤装品

重い艤装品を直接内底板に設置する場合，ガーダ及びフロアの板厚は適当に増やさなければならない。 

3. 機器の台座 

3.1 一般

3.1.1 
主機関及びスラストベアリングは様々の重力，推力，トルク，動的力及び振動の力に対して十分な強度を有する台座に

よって船体構造に有効に固定しなければならない。

3.1.2 
高出力の内燃機関やタービンの場合，一般に台座は二重底構造と一体としなければならない。また，主機関，タービン

機関のギヤケース及びスラストベアリング近傍においては，二重底板厚を増加するよう考慮しなければならない。（図 1

タイプ 1 参照） 
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3.1.3 
図 2 のタイプ 2 の台座で支える主機関については，エンジンからの力を可能な限り隣接している構造へ一様に分散させ

なければならない。台座を支持する縦通部材を二重底内のガーダ上に，横防撓材等をフロア上に配置しなければならない。

（図 2 タイプ 2 参照）

 
図 1 機器の台座 タイプ 1 

 

 

図 2 機器の台座 タイプ 2 

 
 

備考 1： ブラケットは可能な限り大型のものとすること。機器の台座とガーダの干渉を避けるために，製造者の推奨事項に従い，ブラ

ケットを省略しても差し支えない。 

3.2 内燃機関及びスラストベアリングの台座

3.2.1 
内燃機関及びスラストベアリングの台座の部材寸法の決定において，主機関の一般的な剛性及びバランス力の喪失に関

する設計特性を考慮しなければならない。

3.2.2 
原則として，内燃機関及びスラストベアリングの台座には，2 条のガーダを設けなければならない。

3.3 補機の台座

3.3.1 
補機から支持構造へ荷重を一様に分布させるため，適当なサイズ及び配置の台座に補機を固定しなければならない。 

備考 1 参照 

タンクトップ一体型 

組立型 

備考 1 参照 

備考 1 参照 備考 1 参照 
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3 節 船尾部 

記号 

本節に規定されない記号については，1 章 4 節による。 

1. 一般 

1.1 適用

1.1.1 
本節の規定は，船尾隔壁より後方の構造の部材寸法及び配置に適用する。 

2. 船尾倉 

2.1 構造配置

2.1.1 フロア

船尾倉にはフレームスペース毎にフロアを設け，フロアは少なくとも船尾管の上方まで延長しなければならない。フロ

アを中間甲板又は甲板まで延長していない場合は，その上端に面材等を設けて補強しなければならない。

厚板フロアはラダーホーンのウェブの位置に合わせて，ラダーホーンの後端面に設けなければならない。厚板フロアは，

直上の甲板又は中間甲板まで延長しなければならない。当該範囲において，切欠き，スカラップ又はその他の開口は，最

小限にとどめなければならない。

2.1.2 プラットホーム及びサイドガーダ

船尾倉内のプラットホーム及びサイドガーダは，前方区域の構造と同一直線上に配置しなければならない。

船体形状及び交通の必要性により前述の配置とすることが困難な場合は，十分にテーパさせたブラケットにより船尾部

構造と前方区域の構造の連続性を確保しなければならない。

船尾倉が，船側を縦式構造とする機関区域と隣接する場合，船尾倉内のサイドガーダにテーパさせたブラケットを設け

なければならない。

船尾倉頂部から暴露甲板までの高さが 2.6m より高く，かつ船側構造が横式構造の場合，1 条以上のサイドガーダを設

けなければならない。サイドガーダは，前方区域の類似構造と同一線上に配置することが望ましい。

2.1.3 縦通隔壁

原則として，ノンタイトの縦通隔壁を，船体中心線上，船尾倉の上部に設け，フレームスペース間隔で防撓しなければ

ならない。

船尾の張り出しが大きい場合又は水密隔壁若しくは制水隔壁により分割される区域の最大幅が 20mを超える場合には，

追加の縦通制水隔壁を要求することがある。

2.1.4 代替の設計評価

2.1.1 から 2.1.3 に規定する心距及び配置要件は，設計者が格子解析又は有限要素解析を用いた評価及び書類提出を行っ

た場合，規定よりも大きくすることができる。適用すべき許容基準は 6 章 6 節 3 の規定による。有限要素解析は 7 章の規

定に基づいて行わなければならない。

2.2 船尾倉のフロア及びガーダの防撓

2.2.1 
プロペラの上方に位置する船尾バラストタンク又は清水タンクのフロア及びガーダに設置する防撓材は，2.2.2 及び

2.2.3 によらなければならない。本要件は，船長方向にはラダー前端からプロペラボス後端まで，横方向にはプロペラ直

径の範囲内の防撓材に適用する。

2.2.2 
フロア及びガーダの防撓材の高さ stfh （mm）は，次の算式による値以上としなければならない。 

stfstfh l80=  平鋼防撓材に対して 

② 
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stfstfh l70=  バルブプレート及び面材を有する防撓材に対して 

stfl ： 防撓材の長さ（m）で，図 1 による。ただし，5m より大きな値とする必要はない。 

2.2.3 
端部ブラケットは次の箇所に設けなければならない。

・ 防撓材の長さ tstf -l が 4m を超える場合：下端及び上端 

・ 防撓材の長さ tstf -l が 2.5m を超える場合：下端 

tstf -l ：防撓材の全長（m）（図 1 参照） 

 
図 1 船尾倉のフロア及びガーダ 

 

3. 船尾材 

3.1 一般

3.1.1 
船尾材は，組立式の鋼板又は中空断面の鋳鋼として差し支えない。使用可能な材料の仕様及び鋼材グレードについては，

3 章 1 節を参照のこと。その他の材料又は構造の船尾材については，特別な考慮を払わなければならない。 

3.1.2 
鋳鋼及び組立式の鋼板の船尾材は，船尾材に対する要求板厚の 80%以上のグロス板厚である板部材によって，適切な

間隔で補強しなければならない。t1 は表 1 又は表 2 による。鋳鋼品にあっては，急激な断面の変化を避けなければならず，

また，すべての断面に適切な丸みを付けなければならない。

3.1.3 
肥大な船尾形状で，船体中心線に局部支持部材を配置する場合，プロペラ孔の上部における船尾材の板厚は，3.2.1 の

規定の 80%に軽減しても差し支えない。

3.2 プロペラ柱

3.2.1 プロペラ柱のグロス寸法

プロペラ柱のグロス寸法は，一軸の船舶の場合は表 1，二軸の船舶の場合は表 2 に規定する算式による値以上としなけ

ればならない。

プロペラ柱断面の長さ方向の軸まわりの断面係数が，表 1 又は表 2 のプロペラ柱の寸法を用いて算定した値より大きい

場合，上記とは異なるプロペラ柱の寸法及び寸法比とすることができる。 

及び 

の場合 の場合 の場合 

② 
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表 1 プロペラ柱のグロス寸法（一軸の船舶） 

プロペラ柱の

グロス寸法

（mm） 

組立式プロペラ柱 

 

鋳鋼製のプロペラ柱 

 

方形断面を有する，鋳鋼又は鍛

鋼のプロペラ柱 

a 50 L1
1/2 33 L1

1/2 2562.710 -CSRL  

b 35 L1
1/2 23 L1

1/2 1646.410 -CSRL  

t1 2.5 L1
1/2 3.2 L1

1/2 - 

t2 - 4.4 L1
1/2 - 

td 1.3 L1
1/2 2.0 L1

1/2 - 

R - 50 mm - 

 
表 2 プロペラ柱のグロス寸法（二軸の船舶） 

プロペラ柱の

グロス寸法

（mm） 

組立式プロペラ柱 

  

鋳造製のプロペラ柱 

 

方形断面を有する，鋳鋼又は鍛

鋼のプロペラ柱 

 

a 25 L1
1/2 12.5 L1

1/2 2.4 LCSR + 6 

b 25 L1
1/2 25 L1

1/2 0.8 LCSR + 2 

t1 2.5 L1
1/2 2.5 L1

1/2 - 

t2 3.2 L1
1/2 3.2 L1

1/2 - 

t3 - 4.4 L1
1/2 - 

td 1.3 L1
1/2 2.0 L1

1/2 - 

3.2.2 プロペラボス下部の断面係数

シューピースの無いプロペラ柱の場合，プロペラ柱の断面係数は，プロペラボス下部において，表 1 又は表 2 により算

出した寸法の 85%まで漸次減じることができる。

ただし，プロペラ柱の板厚は，表 1 又は表 2 の算式による値以上としなければならない。

3.2.3 プロペラボス

一軸の船舶のプロペラ柱を含むプロペラボスの板厚は，3.2.1 に規定する方形断面を有するプロペラ柱に対する要求寸

法 b の 60%以上としなければならない。 

板
厚

t d
の

 
膜

板
 

t1 

板
厚

t d
の

 
膜

板
 

板
厚

t d
の
 

膜
板
 

板
厚

t d
の
膜
板
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3.3 結合

3.3.1 船体構造との結合

船尾材は船尾構造に適切に結合しなければならない。プロペラ柱の下部の要求寸法は，竜骨と有効に結合するために，

プロペラ軸の中心線におけるプロペラ柱の後端から 1500+6L2（mm）以上延長しなければならない。ただし，船尾材は船

尾隔壁を超えて延長する必要はない。

3.3.2 平板竜骨との結合

船尾材下部の板厚は，棒鋼竜骨又は平板竜骨の板厚まで，徐々にテーパさせること。

平板竜骨を設ける場合は，船尾材の下部は，平板竜骨と有効に結合できるよう設計しなければならない。

3.3.3 トランサムフロアとの結合

ラダーポスト及びプロペラ柱は，二重底高さ以上の高さを持ち，かつ，ネット板厚（mm）が次の算式による値より大

きいトランサムフロアと結合しなければならない。 

1023.09 Lt +=  

3.3.4 センターガーダとの結合

鋳鋼船尾材にあっては，センターガーダとの結合のために，船尾材下部に可能な限り縦通ウェブを設けなければならな

い。 

4. 外板構造に対する特別な部材寸法要件 

4.1 外板

4.1.1 船尾材に結合する外板

船尾材に結合する外板のネット板厚 t（mm）は，次の算式による値以上としなければならない。 
( ) bLt 009.043094.0 2 +-=  

プロペラボス及びヒールプレート近傍にあっては，外板のネット板厚 t（mm）は，次の算式による値以上としなければ

ならない。 
( ) bLt 011.047105.0 2 +-=  

b： 板部材の幅（mm）で，3 章 7 節 2.2.2 の規定による 

4.1.2 厚板の外板

2.1.1 に規定する厚板フロア近傍には，厚板の外板を局部的に設けなければならない。厚板の外板のネット板厚は 4.1.1
による値以上としなければならない。厚板フロアの外側では，厚板の外板の板厚を，可能な限り徐々に減じても差し支え

ない。ラダーホーンの板を外板に丸みを付けて結合する場合にあっては，その半径 r（mm）は次の算式による値以上と

しなければならない。 

28.0150 Lr +=  
4.1.3 スラスタトンネルの板部材

トンネルの板部材のネット板厚 ttun（mm）は，10 章 1 節 4.2.1 の規定による。  

② 

② 
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4 節 スロッシングを受けるタンク 

記号 

本節に規定されない記号については，1 章 4 節による。

pa ： パネルのアスペクト比に対する修正係数で，次の算式による。ただし，1.0 を超えてはならない。 

a
b

p 1.2
2.1 -=a   

a： 板パネルの長さ（mm）で，3 章 7 節 2.1.1 による。

b： 板パネルの幅（mm）で，3 章 7 節 2.1.1 による。 
bdgl ： 有効曲げスパン（m）で，3 章 7 節 1.1.2 による。 

slhl ： 有効スロッシング長さ（m）で，4 章 6 節 6.3.2 による。 

bslh： 有効スロッシング幅（m）で，4 章 6 節 6.4.2 による。

Iy-n50： 水平中立軸に対するハルガーダのネット断面二次モーメント（m4）で，考慮する位置における値。5 章 1 節 1.5
による。 

Msw： 航海中の許容静水中曲げモーメント（kNm）で，考慮する位置におけるホギング及びサギング状態での値。4
章 4 節 2.2.2 による。 

zn： 基線から水平中立軸までの距離（m）で，5 章 1 節による。

z： 考慮する荷重計算点又は基準点の垂直座標（m） 
hgs ： ハルガーダ曲げ応力（N/mm2）で，3 章 7 節 2.2 又は 3 章 7 節 3.2 に規定する荷重計算点において算出した値。

次の算式による。 

( ) 3

50
10-

-
 
ø

ö
ç
ç
è

æ -
=

ny

SWn
hg I

Mzz
s  

1. 一般 

1.1 適用

1.1.1 
本節の規定は，液体を積載するタンク中に発生する局部的なスロッシング荷重に対する補強について規定する。

タンク内の液体自由運動によるスロッシング荷重については 4 章 6 節 6 による。

1.2 一般要件

1.2.1 貨物タンク及びバラストタンクの積載高さ

すべての貨物タンク及びバラストタンクの部材寸法は，次に示す条件に対する本節のスロッシング要件に従わなければ

ならない。

・ バラストタンク：あらゆる状態の積載高さ

・ 貨物密度が 4 章 6 節に規定する Lr の貨物タンク：あらゆる状態の積載高さ 
・ 貨物密度が partr の貨物タンク：hpartまでの積載高さ 

part

CDLtk
part

fh
h

r
r   

=  

hpart： 最大許容積載高さ（m）で，高い液体密度 partr の貨物を積載した場合の，貨物タンクの部分積載高さに

対応する値。 

htk：   最大タンク高さ（m） 
Lr ： 貨物密度で，4 章 6 節の規定による。 

fcd：  係数で，4 章 6 節の規定による。 
partr ： 最大許容液体密度で，4 章 6 節の規定による。 
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1.2.2 ばら積貨物船のバラスト兼用倉

ばら積貨物船のバラスト兼用倉については，航海中は満載又は空倉と想定されるので，スロッシング圧力に対する評価

を実施する必要はない。

1.2.3 構造詳細

スロッシング荷重による局部的な部材寸法の増加は，詳細構造及びハードスポット，切欠き及びその他の有害な応力集

中の回避を十分に考慮の上で行うこと。

1.3 スロッシング圧力の適用

1.3.1 一般

次のタンクの構造部材は，1.3.4 及び 1.3.5 の規定に従い，設計スロッシング圧力（Pslh-lng 及び Pslh-t）に対して評価しな

ければならない。

(a) 油タンカーの貨物タンク及びスロップタンク

(b) 船首倉及び船尾倉のバラストタンク

(c) 例えばバラストタンク，燃料油タンク及び清水タンク等の，液体運動が制御されていないその他のタンク

有効スロッシング長さ slhl が 0.03LCSR 未満の場合にあっては，Pslh-lng を含む算式は適用しない。また，有効スロッシン

グ幅 bslh が 0.32B 未満の場合にあっては，Pslh-tを含む算式は適用しない。

1.3.2 最小スロッシング圧力

4 章 6 節 6.2 に規定する最小スロッシング圧力 Pslh-min は，有効スロッシング長さ slhl 又は有効スロッシング幅 bslh が 1.3.1

の規定より小さいタンクに適用する。

1.3.3 評価すべき構造部材

次の構造部材について評価しなければならない。

(a) タンクの境界を形成する板と防撓材

(b) 制水隔壁の板及び防撓材

(c) タンク内の主要支持部材のウェブ及びウェブの防撓材

(d) タンク内の主要支持部材を支持するトリッピングブラケット

1.3.4 縦方向の液体運動による設計スロッシング圧力の適用

4 章 6 節 6.3.3 に規定する縦方向の液体運動による設計スロッシング圧力 Pslh-lng は，次の部材に適用しなければならな

い。（図 1 参照）

(a) 横水密隔壁

(b) 横制水隔壁

(c) 横水密隔壁及び横制水隔壁付きのストリンガ

(d) 縦通隔壁，甲板及び縦通隔壁の板部材及び防撓材で，横隔壁から次の距離のうちいずれか小さい方の間にあるもの。 
・ 0.25 slhl   

・ 考慮する高さにおける，横隔壁と隣接する最初の特設肋骨（タンク内に位置する場合）の間の距離 
加えて，特設肋骨が隔壁から 0.25 slhl 以内に位置する場合（図 1 参照）にあっては，横水密隔壁又は横制水隔壁に隣接

する最初の特設肋骨は，4章 6節 6.3.4 に規定する特設肋骨へのスロッシング圧力 Pslh-wfに対して評価しなければならない。

4 章 6 節 6.2 に規定する最小スロッシング圧力 Pslh-min は，他のすべての部材に適用しなければならない。 
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図 1 縦方向の液体運動によるスロッシング荷重の適用 

 

1.3.5 横方向の液体運動による設計スロッシング圧力の適用

4 章 6 節 6.4.3 に規定する，横方向の液体運動による設計スロッシング圧力 Pslh-tは，次の部材に適用しなければならな

い。（図 2 参照）

(a) 縦通水密隔壁

(b) 縦通制水隔壁

(c) 縦通水密隔壁及び縦通制水壁付きの水平ストリンガ

(d) ストリンガ，甲板を含む横隔壁の板部材及び防撓材で，縦通隔壁から次の距離のうちいずれか小さい方の間にある

もの。

・ 0.25 bslh

・ 考慮する高さにおける，縦通隔壁と隣接する最初のガーダ（タンク内に位置する場合）の間の距離 

加えて，ガーダが縦通隔壁から 0.25 bslh 以内に位置する場合（図 2 参照）にあっては，縦通水密隔壁又は縦通制水隔壁

に隣接する最初のガーダは，4 章 6 節 6.4.4 に規定するスロッシング圧力 Pslh-grd に対して評価しなければならない。

4 章 6 節 6.2 に規定する最小スロッシング圧力 Pslh-min は，他のすべての部材に適用しなければならない。 

甲板 

横水密隔壁 

内底板 

船底 横水密隔壁 

次に掲げる板部材及び防撓材に対するスロ

ッシング圧力

－横隔壁

－縦通隔壁

－甲板

ただし，0.25 slh の範囲内の部材又は横隔壁

に隣接する特設肋骨（0.25 slh の範囲内）に

適用する。 

次に掲げる板部材及び防撓材に対するスロッ

シング圧力

－制水隔壁

－縦通隔壁

ただし，0.25 slhの範囲内の部材又は横隔壁に

隣接する特設肋骨（0.25 slhの範囲内）に適用

する。 
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図 2 横方向の液体運動によるスロッシング荷重の適用 

 

1.3.6 横方向及び縦方向の流体運動の組合せ

横方向及び縦方向の流体運動に起因するスロッシング圧力は，それぞれ単独で作用すると仮定しなければならない。構

造部材は，横方向及び縦方向の流体運動による最大スロッシング圧力に対して評価しなければならない。

1.3.7 追加のスロッシング衝撃評価

有効スロッシング幅 bslh が 0.56B より大きい又は有効スロッシング長さ slhl が 0.13LCSRより大きいタンクにあっては，

追加のスロッシング衝撃評価を実施しなければならない。その検討方法については，本会の適当と認めるところによる。 

2. 部材寸法要件 

2.1 板部材

2.1.1 ネット板厚

スロッシング圧力を受ける板のネット板厚 t（mm）は，次の算式による値以上としなければならない。 

eHa

slh
p RC

P
bt a0158.0=

 
Ca：  許容曲げ応力の係数で，次の算式による。 

eH

hg
aaa R

C
s

ab -=  表 1 に規定する係数による。ただし，Ca-maxを超えてはならない。 

縦通隔壁 

次に掲げる板部材及び防撓材に対するス

ロッシング圧力

－横隔壁

－縦通隔壁

－甲板

ただし，0.25bslhの範囲内の部材又は縦通

隔壁に隣接するガーダ（0.25bslhの範囲内）

に適用する。 

甲板 
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hgs ： ハルガーダ曲げ応力（N/mm2）で，サギング及びホギング状態の曲げモーメントのうち絶対値が最大と

なる値。 

Pslh： 1.3 に規定する Pslh-lng，Pslh-t又は Pslh-min のうち最大となる値 
 

表 1 ab ， aa 及び Ca-max の定義 

許容基準 構造部材 ab  aa  Ca-max 

AC-S 

貨物倉区域内の縦強度部材で，次の部材

を含む（ただし，これだけに限らない） 

・ 甲板

・ 縦通隔壁

・ 水平波形縦通隔壁

・ 縦通ガーダ及び縦通ストリンガ 

縦方向に防撓される板 0.9 0.5 0.8 

横方向又は垂直方向に防

撓される板 
0.9 1.0 0.8 

その他の強度部材で，次の部材を含む

・ 立て式波形縦通隔壁

・ 横隔壁

・ 波形横隔壁

・ 横ストリンガ及び特設肋骨

・ タンク境界の板部材及び貨物倉区域外の主要支持部材 

0.8 0 0.8 

2.2 防撓材

2.2.1 ネット断面係数

スロッシング圧力を受ける防撓材のネット断面係数 Z（cm3）は，次の算式による値以上としなければならない。 

eHsbdg

bdgslh

RCf
sP

Z
2l

=  

fbdg： 曲げモーメントの係数で次による。 

fbdg = 12  両端で回転が固定される防撓材（原則として，全ての連続した防撓材の部材寸法に対して適

用する。） 
fbdg = 8 一端又は両端で回転が固定されない防撓材（原則として，一般的に連続していない防撓材に

対して適用する。） 
Cs： 許容曲げ応力の係数で，次による。

       ・ ハルガーダ応力を受ける部材の場合：表 2 の規定よる。

       ・ その他の場合：Cs = Cs-max

Pslh： 1.3 に規定する Pslh-ing，Pslh-t又は Pslh-min のうち最大となる値

Cs-max： 表 3 の規定による。 
 

② 

② 
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表 2 許容曲げ応力係数 Cs 

ハルガーダ曲げ応力

hgs (1) の符号 
作用する

面外圧力(2)  

防撓材

境界条件(3)  
fbdg 係数 Cs 

引張り（正） 

防撓材側 

F - F 12 eH

hg
SSS R

C
s

ab -=  

ただし，Cs-max を超えてはならない 

F - S 8 eH

hg
SSS R

C
s

ab -=  

ただし，Cs-max を超えてはならない 

S - S 8 Cs = Cs-max 

板部材側 

F - F 12 Cs = Cs-max 

F - S 8 Cs = Cs-max 

S - S 8 eH

hg
SSS R

C
s

ab -=  

ただし，Cs-max を超えてはならない 

圧縮力（負） 

防撓材 

F - F 12 Cs = Cs-max 

F - S 8 Cs = Cs-max 

S - S 8 eH

hg
SSS R

C
s

ab -=  

ただし，Cs-max を超えてはならない 

板部材側 

F - F 12 eH

hg
SSS R

C
s

ab -=  

ただし，Cs-max を超えてはならない 

F - S 8 eH

hg
SSS R

C
s

ab -=  

ただし，Cs-max を超えてはならない 

S - S 8 Cs = Cs-max 

（備考）

(1) hgs はホギング及びサギング状態に対して考慮しなければならない。 

(2) 考慮するタンク内に位置する主要支持部材及び制水隔壁は，スロッシング圧力を防撓材及び板部材側の両方に適用しなけ

ればならない。 

(3) F   F：両端固定 

F   S：一端固定，他端支持

S   S：両端支持 
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表 3 sb ， sa 及び Cs-max の定義 

許容基準 構造部材 sb  sa  Cs-max 

AC-S 

貨物倉区域の縦強度部材で，次の部材を含

む（ただし，これだけに限らない）

・ 甲板の防撓材

・ 縦通隔壁の防撓材

・ ガーダ及びストリンガの防撓材 

縦通防撓材 0.85 1.0 0.75 

横防撓材又は垂直防撓材 0.7 0 0.7 

その他の強度部材で，次の部材を含む

・ 横隔壁の防撓材

・ 横ストリンガ及び特設肋骨の防撓材

・ タンク境界の防撓材及び貨物倉区域外の主要支持部材付きの防撓材 

0.75 0 0.75 

2.3 主要支持部材

2.3.1 ウェブ

主要支持部材のウェブのネット板厚 t（mm）は，次の算式による値以上としなければならない。 

eHa

slh
p RC

P
bt a0158.0=  

Pslh： 1.3 に規定する Pslh-Ing，Pslh-t，Pslh-wf，Pslh-grd 及び Pslh-min のうち最大となる値。圧力は，図 1 及び図 2 に示

すように部材高さ上方の分布を考慮の上で，3章 7節 4.1に規定する荷重作用点において計算すること。 

Ca： 許容板曲げ応力の係数で，2.1.1 の規定による。 

2.3.2 ウェブ防撓材

スロッシング圧力を受ける主要支持部材のウェブ防撓材のネット断面係数 Z（cm3）は，次の算式による値以上としな

ければならない。 

eHsbdg

bdgslh

RCf
sP

Z
2l

=  

Pslh： 1.3 に規定する Pslh-Ing，Pslh-t，Pslh-wf，Pslh-grd 及び Pslh-min のうち最大となる値。圧力は，図 1 及び図 2 に示

すように部材高さ上方の分布を考慮の上で，3章 7節 3.2に規定する荷重作用点において計算すること。 

Cs： 許容板曲げ応力の係数で，2.2.1 の規定による。

fbdg： 曲げモーメントの係数で，2.2.1 の規定による。 

2.3.3 主要支持部材を支持するトリッピングブラケット

有効長さ d の範囲内の基部におけるトリッピングブラケットのネット断面係数 Z（cm3）は，次の算式による値以上と

しなければならない。主要支持部材を支持するトリッピングブラケットの，切欠き及びスロットを差し引いたネットせん

断面積 Ashr（cm2）は，次の算式による値以上としなければならない。 

eHs

tripslh

RC
hsP

Z
2

1000 2

=  

eHt

tripslh
shr C

hsP
A

t
10=  

Pslh： 1.3 に規定する Pslh-Ing，Pslh-t，Pslh-wf，Pslh-grd 及び Pslh-min のうち最大となる値。平均圧力は，図 1 及び図 2

に示す分布を考慮し，トリッピングブラケットの中央において計算すること。 

strip： トリッピングブラケット間，その他の主要支持部材間又は隔壁間の平均心距（m）

h：  トリッピングブラケットの高さ（m）（図 3 参照）

Cs： トリッピングブラケットに対する許容曲げ応力の係数で，0.75 とする。

Ct： トリッピングブラケットに対する許容せん断応力の係数で，0.75 とする。 

主要支持部材を支持するトリッピングブラケットの断面係数の計算に使用する付き板の有効幅は，トリッピングブラケ

ットの高さ h の 1/3 としなければならない。
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図 3 トリッピングブラケットの有効長さ 
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11 章 船楼，甲板室及び艤装品 

1 節 船楼，甲板室及び昇降口室 

記号 

本節に規定されない記号については，1 章 4 節による。

P： 対象の船楼の側壁又は甲板に作用する圧力（kN/m2） 

暴露甲板の場合： P = PD

非暴露甲板の場合： P = Pdl

船楼の側壁の場合： P = PSI 

PD： 暴露甲板に作用する面外圧力（kN/m2）で，4 章 5 節 2 及び 4 章 5 節 4.2 の規定による。

Pdl： 非暴露甲板に作用する面外圧力（kN/m2）で，4 章 6 節 5 の規定による。

PSI： 船楼の側壁に作用する面外圧力（kN/m2）で，4 章 5 節 4.3 の規定による。

PFB： 船首衝撃規定を適用する場合の船側外板に作用する面外圧力（kN/m2）で，4 章 5 節 3.3.1 の規定による。

PA： 船楼端隔壁と甲板室の周壁に作用する外圧（kN）で，4 章 5 節 4.4.1 の規定による。

bdgl ： 有効曲げスパン（m）で，3 章 7 節の規定による。 

shrl ： 有効せん断スパン（m）で，3 章 7 節の規定による。 

c： 係数で次による。 

両端又は片端が単純支持の甲板梁，甲板縦桁及び甲板横桁の場合 c =0.75

上記以外の場合 c =0.55 

ma： 係数で次の算式による。 

ú
ú

û

ù

ê
ê

ë

é

 
ø

ö
ç
ç
è

æ
-=

2

1000
4

1000
204.0

bdgbdg
a

ssm
ll

 ただし 1
1000

£
bdg

s
l

 

1. 一般 

1.1 適用

1.1.1 
本節の規定は鋼構造の船楼，甲板室及び昇降口室に適用する。

船楼の暴露甲板，及び側壁が船側外板の一部である船楼又は甲板室の側壁は，本節の規定に加え，1 編 6 章の規定を適

用する。

1.1.2 
本節は，中央部 0.4LCSR間より前後の船楼，又は長さが 0.15LCSRより小さい船楼に対して適用する。

1.1.3 
本節は，中央部 0.4LCSR間の甲板室であって，その長さが 0.2LCSRを超えないものに適用する。

1.2 グロス寸法

1.2.1 
3 に規定するすべての部材寸法は，グロス寸法である。（3 章 2 節 1.1.3 参照） 

2. 構造配置 

2.1 構造の連続性

2.1.1 甲板室の隔壁及び側壁

後端壁，前端壁及び側壁は，隔壁，ガーダ及び梁柱等の甲板下構造によって有効に支えられなければならない。 
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側壁，主要な縦通及び横隔壁は，甲板室の各層で同一線上に配置しなければならない。そのような構造配置が困難な場

合には，他の有効な支持構造を設けなければならない。

構造は不連続の影響が最小限となるように配置しなければならない。側壁に設けるすべての開口は，補強し，十分な丸

みを付けなければならない。戸及び類似の開口の上下には，連続したコーミング又はガーダを設けなければならない。

2.1.2 甲板室の隅部

甲板室が強力甲板と取り合う箇所の隅部においては，甲板下の支持構造に荷重が伝わるよう構造配置に留意しなければ

ならない。

2.2 端部の固着

2.2.1 甲板防撓材

横置梁は，3 章 6 節 3.2 の規定に従い，ブラケットにより倉内肋骨に固着しなければならない。縦通壁又は甲板縦桁と

交差する甲板梁は，縦通壁の防撓材又は甲板縦桁のウェブにブラケットを設けずに溶接によって固着して差し支えない。

2.2.2 甲板縦桁及び甲板横桁

面材は，3 章 6 節 4.3 の規定に従いトリッピングブラケットで支えなければならない。

2.2.3 船楼肋骨の端部の固着

垂直肋骨は，十分な支持構造となるよう，その下部肋骨又は甲板に固着しなければならない。

2.3 隔壁の局部補強

2.3.1 
大きな開口部や救命設備を支える箇所，又は他の艤装品や付加物等から荷重を受ける箇所には，局部補強を設けなけれ

ばならない。 

3. 部材寸法 

3.1 船楼の側壁及び甲板

3.1.1 暴露部の側壁及び暴露甲板

暴露部の側壁及び支持構造を含む暴露甲板は，3.2.1 から 3.2.5 の規定，及び船首衝撃規定が適用される場合は 10 章 1
節 3.3 の規定によらなければならない。 

3.1.2 非暴露部の甲板

船楼の非暴露部の甲板及び支持構造は，3.2.2 から 3.2.5 の規定による。

3.2 甲板室

3.2.1 板部材

甲板のグロス板厚 tgr-exp（mm）は，次の算式による値以上としなければならない。 

std
gr s

kst 5.7exp =-  第一層甲板室 

std
gr s

kst 0.7exp =-  第二層甲板室 

std
gr s

kst 5.6exp =-  第三層甲板室 

sstd： 防撓材及び梁の標準参照心距（mm）で，次の算式による。 

167.1470 Lsstd +=  

甲板が被覆材で保護されている場合には，甲板のグロス板厚を 1.5mm 減じてもよい。ただし，いかなる場合も 5mm 未

満としてはならない。

木製以外の被覆材が用いられる場合，被覆材は鋼板に無害のものでなければならない。被覆材は甲板に有効に張らなけ

ればならない。

3.2.2 非暴露部の甲板

非暴露部の甲板のグロス板厚 tgr-unexp（mm）は，次の算式による値以上としなければならない。 
expexp 9.0 -- = grungr tt  甲板室の位置による。 

kst ungr  
ø
ö

ç
è
æ +=- 1

1000
8.5exp  ただし，5.5mm 以上としなければならない。 
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3.2.3 梁及び防撓材

横置梁及び防撓材のグロス断面係数 Zgr（cm3）及びグロスせん断面積 Agr-sh（cm2）は次の算式による値以上としなけれ

ばならない。 
2

1000 bdggr
sckPZ l=  

( ) shrashgr
skPmA l

1000
817.0105.0 -=-  

3.2.4 縦桁及び横桁

縦桁及び横桁のグロス断面係数 Zgr（cm3）及びグロスせん断面積 Agr-sh（cm2）は次の算式による値以上としなければな

らない。 
2

bdggr ckPSZ l=  

shrshgr kPSA l05.0=-  

縦桁の深さは l /25 以上としなければならない。連続する甲板梁を通すための切欠きを設ける縦桁のウェブ深さは，少

なくとも甲板梁の深さの 1.5 倍にしなければならない。

3.2.5 縦桁及び横桁の格子解析による代替配置

縦桁及び横桁が相持ち構造の場合，グロス寸法の構造モデルを用いた追加の解析を要求する場合がある。

結果応力は次の許容曲げ応力，許容せん断応力及び許容等価応力（N/mm2）を超えてはならない。 
kb /150=s  

k/100=t  
keqv /180=s  

3.3 甲板室の周壁及び船楼端隔壁

3.3.1 適用

3.3 の規定は，開口及び居住区を保護するための船楼端隔壁及び甲板室の周壁に適用する。

乾舷甲板，船楼甲板又は最下層甲板室の頂部の開口を保護しない甲板室隔壁の寸法については，適当に参酌して差し支

えない。また，機関室口囲壁を保護しない甲板室の隔壁の寸法についても，当該甲板室が居住区を含んでいないこと，又

は船舶の運航に必要な装置を保護するものではないことを条件に，適当に参酌して差し支えない。

3.3.2 板厚

板材のグロス板厚 tgr（mm）は次の算式による値のうち，大きい方の値以上としなければならない。 

5.1
1000

9.0 += Agr kPst  

kLtgr  
ø

ö
ç
è

æ +=
100

0.5 2  最下層の場合 

kLtgr  
ø

ö
ç
è

æ +=
100

0.4 2  最下層以外の場合，ただし 5.0mm 未満としてはならない。 

3.3.3 防撓材

防撓材のグロス断面係数 Zgr（cm3）は次の値以上としなければならない。 
2

1000
35.0 l

skPZ Agr =  

本規定は最下層の防撓材のウェブが甲板に適切に溶接される場合を想定している。端部が他の固着方法である場合の部

材寸法は，特別に考慮しなければならない。

甲板室周壁の防撓材の断面係数は，防撓材の心距 s 及びスパン l を考慮し，直下の甲板の倉内肋骨の断面係数を超える

必要はない。

3.4 昇降口室

3.4.1 
昇降口室の寸法は 3.2 及び 3.3 の規定による。
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2 節 ブルワーク及びガードレール 

1. 一般 

1.1 適用

1.1.1 
暴露する乾舷甲板と船楼甲板のまわり及び第一層の甲板室のまわりと船楼端には，ブルワーク又はガードレールを設け

なければならない。

1.2 最小高さ

1.2.1 
ブルワーク及びガードレールの高さは，甲板上面から 1m 以上とし，その構造は 2.2 及び 3.2 の規定による。ただし，

この高さが船舶の通常の運用の妨げになる場合で，本会が適当と認める他の保護装置を有するときは，この高さを軽減し

て差し支えない。 

2. ブルワーク 

2.1 一般

2.1.1 
ブルワークは，その上縁を有効に防撓し，2m を超えない間隔のステイ又はブラケットにより支持しなければならない。

また，ステイ及びブラケットの遊縁は，防撓しなければならない。

2.1.2 
船体中央部 0.6LCSR 間にあっては，ブルワークはハルガーダ応力の影響を受けることのないように配置しなければなら

ない。

2.1.3 
係船孔付近のブルワークの板は適切に補強し，板の厚さを増さなければならない。

ブルワークに設ける舷門その他の諸口は，船楼端からなるべく隔たった箇所に設けなければならない。

2.1.4 
ブルワークの板及びステイは，揚貨装置の操作に使用されるシュラウド又は他のテークル等のためのアイプレート，及

び係船又は曳航のための索用の孔又はフェアリーダの近傍について，適切な補強を行わなければならない。

2.1.5 
ブルワークの開口は，少なくとも 3.1.2 の規定と同等の船員保護が可能な配置としなければならない。

この目的のために，水平に配置するレール又はバーに代えて，約 230mm の間隔で垂直に配置するレール又はバーを認

める場合がある。

2.1.6 
甲板上に木材を積載する船舶は，C 編 1.1.3-2.及び 23.1.3-3.の規定によらなければならない。

2.1.7 
係留設備からの大きな荷重が作用するブルワークにおいては，ステイを十分に補強しなければならない。

2.1.8 
ブルワークの構造等は，本節の規定に加え，C 編 23.1.3-4.から-6.の規定にもよらなければならない。

2.2 ブルワークの構造

2.2.1 板部材

暴露する乾舷甲板及び船楼甲板のまわりにあるブルワークの板部材のグロス板厚は，表 1 に示す板厚以上としなければ

ならない。 
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表 1 ブルワークの板部材の板厚 

ブルワークの高さ グロス板厚 

1.8m 以上 
11章 1節 3.2.1の規定による同位置における船楼側壁の要求板厚。

ただし，6.5mm 以上としなければならない。 

1.0m 6.5mm 

中間の高さ 線形補間により求める 

2.2.2 ステイ

ステイのグロス断面係数 Zstay-grs（cm3）は，次の算式による値以上としなければならない。 

stayblwkgrstay shZ 277=-  

hblwk： ブルワークの高さ（m）で，甲板上面からレールの上端までの高さ（m）

sstay： ステイの心距（m） 

断面係数の計算は，甲板に固着する部材のみを算入すること。ステイのバルブ又は面材は甲板に固着されている場合，

計算に加えて差し支えない。ブルワークの板を舷側厚板に固着する場合にあっては，600mm を超えない幅の付き板を計

算に含めて差し支えない。

2.2.3 
ブルワークを中断する場合，その端部には強度を増したステイ又はブラケットを設けなければならない。

ブルワークのステイは，甲板下補強材により適切に支持するか，直下に甲板下補強材を配置しなければならない。当該

補強材は，ブルワークのステイの固着位置において，両側連続隅肉溶接によって固着すること。

2.2.4 
船楼の端部において，船楼側壁をブルワークにテーパさせながら接続する場合，当該箇所は船楼側壁と等しい板厚とし

なければならない。当該箇所に開口を設ける場合，増厚又は他の適当な方法により，適切に補強しなければならない。 

3. ガードレール 

3.1 一般

3.1.1 
船楼がトランクによって連結されている場所では，乾舷甲板の暴露部の全長についてガードレールを設けなければなら

ない。

3.1.2 
A 型又は B-100 型の船舶においては，乾舷甲板の暴露部では，その長さの少なくとも半分にわたりガードレールを設け

なければならない。

又は，国際満載喫水線条約を満足する放水設備を備えなければならない。

3.2 ガードレールの構造

3.2.1 
ガードレールの支柱は，次に掲げる要件を満足しなければならない。

(a) 固定式，取り外し式又はヒンジ式の支柱を，約 1.5m の間隔で備え付けなければならない。

(b) 支柱は，少なくとも 3 本毎にブラケット又はステイにより支持しなければならない

(c) 取り外し式又はヒンジ式支柱の場合は，直立状態で固定できなければならない。

(d) 丸型ガンネルの船舶では，支柱は，甲板の平らな部分に設けなければならない。

(e) 舷側厚板が溶接される船舶では，支柱は舷側厚板，アップスタンド及び連続したガッタバーに溶接してはならない。

3.2.2 
ガードレールの最下条の横棒の下のすき間は，230mm を超えないものとし，その他の横棒間のすき間は，380mm を超

えないものとしなければならない。

3.2.3 
本会が特に認める場合，制限した長さに限り，ガードレールの代わりにワイヤロープを用いてもよい。この場合，ワイ
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ヤロープはターンバックルにより緊張状態に保つこと。

3.2.4 
2 本の固定支柱及び/又はブルワークの間に設けられる場合に限り，ガードレールの代わりにチェーンが認められる。開

口が広い場合は，水平方向のチェーンの広がりを防ぐために垂直方向のチェーンを設けなければならない。 
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3 節 艤装 

記号 

本節に規定されない記号については，1 章 4 節による。 

1. 一般 

1.1 適用

1.1.1 
本節に規定する揚錨装置の仕様は，船舶がバース待ち又は潮待ちなどをする際に，港内又は閉囲された水域において一

時的に係留するためのものである。

1.1.2 
本節に規定する艤装は，荒天時に外洋に面した沿岸で船舶を保持する，又は移動若しくは漂流している船舶を停止する

ためのものではない。その様な状況では，揚錨装置に加わる荷重は，装置の部品が損傷又は紛失する程度まで増加するこ

とがある。

1.1.3 
揚錨装置に関する艤装数（EN）の計算式は，最大海流速度 2.5m/s，最大風速 25m/s 及びアンカーチェーンの最小繰り

出し比 6 を想定している。アンカーチェーンの繰り出し比とは，繰り出したアンカーチェーンの長さと水深の比とする。

船の長さが 135 m を超える船舶にあっては，揚錨装置に関する艤装数は，最大海流速度 1.54 m/s，最大風速 11 m/s 及び

最大有義波高が 2 m を想定して算出して差し支えない。

通常，船舶は一度に 1 組の船首アンカーとアンカーチェーンを使用することを想定している。 

2. 艤装数計算 

2.1 要件

2.1.1 
アンカー及びアンカーチェーンは表 1 の規定による。その数，質量及び寸法は次の艤装数（EN）の算式により決定し

なければならない。 
ABhEN 1.023/2 ++D=  

h： 夏期満載喫水線から最上層甲板室の頂部までの有効高さ（m）で，次の算式による。 

nFB hhh å+=  

h の算出において，舷弧及びトリムは考慮しない。最下層の h の算出にあっては，船体中心線における上甲

板又は上甲板と同等の高さから算出すること。（図 1 参照） 

hFB：船体中央における夏期満載喫水線から上甲板までの乾舷（m）

hn：  乾舷甲板上 n 層目の船楼又は幅が B/4 を超える甲板室の船体中心線における高さ（m）。幅が B/4 を超える

甲板室が，幅が B/4 以下の甲板室の上部にある場合，幅が B/4 以下の甲板室の高さは算入する必要はない。 

A： 夏期満載喫水線より上方の船体，船楼及び甲板室であって，船の長さ LCSRの範囲内にあり，かつ，幅が B/4

を超えるものの，側面投影面積（m2）。 

h 及び A の算出において，高さが 1.5m 以上のスクリーン又はブルワークは，船楼又は甲板室の一部とみなす。特に図

2 の斜線部を含めなければならない。 

h及びAの算出において，ハッチコーミングの高さ及びコンテナ等の甲板積み貨物の高さは算入しなくて差し支えない。

2.1.2 
艤装数（EN）が 16,000 を超える船舶の艤装については，本会が適当と認めるところによる。 

② 

② 

② 
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図 1 高さの測り方 

 

 
図 2 スクリーン及びブルワークの側面積 

 
 

hFB 

h1 

h2 仮想甲板線 

上甲板 

夏期満載喫水線 

h3 
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表 1 艤装－アンカー及びアンカーチェーン 

艤装数 ストックレスアンカー アンカー用アンカーチェーン（スタッド付きチェーン） 

超え 以下 
アンカー 

の数(1) 
質量（kg） 長さ（m） 

径（mm） 

軟鋼（第 1 種） 
高張力鋼

（第 2 種） 

超高張力鋼

（第 3 種） 

150 175 2 480 275 22 19 * 

175 205 2 570 302.5 24 20.5 * 

205 240 2 660 302.5 26 22 20.5 

240 280 2 780 330 28 24 22 

280 320 2 900 357.5 30 26 24 

320 360 2 1020 357.5 32 28 24 

360 400 2 1140 385 34 30 26 

400 450 2 1290 385 36 32 28 

450 500 2 1440 412.5 38 34 30 

500 550 2 1590 412.5 40 34 30 

550 600 2 1740 440 42 36 32 

600 660 2 1920 440 44 38 34 

660 720 2 2100 440 46 40 36 

720 780 2 2280 467.5 48 42 36 

780 840 2 2460 467.5 50 44 38 

840 910 2 2640 467.5 52 46 40 

910 980 2 2850 495 54 48 42 

980 1060 2 3060 495 56 50 44 

1060 1140 2 3300 495 58 50 46 

1140 1220 2 3540 522.5 60 52 46 

1220 1300 2 3780 522.5 62 54 48 

1300 1390 2 4050 522.5 64 56 50 

1390 1480 2 4320 550 66 58 50 

1480 1570 2 4590 550 68 60 52 

1570 1670 2 4890 550 70 62 54 

1670 1790 2 5250 577.5 73 64 56 

1790 1930 2 5610 577.5 76 66 58 

1930 2080 2 6000 577.5 78 68 60 

2080 2230 2 6450 605 81 70 62 

2230 2380 2 6900 605 84 73 64 
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2380 2530 2 7350 605 87 76 66 

2530 2700 2 7800 632.5 90 78 68 

2700 2870 2 8300 632.5 92 81 70 

2870 3040 2 8700 632.5 95 84 73 

3040 3210 2 9300 660 97 84 76 

3210 3400 2 9900 660 100 87 78 

3400 3600 2 10500 660 102 90 78 

3600 3800 2 11100 687.5 105 92 81 

3800 4000 2 11700 687.5 107 95 84 

4000 4200 2 12300 687.5 111 97 87 

4200 4400 2 12900 715 114 100 87 

4400 4600 2 13500 715 117 102 90 

4600 4800 2 14100 715 120 105 92 

4800 5000 2 14700 742.5 122 107 95 

5000 5200 2 15400 742.5 124 111 97 

5200 5500 2 16100 742.5 127 111 97 

5500 5800 2 16900 742.5 130 114 100 

5800 6100 2 17800 742.5 132 117 102 

6100 6500 2 18800 742.5 * 120 107 

6500 6900 2 20000 770 * 124 111 

6900 7400 2 21500 770 * 127 114 

7400 7900 2 23000 770 * 132 117 

7900 8400 2 24500 770 * 137 122 

8400 8900 2 26000 770 * 142 127 

8900 9400 2 27500 770 * 147 132 

9400 10000 2 29000 770 * 152 132 

10000 10700 2 31000 770 * * 137 

10700 11500 2 33000 770 * * 142 

11500 12400 2 35500 770 * * 147 

12400 13400 2 38500 770 * * 152 

13400 14600 2 42000 770 * * 157 

14600 16000 2 46000 770 * * 162 

(1) 予備アンカーは要求アンカー数に含まれていない。

備考 1：  * のチェーン等級は使用してはならない。 
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3. 揚錨設備 

3.1 一般

3.1.1 一般

2 基のアンカーをアンカーチェーンに連結し，常時使用できるように備えなければならない。

3.1.2 設計

アンカーは本会の承認品でなければならない。

3.2 通常のアンカー

3.2.1 アンカーの質量

表 1 に示すアンカーの 1 基当たりの質量は，質量が同一のアンカーに対するものである。船舶に備えるアンカーの質量

を平均したものが規定値以上であれば，個々のアンカーの質量は規定値の 7%の範囲内で増減しても差し支えない。

アンカーの種類は，ストックレスアンカーとしなければならない。ストックレスアンカーのシャンクを除いた質量は，

アンカーの質量の 60%以上としなければならない。

3.3 高把駐力アンカー

3.3.1 一般

船主の合意が得られる場合にあっては，特別な種類のアンカーの使用を検討できる。高把駐力アンカー（例えば，少な

くとも通常のアンカーの 2 倍高い把駐力を有すると，L 編の関連規定により証明されたもの）は，事前の調整や海底での

特別な配置を要求するものではない。

3.3.2 高把駐力アンカーの質量

高把駐力アンカーを使用する場合，アンカーの質量は表 1 に規定する通常のストックレスアンカーに対する要求値の

75%以上としなければならない。 

3.3.3 適用

高把駐力アンカーは，通常のホースパイプから投錨し，最初に海底へ着底した際の角度や位置に拘わらず，3.3.4 に規

定する把駐力に至るまで，過度の遅れなく海底を有効に把駐でき，また安定して留まることができるような設計としなけ

ればならず，この能力の実証を要求することがある。

高把駐力アンカーは承認品とし，本会は承認を受けた高把駐力アンカーを公示する。

3.4 アンカーチェーン

3.4.1 一般

アンカーチェーンは，使用する鋼材の種類及び製造方法により，第 1 種チェーン，第 2 種チェーン及び第 3 種チェーン

に分類される。

アンカーチェーンに用いる鋼材及びその製造方法は，製造所毎に，本会が承認したものでなければならない。アンカー

チェーンに用いる材料及び完成したチェーンケーブルは，K 編及び L 編の規定に従って試験されなければならない。

艤装品としてのアンカーチェーンは，船舶の進水時に停止用チェーンとして使用してはならない。

3.4.2 適用

船上に装備すべきアンカーチェーンの全長は，表 1 の通りであるが，2 基のアンカー間でほぼ等しく分割しなければな

らない。

船主が 82.5m 以上の水深で係留する装置を望む場合は，船主責任で，適切なアンカーチェーンの全長の仕様を定めるこ

と。この場合にあっては，アンカーチェーンを等しくない長さに分割することを検討することができる。

3.5 チェーンロッカ及びアンカーの格納

3.5.1 一般

チェーンロッカは十分な容量を有し，アンカーチェーンが適切に格納できる形状としなければならない（アンカーチェ

ーンが全て格納されるときでも，アンカーチェーンを錨鎖管へ容易に直接導くことができるようなもの）。左右舷のアン

カーチェーンは別々の区画へ格納しなければならない。

チェーンロッカの境界と交通口は，水密としなければならない。本規定は荒天時にチェーンロッカが浸水する可能性を

最小限にするものである。また，チェーンロッカには十分な排水装置を備えなければならない。

チェーンパイプ及びホースパイプは適当な寸法とし，摩耗防止措置を講じること。

3.5.2 アンカーチェーンの船内端の固定 

② 

② 

② 

② 

② 

② 
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アンカーチェーンの船内端を船体構造に固定する装置を備えなければならない。本固定装置及び支持構造は，アンカー

チェーンの最低切断強度の 15%以上 30%以下の力に耐えるものとすること。

アンカーチェーンの船体への固定装置は，アンカー及びアンカーチェーンを犠牲にしなければならないような緊急の場

合に，チェーンロッカ外側のアクセス可能な場所から迅速に外すことができるよう配置しなければならない。

3.5.3 格納されたアンカーの固縛

アンカーの固縛装置は少なくともアンカー質量の 2 倍の質量に 10 m のチェーンの質量を加えた荷重に耐えることがで

きるものとし，当該荷重は，当該固縛装置の材料の降伏応力の 40%を超えないものとしなければならない。

3.6 チェーンストッパ

3.6.1 一般

一旦繰り出された各アンカーチェーンを固定するためのチェーンストッパを備えなければならない。

3.6.2 適用

チェーンストッパの固定装置は，3.4.1 に規定するアンカーチェーンの切断荷重の 80%の荷重に対して，永久変形する

ことなく耐えることができなければならない。

3.7 ウインドラス

3.7.1 一般

D 編 16 章の規定に従った，十分な能力を有しアンカーチェーンの寸法に対して適切なウインドラスを，船上に装備し

なければならない。船主が規定を超える艤装を要求する場合は，船主責任で，ウインドラスの能力を増すものとする。

ウインドラスは各舷のアンカーチェーンを巻き上げることができなければならない。

3.7.2 適用

ウインドラスの設計は，チェーンパイプに蓋又は十分な強度のシールが設置できるよう，チェーンパイプへのアクセス

が十分可能な配置としなければならない。

チェーンロッカ又は船首楼への浸水の可能性を最小限にする同等の配置については，特別な考慮を払わなければならな

い。

3.7.3 ウインドラス試験

各ウインドラスは船上への装備後，実用性を確認するための作動試験を行わなければならない。各装置は次に掲げる試

験をそれぞれ実施しなければならない。

(a) ブレーキ性能

(b) クラッチ機能

(c) アンカーチェーン及びアンカーの繰り出し及び巻き上げ

(d) アンカーチェーンの鎖車上の適切なかみ合い

(e) ホースパイプからチェーンパイプへのアンカーチェーンの適切な通過

(f) アンカーチェーン及びアンカーの有効で適切な格納

海上試運転中，ウインドラスは次に掲げる項目を確認しなければならない。

(a) 全ての設計投錨水深に対しては，水深 82.5m から 27.5m までの巻き上げ平均速度が 9m/min 以上であること。

(b) 82.5m を超える設計投錨水深に対しては，(a)の規定に加えて，設計投錨地水深から水深 82.5m までの巻き上げ平均

速度が 3m/min 以上であること。 

(c) 試運転海域の水深が不十分な場合にあっては，適切で同等な模擬試験条件を代替案として検討することができる。

3.8 ホースパイプ

3.8.1 一般

ホースパイプは，アンカーチェーンをチェーンストッパから船側へ十分なクリアランスをもって容易に通すために，適

切な大きさと形状を有さなければならない。

ホースパイプは十分な強度を有さなければならない。

ホースパイプの位置及び傾斜は，アンカーチェーンを容易に通し，アンカーを効率的に格納できるよう配置しなければ

ならない。アンカーが格納式の場合，操作時に船体を傷つけることがないような配置としなければならない。

このために，チェーンケーブルの寸法に適した，十分な大きさと半径の適切な形状の摩耗防止リングを外板及び甲板に

設けなければならない。ホースパイプ周辺の外板については，必要に応じて補強しなければならない。

ホースパイプを装備しない場合には，代替配置を特別に考慮することができる。

3.8.2 適用 

② 
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ホースパイプは連続溶接により厚板，二重張り又はインサートプレートに堅固に取り付けなければならない。

3.8.3 アンカーの格納及び配置

アンカーチェーンへのかみ傷及びアンカーチェーンリンクに作用する高い曲げ応力を最小限にするために，ホースパイ

プ及びアンカーリセスには全体に丸みをつけたフランジ又は摩耗防止材を設けなければならない。湾曲部は，アンカーチ

ェーンの繰り出し時や巻き上げ時及び船が錨泊しているとき，アンカーチェーンを支持するホースパイプの曲がり部の上

下端において少なくともアンカーチェーンの 3 リンクが同時に接触するようなものとしなければならない。

バルバスバウを有する船舶において，アンカー操作中に外板とアンカーの間に適当な間隔を確保することができない場

合には，外板部材の増厚により，局部補強を施さなければならない。

3.9 引綱及び係船索

3.9.1 一般

設計者は次の情報を提供しなければならない。

・ 引綱： 

・ 長さ（m）

・ 破断強度（kN） 

・ 係船索： 

・ 数

・ 各索の長さ（m）

・ 破断強度（kN） 

引綱及び係船索の選定にあたっては，ローディングマニュアルに記載される甲板貨物を含めた状態の船側投影面積を考

慮しなければならない。

3.9.2
係船索及び引綱は，本節の規定に加え，C 編 27 章 27.1.1 の規定にもよらなければならない。

 

② 
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4 節 甲板機器及び艤装品の支持構造 

記号 

本節に規定されない記号については，1 章 4 節による。

SWL： 安全使用荷重で，4.1.4 の規定による。

直応力： 曲げ応力と軸応力の和であって，対応するせん断力と直交する。 

1. 一般 

1.1 適用

1.1.1 
本節に規定する甲板機器及び艤装品の支持構造に関する資料は，本会に提出して承認を得なければならない。

本節は，次に掲げる(a)から(e)の機器及び艤装品の支持構造及び台座に対する寸法要件を含むものである。

(a) ウインドラス

(b) チェーンストッパ

(c) ムアリングウインチ

(d) 甲板クレーン，デリック及びリフティングマスト

(e) ボラード，ビット，フェアリード，スタンドローラ，チョック及びキャップスタン

1.1.2 
甲板機器が操作荷重及び青波荷重のような様々な荷重を受ける場合には，それぞれの荷重に対して台座及び支持構造の

強度評価を実施しなければならない。

1.2 提出書類

1.2.1 
提出書類については，1 章 3 節の規定による。 

2. ウインドラス及びチェーンストッパ 

2.1 一般

2.1.1 
ウインドラスは，甲板に有効かつ堅固に取り付けなければならない。

2.1.2 
建造造船所及びウインドラス製造者は，台座がウインドラスの安全な操作と保守に対して適切なものであることを検討

しなければならない。

2.1.3 
支持構造の寸法は，2.1.5 及び 2.1.6 に規定する各荷重に対し，応力が 2.1.12 から 2.1.15 に規定する許容値を超えないよ

うに決定しなければならない。

2.1.4 
本規定はネット寸法を用いて評価しなければならない。

2.1.5 
アンカー操作に対して，次に掲げる荷重条件を考慮しなければならない。

(a) チェーンストッパが備えられているが一体になっていないウインドラス： BS の 45%

(b) チェーンストッパが備えられていない又はチェーンストッパと一体になっているウインドラス： BS の 80%

(c) チェーンストッパ： BS の 80% 

BS： アンカーチェーンの最小切断強度 

② 

② 
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2.1.6 
船首 0.25LCSRに対して青波による設計荷重として，次に掲げる外力をそれぞれ適用しなければならない。（図 1 参照） 

鎖車軸に垂直な方向に作用する荷重： Px = 200Ax（kN）
鎖車軸に平行な方向に作用する荷重（船内方向及び船外方向は別々に検討すること）： Py = 150Ayf（kN）
Ax： 前面投影面積（m2）

Ay： 側面投影面積（m2）

f： 係数で次による。 

f = 1＋Bw/H，ただし，2.5 以上とする必要はない。 

Bw：鎖車軸に平行に測ったウインドラスの幅（m）（図 1 参照）

H： ウインドラスの全高（m）（図 1 参照） 

 
図 1 力の方向と重量 

 
 

2.1.7 
ウインドラスを固定しているボルト，チョック及びストッパに作用する設計青波荷重からの力を計算しなければならな

い。ウインドラスは，1 個又は複数個のボルトにより構成される N 箇所のボルト群によって図 2 のように支持されている

ものとする。 

 
図 2 記号の凡例 

 

船首 

船体中心線 

ウインドラスの中心線

ウインドラスの中心線

ボルト群の図心
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2.1.8 
ボルト群（又はボルト）i の全てに作用する軸力 Rxi及び Ryi（引張方向を正とする）は，次の算式による。 

xiixxi lAxhPR /=  

yiiyyi lAyhPR /=  

siyixii RRRR -+=  

Px： 鎖車軸に垂直な方向に作用する力（kN）。
Py： 鎖車軸に平行な方向に作用する力（kN）で，ボルト群 i に作用する船内方向又は船外方向の力うち大きい

方の値。 

h： ウインドラスの台座上鎖車軸中心までの高さ（cm）（図 1 参照）

xi, y ： N 箇所全てのボルト群の図心を原点としたボルト群 i の x 及び y 座標（cm）。ただし，正の方向は作用す

る力の方向と反対方向とする。 

Ai： ボルト群 i のボルトの合計横断面積（cm2）。

Ix： N 箇所のボルト群に対する x 方向の慣性（cm4）で，次による。 

å= 2
iix xAI  

Iy： N 箇所のボルト群に対する y 方向の慣性（cm4）で，次による。 

å= 2
iiy yAI

 
Rsi： ボルト群 i におけるウインドラスの重量の静的反力（kN）。 

2.1.9 
ボルト群 i に作用するせん断力 Fxi，Fyi及び合成力 Fiは，次の算式による。 

NmgCPF xxi /)( 1-=

NmgCPF yyi /)( 1-=  

22
yixii FFF +=  

C1： 摩擦係数で，0.5 とする

m： ウインドラスの質量（t）

g： 重力加速度で，9.81（m/sec2）とする

N： ボルト群の総数 

2.1.10 
2.1.5 及び 2.1.6 に規定する荷重の適用から求まる合成力を，支持構造の設計の際に考慮しなければならない。

2.1.11 
ウインドラスのブレーキに分離型台座を設ける場合は，合成力の分布は 2.1.5 に規定する荷重条件(a)及び(b)がブレーキ

に作用すると仮定して計算しなければならない。

2.1.12 
アンカリング設計荷重により生じる支持構造の応力は，次に掲げる許容値を超えてはならない。

・ 直応力： 1.00ReH

・ せん断応力： 0.60ReH

2.1.13 
設計青波荷重により生じる各ボルト群 i の個々のボルトの引張軸応力は，ボルトの耐力の 50%を超えてはならない。荷

重はチェーンの方向に作用させなければならない。取付けボルトが 1 つ又は両方向のせん断力を支持できるように設計し

ている場合には，ミーゼスの等価応力はボルトの耐力の 50%を超えてはならない。

2.1.14 
設計青波荷重 Fxi及び Fyiから求まる水平力は，チョックにより支持して差し支えない。ウインドラスの据付けに合成樹

脂製のチョックを用いる場合には，計算において考慮すること。

2.1.15 
設計青波荷重により生じる支持構造の応力は，次の許容値より小さくなくてはならない。

・ 直応力： 1.00ReH

・ せん断応力： 0.60ReH ② 

② 
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3. ムアリングウインチ 

3.1 一般

3.1.1 
ムアリングウインチは，甲板に有効かつ堅固に取り付けなければならない。

3.1.2 台座

建造造船所及びムアリングウインチ製造者は，台座がムアリングウインチの安全な操作と保守に対して適切であること

を検討しなければならない。

3.1.3 定格引張力

定格引張力はムアリングウインチの操作中に作用する最大荷重とする。

3.1.4 保持荷重

保持荷重はムアリングウインチが操作中に耐え得ると設計された最大荷重であり，設計ブレーキ保持荷重又は同等のも

のとしなければならない。

3.1.5 支持構造

支持構造の寸法は，3.1.7 に規定する各荷重に対し，応力が 2.1.12 に規定する許容値を超えないように決定しなければ

ならない。

船首 0.25LCSR 間に配置されるムアリングウインチの支持構造の寸法は，2.1.6 に規定する荷重に対し，応力が 2.1.13 か

ら 2.1.15 に規定する許容値を超えないように決定しなければならない。 

3.1.6 腐食モデル

本規定はネット寸法を用いて評価しなければならない。

3.1.7 
ムアリング操作に伴う設計荷重として，次に掲げる各荷重条件を検討しなければならない。

(a) ムアリングウインチの最大引張力：定格引張力の 100%

(b) ムアリングウインチにブレーキを掛けた状態：保持荷重の 100%

(c) 索強度：設計者が設定した係船索の切断強度の 125%（3 節 3.9 参照）

定格引張力及び保持荷重は，3.1.3 及び 3.1.4 の規定による。設計荷重は，係留設備配置図に示される係船索から作用す

るものとする。

3.1.8 
船首 0.25LCSR間に配置されるムアリングウインチは，設計青波荷重から求まるボルトに生ずる合力を 2.1.6 から 2.1.9 の

規定により算出しなければならない。

3.1.9 
ムアリングウインチのブレーキに分離型台座を設ける場合には，合力の分布は，種々の荷重方向を考慮しなければなら

ない。ブレーキには，3.1.7(b)に規定する荷重のみを考慮すること。 

4. クレーン，デリック及びリフティングマスト及び救命設備 

4.1 一般

4.1.1 
本規定は，救命設備の支持構造，及び安全使用荷重が 30kN を超える又は支持構造への最大転倒モーメントが 100kNm

を超えるクレーン，デリック及びリフティングマストの支持構造に適用する。

4.1.2 
本規定は，甲板への固着部並びにクレーン，デリック及びリフティングマストの支持構造に適用する。また，クレーン，

デリック及びリフティングマストについて本会の承認を得る場合には，追加要件を要求することがある。

4.1.3 
本規定は，次に掲げる項目はカバーしていない。

(a) 乗組員又は旅客等の揚貨設備の支持構造。ただし救命設備の台座は除く。

(b) 甲板固着部上の揚貨設備の脚部又はポストの構造

(c) 揚貨設備の一部として考慮する据付けボルト及びその配置 

② 

② 



－593－

（2019 鋼船規則 CSR-B&T編  1編  11章  4節）

｢揚貨設備｣とは，クレーン，デリック及びリフティングマストをいう。

4.1.4 安全使用荷重の定義

安全使用荷重（SWL）とは，揚貨設備が，いかなるアウトリーチでも揚貨することを認められた最大荷重をいう。

4.1.5 自重

自重とは，揚貨用周辺機器の重量を含めた揚貨設備の計算グロス自重をいう。

4.1.6 転倒モーメント

転倒モーメントとは，安全使用荷重で操作した場合における，揚貨設備と船体構造との固着部の最大曲げモーメントで，

アウトリーチ及び自重を考慮する。

4.1.7 
クレーン装置の脚部及びデリックマストは，図 3 に示す。

4.1.8 
甲板板部材及び甲板下構造は，作用する荷重及び最大転倒モーメントに対して，デリックマスト及びクレーン装置の脚

部が，適切に支持される構造としなければならない。甲板を貫通している場合は，甲板板部材は適切に補強しなければな

らない。

4.1.9 
甲板構造の連続性は保持しなければならない。

甲板下構造を，クレーン装置の脚部を支持するために設けなければならない。また，次に掲げる項目を満足すること。

(a) クレーン装置の脚部を，甲板上ブラケットなしに直接甲板へ固着する場合には，クレーン装置の脚部の直下に適当

な甲板下構造を設けなければならない。クレーン装置の脚部をブラケットなしに甲板へ固着する場合，又はクレー

ン装置の脚部が甲板において連続しない場合には，クレーン装置の脚部及び甲板下支持構造と甲板の溶接は，適切

な完全溶込み溶接としなければならない。溶接継手の設計は，4.1.15 に規定する溶接継手の計算により求まる応力

に対し適切でなければならない。 

(b) クレーン装置の脚部がブラケットにより甲板に直接固着される場合には，荷重伝達が十分で構造欠陥のない，甲板

下支持部材を設けなければならない。甲板上のブラケットは，クレーン装置の脚部の内部又は外部の甲板縦桁上又

は横桁上に配置しなければならない。断面の急激な変化による応力集中を避けるように設計すること。ブラケット，

他の直接荷重を伝達する構造及び甲板下支持構造は，適切な完全溶込み溶接により甲板に溶接しなければならない。

固着部の設計は，4.1.15 の規定により求まる応力に対し適切でなければならない。 

 
図 3 クレーン装置の脚部及びデリックマスト 

 
 

クレーン装置

の脚部 

甲板 甲板 

デリックマスト 
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4.1.10 
甲板板部材は，クレーン装置の脚部に対し適切な材料強度を有するものでなければならない。必要に応じ，厚いインサ

ートプレートを設けなければならない。また，いかなる場合にあっても，張力が作用する構造物に対して二重張りは用い

てはならない。

4.1.11 
支持構造の寸法は，4.1.13 及び 4.1.14 に規定する荷重に対し，応力が 4.1.15 に規定する許容値を超えないように決定し

なければならない。

支持構造の座屈強度が十分であることを確認しなければならない。

4.1.12 
本規定はグロス寸法を用いて評価しなければならない。

4.1.13 
使用が港湾内に限定された揚貨設備に対しては，設計荷重は，揚貨装置の自重に安全使用荷重の 1.3 倍を加えたものと

しなければならない。

4.1.14 
救命設備に対しては，設計荷重は，安全使用荷重の 2.2 倍としなければならない。

4.1.15 
支持構造に生じる応力は，次に掲げる許容値を超えてはならない。

・ 直応力： 0.67ReH

・ せん断応力： 0.39ReH 

5. ボラードとビット，フェアリード，スタンドローラ，チョック及びキャプスタン 

5.1 一般

5.1.1 
本条の規定は，係留設備及び船首尾部や船側部に設ける通常の曳航のための設備及びその支持構造の設計及び施工並び

にウィンチやキャプスタンの支持構造の強度評価に適用する。

通常の曳航とは，港湾内及び閉囲された水域内での船舶の通常の操船に必要な曳航をいう。

その他の曳航のために用いられる曳航設備及び係留設備を設ける場合にあっては，当該設備及びそれらの支持構造につ

いても本条の規定に適合しなければならない。

5.1.2 
本条の規定は，次に掲げる特別な曳航のための設備及びその支持構造の設計及び施工には適用しない。

(a) エスコート曳航：特に油タンカーに対して特定の河口で要求される曳航。本曳航は推進装置又は操舵装置を損傷し

た場合の船舶の制御が主目的である。Oil Companies International Marine Forum (OCIMF)等による各地域のエスコー

ト規制も参照すること。 

(b) 運河を航行する際の曳航：パナマ運河等の運河を航行する際の曳航。各地域の運河航行の規制も参照すること。

(c) 油タンカーの非常曳航：非常時のタンカーに対する曳航。非常曳航設備について，SOLAS 条約第 II-1 章第 3-4 規則

第 1 項が適用となる油タンカーにあっては，当該条約要件及び決議 MSC.35(63)（その後の改正含む）によること。

5.1.3 
フェアリードをブルワークに取り付ける場合は，ブルワークの板厚を増す必要性が生じることがある。（11 章 2 節 2.2

参照）

5.1.4 
支持構造の寸法は，5.2.1 及び 5.3.1 に規定する各荷重に対し，応力が 5.5 に規定する許容値を超えないように決定しな

ければならない。

8 章の規定により構造の座屈強度が十分であることを確認しなければならない。

5.1.5 
本規定はネット寸法を用いて評価しなければならない。 

② 

② 

② 

② 
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5.2 曳航設備

5.2.1 曳航設備の設計荷重

曳航設備の支持構造の最小設計荷重は，次の値以上としなければならない。

(a) 通常の曳航に使用する場合：曳航及び係留設備配置図に記載される最大曳航荷重の 125%

(b) その他の曳航に使用する場合：設計者が設定する引綱の最小切断荷重（3 節 3.9 参照）

(c) 前(a)及び(b)のいずれの曳航にも使用する場合：前(a)及び(b)による設計荷重のうちいずれか大きい方の値

設計者が設定した安全曳航荷重が 5.2.4 の規定による値より大きい場合，その設計荷重は，5.2.1 の規定による設計荷重

と 5.2.4 の規定による安全曳航荷重を考慮して増加しなければならない。 

曳航設備の設計荷重は，曳航及び係留設備配置図に従って，曳航設備に作用するあらゆる方向の荷重を考慮すること。

引綱が曳航設備を介する場合，曳航設備の設計荷重は引綱に作用する設計荷重の合力とすること。（図 4 参照）ただし，

引綱に作用する設計荷重の 2 倍を超える必要はない。

 
図 4 曳航設備の設計荷重 

 
 

5.2.2 曳航設備

曳航設備は，原則として本会が適当と認める規格に従ったものであって，少なくとも次の荷重に基づくものでなければ

ならない。

(a) 通常の曳航に使用する場合：曳航及び係留設備配置図に記載される想定する最大曳航荷重

(b) その他の曳航に使用する場合：設計者が設定する引綱の最小切断荷重（3 節 3.9 参照）

(c) 前(a)及び(b)のいずれの曳航にも使用する場合：前(a)及び(b)のうちいずれか大きい方の荷重

参照する規格が 8 の字結び（フィギュアオブエイト）やアイスプライス等の引綱のかけ方を区別している場合，曳航ビ

ット（ダブルボラード）に対してはアイスプライスを用いること。

曳航設備が，本会が適当と認める規格に従ったものでない場合，その設備と支持構造の強度は本条の規定によらなけれ

ばならない。

曳航ビット（ダブルボラード）は，アイスプライスによる荷重に耐えることのできるものでなければならない。

5.2.3 曳航力

曳航設備に作用する曳航力の作用点は，曳航設備と引綱との接触点又は引綱の方向が変化する点としなければならない。

ボラード及びビットについては，基部からの柱の高さの 4/5 以上の位置を係船索との接触点とすること。（図 5 参照）

 
図 5 引綱の接触点 

 

アイスプライス 

② 
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5.2.4 安全曳航荷重（TOW）

安全曳航荷重（TOW）（t）は曳航の制限荷重である。

安全曳航荷重に関する次の規定は，単一の引綱がかけられた状態を想定している。

アイスプライス以外の状態で使用するものでない限り，曳航ビット（ダブルボラード）の安全曳航荷重はアイスプライ

スによる制限荷重とする。

(a) 通常の曳航に使用する場合，安全曳航荷重は 5.2.1(a)に規定する設計荷重の 80%以下としなければならない。

(b) その他の曳航に使用する場合，安全曳航荷重は 5.2.1(b)に規定する設計荷重の 80%以下としなければならない。

(c) 前(a)及び(b)のいずれの曳航にも使用する場合，安全曳航荷重は前(a)及び(b)のうちいずれか大きい方の値としなけ

ればならない。 

(d) 係留にも使用する曳航設備の場合，5.3 の規定による。

曳航設備には，溶接ビードもしくは同等な方法で，安全曳航荷重を明示しなければならない。

係留にも使用する曳航設備にあっては，安全曳航荷重に加え，5.3.4 に規定する安全使用荷重も明示しなければならな

い。

5.3 係留設備

5.3.1 係留設備の設計荷重

係留設備の支持構造の最小設計荷重は，設計者が設定した係船索の最小切断荷重の 115%以上としなければならない。

（3 節 3.9 参照）

ウィンチの支持構造の最小設計荷重は，想定する最大ブレーキ力を設計者が設定した係船索の最小切断荷重の 80%以

上とした上で，当該ブレーキ力の 125%以上としなければならない。（3 節 3.9 参照）

キャプスタンの支持構造の最小設計荷重は，想定する最大保持力の 125%以上としなければならない。

設計者が設定した安全使用荷重が 5.3.4 の規定による値より大きい場合，その設計荷重上記により与えられる設計荷重

に設計者が設定した安全使用荷重と設計荷重の比を乗じたものとする。

係留設備の設計荷重は，曳航及び係留設備配置図に従って，係留設備に作用するあらゆる方向の荷重を考慮すること。

係船索が係留設備を介する場合，係留設備の設計荷重は索に作用する設計荷重の合力とすること。（図 4 参照）ただし，

係船索に作用する設計荷重の 2 倍を超える必要はない。

5.3.2 係留設備

係留設備は，原則として本会が適当と認める規格に従ったものであって，少なくとも設計者が設定した係船索の最小切

断荷重に基づくものでなければならない。

参照する規格が 8 の字結び（フィギュアオブエイト）やアイスプライス等の索のかけ方を区別している場合，係留ビッ

ト（ダブルボラード）に対しては 8 の字結び（フィギュアオブエイト）を用いること。

係留設備が，本会が適当と認める規格に従ったものでない場合，その設備と支持構造の強度は本条の規定によらなけれ

ばならない。

係留ビット（ダブルボラード）は，8 の字結び（フィギュアオブエイト）による荷重に耐えることのできるものでなけ

ればならない。

5.3.3 係留力の作用点

係留設備に作用する係留力の作用点は係留設備と係船索との接触点又は係船索の方向が変化する点としなければなら

ない。ボラード及びビットについては，基部からの柱の高さの 4/5 以上の位置を係船索との接触点とすること。（図 6(a)
参照）ただし，係船索を可能な限り低い位置に保つためボラード柱にフィンが取り付けられている場合，フィンの位置を

係船索との接触点として差し支えない。（図 6(b)参照）
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図 6 係船索の接触点 

 

 

 

5.3.4 安全使用荷重（SWL）

安全使用荷重（SWL）（t）は係留の制限荷重である。

安全使用荷重に関する次の規定は，単一の係船索がかけられた状態を想定している。

設計者がより大きな安全使用荷重を設定する場合を除き，安全使用荷重は設計者が設定した係船索の最小切断荷重以下

としなければならない。（3 節 3.9 参照）

係留設備には，溶接ビードもしくは同等な方法で，安全使用荷重を明示しなければならない。

曳航にも使用する係留設備にあっては，安全使用荷重に加え，5.2.4 に規定する安全曳航荷重も明示しなければならな

い。

5.4 支持構造

5.4.1 
曳航設備及び係留設備並びに係留のためのウィンチ及びキャプスタンは，荷重が効率よく船体構造に伝達されるよう，

甲板桁部材及び防撓材の直上に配置しなければならない。航行区域を考慮した適切な強度検討が実施される場合，ブルワ

ークにチョックを設ける等の他の配置として差し支えない。

5.4.2 
下部補強部材は，曳航設備及び係留設備に作用する荷重のあらゆる方向（水平方向及び垂直方向）に対して有効に配置

としなければならない。（図 7 参照）

 
図 7 配置例 

 
 

5.4.3 
船舶の係留及び曳航のための設備（ボラード，ビット，フェアリード，スタンドローラ及びチョック）及びキャプスタ

ンを，甲板又はブルワーク構造に設けなければならない。

5.4.4 
構造は強度の連続性を保つよう配置しなければならない。設備と支持構造が適切に配置されていることを検証しなけれ

設置場所  
（ボラード，チョック等） 

主要な構造部材  
（特設肋骨，甲板防撓材等） 

下部補強部材 

荷重方向 

a) 

b) 
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ばならない。

設備及びその台座並びにキャプスタン近傍の船体構造の構造配置は，応力集中を最小限にするため，形状や断面の急激

な変化を避けなければならない。また，特に高応力箇所にあっては，鋭いコーナーやノッチは避けなければならない。

5.5 許容基準

5.5.1 
5.2.1 及び 5.3.1 に規定する設計荷重に対して，曳航設備，係留設備，それらの支持構造及び溶接部に生じる応力は，5.5.3

及び 5.5.4 に規定する許容値を超えてはならない。

5.5.2 
曳航設備及び係留設備は，梁理論，格子解析又は有限要素解析により強度評価を実施しなければならない。

本会が適当と認める場合，強度評価に代えて曳航設備及び係留設備の荷重試験を行うことで差し支えない。

5.5.3
梁理論又は格子解析を用いた強度評価において，考慮する許容応力は次によらなければならない。

・ 直応力： 1.00ReH

・ せん断応力： 0.60ReH

直応力は，曲げ応力と直応力に垂直に作用するせん断応力による軸応力の合計とする。ただし，応力集中係数は考慮し

ない。

5.5.4
有限要素解析を用いた強度評価において，考慮するミーゼスの等価応力は ReHを超えてはならない。

有限要素解析を用いた強度計算において，できる限り現実に近い形状でモデル化しなければならない。要素長さの比は

3 以下としなければならない。ガーダはシェル要素又は平面応力要素を用いてモデル化しなければならない。対称なガー

ダのフランジはビーム要素又はトラス要素を用いてモデル化しなければならない。ガーダのウェブの要素高さはウェブ高

さの 1/3 以下としなければならない。ガーダのウェブの小開口付近のウェブの板厚は，ウェブ高さ全体にわたり平均板厚

まで減少して考慮しなければならない。大開口はモデル化しなければならない。防撓材はシェル要素，平面応力要素又は

ビーム要素でモデル化しなければならない。応力は各要素の中心の値としなければならない。シェル要素においては，応

力は要素の板厚中心で評価しなければならない。

5.6 曳航設備及び係留設備の腐食予備厚

5.6.1 
曳航設備及び係留設備の腐食予備厚 tc は次の値以上としなければならない。

(a) 本会が適当と認める規格に従った曳航設備及び係留設備の一部ではない甲板上の台座及び基部：2.0 mm

(b) 本会が適当と認める規格に従った曳航設備及び係留設備でないもの：2.0 mm

5.6.2 
本会が適当と認める規格に従った曳航設備及び係留設備でないものについては，腐食予備厚に加え，通常，索と接触す

る面に 1.0 mm の摩耗代 twを加えたものとしなければならない。

5.7 曳航及び係留設備配置図

5.7.1 
船長に対する手引き書として船上に備える曳航及び係留設備配置図には，係留及び曳航を目的とした制限荷重である安

全使用荷重（SWL）及び安全曳航荷重（TOW）を明示しなければならない。

曳航及び係留設備配置図には，各設備に関して次の内容を含めなければならない。

(a) 配置

(b) 規格

(c) 安全使用荷重及び安全曳航荷重

(d) 使用目的（係留，港湾内曳航，その他の曳航）

(e) 引綱又は係船索から作用する荷重の負荷方法（引張方向の範囲を含む）

(c)，(d)及び(e)については，本会の承認を得なければならない。

5.7.2 
曳航及び係留設備配置図には，次の内容を含めなければならない。

(a) 係船索の本数を示した配置図

(b) 各係船索の最小切断荷重 

② 



－599－

（2019 鋼船規則 CSR-B&T編  1編  11章  4節）

(c) 次の許容環境条件 

・あらゆる方向からの 30 秒平均風速

・船首尾部（±10°）に生じる最大潮流速度 

港湾内曳航及びその他の曳航において適切な情報を水先案内人に提供するため，これらの内容はパイロットカードにも

含めなければならない。

5.7.3 
曳航及び係留設備配置図には，引綱及び係船索の使用方法を明示しなければならない。 

6. その他の艤装品 

6.1 支持材及び付属物

6.1.1 
船体構造に比較的小さな荷重を与えるその他の艤装品の支持材及び付属物の設計において，次に掲げる要件を考慮しな

ければならない。詳細配置及びその承認は本会の適当と認めるところによる。

6.1.2 
船体構造への付属物は，甲板開口及び応力集中部（例えば，端部ブラケットの先端）を避けて配置しなければならない。

支持材の設計において，甲板への付属物による構造欠陥の発生は最小限となるようにしなければならない。

 

② 
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5 節 小倉口 

記号 

本節に規定されない記号については，1 章 4 節による。 

1. 一般 

1.1 適用

1.1.1 
1.2 から 1.6 の規定は，1 章 4 節に規定する位置 I 及び位置 II の暴露甲板の小倉口に適用する。2 の規定は，船首 0.25LCSR

の位置より前方の暴露甲板の小倉口に適用する。

1.4.1に規定する小倉口の定義に該当しないばら積運搬船の倉口については，2章 1節の規定を満足しなければならない。

1.2 材料

1.2.1 
鋼製ハッチカバーの構造に使用する材料については，K 編の規定による。

1.2.2 
鋼以外の材料については，本会の適当と認めるところによる。

1.3 ハッチコーミングの高さ

1.3.1 
ハッチコーミングの甲板上の高さは次の値以上としなければならない。

・ 位置 I： 600 mm
・ 位置 II： 450 mm

1.3.2 
ガスケット及び締付け装置を備えるハッチカバーにより閉鎖する場合であって，いかなる海象条件においても船舶の安

全性を損ねることが無いと旗国政府が認める場合にあっては，ハッチコーミングの高さを 1.3.1 に規定する値より減じる

又はコーミングを省略して差し支えない。

この場合，ハッチカバーの構造寸法，ガスケット，締付け装置の配置及び甲板リセスの排水設備については，本会の適

当と認めるところによる。

1.4 小倉口

1.4.1 
小倉口は，甲板下部の区画に通じるように設計される，風雨密又は水密に閉鎖可能な倉口とする。開口の大きさは原則

として 2.5m2 以下とする。

暴露甲板上のハッチカバーは風雨密としなければならない。

バラストタンク，油タンク及びその他のタンクに設けるハッチカバーは，水密としなければならない。

1.4.2 
いかなる海象条件においても風雨密性を維持できるよう，締付け装置を設けハッチカバーの縁を補強しなければならな

い。ハッチカバーの各辺には，それぞれ少なくとも 1 つの締付け装置を設けなければならない。円形ヒンジは，締付け装

置とみなして差し支えない。

1.4.3 
特別に設計されたハッチカバーについては，本会の適当と認めるところによる。

1.4.4 
小倉口のハッチカバーのグロス板厚は 8mm 以上としなければならない。カバーの長さ又は幅が 0.6m を超える場合，適

度に板厚を増厚するか又は有効な防撓材を設けなければならない。

1.4.5 
小倉口のハッチコーミングのグロス板厚は，次の値のいずれか小さい方の値未満としてはならない。 
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・ ハッチコーミング近傍の甲板として，コーミングの高さ又はコーミングの防撓材間の距離のいずれか小さい方の値

を防撓材の心距として算出したグロス板厚 

・ 10 mm
コーミングの形状が適当な剛性を有するものでない限り，コーミング高さが 0.8m を超える場合又は開口部の長さ若し

くは幅が 1.2m を超える場合は，コーミングを補強しなければならない。

1.5 貨物タンクの倉口

1.5.1 
1.2 から 1.4 の規定は，貨物タンクの倉口に対する最低要件として考慮しなければならない。

1.5.4 の規定は皿状のカバー又はその他の特に承認を受けた設計のカバーには適用しない。

1.5.2 
交通用ハッチ並びに貨物タンク及び隣接する区画のタンク洗浄用及びその他の開口に設けるカバーについては，次に掲

げる材料を用いて製作しなければならない。

(a) 3 章 1 節に規定する軟鋼

(b) 青銅又は真鍮のような非鉄材料の使用を考慮することができる。貨物タンク及び隣接する区画の開口のカバーにつ

いては，アルミニウム合金を使用してはならない。 

(c) 意図する操作状況に関して，材料の耐火性能，物理的特性及び化学的特性を考慮にすることを条件に，合成樹脂の

使用を検討することができる。材料の特性，カバーの設計及び製造方法の詳細を，本会に提出し承認を受けなけれ

ばならない。 

ハッチカバーのパッキンは，輸送する貨物に対し適合性があり，所定位置に保たれるものでなければならない。

1.5.3 
ハッチコーミングの高さは，乾舷甲板の上面上 600mm 以上としなければならない。ただし，主管庁が認める場合，ハ

ッチコーミングの高さは低くすることができる。ハッチコーミングの上端は，ハッチを設ける貨物タンクの最も高い位置

よりも低くしてはならず，また，損傷時復原性への適合のために十分な高さを有さなければならない。

コーミングのグロス板厚は 10mm 以上としなければならない。コーミングの高さが 600mm を超える場合には，板厚を

増厚又は端部への防撓材の設置を要求することがある。タンク交通用ハッチであって，コーミングで囲まれる面積が 1.2m2

以上のもの又はコーミングが丸形でないもののコーミング板厚については，追加の要件を適用することがある。

1.5.4 
コーミングで囲まれる面積が 1.2m2 未満の防撓していないカバーのグロス板厚は，12.5mm以上としなければならない。

より大きな面積のカバーについては，板厚の増加又は防撓材の設置が必要となる。

円形の交通用ハッチに取り付ける防撓していない平板のカバーは，600mm を超えない間隔で締付装置により固定しな

ければならない。

方形の交通用ハッチにあっては，締付装置間の間隔は，原則として，450mm を超えてはならない。また，ハッチコー

ナーと隣接する締付装置との間の距離は 230mm 以下としなければならない。

ヒンジ式の閉鎖装置にあっては，コーミング及びカバーのヒンジ取り付け部を適切に防撓しなければならない。原則と

して，ヒンジはカバーの締付装置とはみなしてはならず，ガスケットが締め付け過剰とならないように設計しなければな

らない。

1.6 ガスケット

1.6.1 
ハッチカバーの風雨密性については，軟質弾性材料のガスケットを連続配置し圧縮することにより確保しなければなら

ない。

1.6.2 
ガスケットに接触するハッチコーミング及びハッチカバーの鋼製部分は，鋭利な形状を有するものとしてはならない。 

2. 暴露甲板前方部分の小倉口 

2.1 一般

2.1.1 
本規定は，船の長さの前端から 0.25LCSRの箇所より前方の暴露甲板に設置される小倉口（原則として，2.5m2 以下）で，
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高さが夏期満載喫水線上 0.1LCSR又は 22m のいずれか小さい方の値より小さいものに適用する。

2.1.2 
非常時の脱出に供されるよう設計される小倉口については，2.3.1(a)，(b)，2.4.3 及び 2.5.1 の規定を適用することを要

しない。

2.1.3 
非常時の脱出に供される倉口の締付装置は，ハッチの両側から操作可能で，かつ，迅速に開閉可能なもの（例えば，単

一の動作で締付装置の開閉を行うことができるハンドルを備えたもの）としなければならない。

2.2 強度

2.2.1 
方形のハッチカバーに対するグロス板厚，防撓材配置及び寸法（mm）は，表 1 及び図 2 による値以上としなければな

らない。

防撓材を設ける場合のその位置は，2.4.1 で要求する金属同士の接触点の位置と一致させること。（図 2 参照）一次防撓

材は，連続させ，すべての防撓材は，カバー内部端防撓材に溶接すること。（図 1 参照）

 
表 1 前方甲板の小倉口カバーに対するグロス寸法 

呼び寸法（mm） カバー板厚（mm） 
一次防撓材 二次防撓材 

平鋼(mm × mm); 数量 

630   630 8 - - 

630   830 8 100   8 ; 1 - 

830   630 8 100   8 ; 1 - 

830   830 8 100   10 ; 1 - 

1030   1030 8 120   12 ; 1 80   8 ; 2 

1330   1330 8 150   12 ; 2 100   10 ; 2 

2.2.2 
方形の倉口のコーミングの上縁部は，上縁から 190mm の位置より上方を適当な形鋼により水平に補強しなければなら

ない。

2.2.3 
円形又は同様の形状のハッチカバーに対する板厚及び補強は，小型方形のハッチに要求されるものと同等な強度及び剛

性を備えなければならない。

2.2.4 
軟鋼以外の材料で製作するハッチカバーの寸法は，鋼で製作するハッチカバーと同等な強度及び剛性を備えなければな

らない。

2.3 主締付装置

2.3.1 
主締付装置は，ハッチカバーを適切な位置に締め付けることができるもので，次のいずれかの閉鎖機構により風雨密に

できるものでなければならない。

(a) フォーク（止め金）を締め付けるちょうナット

(b) クイック アクティング クリート

(c) セントラル ロッキング ディバイス

くさび座とクリップハンドルによる締付は，認められない。

2.4 主締付装置の要件

2.4.1 
ハッチカバーには，弾性材料のガスケットを設けなければならない。このガスケットは，設計圧縮力で金属同士の接触
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とするように設計し，締付装置が緩むか又は外れる原因となり得る青波によるガスケットの過度な圧縮を防ぐように設計

すること。金属同士の接触が，図 2 に示すように各締付装置の近くに配置され，圧縮力に耐え得る十分なものであること。

2.4.2 
主締付装置は，設計された圧縮力がいかなる道具も使わずに 1 人の力で得られるように設計及び製造されなければなら

ない。

2.4.3 
ちょうナットを用いる主締付方法では，フォーク（止め金）は，堅固な設計としなければならない。フォークは，上方

に曲げるか自由端の表面を盛り上げるか又は同様な方法で使用中にちょうナットが外れる危険を最小にするよう設計す

ること。防撓されない鋼製フォークの板厚は，16mm 以上としなければならない。配置の例を図 1 に示す。

2.4.4 
最前部貨物倉の前方の暴露甲板に位置するハッチカバーでは，ヒンジは，青波の働く向きがカバーを閉鎖させるよう設

けなければならない。このことは，ヒンジが通常前端部に位置することを意味する。

2.4.5 
最前部貨物倉とその直後の貨物倉の間のような貨物倉口の間に位置する倉口では，ヒンジは，横方向及び船首から 45

度の方向の青波に対して保護されるよう前端部又は外側端部に設けなければならない。

2.5 補助締付装置

2.5.1 
小倉口には，主締付装置が緩むか又は外れた場合でも，ハッチカバーが適切な位置に保つことができるように，例えば，

スライディングボルト，掛金又はゆるく取りつけたバッキングバーの方法による独立した補助締付装置を設けなければな

らない。補助締付装置は，ハッチカバーのヒンジの反対側に設けること。

 
図 1 主締付装置の例 

 

1. ちょうナット

2. トグルボルト

3. トグルボルトピン

4. トグルボルトピン中心

5. フォークプレート

6. ハッチカバー

7. ガスケット

8. ハッチコーミング

9. 金属同士の接触のためにトグルボルト

付ブラケットに溶接された当板 
10. 防撓材

11. 内縁部防撓材 

(注：単位 mm) 
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図 2 防撓材の配置 

 
 

呼び寸法 830×830 

呼び寸法 630×630 呼び寸法 630×830 

呼び寸法 830×630 

締付装置／金属同士の接触

ヒンジ

呼び寸法 1030×1030 呼び寸法 1330×1330 

一次防撓材

二次防撓材
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12 章 建造 

1 節 建造及び組立て 

1. 一般 

1.1 工事

1.1.1 
すべての工事は，海洋商業上における品質を有し，検査員に認められるものでなければならない。溶接は 12 章 2 節の

要件に適合しなければならない。すべての欠陥は，その材料が塗装，セメント又はその他のもので覆われる前に，検査員

の指示に従って補修されなければならない。

1.2 組立基準

1.2.1 
構造物の組立ては，本会が適当と認めた標準又は IACS 勧告 No.47 に従って行わなければならない。また，組立て又は

建造の開始に先立って本会が適当と認めた工作標準に従って行わなければならない。

1.2.2 
組立て又は建造中に使用する工作標準は，組立て又は建造の開始に先立って本会検査員が確認できるものでなければな

らない。

1.2.3 
工作標準は，次に掲げる項目について，範囲及び許容限度を規定する情報を含まなければならない。

(a) 切断エッジ：切断エッジの傾斜及び切断エッジの粗さ

(b) フランジ縦通材，ブラケット及び組立断面：フランジ幅及びウェブ深さ，フランジ及びウェブ間の角度，並びにフ

ランジ又は面材トップの面内直線度 

(c) 梁柱：甲板間の直線度及び円筒状構造の直径

(d) ブラケット及び平鋼防撓材：トリッピングブラケット及び平鋼防撓材の自由端部のねじれ

(e) 小組立防撓材：二次面材及び防撓材のスニップ端の詳細

(f) 板の組立：平面及び曲がりブロックに対する寸法（長さ及び幅），ねじれ及び直角度並びに内構材の板からの変位

(g) 立体組立：板の組立標準に加えて，平面及び曲がり立体ブロックに対する上下板間のねじれ変位

(h) 特殊な組立：上下ガジョン間の距離，プロペラボス後端及び船尾隔壁間の距離，船尾骨材組立のねじれ，主機関台

頂板の平面度，幅及び長さ。プロペラボス及び船尾骨材，スケグ又はソールピースのボーリングが建造後期に行わ

れる場合，当該ボーリングは，船尾部の主な溶接が完了した後に行わなければならない。ブロック段階でボーリン

グが行われる場合にあっては，軸系アライメントに関する工事の方法及び手順に関する資料を本会に提出し，本会

の承認を得なければならない。舵，ピントル及び舵管材の装着とアライメントは，船尾部の主な溶接が完了した後

に行わなければならない。ピントルの円錐面と舵軸間及び舵頭と舵軸間の隙間は，最終取付けの前に検査しなけれ

ばならない。 

(i) 板の突合せ継手：板の突合せ継手のアライメント

(j) 十字継手：十字継手の中間線上及び末端線上で測ったアライメント

(k) 内構材のアライメント：T 型縦通材フランジのアライメント，板付き防撓材のアライメント，T 字継手及び重ね継

手の差並びに組立及びブロック継手におけるスカラップ及び切欠間のギャップ 

(l) 平板竜骨及び船底見通し：船の全長及び隣接する隔壁同士に対するたわみ，船首部及び船尾部の勾配差並びに船体

中央部における船底勾配 

(m) 寸法：船体中央部における垂線間，型幅及び型喫水の寸法並びにプロペラボス後端及び主機間の寸法

(n) 肋骨間の板の平滑度：外板，タンク頂板，隔壁，上甲板，船楼甲板，甲板室甲板及び壁板の肋骨間のたわみ

(o) 肋骨位置における板の平滑度：肋骨の位置における外板，タンク頂板，隔壁，強力甲板及びその他の構造のたわみ 
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2. 切欠き及び端部処理 

2.1 一般

2.1.1 
切欠き，ハッチコーナ等の遊縁（切断面）は，適切に処置し，ノッチのないようにしなければならない。切断線等は，

原則として滑らかに仕上げなければならない。全ての縁は，面取りをしなければならない。また，高応力が発生する部材

の縁にあっては，丸みを付けなければならない。

ガス若しくは機械切断線又はフランジの遊縁は，上述のように尖った縁とならないように仕上げなければならない。ま

た，本規定は，切断線に適用するものであり，特に舷側厚板の上縁及び溶接継手に類似する箇所，断面の変化する箇所又

は同様の不連続箇所に適用する。

2.1.2 
ハッチコーナ部については機械切断しなければならない。 

3. 冷間加工 

3.1 特殊構造部材

3.1.1 
高いハルガーダ応力を受け，切欠靭性に特に注意を要する部材（例えば，丸型ガンネル及びビルジ外板のような 3 章 1

節表 3 の材料クラス III とすることが要求される部位）に対しては，冷間加工する板の内側曲げ半径を炭素マンガン鋼（3

章 1 節参照）の建造板厚の 10 倍以上としなければならない。3.3 に規定する要件に従う場合には，許容内側曲げ半径を減

じても差し支えない。

3.2 波形隔壁及びホッパナックル部

3.2.1 
波形隔壁及びホッパナックル部に対しては，冷間加工する板の内側曲げ半径を炭素マンガン鋼（3 章 1 節参照）の建造

板厚の 4.5 倍以上としなければならない。3.3 に規定する要件に従う場合には，許容内側曲げ半径を建造板厚の 4.5 倍未満

としても差し支えない。

3.3 曲げ半径を減じる場合

3.3.1 
3.1 及び 3.2 のそれぞれの規定に従い，内曲げ半径を建造板厚の 10 倍又は 4.5 倍未満とする場合，関連する資料を提出

しなければならない。また，いかなる場合も曲げ半径は建造板厚の 2 倍以上としなければならない。この場合，次に掲げ

る追加要件を満足しなければならない。

(a) すべての曲板 

・ 変形領域の全域に対し，目視検査を行わなければならない。

・ 磁粉探傷試験による抜き取り検査を行わなければならない。 

(b) (a)に加え，タンク又はバラスト兼用倉の境界における曲板 

・ 鋼材は，D 若しくは DH 級又はそれ以上とする。

・ 材料は，ひずみ時効後に衝撃試験を行い，本規定を満足すること。変形は，製造中に適用する最大変形と等し

くなければならない。つまり，tas-built /( 2rbdg + tas-built )で算出する値とする。ここに，tas-builtを板材の建造板厚，

rbdg を曲げ半径とする。1 つの供試材を算出する変形又は 5％のどちらか大きい値で，塑性ひずみ状態とした後，

250℃において 1 時間人工的に時効させる。その後，V ノッチシャルピー試験を行う。ひずみ時効後の平均衝

撃エネルギーは，使用するグレード材に対して定められる衝撃要件に適合しなければならない。 

4. 熱間加工 

4.1 温度要件

4.1.1 
鋼材は，上下臨界温度の間で成型してはならない。普通圧延，制御圧延，熱加工制御圧延又は規格鋼材に対する成型温
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度が，650℃を超える場合，又は焼き入れ及び焼き戻し鋼材に対する成型温度が焼き戻し温度より少なくとも 28℃低い場

合には，この温度が鋼材の機械的及び衝撃性能に悪影響のないことを確認する機械試験を行わなければならない。線状加

熱法又は点焼き法による曲面成型又はひずみ直しを 4.2.1 に従って実施する場合にあっては，機械試験は要求されない。

4.1.2 
熱加工制御鋼材（TMCP 鋼板）に対して，成型及び応力除去のために 4.1.1 以外のさらなる加熱を考慮する場合には，

代表的な材料を使用する施工試験により加熱後の機械的性能が，規定された要件を満足することを証明しなければならな

い。

4.2 線状加熱法又は点焼き法

4.2.1 
線状加熱法又は点焼き法による曲面成型又はひずみ直しは，材料の特性に悪影響のないことを保証するために承認され

た施工手順により行わなければならない。板面の加熱温度は，板のグレードに対応する最大許容限度を超えてはならない。 

5. 組立て及び精度 

5.1 一般

5.1.1 
個々の構造要素又はブロックの組立工程において，過度の荷重が生じないようにしなければならない。個々の構造要素

の主要な歪は，可能な限り，次の組立工程の前に修復しなければならない。

溶接完了後の歪取り及び調整にあっては，鋼材の特性に対して重大な影響を与えることのないよう行わなければならい。

疑わしき場合，適当な試験の実施を要求することがある。

5.1.2 
構造部材は，IACS 勧告 No.47 の表 7 に掲げる規定又は本会が適当と認める工作標準の規定に従った精度で組立てなけ

ればならない。主要部材にあっては，必要に応じて管理用の穴を設けなければならない。この穴は，完成時に再び溶接で

塞がなければならない。 
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2 節 溶接工事 

1. 一般 

1.1 適用

1.1.1 
本節の規定は，船体構造における溶接継手に関する準備，溶接施工及び検査に適用する。

1.2 溶接施工方法に関する適用範囲

1.2.1 溶接の種類，寸法及び材料

本節の規定は，溶接の種類，寸法及び材料について次の項目に基づく。

・ 継手の種類

・ 継手の重要度

・ 継手における応力の大きさ，種類及び方向

・ 母材及び溶接材料の材料特性

・ 溶接ギャップの大きさ

1.2.2 準備，溶接及び検査

本節の規定は，本会が必要と認めた場合に，本会が適当と認めた溶接施工方法及び溶接資格に関する一般要件によらな

ければならい。 

2. 溶接施工方法，溶接材料及び溶接士 

2.1 一般

2.1.1 
溶接は承認された溶接手順に従い，承認された溶接材料を使用し，技量試験に合格した溶接士により行わなければなら

ない。また，M 編によらなければならない。

自動溶接機及びその備品の制御者については，本会の適当と認めるところによる。 

3. 溶接継手 

3.1 一般

3.1.1 
継手部の溶接は，承認図面に従って実施されなければならない。

3.1.2 
造船所で採用する品質基準を，本会に提出しなければならない。また個々の溶接について特に規定する場合を除き，全

ての溶接継手に当該基準を適用する。

3.1.3 
組立順序及び溶接施工による板パネル及び小組などの全体の収縮への影響について考慮しなければならない。溶接は，

すべての溶接継手が正しい順序で，過度に中断することなく行わなければならない。できる限り，溶接は一方向以外に対

して行えるように，継手の中央から外側に進める又は小組の中央から周囲に沿うように外側に進めるものとすること。

3.1.4 
完成した溶接継手は，立会する検査員が満足するものとしなければならない。開先加工及びルート間隔は承認された溶

接施工方法によらなければならない。溶接された部材のギャップは IACS 勧告 No.47 の規定又は本会が適当と認める工作

標準の規定の最大値を超えてはならない。溶接された部材のギャップが，明記された値を超えた場合，承認された溶接施

工方法に従って是正措置を講じなければならない。

3.1.5 
厚板又は形鋼の取付けのために脚長の小さいすみ肉溶接を行う場合，承認された溶接施工方法に基づいた溶接でなけれ
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ばならない。予熱を行う，低水素溶接棒の使用又は低水素溶接用の手順に従う等の特別な予防措置は認められる。

3.1.6 
重構造部材を比較的薄い板に取り付ける場合には，溶接寸法及び溶接順序の変更を要求することがある。

3.1.7 
品質管理システムにおいて，溶接材料のグレードが溶接する鋼材に要求される強度よりも高いことが保障されている場

合，溶接材料は 12 章 3 節 2.5.2 に規定される最小値よりも高い降伏強度を有しても良い。また溶接寸法は溶接材料の降伏

強度に基づいて求めても良い。

3.1.8 
一般に，突合せ溶接は，両面溶接としなければならない。裏面の溶接を行う前に，ルート部における溶接金属の欠陥を

適当な方法により除去しなければならない。片面突合せ溶接は，承認された溶接施工要領書による場合，特別に適用を認

めることがある。

3.1.9 溶接交差部

連続すみ肉溶接で取り付けられる補強部材が，施工済みの突合せ継手又はシーム溶接を横切る場所においては，接合面

の溶接は平滑としなければならない。同様に，補強部材のウェブの突き合わせ溶接は，すみ肉溶接を施工する前に完了さ

せ，平滑にしなければならない。平滑部分の端部は，ノッチ又は断面の急変のないように滑らかにしなければならない。

これを施工できない場所においては，補強部材のウェブにスカラップを配置しなければならない。スカラップのサイズ及

び位置は，十分な角巻き溶接ができるものでなければならない。

3.1.10 水切り

構造部材がタンクの境界を貫通する場合にあっては，隣接区画への漏洩は危険であり，望ましくないため，タンク境界

の両側，少なくとも 150mm の間の部材には完全溶込み溶接を採用しなければならない。代替手段として，その区画の外

側で境界に近接した部材に適当な形状の小さいスカラップを設け，全周を溶接することができる。 

4. 非破壊試験 

4.1 一般

4.1.1 
承認用に提出する非破壊検査計画書は，試験を実施する場所及び数，適用する溶接施工方法，適用する非破壊試験等に

関する必要な情報を含むものとしなければならない。溶接後，造船所は溶接が基準を満足しているかを確認するために目

視検査を行わなければならない。目視検査に加え，超音波探傷試験，放射線透過試験，磁粉探傷試験，渦電流探傷試験，

浸透探傷試験，又は本会が適当と認めた手法の内，溶接部の形状に応じ，一つ又は組合せによる試験を行わなければなら

ない。これら試験は本会の要求ごとに行わなければならない。

4.1.2 
溶接線に M 編の規定に関連する割れ又は有害な内部欠陥がないことを確認するために，非破壊検査計画書によって指

定された溶接部の非破壊検査を実施しなければならない。非破壊検査は，認められた規格に従う承認機関により資格が与

えられた作業者が実施しなければならない。 
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3 節 溶接継手の設計 

記号 

Aweld： 有効すみ肉溶接面積（cm2）

f： ルート面（mm）

fweld： 溶接係数

fyd： 溶着金属の降伏応力を考慮した修正係数で，2.5.2 の規定による。

depl ： 溶接金属の溶着部の全長（mm） 

legl ： 連続すみ肉溶接，重ね継手すみ肉溶接，断続すみ肉溶接の脚長（mm） 

weldl ： 溶接部の長さ（mm） 

ReH_weld： 溶接金属の最小降伏応力（N/mm2）

tas-built： 結合される部材の建造板厚（mm）

tgap： すみ肉溶接の許容ギャップで，2mm としなければならい。

tthroat： すみ肉溶接ののど厚で，2.5.3 の規定による。 

1. 一般 

1.1 適用

1.1.1 
本節の規定は，船体構造の溶接部の設計に適用し，12 章 2 節 1.2.1 に規定する事項に基づく。

1.1.2 
溶接寸法及び溶接部の詳細を示す図面又は施工要領書を提出し承認を得なければならない。

1.1.3 
溶接脚長は表 1 に示す最小脚長を満足しなければならない。

1.2 代替要件

1.2.1 
本節に規定される要件は，船体構造に適用するアーク溶接に対する最低要件であるが，その代替の方法，配置及び詳細

は本会の適当と認めるところによる。 

2. T 字継手又は十字継手 

2.1 適用

2.1.1 
板同士の溶接に加えて，主要構造部材の結合部及び板と防撓材のウェブの結合は，通常，図 1 に示すようなすみ肉溶接

又は開先を取った溶接としなければならない。

 
図 1 T 字継手又は十字継手 

 
tas-built： 結合される部材の建造板厚（mm） 
q ： 取付角度（deg） 
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2.1.2 
継手部に高い応力が作用する箇所又は危険と考えられる箇所については，取り付ける板に開先をとり，部分溶込み溶接

又は完全溶込み溶接としなければならない。

2.2 連続すみ肉溶接

2.2.1 
次に掲げる場所においては，連続溶接を適用しなければならない。

(a) 全ての部材のウェブと面材の結合部

(b) 高張力鋼が使用される箇所の全てのすみ肉溶接

(c) ハッチコーミング，昇降口及びその他の開口を含む建物及び風雨密甲板の境界

(d) タンク及び水密区画の境界

(e) タンク内及び貨物倉内の構造

(f) タンク境界部の防撓材及び主要支持部材

(g) 船尾部の全ての構造並びに船尾隔壁の防撓材及び主要支持部材

(h) 船首部の全ての構造

(i) ブラケット端部，ラグ及びスカラップを含むすべての端部の溶接並びにその他の部材と直角に結合される箇所の溶

接 

(j) 船体構造のすべての重ね溶接

(k) 船体前部 0.3LCSR内の船底外板に付く主要支持部材及び防撓部材

(l) 板部材に付く平鋼縦通防撓材

(m) 細かな艤装品と高張力鋼板並びに他の結合部又は他の艤装品との取付け箇所

(n) 梁柱の上端及び脚部

(o) 甲板に付くハッチコーミングのステイウェブ（2.4.5 参照）

2.3 断続すみ肉溶接

2.3.1 
連続溶接が要求されない場所においては，断続溶接を適用しても差し支えない。

2.3.2 
梁，防撓材及び肋骨等が断続溶接されており，スロットを開けられたガーダ，棚板又はストリンガが通過する場所にお

いては，すべての交差部において並列断続溶接としなければならない。また，梁，防撓材及び肋骨は，ガーダ，棚板及び

ストリンガに適切に取り付けなければならない。

継続溶接又は片面の連続溶接が認められる箇所の両端については，そのせん断スパンの 1/10 の長さに対して，2.5.2 及

び 2.5.3 の規定に従い両面連続溶接を施さなければならない。 

2.3.3 甲板室

甲板室の液体を積載しない区画においては片面連続すみ肉溶接としても差し支えない。

2.3.4 片面連続溶接の寸法

片面連続溶接の寸法は，2.5.2 の規定に従い，断続溶接で係数 f3 を 2 として算出しなければならない。

2.4 部分溶込み溶接又は完全溶込み溶接

2.4.1 高応力域の定義

本節の規定の適用において，高応力域とは詳細メッシュ有限要素解析を行わなければならない箇所であって，溶接部に

隣接する要素において，7 章 3 節 6.2 に示す降伏使用係数が許容使用係数の 90%より大きい箇所をいう。

2.4.2 部分溶込み又は完全溶込み溶接

高い引張応力が作用する箇所又は重要と考えられる箇所については，完全溶込み溶接又は部分溶込み溶接としなければ

ならない。

完全溶込み溶接を行う場合，裏面の溶接前に裏はつりを行う等，ルート面を取り除かなければならない。

部分溶込み溶接のルート面の大きさ f は，3mm から tas-built/3 の間としなければならない。

開先のルート部まで溶込みを確保するため，通常，開先角度  は 40 度から 60 度とする。

完全溶込み溶接又は部分溶込み溶接の溶接金属は，開先のルート部を覆わなければならない。

部分溶込み溶接の例を図 2 に示す。 

② 
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図 2 部分溶込み溶接 

 

2.4.3 片面部分溶込み溶接

片面部分溶込み溶接における，開先を取らない側のすみ肉溶接は，2.5.2 の規定を満たさなければならない。

2.4.4 完全溶込み溶接又は部分溶込み溶接の範囲

2.4.5及び 2.4.6に示す特定の位置における完全溶込み溶接又は部分溶込み溶接の範囲は本会の承認を得なければならな

い。ただし，特に規定されている場合を除き，基準点（主要構造部材の交差部，ブラケットの先端部等）からの完全溶込

み溶接又は部分溶込み溶接の範囲は 300mm 以上としなければならない。

2.4.5 完全溶込み溶接が要求される箇所

完全溶込み溶接は下記の場所及び他の規定で要求される箇所に適用しなければならない。（図 3 参照）

(a) ホッパーナックルの曲り部におけるフロアとホッパ又は内底板の結合部

(b) ハッチコーミング隅の曲がり部と甲板の結合部

(c) 下部スツールなしの垂直波形隔壁が配置される場合の，貨物倉区域における垂直波形隔壁と下部ホッパ斜板の結合

部及び内底板との結合部 

(d) 下部スツールなしの垂直波形隔壁が配置される場合の，波形隔壁のフランジに沿った二重底構造部材と内底板との

結合部 

(e) 下部スツールの範囲外となる，垂直波形隔壁と下部ホッパ斜板との結合部及び波形隔壁のフランジに沿った下部ホ

ッパ付き構造部材と下部ホッパ斜板との結合部 

(f) 下部スツールの頂板と垂直波形隔壁との結合部

(g) 波形隔壁の下部スツール側板と下部スツール頂板の結合部

(h) 波形隔壁の下部スツール側板と内底板の結合部

(i) 液体を積載する貨物倉内の内底板と二重底構造部材との結合部で下部スツール側板から 300 mm の範囲（図 3 参照）

(j) 開口の寸法が 300mm を超える場合には，船体中央部 0.6LCSRの範囲内の開口端部補強材と強力甲板，舷側厚板及び

船底外板部。 

(k) 夏期満載喫水線より下方の海水に面する板部材（シーチェスト，ラダートランク及びトランサムの一部分を含むが

これに限らない）のうち，建造板厚が 12mm 以下となる板部材の結合部。建造板厚が 12mm を超える場合にあって

は，2.4.2 の規定に従う部分溶込み溶接。 

(l) クレーン台座，関連するブラケット及び支持構造

(m) 甲板とハッチサイドコーミングの端部ブラケットの結合部においては，サイドコーミングの終端部ブラケットの先

端部から 0.15Hc の範囲。ただし，Hc はハッチコーミングの高さとする。 

(n) 外板構造とラダーホーン及び主軸ブラケットの結合部

(o) 長い横桁に付く板厚が大きいフランジと船側肋骨との取り合い部。又は長いガーダに付く板厚の大きいフランジと

隔壁のウェブとの取り合い部。 

2.4.6 部分溶込み溶接が要求される箇所

2.4.2 に規定する部分溶込み溶接は次の箇所に適用しなければならない。（図 3 参照）

(a) ホッパ斜板と縦通隔壁（内殻）の結合部

(b) 縦通隔壁又は横隔壁の主要支持部材における端部と二重底の結合部

(c) 波形隔壁の下部スツール側板の支持フロアと内底板の結合部

(d) 波形隔壁のガセットプレート及びシェダープレートの結合部

(e) 溶接構造の立て式波形隔壁の波形部の長さの下部 15%の範囲

(f) 隔壁の主要支持部材直下及びスツール側板直下の二重底構造部材。ただし，2.4.5(i)に規定する範囲は除く

(g) 下部ホッパ斜板と内底板との結合部 

② 

② 

② 

② 

② 

② 
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(h) 隔壁の水平ストリンガのブラケットの先端部及び脚部 

 

 
図 3 溶接部の高応力域（例） 

 

完全溶込み溶接 

縦通ハッチコーミングの端部ブラケット

強力甲板

完全溶込み溶接（隔壁の板部材とスツ

ール頂板との結合部） 

完全溶込み溶接（スツール側板とスツール頂板及び内
底板との結合部） 

部分溶込み溶接（スツールの支持桁と内底
板との結合部） 

部分溶込み溶接（ホッパ斜板と縦通隔
壁（内殻）との結合部） 

部分溶込み溶接（ホッパ斜板と内底板との結合部） 

部分溶込み溶接 

② 



－614－

（2019 鋼船規則 CSR-B&T編  1編  12章  3節）

 
2.4.7 詳細メッシュ要素解析

高応力域においては，少なくとも 2.4.2 に規定する部分溶込み溶接としなければならない。

完全溶込み溶接又は部分溶込み溶接の適用最小範囲は，次のうちの大きい範囲とする。

・ 降伏使用係数が最も高い要素からいずれかの方向に 150mm の範囲

・ 降伏使用係数を用いた評価基準を超えた全要素を含む範囲

2.4.8 シェダープレート

シェダープレートを波形隔壁の下端に取り付ける場合にあっては，シェダープレートは，片側からの溶込み溶接により，

隔壁板及び下部スツール頂板に取り付けなければならない。

2.5 溶接寸法の基準

2.5.1
次に掲げる溶接寸法は，最も近い 0.5mm 単位の値に端数処理して求めなければならない。

2.5.2
連続溶接，重ね継手，又は断続すみ肉溶接の脚長 legl は次の算式で最も大きい値以上としなければならない。 

builtasleg tff -= 21l  

gapbuiltasweldydleg ttffff += -32l  

legl は表 1 による。 

f1： 溶接の種類による係数 
30.01 =f （両面連続溶接の場合） 

38.01 =f （断続溶接の場合） 

f2： 開先形状による係数 
0.12 =f （開先無しの溶接）

70.02 =f （ルート面（f）を tas-built /3 とした片面又は両面開先の溶接） 

fyd： 係数で，次の算式以上としなければならない。 
0.750.5

_

1 235
yd

eH weld
f

k R
æ öæ ö= ç  ç  ç  è ø è ø

 

71.0=ydf  

ReH_weld：溶接金属の最小降伏応力（N/mm2）で，次の値以上としなければならない。 

ReHが 235N/mm2 の軟鋼に使用する場合：305N/mm2

ReHが 265 から 355N/mm2 までの高張力鋼に使用する場合：375N/mm2

ReHが 390N/mm2 の高張力鋼に使用する場合：400N/mm2 

下部スツール側板 

完全溶込み溶接 

 

フロア 

（半桁） 

二重底サイドガーダ 

（連続した部材） 

300mm 

② 

② 



－615－

（2019 鋼船規則 CSR-B&T編  1編  12章  3節）

fweld： 構造部材の種類による溶接係数（表 2，表 3 及び表 4 参照）

k： 取付ける部材の材料係数

f3： 溶接の種類による係数 
0.13 =f （両面連続溶接） 

weld3 /lctrsf = （断続溶接又は並列溶接） 

sctr: 隣り合う断続溶接部の中心間距離（mm） 

2.5.3
図 4 におけるのど厚 tthroatは次の値以上としなければならない。 

2
leg

throatt
l

=  

 
図 4 溶接寸法の定義 

 
 

表 1 最小溶接脚長 

区画 区域の種類 最小溶接脚長（mm） 

貨物倉区域 

貨物倉及び貨物タンク 
区画上端から 3m 下部までの溶接 6.5 (1) 

その他 6.0 (1) 

バラスト及び清水タンク 
区画上端から 3m 下部までの溶接 6.5 (1) 

その他 6.0 (1) 

液体を積載しない区画及び空所 5.0 

その他のタンク 6.0 (1) 

その他の

区画 

バラスト及び清水タンク 
区画上端から 3m 下部までの溶接 6.0 (1) 

その他 5.5 (1) 

燃料油，ディーゼル油及びそ

の他のタンク 

区画上端から 3m 下部までの溶接 5.0 

その他 4.5 

液体を積載しない区画及び

空所 

区画上端から 3m 下部までの溶接 4.5 

その他 4.0 

(1) 建造板厚が 12mm より小さい場合，最小溶接脚長は 0.5mm 減じても差し支えない。 
 

千鳥断続溶接 断続溶接
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表 2 他の部材の溶接係数 

区画 
結合箇所 

fweld 
部材 取り付ける部材 

一般（本表

に別に規定

する場合を

除く） 

水密板 境界の板 0.48 

油密板 境界の板 0.51 

部材のブラケット端部 0.48 

防撓材およびカラープレート 
深水タンク隔壁 0.24 

主要支持部材のウェブ及びカラープレート 0.38 

防撓材のウェブ 

板（深水タンク隔壁を除く） 0.20 

組立式

防撓材の 

面材 

端部（スパンの 15％） 0.38 

その他 0.20 

船底及び二

重底 

防撓材 船底及び内底板 0.24 

センターガーダ 
船側外板 0.38 

内底板 0.38 

部分桁材を含むサイドガーダ 船底及び内底板 0.24 

フロア 

船側外板

及び

内底板 

端部の肋骨心距の 2 倍の範囲 0.38 

センターガーダ及びホッパタンク内端となる

サイドガーダ 
0.38 

その他 0.24 

センターガーダ付きブラケッ

ト 
センターガーダ，内底板，フロア及び外板 0.38 

ウェブ防撓材 フロア及びガーダ 0.20 

二重船側構

造の船側及

び内殻 

主要支持部材のウェブ 

船側外板 0.30 

内殻及び主要

支持部材の

ウェブ 

甲板横桁及びその端部との 

取り合い 
0.43 

クロスタイとの取り合い 0.36 

その他 0.30 

甲板 

強力甲板 
tas_built   13 

船体中央部 0.6LCSR間の船側外板 PPW (3) 

その他 0.48 

tas built < 13 船側外板 0.48 

その他の甲板 
船側外板 0.38 

防撓材 0.20 
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表 2 他の部材の溶接係数（続き） 

区画 
結合箇所 

fweld 
部材 取り付ける部材 

甲板 
ハッチコーミング 甲板 

倉口長さの 15%にあたる 

ハッチコーナ部 
FPW (4) (1) 

その他 0.38 

ウェブ防撓材 コーミングのウェブ 0.20 (2) 

隔壁 

非水密隔壁構造 境界 制水隔壁 0.24 

防撓材 隔壁板 
端部ブラケットを備えない場合に

あっては，端部（スパンの 25%） 
0.48 

船尾 内部材 
水線より下部：境界及び個々の部材の取り合い 0.38 

水線より上部 0.20 

船首 内部材 境界及び個々の部材の取合い 0.20 

機関区域 

センターガーダ 平板竜骨及び内底板 0.48 

フロア センターガーダ 0.48 

主機台下のガーダ 頂板及び主要構造部材 PPW (3) 

フロア及びガーダ 内底板及び船側外板 0.38 

船楼 
外壁（第 1 層目及び 2 層目） 外壁と甲板との間 0.48 

外壁及び内壁 その他 0.20 

(1) 貨物倉以外のハッチコーミングに対しては，0.43 とする。

(2) 連続溶接

(3) PPW: 2.4.2 に規定する部分溶込み溶接

(4) FPW: 2.4.2 に規定する完全溶込み溶接 
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2.5.4
主要支持部材で表 2 及び表 3 に規定していない部材については，表 4 の溶接係数を用いること。

 
表 3 その他の艤装品の溶接係数 

項目 結合部材 fweld 

ハッチカバー 

水密/油密継手 0.48(1) 

防撓材端部 0.38 (2) 

その他 0.24 

マスト，デリックポスト，クレーン台座等 甲板/甲板下の補強構造 0.43 

甲板機器台座 甲板 0.24 

係船装置台座 甲板 0.43 

アクセスハッチの開口部 あらゆる結合部 0.43 

船側付扉及び風雨密扉の防撓材 あらゆる結合部 0.24 

船殻付扉及び風雨密扉の枠 あらゆる結合部 0.43 

通風筒及び空気管のコーミング 甲板 0.43 

通風筒等の付属品 あらゆる結合部 0.24 

排水口 甲板 0.55 

ブルワークステイ 甲板 0.24 

ブルワークの板部材 甲板 0.43 

ガードレール，支柱 甲板 0.43 

クリート及び装置 ハッチコーミング及びハッチカバー 0.60 (3) 

(1) ばら積貨物船のハッチカバーについては，水密継手は fweld = 0.38 とする。

(2) ばら積貨物船のハッチカバーについては，防撓材端部は fweld = 0.24

(3) 最小溶接係数。tas-built > 11.5mm の場合，llegは 0.62 tas-builtを超える必要はない。設計に応じて溶込み溶接を要求する場合がある。 

 
表 4 主要支持部材の溶接係数 

構造部材 
結合箇所 

fweld 
部材 取り付ける部材 

主要支持部材 

ウェブ 

外板，甲板，内底板 

及び隔壁 

せん断スパンの 15%を含む端部結合箇所 0.48 

その他 0.38 

面材 

タンク及び貨物倉内において，

船首から 0.125LCSR間の部材 
0.38 

断面積が 65cm2 を超える面材 0.38 

その他 0.24 

継手端部 
バラストタンク及び貨物タンクの境界 0.48 

その他 0.38 

 

② 

② 
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2.5.5
取り付ける縦通防撓材のウェブの建造板厚が 15mm を超え，かつ，付き板の板厚を超える場合には，溶接は両面連続す

み肉溶接とし，溶接脚長は次に掲げる値の最大値以上としなければならない。

(a) 0.30tas-built：ここで，tas-builtは付き板の建造板厚で，30mm を超える必要はない。

(b) 0.27tas-built+1.0mm：ただし，脚長は 8mm を超える必要はない。ここで，tas-builtは付き板の建造板厚。

(c) 溶接脚長で，表 1 に示す値。

2.5.6
2.5.2 に規定する 2 つ目の算式により最小溶接寸法が決定される場合，外板，甲板又は隔壁に対する溶接継手は，防撓

材が部材を通過する場所の切欠による部材減少を考慮しなければならない。ウェブ板及び切欠の幅が防撓材間隔の 15％

を超える場合，溶接脚長は次の算式の値を乗ずるものとする。 

W

s
l

85.0  

s： 防撓材の心距（mm）（図 5 参照） 

Wl ： 切欠間のウェブ長さ（mm）（図 5 参照） 

 
図 5 防撓材のウェブ切欠 

 

2.5.7 主要支持部材の端部結合部におけるせん断面積

主要支持部材のせん段スパンの 10％を含む端部結合部の溶接は，溶接面積がその部材のグロス断面積と等しくしなけ

ればならない。溶接脚長 legl は，次の算式による。 

dep

reqgrw
ydleg

th
f

l
l

-41.1=  

hw： 主要支持部材のウェブ高さ

tgr_req： せん断スパンの 10％を含む結合端部付近における，ウェブの要求グロス板厚（mm）で，貨物倉の有限要

素解析による降伏に対する最大使用係数又は，貨物倉区域以外の主要支持部材のせん断面積に基づく。 

weldl : 溶接部の長さ（mm）（図 6 参照） 

depl : 溶接の溶着部の長さ（mm）で次による。（図 6 参照） 

welddep ll 2=  

溶接寸法は 2.5.2 の規定により算出する値以上としなければならない。

2.5.8 縦通防撓材

板と縦通防撓材の溶接は，3 章 7 節 1.1.3 に規定するせん断スパンの 15％の範囲における縦通防撓材の端部において，

両面連続でなければならない。

主要支持部材では，両面連続溶接長さを縦通防撓材深さ又は端部ブラケット深さのいずれか大きい方と等しくしなけれ

ばならない。

 

切欠幅 
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図 6 主要支持部材のせん断面積 

 
備考 1： 長さ weldl は，溶接部の長さである。溶接金属の溶着部の全長 depl は，両面すみ肉溶接の場合，溶接継手の長さ weldl の 2 倍

とする。 

2.5.9 甲板縦通防撓材

甲板縦通防撓材に対しては，縦通防撓材及び主要支持部材との交差部において，並列溶接が要求される。

2.5.10 ブラケットにより連続性が保たれる縦強度部材

縦強度部材が主要構造部材の位置で切られ，強度の連続性がブラケットにより保持される場所では，溶接面積 Aweld は

部材のグロス断面積以上としなければならない。また，溶接面積 Aweld（cm2）は次の算式により決定しなければならない。 

100
depthroatyd

weld
tf

A
l

=  

2.5.11 ブラケットなしの防撓材

断続溶接が認められる箇所においては，外板，防撓材，水密隔壁，油密隔壁及び居住区前面に付くブラケットなしの防

撓材は，各端部において，その長さの 1/10 の長さに対して，両面連続すみ肉溶接を施さなければならない。非水密構造

隔壁，甲板室側面及び後面のブラケットなしの防撓材は，各端部において，一組の並列断続溶接を施さなければならない。

2.5.12 溶接寸法の軽減

承認された自動深溶込み溶接の手順により，品質管理により部材間のルート間隔を 1mm 以下にできる場合には，表 2
に規定する溶接係数は，すみ肉溶接脚長が 1.5mm を超えない範囲で 15％まで軽減することができる。造船所が，次に掲

げる要件に常に適合することができる場合には，すみ肉溶接脚長 1.5mm を超えない範囲で 20％まで軽減することができ

る。

(a) 溶接は最小及び最大ルート間隔を満足する溶接施工方法承認試験により承認された適切な手順により行われるこ

と。 

(b) ルート部の溶込み量は，少なくとも脚長の軽減量と同じとすること。

(c) 確立された品質管理システムが適切に行われていることを実証すること。

2.5.13 溶接寸法軽減の根拠

いずれかの方法により，溶接寸法の軽減する場合には，軽減の根拠となる具体的な規定を図面に記載しなければならな

い。図面には，軽減された溶接脚長に対する溶接設計及び寸法要件とともに，2.5.2 に規定する要求溶接脚長を記載しな

ければならない。また，図面には，両脚長の差違及び適用する要件を追記しなければならない。 
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3. 突合せ継手 

3.1 一般

3.1.1
防撓板構造の板部材の継手は，原則として，突合せ継手で結合しなければならない。（図 7 参照）

 

図 7 典型的な突合せ継手 

 

 

3.2 板厚差

3.2.1 テーパ

建造板厚差が 4mm より大きい板を溶接する場合には，通常，厚い方の板にテーパを設けなければならない。テーパ長

さは，建造板厚差の 3 倍以上としなければならない。開先の幅が板厚差の 3 倍以上の場合，テーパをつけてはならない。 

4. 他の種類の継手 

4.1 重ね継手

4.1.1 範囲

重ね継手については，特定の場合について本会が承認する場合，適用することができる。重ね継手溶接は，次の箇所に

ついて適用することができる。

･ ダブラーの周囲結合部

･ 応力が非常に低い内部構造部材

4.1.2 重なる部分の幅

重ね継手を適用する場合には，重なる部分の幅は薄い板の建造板厚の 3 倍以上 4 倍以下としなければならない（図 8
参照）。薄い板の建造板厚が 25mm 以上である場合には，オーバーラップに特別な考慮を払わなければならない。 

 
図 8 重ね継手におけるすみ肉溶接 

 

 

V 開先の突合せ継手 K 開先の突合せ継手

X 開先の突合せ継手

（両側同一の開先） 
V 開先継手（裏当て金付き

の片側溶接） 
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4.1.3 ラグ固着部の重ね合わせ

ウェブ及び隔壁板を貫通する防撓材の切欠部のラグ固着部及びカラープレート部のオーバーラップは，ラグ部の板厚の

3 倍以上としなければならない。ただし，50mm を超える必要はない。 

4.1.4 重ね継手の端部

重ね継手の端部は，各端部とも図 8 に示す脚長 legl である連続すみ肉溶接とし，2 つの脚長の合計は，薄い方の板の建

造板厚の 1.5 倍以上としなければならない。

4.1.5 シーム重ね継手

タンク，船倉又は水密隔壁の境界に対して，シーム重ね継手は，両端で 2.5.2 に規定する寸法の連続溶接としなければ

ならない。建造板厚 12.5mm 以下でタンク又は船倉から離れている板のシーム重ね継手は，水密隔壁の境界に対して 2.5.2
の規定に従って片面断続すみ肉溶接とすることができる。

4.2 スロット溶接

4.2.1
スロット溶接は，特定の場合について本会が承認する場合，適用することができる。ただし，船体中央部 0.6LCSR 間の

外板及び強力甲板のダブラーについては，スロット溶接を適用してはならない。

4.2.2
スロットは十分に丸みをつけ，最小長さ slotl は 75mm，最小幅 wslot は建造板厚の 2 倍としなければならない。ダブラー

の主要部及び同様の場所に使用する場合には，スロット溶接の間隔 slots は，2 slotl から 3 slotl としなければならない。た

だし，250mm を超えてはならない（図 9 参照）。すみ肉溶接の寸法は 2.5.2 の規定の 2 つ目の算式により，tas-builtを薄い方

の板の建造板厚，溶接係数を 0.48 として決定する。

 
図 9 スロット溶接 

 
4.2.3 ふさぎ板

内部のウェブに板を溶接するための交通が困難な場合，そのウェブに取り付けた面材にふさぎ板をスロットすみ肉溶接

で取り付けることができる。

4.2.4
スロットは十分丸みをつけ，最小長さ slotl は 90mm，最小幅 wslot は建造板厚の 2 倍としなければならない。スロットの

切断面は，滑らかな，傷のない，直角の端部とすると共に，原則として，スロット間隔 sslot は 140mm より大きくしては

ならない。また，スロットは溶接で埋めてはならない。

4.3 スタッド及びジグの溶接

4.3.1
高応力を受ける主構造部に恒久的又は一時的なスタッド，ジグを溶接で取り付ける場合には，取り付け位置について資

料を提出し，承認を得なければならない。 

5. 結合部の詳細 

5.1 ビルジキール

5.1.1
表 4 に従い，パッドプレートは連続すみ肉溶接にて外板に取付け，ビルジキールは連続すみ肉溶接でパッドプレートに

取付けなければならない。
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表 5 ビルジキールの結合 

結合する構造部材 
溶接脚長（mm） 

端部(1) その他 

外板とパッドプレート 0.62 t1as_built 0.48 t1as_built 

ビルジキールウェブとパッドプレート 0.48 t2as_built 0.30 t2as_built 

t1as-built： パッドプレートの建造板厚（mm）

t2as-built： ビルジキールのウェブの建造板厚（mm）

(1) 端部の定義については，3 章 6 節図 19 及び図 20 ゾーン B 参照 

5.1.2
ビルジキール及びパッドプレートの突合せ溶接部は，相互に，また外板の突合せ溶接部とも十分隔離しなければならな

い（図 10 参照）。一般に，外板の突合せ溶接部は，パッドプレートの位置で平らにしなければならない。また，パッドプ

レートの突合せ溶接部は，ビルジキールの位置で平らにしなければならない。パッドプレートの突合せ溶接部と外板が直

接結合することを避けなければならない。この場合，取り外し可能な裏当てを使用しても良い。

5.1.3
パッドプレートは，連続すみ肉溶接で表 5 に規定する脚長としなければならない。パッドプレートの端部は，図 10 に

示すパッドプレートの建造板厚を超えない範囲で，表 5 により脚長を増やさなければならない。パッドプレート先端部に

おける外板との結合部の溶接ビードは，取り付け面となす角度を 45 度以下としなければならない。

5.1.4
原則として，スカラップ又は開口を設けてはならない。アレストホールは，ビルジキール突合せ溶接部にパッドプレー

トにできる限り近づけてドリルで開口しなければならない。アレストホールの直径は突合せ溶接の幅より大きく，最小

25mm としなければならない。突合せ溶接部に非破壊検査を施す場合にあっては，アレストホールを省略することができ

る。 

図 10 ビルジキール 

 

 

外板

パッドプレート

穴径

25mm 以上かつ W 越え 

ビルジキール

可能な限り

近くする 約 1.5b

最小 50mm
最大 100mm 

約 3h

② 

② 
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5.2 ばら積貨物船の倉内肋骨

5.2.1
次の要件は，単船側構造ばら積貨物船の倉内肋骨，端部ブラケット及びトリピッングブラケットに適用する。

5.2.2
図 11 に示す領域 a 及び b においては，両面連続すみ肉溶接を用い，脚長はそれぞれ 0.62tas_built，0.57tas_builtとしなけれ

ばならない。ここで，tas_builtは，結合する 2 つの部材のうち，薄い方の部材の建造板厚（mm）とする。

5.2.3
両側連続すみ肉溶接は倉内肋骨及び船側外板とトリッピングブラケットとの結合部に適用しなければならない。溶接脚

長 legl （mm）は次による。 

･ 10<-builtast の場合， 0.15.0 +-builtast  

･ 2010 <£ -builtast の場合， 0.24.0 +-builtast  

･ 20³-builtast の場合， 0.43.0 +-builtast  

算式中の tas_builtは取り付ける板の建造板厚とする。 

 
図 11 ばら積運搬船の倉内肋骨 

 

トップサイドタンク

ホッパタンク

領域 a 

領域 b 

領域 a 

領域 a：0.62tas-built 
領域 b：0.57tas-built 

tas-built は t1as-built と t2as-built の

うち小さい方とする 
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5.3 梁柱及びクロスタイの端部結合

5.3.1
梁柱及びクロスタイの端部結合における有効すみ肉溶接面積（mm）（のど厚 溶接長さ）は次の算式による値以上でな

ければならない。 

F
R

fA
weldeH

weld

75.0

_
3

235
 
ø

ö
ç
ç
è

æ
=  

F： 考慮する構造に対する設計荷重（kN）
f3： 係数で次による。 

梁柱又はクロスタイに圧縮のみが作用する場合， 05.03 =f  

梁柱又はクロスタイに引張りが作用する場合， 14.03 =f  

5.4 小さい角度で板を取り付ける場合

5.4.1
板とそれに取り付ける板との角度q（図 12 参照）が 75 度より小さい場合，大きい角度とする側のすみ肉溶接の寸法 ql

（mm）については，次の算式に従って増さなければならない。 

2
sin2 qq
legl

l =  

legl ： すみ肉脚長（mm）で，2.5.2 の規定による。 

q ：  取付角度（deg）で，図 12 に示す。 
 

図 12 取付角度 

 

5.4.2
液体を積載しない区画と空所においてのみ，主要強度部材の取付角度 q を 45 度より小さくして差し支えない。 
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13 章 就航後の船舶，切替え基準 

1 節 原則及び検査要件 

1. 原則 

1.1 適用

1.1.1 
本章では，船体構造の板厚の許容衰耗量に対する評価基準を規定する。

1.1.2 
本評価基準は本編の規定より登録された就航船にのみ適用する。

1.1.3 
板厚計測値は，規定の切替基準に対して船体構造を評価するために使用しなければならない。

1.1.4 
船体検査要件は，次の IACS 統一規則に基づく B 編の規定による。

・ 単船側構造ばら積貨物船については IACS 統一規則 Z10.2

・ 二重船殻油タンカーについては IACS 統一規則 Z10.4

・ 二重船側構造ばら積貨物船については IACS 統一規則 Z10.5

1.2 許容衰耗量の概念

1.2.1 許容衰耗量

許容衰耗量は，局部腐食及び全体的な腐食の 2 種類に分けられ，3 章 2 節 1.1.2 の規定による。

1.2.2 評価

局部腐食及び全体的な腐食に対する切替基準による評価は，当該船舶の一生を通じて要求される。

すべての構造部材の計測板厚が 13 章 2 節 2 に要求される板厚を超える場合，当該船舶の運航中は，3 章 3 節に規定さ

れる腐食予備厚を含み，降伏，座屈，及び疲労等のすべての関連する荷重及び限界状態を考慮している建造時の要件によ

る評価は要求されない。

1.2.3 鋼材の切替え

局部腐食量又は全体的な腐食量が許容値を満足しない場合，当該部の鋼材の切替えを行わなければならない。

1.3 書類に関する要求

1.3.1 図面

1 章 3 節に規定する本船に備え付ける図面には，それぞれの構造部材に対し，13 章 2 節に規定する切替えが要求される

板厚及び建造時の板厚の両方を記載しなければならない。また，船主要求による特別な増厚も，図面上に明示しなければ

ならない。

本船に備えるべき図面のリスト及び情報については，IACS 統一規則 Z10.2, Z10.4 及び Z10.5 に基づく B 編の規定によ

る。

1.3.2 ハルガーダの断面特性

本船に備え付けられる中央断面図は5章 1節に規定される全ての貨物倉の代表的な横断面に対するハルガーダの断面特

性を含まなければならない。 

2. 船体検査に関する要件 

2.1 一般

2.1.1 検査の最低要件

板厚計測を含む船級維持検査の最低要件は，IACS 統一規則 Z10.2, Z10.4 及び Z10.5 に基づく B 編の規定による。 

② 
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2 節 許容基準 

記号 

tas-built： 建造板厚（mm）

tc： 腐食予備厚（mm）で，3 章 2 節の規定による。

tres： 腐食余裕厚（mm）で，0.5mm とする

tvol_add： 任意追加板厚（mm） 

1. 一般 

1.1 適用

1.1.1 
本節では許容基準に関する要件を規定する。

1.2 定義

1.2.1 甲板領域

甲板領域については，ハルガーダ強度に寄与する次の全ての部材を含む。

・ バルクキャリアについては，基線上 0.9D に相当するレベル及びその上方の部材で，例えば次による。 

・ 強力甲板の板部材

・ 梁上側板

・ 舷側厚板

・ 船側外板

・ 内殻及びその他の縦通隔壁

・ 水平部及び垂直部を含むトップサイドタンク斜板

・ 上記板部材に付く縦通防撓材，ガーダ及びストリンガ 

・ 油タンカーについては，次による 

・ 強力甲板の板部材

・ 梁上側板

・ 舷側厚板

・ 内殻及びその他の縦通隔壁の最上部の板

・ 上記板部材に付く縦通防撓材，ガーダ及びストリンガ 

1.2.2 船底領域

船底領域については，ハルガーダ強度に寄与する次の部材を含む。

・ バルクキャリアについてはホッパ斜板の上端レベルまで，ホッパタンクが無い場合は，内底板及び内底板までの部

材。

・ 竜骨

・ 船底外板

・ ビルジ外板

・ ボトムガーダ

・ 内底板

・ ホッパタンク斜板及び水平板

・ 上記板部材に付く縦通防撓材

・ 船側外板 

・ 油タンカーについては，次による。 

・ 竜骨

・ 船底外板 
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・ ビルジ外板

・ 縦通隔壁の最下部の板

・ ボトムガーダ

・ 上記板部材に付く縦通防撓材 

1.2.3 中性軸領域

中性軸領域については，次に例示される甲板領域と船底領域の間の部材を含む。

・ 船側外板

・ 内殻及び縦通隔壁

・ トップサイドタンク斜板

垂直面に対し傾斜するハルガーダのウェブを形成する縦強度部材において，領域面積に含まれる部材面積は，垂直面に

投影した面積に基づかなければならない。 

2. 切替基準 

2.1 局部腐食

2.1.1 局部構造の切替板厚

局部構造は，局部支持部材及び主要支持部材を含む。

計測された板厚 tm（mm）が，次により定まる切替板厚 tren 未満の場合，鋼材の切替えが要求される。 
addvolcbuiltasren tttt _--= -  

2.1.2 切替範囲

2.1.1 の規定による切替基準により切替えが必要となった範囲は，原則として，建造時の材料と同等又はそれ以上のグ

レード及び強度の材料に切替えることにより修理しなければならない。また，修理の板厚 trepair（mm）は次の値以上とし

なければならない。 
addvolbuiltasrepair ttt _-= -  

2.1.3 代替措置

計測された板厚 tm（mm）が次の算式を満足する場合，IACS 統一規則 Z10.2, Z10.4 及び Z10.5 に基づく B 編の規定に従

い，代替措置を講じてもよい。 

resrenmren tttt +<£  

2.2 全体的な腐食

2.2.1 適用

建造後 10 年以上の船舶の定期検査において，必要に応じて，構造部材の計測板厚，切替板厚，補強された板厚を用い

て縦強度を評価しなければならない。

2.2.2 切替基準

ハルガーダ強度基準は次による。

(a) 甲板領域及び船底領域 

板厚計測結果に基づき決定する現在のハルガーダ断面係数は，申請グロス板厚に基づき 5 章 1 節に従って計算され

た断面係数の 90％未満であってはならない。

これによらない場合，船底領域及び甲板領域の現在の断面積（考慮する領域で計測された部材の断面積の合計とす

る。）は，申請グロス板厚に基づき決定された同じ部分の断面積の 90％未満であってはならない。 

(b) 中性軸領域 

中性軸領域の現在の断面積（当該領域で計測された板部材の断面積の合計とする。）は，中性軸領域の申請グロス

板厚から 0.5tc 引いた値に基づき計算された断面積未満であってはならない。 

考慮する横断面において，ハルガーダ強度に寄与する全ての部材の実際の申請グロス板厚の衰耗が，甲板領域及び船底

領域において 10％未満，中性軸領域において 0.5tc 未満である場合，当該横断面におけるハルガーダ強度に関する許容基

準は満足しているものとし，板厚計測を行った他の横断面において計算を行う必要はない。

申請グロス板厚の定義は 3 章 2 節に規定する。 
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2 編 船種特有の要件 

1 章 ばら積貨物船 

1 節 一般配置要件 

1. 船首楼 

1.1 一般

1.1.1 
閉囲された船首楼を乾舷甲板上に設けなければならない。

船首楼の後端壁は，最前端貨物倉の前端隔壁直上又はそれより後方に配置しなければならない。（図 1 参照）

ただし，ハッチカバーの開閉のため，船首楼後端壁を最前端貨物倉の前端隔壁直上又はそれよりも後方の位置に配置で

きない場合であって船首材前面から船首楼後端壁までの水平距離が 1 編 1 章 4 節 3.1.2 に規定する船の乾舷用長さの 7%

以上である場合に限り，船首楼後端壁を最前端貨物倉の前端隔壁より前方に配置することができる。

 
図 1 船首楼の配置 

  

1.1.2
船首楼高さ HFは，次に定める値以上としなければならない。

・ 1 編 1 章 4 節 3.3 に規定する船楼の標準高さ

・ HC + 0.5（m），HCは最前端貨物倉（No.1 貨物倉）のハッチコーミング高さ

1.1.3
船首楼甲板は，その後端と最前端貨物倉の前端ハッチコーミングまでの距離 Fl が次の算式による値以下になるように

設けなければならない。 

CFF HH -= 5l  

1.1.4
船首楼甲板上には，ハッチコーミング及びハッチカバーを保護する目的でブレイクウォータを設けてはならない。その

他の目的により設ける場合にあっては，ブレイクウォータは，その後端から船首楼甲板後端までの距離が HB / tan 20 以上

になるように設けなければならない。ここで，HB はブレイクウォータの高さ（m）とする。（図 1 参照） 

ハッチサイドコーミング上端

前端隔壁
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2 節 構造設計の原則 

記号 

本節に規定されない記号については，1 編 1 章 4 節による。 

1. 適用 

1.1
1.1.1
本節の規定は，1 編 3 章 6 節の規定に加え，ばら積貨物船のすべての構造に適用する。 

2. 防食措置 

2.1 一般

2.1.1 二重船側部の空所

二重船側部の空所については，2.2 の規定に従い防食措置を施さなければならない。

2.1.2 貨物倉及びバラストホールド

貨物倉及びバラストホールドについては，2.3 の規定に従い防食措置を施さなければならない。

2.2 二重船側部の空所の保護

2.2.1 
乾舷用長さ LLLが 150m 以上の船舶における貨物区域内の二重船側部の空所については，有効な防食措置（ハードペイ

ント又はそれと同等なもの）を施さなければならない。

2.3 貨物倉内の保護

2.3.1 塗装

造船所及び船主は，積載する貨物に適した塗料を選定しなければならない。特に貨物との適合性に注意を払わなければ

ならない。

2.3.2 適用

ハッチコーミング及びハッチカバーの貨物倉内に面する表面及び暴露する表面のすべて並びに内底板，ビルジホッパタ

ンク斜板及び下部スツール斜板を除く貨物倉内のすべての表面（船側構造及び横隔壁）については，有効な防食措置（エ

ポキシ系又はこれと同等な塗料）を，製造者の推奨に従って施さなければならない。

船側構造及び横隔壁については，それぞれ 2.3.3 及び 2.3.4 の規定に従って塗装を施さなければならない。

2.3.3 船側構造の塗装範囲

塗装範囲は，次の部分の貨物倉内に面する表面とする。

・ 縦通隔壁板

・ トップサイドタンク斜板

・ ビルジホッパタンク斜板において，単船側構造の貨物倉の場合は倉内肋骨下部ブラケットの下端から，二重船側構

造の貨物倉の場合はビルジホッパタンク斜板上端から下方 300mm の範囲 

これらの範囲を図 1 に示す。 
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図 1 船側構造の塗装範囲 

 

2.3.4 横隔壁の塗装範囲

横隔壁の塗装範囲は，単船側構造の貨物倉の場合は倉内肋骨下部ブラケットの下方 300mm の範囲，二重船側構造の貨

物倉の場合はビルジホッパタンク斜板上端の下方 300mm の範囲から上方となる全ての場所とする。 

3. 構造詳細の原則 

3.1 二重底構造

3.1.1 適用

1 編 2 章 3 節 2 の規定に加え，本項の規定は，次の船舶に適用する。

・ 船の長さが 150m 未満のばら積貨物船

・ 船の長さが 150m 以上のばら積貨物船で，バラスト水を積載する貨物倉を 1 つ以上もつ船舶

3.1.2 二重底高さ

貨物区域の二重底高さ dDB（m）は，各貨物倉の船長方向における中央位置でキール線から計測したもので，次の算式

による値以上としなければならない。 

SCDB TBd 19.0032.0 +=  

ただし，次の要件を満たす場合，減じてもよい。

・ 隣接するガーダの心距は，4.6m 又は船底縦通防撓材又は内底縦通防撓材の心距の 5 倍のいずれか小さい方の値以

下とすること。 

・ フロアの心距は，3.5m 又は倉内肋骨の心距の 4 倍のいずれか小さい方の値以下とすること。倉内肋骨が横式構造

でない場合，設計者が設定した肋骨の呼び心距とする。

3.1.3 ガーダの心距

隣接するガーダの心距は，一般に，4.6m 又は船底縦通防撓材又は内底縦通防撓材の心距の 5 倍のいずれか小さい方の

値以下としなければならない。

3.1.4 フロアの心距

フロアの心距は，通常，3.5m 又は倉内肋骨の心距の 4 倍のいずれか小さい方の値以下としなければならない。倉内肋

骨が横式構造でない場合，設計者が設定した肋骨の呼び心距とする。

3.2 単船側構造

3.2.1 適用

本規定は，横式構造の単船側構造に適用する。

単船側構造が横桁（特設肋骨）又は水平桁で支持される場合については，これらの主要支持部材を二重船側構造内の主

要支持部材とみなし，1 編 3 章 6 節 8 の規定を適用する。 

塗装範囲 塗装範囲

ビルジホッパタンクビルジホッパタンク 

トップサイドタンク トップサイドタンク
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3.2.2 一般配置

倉内肋骨は，肋骨心距毎に配置しなければならない。

空気管が貨物倉内を通過する場合，機械的な損傷が生じないよう適切な手段により空気管を保護しなければならない。

3.2.3 倉内肋骨

倉内肋骨は，上部及び下部ブラケットが一体の対称断面形状を有するものとし，ブラケット部のトウは滑らかな形状と

しなければならない。

倉内肋骨の面材は，端部ブラケットとの結合箇所で，緩やかな曲がりをつけるものとし，ナックルとしてはならない。

曲がり部の曲率半径（mm）は，次の算式による値以上としなければならない。 

cf

f

tt
b

r
+

=
24.0

 

tc： 1 編 3 章 3 節に規定する腐食予備厚

bf, tf： 曲面を有する面材の幅（mm）及びネット板厚（mm）。面材の端部はスニップ形状としなければならない。 

長さが 190m 未満の船舶については，軟鋼の倉内肋骨とする場合，当該肋骨は，別構造のブラケットを備える非対称断

面のものとすることができる。ブラケットの面材又は曲縁部の両端部はスニップ形状としなければならない。また，ブラ

ケットのトウは滑らかな形状としなければならない。

倉内肋骨の寸法を，図 2 に示す。

 
図 2 倉内肋骨の寸法 

 

トップサイドタンク

上部ブラケット

下部ブラケット

ビルジホッパタンク
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3.2.4 上部及び下部ブラケット

ブラケットの面材又は曲縁部は，両端でスニップ形状としなければならない。ブラケットのトウは滑らかな形状としな

ければならない。ブラケットの建造板厚は，取り付けられる倉内肋骨のウェブの建造板厚以上としなければならない。

下部及び上部ブラケットの寸法，特に高さ及び長さについては，図 3 に示す値以上としなければならない。 

 
図 3 下部及び上部ブラケットの寸法 

 

3.2.5 トリッピングブラケット

最前端貨物倉及び BC-A が付記される船舶の全貨物倉において，非対称断面となる倉内肋骨については，図 4 に示すと

おり，肋骨 2 本毎に 1 つのトリッピングブラケットを設けなければならない。

トリッピングブラケットの建造板厚は，結合される肋骨のウェブの建造板厚以上としなければならない。

トリッピングブラケットと肋骨及び船側外板の固着については，両側連続溶接としなければならない。 

 
図 4 最前端貨物倉の肋骨に取り付けるトリッピングブラケット 

 

原則，0.5d 以上

ウェブの深さ
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3.2.6 支持構造

倉内肋骨下端部及び上端部の結合部における構造的連続性については，図 5 に示すように，ビルジホッパタンク内及び

トップサイドタンク内にブラケットを設けることにより確保しなければならない。

 
図 5 下端部における支持構造の例 

 

3.3 甲板構造 

3.3.1 トップサイドタンク内の桁部材

船の長さが 150m 未満のばら積貨物船のトップサイドタンク内の桁部材の心距は，一般的に，肋骨心距の 6 倍以下とし

なければならない。

3.3.2 ばら積貨物船の倉口間のクロスデッキ

甲板口側線内において，クロスデッキ構造が横式構造となる場合，ハッチエンドビーム及び甲板口側線内甲板横桁は適

切に桁で支持され，ハッチサイドガーダから船側に向って 2 番目の縦通部材まで延長しなければならない。延長すること

ができない場合は，ハッチサイドガーダと 2 番目の縦通部材の間に中間防撓材を設け，当該構造について，1 編 7 章の規

定による直接強度計算又は本会が適当と認める方法により強度評価を行わなければならない。

クロスデッキを支持する横桁部材は船側外板又はトップサイドタンクの主要支持部材により支持されなければならな

い。

横式構造となるクロスデッキの側部における強力甲板との取り合いは，中間の板厚の板部材を挿入することにより滑ら

かにしなければならない。

3.3.3 トップサイドタンク構造

トップサイドタンクの斜板は縦式構造としなければならない。

トップサイドタンク構造は，可能な限り機関区域内まで延長し，徐々に減じられていく構造としなければならない。

二重船側部横桁がトップサイドタンク内の横桁と同一平面に設けられていない場合，構造の連続性に十分考慮を払わな

ければならない。

3.3.4 強力甲板の開口－ハッチコーナ

(a) 貨物倉区域内

貨物倉区域内に位置する倉口において，ハッチコーナ部を円形とする場合，ハッチコーナ部には，後述する算式による

滑らかな形状のトウ

下部ブラケットのウェブ深さ
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板厚以上のインサートプレートを備えなければならない。

ハッチコーミングの下部に連続するデッキガーダを設ける場合，ハッチコーナ部の曲率半径は，倉口幅の 5%以上とし

なければならない。

船幅方向に 2 つ以上の倉口を配置する場合のハッチコーナ部の曲率については，本会の適当と認めるところによる。

貨物倉区域内に位置する倉口において，ハッチコーナ部が楕円形又は放物線形状で，かつ，その大きさを次の算式によ

る値以上とする場合，一般的に，ハッチコーナ部にインサートプレートを備える必要はない。

・ 船幅方向： 倉口幅の 1/20 又は 600mm のいずれか小さい方の値

・ 船首尾方向： 船幅方向の寸法の 2 倍

インサートプレートが要求される場合，そのネット板厚（mm）は，次の算式による値以上としなければならない。た

だし，toff未満としてはならない。また，1.6toffより大きい値とする必要はない。 

offINS tbt  
ø
ö

ç
è
æ +=

l
4.08.0  

l ： ハッチコーナ部におけるクロスデッキの幅（m）で，船長方向に計測する。（1 編 3 章 6 節図 15 参照） 

b： 当該倉口の幅（m）で船幅方向に計測する。（1 編 3 章 6 節図 15 参照）

toff：  倉口の側部における甲板の申請ネット板厚（mm） 

最前端の倉口の前端及び最船尾の倉口の後端のコーナ部におけるインサートプレートの板厚は，隣接する甲板のネット

板厚の1.6倍より大きなものとしなければならない。ハッチコーナ部における応力が許容値より低いことが示される場合，

その結果に基づき，本会はより薄い板厚を認める場合がある。

インサートプレートが要求される場合，1 編 9 章 6 節表 15 に示す配置において d1，d2，d3及び d4 は縦通防撓材心距よ

り大きなものとしなければならない。

船の長さ LCSRが 150m 以上のばら積貨物船においては，ハッチコーナ部の半径，板厚及びインサートプレートの適用範

囲は，1 編 8 章，1 編 9 章にそれぞれ規定される座屈評価及び疲労強度評価を含む 1 編 7 章に規定される直接強度評価に

より決定して差支えない。当該船舶にあってはハッチコーナ部を円形とすることを推奨する。

(b) 貨物倉区域外

貨物倉区域外に位置する倉口において，ハッチコーナ部に設けるインサートプレートの板厚については，本会の適当と

認めるところによる。

3.3.5 ワイヤロープに対する保護

ハッチサイドガーダ（トップサイドタンクの上部位置）及びハッチエンドビーム並びにハッチコーミング上部には，半

丸鋼を取り付ける等の適切な保護を講じることにより，倉口部のワイヤロープによる損傷を防止しなければならない。 
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3 節 局部寸法 

記号 

本節に規定されない記号については，1 編 1 章 4 節による。

CXG，CYS，CYR，CYG，CZP，CZR： 荷重組合せ係数で，1 編 4 章 2 節の規定による。

dshr： 防撓材の有効せん断深さで，1 編 3 章 7 節 1.4.3 の規定による。

FR： 作用する力（kN）で，1 編 4 章 6 節表 7 の規定による。

Fsc-ib-s： 静的荷重（kN）で，1 編 4 章 6 節 4.3.1 の規定による。防撓材については， l を bdgl  に読み替える。 

Fsc-ib： 全荷重（kN）で，1 編 4 章 6 節 4.2.1 の規定による。防撓材については， l を bdgl  に読み替える。 

Fsc-hs-s： 静的荷重（kN）で，1 編 4 章 6 節 4.3.2 の規定による。防撓材については， l を bdgl  に読み替える。 

Fsc-hs： 全荷重（kN）で，1 編 4 章 6 節 4.2.2 の規定による。防撓材については， l を bdgl  に読み替える。 

l ： 距離（m）で，1 編 4 章 6 節の規定による。 
bdgl ： 有効曲げスパン（m）で，1 編 3 章 7 節 1.1.2 の規定による。 

lpl ： 距離（m）で，1 編 4 章 6 節の規定による。 

SFl ： 倉内肋骨のスパン（m）で，1 章 2 節図 2 に示す。ただし，0.25D 以上とする。 

P： 1 編 6 章 2 節 2 の規定により考慮する設計荷重条件及び 1 編 3 章 7 節 3.2 に規定する荷重点で計算される設計

荷重に用いる設計圧力（kN/m2） 

PR： 圧力（kN/m2）で，1 編 4 章 6 節表 7 の規定による。

sCW： 板幅（mm）で，波形フランジ a 又はウェブの幅 c のうち大きい方の値（1 編 3 章 6 節図 21 参照）

sC： 波形隔壁のフランジの 1/2 ピッチの幅（mm）（1 編 3 章 6 節図 21 参照） 

1. 単船側ばら積貨物船の倉内肋骨 

1.1 強度基準

1.1.1 ネット断面係数及びネットせん断面積

面外圧力を受ける倉内肋骨のスパン中央におけるネット断面係数 Z（cm3）及びネットせん断面積 Ashr（cm2）は次の算

式による値以上としなければならない。 

eHsbdg

SF
m RCf

sPZ
2

125.1
l

a=  

310
2

0.5 -
 
ø

ö
çç
è

æ -
=

SF

BSF

eHt

SF
Sshr C

sPA
l

lll

t
a  

ma ： 係数で次による。 

42.0=ma  BC-A の場合 

36.0=ma  その他の船の場合 

fbdg： 曲げに対する係数で 10 とする。

Cs： 設計荷重条件に対する許容曲げ応力の係数で次の値を考慮する。 
75.0=Cs  評価基準条件 AC-S において 

90.0=Cs  評価基準条件 AC-SD において 

Sa ： 係数で次による。 

1.1=sa  BC-A が付記された船舶で隔倉積状態での空倉の倉内肋骨 

0.1=sa  他の倉内肋骨 

Bl ： 下部ブラケットの長さ（m）で，図 1 の規定による。 

P： 1 編 6 章 2 節表 1 に規定される設計荷重条件に用いる設計圧力（kN/m2）

Ct： 許容せん断応力の係数で次の値とする。 
75.0=tC  評価基準条件 AC-S において 
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90.0=tC  評価基準条件 AC-SD において 

 
図 1 下部ブラケットの長さ 

 

1.1.2 バラストホールドにおける倉内肋骨

1.1.1 の規定に加え，ヘビーバラスト状態でバラストを積載する貨物倉内の倉内肋骨のネット断面係数 Z（cm3）及びネ

ットウェブ板厚 tw（mm）は，倉内肋骨の全長に亘って，1 編 6 章 5 節の規定を満足しなければならない。ただし，l は両

端のブラケットを考慮に入れた倉内肋骨のスパンで，1 編 3 章 7 節 1.1 の規定による。

1.1.3 追加の強度要件

最前端貨物倉内の船首隔壁から数えて 3 本目までの倉内肋骨については，ネット断面二次モーメント I（cm4）は次の

算式による値以上としなければならない。 

n
PI SF

4

18.0
l

=  

n： 船首隔壁から数えた考慮する倉内肋骨までの数で，1，2 又は 3 のいずれかの値とする。 

代替手法として，船首倉内のストリンガと最前端貨物倉の構造的連続性が確保されるよう，船首隔壁からトップサイド

タンク及びホッパタンク内に設けられる横部材により支持される倉内肋骨の間にストリンガのような支持部材を設ける

こととして差支えない。

1.2 倉内肋骨の下部ブラケット

1.2.1
1 章 2 節図 2 に規定する下部ブラケットの位置において，下部ブラケット又は一体型下部ブラケットの船側外板を考慮

したネット断面係数は，1.1.1 の規定による倉内肋骨のスパン中央部で要求されるネット断面係数 Z（cm3）の 2 倍以上と

しなければならない。

1.2.2
ヘビーバラスト状態でバラストを積載する貨物倉内の下部ブラケットの位置において，ネット断面係数 Z（cm3）は 1.1.1

及び 1.1.2 の規定によるネット断面係数の大きい方の値の 2 倍以上としなければならない。

1.2.3
下部ブラケットのネット板厚 tLB（mm）は，次の算式による値以上としなければならない。 

5.1+= wLB tt  

tW（mm）は，倉内肋骨のウェブのネット板厚とする。 

1.2.4
下部ブラケットのネット板厚 tLB（mm）は，次の算式を満足しなければならない。

 

肋骨ウェブの深さ

下部ブラケットの長さ 

断面 b) 

断面 a)
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･ 左右対称な断面を有する倉内肋骨の場合 

k
t
h

LB

LB 87£  

･ 左右非対称な断面を有する倉内肋骨の場合 

k
t
h

LB

LB 73£  

倉内肋骨下部ブラケットのウェブ深さ hLBは，ビルジホッパタンクの斜板と船側外板との交点から下部ブラケットの面

材に対して垂直に計測しなければならない。（1 章 2 節図 5 参照）

船首隔壁から数えて 3 本目までの倉内肋骨については，倉内肋骨下部ブラケットのネット板厚 tLBは 1.1.3 の規定により

十分な強度を有し，下部ブラケットのネット板厚 tLBが倉内肋骨のウェブのネット板厚 tW の 1.73 倍より大きい場合，1.2.4
に示す tLBは次の算式により求まる t'LBとして差支えない。 

( ) 3/12
wLBLB ttt =¢  

tWは 1.1.1 の規定によるせん断面積 Ashrに対応する倉内肋骨のウェブのネット板厚（mm）とする。 

1.3 倉内肋骨の上部ブラケット

1.3.1
1 章 2 節図 2 に規定する上部ブラケットの位置において，倉内肋骨並びに上部ブラケット又は一体型上部ブラケットの

船側外板を考慮したネット断面係数は，1.1.1 の規定による倉内肋骨のスパン中央部で要求されるネット断面係数 Z の 2

倍以上としなければならない。

1.3.2
ヘビーバラスト状態でバラストを積載する貨物倉内の上部ブラケットの位置において，ネット断面係数 Z（cm3）は 1.1.1

及び 1.1.2 の規定によるネット断面係数の大きい方の値の 2 倍以上としなければならない。上部ブラケットのネット板厚

tUB（mm）は，倉内肋骨のウェブのネット板厚以上としなければならない。 

1.4 倉内肋骨上端及び下端の固着部

1.4.1 ネット断面係数

次に掲げる防撓材の断面係数は，次の算式を満足しなければならない。

･ 倉内肋骨下端のカウンターブラケットを支持する船側外板及びビルジホッパ斜板の縦通防撓材

･ 倉内肋骨上端のカウンターブラケットを支持する船側外板及びトップサイドタンク斜板の縦通防撓材 

å ³
n eH

SF
Tipli R

PdZ
16

2
1

2 ll
a  

n： 船側外板及びビルジホッパ斜板において倉内肋骨下部カウンターブラケットを支持する縦通防撓材の本

数又は船側外板及びトップサイドタンク斜板において倉内肋骨の上部カウンターブラケットを支持する

縦通防撓材の本数 

Zpl i： i番目の船側外板及びビルジホッパ斜板において倉内肋骨下部カウンターブラケットを支持する縦通防撓

材又は船側外板及びトップサイドタンク斜板において倉内肋骨の上部カウンターブラケットを支持する

縦通防撓材のネット塑性断面係数（cm3） 

di： i 番目の縦通防撓材の，船側外板とビルジホッパタンク又はトップサイドタンク斜板の交点からの距離

（m） 

1l ： ビルジホッパタンク又はトップサイドタンク内の横桁の心距（m） 

ReH： 船側外板及びビルジホッパ斜板において倉内肋骨下部カウンターブラケットを支持する縦通防撓材又は

船側外板及びトップサイドタンク斜板において倉内肋骨の上部カウンターブラケットを支持する縦通防

撓材の材料の降伏強度のうち最も小さい値（N/mm2） 

Ta ： 係数で，次による。 

150=Ta  倉内肋骨下部カウンターブラケットを支持する縦通防撓材の場合 

75=Ta  倉内肋骨上部カウンターブラケットを支持する縦通防撓材の場合 

1.4.2 ブラケットの固着部のネット面積

倉内肋骨上部又は下部カウンターブラケットとそれを支持する縦通防撓材との固着部のネット面積は，次の算式を満足

しなければならない。 

å -
- ³

i
SFTibkteHii PsRdA 32

, 1002.0 la  

② 
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Ai： ブラケットと i 番目の縦通防撓材との固着部における申請ネット面積（cm2） 

Tid a, ： 1.4.1 の規定による。 

ibkteHR -, ： i 番目の縦通防撓材と固着するブラケットの規格最小降伏応力（N/mm2） 

s： 倉内肋骨の心距（mm） 

2. 木製のダンネージ上のスチールコイルによる荷重を受ける構造 

2.1 一般

2.1.1
スチールコイルを積載する船舶の内底板，ビルジホッパ斜板及び内殻板のうち，最上列のスチールコイルがビルジホッ

パ斜板又は内殻板に接する高さ位置までのネット板厚は，2.3.1 及び 2.4.1 の規定を満足しなければならない。

スチールコイルを積載する船舶の内底板，ビルジホッパ斜板及び内殻板の縦通防撓材うち，最上列のスチールコイルが

ビルジホッパ斜板又は内殻板に接する高さ位置までにある縦通防撓材のネット断面係数及びネットせん断断面積は，2.3.2

及び 2.4.2 の規定を満足しなければならない。

スチールコイルの標準的な固縛方法及び用語を図 2 に示す。

 
図 2 スチールコイルの固縛 

 

2.2 適用荷重

2.2.1 設計荷重条件

静的及び動的荷重成分の組合せは，1 編 4 章 7 節表 1 によらなければならない。

回転半径 kr及びメタセンタ高さ GM は，1 編 4 章 3 節表 2 の設計荷重条件で考慮されている積付状態に従わなければな

らない。スチールコイルの積付における設計荷重の組合せは，表 1 による。

 

表 1 設計荷重条件 

部材 設計荷重条件 荷重成分 喫水 設計荷重 積付状態 

内底板，ビルジホッパタンク

斜板及び内殻板 
BC-9 Fsc-ib-s又は Fsc-hs-s TSC S スチールコイル 

内底板，ビルジホッパタンク

斜板及び内殻板 
BC-10 Fsc-ib 又は Fsc-hs TSC S+D スチールコイル 

 

2.3 内底板

2.3.1 内底板

縦式構造の内底板のネット板厚 t（mm）は，次の算式による値以上としなければならない。 

eHa

3

1 R
10

C
F

Kt sibsc --=  設計荷重条件が BC-9 の場合 

eHa

3

1 R
10

C
F

Kt ibsc-=  設計荷重条件が BC-10 の場合 

チョック

ワイヤ
キーコイル 

支材

ダンネージ

② 
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K1： 係数で，次の算式による値とする。 

( )

 
ø
ö

ç
è
æ +

-- 
ø
ö

ç
è
æ-

=

2

22
2

2

2

1

2
1000

22

1000
73.0

1000
7.1

Ks

KsKs

K

lp

lp

ll

lll

 

K2： 係数で，次の算式による値とする。 

33.21100037.1
10001000

222

2 + 
ø

ö
çç
è

æ
- 

ø
ö

ç
è
æ+ 

ø
ö

ç
è
æ+-=

l

ll

ll

lp

s
ssK  

Ca： 許容曲げ応力の係数で，1 編 6 章 4 節 1.1.1 の規定による。 

2.3.2 内底板付き防撓材

内底板付き防撓材のネット断面係数 Z（cm3）及びネットせん断面積 tw（mm）は，次の算式による値以上としなければ

ならない。 
3

3 10
8 eHs

sibsc

RC
FKZ --= ， 3105.0

eHtshr

sibsc
w Cd

Ft
t

--=  設計荷重条件が BC-9 の場合 

3
3 10

8 eHs

ibsc

RC
FKZ -= ， 310

5.0

eHtshr

ibsc
w Cd

Ft
t
-=  設計荷重条件が BC-10 の場合 

K3： 表 2 による係数で次による。 
102 >n の場合， 3/23 bdgK l=  

Cs： 許容曲げ応力の係数で，1 編 6 章 5 節 1.1.2 の規定による。

Ct： 考慮する設計荷重条件における許容せん断応力の係数 
85.0=tC  評価基準条件 AC-S の場合 

00.1=tC  評価基準条件 AC-SD の場合 

n2： 基本板パネル 1 枚における荷重点の数（1 編 4 章 6 節 4.1.3 参照） 
 

表 2 係数 K3 

n2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

K3 bdgl  
bdg

lP
bdg

l

l
l

2
-  

bdg

lP
bdg

l

l
l

3
2 2

-  
bdg

lP
bdg

l

l
l

9
5 2

-  
bdg

lP
bdg

l

l
l

2

2
-  

bdg

lP
bdg

l

l
l

15
7 2

-  
bdg

lP
bdg

l

l
l

9
4 2

-  
bdg

lP
bdg

l

l
l

7
3 2

-  
bdg

lP
bdg

l

l
l

12
5 2

-  
bdg

lP
bdg

l

l
l

27
11 2

-  

2.4 ホッパタンク及び内殻板

2.4.1 ホッパタンク斜板及び内殻板

縦式構造のビルジホッパ斜板及び内殻板のネット板厚（mm）は次の算式に示す値以上としなければならない。 

3

eHa
1 10

RC
FKt shssc --=  設計荷重条件は BC-9 の場合 

3

eHa
1 10

RC
FKt hssc-=  設計荷重条件は BC-10 の場合 

K1： 係数で，2.3.1 の規定による。

Ca： 2.3.1 の規定による。 

2.4.2 ビルジホッパ斜板付き防撓材及び内殻板付き防撓材

ビルジホッパ斜板付き防撓材及び内殻板付き防撓材のネット断面係数 Z（cm3）及びネットせん断面積 tw（mm）は，次

の算式による値以上としなければならない。 
3

3 10
8 eHs

shssc

RC
FKZ --= ， 3105.0

eHtshr

shssc
w Cd

Ft
t

--=  設計荷重条件が BC-9 の場合 

3
3 10

8 eHs

hssc

RC
FKZ -= ， 3105.0

eHtshr

hssc
w Cd

Ft
t
-=  設計荷重条件が BC-10 の場合 

K3： 表 2 による係数で次による。 
102 >n の場合， 3/23 bdgK l=  

Cs, Ct：2.3.2 の規定による。 
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3. 浸水状態に対する貨物倉間の水密波形隔壁 

3.1 波形隔壁のネット板厚

3.1.1 冷間加工による波形隔壁

貨物倉間の水密波形隔壁のネット板厚（mm）は次の算式による値以上としなければならない。 

eH

R
CW R

Pst 05.1
109.14 3- =  

ネット板厚は 1 編 6 章 4 節 1.2.1 の規定も満足しなければならない。

3.1.2 溶接構造の波形隔壁

貨物倉間の溶接構造の水密波形隔壁において，フランジとウェブの板厚が異なる場合，ネット板厚は次の算式による値

以上としなければならない。

板幅の狭い方の板部材のネット板厚 tNは，次の算式による値以上としなければならない。 

eH

R
NN R

Pst 05.1109.14 3- =  

sN： 狭い方の板幅（m） 

板幅の広い方の板部材のネット板厚 tW（mm）は，次の算式による値のうち，大きい方の値以上としなければならない。 

eH

R
CWW R

Pst 05.1
109.14 3- =  

2
4

2

10
62.4

NO
eH

RCW
W t

R
Pst -=  

tNO： 板幅の狭い方の板部材の実際のネット板厚（mm）で，次の算式による値以下とする。 

eH

R
CWNO R

Pst 05.1109.14 3- =  

ネット板厚は 1 編 6 章 4 節 1.2.2 の規定も満足しなければならない。

3.1.3 波形隔壁の下部

波形隔壁の下部のネット板厚は，内底板（下部スツールがない場合）又は下部スツール頂部から 0.15 Cl 以上の距離の

範囲まで維持しなければならない。ここで， Cl は 1 編 3 章 6 節 10.4.5 に規定する波形隔壁のスパン（m）とする。 

3.1.4 波形隔壁の中央部

波形隔壁の中央部のネット板厚は，甲板（上部スツールがない場合）又は上部スツール底板から 0.3 Cl 以下の距離の範

囲まで維持しなければならない。波形隔壁の中央部のネット板厚は 3.2.1 及び 1 編 6 章 4 節 1.2 の規定も満足しなければ

ならない。 
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図 3 波形横隔壁の各部 

 

3.2 曲げ，せん断及び座屈強度評価

3.2.1 曲げ強度及びせん断強度

貨物倉間の水密波形横隔壁の曲げ強度及びせん断強度は，次の算式を満足しなければならない。 
310

95.0
5.0

eH
MLE R

MWW ³+  

2
eHR

£t  

M： 波形隔壁の曲げモーメント（kN-m）で，次の算式による値 

8
CRFM l

=  

FR： 作用する力（kN）で，1 編 4 章 6 節 3.1.7 の規定による。

Cl ： 波形隔壁のスパン（m）で，1 編 3 章 6 節 10.4.5 の規定による。 

WLE： 波形隔壁の下端部におけるネット断面係数（cm3）で，3.3 の規定による。ただし，いかなる場合も次の

算式による値以下としなければならない。 

eH

RCGG
GMLE R

PshhQWW
23

,
5.010 -

+=  

WG： 波形隔壁の 1/2 ピッチ分のネット断面係数（cm3）で，3.3 の規定による。ただし，シェダープレート又は

ガセットプレートが設けられている場合，それらの最上部での値とする。 

Q： 波形隔壁の下端部におけるせん断力（kN）で，次の算式による値。 

RFQ 8.0=  

hG： シェダープレート又はガセットプレートの高さ（m）（図 4 から図 6 参照）

PR： シェダープレート又はガセットプレート高さの中間点における圧力（kN/m2）で，1 編 4 章 6 節 3.1.7 の規

定による。 

WM： 波形隔壁のスパン中央におけるネット断面係数（cm3）で，3.3 の規定による。ただし，WLE の 1.15 倍以

下とする。 
t ： 波形隔壁に働くせん断応力（N/mm2）で，次の算式による値。 

shrA
Q10=t  

Ashr： 波形隔壁のスパン中央における 1/2 ピッチ分のネットせん断面積（cm2）。波形隔壁のウェブとフランジの

非直線性を考慮して，ネットせん断面積を減じなければならない。

一般に，減じたせん断面積は，ウェブとフランジのなす角度をj として，ウェブ断面積に sin j を乗じて

得られる値として差支えない。 
j ： 波形隔壁のウェブとフランジの成す角度で，1 編 3 章 6 節図 21 による。 

図 3 に定義する波形隔壁における上部のネット断面係数は，本項及び 1 編 6 章 4 節 1.2 の規定に基づく中央部における

上部 0.3 Cl 間 

下部 0.15 Cl 間 

上部 0.3 Cl 間 

中央部 

下部 0.15 Cl 間

中央部 
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要求値の 75%以上としなければならない。異なる降伏強度の材料を使用する場合，要求値を補正すること。

3.2.2 波形隔壁のウェブのせん断座屈強度評価

3.2.1 の規定により算定されるせん断応力t は，次の算式を満足しなければならない。 

Ctt £  

Ct ： 限界座屈応力（N/mm2）で，次の算式による値。 

32
eH

E
R

£t の場合： EC tt =  

32
eH

E
R

>t の場合：  
ø

ö
ç
ç
è

æ
-=

E

eHeH
C

RR
t

t
34

1
3

 

Et ： オイラーのせん断座屈応力（N/mm2）で，次の算式による値。 
2

9.0  
ø

ö
ç
è

æ=
c
tEk w

tEt  

kt： 係数で，6.34 とする。

tw： 波形隔壁のウェブのネット板厚（mm）

c： 波形隔壁のウェブの幅（mm）で 1 編 3 章 6 節図 21 の規定による。 

3.3 波形隔壁下端におけるネット断面係数

3.3.1 有効フランジ幅

波形隔壁下端におけるネット断面係数は，圧縮場となる有効幅 beffのフランジを含めて求めなければならない。ただし，

有効幅 beffは次の算式による値以下としなければならない。 
aCb Eeff =  

CE： 係数で次による。 

2
25.125.2

bb
-=EC  25.1>b の場合 

0.1=EC   25.1£b の場合 

b ： 係数で次による。 

E
R

t
a eH

f
=b  

a： 波形隔壁のフランジの幅（mm）で，1 編 3 章 6 節図 21 の規定による。

tf： フランジのネット板厚（mm） 

3.3.2 ブラケットにより支持されないウェブ

波形部のウェブの下部がスツール頂板（又は内底板）下のブラケットにより支持されない場合，波形部の断面係数は波

形ウェブの 30%を有効として算出しなければならない。ただし，3.3.5 に規定するスツールの斜板が溶接されている場合

を除く。

3.3.3 有効なシェダープレート

図 4 に示す有効なシェダープレートを備える場合，波形部下端（図 4 の断面①）の断面係数を算出する際は，フランジ

部のネット面積（cm2）を，次の算式による ISH分だけ増加させて差し支えない。 

SHfSH ttaI 3105.2 - =  ただし， 3105.2 -
fat より大きい値としてはならない。 

a： 波形隔壁のフランジの幅（mm）（1 編 3 章 6 節図 21 参照）

tSH： シェダープレートのネット板厚（mm）

tf： フランジのネット板厚（mm） 

有効なシェダープレートとは，次をいう。

･ ナックル部がないこと。

･ 1 編 12 章に従って波形部及び下部スツール頂板に溶接されていること。

･ 下縁を下部スツール側板と同一線上とし，最小傾斜角 45 度で取り付けられること。

･ 波形部フランジに要求されるネット板厚の 75%以上のネット板厚であること。

･ 波形部フランジに要求されるもの以上の材料特性であること。
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図 4 対称又は非対称なシェダープレート 

 
 

図 5 対称又は非対称なガセット及びシェダープレート 

 
 

図 6 非対称なガセット及びシェダープレート 

 

シェダープレート 

シェダープレート

下部スツール 下部スツール 

ガセットプレート 

下部スツール 

ガセットプレート

下部スツール 

下部スツール 
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3.3.4 有効なガセットプレート

有効なガセットプレートを備える場合，波形部下端（図 5 及び図 6 の断面①）の断面係数を算出する際は，フランジ部

のネット面積（cm2）を，次の算式による IG分だけ増加させて差し支えない。 
fGG thI 7=  

hG： ガセットプレートの高さ（m）。（図 5 及び図 6 参照）ただし，次の算式による値を超えてはならない。 

7
10 GUS

 

SGU： ガセットプレートの幅（m）

tf： フランジのネット板厚（mm） 

有効なガセットプレートとは，次をいう。

･ 3.3.3 の規定で要求される板厚，材料特性及び溶接固着を満足するシェダープレートと組み合わされること。

･ フランジ幅の半分以上の高さであること。

･ 下部スツール側板と同一線上に取り付けられること。

･ 1 編 12 章 3 節 2.4.6 に従って下部スツール頂板，波形部及びシェダープレートと溶接されること。

･ 波形部フランジに要求されるもの以上のネット板厚及び材料特性であること。

3.3.5 傾斜したスツール頂板

水平面との角度が 45 度以上傾斜しているスツール頂板に波形部のウェブを溶接する場合，波形部の断面係数は，波形

部のウェブがすべて有効として算出して差し支えない。角度が 45 度未満の場合，ウェブの有効性は，角度が 0 度の場合

を 30%，角度が 45 度の場合を 100%として線形補間により求めて差し支えない。 

有効なガセットプレートを備える場合，波形部のネット断面係数を算出する際は，フランジ部の面積を，3.3.4 で規定

するように増加して差し支えない。シェダープレートだけを備える場合は，面積を増加させてはならない。 

4. BC-A又は BC-Bが付記された船舶の浸水時における許容貨物荷重 

4.1 二重底強度評価

4.1.1 二重底のせん断容量

二重底のせん断容量は，次に示すフロア及びガーダの両端部におけるせん断容量の合計として算定しなければならない。

･ 両舷のビルジホッパに接続するすべてのフロア。ただし，隔壁下部スツール又はスツールを備えない場合は隔壁に

隣接する 2 つのフロア（図 7 参照）については，半分の強度として評価する。フロアのせん断強度は 4.1.2 の規定

による。 

･ 隔壁下部スツール又はスツールを備えない場合は隔壁にそれぞれ接するすべてのボトムガーダ。ガーダのせん断強

度は 4.1.3 の規定による。 

考慮すべきフロア及びガーダは，ビルジホッパ及びスツール（スツールを備えない場合は隔壁）で囲まれる範囲内にあ

るものとしなければならない。フロア及びガーダの端部のどちらかが貨物倉の境界部に直接取り付けられていない場合，

それらの強度は境界部に取り付けられている端部のみで評価しなければならない。

スツール又は隔壁（スツールが内底板に備えられていない場合）の結合部直下のビルジホッパ内端のサイドガーダ及び

フロアは含めてはならない。

特殊な二重底の形状又は構造的配置の場合には，二重底のせん断容量は，1 編 7 章に規定する直接強度計算により算定

しなければならない。

4.1.2 フロアのせん断強度

フロアのせん断強度（kN）は，次の算式によらなければならない。

･ ビルジホッパタンクに隣接するフロアパネル 
3

1
1 10-=

h
t A

ff AS  

･ ビルジホッパタンクに最も近い最外の板列に開口を設けるフロアのパネル 
3

2
,2 10-=

h
t A

hff AS  

Af： ビルジホッパに接する部分におけるフロアパネルのネット断面積（mm2）

Af,h： ビルジホッパタンクに最も近い最外の板列に開口を設ける場合の，開口部におけるフロアパネルのネッ



－646－

（2019 鋼船規則 CSR-B&T編  2編  1章  3節）

ト断面積（mm2） 

At ： 許容せん断応力（N/mm2）で，次の算式による値のうち，小さい方の値。 

( ) 8.0

6.0

/
645.0

ts
ReH

A =t 及び
3

eH
A

R
=t  

スツール又は縦通隔壁と接するフロアで次の値とする 

3
eHR

 

t： フロアのネット板厚（mm）

s： 考慮するパネルの防撓材の心距（m） 

1h ： 係数で，1.1 とする。 

2h ： 係数で，1.2 とする。ただし，最外の板列に対し，本会が適当と認める補強を行う場合，1.1 までその値

を減じることができる。 

4.1.3 ガーダのせん断強度

ガーダのせん断強度（kN）は，次の算式によらなければならない。

･ スツール（スツールを備えない場合は横隔壁）直下のフロアに接するガーダパネル 
3

1
1 10-=

h
t A

gg AS  

･ 最外の板列（スツール又は横隔壁に最も近い板列）に開口を設けるガーダのパネル 
3

2
,2 10-=

h
t A

hgg AS  

Ag： スツール（スツールを備えない場合は横隔壁）に接するガーダのネット断面積（mm2）

Ag,h： 最外の板列（スツール又は横隔壁に最も近い板列）に開口を設ける場合の，開口部におけるガーダのネ

ット断面積（mm2） 

At ： 許容せん断応力（N/mm2）で，4.1.2 の規定による。ただし，t はガーダのネット板厚と置き換える。 

1h ： 係数で，1.1 とする。 

2h ： 係数で，1.15 とする。ただし，最外の板列の開口に対し，本会が適当と認める補強を行う場合，1.1 まで

その値を減じることができる。 

4.1.4 許容貨物荷重

許容貨物積載重量（t）は，次の算式によらなければならない。 

F
VW c

1r=  

Cr ： 1 編 4 章 6 節 2.3.3 に規定する，ばら積貨物密度（t/m3） 

V： 高さ hBまで平均して積付けた状態における貨物の占める体積（m3）

F： 係数で次による。 

1.1=F  一般 

05.1=F  鉄鋼製品 

hB： 貨物の積付け高さ（m）で，次の算式による値 

g
Ph
c

B r
=  

P： 次の算式による値（kN/m2） 

･ ばら積貨物の場合，次の算式による値のうち，小さい方の値 
( )

( )11

1.0 1

-+

--+
=

perm

hDzgZP

c

FF

r
r

r
 

( )permhDzgZP FF --+= 11.0r  

･ 鉄鋼製品の場合 
( )

st

FF hDzgZP

r
r

r

-

--+
=

1

1.0 1  

str ： 鉄鋼材料の密度（t/m3）で，7.85 とする。 ② 
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D1： 船の深さ（m）で，基線から船側における乾舷甲板までの距離

hF： 考慮する点における浸水水頭（m）で，船体のトリム及び横傾斜がない状態において，内底板から貨物倉

の浸水深さ zF（m）までの垂直距離とする。 

zF： 貨物倉の浸水深さ（m）で，1 編 4 章 6 節 3.2.3 の規定による。

perm： 浸水率で，0.3 を超える必要はない。

Z： 次の算式により与えられる値（kN/m2）のうち，小さい方の値 

HDB

H

A
CZ

,
=  

EDB

E

A
CZ

,
=  

CH： 二重底のせん断容量（kN）で，4.1.1 の規定による。フロアに対しては，4.1.2 に規定するせん断強度 Sf1

と Sf2 のうち，小さい方の値を考慮する。ガーダに対しては 4.1.3 に規定するせん断強度 Sg1と Sg2 のうち，

小さい方の値を考慮する。 

ADB,H： 面積（m2）で次による。 

å
=

=
n

i
iDBiHDB BSA

1
,,  

CE： 二重底のせん断容量（kN）で，4.1.1 の規定による。フロアに対しては，4.1.2 に規定するせん断強度 Sf1

を考慮し，ガーダに対しては 4.1.3 に規定するせん断強度 Sg1 と Sg2 のうち，小さい方の値を考慮する。 

ADB,E： 面積（m2）で次による値。 

( )å
=

-=
n

i
DBiEDB sBSA

1
,  

n： スツール（スツールがない場合は横隔壁）間のフロアの数

Si： i 番目のフロアが支持する面積の幅（m）

BDB,i： 次の算式による値（m） 
sBB DBiDB -=,  21 ff SS < の場合 

hDBiDB BB ,, =  21 ff SS ³ の場合  

BDB： ビルジホッパ間の二重底の幅（m）（図 8 参照）

BDB,h： 2 つの開口間の距離（m）（図 8 参照）

s： ビルジホッパに隣接する内底板縦通材の心距（m） 
 

図 7 二重底の構造 

 

 

下部スツール
横隔壁 

隔壁に隣接するフロア 

ガーダ

スツールに隣接するフロア

フロア 
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図 8 BDB及び BDB,h の取り方 
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4 節 船の長さが 150m未満のばら積貨物船の局部寸法 

記号 

本節に規定されない記号については，1 編 1 章 4 節による。

Ct-pr： 主要支持部材における許容せん断応力の係数で次による。

 評価基準条件が AC-S の場合，Ct-pr = 0.70

 評価基準条件が AC-SD の場合，Ct-pr = 0.85 

DBl ： 二重底長さ（m）で，横隔壁に下部スツールを備える場合， DBl は当該スツール下部内端間距離として差し支

えない。 
BDB： DBl の中央におけるビルジホッパ内端間の距離（m） 

xc： 考慮する二重底中央部の参照座標系における X 座標（m）で，1 編 1 章 4 節 3.6 の規定による。

x, y, z： 参照座標系での，評価する点のおける X，Y 及び Z 座標（m）で，1 編 1 章 4 節 3.6 の規定による。 
f ： 開口の長径（m） 

a ： a 又は S1 のうち大きい方の値（m） 

1. 一般 

1.1 適用

1.1.1 
他に規定がない場合，船の長さが 150m 未満のばら積貨物船は，本節に示す強度基準によること。 

2. 防撓材を連結する支材 

2.1 寸法要件

2.1.1 ネット断面積及び断面二次モーメント

防撓材を連結する支材のネット断面積 ASR（cm2）及び主軸周りのネット断面二次モーメント ISR（cm4）は，次の算式に

よる値以上としなければならない。 

20000
lsPA SR

SR =  

( )
( )21

2
21

47200
75.0

SRSRASR

SRASRSRSR
SR PPsA

APPsI
+-

+
=

l

ll
 

PSR： 圧力（kN/m2）で，次の算式による値のうち，大きい方の値 
( )215.0 SRSRSR PPP +=  

SR3SR P=P  

PSR1： 支柱のある区画の一方の外側から支柱に作用する外圧（kN/m2）

PSR2： 支柱のある区画のもう一方の外側から支柱に作用する外圧（kN/m2）

PSR3： 支材のある区画における，支材のスパン中央部に作用する内圧（kN/m2）

s： 防撓材の心距（mm）で，スパン中央において曲面の弦に沿って測る。 
l ： 支材を取り付ける防撓材のスパン（m）で，1 編 3 章 7 節 1.1.5 の規定による。 

SRl ： 支柱の長さ（m） 

AASR： 支柱の実際のネット断面積（cm2） 
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3. バラストホールドの波形隔壁 

3.1 板厚

3.1.1
ウェブ及びフランジのネット板厚は 1 編 6 章 3 節 1.1.1 及び 1 編 6 章 4 節 1.2 の値以上としなければならない。

3.2 ネット断面係数

3.2.1
バラスト兼用倉にある波形隔壁の，面外圧力に対するネット断面係数 Z（cm3）は，次の算式による値以上としなけれ

ばならない。 

Ysbdg

C

RCf
Ps

KZ
2l

=  

K： 係数で，端部支持条件に応じて表 1 及び表 2 により定まる値。dH < 2.5d0 となる場合には，波形隔壁の 1/2 ピ

ッチあたりの断面係数及び内底板位置での下部スツールの断面係数を算定しなければならない。 

P： 1 編 6 章 2 節表 1 に定義される設計荷重条件に用いられる設計荷重（kN/m2）で，1 編 3 章 7 節 3.2 に規定す

る荷重計算点において計算した値。  

sC： 波形隔壁の 1/2 ピッチの幅（mm）で，1 編 3 章 6 節の図 21 による。 
l ： 支持部材間の距離（m）で，図 1 による。 

Cs： 係数で，1 編 6 章 5 節 1.1.2 の規定による。

fbdg：係数で，1 編 6 章 5 節 1.1.2 の規定による。 

波形隔壁のネット断面係数を計算する場合，圧縮場となる波形部のフランジにおける有効幅は，1 章 3 節 3.3.1 の規定

によらなければならない。

 
表 1 dH   2.5d0 での K の値 

上端部の支持条件 

甲板に固着 スツールに固着 

1.00 0.83 
 

表 2 dH < 2.5d0 での K の値 

断面係数 
上端部の支持条件 

甲板に固着 スツールに固着 

波形隔壁 0.71 0.65 

スツール下部 1.25 1.13 
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図 1 l の図り方 

 

4. 主要支持部材 

4.1 適用

4.1.1
本節の規定は，船の長さ LCSR が 150m 未満の船で，面外圧を受ける貨物倉の構造における主要支持部材の強度評価に適

用する。

4.1.2
4.1.1 の規定の代替手法として，本会が適当と認める直接強度評価により評価しても差し支えない。

4.2 設計荷重条件

4.2.1 適用

船の長さが 150m 未満のばら積貨物船の貨物倉の境界部における主要支持部材は，表 3 に規定される設計荷重条件を考

慮しなければならない。

4.2.2 積付状態

設計荷重条件 BC-11 から BC-12 の Pin の計算においては，ローディングマニュアル又は設計者が別に規定するもののう

ち，最も厳しい積付状態を考慮しなければならない。

甲板構造又はタンク，水密区画の境界については，1 編 6 章 2 節表 1 の設計荷重条件を考慮しなければならない。
 

表 3 貨物区域における主要支持部材の設計荷重条件 

部材 設計荷重条件 荷重成分 喫水 設計荷重 積付状態 

バラストホールドとし

て使用される貨物倉 

WB-4 Pin   Pex 
(1) TBAL-H (3) S+D ヘビーバラスト状態 

WB-6 Pin - S 港内状態/試験状態 

貨物倉 
BC-11 Pin  Pex (1) TSC S+D 積付状態 

BC-12 Pin  Pex (1) - S 港内状態 

液体を積まない区画 
FD-1 (2) Pin TSC S+D 浸水状態 

FD-2 (2) Pin  S 浸水状態 

(1) Pex は船側外板にのみ考慮する。

(2) FD-1 及び FD-2 は船側外板に適用しない。

(3) ヘビーバラスト状態における最小喫水を用いる。 
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4.3 センターガーダ及びサイドガーダ

4.3.1 ウェブのネット板厚

二重底内のガーダのネット板厚（mm）は，次の t1 及び t2 による値以上としなければならない。 

( ) ïþ

ï
ý
ü

ïî

ï
í
ì

 
ø

ö
çç
è

æ
-

-

-
=

-

2

10
11 41

DBeHprt

c

B
y

Cdd
xxSP

Ct
t

 

|x - xc|が 0.25 DBl より小さい場合，|x - xc|は 0.25 DBl としなければならない。 

3
1

1

22

2
a

75.1 t
C
CH

t eHprt

¢
= - t

 

P： 1 編 6 章 2 節に規定する考慮すべき設計荷重条件における設計荷重（kN/m2）で，横隔壁間又は横隔壁と

スツールの端部の中間にあるフロアの中点で計算される値。 

S： 考慮するセンターガーダ又はサイドガーダに隣接する桁板との中心間の距離（m）。

d0： 考慮するセンターガーダ又はサイドガーダの深さ（m）

d1： 考慮する位置における開口の深さ（m）

C1： DBDBB l/ の値に応じ，表 4 により定まる係数。 DBDBB l/ が表に掲げる値の中間にある場合は，補間法に

より求める。 

a： 考慮する位置におけるガーダの深さ（m）。ただし，ガーダに水平防撓材を設ける場合，a は，当該防撓

材と船底外板若しくは内底板間の距離又は当該防撓材間の距離とする。 

S1： 垂直防撓材又はフロアの心距（m）

C 1： S1/a の値に応じ，表 5 により定まる係数。S1/a が表 5 に掲げる値の中間にある場合は，補間法により求め

る。 

H： 次の算式による値 

・ ガーダに補強されない開口を設ける場合， 

a
f5.01+=H  

・ 上記以外の場合は，1.0 とする。 
0.1=H  

 
表 4 係数 C1 

BDB/ DBl  0.4 以下 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 以上 

C1 0.5 0.71 0.83 0.88 0.95 0.98 1.00 

 
表 5 係数 C 1 

S1 /a 0.3 以下 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.2 1.4 以上 

C 1 64 38 25 19 15 12 10 9 8 7 

4.4 フロア

4.4.1 ウェブのネット板厚

二重底内部のフロアのネット板厚（mm）は，次の t1 及び t2 による値以上としなければならない。 

( ) ïþ
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|x - xc|が 0.25 DBl より小さい場合，|x - xc|は 0.25 DBl としなければならない。また，|y|が B DB /4 より小さい場合，

|y|は B DB /4 としなければならない。 
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t eHprt

¢
= - t

 

P： 1 編 6 章 2 節 2.1.3 に規定する考慮すべき設計荷重条件に用いる設計荷重（kN/m2）で，横隔壁間又は横
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隔壁とスツールの端部の中間にあるフロアの中点で計算した値 

S： 実体フロアの心距（m）

d0： 考慮する位置における実体フロアの深さ（m）

d1： 考慮する位置における開口の深さ（m）

B DB： 考慮する実体フロアの内底板上面での二重底の幅（m）で，ビルジホッパ内端間の距離。

C2： DBDBB l/ の値に応じ，表 6 により定まる係数。 DBDBB l/ が表に掲げる値の中間にある場合は，補間法

により求める。 

a： 考慮する位置におけるフロアの深さ（m）。フロアに水平防撓材を設ける場合，a は当該防撓材と船底外

板若しくは内底板間の距離又は当該防撓材間の距離とする。 

S1： 垂直防撓材又はガーダの心距（m）

C 2： S1/d0 の値に応じ，表 7 により定まる係数。S1/d0 及び C 2 が表に掲げる値の中間にある場合は，補間法に

より求める。 

H： 次の算式による値 

実体フロアに補強された開口を設ける場合又は開口が無い場合，

・ 補強されないスロットを設ける場合 

0.10.4
1

2 -=
S
dH  ただし，1.0 未満としてはならない。 

・ 補強されたスロットを設ける場合は， 

H = 1.0. 
実体フロアに補強されない開口を設ける場合

・ 補強されないスロットを設ける場合 

0.10.45.01
1

2

0
- 

ø

ö
çç
è

æ
+=

S
d

d
H f  ただし，

0
5.01

d
f

+ 未満としてはならない。 

・ 補強されたスロットを設ける場合， 

0
5.01

d
H f

+=  

d2： 補強されていないスロットの深さ（m）で，実体フロアの上下に設置されるもののうち，大きい方の値

とする。 

 

表 6 係数 C3 

BDB / DBl  0.4 以下 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 以上 

C2 0.48 0.47 0.45 0.43 0.40 0.37 0.34 

 
表 7 係数 C 2 

S1/d0 0.3 以下 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.2 1.4 以上 

C 2 64 38 25 19 15 12 10 9 8 7 

4.5 二重船側構造のストリンガ

4.5.1 ウェブのネット板厚

二重船側構造のストリンガのネット板厚（mm）は，次の t1 及び t2 による値以上としなければならない。 

( ) eHprt

c

Cdd
xxSP

Ct
t--

-
=

10
31  

|x - xc|が 0.25 DSl より小さい場合，|x - xc|は 0.25 DSl としなければならない。 
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P： 1 編 6 章 2 節 2.1.3 に規定する考慮する設計荷重条件における設計荷重（kN/m2）で，ビルジホッパ上端

② 
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部で二重船側の長さ DSl の中央部で計算した値 

S： ストリンガが支持する部分の幅（m）

d0： ストリンガの深さ（m）

d1： 考慮する位置における開口の深さ（m） 

DSl ： 考慮する二重船側内の横隔壁間の距離（m） 

hDS： 考慮する二重船側の高さ（m）で，ビルジホッパ上端とトップサイドタンク下端の間の距離

C3： hDS/ DSl の値に応じ，表 8 により定まる係数。hDS/ DSl が表に掲げる値の中間にある場合は，補間法によ

り求める。 

a： 考慮する位置におけるストリンガの深さ（m）。ただし，ストリンガに縦通防撓材を設ける場合，a は，

当該防撓材と船側外板若しくは縦通隔壁間の距離（m）又は当該防撓材間の距離（m）とする。 

S1： サイドストリンガの船幅方向に設ける防撓材又は横桁の心距（m）

C 3： S1/a の値に応じ，表 9 により定まる係数。S1/a が表に掲げる値の中間にある場合は，補間法により求め

る。 

H： 次の算式による値 

・ ストリンガに補強されない開口を設ける場合 

a
H f5.01+=  

・ その他の場合は，1.0 とする。 

H = 1.0. 
 

表 8 係数 C3 

hDS/ DSl  0.5 以下 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 以上 

C3 0.16 0.23 0.30 0.36 0.41 0.44 0.47 0.50 0.54 

 
表 9 係数 C 3 

S1 /a 0.3 以下 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.2 1.4 以上 

C 3 64 38 25 19 15 12 10 9 8 7 

4.6 二重船側構造の船側横桁

4.6.1 ウェブのネット板厚

二重船側構造の船側横桁のネット板厚（mm）は，次の t1 及び t2 による値以上としなければならない。 
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z - zBHは 0.4h DS より大きい場合，z - zBHは 0.4h DS とする。 
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P： 1 編 6 章 2 節 2.1.3 に規定する考慮する設計荷重条件における設計荷重（kN/m2）で，ビルジホッパ上端部

で二重船側の長さ DSl の中央部で計算した値 

S： 船側横桁が支持する部分の幅（m）

d0： 船側横桁の深さ（m）

d1： 考慮する位置における開口の深さ（m）

C4： hDS/ DSl の値に応じ，表 10 により定まる係数。hDS/ DSl が表に掲げる値の中間にある場合は，補間法によ

り求める。 

zBH： ビルジホッパ上端の，1 編 1 章 4 節 3.6 に定義する参照座標系における Z 座標（m）

hDS： 4.5.1 の規定による。

h DS： 考慮する二重船側の高さ（m）で，ビルジホッパ上端とトップサイドタンク下端の間の距離 
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DSl ： 4.5.1 の規定による。 

a： 考慮する位置における船側横桁の深さ（m）。ただし，横桁板に垂直防撓材を設ける場合，a は，当該防

撓材と船側外板若しくは縦通隔壁間の距離（m）又は当該防撓材間の距離（m）とする。 

S1： ストリンガの水平防撓材の心距（m）

C 4： S1/a の値に応じ，表 11 により定まる係数。S1/a が表に掲げる値の中間にある場合は，補間法により求め

る。 

H： 次の算式による値 

・ 桁板に補強されない開口を設ける場合 

a
f5.01+=H  

・ その他の場合は，1.0 とする。 

H = 1.0 
a ： a と S1 のうちの大きい方の値（m） 

 
表 10 係数 C4 

hDS / DSl  0.5 以下 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 以上 

C4 0.62 0.61 0.59 0.55 0.52 0.49 0.46 0.43 0.41 
 

 
表 11 係数 C 4 

S1 /a 0.3 以下 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.2 1.4 以上 

C 4 64 38 25 19 15 12 10 9 8 7 

4.7 ビルジホッパタンク及びトップサイドタンク内の主要支持部材

4.7.1 境界条件

本規定は，両端が固定端とみなされる主要支持部材に適用する。これと異なる境界条件の主要支持部材の降伏強度評価

については，その都度検討しなければならない。

4.7.2 ネット断面係数，ネットせん断面積及びウェブ板厚

面外圧力が作用する主要支持部材のネット断面係数 Z（cm3），ネットせん断面積 Ashr（cm2）及びウェブのネット板厚

tw（mm）は，それぞれ次の算式による値以上としなければならない。 

3
2

10
eHprsbdg

bdg

RCf
SP

Z
-

=
l

 

eHprt

shr
shr C

SP
A

t-
=

l5
 

3

5
410

75.1 shr
eHprtw

w A
C

Ch
t

t-=  

P： 1 編 6 章 2 節 2.1.3 に規定する考慮すべき設計荷重条件に用いる設計荷重（kN/m2）で，横隔壁間の中間

における肋骨のスパン l の中点で計算した値 

S： 主要支持部材の心距（m） 
bdgl ： 主要支持部材の有効曲げスパン（m）で，1 編 3 章 7 節 1.1.6 に規定する主要支持部材間の値 

shrl ： 主要支持部材の有効せん断スパン（m）で，1 編 3 章 7 節 1.1.7 に規定する主要支持部材間の値 

fbdg： 曲げモーメントの係数 

・ 連続主要支持部材及び主要支持部材の端部の支持条件を固定端とした場合，次の値より高くしては

ならない。

fbdg =10 
・ 端部の固着度が低い主要支持部材においては，降伏強度の評価はその都度検討する。 

Cs-pr： 主要支持部材の許容曲げ応力の係数は次の値とする。 
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評価基準条件が AC-S の場合，Cs-pr = 0.70

評価基準条件が AC-SD の場合，Cs-pr = 0.85 

hw：  ウェブの高さ（mm）

C5： s1/d0 の値に応じ，表 12 により定まる値。s1/d0 が表に掲げる値の中間にある場合は，補間法により求め

る。 

s1： ウェブ防撓材又はウェブに設けるトリッピングブラケットの心距（m）

d0： 板部材に平行なウェブ防撓材の心距（m） 
 

表 12 係数 C5 

s1 /d0 0.3 以下 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.5 2.0 以上 

C5 60.0 40.0 26.8 20.0 16.4 14.4 13.0 12.3 11.1 10.2 
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5 節 ハッチカバー 

記号 

本節に規定されない記号については，1 編 1 章 4 節による。

PS： 静水圧（kN/m2）で，4.1 の規定による。

PW： 波浪変動圧（kN/m2）で，4.1 の規定による。

PC： ハッチコーミングに作用する圧力（kN/m2）で，6.2 の規定による。

FS,FW： 係数で，次による。 

バラスト兼用倉のハッチカバーに作用するバラスト荷重の場合： FS = 0 及び FW = 0.9

その他の場合：      FS = 1.0 及び FW = 1.0 

bp： 防撓材又は主要支持部材を取り付けた板の有効幅（mm）で，3 の規定による。

Ashr： 防撓材及び主要支持部材のネットせん断面積（cm2）

fbc： 防撓材及び主要支持部材の境界条件に関する係数で，次による。 
防撓材又は主要支持部材において両端が単純支持の場合又は一端が支持で他端が固定の場合：fbc = 8

防撓材又は主要支持部材において両端が固定の場合：fbc = 12 
tc： 腐食予備厚（mm）で，1.4 の規定による。 

as , at ： 許容応力（N/mm2）で，1.5 の規定による。 

1. 一般 

1.1 適用

1.1.1 
本節の 1 から 8 の規定は，1 編 1 章 4 節 3.2 に規定する第 1 位置及び第 2 位置の暴露甲板に設置する鋼製ハッチカバー

に適用する。

1.2 材料

1.2.1 鋼材

5 に規定する算式は，鋼製ハッチカバーに適用する。

鋼製ハッチカバーの構造に使用する材料については，K 編の規定によらなければならない。

1.2.2 その他の材料

鋼以外の材料については，個々の事例において，鋼製ハッチカバーと同等の強度及び剛性を備えることが確認される場

合，その使用を認めることがある。

1.3 ネット寸法

1.3.1 
本節におけるすべての構造寸法はネット寸法とし，いかなる腐食予備厚も含まないものとする。

5.3 及び 5.4 による応力s 及び t の算出においては，ネット寸法を用いなければならない。 

グロス寸法は 1 編 3 章 2 節により算出する。

腐食予備厚は 1.4 の規定による。

1.4 腐食予備厚

1.4.1 
鋼製ハッチカバーの板部材及び内部構造部材において考慮すべき腐食予備厚は，表 1 による値とする。

ハッチコーミング及びハッチコーミングステイの腐食予備厚については，1 編 3 章 3 節による。 
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表 1 鋼製ハッチカバーの腐食予備厚 tc 

腐食予備厚 tc（mm） 

単板構造のハッチカバーの板部材及び内部構造部材 2.0 

二重張構造のハッチカバーの頂板及び底板 2.0 

二重張構造のハッチカバーの内部構造部材 1.5 

1.5 許容応力

1.5.1 
許容応力 as  及び at （N/mm2）は表 2 によらなければならない。 

 
表 2 許容応力（N/mm2） 

ハッチカバーの種類 考慮する荷重 ,as （N/mm2） ,at （N/mm2） 

風雨密ハッチカバー 4.1.2 に規定する外圧 0.80ReH 0.46ReH 

風雨密ハッチカバー 4.1.3 から 4.1.6 に規定するその他の荷重 0.90ReH 0.51ReH 

許容座屈使用係数は，表 3 による。

 
表 3 許容座屈使用係数 

構造部材 考慮する荷重 許容座屈使用係数 allh  

主要支持部材の板，防撓材

及び桁 

4.1.2 に規定する外圧 荷重の組合せが S+D の場合：0.8 

4.1.3 から 4.1.6 に規定する他の荷重 
荷重の組合せが S+D の場合：0.8

荷重の組合せが S の場合：0.64 

 

2. 配置 

2.1 ハッチコーミングの高さ

2.1.1
ハッチコーミングの高さは次の値以上としなければならない。

・ 第 1 位置： 600mm
・ 第 2 位置： 450mm

2.1.2 
ガスケット及び締付け装置を備えるハッチカバーにより閉鎖するもので，いかなる海象条件においても船舶の安全性を

損ねることが無いと本会が認める場合にあっては，第 1 位置及び第 2 位置のハッチコーミングの高さを減じるか又はコー

ミングを省略して差し支えない。

この場合，ハッチカバーの寸法，ガスケット，締付け装置の配置及び排水設備については，本会の適当と認めることに

よる。

2.2 ハッチカバー

2.2.1 
ハッチカバーの防撓材及び主要支持部材は，ハッチカバー全長及び全幅にわたり連続構造としなければならない。これ

が実際的でない場合については，防撓材端部はスニップ固着としてはならず，十分に荷重を伝達できるよう配置しなけれ

ばならない。

2.2.2 
防撓材に平行な主要支持部材の心距は，主要支持部材の長さの 1/3 を超えてはならない。 
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2.2.3 
桁部材の支点間距離が 3m を超える場合，当該桁部材の面材の幅はウェブの深さの 40%以上としなければならない。た

だし，有効なトリッピングブラケットを設ける場合については，これを支点とみなして差し支えない。

面材の張り出し幅は，面材のグロス板厚の 15 倍以下としなければならない。

2.2.4 
ハッチカバー上に貨物を積載する場合，積載貨物による船長方向及び船幅方向の荷重に対してハッチカバーの移動を防

止する効果的な移動防止装置を設けなければならない。この移動防止装置は，ハッチコーミングのブラケット上に配置し

なければならない。

2.2.5 
ハッチカバーの支材は，その支面の幅を 65mm 以上としなければならない。

2.3 ハッチコーミング

2.3.1 
コーミング，防撓材及びブラケットは，ハッチカバー上の貨物による荷重と同様に，ハッチカバーの固縛及び開閉のた

めに必要な締付け装置及び開閉装置による局所荷重に対しても耐え得る構造としなければならない。

2.3.2 
前方にある倉口においては，船首側のハッチエンドコーミングの強度及び締付け装置の寸法については，特別の考慮を

払わなければならない

2.3.3 
ハッチサイドコーミングは，少なくとも倉口端横桁の位置まで延ばさなければならない。

・ ハッチサイドコーミングを連続したデッキガーダの直上に取り付けない場合，ハッチサイドコーミングの下端は倉

口部を超えて少なくとも肋骨心距の 2 倍分延長しなければならない。 

・ 連続したデッキガーダの一部となるハッチサイドコーミングの寸法は，1 編 6 章 4 節及び 1 編 8 章 3 節の規定によ

らなければならない。

2.3.4 
甲板下のハッチエンドコーミングの同一面内にウェブフレーム又は同等の構造を設けなければならない。ハッチエンド

コーミングの直下には倉口端横桁を設け，当該横桁をウェブフレームに固着しなければならない。 

3. 板材の幅 

3.1 防撓材

3.1.1 
防撓材を取り付ける板について，防撓材の強度確認において考慮すべき有効幅 bp（mm）は次の算式によらなければな

らない。

・ 板部材が防撓材の両側まである場合： 
sbp =  

・ 板部材が防撓材の片側しかない場合： 
sbp 5.0=  

3.2 主要支持部材

3.2.1 
単独の梁又は骨組構造モデルによる解析する主要支持部材の降伏及び座屈評価において考慮すべき有効幅（mm）は，

次の算式によらなければならない。

・ 板部材が桁部材の両側まである場合： 
effp bb =  

・ 板部材が桁部材の片側しかない場合： 
effp bb 5.0=  

effb ： 付き板の有効幅（m）で，1 編 3 章 7 節 1.3.2 の規定による。 

梁又は骨組構造解析を用いる場合，防撓材を主要部材のフランジ面積に含めてはならない。 
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4. 荷重条件 

4.1 面外圧力及び荷重

4.1.1 一般

ハッチカバーに作用する面外圧力及び荷重は 4.1.2 から 4.1.6 によらなければならない。

ヒンジにより 2 枚以上のカバーパネルを結合する場合，各々のパネルを別々に考慮しなければならない。

暴露甲板に設けるハッチカバーは，いかなる場合も 4.1.2 に規定する海水圧を考慮しなければならない。

ハッチカバー上に均質な貨物，特別な貨物又はコンテナを積載する場合については，4.1.3 から 4.1.6 に規定する圧力及

び荷重を，海水圧とは分けて考慮しなければならない。

4.1.2 海水圧

静水圧及び波浪変動圧は次によらなければならない。

・ 静水圧：PS = 0

・ 波浪変動圧 PW=PHCで，1 編 4 章 5 節 5.2 の規定による。

4.1.3 バラスト水による内圧

バラスト水による静水圧及び動的圧力は，1 編 4 章 6 節 1 の規定によらなければならない。

4.1.4 均質な貨物による圧力

ハッチカバー上に均質な貨物を積載する場合，貨物による静的圧力及び動的圧力は 1 編 4 章 5 節 5.3.1 の規定によらな

ければならない。

4.1.5 特別な貨物による圧力

航海中，一時的に海水を保持することのある特別な貨物（パイプ等）をハッチカバー上に積載する場合，これらによる

面外圧力及び荷重については，本会の適当と認めるところによる。

4.1.6 コンテナによる荷重

ハッチカバー上にコンテナを積載する場合，コンテナによる集中荷重については，本会の適当と認めるところによる。

4.1.7 自重

ハッチカバーの自重は静的荷重として考慮しなければならない。

4.2 荷重算出点

4.2.1 暴露甲板のハッチカバーに作用する波浪による面外圧力

各々のハッチカバーについて考慮すべき波浪による面外圧力は，当該ハッチカバーの次の点において算出しなければな

らない。

・ 船長方向：ハッチカバーの船長方向における中央

・ 横方向：船体中央部を通る垂直面

・ 垂直方向：ハッチカバーの頂部

4.2.2 波浪による圧力以外の面外圧力

面外圧力については，ハッチカバーの水密境界高さにおいて計算しなければならない。

・ 板部材については，板パネル要素の図面中心の位置

・ 防撓材及び主要支持部材については，スパン中央 

5. 強度評価 

5.1 一般

5.1.1 適用

ハッチカバーの強度評価は，均等荷重が作用する，主要支持部材が一方向に配置される構造又は縦桁及び横桁による格

子構造の矩形のハッチカバーに適用する。

格子構造のハッチカバー又は本会が適当と認めた場合，主要支持部材の応力は骨組構造解析又は有限要素法解析により

決定しなければならない。

集中荷重による応力については，5.4.4 の基準により評価しなければならない。

有限要素解析を行う場合，有限要素解析により得られた応力のみ考慮し，5.2.3，5.3.4 及び 5.4.6 に規定する座屈強度評価

を行ってもよい。 

② 

② 

② 
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図 1 に示すように U 型防撓材を設けるハッチカバーについては，有限要素解析により評価しなければならない。防撓

材の横断面において，U 型防撓材のウェブとそのフランジとの接合部及び U 型防撓材のウェブとハッチカバーの板部材

との接合部に節点を設けなければならない。有限要素解析により得られた応力のみ考慮し，5.2.3，5.3.4 及び 5.4.6 に規定

する座屈強度評価を行って差し支えない。

 
図 1 U 型防撓材を設けるハッチカバーの例 

 
 

5.1.2 コンテナを積載するハッチカバー

コンテナを積載するハッチカバーの寸法については，本会の適当と認めるところによる。

5.1.3 特別な貨物を積載するハッチカバー

特別な貨物を積載するハッチカバーについては，防撓材及び主要支持部材は，一般に，防撓材配置及び貨物による慣性

力を考慮した直接強度計算により評価しなければならない。特別な貨物による応力は，5.4.4 の基準により評価しなけれ

ばならない。

5.2 板部材

5.2.1 ネット板厚

鋼製ハッチカバー頂板のネット板厚（mm）は，次の算式による値以上としなければならない。 

eH

WWss
p R

PFPF
bFt

95.0
0158.0

+
=  

Fp： メンブレンの組合せ及び曲げ応答による係数で次による。 

一般： Fp = 1.5

主要支持部材を取り付ける板部材： ass 8.0³ の場合 
a

9.1
s
s

=pF  

s ： 桁部材を取り付ける板部材に生じる直応力（N/mm2）で，5.4.3 の規定により算出したもの又は骨組解析

若しくは有限要素法解析により決定したもの。 

5.2.2 最小ネット板厚

5.2.1 の規定に加え，ハッチカバーの頂板を形成する板部材のネット板厚（mm）は，次の算式による値のうち大きい方

の値以上としなければならない。 

100
bt =  

t = 6 
5.2.3 座屈強度

4.1 に規定する積付状態におけるハッチカバー頂板の座屈強度で，次の算式による。 

allPlate hh £  

Plateh ： 最大使用係数で，1 編 8 章 5 節 2.2 の規定による。 

・ 梁理論で得られる応力。有限要素法により求まる値ではない。 
・ xs 又は ys は，主要支持部材に平行な板部材の軸方向における応力とする。 

・ t = 0 
・有限要素法を実施する場合， tss ,, yx は有限要素法により得られる値とする。 

allh ： 許容使用係数で，表 3 に示す値とする。 
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U 型防撓材を設けるハッチカバーについては，座屈パネル b1,b2 及び c を別々に評価しなければならない。

5.3 防撓材

5.3.1 
平鋼の防撓材については，次の算式を満足しなければならない。 

eHW

W

Rt
h 23515£  

5.3.2 ウェブの最小ネット板厚

防撓材のウェブのネット板厚（mm）は，4mm 以上としなければならない。

5.3.3 ネット断面係数及びネットせん断面積

面外圧力に対する防撓材のネット断面係数 Z（cm3）及びネットせん断面積 Ashr（cm2）は，次の算式による値以上とし

なければならない。 
( ) 3

a

2

10
sbc

sWWSS

f
sPFPFZ l +

=  

( )
a

5
t

sWWSS
shr

sPFPFA l+
=  

sl ： 防撓材のスパン（m）で，主要支持部材の心距又は主要支持部材と縁部における支持点との距離とする。

すべての防撓材の両端にブラケットを取り付ける場合は，それぞれのブラケットについて，最も小さい

ブラケットの腕の長さの 2/3（ただし，減じる前のスパンの 10%より大きくしてはならない。）だけスパ

ンを減じて差し支えない。 

5.3.4 座屈強度

4.1 に規定する積付状態におけるハッチカバーに取り付ける防撓材の座屈強度は次の算式による。 
allStiffener hh £  

Stiffenerh ： 最大使用係数で，1 編 8 章 5 節 2.3 の規定による。 

・ 梁理論で得られる一軸応力。有限要素法によりもとまる値ではない。 
・ xs ： 防撓材の軸応力 
・ ys = 0 

・ t = 0 

・ 有限要素法により計算される応力で，次による。 
・ xs ： 有限要素法により計算される防撓材の軸応力 
・ ys ： 防撓材に対し垂直方向の応力 

・ t ： 防撓材が取り付けられる板部材のせん断応力 

allh ： 許容使用係数で，表 3 に示す値 

4.1 に規定する積付状態における U 型防撓材を設けるハッチカバーの座屈強度は，U 型防撓材を次の T 型鋼と等価とみ

なし，上記により評価しなければならない。 

・ 1 編 3 章 6 節図 21 による d と等価なウェブ高さ

・ 2twと等価なウェブ板厚

・ b3 と等価なフランジ幅で，図 1 による。

・ tfと等価なフランジ板厚で，図 1 による。

・ 付き板の有効幅 beffは次による 
2211 bCbCb xxeff +=  

1xC , 2xC :1 編 8 章 5 節表 3 による軽減係数で，ケース 1 に従い EPP b1 及び b2 で計算する。 

5.4 主要支持部材

5.4.1 適用

5.4.3 から 5.4.5 の要件は，梁モデルによる解析を行う主要支持部材に適用する。

梁モデルによる解析を適用できない格子状に配置された桁部材については，5.4.4 に規定する基準を用い，直接計算に

より評価しなければならない。

5.4.2 ウェブの最小ネット板厚

主要支持部材のウェブのネット板厚（mm）は，6mm 以上としなければならない。 
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5.4.3 梁モデル解析における直応力及びせん断応力

5.1.1 の規定により，骨組解析又は有限要素法解析による強度評価を行わない場合，桁部材の最大直応力s 及び最大せ

ん断応力 t （N/mm2）は次の算式によらなければならない。 
( )

Zf
PFPFS

bc

mWWSS
2l+

=s  

( )
shr

mWWSS

A
PFPFS l+

=
5

t  

ml ： 主要支持部材の曲げスパン（m） 

5.4.4 評価基準

5.4.3 の規定による計算又は骨組解析若しくは有限要素法解析により算出された直応力 s 及びせん断応力 t は，次の算

式を満足しなければならない。 

ass £  

att £  

5.4.5 撓みの制限

主要支持部材のネット断面二次モーメントは，海水圧による荷重（構造の自重を除く）に対して桁部材の垂直方向の撓

み量が maxlm を超えてはならない。 

m ： 係数で次による: 

風雨密ハッチカバーの場合， 0056.0=m  

maxl ： 主要支持部材の最大スパン（m） 

5.4.6 主要支持部材のウェブの座屈強度

4.1 に規定する積付状態における主要支持部材のウェブは次の算式によらなければならない。 

allPlate hh £  

Plateh ： 手法 A により算出される板部材の最大使用係数で，1 編 8 章 5 節 2.2 の規定による。開口部に隣接する

ウェブについては，1 編 8 章 5 節 2.4 に規定する手法 A により算出しなければならない。

・ 梁理論により得られるせん断応力で，5.4.3 の規定に倣うか，骨組解析により求める。

・ 有限要素法により， tss ,, yx を求める。 

allh ： 許容使用係数で，表 3 に示す値 

5.4.7 細長比の基準

桁部材のウェブの座屈防止用防撓材は，次の算式を満足しなければならない。 

eHW

W

Rt
h 23515£  

5.5 断面形状が変化する防撓材及び桁部材

5.5.1
断面形状が変化する防撓材及び桁部材のネット断面係数 Z（cm3）は，次の算式による値以上としなければならない。 

Z=ZCS 

CSZaZ  
ø

ö
çç
è

æ
+

--
+=

4.07
8.02.31

y
y  

ZCS： ネット断面係数（cm3）で，5.4.4 に規定する判定基準による。

a：   係数で次による。 

0

1

l

l
=a  

y ： 係数で次による。 

0

1

Z
Z

=y  

1l ： 断面形状が変化する部分の長さ（m）（図 2 参照） 

0l ： 端部の支持点間のスパン（m）（図 2 参照） 

Z1： 端部におけるネット断面係数（cm3）（図 2 参照）

Z0： 中央部におけるネット断面係数（cm3）（図 2 参照） 

上記に加え，断面形状が変化する防撓材及び桁部材のネット断面二次モーメント（cm4）は，次の算式による値以上と
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しなければならない。 

CSII =  

CSII
ú
ú
û

ù

ê
ê
ë

é

 
ø

ö

ç
ç

è

æ

+

-
+=

j
ja

2.0
181 3  

ICS： 5.4.5 の規定を満足するネット断面二次モーメント（cm4） 
j ： 係数で次による。 

0

1

I
I

=j  

I1： 端部におけるネット断面二次モーメント（cm4）（図 2 参照）

I0： 中央部におけるネット断面二次モーメント（cm4）（図 2 参照） 

本算式の適用は，断面形状が連続的かつなだらかに変化する防撓材及び主要構造部材に限る。

 
図 2 断面形状が変化する防撓材 

 

6. ハッチコーミング 

6.1 防撓構造

6.1.1
ハッチコーミングには，その全幅，全長にわたり防撓材を取り付けなければならない。

6.1.2
ハッチコーミングの上縁には，ハッチカバーの閉鎖装置の設置に適当な形状を備える防撓材を取り付けなければならな

い。

6.1.3
ハッチコーミングの高さが 900mm を超える場合，追加の補強を要求することがある。

ただし，保護区域に設けられるエンドコーミングについては，斟酌することがある。

6.1.4
2 つの倉口が近接している場合，強度の連続性を維持するために，2 つのハッチサイドコーミングを連続させる甲板下

防撓材を取り付けなければならない。

倉口端部において肋骨心距の 2 倍，倉口端を超えて肋骨心距の 9 倍の長さ方向の範囲について，同様の防撓材を取り付

けなければならない。

甲板上においてハッチコーミングの連続性を維持することを要求することがある。

6.1.5
金属製の水密ハッチカバーを取り付ける場合，風雨密の場合と同等の強度を備える他の配置として差し支えない。

6.2 荷重モデル

6.2.1
ハッチコーミングに作用する波浪による面外圧力 PC（kN/m2）は 6.2.2 及び 6.2.3 の規定による。

6.2.2
最前端貨物倉の前端ハッチコーミングに作用する波浪による面外圧力 PC（kN/m2）は，次によらなければならない。

・ Pc = 220： 1 編 1 章 1 に適合する船首楼が設置されている場合

・ Pc = 290： 上記以外の場合

6.2.3
最前端貨物倉の前端ハッチコーミング以外のハッチコーミングに作用する波浪による面外圧力 PC（kN/m2）は，次によ
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らなければならない。 

Pc = 220 

6.2.4
バラスト水を積載する貨物倉において，ハッチコーミングに適用すべき液体による内圧は，1 編 4 章 6 節により決定し

なければならない。

6.3 構造寸法

6.3.1 板部材

ハッチコーミングの板部材のネット板厚（mm）は次の算式による値以上としなければならない。 

eH

c

R
Pbt

95.0
016.0=  

t = 9.5 
6.3.2 防撓材

ハッチコーミング付き防撓材のネット断面係数 Z（cm3）は次の算式による値以上としなければならない。 

eHpbc

C

Rcf
sPZ

2

21.1
l

=  

fbc：  係数で次による。 
一般：fbc = 16

コーミング端部においてスニップ端としている防撓材：fbc = 12 

cp： 防撓材の塑性断面係数を弾性断面係数で除した値。各断面係数の算定にあたっては，当該防撓材を取り付け

る板部材を含むものとするが，その幅は 40t（mm）としなければならない。ここで，t は板部材のネット板

厚とする。

正確な評価値が無い場合，cp =1.16 として差し支えない。 

6.3.3 ハッチコーミングステイ

ハッチコーミングステイであって面材を甲板に溶接する設計のもの又は面材の端部をスニップとしブラケットを取り

付ける設計のもの（図 3 及び図 4 参照）については，ステイの甲板との結合部におけるネット断面係数 Z（cm3）及びネ

ット板厚 tw（mm）は，次の算式による値以上としなければならない。 

eH

CCC

R
HPsZ

9.1

2
=  

eH

CCC
w Rh

HPst
5.0

=  

HC： ステイの高さ（m）

sC： ステイの心距（mm）

h： 甲板との結合部におけるステイの深さ（mm） 
 

図 3 ハッチコーミングステイ（例 1） 
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図 4 ハッチコーミングステイ（例 2） 

 

ハッチコーミングステイのネット断面係数の算定にあたっては，当該ステイの面材が甲板に完全溶け込み溶接され，か

つ，甲板上のコーミングステイを適切に支持する甲板下構造を設ける場合に限り，面材の面積を考慮して差し支えない。

例えば図 5 及び図 6 に示すような前記以外の設計とする場合，骨組解析又は有限要素法解析により応力を決定し，高応

力部分を評価しなければならない。応力は次の算式を満足しなければならない。 

eHR95.0£s  

eHR5.0£t  

 
図 5 ハッチコーミングステイ（例 3） 

 
 

図 6 ハッチコーミングステイ（例 4） 

 

6.3.4 構造詳細

ハッチコーミング局部詳細の設計は，本節の要件を満足するものとし，ハッチカバーから甲板支持構造にかけて，連続

性が適切に保たれていなければならない。

ハッチコーミング及びその支持構造部材については，ハッチカバーからの船長方向，船幅方向及び上下方向の荷重に対
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し適切に補強しなければならない。

甲板下構造部材の直応力s 及びせん断応力 t （N/mm2）については，次の算式を満足しなければならない。 

eHR95.0£s  

eHR5.0£t  

別に規定する場合を除き，溶接継手及び材料については，M 編の規定を満足しなければならない。

甲板とステイウェブとの溶接は両面連続すみ肉溶接とし，溶接脚長は 0.62tw以上としなければならない。この時，twは

ステイウェブのグロス板厚とする。

ステイウェブの甲板との固着部のトウ部は，両側部分溶込み溶接とし，その溶接長さはステイの幅の 15%より小さく

してはならない。 

7. 風雨密性，閉鎖装置，締付け装置及び移動防止用装置 

7.1 風雨密性

7.1.1
暴露甲板に設置するハッチカバーは，十分な数のガスケット及び締付け装置により風雨密としなければならない。

7.1.2
一般的に，ハッチカバーの側面には最低 2 つの締付け装置を設けなければならない。

7.2 ガスケット

7.2.1
ハッチカバーの自重及びハッチカバー上に積載する貨物重量は，船体運動による慣性力を含め，船体構造に伝達されな

ければならない。

7.2.2
ハッチカバーの風雨密性については，連続する弾性材料のガスケットを圧縮することにより確保しなければならない。

ハッチカバーパネル同士の間にも同様のシール装置を取り付けなければならない。

圧縮用に平鋼又は形鋼を取り付ける場合，これらの部材は，ガスケットとの結合面に十分な丸みを有するもので，耐食

性材料で製作されたものとしなければならない。

7.2.3
ガスケット及び締付け装置は，ハッチカバーと船体構造又は相互のハッチカバー間の相対移動が生じても，十分に風雨

密性を維持するものとしなければならない。

必要であれば，相対移動量を制限する適切な装置を備えなければならない。

7.2.4
ガスケットの材質は，船舶に生じ得る全ての環境条件に対して適当なもので，運送する貨物への適合性を備えるものと

しなければならない。

ガスケットの材質及び形状の選定にあたっては，ハッチカバーの種類，締付け装置の配置及びハッチカバーと船体構造

の間で想定される相対移動量の組合せを考慮しなければならない。

ガスケットは，ハッチカバーに適切に固定しなければならない。

7.2.5
ガスケットに接触するハッチコーミング及びハッチカバーの鋼製部分は，鋭利な形状を有するものとしてはならない。

7.2.6
ハッチカバーと船体構造を接地接続とするためにメタルタッチ構造としなければならない。

7.3 締付け装置及び移動防止装置

7.3.1 一般

ハッチカバーは，ハッチコーミング及びハッチカバーパネル間に適切な間隔で配置する適当な手段（ボルト，くさび又

は同様のもの）を用いて適切に固縛しなければならない。

特別なシール装置を備えるハッチカバー，防熱されるハッチカバー，コーミングを備えないハッチカバー及び 2.1.2 の

規定に従いハッチコーミングの高さを減じるハッチカバーについては，本会の適当と認めるところによる。

7.3.2 配置

締付け装置及び移動防止装置は，ハッチカバーとハッチコーミング及び隣接するハッチカバー間のガスケットが十分圧

② 
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縮されるように配置しなければならない。

締付け装置及び移動防止装置の配置及び間隔は，ハッチカバーの種類及び大きさに応じ，締付け装置間のハッチカバー

縁部材の剛性を考慮の上，十分な風雨密性を確保するよう決定しなければならない。

ハッチカバーパネル連結部には，荷重が作用しているパネルと作用していないパネル間で過大な相対変形が生じること

を防止するために，垂直方向のガイドを取り付けなければならない。

移動防止装置の設置場所は，ハッチカバー及び船体構造の損傷を防止するため，ハッチカバーと船体構造との相対移動

量を許容するものとしなければならない。移動防止装置の数はできる限り少なくすること。

7.3.3 締付け装置の間隔

締付け装置の間隔は，一般に 6m を超えるものとしてはならない。

7.3.4 構造

海水が甲板に到達する可能性が極めて低いと認められる場合，締付け装置の寸法を減じることができる。

締付け装置は十分な構造を備えるもので，ハッチコーミング，甲板及びハッチカバーに強固に取り付けなければならな

い。

各々のハッチカバーにおいて，それぞれの締付け装置は，概ね同様の強度特性を持つものとしなければならない。

7.3.5 締付け装置の断面積

各々の締付け装置のグロス断面積（cm2）は，次の算式による値以上としなければならない。 
a

 
ø

ö
çç
è

æ
=

eH
S R

SA 2354.1  

SS： 締付け装置間の距離（m） 
a ： 係数で次による。 

ReH > 235 N/mm2 の場合： a = 0.75 

ReH   235 N/mm2 の場合： a = 1.0 

上記の計算において ReHは 0.7Rm以下としなければならない。

ハッチカバーとハッチコーミングの間及びハッチカバーパネルの連結部分においては，風雨密確保に必要なパッキンの

線圧力を締付け装置により維持しなければならない。ガスケットに作用する線圧力が，5 N/mm を超える場合には，締付

け装置に用いるボルト又はロッドのネット断面積 A は，線圧力の増加に比例して求まる値以上としなければならない。

ガスケットの線圧力を，明示しなければならない。

不均一な幅のハッチカバーにおいて特に大きな応力が生じる締付け装置については，締付け装置のネット断面積は直接

計算により決定しなければならない。

7.3.6 縁部におけるハッチカバーの断面二次モーメント

ハッチカバー縁部の剛性は，締付け装置のシール圧力を十分に維持するものとしなければならない。 

ハッチカバー縁部の断面二次モーメント（cm4）は，次の算式による値以上としなければならない。 
46 SL SPI =  

PL：  ガスケットに作用する線圧力（N/mm）。ただし，5N/mm 未満の場合は 5N/mm とする。

SS：  締付け装置間の距離（m） 

7.3.7 ロッド又はボルトの径

倉口面積が 5m2 を超える場合には，締付け装置のボルト又はロッドの径は 19mm より小さくしてはならない。

7.3.8 移動防止装置

ハッチカバーは，船幅方向に作用する 175kN/m2 の圧力に対し，移動防止装置により十分に固縛しなければならない。

最前端貨物倉以外のハッチカバーは，ハッチカバー前端に作用する船尾方向への 175kN/m2 の圧力に対し，移動防止装

置により十分に固縛しなければならない。

最前端貨物倉のハッチカバーは，ハッチカバー前端に作用する船尾方向への 230kN/m2 の圧力に対し，移動防止装置に

より十分に固縛しなければならない。ただし，1 章 1 節 1 の規定に適合する船首楼を設置する場合，圧力を 175kN/m2 ま

で軽減して差支えない。

許容等価応力は，移動防止装置及び当該装置の支持部材並びに当該装置の取付け溶接部分（のど厚で計算すること）に

おいて，0.8ReH以下としなければならない。 
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7.4 クリート

7.4.1
締付装置としてロッドクリートを用いる場合，弾力性を有するワッシャ又はクッションを組み入れなければならない。

7.4.2
油圧式締付装置は，油圧系統に異常があった場合においても，機械的に締付け状態を保持できるものとしなければなら

ない。 

8. 排水設備 

8.1 配置

8.1.1
ガスケットの船内側には，ガッタバーを設けるか又はハッチコーミングを上方に延長させるなどによる，排水のための

手段を設けなければならない。

8.1.2
排水口は，排水溝の端部に設けなければならない。また，排水口は，外部からの水の流入を効果的に防止する手段とし

て，逆止弁又は同等のものを備えなければならない。

8.1.3
ハッチカバーパネル間の連結部には，ガスケットの上部に排水のための手段を設け，かつ，ガスケットの下部に排水溝

を設けなければならない。

8.1.4
ハッチカバーと船体構造間が連続的にメタルタッチ構造となる場合には，メタルタッチ構造とガスケットの間に排水設

備を設けなければならない。 
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6 節 グラブ荷役 

記号 

MGR： 使用するグラブの質量(tons)で，空の状態の値とする。 

1. 一般 

1.1 適用

1.1.1 
本節の要件に従い，空の状態における最大質量[X]トンのグラブによる荷役又は揚貨を行うよう設計された貨物倉を有

する船舶については，1 編 1 章 1 節 3.2.2 に従い，船級符号に追加で GRAB[X]を付記する。

1.1.2 
船級符号への追加の付記 GRAB[X]は，より重いグラブの使用を制限するものではないが，船主及びオペレータは，定

期的に又は時折より重いグラブを使用して揚貨する場合，局部損傷及び内底板の早期切替えの可能性が増加することを十

分認識しておかなければならない。 

2. 寸法要件 

2.1 要求板厚

2.1.1 一般

ビルジウェルを除く内底板及び貨物倉の傾斜部のネット板厚については，次の値のうち大きい方の値以上としなければ

ならない。

・ t： 板厚で，1 編 6 章及び 1 編 7 章の規定による。

・ tGR： 板厚で，2.1.2 及び 2.1.3 の規定による。

2.1.2 内底板

内底板のネット板厚 tGR（mm）は，次の算式による値としなければならない。 
25.0

20
62.0   

ø

ö
çç
è

æ
= GR

GR
Mbkt  

2.1.3 貨物倉の垂直部及び傾斜部

ネット板厚 tGR（mm）は次の構造部材に適用する。

・ ホッパタンクの斜板

・ 下部スツール側板

・ 横隔壁の板部材

・ 下部スツール無しの波形横隔壁の面材

・ 内殻板

内底板最下部より高さ 3m の範囲のネット板厚 tGR（mm）は，次の算式による値としなければならない。 
25.0

20
55.0   

ø

ö
çç
è

æ
= GR

GR
Mbkt  
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2 章 油タンカー 

1 節 一般配置要件 

1. 一般 

1.1 一般

1.1.1
本節は国内法及び国際法に基づく，油タンカーの一般的な構造配置要件を規定する。 

2. 貨物タンクの分離 

2.1 一般

2.1.1
貨物ポンプ室，貨物タンク，スロップタンク及びコファダムは，機関区域の前方に配置しなければならない。主貨物制

御場所，制御場所，居住区域及び業務区域は，貨物タンク，スロップタンク及び機関区域から貨物タンク又はスロップタ

ンクを分離する区画より後方に配置しなければならない。ただし，燃料油タンク及びバラストタンクの後方とする必要は

ない。

2.1.2
機関区域と貨物タンクを分離するためにコファダムを設けなければならない。ポンプルーム，バラストタンク又は燃料

油タンクをコファダムとして用いても差し支えない。 

3. 二重船殻配置 

3.1 一般

3.1.1
すべての油タンカーは，1 編 2 章 3 節に従い二重底のタンク及び区画並びに二重船側のタンク及び区画を設けなければ

ならない。二重底及び二重船側のタンク並びに区画は，貨物タンク又は区画を保護するものとし，貨物油の輸送に使用し

てはならない。

3.1.2
貨物タンクは，船舶のいかなる場所においても，船側及び船底損傷時の仮想油流出量が制限内となるような大きさ及び

配置としなければならない。 

4. 点検設備 

4.1 油タンカーに対する特別要件

4.1.1
ダクトキール又はパイプトンネルを設ける場合は，開放甲板への出口を少なくとも 2 個所，できる限り遠く離して配置

しなければならない。ダクトキール又はパイプトンネルは機関区域を経由してはならない。ポンプルームからダクトキー

ルへ通じる後方の交通は設けても差し支えない。ポンプルームからダクトキールへ通じる後方の交通を設ける場合，ポン

プルームからダクトキールへの交通口には，油密カバー又は水密戸を設けなければならない。

ダクトキールやパイプトンネルには機械通風を備え，それら区画へ入る前には十分換気を行わなければならない。パイ

プトンネルに通じる各入り口には，「当該区画へ入る前には換気ファンを十分な期間作動させること」と明記された注意

銘板を設けなければならない。さらに，ダクトキール及びパイプトンネル内の空気をガス検知器で採取しなければならな

い。また，貨物タンクにイナートガスシステムの備えている場合は，酸素検知器を装備しなければならない。 



－672－

（2019 鋼船規則 CSR-B&T編  2編  2章  1節）

4.1.2
ダクトキールへの交通のための水密戸をポンプルームに設ける場合には，水密戸の部材寸法は，本会の適当と認めると

ころによるほか，次の追加要件を満たすものでなければならない。

(a) 水密戸は船橋からの操作に加えて，主ポンプルームの入口の外側から手動閉鎖できるものとしなければならない。

戸の開閉状態を示す表示装置を戸の設置場所及び船橋に設けなければならない。 

(b) パイプトンネルへの交通が必要な場合を除き，船舶の通常航海中，水密戸の閉鎖状態を維持するため，各操作場所

には注意銘板を取り付けなければならない。

4.1.3
恒久的に修理又はメンテナンスのために油密カバーの付いた交通口を貨物タンク隔壁へ設ける場合，特別な考慮を払わ

なければならない。この場合，構造配置に関する満載喫水線及び油流出関連の国内法規に遵守しなければならない。 
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2 節 構造設計の原則 

1. 防食措置 

1.1 一般

1.1.1 貨物タンク内部の電気防食システム

貨物タンク内部に電気防食システムを取り付ける場合は，1.2 の規定によらなければならない。

1.1.2 アルミニウムを含有する塗料

貨物タンク内部にアルミニウムを含有する塗料を用いる場合は，1.3 の規定によらなければならない。

1.2 内部電気防食システム

1.2.1 
引火点 60 C 以下の液体貨物を積載するタンクに電気防食システムを取り付ける場合は，取付配置図を本会に提出し承

認を得なければならない。その配置にあっては，火災及び爆発に対する安全性を考慮しなければならない。この規定は，

隣接するタンクにも適用する。

1.2.2
貨物タンクに隣接しないバラストタンクのみの用途として用いられるタンクを除き，タンク内の固定式アノードは，マ

グネシウム製又はマグネシウム合金製のものであってはならない。

塩素及び水素の発生により爆発をもたらすことから，貨物タンク内部には外部電源方式を採用してはならない。

アルミニウム製アノードは設置しても差し支えない。ただし，引火点 60 C 以下の液体貨物タンク及び隣接するバラス

トタンクにおいては，アルミニウム製アノードが緩み外れるに至った際に，275J を超える運動エネルギーが発生しない

ように配置しなければならない。

1.2.3
アルミニウム製アノードは，落下物から保護されるよう配置しなければならない。隣接する構造物により保護されない

場合，タンクハッチ又はバタワースハッチの下に配置してはならない。

1.2.4
アノードを取り付けたタンクには，ガスが蓄積するのを防ぐために，十分な空気循環用の開口を設けなければならない。

1.3 アルミニウムを含有する塗料

1.3.1 
貨物タンク，貨物タンクの甲板区域，ポンプルーム，コファダム又はその他の貨物蒸気が蓄積する場所には，乾燥塗膜

における重量比で 10%を超えるアルミニウムを含有する塗料を使用してはならない。

1.3.2
バラストタンク内，イナーティングされる貨物タンク内及び暴露甲板の危険場所で不慮の衝撃から保護された管装置に

あっては，アルミ合金管及び表面がアルミ処理された管を使用して差し支えない。 
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3 節 船体局部強度 

記号 

本節に規定されない記号については，1 編 1 章 4 節による。

S： 主要支持部材の心距（m）で，1 編 3 章 7 節 1.2.2 の規定による。

Ct-pr： 主要支持部材の許容せん断応力係数で，次による。 

AC-S の場合： Ct-pr = 0.70

AC-SD の場合： Ct-pr = 0.85 

Cs-pr： 主要支持部材の許容曲げ応力係数で，次による。  

AC-S の場合： Cs-pr = 0.70

AC-SD の場合： Cs-pr = 0.85 

scg： 波形の 1/2 ピッチ長さ（mm）（図 4 参照） 
cgl ： 波形長さ（m）で，下部スツールと上部スツール間の距離とする。ただし，下部スツール又は上部スツールが

ない場合は，図 4 に示す波形隔壁の下端又は上端までの距離としなければならない。 

1. 貨物倉区域の主要支持部材 

1.1 一般

1.1.1 
本節の規定は，中央部 0.4LCSR間の主要支持部材及び中央部 0.4LCSR間以外の主要支持部材であって，その形状及び固着

様式が中央部と同様となる主要支持部材の寸法決定に関連する。

1.1.2
本項に規定する主要支持部材の断面係数及びせん断面積の許容基準は，1 編 1 章 1 節図 3 に示す構造配置における次の

構造要素に適用する。

(a) 二重底のフロア及びガーダ

(b) 甲板横桁

(c) 二重船側部の船側横桁

(d) 縦通隔壁の立桁（クロスタイを有する場合及び有さない場合）

(e) 横隔壁のストリンガ（バットレス又はその他の中間支持部材は除く）

(f) 船側貨物タンク及び中央貨物タンク内のクロスタイ

1.1.3 
ストリンガ又はバットレスにより追加の支持を有する横隔壁に隣接するフロア，ストリンガ，船側横桁及び立桁は，本

節の規定を適用しない。

1.1.4 
主要支持部材のウェブは，1 編 8 章 2 節 4 に従い補強しなければならない。

1.1.5 
主要支持部材のウェブの深さは，1.5.1，1.7.1 及び 1.8.1 の該当規定による値以上としなければならない。

1.1.6
防撓材のためのスロット開口を有する主要支持部材であって，当該スロットが塞がれない場合にあっては，主要支持部

材のウェブ深さは，いかなる場合もスロットの深さの 2.5 倍より小さい値としてはならない。

1.1.7
要求ウェブ深さを有する主要支持部材を設けることが困難である場合，要求される部材と等価な断面二次モーメント又

は撓み量を有することを条件に，主要支持部材のウェブ深さを減じることができる。要求される部材と等価な断面二次モ

ーメントは，主要支持部材のスパン中央における有効幅及び要求板厚を有する付き板，要求深さ及び要求板厚を有するウ

ェブ並びに軟鋼に対して要求される断面係数を満足するのに十分な幅及び板厚を有する面材で構成される等価な断面に
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基づかなければならない。

等価な断面二次モーメントは，要求される部材と等しい撓み量を有することにより，その同等性が示されるものとして

も差し支えない。

深さを減じた場合であっても，最小板厚，細長比，断面係数及びせん断面積等の他のすべての規定を満足しなければな

らない。

1.2 設計荷重条件

1.2.1 
主要支持部材の評価に用いる設計荷重条件は表 1 による。

 
表 1 主要支持部材における設計荷重条件 

項目 設計荷重条件(1)(5)(6) 荷重成分 喫水 設計荷重 積付条件 

二重底のフロア

及びガーダ(3)  

SEA-1 Pex 0.9TSC 
(2) S+D 

海水圧のみ 
SEA-2 Pex TSC S 

OT-4 Pin   Pex 0.6TSC S+D 貨物圧と海水圧間のネ

ット圧力差 OT-5 Pin   Pex (4) S 

船側横桁(3) 

SEA-1 Pex 0.9 TSC S+D 
海水圧のみ 

SEA-2 Pex TSC S 

OT-1 Pin TSC S+D 

貨物圧のみ OT-2 Pin 0.6TSC S+D 

OT-3 Pin - S 

甲板横桁 

SEA-1 Pex TSC S+D 

青波圧のみ

又は甲板に作用するそ

の他の荷重 

OT-1 Pin TSC S+D 

貨物圧のみ OT-2 Pin 0.6TSC S+D 

OT-3 Pin - S 

縦通隔壁の立桁 

OT-1 Pin TSC S+D 
1 方向のみからの圧力。 

隣接タンクが空である

満載貨物タンク。 
OT-2 Pin 0.6TSC S+D 

OT-3 Pin - S 

横隔壁のストリ

ンガ 

OT-1 Pin TSC S+D 1 方向のみからの圧力。 

隣接する前後貨物タン

クが空である満載貨物

タンク。 

OT-2 Pin 0.6TSC S+D 

OT-3 Pin - S 

中央タンクのク

ロスタイ 

OT-1 2
stbinptin PP -- +

 TSC S+D 

船側貨物タンク：満載 

中央タンク：空 OT-2 2
stbinptin PP -- +

 0.6TSC S+D 

OT-3 Pin - S 
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表 1 主要支持部材における設計荷重条件（続き） 

項目 設計荷重条件(1)(5)(6) 荷重成分 喫水 設計荷重 積付条件 

船側タンクのク

ロスタイ 

OT-6 2
exin PP +  TSC S+D 

中央タンク：満載

船側貨物タンク：空 
OT-7 2

exin PP +  0.6 TSC S+D 

OT-8 2
exin PP +  TSC S 

Pin-pt：左舷船側貨物タンクからの設計荷重（kN/m2）

Pin-stb：右舷船側貨物タンクからの設計荷重（kN/m2）

(1) 静的荷重及び動的荷重の組合せは，1 編 4 章 7 節表 1 により決定しなければならない。

(2) 空のタンクであって 0.9 TSC より大きい平均喫水の組合せとなる積付条件がローディングマニュアルに含まれる場合，当

該喫水での最大値を考慮しなければならない。 

(3) 船底フロア，ガーダ及び船側横桁に対する喫水は，1 編 4 章 8 節 2 及び 1 編 4 章 8 節 3 に規定する運航上の制限を基本

とする。運航上の積付状態での喫水が規則上の積付状態での喫水を超える場合，特別な考慮が必要である。 

(4) 2 列の油密縦通隔壁を有するタンカーの喫水は 0.25 TSC としなければならない。中心線縦通隔壁を有するタンカーの喫水

は 0.33 TSC としなければならない。 

(5) 船舶の構造配置が上記の構造部材及び構造配置の項目により難い場合，主要支持部材の部材寸法の規定を決めるために

適用する設計荷重条件は，次に示す全ての適用条件を特定するために選択しなければならない。

 ・ 考慮する主要支持部材の片側が満載タンクで他の側のタンク又は区画が空

 ・ 考慮する主要支持部材の片側が満載タンクで外圧最小

 ・ 隣接するタンク又は区画が空で外圧が最大

 境界面は両側からの荷重において評価しなければならない。設計荷重条件はタンク又は区画の種類に基づいて選択しな

ければならない。また，構造の境界におけるネット圧力は最大としなければならない。使用する喫水は設計荷重条件及

び本表によらなければならない。S 及び S+D の設計荷重の組合せを含む設計荷重条件を選択しなければならない。 

(6) 空所又は液体を積載しない区画においては，空所側からの圧力成分は無視しなければならない。 

1.3 二重底のフロア

1.3.1 構造配置

横隔壁及び隔壁スツールの位置には，平板のフロアを配置しなければならない。

1.3.2 ネットせん断面積

フロアのネットせん断面積 Ashr-n50（cm2）は，フロアのいかなる位置においても，次の算式による値以上としなければ

ならない。 

eHprt
nshr C

QA
t-

- =
5.8

50  

Q： 設計せん断力（kN） 

shrshr PSfQ l=  

fshr： せん断力分布係数 

)21(
shr

i
ishrshr

yff
l

-= -  ただし，0.2 未満としてはならない。 

fshr-i： スパン shrl の端部におけるせん断力分布係数で，表 2 による 

shrl ： フロアの有効せん断スパン（m）で，図 2 による。ブラケット端部にあっては，有効せん断スパンは 1 編

3 章 7 節 1.1.7 に規定する有効な端部ブラケットの先端までとする。フロアの端部がビルジホッパ又はス

ツール構造の位置のガーダの場合，有効せん断スパンは図 2 に示すガーダから隣接の船底及び内底縦通

防撓材までの距離の 1/2 の点までとする。 
yi： 考慮するフロアの横断面から最も近い有効せん断スパン shrl の端部までの距離（m） 

P： 表 1 に規定する考慮すべき設計荷重条件における設計荷重（kN/m2）で，横隔壁間又は横隔壁と制水隔壁
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間の中央にあるフロアの有効せん断スパン shrl の中点において計算する。 

 
表 2 フロアのせん断力分布係数 

構造配置 
中央タンク 

（図 1 における fshr3） 

船側タンク 

船内側 

（図 1 における fshr2） 

ホッパナックル側 

（図 1 における fshr1） 

中心線縦通隔壁を有する船舶 - 0.40 0.60 

2 列の縦通隔壁を有する船舶 0.5 0.50 0.65 

 
図 1 フロアのせん断力分布係数 

 

 
図 2 フロアの有効せん断スパン 

 

典型的なビルジホッパ及び端部ブラケットの配置 

典型的なビルジホッパ及びスツールの配置 
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1.4 二重底のガーダ

1.4.1 構造配置

中心線又はダクトキール，ホッパサイド，縦通隔壁及び隔壁スツールの位置には，連続したボトムガーダを配置しなけ

ればならない。

1.4.2 センターガーダのネットせん断面積

中心線縦通隔壁を有さない船舶のセンターガーダにおいて，各横隔壁及び制水隔壁（設けられている場合）からの最初

の区画のセンターガーダのネットせん断面積 Ashr-n50（cm2）は，次による値以上としなければならない。 

eHprt
nshr C

QA
t-

- =
5.8

50  

Q：  設計せん断力（kN）で，次による。 
2

2121.0 shrPnnQ l=  

shrl ： 有効せん断スパンで，1.3.2 の規定による。 

P： 設計荷重（kN/m2）で，1.3.2 の規定による。

n1： 係数で次による。 

289.1163.000935.0
2

1 + 
ø

ö
ç
è

æ- 
ø

ö
ç
è

æ=
SS

n shrshr ll  

n2：  係数で次による。 

 
ø
ö

ç
è
æ-=

12
3.12

Sn  

S：   フロアの心距（m）で，1 編 3 章 7 節 1.2.2 の規定による。 

1.4.3 サイドガーダのネットせん断面積

上部に縦通隔壁を配置していないサイドガーダにおいて，各横隔壁及び制水隔壁（設けられている場合）からの最初の

区画のサイドガーダのネットせん断面積 Ashr-n50（cm2）は，次による値以上としなければならない。 

eHprt
nshr C

QA
t-

- =
5.8

50  

Q： 設計せん断力（kN） 
2

4314.0 shrPnnQ l=  

n3： 係数で次による。 

 
ø
ö

ç
è
æ-=

S
n shrl0357.0072.13  

n4： 係数で次による。 

 
ø
ö

ç
è
æ-=
18

2.14
Sn  

S：   フロアの心距（m）で，1 編 3 章 7 節 1.2.2 の規定による。 

shrl ： 有効せん断スパンで，1.3.2 の規定による。 

P： 設計荷重（kN/m2）で，1.3.2 の規定による。 

1.5 甲板横桁

1.5.1 ウェブ深さ

甲板下の甲板横桁のウェブ深さは次による値以上としなければならない。

・ 2 列の縦通隔壁を有する船の船側貨物タンク内の甲板横桁：0.20 dtbdg -l  

・ 2 列の縦通隔壁を有する船の中央貨物タンク内の甲板横桁：0.13 dtbdg -l  

ただし，中央貨物タンクの甲板横桁のウェブ深さは，船側貨物タンクの甲板横桁のウェブ深さの 90%未満として

はならない。 
・ 中心線縦通隔壁を有する船の甲板横桁：0.10 dtbdg -l  

・ 1.1.6 の規定による要求ウェブ高さ

甲板上の甲板横桁のウェブ深さは次による値以上としなければならない。

・ 0.10 dtbdg -l  

・ 1.1.6 の規定による要求ウェブ高さ 
dtbdg -l ： 有効曲げスパン（m）で，1.5.2 の規定による。 
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1.5.2 上甲板下に設ける甲板横桁のネット断面係数

上甲板下に設ける甲板横桁のネット断面係数（cm3）は，次の算式による Zin-n50 及び Zex-n50 の値以上としなければならな

い。

また，船側貨物タンク内の上甲板下に設ける甲板横桁のネット断面係数は，中央タンク内の上甲板下に設ける甲板横桁

の要求値以上としなければならない。 

eHprs

in
nin RC

M
Z

-
- =

850
50  

eHprs

ex
nex RC

MZ
-

- =
850

50  

Min： 貨物荷重による設計曲げモーメント（kNm）で，次による。 
・ 2 列の縦通隔壁を有する船の船側貨物タンク内の甲板横桁及び中心線縦通隔壁を有する船の貨物

タンク内の甲板横桁： 
stdtbdgdtintin MSPM += --

2042.0 lj  ただし，M0 未満としてはならない。 

・ 2 列の縦通隔壁を有する船の中央貨物タンク内の甲板横桁： 

vwdtbdgdtintin MSPM += --
2042.0 lj  ただし，M0 未満としてはならない。 

Mst： 船側横桁から伝達される曲げモーメント（kNm） 
2

stbdgstinststst SPcM --= lb  

船側貨物タンク内にクロスタイがあり， ctstbdg --l が 0.7 stbdg -l より大きい場合には，上式の stbdg -l は

ctstbdg --l として差し支えない。 

Mvw： 縦通隔壁の立桁から伝達される曲げモーメント（kNm） 
2

vwbdgvwinvwvwvw SPcM --= lb  

ctvwbdg --l が 0.7 vwbdg -l より大きい場合には，上式の vwbdg -l は ctvwbdg --l として差し支えない。立て式波

形隔壁において，Mvwは，甲板横桁の間隔に亘る波形隔壁の上端部の曲げモーメントとしなければなら

ない。 

M0： 最小曲げモーメント（kNm） 
2

0 083.0 dtbdgdtin SPM --= l  

Mex： 青波荷重による設計曲げモーメント（kNm） 
2067.0 dtbdgdtexex SPM --= l  

Pin-dt： 表 1 に規定する考慮すべき設計荷重条件における設計貨物荷重（kN/m2）で，タンク中央にある甲板横

桁の有効曲げスパン dtbdg -l の中点で計算する。 

Pin-st： 表 1 に規定する考慮すべき設計荷重条件での船側貨物タンクにおける設計貨物荷重（kN/m2）で，タン

ク中央にある船側横桁の有効曲げスパン stbdg -l の中点で計算する。 

Pin-vw： 表 1に規定する考慮すべき設計荷重条件での 2列の縦通隔壁を有する船の中央貨物タンクにおける設計

貨物荷重（kN/m2）で，タンク中央にある縦通隔壁の立桁の有効曲げスパン vwbdg -l の中点で計算する。 

Pex-dt： 表 1 に規定する考慮すべき設計荷重条件での設計青波荷重（kN/m2）で，タンク中央にある甲板横桁の

有効曲げスパン dtbdg -l の中点で計算する。 

tj ： 係数で次による。ただし，0.6 未満としてはならない。 

 
ø

ö
ç
ç
è

æ
-=

-dtbdg

toe
t

y
l

51j  

toey ： 有効曲げスパン dtbdg -l の端部から甲板横桁の端部ブラケットの先端までの距離（m） 

stb ： 係数で次による。ただし，0.1 以上 0.65 以下とする。 

 
ø

ö
çç
è

æ
 
ø

ö
ç
ç
è

æ
=

-

-

-

-

50

509.0
nst

ndt

dtbdg

stbdg
st I

I
l

l
b  

vwb ： 係数で次による。ただし，0.1 以上 0.5 以下とする。 

 
ø

ö
çç
è

æ
 
ø

ö
ç
ç
è

æ
=

-

-

-

-

50

509.0
nvw

ndt

dtbdg

vwbdg
vw I

I
l

l
b  

dtbdg -l ： 甲板横桁の有効曲げスパン（m）（1 編 3 章 7 節 1.1.6 及び図 3 参照）。ただし，考慮する位置における

タンク幅の 60%未満としてはならない。 
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stbdg -l ： 甲板横桁とビルジホッパの間の船側横桁の有効曲げスパン（m）（1 編 3 章 7 節 1.1.6 及び図 3 参照） 

ctstbdg --l ： 船側貨物タンク内にクロスタイを有する場合，甲板横桁とクロスタイのウェブ深さの中点の間の船

側横桁の有効曲げスパン（m）（1 編 3 章 7 節 1.1.6 及び図 3 参照） 
vwbdg -l ： 甲板横桁と船底構造の間の縦通隔壁の立桁の有効曲げスパン（m）（1 編 3 章 7 節 1.1.6 及び図 3 参照） 

ctvwbdg --l ： 甲板横桁とクロスタイのウェブ深さの中点の間の縦通隔壁の立桁の有効曲げスパン（m）（1 編 3 章

7 節 1.1.6 及び図 3 参照） 

Idt-n50： 付き板の有効幅を含む甲板横桁のスパン中央におけるネット断面二次モーメント（cm4）で，1 編 3 章 7
節 1.3.2 の規定による。 

Ist-n50： 付き板の有効幅を含む船側横桁のスパン中央におけるネット断面二次モーメント（cm4）で，1 編 3 章 7

節 1.3.2 の規定による。 

Ivw-n50： 付き板の有効幅を含む縦通隔壁の立桁のスパン中央におけるネット断面二次モーメント（cm4）で，1
編 3 章 7 節 1.3.2 の規定による。 

cst： 係数で表 3 による。

cvw： 係数で表 3 による。 

 
表 3 甲板横桁における cst及び cvwの値 

構造配置 cst cvw 

中心線縦通隔壁を有する船舶 0.056 - 

2 列の縦通隔壁

を有する船舶 

中央貨物タンク

内のクロスタイ 

ctvwbdg --l に基づく Mvw - 0.044 

stbdg -l  に基づく Mst 又は vwbdg -l に基づく Mvw 0.044 0.016 

船側貨物タンク

内のクロスタイ 

ctstbdg --l に基づく Mst又は ctvwbdg --l に基づく Mvw 0.044 0.044 

stbdg -l  に基づく Mst又は vwbdg -l に基づく Mvw 0.041 0.015 

1.5.3 上甲板下に設ける甲板横桁のネットせん断面積

上甲板下に設ける甲板横桁のネットせん断面積（cm2）は，次の算式による 50ninshrA -- 及び 50nexshrA -- の値以上としなけ

ればならない。 

eHprt

in
ninshr C

QA
t-

-- =
5.8

50  

eHprt

ex
nexshr C

QA
t-

-- =
5.8

50  

Qin： 貨物荷重による設計せん断力（kN） 
gSDbcSPQ Lctrshrdtinin r165.0 += - l  

Qex： 青波荷重による設計せん断力（kN） 

shrdtexex SPQ l-= 65.0  

dtinP - ： 設計荷重（kN/m2）で，1.5.2 の規定による。 

dtexP - ： 設計荷重（kN/m2）で，1.5.2 の規定による。 

dtbdg-l ： 有効スパン（m）で，1.5.2 の規定による。 

shrl ： 甲板横桁の有効せん断スパン（m）（1 編 3 章 7 節 1.1.7 参照） 

c1： 係数で次による。 

・ 2 列の縦通隔壁を有する船舶の船側貨物タンクの場合：c1 = 0.04

・ 2 列の縦通隔壁を有する船舶の中央タンクの場合：c1 = 0.00

・ 中心線縦通隔壁を有する船舶の場合：c1 = 0.00 

bctr： 中央タンクの幅（m） 
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図 3 甲板横桁，船側横桁，縦通隔壁の立桁及び横隔壁のストリンガのスパンの定義 

 

1.5.4 上甲板上に設ける甲板横桁

上甲板上に甲板横桁を設ける場合，甲板横桁のネット断面係数（cm3）及びせん断面積（cm2）は，それぞれ次の算式に

よる Zn50及び 50nshrA - の値以上としなければならない。 

eHprsbdg

bdg
n RCf

SP
Z

-

=
2

50
850 l

 

eHprt

shrshr
nshr C

SPf
A

t-
- =

l5.8
50  

P： 表 1 に規定する考慮すべき設計荷重条件における設計荷重（kN/m2）で，タンク中央にある甲板横桁の

有効曲げスパン bdgl の中点で計算する。 

fbdg： 係数で次による。 

表 1 における設計荷重条件 OT-1, OT-2 及び OT-3 の場合： fbdg = 12

表 1 における設計荷重条件 SEA-1 の場合： fbdg = 15 

fshr： 係数で次による。 

fshr = 0.5 

bdgl ： 上甲板上に設ける甲板横桁の有効曲げスパン（m）で，甲板に溶接された内殻板から縦通隔壁又は上部

スツールが設けられる場合には上部スツールまでの長さとする。 

shrl ： 上甲板上に設ける甲板横桁の有効せん断スパン（m）で，甲板に溶接された内殻板から縦通隔壁又は上

部スツールが設けられる場合には上部スツールまでの長さとする。 

代替として，要求断面係数及びせん断面積は，喫水 TSC及び貨物密度 1.025t/m3 として，1 編 4 章 8 節 3.2.9 に規定する

積付パターン A1, A2 又は B1,B2 を考慮し，1 編 7 章に従って有限要素法により求めて差し支えない。

1.5.5 横隔壁に隣接する甲板横桁

横隔壁に隣接する甲板横桁の寸法は，設計青波荷重のみを考慮した 1.5.2 から 1.5.4 の要件に適合しなければならない。

1.6 船側横桁

1.6.1 ネットせん断面積

船側横桁のネットせん断面積 50nshrA - （cm2）は次の算式による値以上としなければならない。 

eHprt
nshr C

QA
t-

- =
5.8

50  

Q： 設計せん断力（kN）で次による。 
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船側横桁の上部：Q = Qu

船側横桁の下部：Q = Ql 

Qu： せん断力（kN）で次による。 
])([ uulustuu PhPPcSQ -+= l  

船側貨物タンクにクロスタイがあり， ctst-l が 0.7 stl より大きい場合，上式の stl は ctst-l とする。 

Ql： せん断力（kN）で，次による値のうち最も大きい値とする。 
・ ])([ lllustl PhPPcS -+l  

・ )(35.0 lustl PPSc +l  

・ uQ2.1  

船側貨物タンクにクロスタイがあり， ctst-l  が 0.7 stl より大きい場合，上式の stl は ctst-l とする。 

Pu： 表 1 に規定する考慮すべき設計荷重条件における設計荷重（kN/m2）で，タンク中央部において高さ hu

の中点で計算する。 

Pl： 表 1 に規定する考慮すべき設計荷重条件における設計荷重（kN/m2）で，タンク中央部において高さ hl

の中点で計算する。 

stl ： 船側横桁の長さ（m）で，次による。 

・ 甲板下に甲板横桁を設ける場合， stl は甲板横桁のフランジと内底板の間の長さとする。（図 3 参照） 

・ 甲板上に甲板横桁を設ける場合， stl は船側での甲板位置と内底板の間の長さとする。 

ctst-l ： 船側横桁の長さ（m）で，次による。 

・ 甲板下に甲板横桁を設ける場合であって，船側タンク内にクロスタイを設ける場合， ctst -l は甲板

横桁のフランジとクロスタイの深さの中点の間の長さとする。 
・ 甲板上に甲板横桁を設ける場合であって，船側タンク内にクロスタイをもける場合， ctst-l は船側

での甲板位置とクロスタイの深さの中点の間の長さとする。 

hu： 船側横桁の上部ブラケットの有効長さ（m）で，次による。 

・ 甲板下に甲板横桁を設ける場合，hu は図 3 による。

・ 甲板上に甲板横桁を設ける場合， 

・ 船側部の上部構造に内殻の縦通隔壁を次のように配置する場合，hu は船側での甲板位置と船側

部構造の傾斜板の下端間としなければならない。 

・ 船側部構造の上部の幅が二重船側部の幅の 1.5 倍より大きい場合及び

・ 内殻の縦通隔壁における傾斜板との交差部の基点と船側部構造と甲板の交差部の点を結

んだ線の角度が 30 度から 90 度までの場合 

・ その他の場合：hu は 0 とする。 

hl： ビルジホッパの高さ（m）で，図 3 による。

cu： 係数で，表 4 による。

cl： 係数で，表 4 による。 

 
表 4 船側横桁における cu 及び clの値 

構造配置 cu cl 

サイドストリンガの数 3 未満 3 以上 3 未満 3 以上 

中心線縦通隔壁を有する船 

0.12 0.09 0.29 0.21 
2 列の縦通隔壁を

有する船 

中央貨物タンクのクロスタイ 

船側貨物タンク

のクロスタイ 

ctst-l における Qu 又は Ql  

stl における Qu 又は Ql 0.08 0.20 
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1.6.2 船側横桁の全長に亘るせん断面積

船側横桁の全長に亘るせん断面積は，次によらなければならない。異なる降伏応力の材料を使用する場合，材料の降伏

応力が異なることを適切に考慮しなければならない。

(a) 上部の要求せん断面積は，上部 0.2 shrl に亘り維持しなければならない。 

(b) 下部の要求せん断面積は，下部 0.2 shrl に亘り維持しなければならない。 

(c) Qu 及び Qlが ctst-l に基づき決定される場合，下部の要求せん断面積はクロスタイより下方で維持しなければならな

い。 

(d) 船側貨物タンクにクロスタイが無い場合，上部と下部の間の要求せん断面積は，船側横桁の中点において下部の要

求せん断面積の 50%まで線形的に減じさせなければならない。 

(e) 船側貨物タンクにクロスタイを有する場合，スパンに沿った要求せん断面積は上部と下部の間で線形的に漸減させ

なければならない。 

shrl ： 船側横桁の有効せん断スパン（m） 

lustshr hh --= ll  Qu 又は Ql が stl に基づき決定される場合 

uctstshr h-= -ll  Qu 又は Ql が ctst-l に基づき決定される場合 

stl , ctst-l , hu, hl, Qu, Ql ：1.6.1 の規定による。 

1.7 縦通隔壁の立桁

1.7.1 ウェブ深さ

縦通隔壁の立桁のウェブ深さは,次による値以上としなければならない。

・ 中心線縦通隔壁を有する船舶の場合： 0.14 vwbdg -l  

・ 2 列の縦通隔壁を有する船舶の場合： 0.09 vwbdg -l  

・ 1.1.6 の規定による要求ウェブ高さ 
vwbdg -l ： 有効曲げスパン（m）で，1.7.2 の規定による。 

1.7.2 ネット断面係数

立桁のネット断面係数 Zn50（cm3）は，次の算式による値以上としなければならない。: 

eHprs
n RC

MZ
-

=
850

50  

M： 設計曲げモーメント（kNm）で，次による。 
立桁の上部： 2

vwbdgu PSlcM -=  

立桁の下部： 2
vwbdgl PSlcM -=  

クロスタイがあり， ctvwbdg --l が 0.7 vwbdg-l より大きい場合，上式の vwbdg-l は ctvwbdg --l としなければならない。 

P： 表 1 に規定する考慮すべき設計荷重条件における設計荷重（kN/m2）で，タンク中央部にある立桁の有効曲

げスパン vwbdg -l の中点で計算する。 

vwbdg -l ： 甲板横桁及び船底構造の間の縦通隔壁の立桁の有効曲げスパン（m）（図 3 参照） 

ctvwbdg --l ： 2 列の縦通隔壁を有する船において，甲板横桁とクロスタイのウェブ深さの中点の間の縦通隔壁の

立桁の有効曲げスパン（m） 

cu： 係数で，表 5 による。

cl： 係数で，表 5 による。 
 

表 5 縦通隔壁の立桁における cu 及び clの値 

構造配置 cu cl 

中心縦通隔壁を有する船舶 0.057 0.071 

2 列の縦通隔壁

を有する船舶 

中央貨物タンクのクロスタイ 
ctvwbdg --l における M 0.057 0.071 

vwbdg -l における M  0.012 0.028 

船側貨物タンクのクロスタイ 
ctvwbdg --l における M 0.057 0.071 

vwbdg -l  における M  0.016 0.032 
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1.7.3 縦通隔壁の立桁の全長に亘る断面係数

縦通隔壁の立桁の全長に亘る断面係数は，次によらなければならない。異なる降伏応力の材料を使用する場合，材料の

降伏応力が異なることを適切に考慮しなければならない。

(a) 上部の要求断面係数は，0.2 vwbdg -l 又は 0.2 ctvwbdg --l  に亘り維持しなければならない。 

(b) 下部の要求断面係数は，0.2 vwbdg -l 又は 0.2 ctvwbdg --l  に亘り維持しなければならない。 

(c) ctvwbdg --l に基づき決定された要求断面係数の場合，下部の要求せん断面積はクロスタイより下方で維持しなけれ

ばならない。 

(d) 上部と下部の間の要求断面係数は，立桁の中点における断面係数が下部の要求断面係数の 70%となるよう線形的

に減じさせなければならない。 

vwbdg -l , ctvwbdg --l ： 有効曲げスパン（m）で，1.7.2 の規定による。 

1.7.4 ネットせん断面積

立桁のネット断面係数 50nshrA - （cm2）は次の算式による値以上としなければならない。 

eHprt
nshr C

QA
t-

- =
5.8

50  

Q： 設計せん断力(kN)で，次による。 

立桁の上部：Q = Qu 

立桁の下部：Q = Ql 

Qu：せん断力（kN）で，次による。： 
])([ uuluvwuu PhPPcSQ -+= l  

中央タンク又は船側貨物タンクにクロスタイを設ける場合であって， ctvw-l が 0.7 vwl より大きい場合，上式

の vwl は ctvw-l としなければならない。 

Ql： せん断力（kN）で，次による値のうち最も大きい値とする。 
・ ])([ luluvwl PhPPlcS -+  

・ )( luvwlw PPlScc +  

・ uQ2.1  

中央タンク又は船側貨物タンクにクロスタイを設ける場合であって， ctvw-l が 0.7 vwl より大きい場合，上式

の vwl は ctvw-l としなければならない。 

Pu： 表 1 に規定する考慮すべき設計荷重条件における設計荷重（kN/m2）で，タンク中央にある立桁の上部ブラ

ケット高さ hu の中点において計算する。 

Pl： 表 1 に規定する考慮すべき設計荷重条件における設計荷重（kN/m2）で，タンク中央にある立桁の下部ブラ

ケットの高さ hlの中点において計算する。 

vwl ： 甲板横桁のフランジと内底板の間の立桁の長さ（m）(図 3 参照) 

ctvw-l ： クロスタイを設ける場合，甲板横桁のフランジとクロスタイのウェブ深さの中点の間の立桁の長さ（m） 

hu： 立桁の上部ブラケットの有効長さ（m）で，図 3 による

hl： 立桁の下部ブラケットの有効長さ（m）で，図 3 による

cu： 係数で，表 6 による。

cl： 係数で，表 6 による。

cw： 係数で，次による。 

・ 中心線縦通隔壁を有する船舶の場合：cw = 0.57

・ 2 列の縦通隔壁を有する船舶の場合：cw = 0.50 

 
表 6 縦通隔壁の立桁における cu 及び clの値 

構造配置 cu cl 

中心線縦通隔壁を有する船舶 
0.17 0.28 

2 列の縦通隔壁を有する船舶 
ctvw-l  における Qu 又は Ql 

vwl  における Qu 又は Ql 0.075 0.18 



－685－

（2019 鋼船規則 CSR-B&T編  2編  2章  3節）

1.7.5 縦通隔壁の立桁の全長に亘るせん断面積

縦通隔壁の立桁の全長に亘るせん断面積は，次によらなければならない。異なる降伏応力の材料を使用する場合，材料

の降伏応力が異なることを適切に考慮しなければならない。 
(a) 上部の要求せん断面積は，上部 0.2 shrl に亘り維持しなければならない。 

(b) 下部の要求せん断面積は，下部 0.2 shrl に亘り維持しなければならない。 

(c) Qu 又は Ql が ctvw-l に基づき決定される場合，下部の要求せん断面積はクロスタイより下部で維持しなければなら

ない。 

(d) 中央貨物タンク又は船側貨物タンクにクロスタイが無い場合，上部と下部の間の要求せん断面積は，立桁の中点に

おけるせん断面積が下部の要求せん断面積の 50%となるよう線形的に減じさせなければならない。 

(e) 中央貨物タンク又は船側貨物タンクにクロスタイを有する場合，スパンに沿った要求せん断面積は，上部及び下部

の間で線形的に漸減させなければならない。 

shrl ： 立桁の有効せん断スパン（m） 

Qu 及び Ql が vwl に基づき決定される場合 luvwshr hh --= ll  

Qu 及び Ql が ctvw-l に基づき決定される場合 uctvwshr h-= -ll  

vwl , ctvw-l , hu, hl, Qu, Ql ： 1.7.4 の規定による。 

1.8  横隔壁付ストリンガ

1.8.1 ウェブ深さ

横隔壁付ストリンガのウェブ深さは，次による値以上としなければならない。

・ 2 列の縦通隔壁を有する船の船側貨物タンクのストリンガの場合：0.28 hsbdg -l  

・ 2 列の縦通隔壁を有する船の中央貨物タンクのストリンガの場合：0.20 hsbdg -l  

ただし，中央貨物タンクのストリンガのウェブ深さは，船側貨物タンクのストリンガの要求ウェブ深さ未満として

はならない。 
・ 中心線縦通隔壁を有する船のストリンガの場合：0.20 hsbdg -l  

・ 1.1.6 の規定による要求ウェブ深さ 
hsbdg -l ： 有効曲げスパン(m)で，1.8.2 の規定による。 

1.8.2 ネット断面係数

端部から 0.2 hsbdg -l の間におけるストリンガのネット断面係数 Zn50（cm3）は，次の算式による値以上としなければなら

ない。 

eHprs
n RC

MZ
-

=
850

50  

M： 設計曲げモーメント（kNm） 
2

hsbdgcPSlM -=  

P： 表 1 に規定する考慮すべき設計荷重条件における設計荷重（kN/m2）で，ストリンガの有効曲げスパン hsbdg -l

の中点及びストリンガの心距 S の中点で計算する。

hsbdg -l ： ストリンガの有効曲げスパン（m）。ただし，考慮する位置におけるタンク幅の 50%未満としてはなら

ない。（図 3 参照） 

c： 係数で次による。 

・ 中心線縦通隔壁を有する船の貨物タンクのストリンガの場合：c = 0.073

・ 2 列の縦通隔壁を有する船の船側貨物タンクのストリンガの場合：c = 0.083

・ 2 列の縦通隔壁を有する船の中央貨物タンクのストリンガの場合：c = 0.063 

1.8.3 ストリンガの全長に亘る断面係数

有効曲げスパンの中点における要求断面係数は端部の要求値の 70%とし，中間の要求値は線形補間により求めなけれ

ばならない。異なる降伏応力の材料を使用する場合，材料の降伏応力が異なることを適切に考慮しなければならない。

1.8.4 ネットせん断面積

端部から 0.2 shrl の間におけるストリンガのネットせん断面積 50nshrA - （cm2）は，次の算式による値以上としなければ

ならない。 

eHprt
nshr C

QA
t-

- =
5.8

50  
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Q： 設計せん断力(kN) 

shrhslPSQ 5.0=  
P： 表 1 に規定する考慮すべき設計荷重条件における設計圧力（kN/m2）で，ストリンガの有効曲げスパン hsbdg -l

の中点及びストリンガの心距 S の中点で計算する。  

Shs： 心距(m)で，1.8.2 の規定による。 

shrl ： ストリンガの有効せん断スパン（m） 

1.8.5 有効せん断スパンの中点におけるせん断面積

有効せん断長さの中点における要求せん断面積は端部の要求値の 50%とし，中間の要求値は線形補間により求めなけ

ればならない。異なる降伏応力の材料を使用する場合，材料の降伏応力が異なることを適切に考慮しなければならない。

1.9 クロスタイ

1.9.1 最大設計軸荷重

クロスタイに作用する最大設計軸荷重 Wctは，次による許容荷重 Wct-perm以下の値としなければならない。 
permctct WW -£  

Wct： 適用する軸荷重(kN) 
SPbW ctct =  

Wct-perm： 許容荷重(kN) 
crallnctpermct AW sh5012.0 -- =  

P： 表 1 に規定する考慮すべき全ての設計荷重条件における最大設計荷重（kN/m2）で，タンク中央にある

クロスタイが支持する部分の中点で計算する。 

bct： スパン（m）で次による。 
・ 中央貨物タンクにクロスタイを有する場合：bct = 0.5 vwbdg-l  

・ 船側貨物タンクにクロスタイを有する場合：

・ 中央貨物タンクから設計貨物圧を受ける場合：bct = 0.5 vwbdg-l  

・ 設計海水圧を受ける場合：bct = 0.5 stbdg-l  

vwbdg -l ：有効曲げスパン(m)で，1.5.2 の規定による。 

stbdg -l ：有効曲げスパン(m)で，1.5.2 の規定による。 

allh ： 許容座屈使用係数で，1 編 8 章 1 節 3.3 の規定による。 

crs ： 圧縮状態にあるクロスタイの許容座屈応力（N/mm2）で，1 編 8 章 5 節 3.1.1 の規定によるネット断面特

性を用いて計算する。 

50nctA - ：クロスタイのネット断面積（cm2） 

1.9.2 溶接結合部

クロスタイのウェブに有効な方法で圧縮力を伝達するため，溶接結合部の適切性及び防撓材の配置に特別な注意を払わ

なければならない。

クロスタイのすべての端部ブラケットの先端における溶接部には特別な注意を払わなければならない。

1.9.3 水平防撓材

水平防撓材は，クロスタイの端部において縦通防撓材と同一面となるように配置し，縦通防撓材に取付けなければなら

ない。 

2. 立て式波形隔壁 

2.1  適用

2.1.1
1 編 6 章 4 節 1 の規定に加え，油タンカーの立て式波形隔壁は 2.2 の規定にもよらなければならない。

2.2 寸法要件

2.2.1 高さ方向に亘るネット板厚

波形隔壁の下端から波形長さ cgl の 2/3 までは，2.2.3 及び 2.2.4 に規定するネット板厚としなければならない。波形隔

壁の下端から波形長さ cgl の 2/3 より上方については，波形長さの中点における 2.2.3 による要求ネット板厚から 20%減じ

て差し支えない。ただし，波形隔壁の上端のネット断面係数は，2.2.4 の規定を満足しなければならない。 
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2.2.2 高さ方向に亘るウェブのネット板厚

波形隔壁の下方 15%の範囲のウェブのネット板厚 tw（mm）は，1 編 6 章 2 節 2 に規定する全ての適用すべき設計荷重

条件において，次の算式により計算した値の最も大きい値としなければならない。ただし，本規定は下部スツールが設け

られていない波形隔壁には適用しない。 

eHcgtcg

cg
w Cd

Q
t

t-

=
1000

 

Qcg： 波形の下端部におけるウェブの設計せん断力(kN) 

8000
3 ulcgcg

cg
PPls

Q
+

=  

Pl： 1 編 6 章 2 節表 1 に規定する考慮すべき設計荷重条件における設計荷重（kN/m2）で，波形の下端部で計

算する。 

Pu： 1 編 6 章 2 節表 1 に規定する考慮すべき設計荷重条件における設計荷重（kN/m2）で，波形の上端部で計

算する。 

dcg： 波形の深さ（mm）（図 4 参照）

Ct-cg： 許容せん断応力係数 

許容評価基準条件 AC-S の場合：Ct-cg = 0.75

許容評価基準条件 AC-SD の場合：Ct-cg = 0.90 

2.2.3 高さ方向に亘るフランジのネット板厚

波形隔壁の下端から波形長さの 2/3 のまでのフランジのネット板厚 tf（mm）は，1 編 6 章 2 節 2 に規定する全ての適用

すべき設計荷重条件において，次の算式により計算された値の最も大きい値としなければならない。ただし，本規定は下

部スツールが設けられていない波形隔壁には適用しない。 

3max 10
57.6

---
=

f

bdgcgf
f C

b
t

s
 

max-bdgs ： フランジの垂直方向曲げ応力の最大値（N/mm2）。曲げ応力は波形長さの下端及び中点で計算しなけ

ればならない。 
3

max 10
actcg

cg
bdg Z

M

-
- =s  

Mcg： 垂直方向曲げモーメント（kNm）で，2.2.4 の規定による。

Zcg-act： 波形隔壁の下端及び中点における実際のネット断面係数（cm3）

bf-cg： フランジの幅（mm）（図 4 参照）

bw-cg： ウェブの幅（mm）（図 4 参照）

Cf ： 係数で次による。 
2

26.065.7  
ø

ö
ç
ç
è

æ
-=

-

-

cgf

cgw
f b

b
C  

2.2.4 高さ方向に亘るネット断面係数

波形隔壁の単一の波形部の上下端及び中点（ cgl /2）におけるネット断面係数 Zcg は，1 編 6 章 2 節 2 に規定する全ての

適用すべき設計荷重条件において，次の算式により計算された値の最も大きい値としなければならない。 

eHcgs

cg
cg RC

M
Z

-

=
1000  

Mcg： 垂直方向曲げモーメント（kNm） 

12000

2
0lsPC

M cgi
cg =  

P： 平均圧力（kN/m2） 

2
lu PPP +

=  

Pl, Pu： 1 編 6 章 2 節表 1 に規定する考慮すべき設計荷重条件における設計荷重（kN/m2）で，波形隔壁の上下

端でそれぞれ計算する。

・ 波形横隔壁の場合，荷重は各タンクの縦通隔壁から btk/2 に位置する断面で計算しなければならな

い。 
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・ 波形縦通隔壁の場合，荷重は各タンクの端部，すなわち前後の横隔壁と縦通隔壁と交差部で計算し

なければならない。 

btk： 考慮するタンクの最大幅（m）で，隔壁間の距離とする。 

ol ： 波形隔壁の有効曲げスパン（m）で，下部スツールの深さの中点から上部スツールの深さの中点までの距

離とする。ただし，上部スツール又は下部スツールがない場合， ol は上端又は下端までの距離としなけ

ればならない。（図 4 参照） 

Ci： 曲げモーメントの係数で，表 7 による。

Cs-cg： 波形長さ cgl の中点における許容曲げ応力係数: 

許容評価基準 AC-S の場合：Cs-cg = ce ただし，0.75 を超えてはならない。

許容評価基準 AC-SD の場合：Cs-cg = ce ただし，0.9 を超えてはならない。

波形長さ cgl の上下端における許容曲げ応力係数: 

許容評価基準 AC-S の場合：Cs-cg = 0.75 

許容評価基準 AC-SD の場合：Cs-cg = 0.90 

ce： 係数で次による。 

b   1.25 の場合 2
25.125.2

bb
-=ec  

b < 1.25 の場合 0.1=ec  

b ： 係数で次による。 

E
R

t
b eH

f

cgf -=b  

bf-cg： フランジの幅（mm）（図 4 参照）.

tf： 波形フランジ部のネット板厚（mm） 
 

表 7 Ciの値 

隔壁 cgl の下端 cgl の中点 cgl の上端 

横隔壁 C1 Cm1 0.65Cm1 

縦通隔壁 C3 Cm3 0.65Cm3 

C1： 係数で次による。 

dk

dt

b
AbaC 111 +=  ただし，0.60 未満としてはならない。 

dk

dt

b
AbaC 111 -=  下部スツールのない横隔壁の場合。ただし，0.55 未満としてはならない。 

a1： 係数で次による。 

btR
a 41.095.01 -=  

0.11 =a   下部スツールのない横隔壁の場合。 

b1： 係数で次による。 

btR
b 078.020.01 +-=  

13.01 =b   下部スツールのない横隔壁の場合。 

Cm1： 係数で次による。 

dk

dt
mmm b

AbaC 111 +=  ただし，0.55 未満としてはならない。 

dk

dt
mmm b

AbaC 111 -=  下部スツールのない横隔壁の場合。ただし，0.6 未満としてはならない。 

am1： 係数で次による。 
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bt
m R

a 25.063.01 +=  

85.01 =ma   下部スツールのない横隔壁の場合。 

bm1： 係数で次による。 

bt
m R

b 11.025.01 --=  

34.01 =mb   下部スツールのない横隔壁の場合。 

C3： 係数で次による。 

dk

dlAbaC
l

333 +=  ただし，0.6 未満としてはならない。 

dk

dlAbaC
l

333 -=  下部スツールのない縦通隔壁の場合。ただし，0.55 未満としてはならない。 

a3： 係数で次による。 

blR
a 35.086.03 -=  

0.13 =a   下部スツールのない縦通隔壁の場合。 

b3： 係数で次による。 

blR
b 10.017.03 +-=  

13.03 =b   下部スツールのない縦通隔壁の場合。 

Cm3： 係数で次による。 

dk

dl
mmm

AbaC
l

333 +=  ただし，0.55 未満としてはならない。 

dk

dl
mmm

AbaC
l

333 -=  下部スツールのない縦通隔壁の場合。ただし，0.6 未満としてはならない。 

am3： 係数で次による。 

bl
m R

a 24.032.03 +=  

85.03 =ma   下部スツールのない縦通隔壁の場合。 

bm3： 係数で次による。 

bl
m R

b 10.012.03 --=  

19.03 =mb   下部スツールのない縦通隔壁の場合。 

Rbt： 係数で次による。 

 
ø

ö
çç
è

æ
+ 

ø

ö
çç
è

æ
+= -
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tav

ib

ib

ib

bt
bt h

b
bb

AR 11
l

 横隔壁の場合。 

Rbl： 係数で次による。 

 
ø

ö
çç
è

æ
+ 

ø

ö
çç
è

æ
+= -

sl

lav

ib

ib

ib

bl
bl h

b
bl

AR 11 l  縦通隔壁の場合。 

Adt： 横隔壁の上部スツールを成形する部材により閉囲される断面積（m2） 

Adt = 0（上部スツールがない場合） 

Adl： 縦通隔壁の上部スツールを成形する部材により閉囲される断面積（m2） 

Adl = 0（上部スツールがない場合） 

Abt： 横隔壁の下部スツールを成形する部材により閉囲される断面積（m2）

Abl： 縦通隔壁の下部スツールを成形する部材により閉囲される断面積（m2）

bav-t： 横隔壁の下部スツールの平均幅（m）（図 4 参照）

bav-l： 縦通隔壁の下部スツールの平均幅（m）（図 4 参照）

hst： 横隔壁の下部スツールの高さ（m）（図 4 参照）

hsl： 縦通隔壁の下部スツールの高さ（m）（図 4 参照） 
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bib： ホッパタンク間又はホッパタンクと中心線上の下部スツール間の内底板上での貨物タンクの幅（m）（図

4 参照） 

bdk： 上部船側タンク間又は上部船側タンクと中心線上の上部スツール間又は上部スツールがない場合は波形

フランジ間の甲板上での貨物タンクの幅（m）（図 4 参照） 

ibl ： 横隔壁の下部スツール間の内底板上での貨物タンクの長さ（m）（図 4 参照） 

dkl ： 横隔壁の上部スツール間又は上部スツールがない場合は波形フランジ間の甲板上での貨物タンクの長さ

（m）（図 4 参照） 

 
図 4 波形隔壁のパラメータの定義（中心線縦通隔壁を有するタンカー） 
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4 節 船体艤装 

1. 非常用曳航設備に使用する部品に対する支持構造 

1.1 一般

1.1.1
載貨重量が 20,000 トン以上のタンカーにあっては，SOLAS 条約に従い，船首部及び船尾部に非常曳航設備を備えなけ

ればならない。

1.1.2
非常曳航設備の設計及び構造は，船籍国主管庁の承認を得なければならない。

1.2 提出図面

1.2.1
甲板との据付け要領を含む非常曳航設備の支持構造の詳細図面を，本会に提出し，承認を得なければならない。また，

参考として，荷重が作用する位置及び方向が十分に確認できる詳細な非常曳航設備図を本会に提出しなければならない。

1.3 構造配置

1.3.1 強度の連続性

構造配置は強度の連続性を保たなければならない。

1.3.2 応力集中

非常曳航設備付近の船体構造の構造配置は，応力集中を最小限にするため，形状や断面の急激な変化を避けるよう配置

しなければならない。特に高応力域にあっては，鋭角な端部やノッチは避けなければならない。

1.4 最小板厚要件

1.4.1 甲板

ストロングポイント及びフェアリーダー付近の甲板の最小グロス板厚は，15mm としなければならない。

1.5 荷重

1.5.1 安全使用荷重

非常曳航設備の安全使用荷重は次に示す値以上としなければならない。

・ 載貨重量が 20,000 トン以上 50,000 トン未満のタンカーの場合：1,000kN

・ 載貨重量が 50,000 トン以上のタンカーの場合：2,000kN
1.5.2 荷重条件

ストロングポイント及び艤装品の甲板との据付け部並びにその支持構造の設計荷重は，安全使用荷重の 2 倍としなけれ

ばならない。非常曳航設備図に記載された設計荷重の作用線を考慮しなければならない。

1.6 寸法要件

1.6.1 一般

支持構造の部材寸法は，1.5.2 に規定する荷重条件を満足する寸法としなければならない。また，支持構造の計算応力

は，1.6.3 に規定する許容応力値を超えてはならない。

座屈崩壊に耐える構造強度についても評価しなければならない。

1.6.2 計算手順

グロス寸法を用いた弾性梁理論，二次元格子構造又は有限要素解析に基づく簡易工学解析により，これらの要求を評価

しなければならない。

1.6.3 許容応力

1.5.2 に規定する設計荷重において，ストロングポイント及びフェアリーダー付近の支持構造及び溶接部に生じる曲げ

応力を含むせん断応力及び直応力は，当該構造のグロス板厚において，次の許容値を超えてはならない。

・ 直応力：1.00ReH

・ せん断応力：0.58ReH 
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2. その他の甲板艤装 

2.1 カーゴマニホールド

2.1.1 カーゴマニホールドの支持

カーゴマニホールドの支持は，航海中又は積み付け及び荷揚げの間の港湾での操作時に，配管に加わる荷重を船体構造

に分散するよう設計しなければならない。このため，甲板とカーゴマニホールド支持の取合いは，主要船体構造の防撓部

材と一直線に並ぶよう配置するか，高応力点の発生を避けるよう補強しなければならない。断面変化の影響を最小にする

ために，甲板との取合い部の構造の詳細設計に注意を払わなければならない。構造詳細及び承認にあっては本会の適当と

認めるところによる。 

3. ガードレール及びブルワーク 

3.1 一般

3.1.1
一般に，上甲板上には開口型ガードレールを設けなければならない。甲板上の流出油の処理方法が承認され，かつ，揮

発性ガスの滞留の可能性を最小とするような構造配置とする場合には，下縁高さが 230mm の連続した開口を有するブル

ワークとしても差し支えない。

3.1.2
甲板上の流出油が，居住区域又は業務区域に拡散せず，貨物甲板を囲む最小高さ 100mm の固定された連続するコーミ

ングにより海上へ排出しないようにしなければならない。貨物甲板の後端の両舷において，両舷の隅部から船首方向へ最

小 4.5m の範囲内には，最小高さ 300mm のコーミングを設けなければならない。貨物甲板の後端においては，最小高さ

300mm のコーミングを船側から船側まで設けなければならない。 

3.1.3
機械式の排水口栓を設けなければならない。また，コーミング内の油又は油の混入した水を排出又は除去する手段も講

じなければならない。 

 



改正規則及び同規則の附則 
 

2018 年 3 月 1 日から 2018 年 12 月 31 日までに制定された鋼船規則 CSR-B&T 編の一部を改正する規則の主

な内容及び同規則の附則は，次のとおりである。

I 2018 年 6 月 29 日付改正 （規則 第 89 号） 

1 編 

1 章 

4 節 図 1 を改めた。

 3.1.5 を改めた。

 表 7 を改めた。 

2 章 

2 節 1.1.1 を改めた。

4 節 2.1.1 を改めた。 

3 章 

2 節 記号を改めた。

 図 3 を改めた。

6 節 3.4.1 を改めた。

 4.2 を改めた。

 5.2.9 を改めた。

 10.4.10 を改めた。

7 節 記号を改めた。

 1.4.3，1.4.4，1.4.6 及び 1.4.8 を改めた。

 表 1 及び表 2 を削り，表 3 を表 1 に改めた。

 図 15 を削り，図 16 から図 25 を図 15 から図 24 に改めた。

 2.1.1 及び 2.1.2 を改めた。

 2.2.1 及び 2.2.2 を改めた。

 表 4 及び表 5 を改めた。

 3.1.1 を改めた。

 3.2.1 から 3.2.3 を改めた。

 4.1.1 を改めた。 

4 章 

4 節 2.2.4 を改めた。

 2.3.5 を改めた。

5 節 記号を改めた。

 1.4.3 を改めた。

 3.2.1 及び 3.2.2 を改めた。

 4.3.1 を改めた。

 4.4.1 を改めた。 



6 節 記号を改めた。

 表 13 を改めた。

8 節 2.3.1 を改めた。

 4.1.1 を改めた。

 4.2.1 及び 4.2.5 を改めた。

 5.1.1 を改めた。

 5.2.1 を改めた。 

5 章 

付録 2 2.3.1 を改めた。 

6 章 

2 節 1.2.2 を改めた。

 表 1 を改めた。

4 節 記号を改めた。

 2.6.3 を改めた。

5 節 記号を改めた。

 1.1.2 及び 1.1.3 を改めた。

6 節 記号を改めた。 

7 章 

2 節 2.4.4 を改めた。

 4.4.9 を改めた。

 図 19 を改めた。

3 節 2.1.5 を改めた。 

8 章 

2 節 図 1 を改めた。

 表 1 を改めた。

5 節 記号を改めた。

 図 1 を改めた。

 表 2，表 3 及び表 5 を改めた。

 2.3.4 を改めた。 

9 章 

2 節 表 2 及び表 3 を改めた。

 表 8 から表 10 の表題を改めた。

3 節 6.2.1 及び 6.2.2 を改めた。

 図 6 を改めた。

4 節 表 4 を改めた。

 5.3.1 を改めた。

6 節 表 8 及び表 11 を改めた。 

10 章 

1 節 3.3.6 を改めた。

 4.1.2 を改めた。 



3 節 2.2 を改めた。

 3.3.1 を改めた。

 4.1.2 を改めた。

4 節 2.2.1 を改めた。 

11 章 

3 節 1.1.3 を改めた。

 2.1.1 を改めた。

 3.1，3.3 及び 3.5 を改めた。

 3.9.1 を改めた。

 3.9.2 を加えた。

 表 2 を削った。

4 節 2.1.4，2.1.5，2.1.12 及び 2.1.15 を改めた。

 3.1.6 及び 3.1.7 を改めた。

 5.1 を改めた。

 5.2 から 5.7 を加えた。 

12 章 

3 節 2.4 の表題を改めた。

 2.4.4 から 2.4.6 を改めた。

 図 3 を改めた。

 2.5.2 を改めた。

 表 3 から表 5 を改めた。 

13 章 

1 節 1.3.2 を改めた。 

2 編 

1 章 

3 節 1.4.2 を改めた。

 4.1.4 を改めた。

4 節 4.5.1 を改めた。

5 節 4.1.3 及び 4.1.4 を改めた。

 4.2.2 を改めた。

 7.2.1 を改めた。

 
 附則

1. この規則は，2018 年 7 月 1 日（以下，「施行日」という。）から施行する。

2. 施行日前に建造契約*が行われた船舶にあっては，この規則による規定にかかわらず，なお

従前の例による。 

3. 前 2.にかかわらず，申込みがあれば，この規則による規定を施行日前に建造契約が行われ

た船舶に適用することができる。

* 建造契約とは，最新の IACS Procedural Requirement (PR) No.29 に定義されたものをいう。 

 



IACS PR No.29 (Rev.0, July 2009) 
 

英文（正） 仮訳 
1. The date of  contract for construction  of a vessel is the date on 

which the contract to build the vessel is signed between the 
prospective owner and the shipbuilder. This date and the 
construction numbers (i.e. hull numbers) of all the vessels included 
in the contract are to be declared to the classification society by the 
party applying for the assignment of class to a newbuilding. 

1. 船舶の「建造契約日」とは，予定所有者と造船所との間で建
造契約のサインが交わされた日をいう。なお，この契約日及び
契約を交わす全ての船舶の建造番号（船番等）は，新造船に対
し船級登録を申込む者によって，船級協会に申告されなければ
ならない。 

2. The date of  contract for construction  of a series of vessels, 
including specified optional vessels for which the option is 
ultimately exercised, is the date on which the contract to build the 
series is signed between the prospective owner and the shipbuilder.

 For the purpose of this Procedural Requirement, vessels built under 
a single contract for construction are considered a  series of vessels 
if they are built to the same approved plans for classification 
purposes. However, vessels within a series may have design 
alterations from the original design provided:
(1) such alterations do not affect matters related to classification, 

or 
(2) If the alterations are subject to classification requirements, 

these alterations are to comply with the classification 
requirements in effect on the date on which the alterations are 
contracted between the prospective owner and the shipbuilder 
or, in the absence of the alteration contract, comply with the 
classification requirements in effect on the date on which the 
alterations are submitted to the Society for approval.  

 The optional vessels will be considered part of the same series of 
vessels if the option is exercised not later than 1 year after the 
contract to build the series was signed. 

2. オプションの行使権が契約書に明示されている場合，オプシ
ョン行使によるシリーズ船の「建造契約日」は，予定所有者と
造船所との間で建造契約のサインが交わされた日をいう。本
Procedural Requirement の適用において，1 つの建造契約書に基
づく船舶が同一の承認図面によって建造される場合は，シリー
ズ船と見なす。しかしながら，以下の条件を満たす設計変更に
あっては，シリーズ船は原設計から設計変更を行うことができ
る。 

 
(1) 設計変更が船級要件に影響を及ぼさない， 

又は， 
(2) 設計変更が船級規則の対象となる場合，当該変更が予定所

有者と造船所との間で契約された日に有効な船級規則に
適合している，又は設計変更の契約が無い場合は承認のた
めに図面が船級協会に提出された日に有効な船級規則に
適合している。 

オプションによる建造予定船は，シリーズ船の建造契約が結ば
れてから 1 年以内にオプションが行使される場合，シリーズ船
として扱われる。 

3. If a contract for construction is later amended to include additional 
vessels or additional options, the date of  contract for construction  
for such vessels is the date on which the amendment to the contract, 
is signed between the prospective owner and the shipbuilder. The 
amendment to the contract is to be considered as a  new contract  to 
which 1. and 2. above apply. 

3. 建造契約の後に追加の建造船又は追加のオプションを含める
契約の変更がなされた場合，建造契約日は予定所有者と造船所
との間で契約変更がなされた日をいう。この契約変更は前 1.
及び 2.に対して，「新しい契約」として扱わなければならない。 

4. If a contract for construction is amended to change the ship type, 
the date of  contract for construction  of this modified vessel, or 
vessels, is the date on which revised contract or new contract is 
signed between the Owner, or Owners, and the shipbuilder. 

4. 船舶の種類の変更による建造契約の変更があった場合，改造
された船舶の「建造契約日」は，予定所有者と造船所との間で
契約変更又は新規契約のサインが交わされた日をいう。 

Note:  
This Procedural Requirement applies from 1 July 2009. 

備考：  
1. 本 PR は，2009 年 7 月 1 日から適用する。 
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2018 年 6 月 29 日 規則 第 89 号 
鋼船規則の一部を改正する規則 
 
「鋼船規則」の一部を次のように改正する。 

 

CSR-B&T 編 ばら積貨物船及び油タンカーのための共通構造規則 

1 編 共通要件 

1 章 一般原則 

4 節 記号及び定義 

図 1 を次のように改める。 
 

図 1 凹入した船首形状 

 
 

 

 

全長の前端（FP） 

全長の前端（FP） 
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3. 定義 

3.1 主要目 
 
3.1.5 を次のように改める。 
 

3.1.5 喫水 
喫水 T（m）は，船体中央部における基線から夏期満載喫水線までの距離をいう。喫水

は計画夏期 大満載喫水より小さな値として差し支えない。 
TSCは，構造用喫水（m）で，この喫水にて船体の強度要求寸法を算定するものであって，

満載積付状態における喫水を表す。構造用喫水 TSC は，指定乾舷に対応する喫水以上とし

なければならない。木材乾舷が指定される船舶の喫水においては木材の積付状態を考慮し，

この喫水で要件を適用する。 
TBAL は，船体中央における設計 小ノーマルバラスト喫水（m）で，この喫水にて船体

の強度要求寸法を算定する。ノーマルバラスト喫水は，ローディングマニュアルに記載す

る出入港時を含むあらゆるバラスト状態（バラスト水交換を実施する船舶の場合はバラス

ト水交換時を含む。）における 小喫水をいう。 
TBAL-Hは設計 小ヘビーバラスト喫水（m）で，この喫水にて船体の強度要求寸法を算定

する。ヘビーバラスト喫水は，ヘビーバラスト状態をつくる船舶に対して考慮する。 
 
表 7 を次のように改める。 
 

表 7 用語の定義 

用語 定義 

（省略） 

ダクトキール 
貨物タンクの長さにわたり箱状の板部材で形成されたキール。前方に通じるバラスト

管及び他の管装置であって当該区画内を通さない場合は貨物タンク内やバラストタ

ンク内に配置せざるを得ないものを配置するために使用する。 

（省略） 

プロペラ柱 プロペラシャフトの孔が設けられた船尾材の前方の柱 

（省略） 

ラダーポスト 舵が設置される箇所の船尾材の後方の柱 

（省略） 

船尾 船の後端部 

船尾材 
一軸又は三軸船の舵柱と結合している重強度の構造部材 船尾を形成するために船体

の後端部に取り付けられる重強度の構造部材であって，ラダーポスト，プロペラポス

ト及びプロペラ孔を含む 

（省略） 
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2 章 一般配置要件 

2 節 隔壁配置 

1. 水密隔壁の配置 

1.1 水密隔壁の数及び配置 
 
1.1.1 を次のように改める。 
 

1.1.1 
全ての船舶には，少なくとも次の横置水密隔壁を備えなければならない。 
(a) 1 つの船首隔壁 
(b) 1 つの船尾隔壁 
(c) 機関室前後端隔壁。ただし，機関室後端隔壁にあっては船尾隔壁と同一としても差

し支えない。 

 

 

 

 

 
4 節 交通設備 

2. 貨物エリア及び船首区域 

2.1 一般 
 
2.1.1 を次のように改める。 
 

2.1.1 点検設備に関する手引書 
船体構造部材の概観検査及び精密検査並びに板厚測定を行うために，点検設備を備えな

ければならない。当該点検設備は，点検設備に関する手引書に記載しなければならない。

（SOLAS 条約 II-1 章第 3-6 規則参照）各区画には，SOLAS 条約第 II-1 章第 3-6 規則に従い

点検設備を備えなければならない。本要件は，次の船舶に適用する。 
・ 油タンカー 
・ 総トン数に関わらず船の長さが 150 m 以上のばら積貨物船 
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3 章 構造設計の原則 

2 節 ネット寸法手法 

記号を次のように改める。 
 

記号 

（省略） 
df： L2-断面におけるフランジの短い方の突出部の距離（mm）（図 3 参照） 
（省略） 

 
1. 一般 

1.3 規則で考慮すべき寸法 
 
図 3 を次のように改める。 
 

図 3 局部支持部材のネット断面特性（続き） 

 

L2-断面 

L3-断面 
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6 節 構造詳細の原則 

3. 防撓材 

3.4 スニップ端 
 
3.4.1 を次のように改める。 
 

3.4.1 
スニップ端は，動的荷重の小さい箇所であって，防撓材によって支持される板部材のネ

ット板厚 tp（mm）が次の算式による値以上の場合には，使用して差し支えない。 

61
102

1000
kPss

ct p 





    

P： 設計荷重条件における防撓材の設計圧力（kN/m2） 

1c ： 設計荷重条件に対する係数で，次による。 

2.11 c ： 許容基準が AC-S の場合 

1.11 c ： 許容基準が AC-SD の場合 

主機や発電機の近傍及びプロペラの衝撃振動の影響を受けるような区域の構造並びに

外板には，スニップ端の防撓材を設けてはならない。 

 
4. 主要支持部材（PSM） 

4.2 を次のように改める。 

4.2 ウェブ防撓材の配置 
4.2.1 
主要支持部材のウェブ防撓材は，8 章 2 節 4.2 の規定を満足しなければならない。 

 
5. 防撓材と主要支持部材の交差部 

5.2 主要支持部材への防撓材の固着 
 
5.2.9 を次のように改める。 
 

5.2.9 
すみ肉溶接の脚長は，表 2 の溶接係数に基づき，12 章 3 節 2.5 の規定に従い計算しなけ

ればならない。せん断固着部の溶接の脚長は，考慮する位置の主要支持部材のウェブの板

厚に要求される脚長以上としなければならない。 
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10. 隔壁構造 

10.4 波形隔壁 
 
10.4.10 を次のように改める。 
 

10.4.10 上部スツール 
上部スツールを設ける場合，上部スツールの高さは，次に示す値としなければならない。 
・ ばら積貨物船の場合：波形部の深さの 2 倍から 3 倍以上 
・ 油タンカーの場合：少なくとも波形部の深さ 
方形スツールの場合，原則として，ハッチサイドガーダの位置における上甲板位置又は

二重船側部における上甲板位置からおいて測った高さは，波形部の深さの 2 倍の高さとし

なければならない。上部スツールには，甲板横桁又はハッチエンドビームと取り合うよう，

ブラケット又は深いウェブを設けなければならない。 
横隔壁の上部スツールは，隣接するハッチエンドビームとの間にデッキガーダ又は深い

ブラケットを設け支持すること。上部スツール底板の幅は，原則として，下部スツール頂

板の幅と等しくしなければならない。ばら積貨物船における台形スツール頂板の幅は，波

形部の深さの 2 倍以上としなければならない。スツール側板に垂直防撓材を設ける場合は，

防撓材の端部は，スツールの上下端にブラケットを設け固着しなければならない。 
スツール内には，ハッチエンドビーム又は甲板横桁まで延長してあるデッキガーダの位

置にダイヤフラムを設けなければならない。 スツール内に設けるブラケット及びダイヤ

フラムには，スツール底板との取り合い部においてスカラップを設けてはならない。 
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7 節 構造の理想化 

記号を次のように改める。 
 

記号 

（省略） 
tw： ウェブのネット板厚（mm）。バルブ断面については 1.4.1 参照 
bf： フランジの幅（mm）。（3 章 2 節図 2 参照，バルブ断面については表 1 及び表 21.4.1
参照） 
（省略） 

 
1. 防撓材及び主要支持部材の構造の理想化 

1.4 防撓材及び主要支持部材の幾何学的性能 
 
1.4.3 を次のように改める。 
 

1.4.3 防撓材の有効せん断深さ 
防撓材の有効せん断深さ dshr（mm）は，次によらなければならない。 

  wpstfshr thd sin  

  wplcpstfcstfshr ttthd sin5.05.0    

hstf： 防撓材の高さ（mm）で，3 章 2 節図 2 による。 
tp：  防撓材の付き板のネット板厚（mm）で，3 章 2 節図 2 による。 
tc-stf： 考慮する防撓材の腐食予備厚（mm）で，3 章 3 節による。 
tc-pl： 考慮する防撓材の付き板の腐食予備厚（mm）で，3 章 3 節による。 

w ： 角度（deg）で，図 14 による。 w が 75 度以上の場合，90 度とする。 

 
1.4.4 を次のように改める。 
 

1.4.4 防撓材の弾性ネット断面係数及びネット断面二次モーメント 
防撓材の弾性ネット断面係数 Z（cm3）及びネット断面二次モーメント（cm4）は，次に

よらなければならない。 

wstfZZ sin  

wstII 2sin  

Zstf： 防撓材のネット断面係数（cm3）で，付き板に対し垂直に配置される場合の

値（すなわち， w  = 90 deg） 

Ist： 防撓材のネット断面二次モーメント（cm4）で，付き板に対し垂直に配置さ

れる場合の値（すなわち， w  = 90 deg） 

w ： 角度（deg）で，図 14 による。 w が 75 度以上の場合，90 度とする。 
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図 14 防撓材のウェブと付き板のなす角度 

 
1.4.6 を次のように改める。 
 

1.4.6 防撓材の有効塑性ネット断面係数 
衝撃荷重に対する評価に用いる防撓材の有効塑性ネット断面係数 Zpl（cm3）は，次によ

らなければならない。 

75° ≤ w  ≤ 90°の場合：
 

1000

12

2000

2
ctrffwww

pl

hAthf
Z 




 

w  < 75°の場合： 

 
   

1000

cossin12

2000

sin2
wctrfwctrffwwww

pl

bhAthf
Z

  
  

（省略） 
hw：防撓材のウェブ深さで，次による。 

・ T，L（圧延及び組立）及び平鋼の場合：3 章 2 節図 2 による。 
・ L2-断面及び L3-断面の場合：3 章 2 節図 3 による。 
・ バルブプレートの場合：3 章 2 節図 31.4.1 による。 

 ： 係数で，次による。 

4

1231 



  

 ：係数で，次による。 

・ 
f

w

ctrfff

shrbw

b

t

htb

ft

2
10

80
6

2

22





 ：L-断面で，スパン中央にトリッピングブラケ

ットがない場合。ただし，0.5 より大きい値としてはならない。 
・ 5.0 ：その他の場合 

Af： フランジのネット断面積（mm2） 
・ 平鋼防撓材の場合：  Af = 0 
・ その他の防撓材の場合： Af = bf tf 

bf-ctr：防撓材のウェブの板厚中心からフランジの中心までの距離（mm） 
・ 圧延アングル断面及びバルブプレートの場合： bf-ctr = 0.5(bf - tw-gr) 
・ T-断面の場合：   bf-ctr = 0 
・ バルブプレートの場合： 表 1 及び表 2 参照 

hf-ctr：防撓材の高さで，フランジの板厚中心までの距離（mm） 
・ L3-断面を除く，直角形状のフランジの断面及びバルブプレートの場合：
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hf-ctr = hstf – 0.5 tf hw + 0.5 tf 
・ L3-断面場合（3 章 2 節図 23 参照）： hf-ctr = hstf w – de – 0.5 tf 
・ バルブプレートの場合：  表 1 及び表 2 参照 

de： ウェブ上端からフランジの頂部までの距離（mm）で，L3-断面の場合は 3 章 2
節図 23 参照。 

fb： 係数で，次による。 
・ 端部ブラケットがあり，フランジが連続構造で主要支持部材を貫通してい

る場合： fb = 0.8  
・ 端部ブラケットがあり，フランジが主要支持部材の位置でスニップとなっ

ている，又はフランジが支持部材で止まる場合で支持部材の反対側に構造

がない場合： fb = 0.7 
・ その他の防撓材の場合： fb = 1.0 

tf： フランジのネット板厚（mm） 
・平鋼防撓材の場合： tf = 0 
・バルブプレートの場合： 表 1 及び表 2 参照 1.4.1 による。 

 
表 1 及び表 2 を削り，表 3 を表 1 に改める。 

 
表 1 HP バルブプレートのフランジ特性（図 15 参照） 

hstf（mm） dw（mm） bf-gr（mm） tf-gr（mm） bf-ctr（mm） hf-ctr（mm） 

200 171 40 14.4 10.9 188 

220 188 44 16.2 12.1 206 

240 205 49 17.7 13.3 225 

260 221 53 19.5 14.5 244 

280 238 57 21.3 15.8 263 

300 255 62 22.8 16.9 281 

320 271 65 25.0 18.1 300 

340 288 70 26.4 19.3 318 

370 313 77 28.8 21.1 346 

400 338 83 31.5 22.9 374 

430 363 90 33.9 24.7 402 

備考 1：フランジ特性のネット寸法への変換は，次による。 

 bf ≈ bf-gr + 2 tw 

 tf = tf-gr - tc 

 tw = tw-gr - tc 
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表 2 JIS バルブプレートの面材特性（図 15 参照） 

hstf （mm） dw （mm） bf-gr （mm） tf-gr （mm） bf-ctr （mm） hf-ctr （mm） 

180 156 34 11.9 9.0 170 

200 172 39 13.7 10.4 188 

230 198 45 15.2 11.7 217 

250 215 49 17.1 12.9 235 

備考 1：面材特性のネット寸法への変換は，次による。 

 bf ≈ bf-gr + 2 tw 

 tf = tf-gr - tc 

 tw = tw-gr - tc 

 
表 31 EPP として考慮する条板 

（表省略） 
 
図 15 を削り，図 16 から図 25 を図 15 から図 24 に改める。 

 
図 15 バルブプレートの特性 

 
 

 
図 1615 ウェブに開口を有する有効せん断面積 

（図省略） 
 

図 1716 基本板パネル（EPP）の定義 
（図省略） 
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図 1817 条板内の EPP として考慮する条板 
（図省略） 

 
図 1918 縦式構造における荷重計算点（LCP） 

（図省略） 
 

図 2019 横式構造における荷重計算点（LCP） 
（図省略） 

 
図 2120 水平防撓構造の立て横部材における荷重計算点 

（図省略） 
 

図 2221 立て防撓構造の立て横部材における荷重計算点 
（図省略） 

 
図 2322 板の座屈に対する LCP–ハルガーダ応力 

（図省略） 
 

図 2423 局部部材寸法評価のための断面係数及びハルガーダ応力の計算における基準点 
（図省略） 

 
図 2524 垂直防撓材に作用する面外圧力の定義 

（図省略） 
 
1.4.8 を次のように改める。 
 

1.4.8 ウェブに開口を有する主要支持部材のせん断面積 
有効ネットせん断面積 Ash-n50 の算出に用いる有効ウェブ高さ heff（mm）は，次の算式に

よる値のうち も小さい値としなければならない。なお，第三式は，開口が考慮している

断面から hw/3 未満の距離にある場合のみ考慮する。 
heff = hw 
heff = hw3 + hw4 
heff = hw1 + hw2 + hw4 

hw： 主要支持部材のウェブ高さ（mm） 
hw1, hw2, hw3, hw4： 図 1615 に示す寸法 
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2. 板部材 

2.1 EPP の理想化 
 
2.1.1 及び 2.1.2 を次のように改める。 
 

2.1.1 EPP 
基本板パネル（EPP）とは，防撓材や主要支持部材間の防撓されていない部分の板部材

をいう。EPP のパネル長さ a 及び幅 b は，それぞれ板の も長い辺及び も短い辺の長さ

とする。（図 1716 参照） 
2.1.2 条板の要求板厚 
条板の要求板厚は，条板内の各 EPP の要求値のうち 大の値としなければならない。表

31 に示す要件は，条板の選択に適用しなければならない。（図 1817 参照） 
条板内の 大腐食予備厚は，3 章 3 節 1.2.4 の規定に従い適用しなければならない。 

2.2 荷重計算点 
 
2.2.1 を次のように改める。 
 

2.2.1 降伏 
降伏強度評価では，局部部材寸法要件の計算に用いる局部圧力及びハルガーダ応力は，

表 42 に規定する x，y 及び z 座標の荷重計算点（LCP）における値としなければならない。 
 
表 4 を次のように改める。 
 

表 42 降伏強度評価における LCP の座標系 

LCP 座標 

一般(1) 水平な板部材 
立て横部材 

及び横スツール板 

縦式構造 
（図 1918 参照） 

横式構造 
（図 2019参照） 

縦式構造 横式構造 
水平防撓構造 

（図 2120 参照） 
立て防撓構造 

（図 2221 参照） 

x 座標 EPP の長さの中間 EPP の長さの中間 y 座標及び z 座標に対応 

y 座標 x 座標及び z 座標に対応 EPP の舷外側の y 座標 
z 座標に対応した 

EPP の舷外側の y 座標(2) 

z 座標 EPP の下辺 

EPP の下辺又

は条板の下辺 
のうち大きい

方の位置 

x 座標及び y 座標 
に対応 

EPP の下辺 

EPP の下辺又は

条板の下辺のう

ち大きい方の位

置 

(1) 水平な板部材又は立て横部材以外のすべての構造 

(2) トランサムの動的外圧の計算における荷重計算点の y 座標は，荷重計算点の z 座標に対応した船側外板の y 座標とする。 
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2.2.2 を次のように改める。 
 

2.2.2 座屈 
8章3節によるEPPの規則算式による座屈強度評価では，圧力及びハルガーダ応力のLCP

は，表 53 の規定による。 
有限要素解析による座屈強度評価にあっては，8 章 4 節を適用する。 

 
表 5 を次のように改める。 
 

表 53 板の座屈に対する LCP 座標 

LCP 
座標 

圧力に対する LCP 

ハルガーダ応力に対する LCP 
（図 2322 参照） 

曲げ応力(1) 
せん断応力 

水平板部材以外 水平板部材 

x 座標 

降伏に対する LCP 
と同じ座標 

（表 42 参照） 

EPP の長さの中間 

y 座標 x 座標及び z 座標 
EPP の舷外側及び舷内側 

（点 A1 及び点 A2） 
EPP の中点 
（点 B） 

z 座標 
EPP の上端及び下端 P 
（点 A1 及び点 A2） 

x 座標及び y 座標に対応 

(1) 湾曲パネルの曲げ応力については，点 A1 及び A2 で計算した応力の平均値とする。 

 
3. 防撓材 

3.1 基準点 
 
3.1.1 を次のように改める。 
 

3.1.1 
防撓材の断面係数の要件は，断面係数が 小となる基準点に対するものとする。代表的

な防撓材断面の基準点は，原則として図 2423 に示す位置とする。 

3.2 荷重計算点 
 
3.2.1 から 3.2.3 を次のように改める。 
 

3.2.1 圧力に対する LCP 
圧力に対する荷重計算点は，次の位置とする。 
・ 考慮する防撓材の全長 の中点 
・ 防撓材と付き板の交点 
トランサムの防撓材にあっては，動的外圧の計算における荷重計算点の y 座標は，荷重

計算点の z 座標に対応した船側外板の y 座標とする。 
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3.2.2 ハルガーダ曲げ応力に対する LCP 
ハルガーダ曲げ応力に対する荷重計算点は，次による。 
・ 6 章における降伏強度評価の場合： 

・ 考慮する防撓材の全長 の中点 
・ 図 2423 による基準点 

・ 8 章における規則算式による座屈強度評価の場合： 
・ 考慮する防撓材の全長 の中点 
・ 防撓材と付き板の交点 

3.2.3 水平防撓材以外の防撓材 
面外圧力 P は，全長 の中点における圧力と次の算式による圧力の 大値として計算さ

れなければならない。 

2
LU pp

P


 ： 垂直防撓材の上端が，圧力が 0 となる位置の中で も低い位置より

も低い場合 

2
1 Lp

P



 ： 垂直防撓材の上端が，圧力が 0 となる位置の中で も低い位置以上

の場合（図 2524 参照） 

1 ： 垂直防撓材の下端と圧力が 0 となる位置の中で も低い位置の間の距離

（m） 
PU, PL：垂直防撓材のスパン の上端及び下端におけるそれぞれの面外圧力 

 
4. 主要支持部材 

4.1 荷重計算点 
 
4.1.1 を次のように改める。 
 

4.1.1 
荷重計算点は，主要支持部材の全長 S の中点で，主要支持部材が付き板に固着する位

置とする。ただし，貨物倉区域に設けられる主要支持部材にあっては，船の長さが 150 m
未満のばら積貨物船にあっては 2 編 1 章 4 節 4，油タンカーにあっては 2 編 2 章 3 節 1 の

要件も考慮しなければならない。 
トランサムに付く主要支持部材にあっては，動的外圧の計算における荷重計算点の y 座

標は，荷重計算点の z 座標に対応した船側外板の y 座標とする。 
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4 章 荷重 

4 節 ハルガーダ荷重 

2. 静水中ハルガーダ荷重 

2.2 静水中垂直曲げモーメント 
 
2.2.4 を次のように改める。 
 

2.2.4 浸水状態における許容静水中垂直曲げモーメント 
縦方向の任意の位置における浸水状態の許容静水中垂直曲げモーメント Msw-fは，次を含

まなければならない。 
・ 4 章 8 節に規定する航海中の非損傷時及び浸水時の積付状態におけるホギング及び

サギング状態それぞれでの も厳しい静水中曲げモーメント。ただし，バラスト水

交換中の積付状態に対しては，浸水状態を考慮する必要はない。 
・ ローディングマニュアルに記載される航海中の非損傷時及び浸水時の積付状態で

の も厳しい静水中曲げモーメント 
・ 2.2.2 に規定する許容静水中曲げモーメントの 1.10 倍 

2.3 静水中垂直せん断力 
 
2.3.5 を次のように改める。 
 

2.3.5 浸水状態における許容静水中せん断力 
縦方向の任意の位置における油タンカー及びばら積貨物船の浸水状態の許容静水中垂

直せん断力 Qsw-fは，次を含まなければならない。 
・ 4 章 8 節に規定する航海中の浸水時の積付状態における正又は負の も厳しい静水

中せん断力で，ばら積貨物船にあっては，せん断修正を行ったもの。ただし，バラ

スト水交換中の積付状態に対しては，浸水状態を考慮する必要はない。 
・ ローディングマニュアルに記載される航海中の浸水時の積付状態における も厳

しい静水中せん断力で，ばら積貨物船にあっては，せん断修正を行ったもの。 
・ 2.3.3 に規定する許容静水中せん断力 
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5 節 外圧 

記号を次のように改める。 
 

記号 

（省略） 
PW,WL： 考慮する動的荷重ケースでの喫水線における波浪変動圧（kN/m2）で，次による。 

2/xBy  及び LCTz  の場合 WWLW PP ,  

（省略） 
zSD： 防撓材のスパンの中点又はパネルの中点の z 座標（m） 

 
1. 海水圧 

1.4 疲労評価用の動的外圧 
 
1.4.3 を次のように改める。 
 

1.4.3 荷重ケース FSM における波浪変動圧 
荷重ケース FSM-1 及び FSM-2 における任意の荷重点での波浪変動圧 PW（kN/m2）は，表

21 による。 

CSR
wyzpahpFS L

L
CfkkffP

1250 



 

CSR
wyzpahpFS L

L
CfkkffP

1250 



 

（省略） 
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3. 船首部における衝撃圧 

3.2 船底スラミング圧 
 
3.2.1 及び 3.2.2 を次のように改める。 
 

3.2.1 
船底スラミング設計荷重シナリオにおける船底スラミング圧 PSL（kN/m2）は，次の 2 つ

のケースについて評価しなければならない。 
ケース 1：船底外板付近のバラストタンクが空又はボイドスペースの場合 

170CSRL m の場合 etSLSLCSRSL cfLgP 10  

170CSRL m の場合 1130 c
etSLSLSL ecfgP   

ケース 2：船底外板付近のバラストタンクが満載の場合 

170CSRL m の場合  zzgcfLgP topftSLSLCSRSL   25.110  

170CSRL m の場合  zzgecfgP top
c

ftSLSLSL   25.1130 1  

c1： 係数で，次による。 
180CSRL m の場合 01 c  

180CSRL m の場合   705.0
1 1800125.0  CSRLc  

cSL-et： バラストタンクが空又はボイドスペースの場合のスラミング係数で，次によ

る。 
2.0

5.1095.5 







 


CSR

eF
etSL L

T
c  

cSL-ft： バラストタンクが満載の場合のスラミング係数で，次による。 
2.0

5.1095.5 







 


CSR

fF
ftSL L

T
c  

（省略） 
TF-e： 設計者が定める FP における設計スラミング喫水。TF-eは，ローディングマニ

ュアルに記載される船底スラミング領域のいずれかのバラストタンクを空

とするいかなる航海状態での FP における 小喫水を超えてはならない。シ

ーケンシャル法によるバラスト水交換を実施する船舶の場合，当該航海状態

には，船底スラミング領域のタンクにおいてシーケンシャル法によるバラス

ト水の交換を行うあらゆる積付状態を含む。 
TF-f： 設計者が定める FP における設計スラミング喫水。TF-fは，ローディングマニ

ュアルに記載される船底スラミング領域の全てのバラストタンクを満載と

するいかなる航海状態での FP における 小喫水を超えてはならない。フロ

ースルー法によるバラスト水交換を実施する船舶の場合，当該航海状態には，

船底スラミング領域のタンクにおいてフロースルー法によるバラスト水の

交換を行うあらゆる積付状態を含む。 
（省略） 
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3.2.2 ローディングマニュアルに記載する情報 
積付指針情報として，各バラストタンクに用いる設計スラミング喫水及びバラスト水の

交換を実施する船舶の場合は，各タンクで使用するバラスト交換の方法を明記しなければ

ならない。 

 
4. 船楼及び甲板室に対する外圧 

4.3 船楼の側面 
 
4.3.1 を次のように改める。 
 

4.3.1 
船楼の外側面の設計圧力 PSI（kN/m2）は，次による。 

 
LC

BFWSI Tz
CcCP




10

20
7.01.2  

 
LCSD

BFWSI Tz
CcCP




10

20
7.01.2  

cF： 分布係数で，表 32 による。 

4.4 船楼端隔壁及び甲板室の周壁 
 
4.4.1 を次のように改める。 
 

4.4.1 
船楼端隔壁及び甲板室の周壁に対する外圧（kN/m2）は，次による。ただし，PA-min未満と

してはならない。 
  SCdbcnA TzffffP   

  SCSDdbcnA TzffffP   

（省略） 
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6 節 内圧 

記号を次のように改める。 
 

記号 

本節に規定されない記号については，1 章 4 節による。 
（省略） 
PPV： 圧力逃がし弁が搭載されている場合の弁の設定圧力設計蒸気圧（kN/m2）で，

25kN/m2 未満としてはならない。 
（省略） 

ST ： 鋼材の密度（t/m3）で，7.87.85 とする。 

（省略） 

 
表 13 を次のように改める。 

 
表 13 設計試験水頭高さ zST 

区画 zST 

二重底タンク(1) 

次のうち，大きい方の値： 

airtopST hzz   

bdST zz   

ホッパサイドタンク，トップサイドタンク，二

重船側タンク，タンクとして使用する船首尾部，

コファダム 

次のうち，大きい方の値 

airtopST hzz   

4.2 topST zz  

タンク隔壁，深水タンク，燃料油タンク 

次のうち，大きい方の値 

airtopST hzz   

4.2 topST zz  

PVtopST Pzz 1.0  

バラストホールド 9.0 hST zz  

チェーンロッカ（船首隔壁より後方にある場合） topST zz  cST zz   

独立タンク 

次のうち，大きい方の値 

airtopST hzz   

9.0 topST zz  

バラストダクト 
バラストポンプの 大圧力に対応する試験水頭

高さ 

zbd：隔壁甲板の Z 座標（m） 

zh：  ハッチコーミング上端の Z 座標（m） 

zc：  チェーンパイプ上端の Z 座標（m） 
(1) ホッパサイドタンク，トップサイドタンク又は二重船側タンクと繋がっている二重底タンクについては，

ホッパサイドタンク，トップサイドタンク，二重船側タンク，タンクとして使用する船首尾部及びコフ

ァダムに適用すべき zSTの値を適用する。 
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8 節 積付状態 

2. 共通の設計積付状態 

2.3 航海状態 
 
2.3.1 を次のように改める。 
 

2.3.1  
ローディングマニュアルには，少なくとも，次に示す航海中の積付状態を記載しなけれ

ばならない。 
(a) 構造用喫水に対応する状態を含む均等積状態。均等積状態には，出港時にバラスト

タンクへ漲水する状態を含んではならない。 
(b) バラストタンクが満載，部分漲水又は空のバラスト状態。バラストタンクを部分漲

水とする場合，2.2.1 の要件を満たさなければならない。海上においてバラスト水

を積載することのできる貨物タンク及び貨物倉を含むすべての貨物タンク及び貨

物倉は空としなければならない。プロペラは完全に没水しなければならない。トリ

ムは船尾トリムとし，0.015LLLを超えてはならない。 
(c) バラスト水交換を実施する船舶にあっては，バラスト水交換作業中の状態。バラス

ト漲水又は排水の直前及び直後の中間状態における計算結果を提出しなければな

らない。 

 
4. ばら積貨物船 

4.1 ばら積貨物船特有の設計積付状態 
 

4.1.1 を次のように改める。 
 
4.1.1 航海状態 
ローディングマニュアルには，少なくとも，次に示す航海中の積付状態を記載しなけれ

ばならない。 
(a) 4.1.2 から 4.1.4 に規定する積付状態 
(b) バラストタンクが満載，部分漲水又は空のヘビーバラスト状態。バラストタンクを

部分漲水とする場合，2.2.1 の要件を満足しなければならない。プロペラの没水率

 /Dpを少なくとも 60%としなければならない。トリムは船尾トリムとし，0.015LLL

を超えてはならない。船首における型喫水は，0.03LCSRLLL又は 8m の値のうち小さ

い方の値未満としてはならない。 
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4.2 直接強度解析に用いる設計荷重の組合せ 
 
4.2.1 を次のように改める。 
 

4.2.1 一般要件 
直接強度解析には，次に示す積付パターンを適用しなければならない。 
(a) 構造用喫水において，任意の貨物倉に MFull の貨物質量を積載する状態。この時，

当該貨物倉付近に燃料タンクがある場合は満載とし，当該貨物倉下の二重底バラス

トタンクは空とする。 
(b) 構造用喫水において，任意の貨物倉に少なくとも MHの 50%の貨物質量を積載する

状態。この時，当該貨物倉下のすべての二重底タンクは空とする。 
(c) 大バラスト喫水において，任意の貨物倉を空とする状態。この時，当該貨物倉下

のすべての二重底タンクは空とする。なお，トップサイドタンクと二重底タンクが

恒久的につながっている場合にあっては，次の状態を考慮すること。 
・ トップサイドタンク及び二重底タンクが空 
・ トップサイドタンク及び二重底タンクが満載 

 
4.2.5 を次のように改める。 
 

4.2.5 すべてのばら積貨物船の港内状態での追加の積付状態 
次に示す港内状態での追加の積付状態は，すべてのばら積貨物船に適用する。 
(a) 喫水が構造用喫水より浅くなる港内荷役状態における 大許容貨物質量は，構造用

喫水における航海状態の 大許容貨物質量の 15%にあたる質量の分だけ増加して

差し支えない。ただし，構造用喫水における航海状態の 大許容貨物質量を越えて

はならない。なお， 小必要貨物質量については，同量だけ減ずることができる。 
(b) 構造用喫水の 67%にあたる喫水において，任意の貨物倉に航海状態の 大許容貨物

質量を積載する状態 
(c) 構造用喫水の 67%にあたる喫水において，任意の隣接する 2 つの貨物倉に MFullの

貨物質量を積載し，当該貨物倉の隣接倉を空とする状態。この時，当該貨物倉付近

に下に二重底燃料タンクがある場合は満載とし，当該貨物倉下の二重底バラストタ

ンクは空としなければならない。 
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5. 疲労評価に用いる標準積付状態 

5.1 油タンカー 
 
5.1.1 を次のように改める。 
 

5.1.1 
9 章 1 節 6.2 に規定する油タンカーの疲労評価に用いる標準積付状態は，表 22 から表 24

による。燃料油タンク，その他の油タンク又は清水タンクが貨物倉区域に配置される場合，

7 章及び 9 章 5 節に規定する直接強度解析において，その注水高さは満載としなければな

らない。また，9 章 4 節に規定する簡易応力解析においては，その注水高さは ztopとタンク

の も低い位置の中点の高さとしなければならない。 

5.2 ばら積貨物船 
 
5.2.1 を次のように改める。 
 

5.2.1 
9 章 1 節 6.3 に規定するばら積貨物船の疲労評価に用いる標準積付状態は，追加の付記

及び評価対称の詳細位置に応じて表 25 から表 31 による。燃料油タンク，その他の油タン

ク又は清水タンクが貨物倉区域に配置される場合，7 章及び 9 章 5 節に規定する直接強度

解析において，その注水高さは満載としなければならない。また，9 章 4 節に規定する簡

易応力解析においては，その注水高さは ztop とタンクの も低い位置の中点の高さとしな

ければならない。 
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5 章 ハルガーダ強度 

付録 2 縦曲げ 終強度 

2. 増分反復法 

2.3 応力-ひずみ曲線 
 
2.3.1 を次のように改める。 
 

2.3.1 横式防撓パネル要素及び防撓材要素 
船体横断面を構成する横式防撓パネル要素及び防撓材要素は，表 1 に規定する崩壊モー

ドのいずれか一つに従い崩壊する。 
・ 板部材が不連続な縦式防撓材によって防撓される場合，要素の応力は，不連続な縦

式防撓材を考慮して 2.3.3 から 2.3.8 の規定により求めなければならない。縦曲げ

終強度を評価するための全荷重の計算において，不連続な縦式防撓材の面積は 0
として評価しなければならない。 

・ 横式防撓パネル要素に開口が設けられる場合，縦曲げ 終強度を評価するための全

荷重の計算において，考慮する横式防撓パネル要素の面積は，パネルから開口面積

を控除して求めなければならない。開口の考慮は，5 章 1 節 1.2.9 から 1.2.13 の規

定による。 
・ 横式防撓パネル要素において，応力-ひずみ曲線の圧縮荷重を受ける場合のパネル

の有効幅は，パネル全幅として取り扱う。すなわち，パネルの有効幅は他の板との

交差部又は縦式防撓材までであり，ハードコーナー要素端部又は防撓材要素の付き

板からではない。縦曲げ 終強度を評価するための全荷重の計算においては，横式

防撓パネル要素の面積は防撓材要素とハードコーナー要素の間又はハードコーナ

ー要素間とする。 
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6 章 船体局部寸法 

2 節 適用荷重 

1. 荷重の組合せ 

1.2 面外圧力 
 
1.2.2 を次のように改める。 
 

1.2.2 浸水状態の面外圧力 
液体を運ぶことを計画しない水密区画の境界は，船殻船底外板及び船側外板を除き，浸

水状態における面外荷重を考慮しなければならない。 

 
2. 設計荷重条件 

2.1 荷重成分の適用 
 
表 1 を次のように改める。 
 

表 1 設計荷重条件 

対象部材/区画 設計荷重条件 荷重成分 喫水 設計荷重 積付状態 

（省略） 

液体を積載しない区画 
FD-1 (6) Pin TSC S+D 浸水状態 

FD-2 (6) Pin - S 浸水状態 

（省略） 

（(1)から(5)は省略） 

(6) FD-1 及び FD-2 は外板及び貨物倉を隔てる立て式波形横隔壁の波形部には適用しない。浸水状態の波形横隔壁につい

ては 2 編 1 章 3 節 3 によること。FD-1 及び FD-2 は，強力甲板に適用する。 

（(7)及び(8)は省略） 
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4 節 板部材 

記号を次のように改める。 
 

記号 

本節に規定されない記号については，1 章 4 節による。 
（省略） 
 ： 係数で次による。 

・ 非損傷状態： 
・ ばら積貨物船の貨物倉内の内底板及びビルジホッパタンク斜板：

70.0  

・ 上記以外： 00.1  

・ 浸水状態： 
・ 許容基準条件 AC-S に対する船首隔壁： 00.1  

・ 許容基準条件 AC-SD に対する船首隔壁： 95.0  

・ その他の水密隔壁： 15.1  

 
2. 特別要件 

2.6 波形隔壁の支持構造 
 
2.6.3 を次のように改める。 
 

2.6.3 上部スツール 
(a) スツール底板のネット板厚は，隣接する波形隔壁のフランジ及びウェブの要求板厚

以上としなければならず，その材料は，隣接する波形隔壁の材料の降伏強度以上の

ものでなければならない。スツール底板の板耳の幅は，波形フランジの建造板厚未

満としてはならない。 
(b) スツール側板の下部のネット板厚は，隣接する隔壁板と同じ材料を使用する場合，

1.2 及び 2 編 1 章 3 節 3.1 の規定による隔壁板の上部の要求板厚の 80%以上としな

ければならない。降伏強度が異なる材料を用いる場合，要求板厚については，3 章

1 節 2.2.1 に規定する材料係数 k の比によって調整しなければならない。次のうち，

大きい方の値以上としなければならない。 
・ 1.1 の規定によるネット板厚 
・ 次の規定による隔壁板の上部の要求板厚の 80%の板厚 

・ 1.2 の規定によるネット板厚 
・ 隣接する隔壁板と同じ材料を使用する場合，2 編 1 章 3 節 3.1 又は 2 編

2 章 3 節 2.2.1 の規定によるネット板厚 
降伏強度が異なる材料を用いる場合，要求板厚については，3 章 1 節 2.2.1 に規定

する材料係数 k の比によって調整しなければならない。 
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5 節 防撓材 

記号を次のように改める。 

 
記号 

本節に規定されない記号については，1 章 4 節による。 
（省略） 
  係数で，次による。 

・ 非損傷状態： 
・ ばら積貨物船の貨物倉内の内底板及びビルジホッパタンク斜板に取り付け

られる防撓材： 90.0 
・ 上記以外： 00.1  

・ 浸水状態：6 章 4 節に規定する浸水状態の値による。 

 
1. 面外圧力が作用する防撓材 

1.1 降伏強度評価 
 
1.1.2 を次のように改める。 
 

1.1.2 断面係数 
小ネット断面係数 Z（cm3）は，6 章 2 節 2.1.3 に規定する適用すべき全ての設計荷重

条件において，次の算式により計算した値のうち， も大きい値以上としなければならな

い。ただし， sC は 1.0 を超えてはならない。 

eHsbdg

bdg

RCf

sP
Z



2
  

（省略） 
 
1.1.3 を次のように改める。 
 

1.1.3 防撓材のグループ 
1.1.1 及び 1.1.2 の規定に基づく防撓材の寸法は，主要支持部材間の単一の防撓パネルに

連続して配置された等しい寸法の防撓材をグループとする考えに基づいて求めて差し支

えない。当該グループの防撓材の寸法は，次のうちいずれか大きい方の値としなければな

らない。 
・ グループ内の個々の防撓材に要求される寸法の平均値 
・ グループ内の個々の防撓材に要求される寸法の 大値の 90％ 
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6 節 主要支持部材及び梁柱 

記号を次のように改める。 

 
記号 

本節に規定されない記号については，1 章 4 節による。 
（省略） 
 ： 係数で，次による。 

・ 非損傷状態： 
・ ばら積貨物船の貨物倉内の内底板及びビルジホッパタンク斜板に取り付け

られる主要支持部材： 90.0  

・ 上記以外： 00.1  

・ 浸水状態： 6 章 4 節に規定する浸水状態の値による。 
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7 章 直接強度評価 

2 節 貨物倉の構造強度解析 

2. 構造モデル 

2.4 構造のモデル化 
 
2.4.4 を次のように改める。 
 

2.4.4 波形隔壁 
波形隔壁構造を支えるスツール内のダイヤフラム，内部防撓材及びスツール付垂直防撓

材については，モデル化しなければならない。モデル化については，次によらなければな

らない。 
（省略） 
(g) 波形隔壁が液体貨物又はバラストによる荷重を受ける場合にあっては，波形隔壁の

フランジとウェブの間のナックル部において，断面積 1mm2 のダミーロッド要素を

モデル化しなければならない。ダミーロッド要素は，以下の構造間の交差部から直

近の少なくとも 2 つの波形隔壁ナックル部において使用しなければならない。 
•  横隔壁と縦通隔壁 
•  横隔壁と内殻板 
•  横隔壁と船側外反板 

（省略） 
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4. 荷重の適用 

4.4 ハルガーダせん断力及び曲げモーメントの調整手順 
 
4.4.9 を次のように改める。 
 

4.4.9 船体中央部の貨物倉区域以外における縦曲げ及び水平曲げモーメントの調整手順 
4.3.2 に規定する各フレーム及び各横隔壁の位置におけるハルガーダ垂直曲げモーメン

トのターゲット値を満足するため，調整垂直曲げモーメント mviを図 19 に示すように有限

要素モデルのフレーム及び横隔壁の位置に与えなければならない。各船長方向位置 i にお

ける調整垂直曲げモーメントは，次の算式によること。  

        














  12

aftfore

afti
aftYlineloadFEMVtargv xx

xx
MiMiMiMif  

        














  12

aftfore

afti
aftYlineloadFEMVtargv xx

xx
MiMiMiMif  

    








1

02

1 i

j
vjvi m

ifif
m  





tn

j
vjendv mm

0
_  

（省略） 
 
図 19 を次のように改める。 
 

図 19 船体中央部の貨物倉区域以外における曲げモーメントの調整 

 
mhi は，本図では mvi に置き換えることができる。また，mi は FE 座標系における正方向の曲げモーメントとする。 

 

横隔壁 横隔壁 
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3 節 局部構造強度解析 

2. 詳細メッシュ解析により評価する局部箇所 

2.1 評価が必須となる構造詳細のリスト 
 
2.1.5 を次のように改める。 
 

2.1.5 上甲板及び二重底の縦通防撓材と横隔壁構造との結合部 
上甲板及び二重底の縦通防撓材と横隔壁構造（平板隔壁又は波形隔壁のいずれにおいて

も）との結合部にあっては，詳細メッシュ解析を行わなければならない。横隔壁構造とは，

部分的なデッキガーダ及び部分的なボトムガーダといった横隔壁周辺の構造部材を含む

ものとする。 
例として，次の構造部材を評価しなければならない。（図 3 参照） 
・ 内底板及び船底外板の縦通防撓材と横隔壁構造との結合部の内，少なくとも 1 組 
・ 内底板及び船底外板の縦通防撓材と横隔壁と隣り合うフロア周辺構造との結合部の

内，少なくとも 1 組 
・ 上甲板の縦通防撓材（甲板の上方又は下方）と油密横隔壁の垂直構造との結合部の内，

少なくとも 1 箇所 
・ 油密横隔壁上部の部分的なデッキガーダと油密横隔壁の垂直構造との結合部 
・ 油密横隔壁周辺の部分的なボトムガーダ及び油密横隔壁の垂直構造との結合部 
解析対象とする縦通防撓材と垂直防撓材との結合部は，フロア及び横隔壁の間又は甲板

横桁及び横隔壁の間に設けられる支持部材の 大相対変位に基づき選択しなければなら

ない。防撓材の端部固着条件又は寸法につき著しい変更がある場合は，追加で結合部の解

析を要求することがある。 
船体中央部以外の貨物倉区域において，上記に示す結合部の寸法は，詳細メッシュ解析

で同等の強度であることが証明されない限り，船体中央部の貨物倉区域に対して得られる

要求寸法以上としなければならない。 
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8 章 座屈 

2 節 細長比要件 

図 1 を次のように改める。 
 

図 1 防撓材の寸法パラメータ 

 
 
表 1 を次のように改める。 

 
表 1 細長係数 

防撓材の形状 Cw Cf 

アングル材，L2 材及び L3 材 75 12 

T 形鋼 75 12 

バルブプレート 45 - 

平鋼 22 - 

 

平鋼 バルブプレート アングル材 T 形鋼 L2 L3 
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5 節 座屈強度 

記号を次のように改める。 
 

記号 

（省略） 
de : ウェブ上端からフランジの頂部までの距離（mm）で，3 章 2 節図 3 による。 
ef： 付き板からフランジ中央までの距離（mm）（図 1 参照）で，次による。 

平鋼の場合： wf he   

バルブプレートの場合： fwf the 5.0  

山型鋼，L2 材及び T 型鋼の場合： fwf the 5.0  

L3 材の場合： fewf tdhe 5.0  

（省略） 
 

図 1 を次のように改める。 

 
図 1 防撓材の断面 

 



33 

2. 板部材及び防撓材の座屈強度 

2.2 板部材の耐荷力 

 
2.2.4 修正係数 Flong 

 
表 2 を次のように改める。 
 

表 2 修正係数 Flong 

構造要素のタイプ Flong c 

非防撓パネル 1.0 N/A 

防撓パネル 両端固定以外の防撓材 1.0 N/A 

両 端 固 定

の防撓材 
平鋼 (1) 

1
p

w

t

t の場合 1 cFlong  

1
p

w

t

t の場合 1

3













p

w
long t

t
cF  

0.10 

バルブプレート 0.30 

山型鋼，L2 材及び L3 材 0.40 

T 型鋼 0.30 

剛性の高い桁部材（船底横

桁等） 1.4 N/A 

ハッチカバーに設ける U
型鋼

(2) 
・U 型鋼を設けた板部材 

・ 12 bb  の場合 1longF  

・ 12 bb  の場合 






































3

2

1 155.055.1
p

w
long t

t
c

b

b
F  

・その他の U 型鋼： 1longF  

0.2 

(1) twは，2.3.2 に規定する修正を含まないウェブのネット板厚（mm）とする。 

(2) b1及び b 2は 2 編 1 章 5 節図 1 の規定による。 
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表 3 を次のように改める。 

 
表 3 平板パネルの座屈係数及び軽減係数 

ケース 応力比
  

アスペ

クト比 
  

座屈係数 K 軽減係数 C 

（省略） 

2 

 
 

 
 
 

 







 










 



12

2

2

9.6
4.2

100

)1(
1

1
12

f

FK trany




  

0y の場合： 

1yC  

 
0y の場合： 










 


2

2 )(1


RHFR

cC y
 

 
25.1)12.025.1(  c  

ただし，1.25 以下としなければなら

ない。 
 

c  の場合 

)/1( cR    

c  の場合 

22.0R  

 

 ccc /88.0115.0   

0/1
91.0

1 1
2 













  c

K
F p  

ただし，0 以上としなければならな

い。 
 

31 2  p の場合 

5.022  p  

ただし， 2
p は 1 以上 3 以下の値と

すること。 
 
c1は 2.2.3 の規定による。 

R
TTc

H 



)4(

2
2

  

ただし，R 以上としなければならな

い。 

3

1

15

14



T  

6  )1)(1(1  f  

6  

)
14

)(
6

1(6.01 





f  

ただし，
2

35.0
5.14


 を超える値としてはな

らない。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
)239.64.2100)(1(
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21
2

3

22

fff

F
FK tran

trany








 

 
)239.64.2100)(1(

1200

21
2

3

22

fff

F
K tran

y 





  

 

 

)14
1

(6.01 

f  

ただし， 235.05.14  を超える値としては

ならない。 
032  ff  

 

1
1
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f  

032  ff   

 

)
3

2
)(1(9)2(

1 4
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f

032  ff  
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2.3 防撓材 
 
2.3.4 を次のように改める。 
 

2.3.4 座屈･ 終強度 
0 wba  の場合，防撓材の座屈･ 終強度は，次の相関式に従って評価しなけれ

ばならない。 

1


S
ReH

wbac 
 

（省略） 
M1：面外荷重 P による曲げモーメント（Nmm） 

連続する防撓材の場合： 
3

2

1
1024


sP

CM i  

スニップ端の防撓材の場合：
3

2

1
108


sP

CM i  

片側がスニップ端，反対側が連続する防撓材の場合：
3

2

1 102.14 


sP
CM i  

（省略） 
 ： 作用するせん断応力（N/mm2） 

・ 有限要素解析にあっては，付き板の参照せん断応力（8 章 4 節 2.4.2 参照）

を とする。 
・ 規則算式計算による評価にあっては，せん断応力 は防撓材の付き板の荷

重計算点（3 章 7 節 2 参照）において 8 章 3 節 2.2.1 の規定に従ってい，次

の荷重計算点において計算される付き板の位置におけるせん断応力を と

する。
・ 考慮する防撓材のスパン の中央部 

・ 考慮する防撓材と付き板の交点 
・ 骨組構造梁解析にあっては，座屈パネルにおいて 0 とする。 

w0： 仮想初期不整量（mm）で，次による。 
一般的な場合： 10000 w  

両端スニップの防撓材又は片側がスニップ端で反対側が連続する防撓材で，防

撓材に起因する崩壊（SI）を考慮する場合： naww 0  

両端スニップの防撓材又は片側がスニップ端で反対側が連続する防撓材で，板

に起因する崩壊（PI）を考慮する場合： naww 0  

w1： 面外荷重 P による防撓材のスパン中央における防撓材の変形量（mm）。等

分布荷重の場合，w1は次によらなければならない。 

一般の場合： 
EI

sP
Cw i 7

4

1
10384




 

両端スニップの防撓材の場合： 
EI

sP
Cw i 7

4

1
10384

5
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片側がスニップ端，反対側が連続する防撓材の場合：
EI

sP
Cw i 7

4

1 10384

2





 

（省略） 
yw： 防撓材の断面中心から防撓材のフランジの自由端までの距離（mm）で，次

による。 

平鋼の場合： 
2
w

w

t
y   

山型鋼及びバルブプレートの場合： 
s

ffww
fw A

btth
by

2

22 
  

L2 材の場合： 
 

s

ffffww
woutfw A

dbbtth
tby

2

2
5.0

22 
   

L3 材の場合： 
 

s

wffwfw
woutfw A

tbttth
tby

2

)(
5.0

22 
   

T 型鋼の場合： 
2

f
w

b
y   

（省略） 
 
表 5 を次のように改める。 
 

表 5 慣性モーメント 

 平鋼(1) バルブプレート，山型鋼，L2 材，L3 材及び T 型鋼 

IP 
4

3

103
wwth

   42
2

10
3

5.0 

















ff

ffw eA
teA

 

IT 










 w

www

h

tth
63.01

103 4

3

 
 

































f

fff

ff

wwff

b

ttb

te

ttte
63.01

1035.0
63.01

103

5.0
4

3

4

3

 

I  

6

33

1036
wwth

 
バルブプレート及び，山型鋼，L2 材及び L3 材の場合 
















 wf

wffff

AA

AAbeA 6.2

1012 6

22

 

T 型鋼の場合 

6

23

1012
fff etb

 

(1) tw は，ウェブのネット板厚（mm）を示す。2.3.2 に規定する tw_redは，本表において用いてはならない。 
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9 章 疲労 

2 節 評価すべき構造詳細 

表 2 を次のように改める。 

 
表 2 スクリーニング疲労評価のための構造詳細 

No 重要な構造詳細 
適用条件 

油タンカー ばら積貨物船 

1 横桁のブラケットの先端部 適用可能(1) N/A 

2 水平ストリンガの先端部 適用可能(1) N/A 

3 
バラストホールドでない EA ホールド(2)及び

バラストホールドでない FA ホールド(2)のビ

ルジホッパ下部のナックル結合部 
N/A 適用可能(1) 

4 

バラストホールドを持たない船舶における

EA ホールド(2)及びバラストホールドを持た

ない船舶における FA ホールド(2)の横隔壁の

下部スツールと内底板との結合部 

N/A 適用可能(1) 

(1) 7 章 3 節 2.1 及び 7 章 3 節 3.3.23.2 に従って詳細メッシュ解析により評価する構造詳細 

(2) 船体中央部に も近い貨物倉 
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表 3 を次のように改める。 

 
表 3 詳細設計標準に従って設計されない場合に極詳細メッシュ解析により評価すべき

構造詳細 

No 重要な構造詳細 
対応する詳細設

計標準 

適用条件 

油タンカー ばら積貨物船 

1 

も重要なフレームの位置におけるビルジホッパ

上部の曲げ加工型ナックル結合部(1)（ナックル部の

ある二重船側縦通隔壁板，サイドガーダ及び横桁の

交差部） 

9 章 6 節 4 
一つの貨物タン

ク(4) 

二重船側ばら積

貨物船のバラス

トホールド 

2 
横隔壁の波形部と下部スツール又は内底板との結

合部(2) (3) 
9 章 6 節 6 及び 

9 章 6 節 7 
一つの貨物タン

ク(4) 
バラストホール

ド 

3 横隔壁の波形部と上部スツールとの結合部(2) (3) 9 章 6 節 6 N/A 
バラストホール

ド 

4 

深さ方向の中間点に も近いストリンガ及び 上

層のストリンガに対して，二重船側内のサイドスト

リンガと横隔壁付き水平ストリンガの十字継手の

ヒール部 

9 章 6 節 5 
一つの貨物タン

ク(4) 
N/A 

5 
も重要なフレーム位置における倉内肋骨下部及

び上部ブラケットの先端部(1) 
9 章 6 節 8 N/A 

FA ホールド(4)，

EA ホールド(4)及

び単船側ばら積

貨物船のバラス

トホールド 

6 
縦通防撓材とウェブ防撓材が結合しない場合の横

桁の縦通防撓材のスロット部 
9 章 6 節 2.1 

一つの貨物タン

ク(4) 

FA ホールド(4)，

EA ホールド(4)及

びバラストホー

ルド 

7 
ホールド中央部（かつ，デッキのコーナ部から 0.1D
下方）に近い強力甲板のブロック継手近傍のスカラ

ップ 
9 章 6 節 3 

一つの貨物タン

ク(4) 

FA ホールド(4)，

EA ホールド(4)及

びバラストホー

ルド 

(1) も重要なフレーム位置は，一般的に（必ずではない），貨物倉の長さの中間点に も近い位置とする。制水隔壁がある

場合は，制水隔壁と油密隔壁の間の長さの中間点に も近い位置とする。 

(2) 貨物倉両端のスツール結合部は，中央ホールドで対称でない限り，評価しなければならない。 

(3) 考慮する横断面又は縦断面で も大きい貨物倉の幅又は長さの中間点 

(4) 船体中央部に も近い貨物倉 
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表 8 から表 10 の表題を次のように改める。 

 
表 8 波形横隔壁と下部スツールとの結合部のホットスポット 

（表省略） 

 
表 9 波形横隔壁と下部スツールとの結合部のホットスポット 
（交差するシェダープレート及び片側のみのシェダープレート） 

（表省略） 

 
表 10 波形横隔壁と下部スツール又は内底板との結合部のホットスポット 

（表省略） 
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3 節 疲労評価 

6. 溶接改善法 

6.2 溶接止端部のグラインディング 
 
6.2.1 及び 6.2.2 を次のように改める。 
 

6.2.1 
溶接部は，応力集中を減少させるような好ましい形状とし，溶接止端部における欠陥を

除去するためにグラインダを用いて機械加工しても差し支えない。（図 5 参照）スラグ巻

込み，アンダカット，コールドラップなどの欠陥を除去するために，溶接止端部の材料は

除去しなければならない。グラインディングの深さはアンダカットの底辺から下に少なく

とも 0.5 mm としなければならない。グラインディングの全深さは 2mm もしくは機械加工

される板の局部グロス板厚の 7%のいずれか小さい方以下としなければならない。この要

件を満足しない全てのアンダカットは，本会が適当と認める方法により修復しなければな

らない。 
6.2.2 
小さい半径の開先グラインダ溝による有害なノッチ影響の発生を避けるため，グライン

ディング先端器具の直径はグラインディングする溶接止端部の板厚を考慮して決定しな

ければならない。10mm から 50mm の板厚の溶接継手に適用する場合，直径は 10mm から

25mm にしなければならない。 終的な開先グラインダ溝のルート半径は 0.25tas-built以上と

しなければならない。グラインディング後の溶接のど厚及び脚長は，規則要件又は承認図

面に記載された溶接サイズに適合しなければならない。 
検査手順には，溶接止端部の半径，グラインディングの深さの確認及び溶接止端部のア

ンダカットが完全に除去されていることの確認を含めなければならない。 
 
図 6 を次のように改める。 
 

図 6 内部ビードを除去するための溶接止端部のグラインディングの範囲 

 
leg ： 溶接脚長 

w： 開先の幅 

d： グラインディングの深さで，0.5mm  d 1mm としなければならない 
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4 節 簡易応力解析 

表 4 を次のように改める。 
 

表 4 応力集中係数（続き） 

ID 継手の種類 (2)(3) 
点 A 点 B 

Ka Kb Ka Kb 

16 （省略） 

17 

 

1.341.28 1.34 1.52 1.67 

18 

 

1.341.28 1.34 1.34 1.34 

19 

 

1.341.28 1.34 1.28 1.34 

20 

 

1.341.28 1.34 1.52 1.67 
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表 4 応力集中係数（続き） 

ID 継手の種類 (2)(3) 
点 A 点 B 

Ka Kb Ka Kb 

21 

 

1.341.28 1.34 1.52 1.67 

22 

 

1.341.28 1.34 1.34 1.34 

23 

 

1.341.28 1.34 1.28 1.34 

24 

 

1.341.28 1.34 1.52 1.67 

25 (1) 

 

1.28 
d  150 

 
1.36  

150 < d  250 
 

1.45 
d > 250 

1.40 
d  150 

 
1.50  

150 < d  250 
 

1.60 
d > 250 

1.14 
d  150 

 
1.24  

150 < d  250 
 

1.34 
d > 250 

1.25 
d  150 

 
1.36  

150 < d  250 
 

1.47 
d > 250 
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表 4 応力集中係数（続き） 

ID 継手の種類 (2)(3) 
点 A 点 B 

Ka Kb Ka Kb 

26 

 

1.28 1.34 1.34 1.47 

27 

 

1.52 1.67 1.34 1.47 

28 

 

1.52 1.67 1.34 1.47 

29 

 

1.341.28 1.34 1.34 1.47 

30 

 

1.341.28 1.34 1.34 1.47 
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5.3 代替設計 
 
5.3.1 を次のように改める。 
 

5.3.1 代替応力集中係数の導出 
本会の了承を得た上で，9 章 5 節の規定に従って，極詳細メッシュ有限要素解析により

代替設計に対する幾何学的な応力集中係数を計算しなければならない。極詳細メッシュ有

限要素解析による防撓材端部結合部に対する幾何学的な応力集中係数の導出に関する追

加要件は次による。 
（省略） 
(c) 境界条件 

・ 縦方向はフランジに沿って対称，横方向及び垂直方向はウェブフレーム及びウ

ェブ防撓材の上部で対称とする。付き板の縦方向端部の切断面，ウェブフレー

ムの横方向端部及び垂直方向端部の切断面並びにウェブ防撓材の上部におい

て対称条件を与えること。 
・ 面外荷重の場合：解析モデルは，前後両端で全ての自由度を固定しなければな

らない。 
・ 軸荷重の場合：解析モデルの後端部で縦方向の変位を固定し，前端部に強制軸

変位を与えなければならない。（前後端を入れ替えても差し支えない。） 
（省略） 
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6 節 詳細設計標準 

表 8 を次のように改める。 
表 8 設計標準 H –  油タンカー及び二重船側構造ばら積貨物船におけるビルジホッパ

上部の曲げ加工型ビルジホッパナックル結合部の詳細 

二重底タンクとビルジホッパタンクにおける横桁の結合部 
船側縦通隔壁とビルジホッパ斜板との間の曲げ加工型ナックル結合部 

評価箇所 設計標準 H 

 

 
備考 1： サイドストリンガからナックル中心までの距離は，できる限り小さく

し，50 mm を超えてはならない。 

備考 2： 12 章 1 節 3 及び 4 に従い，ナックル部の半径は，4.5 tas-built 又は 100mm
のうち, いずれか大きい方の値以上としなければならない。ここで，

tas-built はナックル部の建造板厚とする。 

備考 3： 追加の横ブラケットは，フロアとビルジホッパ斜板との結合部の両側

に適切な距離で配置すること。 

備考 4： 追加の縦ブラケットは，ホッパ斜板に設けること。 

備考 5： 9 章 5 節による疲労強度評価要件及び 7 章 3 節による局部強度評価要件

を満足することにより，ガーダがナックルラインにおいて十分に支持

していることを確認できる場合，縦及び/又は横ブラケットを省略して

差し支えない。 

重要部位 

 
 
 
 
 
 

 

（省略） （省略） 

C-C 断面 

重要部位 

ナックルライン 

ビルジホッパ部 

部分溶込み溶接 

ナックル 

ライン 

横ブラケット 

縦ブラケット 

縦ブラケット 
ナックル 

ライン 

縦ブラケット 

横ブラケット 横桁 

スカラップを除去し，サイ

ドストリンガから近い位

置にナックル部を設け，追

加の縦又は横ブラケット

を設けること 

船側外板 

サイドスト

リンガ 

ナックル

ライン 

横桁 

重要部位 

ナックルライン 

＝ 

ホッパタンク内

トランスリング 

重要部位 

ビルジホッ

パ部 

サイドストリ

ンガ 

船側縦通隔壁 
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表 11 を次のように改める。 
表 11 設計標準 K –  油タンカーにおける波形横隔壁又は波形縦通隔壁の結合部の詳細 

下部スツールと横隔壁又は縦通隔壁との結合部 

評価箇所 設計標準 K 

 
 

 

 
 
 

 

 

重要部位 

 

 

重要部位 下部スツール頂板と波形横隔壁又は波形縦通隔壁との結合部 

（省略） （省略） 

スツール頂板 

重要部位 
防撓材 

スツール

頂板 

後部スツ

ール斜板 

内底板の

平面 

スツール

頂板 

内底板の

平面 

ウェブ 

スツール

頂板 

支持ブラ

ケット 

小 0.5d 

完全溶込み溶接 

部分溶込み溶接 

又は 

後部スツ

ール斜板 



48 

10 章 その他の構造 

1 節 船首部 

3. 衝撃荷重を受ける構造 

3.3 船首衝撃 
 
3.3.6 を次のように改める。 
 

3.3.6 主要支持部材 
（省略） 
(g) 船側外板近傍の甲板及び隔壁を含む各主要支持部材のウェブのネット板厚 tw（mm）

は，次の算式による値以上としなければならない。 

crbW

BIFB
w

bP
t

sin
  

crW

BIFB
w

bP
t

sin
  

W ： 主要支持部材のウェブと外板のなす角度（deg）（図 5 参照） 

crb cr ：主要支持部材のウェブ又は甲板もしくは隔壁のパネルの限界座屈応力

（N/mm2）で，8 章 5 節 3.1.12.2.3 に規定する荷重に対するもの。計算におい

ては，8 章 5 節 2.2.3 による x 及び y の両方を考慮し，UP-B を適用しなけれ

ばならない。 

 
4. 追加の部材寸法要件 

4.1 鋼板船首材 
 
4.1.2 を次のように改める。 
 

4.1.2 ブレストフック及び膜板 
3.3.1に規定する船首衝撃に対する補強範囲にあるブレストフックや膜板のネット板厚 tw

（mm）は，次の算式による値以上としなければならない。 

23570
eH

w

Rs
t   

s： ウェブ防撓材の心距（mm）で，1 章 4 節表 5 の規定による。ただし，防撓材が

設けられていない場合は，ウェブの深さとする。 
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3 節 船尾部 

2. 船尾倉 

2.2 を次のように改める。 

2.2 船尾倉のフロア及びガーダの防撓 
2.2.1  
プロペラの上方に位置する船尾バラストタンク又は清水タンクのフロア及びガーダに

設置する防撓材は，2.2.2 及び 2.2.3 によらなければならない。本要件は，船長方向にはラ

ダー前端からプロペラボス後端まで，横方向にはプロペラ直径の範囲内の防撓材に適用す

る。 
2.2.1 2 
フロア及びガーダの防撓材の高さ stfh （mm）は，次の算式による値以上としなければな

らない。 

stfstfh 80  平鋼防撓材に対して 

stfstfh 70  バルブプレート及び面材を有する防撓材に対して 

stf ： 防撓材の長さ（m）で，図 1 による。ただし，5m より大きな値とする必要

はない。 
2.2.23 
プロペラの上方に位置する船尾バラストタンク又は清水タンクのフロア及びガーダに

は，ブラケットを有する防撓材を配置しなければならない。本要件は，船長方向にはラダ

ー前端からプロペラボス後端まで，横方向にはプロペラ直径の範囲内の防撓材に適用する。

端部ブラケットは次の箇所に設けなければならない。 
・ 防撓材の長さ tstf  が 4m を超える場合：下端及び上端 

・ 防撓材の長さ tstf  が 2.5m を超える場合：下端 

tstf  ：防撓材の全長（m）（図 1 参照） 

 
図 1 船尾倉のフロア及びガーダ 

 

及び 

の場合 の場合 の場合 
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3. 船尾材 

3.3 結合 
 
3.3.1 を次のように改める。 
 

3.3.1 船体構造との結合 
船尾材は船尾構造に適切に結合しなければならない。，船尾材プロペラ柱の下部の要求

寸法は，竜骨と有効に結合するために，プロペラ軸の中心線におけるプロペラ柱の前方へ

後端から 1500+6L2（mm）以上延長しなければならない。ただし，船尾材は船尾隔壁を超

えて延長する必要はない。 
 

4. 外板構造に対する特別な部材寸法要件 

4.1 外板 
 
4.1.2 を次のように改める。 
 

4.1.2 厚板の外板 
2.1.1 に規定する厚板フロア近傍には，厚板の外板を局部的に設けなければならない。厚

板の外板のネット板厚は 4.1.1 による値以上としなければならない。厚板フロアの外側で

は，厚板の外板の板厚を，可能な限り徐々に減じても差し支えない。ラダーホーンの板を

外板に丸みを付けて結合する場合にあっては，その半径 r（mm）は次の算式による値以上

としなければならない。 

28.0150 Lr   
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4 節 スロッシングを受けるタンク 

2. 部材寸法要件 

2.2 防撓材 
 
2.2.1 を次のように改める。 
 

2.2.1 ネット断面係数 
スロッシング圧力を受ける防撓材のネット断面係数 Z（cm3）は，次の算式による値以上

としなければならない。 

eHsbdg

bdgslh

RCf

sP
Z

2
  

fbdg： 曲げモーメントの係数で次による。 
fbdg = 12  両端で回転が固定される防撓材（原則として，全ての連続した

防撓材の部材寸法に対して適用する。） 

fbdg = 8 一端又は両端で回転が固定されない防撓材（原則として，一般

的に連続していない防撓材に対して適用する。） 

Cs： 許容曲げ応力の係数で，表 2 の規定次による。 
・ ハルガーダ応力を受ける部材の場合：表 2 の規定よる。 
・ その他の場合：Cs = Cs-max 

Pslh： 1.3 に規定する Pslh-ing，Pslh-t又は Pslh-min のうち 大となる値 
Cs-max：表 3 の規定による。 
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11 章 船楼，甲板室及び艤装品 

3 節 艤装 

1. 一般 

1.1 適用 
 
1.1.3 を次のように改める。 
 

1.1.3  
揚錨装置に関する艤装数（EN）の計算式は， 大海流速度 2.5m/s， 大風速 25m/s 及び

アンカーチェーンの 小繰り出し比 6 から 10 を想定している。アンカーチェーンの繰り

出し比とは，繰り出したアンカーチェーンの長さと水深の比とする。 
船の長さが 135 m を超える船舶にあっては，揚錨装置に関する艤装数は， 大海流速度

1.54 m/s， 大風速 11 m/s 及び 大有義波高が 2 m を想定して算出して差し支えない。 
通常，船舶は一度に 1 組の船首アンカーとアンカーチェーンを使用することを想定して

いる。 

 
2. 艤装数計算 

2.1 要件 
 
2.1.1 を次のように改める。 
 

2.1.1  
アンカー及びアンカーチェーンは表 1 の規定による。その数，質量及び寸法は次の艤装

数（EN）の算式により決定しなければならない。 
ABhEN 1.023/2   

h： 夏期満載喫水線から 上層甲板室の頂部までの有効高さ（m）で，次の算式に

よる。 

nFB hhh   

h の算出において，舷弧及びトリムは考慮しない。 下層の h の算出にあって

は，船体中心線における上甲板又は上甲板と同等の高さから算出すること。

（図 1 参照） 
hFB：船体中央における夏期満載喫水線から上甲板までの乾舷（m） 
hn： 乾舷甲板上 n 層目の船楼又は幅が B/4 を超える甲板室の船体中心線における高

さ（m）。幅が B/4 を超える甲板室が，幅が B/4 以下の甲板室の上部にある場

合，幅が B/4 以下の甲板室の高さは算入する必要はない。（図 1 参照） 
A： 夏期満載喫水線より上方の船体，船楼及び甲板室であって，船の長さ LCSRの範

囲内にあり，かつ，幅が B/4 を超えるものの，側面投影面積（m2）。 
h 及び A の算出において，高さが 1.5m 以上のスクリーン又はブルワークは，船楼又は甲
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板室の一部とみなす。特に図 2 の斜線部を含めなければならない。 
h 及び A の算出において，ハッチコーミングの高さ及びコンテナ等の甲板積み貨物の高

さは算入しなくて差し支えない。 

 
図 1 甲板室の有効高さ高さの測り方 

 

 

hFB 

h1 

h2  仮想甲板線 

上甲板 

h3 

夏期満載喫水線 
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3. 揚錨設備 

3.1 を次のように改める。 

3.1 一般 
3.1.1 一般 
2 基のアンカーをアンカーチェーンに連結し，常時使用できるように備えなければなら

ない。 
3 基目のアンカーを予備として備えること及び手引書に加えることを推奨する。ただし，

これは船級要件ではない。 
3.1.2 設計 
アンカーは承認を得た設計であること。アンカーヘッドの設計にあっては，応力集中が

小とするようにしなければならない。特に，鋳造アンカーヘッドの各部のアールは，断

面変化が著しい箇所では，できる限り大きくしなければならない。 
アンカーの設計が，標準型又は以前に承認を得たものと異なる場合にあっては，材料仕

様書を含むアンカーの設計図を本会に提出し，承認を得なければならない。 
アンカーは本会の承認品でなければならない。 
3.1.3 試験 
全てのアンカー及びアンカーチェーンは，組立時に本会の検査員又は代理人の立会いの

下で，本会が認める試験機による試験を受けなければならない。また，試験は L 編の規定

によること。 
アンカーの重量，又はアンカーチェーンの寸法及び重量の仕様並びに適用した試験荷重

を記載した試験証明書が利用可能であること。この証書は，アンカー及びアンカーチェー

ンを船上に装備する際に，検査員によって確認を受けなければならない。 
 
3.3 を次のように改める。 

3.3 高把駐力アンカー及び超高把駐力アンカー 
3.3.1 一般 
船主の合意が得られる場合にあっては，特別な種類のアンカーの使用を検討できる。高

把駐力アンカー及び超高把駐力アンカー（例えば，少なくとも通常のアンカーよりもの 2
倍高い把駐力を有すると，L 編の関連規定により証明されたもの）は，事前の調整や海底

での特別な配置を要求するものではない。 
3.3.2 高把駐力アンカー及び超高把駐力アンカーの質量 
高把駐力アンカー又は超高把駐力アンカーを使用する場合，アンカーの質量は表 1 に規

定する通常のストックレスアンカーに対する要求値のそれぞれ75%又は50%以上としなけ

ればならない。 
原則として，超高把駐力アンカーは 1500kg 以下にしなければならない。 
3.3.3 適用 
高把駐力アンカーは，通常のホースパイプから投錨し， 初に海底へ着底した際の角度

や位置に拘わらず，3.3.4 に規定する把駐力に至るまで，過度の遅れなく海底を有効に把駐

でき，また安定して留まることができるような設計としなければならず，この能力の実証

を要求することがある。 
高把駐力アンカーは承認品とし，本会は承認を受けた高把駐力アンカーを公示する。 
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3.3.4 試験 
高把駐力アンカーとして承認を得るアンカーにあっては，承認された同一質量の通常の

ストックレスアンカーの 2 倍の把駐力を有することを海上で試験しなければならない。 
ある範囲の寸法に対して承認を得る場合には，少なくとも 2 基のアンカーを試験しなけ

ればならない。その 2 基のアンカーのうち小さい方は，大きい方の質量の 1/10 よりも小さ

い質量としてはならない。試験される 2 基のアンカーのうち大きい方は，承認を受ける

大のアンカーの質量の 1/10 よりも小さい質量としてはならない。 
各試験は少なくとも 2 基のアンカー（1 つは通常のストックレスアンカー，もう 1 つは

高把駐力アンカー）の比較で構成されなければならない。アンカーの質量は，ほぼ同じと

すること。 
試験は原則として引船により実施するものとする。曳引力は動力計による計測，又は

近確かめられたプロペラ回転数に対する引船のボラードプルのデータから求めなければ

ならない。 
試験中，各アンカーのアンカーチェーンの長さは，アンカーに働くおおよその水平曳引

力を得るのに十分な長さでなければならない。原則として，アンカー及び引船の水平距離

は水深の 10 倍程度で十分である。 
超高把駐力アンカーについては，その試験は少なくとも 3 つの異なる海底（軟弱泥又は

沈泥，砂又は砂礫，及び固い粘土又は類似の地質）で実施しなければならない。 
 
3.5 を次のように改める。 

3.5 チェーンロッカ及びアンカーの格納 
3.5.1 一般 
チェーンロッカは十分な容量を有し，アンカーチェーンが適切に格納できる形状としな

ければならない（アンカーチェーンが全て格納されるときでも，アンカーチェーンを錨鎖

管へ容易に直接導くことができるようなもの）。左右舷のアンカーチェーンは別々の区画

へ格納しなければならない。 
チェーンロッカの境界と交通口は，水密としなければならない。本規定は荒天時にチェ

ーンロッカが浸水する可能性を 小限にするものである。また，チェーンロッカには十分

な排水装置を備えなければならない。 
チェーンパイプ及びホースパイプは適当な寸法とし，摩耗防止措置を講じること。 
3.5.2 適用アンカーチェーンの船内端の固定 
アンカーチェーンの船内端を船体構造に固定する装置を備えなければならない。本固定

装置及び支持構造は，アンカーチェーンの 低切断強度の 15%以上 30%以下の力に耐える

ものとすること。 
アンカーチェーンの船体への固定装置は，アンカー及びアンカーチェーンを犠牲にしな

ければならないような緊急の場合に，チェーンロッカ外側のアクセス可能な場所から迅速

に外すことができるよう配置しなければならない。 
3.5.3 格納されたアンカーの固縛 
アンカーの固縛装置は少なくともアンカー質量の2倍の質量に10 mのチェーンの質量を

加えた荷重に耐えることができるものとし，当該荷重は，当該固縛装置の材料の降伏応力

の 40%を超えないものとしなければならない。 
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3.9 引綱及び係船索 
 
3.9.1 を次のように改める。 
 

3.9.1 一般 
係船索及び引綱は船級要件ではない。表 2 に示す係船索及び引綱は指針として示したも

のである。破断強度が 490kN を超える場合であって，その製品が表 2 に示す破断強度及び

係船索の本数より大きい場合，表 2 に示す個々の係船索の破断強度及び本数を変更するこ

とができる。 
設計者は次の情報を提供しなければならない。 
・ 引綱： 

・ 長さ（m） 
・ 破断強度（kN） 

・ 係船索： 
・ 数 
・ 各索の長さ（m） 
・ 破断強度（kN） 

引綱及び係船索の選定にあたっては，ローディングマニュアルに記載される甲板貨物を

含めた状態の船側投影面積を考慮しなければならない。 
 
3.9.2 として次の 1 号を加える。 
 

3.9.2 
係船索及び引綱は，本節の規定に加え，C 編 27 章 27.1.1 の規定にもよらなければなら

ない。 
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表 2 を削る。 
 

表 2 引綱及び係船索 
艤装数 引綱 係船索 

より大きい 以下 長さ（m） 破断強度（kN） 数 長さ（m） 破断強度（kN） 

150 175 180 98.0 3 120 54.0 

175 205 180 112.0 3 120 59.0 

205 240 180 129.0 4 120 64.0 

240 280 180 150.0 4 120 69.0 

280 320 180 174.0 4 140 74.0 

320 360 180 207.0 4 140 78.0 

360 400 180 224.0 4 140 88.0 

400 450 180 250.0 4 140 98.0 

450 500 180 277.0 4 140 108.0 

500 550 190 306.0 4 160 123.0 

550 600 190 338.0 4 160 132.0 

600 660 190 371.0 4 160 147.0 

660 720 190 406.0 4 160 157.0 

720 780 190 441.0 4 170 172.0 

780 840 190 480.0 4 170 186.0 

840 910 190 518.0 4 170 201.0 

910 980 190 559.0 4 170 216.0 

980 1060 200 603.0 4 180 230.0 

1060 1140 200 647.0 4 180 250.0 

1140 1220 200 691.0 4 180 270.0 

1220 1300 200 738.0 4 180 284.0 

1300 1390 200 786.0 4 180 309.0 

1390 1480 200 836.0 4 180 324.0 

1480 1570 220 888.0 5 190 324.0 

1570 1670 220 941.0 5 190 333.0 

1670 1790 220 1024.0 5 190 353.0 

1790 1930 220 1109.0 5 190 378.0 

1930 2080 220 1168.0 5 190 402.0 

2080 2230 240 1259.0 5 200 422.0 

2230 2380 240 1356.0 5 200 451.0 

2380 2530 240 1453.0 5 200 480.0 

2530 2700 260 1471.0 6 200 480.0 

2700 2870 260 1471.0 6 200 490.0 

2870 3040 260 1471.0 6 200 500.0 

3040 3210 280 1471.0 6 200 520.0 

3210 3400 280 1471.0 6 200 554.0 

3400 3600 280 1471.0 6 200 588.0 

3600 3800 300 1471.0 6 200 618.0 

3800 4000 300 1471.0 6 200 647.0 

4000 4200 300 1471.0 7 200 647.0 

4200 4400 300 1471.0 7 200 657.0 

4400 4600 300 1471.0 7 200 667.0 

4600 4800 300 1471.0 7 200 677.0 
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表 2 引綱及び係船索（続き） 
艤装数 引綱 係船索 

より大きい 以下 長さ（m） 破断強度（kN） 数 長さ（m） 破断強度（kN） 

4800 5000 300 1471.0 7 200 686.0 

5000 5200 300 1471.0 8 200 686.0 

5200 5500 300 1471.0 8 200 696.0 

5500 5800 300 1471.0 8 200 706.0 

5800 6100 300 1471.0 8 200 706.0 

6100 6500 300 1471.0 9 200 716.0 

6500 6900 300 1471.0 9 200 726.0 

6900 7400 300 1471.0 10 200 726.0 

7400 7900 300 1471.0 11 200 726.0 

7900 8400 300 1471.0 11 200 735.0 

8400 8900 300 1471.0 12 200 735.0 

8900 9400 300 1471.0 13 200 735.0 

9400 10000 300 1471.0 14 200 735.0 

10000 10700 - - 15 200 735.0 

10700 11500 - - 16 200 735.0 

11500 12400 - - 17 200 735.0 

12400 13400 - - 18 200 735.0 

13400 14600 - - 19 200 735.0 

14600 16000 - - 21 200 735.0 
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4 節 甲板機器及び艤装品の支持構造 

2. ウインドラス及びチェーンストッパ 

2.1 一般 
 
2.1.4 及び 2.1.5 を次のように改める。 
 

2.1.4  
本規定はグロスネット寸法を用いて評価しなければならない。 
2.1.5  
アンカー操作に対して，次に掲げる荷重条件を考慮しなければならない。 
(a) チェーンストッパを掛けた状態のが備えられているが一体になっていないウイン

ドラス： BS の 45% 
(b) チェーンストッパを外した状態のが備えられていない又はチェーンストッパと一

体になっているウインドラス： BS の 80% 
(c) チェーンストッパ： BS の 80% 

BS： アンカーチェーンの 小切断強度 
 
2.1.12 を次のように改める。 
 

2.1.12  
アンカリング設計荷重により生じる支持構造の応力は，次に掲げる許容値を超えてはな

らない。 
・ 直応力： 1.00ReH 
・ せん断応力： 0.58ReH 0.60ReH 

 
2.1.15 を次のように改める。 
 

2.1.15  
設計青波荷重により生じる支持構造の応力は，次の許容値より小さくなくてはならない。 
・ 直応力： 1.00ReH 
・ せん断応力： 0.58ReH 0.60ReH 
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3. ムアリングウインチ 

3.1 一般 
 
3.1.6 及び 3.1.7 を次のように改める。 
 

3.1.6 腐食モデル 
本規定はグロスネット寸法を用いて評価しなければならない。 
3.1.7  
ムアリング操作に伴う設計荷重として，次に掲げる各荷重条件を検討しなければならな

い。 
(a) ムアリングウインチの 大引張力：定格引張力の 100% 
(b) ムアリングウインチにブレーキを掛けた状態：保持荷重の 100% 
(c) 索強度：船舶の艤装数に応じた 11 章 3 節表 2 に規定する設計者が設定した係船索

の切断強度の 125%（3 節 3.9 参照） 
定格引張力及び保持荷重は，3.1.3 及び 3.1.4 の規定による。設計荷重は，係留設備配置

図に示される係船索から作用するものとする。 

 
5. ボラードとビット，フェアリード，スタンドローラ，チョック及びキャプスタン 

5.1 を次のように改める。 

5.1 一般 
5.1.1  
船舶の係留及び曳航のための設備（ボラード，ビット，フェアリード，スタンドローラ

及びチョック）及びキャプスタンを，甲板又はブルワーク構造に設けなければならない。 
本条の規定は，係留設備及び船首尾部や船側部に設ける通常の曳航のための設備及びそ

の支持構造の設計及び施工並びにウィンチやキャプスタンの支持構造の強度評価に適用

する。 
通常の曳航とは，港湾内及び閉囲された水域内での船舶の通常の操船に必要な曳航をい

う。 
その他の曳航のために用いられる曳航設備及び係留設備を設ける場合にあっては，当該

設備及びそれらの支持構造についても本条の規定に適合しなければならない。 
5.1.2  
フェアリードをブルワークに取り付ける場合は，ブルワークの板厚を増す必要性が生じ

ることがある。（11 章 2 節 2.2 参照） 
本条の規定は，次に掲げる特別な曳航のための設備及びその支持構造の設計及び施工に

は適用しない。 
(a) エスコート曳航：特に油タンカーに対して特定の河口で要求される曳航。本曳航は

推進装置又は操舵装置を損傷した場合の船舶の制御が主目的である。Oil Companies 
International Marine Forum (OCIMF)等による各地域のエスコート規制も参照するこ

と。 
(b) 運河を航行する際の曳航：パナマ運河等の運河を航行する際の曳航。各地域の運河

航行の規制も参照すること。 
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(c) 油タンカーの非常曳航：非常時のタンカーに対する曳航。非常曳航設備について，

SOLAS 条約第 II-1 章第 3-4 規則第 1 項が適用となる油タンカーにあっては，当該条

約要件及び決議 MSC.35(63)（その後の改正含む）によること。 
5.1.3  
構造は強度の連続性を保つよう配置しなければならない。 
設備及びその台座並びにキャプスタン近傍の船体構造の構造配置は，応力集中を 小限

にするため，形状や断面の急激な変化を避けなければならない。また，特に高応力箇所に

あっては，鋭いコーナーやノッチは避けなければならない。 
フェアリードをブルワークに取り付ける場合は，ブルワークの板厚を増す必要性が生じ

ることがある。（11 章 2 節 2.2 参照） 
5.1.4  
支持構造の寸法は，5.1.6 から 5.1.85.2.1 及び 5.3.1 に規定する各荷重に対し，応力が

5.1.95.5 に規定する許容値を超えないように決定しなければならない。 
8 章の規定により構造の座屈強度が十分であることを確認しなければならない。 
5.1.5  
本規定はネット寸法を用いて評価しなければならない。 
5.1.6  
設備の支持構造に対する設計荷重は，次による。 
(a) 通常の曳航（例えば，港湾内の操船）に使用される場合は，曳航及び係留設備配置

図に記載される 大曳航荷重の 125% 
(b) (a)以外の曳航（例えば，エスコート）に使用される場合は，引綱の公称切断荷重 
(c) 係留に使用される場合は，船舶の艤装数に応じ 11 章 3 節表 2 に規定される係船索

の公称切断荷重の 125% 
5.1.7  
キャプスタンの支持構造の設計荷重は， 大の保持力の 125%としなければならない。 
5.1.8  
構造評価では，計画配置を考慮の上で，適用する設計荷重の作用線を考えること。ただ

し，5.1.6 に規定する曳航及び係留に適用する荷重の合力は，係船索又は引綱の設計荷重の

2 倍を超える必要はない。設備への力の作用点は，係船索や引綱の接触点及び係船索や引

綱の方向が変化する点としなければならない。 
5.1.9  
5.1.6 から 5.1.8 に規定する設計荷重に対して，支持構造及び溶接部に生じる応力は，次

の許容値を超えてはならない。 
・ 直応力： 1.00ReH 
・ せん断応力： 0.60ReH 
5.1.10  
安全使用荷重に関する次の規定は，シングルポストを基本（一本の索のみがかかる場合）

として適用する。 
(a) 通常の曳航（例えば，港湾内の操船）に使用される設備に対する安全使用荷重は，

5.1.6(a)に規定する設計荷重の 80%を超えてはならず，その他の曳航（例えば，エ

スコート）に使用される設備に対する安全使用荷重にあっては，5.1.6(b)に規定す

る設計荷重を超えてならない。通常の曳航時とその他の曳航時の両方に使用される

設備にあっては，5.1.6(a)及び 5.1.6(b)に規定する設計荷重のいずれか大きい方を用

いなければならない。 
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(b) 係留に使用される設備に対する安全使用荷重は，5.1.6(c)に規定する設計荷重の 80%
を超えてはならない。 

(c) 曳航及び係留設備には，溶接ビードもしくは同等な方法で，安全使用荷重を明示し

なければならない。 
(d) 5.1.11 に規定する曳航及び係留設備配置図には，引綱及び係船索の使用方法を明示

しなければならない。 
5.1.11  
船長に対する手引き書として船上に備える曳航及び係留設備配置図には，曳航及び係留

設備の安全使用荷重を明示しなければならない。各設備に関して次の内容を含めなければ

ならない。 
(a) 配置 
(b) 規格 
(c) 安全使用荷重 
(d) 使用目的（係留，港湾内曳航，エスコート曳航） 
(e) 引綱又は係船索から作用する荷重の負荷方法（引張方向の範囲を含む） 
港湾内の操船やエスコートにおいて適切な情報を水先案内人に提供するため，これらの

内容はパイロットカードにも含めなければならない。 
 
5.2 から 5.7 として次の 6 項を加える。 

5.2 曳航設備 
5.2.1  曳航設備の設計荷重 
曳航設備の支持構造の 小設計荷重は，次の値以上としなければならない。 
(a) 通常の曳航に使用する場合：曳航及び係留設備配置図に記載される 大曳航荷重の

125% 
(b) その他の曳航に使用する場合：設計者が設定する引綱の 小切断荷重（3 節 3.9 参

照） 
(c) 前(a)及び(b)のいずれの曳航にも使用する場合：前(a)及び(b)による設計荷重のうち

いずれか大きい方の値 
設計者が設定した安全曳航荷重が 5.2.4 の規定による値より大きい場合，その設計荷重

は，5.2.1 の規定による設計荷重と 5.2.4 の規定による安全曳航荷重を考慮して増加しなけ

ればならない。 
曳航設備の設計荷重は，曳航及び係留設備配置図に従って，曳航設備に作用するあらゆ

る方向の荷重を考慮すること。引綱が曳航設備を介する場合，曳航設備の設計荷重は引綱

に作用する設計荷重の合力とすること。（図 4 参照）ただし，引綱に作用する設計荷重の

2 倍を超える必要はない。 
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図 4 曳航設備の設計荷重 

 
 

5.2.2  曳航設備 
曳航設備は，原則として本会が適当と認める規格に従ったものであって，少なくとも次

の荷重に基づくものでなければならない。 
(a) 通常の曳航に使用する場合：曳航及び係留設備配置図に記載される想定する 大曳

航荷重 
(b) その他の曳航に使用する場合：設計者が設定する引綱の 小切断荷重（3 節 3.9 参

照） 
(c) 前(a)及び(b)のいずれの曳航にも使用する場合：前(a)及び(b)のうちいずれか大きい

方の荷重 
参照する規格が 8 の字結び（フィギュアオブエイト）やアイスプライス等の引綱のかけ

方を区別している場合，曳航ビット（ダブルボラード）に対してはアイスプライスを用い

ること。 
曳航設備が，本会が適当と認める規格に従ったものでない場合，その設備と支持構造の

強度は本条の規定によらなければならない。 
曳航ビット（ダブルボラード）は，アイスプライスによる荷重に耐えることのできるも

のでなければならない。 
5.2.3 曳航力 
曳航設備に作用する曳航力の作用点は，曳航設備と引綱との接触点又は引綱の方向が変

化する点としなければならない。ボラード及びビットについては，基部からの柱の高さの

4/5 以上の位置を係船索との接触点とすること。（図 5 参照） 

 
図 5 引綱の接触点 

 

 

アイスプライス 
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5.2.4 安全曳航荷重（TOW） 
安全曳航荷重（TOW）（t）は曳航の制限荷重である。 
安全曳航荷重に関する次の規定は，単一の引綱がかけられた状態を想定している。 
アイスプライス以外の状態で使用するものでない限り，曳航ビット（ダブルボラード）

の安全曳航荷重はアイスプライスによる制限荷重とする。 
(a) 通常の曳航に使用する場合，安全曳航荷重は 5.2.1(a)に規定する設計荷重の 80%以

下としなければならない。 
(b) その他の曳航に使用する場合，安全曳航荷重は 5.2.1(b)に規定する設計荷重の 80%

以下としなければならない。 
(c) 前(a)及び(b)のいずれの曳航にも使用する場合，安全曳航荷重は前(a)及び(b)のうち

いずれか大きい方の値としなければならない。 
(d) 係留にも使用する曳航設備の場合，5.3 の規定による。 
曳航設備には，溶接ビードもしくは同等な方法で，安全曳航荷重を明示しなければなら

ない。 
係留にも使用する曳航設備にあっては，安全曳航荷重に加え，5.3.4 に規定する安全使用

荷重も明示しなければならない。 

5.3 係留設備 
5.3.1  係留設備の設計荷重 
係留設備の支持構造の 小設計荷重は，設計者が設定した係船索の 小切断荷重の115%

以上としなければならない。（3 節 3.9 参照） 
ウィンチの支持構造の 小設計荷重は，想定する 大ブレーキ力を設計者が設定した係

船索の 小切断荷重の 80%以上とした上で，当該ブレーキ力の 125%以上としなければな

らない。（3 節 3.9 参照） 
キャプスタンの支持構造の 小設計荷重は，想定する 大保持力の 125%以上としなけ

ればならない。 
設計者が設定した安全使用荷重が 5.3.4 の規定による値より大きい場合，その設計荷重

上記により与えられる設計荷重に設計者が設定した安全使用荷重と設計荷重の比を乗じ

たものとする。 
係留設備の設計荷重は，曳航及び係留設備配置図に従って，係留設備に作用するあらゆ

る方向の荷重を考慮すること。係船索が係留設備を介する場合，係留設備の設計荷重は索

に作用する設計荷重の合力とすること。（図 4 参照）ただし，係船索に作用する設計荷重

の 2 倍を超える必要はない。 
5.3.2 係留設備 
係留設備は，原則として本会が適当と認める規格に従ったものであって，少なくとも設

計者が設定した係船索の 小切断荷重に基づくものでなければならない。 
参照する規格が 8 の字結び（フィギュアオブエイト）やアイスプライス等の索のかけ方

を区別している場合，係留ビット（ダブルボラード）に対しては 8 の字結び（フィギュア

オブエイト）を用いること。 
係留設備が，本会が適当と認める規格に従ったものでない場合，その設備と支持構造の

強度は本条の規定によらなければならない。 
係留ビット（ダブルボラード）は，8 の字結び（フィギュアオブエイト）による荷重に

耐えることのできるものでなければならない。 
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5.3.3 係留力の作用点 
係留設備に作用する係留力の作用点は係留設備と係船索との接触点又は係船索の方向

が変化する点としなければならない。ボラード及びビットについては，基部からの柱の高

さの 4/5 以上の位置を係船索との接触点とすること。（図 6(a)参照）ただし，係船索を可

能な限り低い位置に保つためボラード柱にフィンが取り付けられている場合，フィンの位

置を係船索との接触点として差し支えない。（図 6(b)参照） 

 
図 6 係船索の接触点 

 

 

 
 
5.3.4 安全使用荷重（SWL） 
安全使用荷重（SWL）（t）は係留の制限荷重である。 
安全使用荷重に関する次の規定は，単一の係船索がかけられた状態を想定している。 
設計者がより大きな安全使用荷重を設定する場合を除き，安全使用荷重は設計者が設定

した係船索の 小切断荷重以下としなければならない。（3 節 3.9 参照） 
係留設備には，溶接ビードもしくは同等な方法で，安全使用荷重を明示しなければなら

ない。 
曳航にも使用する係留設備にあっては，安全使用荷重に加え，5.2.4 に規定する安全曳航

荷重も明示しなければならない。 

5.4 支持構造 
5.4.1  
曳航設備及び係留設備並びに係留のためのウィンチ及びキャプスタンは，荷重が効率よ

く船体構造に伝達されるよう，甲板桁部材及び防撓材の直上に配置しなければならない。

航行区域を考慮した適切な強度検討が実施される場合，ブルワークにチョックを設ける等

の他の配置として差し支えない。 
5.4.2  
下部補強部材は，曳航設備及び係留設備に作用する荷重のあらゆる方向（水平方向及び

垂直方向）に対して有効に配置としなければならない。（図 7 参照） 

 

a) 

b) 
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図 7 配置例 

 
 

5.4.3  
船舶の係留及び曳航のための設備（ボラード，ビット，フェアリード，スタンドローラ

及びチョック）及びキャプスタンを，甲板又はブルワーク構造に設けなければならない。 
5.4.4  
構造は強度の連続性を保つよう配置しなければならない。設備と支持構造が適切に配置

されていることを検証しなければならない。 
設備及びその台座並びにキャプスタン近傍の船体構造の構造配置は，応力集中を 小限

にするため，形状や断面の急激な変化を避けなければならない。また，特に高応力箇所に

あっては，鋭いコーナーやノッチは避けなければならない。 

5.5 許容基準 
5.5.1  
5.2.1 及び 5.3.1 に規定する設計荷重に対して，曳航設備，係留設備，それらの支持構造

及び溶接部に生じる応力は，5.5.3 及び 5.5.4 に規定する許容値を超えてはならない。 
5.5.2  
曳航設備及び係留設備は，梁理論，格子解析又は有限要素解析により強度評価を実施し

なければならない。 
本会が適当と認める場合，強度評価に代えて曳航設備及び係留設備の荷重試験を行うこ

とで差し支えない。 
5.5.3 
梁理論又は格子解析を用いた強度評価において，考慮する許容応力は次によらなければ

ならない。 
・ 直応力： 1.00ReH 
・ せん断応力： 0.60ReH 
直応力は，曲げ応力と直応力に垂直に作用するせん断応力による軸応力の合計とする。

ただし，応力集中係数は考慮しない。 
5.5.4 
有限要素解析を用いた強度評価において，考慮するミーゼスの等価応力は ReH を超えて

はならない。 
有限要素解析を用いた強度計算において，できる限り現実に近い形状でモデル化しなけ

ればならない。要素長さの比は 3 以下としなければならない。ガーダはシェル要素又は平

面応力要素を用いてモデル化しなければならない。対称なガーダのフランジはビーム要素

又はトラス要素を用いてモデル化しなければならない。ガーダのウェブの要素高さはウェ

設置場所  

主要な構造部材  

（特設肋骨, 甲板防撓材等） 

下部補強部材 
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ブ高さの 1/3 以下としなければならない。ガーダのウェブの小開口付近のウェブの板厚は，

ウェブ高さ全体にわたり平均板厚まで減少して考慮しなければならない。大開口はモデル

化しなければならない。防撓材はシェル要素，平面応力要素又はビーム要素でモデル化し

なければならない。応力は各要素の中心の値としなければならない。シェル要素において

は，応力は要素の板厚中心で評価しなければならない。 

5.6 曳航設備及び係留設備の腐食予備厚 
5.6.1  
曳航設備及び係留設備の腐食予備厚 tcは次の値以上としなければならない。 
(a) 本会が適当と認める規格に従った曳航設備及び係留設備の一部ではない甲板上の

台座及び基部：2.0 mm 
(b) 本会が適当と認める規格に従った曳航設備及び係留設備でないもの：2.0 mm 
5.6.2  
本会が適当と認める規格に従った曳航設備及び係留設備でないものについては，腐食予

備厚に加え，通常，索と接触する面に 1.0 mm の摩耗代 twを加えたものとしなければなら

ない。 

5.7 曳航及び係留設備配置図 
5.7.1  
船長に対する手引き書として船上に備える曳航及び係留設備配置図には，係留及び曳航

を目的とした制限荷重である安全使用荷重（SWL）及び安全曳航荷重（TOW）を明示しな

ければならない。 
曳航及び係留設備配置図には，各設備に関して次の内容を含めなければならない。 
(a) 配置 
(b) 規格 
(c) 安全使用荷重及び安全曳航荷重 
(d) 使用目的（係留，港湾内曳航，その他の曳航） 
(e) 引綱又は係船索から作用する荷重の負荷方法（引張方向の範囲を含む） 
(c)，(d)及び(e)については，本会の承認を得なければならない。 
5.7.2  
曳航及び係留設備配置図には，次の内容を含めなければならない。 
(a) 係船索の本数を示した配置図 
(b) 各係船索の 小切断荷重 
(c) 次の許容環境条件 

・あらゆる方向からの 30 秒平均風速 
・船首尾部（±10°）に生じる 大潮流速度 

港湾内曳航及びその他の曳航において適切な情報を水先案内人に提供するため，これら

の内容はパイロットカードにも含めなければならない。 
5.7.3  
曳航及び係留設備配置図には，引綱及び係船索の使用方法を明示しなければならない。 
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12 章 建造 

3 節 溶接継手の設計 

2. T 字継手又は十字継手 

2.4 の表題を次のように改める。 

2.4 部分溶込み溶接及び又は完全溶込み溶接 
 
2.4.4 を次のように改める。 
 

2.4.4 完全溶込み溶接又は部分溶込み溶接の範囲 
2.4.5 及び 2.4.6 に示す特定の位置における完全溶込み溶接又は部分溶込み溶接の範囲は

本会の承認を得なければならない。ただし，特に規定されている場合を除き，基準点（主

要構造部材の交差部，ブラケットの先端部等）からの完全溶込み溶接又は部分溶込み溶接

の範囲は 300mm 以上としなければならない。 
 
2.4.5 を次のように改める。 
 

2.4.5 完全溶込み溶接が要求される場所箇所 
完全溶込み溶接は下記の場所及び他の規定で要求される場所箇所に適用しなければな

らない。（図 3 参照） 
(a) ホッパーナックルの曲り部におけるフロアとホッパ又は内底板の結合部 
(b) ハッチコーミング隅の曲がり部と甲板の結合部 
(c) 下部スツールなしの垂直波形隔壁が配置される場合の，貨物倉区域における垂直波

形隔壁と下部ホッパ斜板の結合部及び内底板との結合部 
(d) 下部スツールなしの垂直波形隔壁が配置される場合の，波形隔壁のフランジに沿っ

た二重底構造部材と内底板との結合部 
(e) 下部スツールの範囲外となる，垂直波形隔壁と下部ホッパ斜板との結合部及び波形

隔壁のフランジに沿った下部ホッパ付き構造部材と下部ホッパ斜板との結合部 
(df) 下部スツールの頂板と垂直波形隔壁との結合部 
(g) 波形隔壁の下部スツール側板と下部スツール頂板の結合部 
(h) 波形隔壁の下部スツール側板と内底板の結合部 
(i) 液体を積載する貨物倉内の内底板と二重底構造部材との結合部で下部スツール側

板から 300 mm の範囲（図 3 参照） 
(ej) 開口の寸法が 300mm を超える場合には，船体中央部 0.6LCSRの範囲内の開口端部補

強材と強力甲板，舷側厚板及び船底外板部。 
(fk) 夏期満載喫水線より下方の海水に面する板部材（シーチェスト，ラダートランク及

びトランサムの一部分を含むがこれに限らない）のうち，建造板厚が 12mm 以下と

なる板部材の結合部。建造板厚が 12mm を超える場合にあっては，2.4.2 の規定に

従う部分溶込み溶接。 
(gl) クレーン台座，関連するブラケット及び支持構造 
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(hm) 甲板とハッチサイドコーミングの端部ブラケットの結合部においては，サイドコー

ミングの終端部ブラケットの先端部から 0.15Hc の範囲。ただし，Hc はハッチコー

ミングの高さとする。 
(in) 外板構造とラダーホーン及び主軸ブラケットの結合部 
(jo) 長い横桁に付く板厚が大きいフランジと船側肋骨との取り合い部。又は長いガーダ

に付く板厚の大きいフランジと隔壁のウェブとの取り合い部。 
 
2.4.6 を次のように改める。 
 

2.4.6 完全溶込み溶接又は部分溶込み溶接が要求される箇所 
2.4.2 に規定する部分溶込み溶接は次の箇所に適用しなければならない。9 章（図 3 参照）

に示す疲労評価等の他の評価基準に従い，適用箇所を追加することがある。 
(a) ホッパ斜板と縦通隔壁（内殻）の結合部 
(b) 縦通隔壁又は横隔壁の主要支持部材における端部と二重底の結合部 
(c) 波形隔壁の下部スツール側板と下部スツール頂板の結合部 
(d) 波形隔壁の下部スツール側板と内底板の結合部 
(ec) 波形隔壁の下部スツール側板の支持フロアと内底板の結合部 
(fd) 波形隔壁とのガセットプレート及びシェダープレートの結合部 
(ge) 溶接構造の立て式波形隔壁の波形部の長さの下部 15%の範囲 
(hf) 二重底内における隔壁の主要支持部材直下及びスツール斜板側板直下の二重底構

造部材。ただし，2.4.5(i)に規定する範囲は除く 
(ig) 下部ホッパ斜板と内底板との結合部 
(jh) 隔壁の水平ストリンガのブラケットの先端部及び脚部 
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図 3 を次のように改める。 

 
図 3 溶接部の高応力域（例） 

 

曲げ加工によるホッパーナックル部 溶接構造のホッパーナックル部 

完全溶込み溶接 

スカラップ無し 

完全溶込み溶接 

スカラップ無しの完全溶込み

溶接又は部分溶込み溶接 

部分溶込み溶接 

スカーフィングブラケット 

完全溶込み溶接 

縦通ハッチコーミングの端部ブラケット 

強力甲板 

完全溶込み溶接（隔壁の板部材とスツ
ール頂板との結合部） 

完全溶込み溶接又は部分溶込み溶接（スツール側板と
スツール頂板及び内底板との結合部） 

完全溶込み溶接又は部分溶込み溶接（スツ
ールの支持桁と内底板との結合部） 

完全溶込み溶接又は部分溶込み溶接
（ホッパ斜板と縦通隔壁（内殻）との
結合部） 

完全溶込み溶接又は部分溶込み溶接（ホッパ斜板と内底板との結合部） 

部分溶込み溶接
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2.5 溶接寸法の基準 
 
2.5.2 を次のように改める。 
 

2.5.2 
連続溶接，重ね継手，又は断続すみ肉溶接の脚長 leg は次の算式で も大きい値以上と

しなければならない。 

builtasleg tff  21  

gapbuiltasweldydleg ttffff  32  

leg は表 1 による。 

f1： 溶接の種類による係数 
30.01 f （両面連続溶接の場合） 

38.01 f （断続溶接の場合） 

f2： 開先形状による係数 
0.12 f （開先無しの両面連続溶接） 

70.02 f （片面開先及び f = tas-built /3 の部分溶込みルート面（f）を tas-built /3 とし

た片面又は両面開先の溶接） 
fyd： 係数で，次の算式以上としなければならない。 

75.0

_

5.0
2351



















weldeH
yd RK

f  

71.0ydf  

ReH_weld：溶接金属の 小降伏応力（N/mm2）で，次の値以上としなければならない。 
ReHが 235N/mm2の軟鋼に使用する場合：305N/mm2 

下部スツール側板 

完全溶込み溶接 

 

フロア 

（半桁） 

二重底サイドガーダ 

（連続した部材） 

300mm 
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ReHが 265 から 355N/mm2までの高張力鋼に使用する場合：375N/mm2 
ReHが 390N/mm2の高張力鋼に使用する場合：400N/mm2 

fweld： 構造部材の種類による溶接係数（表 2，表 3 及び表 4 参照） 
k： 取付ける部材の材料係数 
f3： 溶接の種類による係数 

0.13 f （両面連続溶接） 

weld3 /ctrsf  （断続溶接又は並列溶接） 

sctr: 隣り合う断続溶接部の中心間距離（mm） 

 
表 3 を次のように改める。 

 
表 3 その他の艤装品の溶接係数 

項目 結合部材 fweld 

ハッチカバー 

水密/油密継手 0.48(1) 
防撓材端部 0.38 (2) 
その他 0.24 

マスト，デリックポスト，クレーン台座等 甲板/甲板下の補強構造 0.43 
甲板機器台座 甲板 0.24 
係船装置台座 甲板 0.43 

アクセスハッチの開口部 あらゆる結合部 0.43 
船側付扉及び風雨密扉の防撓材 あらゆる結合部 0.24 
船殻付扉及び風雨密扉の肋骨枠 あらゆる結合部 0.43 
通風筒及び空気管のコーミング 甲板 0.43 

通風筒等の付属品 あらゆる結合部 0.24 
排水口 甲板 0.55 

ブルワークステイ 甲板 0.24 
ブルワークの板部材 甲板 0.43 
ガードレール，支柱 甲板 0.43 
クリート及び装置 ハッチコーミング及びハッチカバー 0.60 (3) 

(1) ばら積貨物船のハッチカバーについては，水密継手は fweld = 0.38 とする。 

(2) ばら積貨物船のハッチカバーについては，防撓材端部は fweld = 0.24 

(3) 小溶接係数。tas-built > 11.5mm の場合，llegは 0.62 tas-builtを超える必要はない。設計に応じて溶込み溶接を要求する場合がある。 
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表 4 を次のように改める。 
 

表 4 主要支持部材の溶接係数 

構造部材 
結合箇所 

fweld 
部材 取り付ける部材 

主要支持部材 

ウェブ 

外板，甲板，内底板 
及び隔壁 

端部（スパンの 15%）せん断スパンの 15%を含む

端部結合箇所 
0.48 

その他 0.38 

面材 

タンク及び貨物倉内において， 
船首から 0.125LCSR間の部材 

0.38 

断面積が 65cm2を超える面材 0.38 

その他 0.24 

継手端部 
バラストタンク及び貨物タンクの境界 0.48 

その他 0.38 

 
表 5 を次のように改める。 
 

表 5 ビルジキールの結合 

結合する構造部材 
溶接脚長（mm） 

端部(1) その他 

外板とパッドプレート 0.62 t1as built 0.48 t1as built 

ビルジキールウェブとパッドプレート 0.48 t2as built 0.30 t2as built 

t1as-built： パッドプレートの建造板厚（mm） 

t2as-built： ビルジキールのウェブの建造板厚（mm） 

(1) 端部の定義については，3 章 6 節図 19 及び図 20 ゾーン B 参照 
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13 章 就航後の船舶，切替え基準 

1 節 原則及び検査要件 

1. 原則 

1.3 書類に関する要求 
 
1.3.2 を次のように改める。 
 

1.3.2 ハルガーダの断面特性 
本船に備え付けられる中央断面図は 5 章 1 節に規定される全ての貨物倉の典型的な代表

的な横断面に対するハルガーダの断面特性を含まなければならない。 
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2 編 船種特有の要件 

1 章 ばら積貨物船 

3 節 局部寸法 

1. 単船側ばら積貨物船の倉内肋骨 

1.4  倉内肋骨上端及び下端の固着部 
 
1.4.2 を次のように改める。 
 

1.4.2 ブラケットの固着部のネット面積 
倉内肋骨上部又は下部カウンターブラケットとそれを支持する i 番目の縦通防撓材との

固着部のネット面積 Ai（cm2）は，次の算式による値以上とを満足しなければならない。 

3

lg,
2
1

104.0 
i

bkti
i

k

ksZ
A


 

 
 

i
SFTibkteHii PsRdA 32

, 1002.0   

Zi： 船側外板及びビルジホッパ斜板において倉内肋骨下部カウンターブラケット

を支持する縦通防撓材又は船側外板及びトップサイドタンク斜板において倉

内肋骨の上部カウンターブラケットを支持する防撓材の内，i 番目の縦通防撓

材のネット断面係数（cm3） 

1 ： 1.4.1 の規定による。 

kbkt： ブラケットの材質に応じた材料係数 
klg,i： i 番目の縦通防撓材の材質に応じた材料係数 
Ai： ブラケットと i 番目の縦通防撓材との固着部における申請ネット面積（cm2） 

Tid , ： 1.4.1 の規定による。 

ibkteHR , ： i 番目の縦通防撓材と固着するブラケットの規格 小降伏応力（N/mm2） 

s： 倉内肋骨の心距（mm） 
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4. BC-A 又は BC-B が付記された船舶の浸水時における許容貨物荷重 

4.1  二重底強度評価 
 
4.1.4 を次のように改める。 
 

4.1.4 許容貨物荷重 
許容貨物積載重量（t）は，次の算式によらなければならない。 

F
VW c

1  

C ： 1 編 4 章 6 節 2.3.3 に規定する，ばら積貨物密度（t/m3）
V： 高さ hBまで平均して積付けた状態における貨物の占める体積（m3） 
F： 係数で次による。 

1.1F  一般 
05.1F  鉄鋼製品 

hB： 貨物の積付け高さ（m）で，次の算式による値 

g

P
h

c
B 
  

P： 次の算式による値（kN/m2） 
･ ばら積貨物の場合，次の算式による値のうち，小さい方の値 

 
 11

1.0 1






perm

hDzgZ
P

c

FF





 

 permhDzgZP FF  11.0  

･ 鉄鋼製品の場合 
 

st

FF hDzgZ
P











1

1.0 1  

st ： 鉄鋼材料の密度（t/m3）で，7.87.85 とする。 

D1： 船の深さ（m）で，基線から船側における乾舷甲板までの距離 
hF： 考慮する点における浸水水頭（m）で，船体のトリム及び横傾斜がない状態に

おいて，内底板から貨物倉の浸水深さ zF（m）までの垂直距離とする。 
zF： 貨物倉の浸水深さ（m）で，1 編 4 章 6 節 3.2.3 の規定による。 
perm： 浸水率で，0.3 を超える必要はない。 

（省略） 
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4 節 船の長さが 150m 未満のばら積貨物船の局部寸法 

4. 主要支持部材 

4.5 二重船側構造のストリンガ 
 
4.5.1 を次のように改める。 
 

4.5.1 ウェブのネット板厚 
二重底内部のフロア二重船側構造のストリンガのネット板厚（mm）は，次の t1 及び t2

による値以上としなければならない。 

  eHprt

c

Cdd

xxSP
Ct





10

31  

|x - xc|が 0.25 DS より小さい場合，|x - xc|は 0.25 DS としなければならない。 

3
1

3

22

2

a
75.1 t

C

CH
t eHprt


  

 

（省略） 
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5 節 ハッチカバー 

4. 荷重条件 

4.1 面外圧力及び荷重 
 
4.1.3 及び 4.1.4 を次のように改める。 
 

4.1.3 バラスト水による内圧 
バラスト水による静水圧及びバラスト水による動的圧力は，1 編 4 章 6 節 1 の規定によ

らなければならない。 
4.1.4 均質な貨物による圧力 
ハッチカバー上に均質な貨物を積載する場合，貨物による静的圧力及び貨物による動的

圧力は 1 編 4 章 5 節 5.3.1 の規定によらなければならない。 

4.2 荷重算出点 
 
4.2.2 を次のように改める。 
 

4.2.2 波浪による圧力以外の面外圧力 
面外圧力については，ハッチカバーの水密境界高さにおいて計算しなければならない。 
・ 板部材については，板パネル要素の図面中心の位置 
・ 防撓材及び主要支持部材については，スパン中央 

 
7. 風雨密性，閉鎖装置，締付け装置及び移動防止用装置 

7.2 ガスケット 
 
7.2.1 を次のように改める。 
 

7.2.1 
ハッチカバーの自重及びハッチカバー上に積載する貨物重量は，船体運動による慣性力

を含め，鋼構造により船体構造に伝達されなければならない。 
荷重の伝達は，ハッチカバーの縁部材と船体構造の連続した鋼構造と鋼構造の接触によ

るものとしても，ベアリングパッドによるものとしても差し支えない。 
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附  則 
 

1. この規則は，2018 年 7 月 1 日（以下，「施行日」という。）から施行する。 
2. 施行日前に建造契約*が行われた船舶にあっては，この規則による規定にかかわ

らず，なお従前の例による。 
3. 前 2.にかかわらず，申込みがあれば，この規則による規定を施行日前に建造契約

が行われた船舶に適用することができる。 
* 建造契約とは， 新の IACS Procedural Requirement (PR) No.29 に定義されたも

のをいう。 

 
IACS PR No.29 (Rev.0, July 2009) 

 
英文（正） 仮訳 

1. The date of “contract for construction” of a vessel is the date on 
which the contract to build the vessel is signed between the 
prospective owner and the shipbuilder. This date and the 
construction numbers (i.e. hull numbers) of all the vessels included 
in the contract are to be declared to the classification society by the 
party applying for the assignment of class to a newbuilding. 

1. 船舶の「建造契約日」とは，予定所有者と造船所との間で建
造契約のサインが交わされた日をいう。なお，この契約日及び
契約を交わす全ての船舶の建造番号（船番等）は，新造船に対
し船級登録を申込む者によって，船級協会に申告されなければ
ならない。 

2. The date of “contract for construction” of a series of vessels, 
including specified optional vessels for which the option is 
ultimately exercised, is the date on which the contract to build the 
series is signed between the prospective owner and the shipbuilder. 

 For the purpose of this Procedural Requirement, vessels built under 
a single contract for construction are considered a “series of vessels” 
if they are built to the same approved plans for classification 
purposes. However, vessels within a series may have design 
alterations from the original design provided: 
(1) such alterations do not affect matters related to classification, 

or 
(2) If the alterations are subject to classification requirements, 

these alterations are to comply with the classification 
requirements in effect on the date on which the alterations are 
contracted between the prospective owner and the shipbuilder 
or, in the absence of the alteration contract, comply with the 
classification requirements in effect on the date on which the 
alterations are submitted to the Society for approval.  

 The optional vessels will be considered part of the same series of 
vessels if the option is exercised not later than 1 year after the 
contract to build the series was signed. 

2. オプションの行使権が契約書に明示されている場合，オプシ
ョン行使によるシリーズ船の「建造契約日」は，予定所有者と
造船所との間で建造契約のサインが交わされた日をいう。本
Procedural Requirement の適用において，1 つの建造契約書に基
づく船舶が同一の承認図面によって建造される場合は，シリー
ズ船と見なす。しかしながら，以下の条件を満たす設計変更に
あっては，シリーズ船は原設計から設計変更を行うことができ
る。 

 
(1) 設計変更が船級要件に影響を及ぼさない， 

又は， 
(2) 設計変更が船級規則の対象となる場合，当該変更が予定所

有者と造船所との間で契約された日に有効な船級規則に
適合している，又は設計変更の契約が無い場合は承認のた
めに図面が船級協会に提出された日に有効な船級規則に
適合している。 

 
 
オプションによる建造予定船は，シリーズ船の建造契約が結ば
れてから 1 年以内にオプションが行使される場合，シリーズ船
として扱われる。 

3. If a contract for construction is later amended to include additional 
vessels or additional options, the date of “contract for construction” 
for such vessels is the date on which the amendment to the contract, 
is signed between the prospective owner and the shipbuilder. The 
amendment to the contract is to be considered as a “new contract” to 
which 1. and 2. above apply. 

3. 建造契約の後に追加の建造船又は追加のオプションを含める
契約の変更がなされた場合，建造契約日は予定所有者と造船所
との間で契約変更がなされた日をいう。この契約変更は前 1.
及び 2.に対して，「新しい契約」として扱わなければならない。 

4. If a contract for construction is amended to change the ship type, 
the date of “contract for construction” of this modified vessel, or 
vessels, is the date on which revised contract or new contract is 
signed between the Owner, or Owners, and the shipbuilder. 

4. 船舶の種類の変更による建造契約の変更があった場合，改造
された船舶の「建造契約日」は，予定所有者と造船所との間で
契約変更又は新規契約のサインが交わされた日をいう。 

Note:  
This Procedural Requirement applies from 1 July 2009. 

備考：  
1. 本 PR は，2009 年 7 月 1 日から適用する。 

 

 

 

 


	鋼船規則　CSR-B&T 編 ばら積貨物船及び油タンカーのための共通構造規則
	目次
	1 編 共通要件
	1 章 一般原則
	1 節 適用
	1. 適用範囲
	2. 規則の適用
	3. 船級符号への付記
	4. 船級規則の適用

	2 節 原則
	1. 一般
	2. 一般原則
	3. 設計基礎
	4. 設計の原則
	5. 規則設計手法

	3 節 適合確認
	1. 一般
	2. 提出書類
	3. 承認の範囲
	4. 工事
	5. 構造詳細
	6. 同等効力に関する手順

	4 節 記号及び定義
	1. 主要な記号及び単位
	2. 記号
	3. 定義

	5 節 ローディングマニュアル及び積付計算機
	1. 一般要件
	2. ローディングマニュアル
	3. 積付計算機
	4. ばら積貨物船に対する積付


	2 章 一般配置要件
	1 節 一般
	1. 一般

	2 節 隔壁配置
	1. 水密隔壁の配置
	2. 船首隔壁
	3. 船尾隔壁

	3 節 区画配置
	1. コファダム
	2. 二重底
	3. 二重船側
	4. 船首隔壁前方の区画
	5. 燃料油タンク
	6. 船尾隔壁後方の区画
	7. バラストタンク

	4 節 交通設備
	1. 閉鎖場所
	2. 貨物エリア及び船首区域


	3 章 構造設計の原則
	1 節 材料
	1. 一般
	2. 船体構造用圧延鋼材
	3. 鍛鋼品及び鋳鋼品
	4. アルミニウム合金材
	5. その他の材料及び製品

	2 節 ネット寸法手法
	1. 一般

	3 節 腐食予備厚
	1. 一般

	4 節 防食措置
	1. 一般
	2. 電気防食用アノード

	5 節 限界状態
	1. 一般
	2. 基準
	3. 衝撃荷重に対する強度評価

	6 節 構造詳細の原則
	1. 適用
	2. 一般原則
	3. 防撓材
	4. 主要支持部材（PSM）
	5. 防撓材と主要支持部材の交差部
	6. 開口
	7. 二重底構造
	8. 二重船側構造
	9. 甲板構造
	10. 隔壁構造
	11. 梁柱

	7 節 構造の理想化
	1. 防撓材及び主要支持部材の構造の理想化
	2. 板部材
	3. 防撓材
	4. 主要支持部材


	4 章 荷重
	1 節 序論
	1. 一般

	2 節 動的荷重ケース
	1. 一般
	2. 強度評価に用いる動的荷重ケース
	3. 疲労評価に用いる動的荷重ケース

	3 節 船体運動及び加速度
	1. 一般
	2. 船体運動及び加速度
	3. 任意の位置における加速度

	4 節 ハルガーダ荷重
	1. 適用
	2. 静水中ハルガーダ荷重
	3. 動的ハルガーダ荷重

	5 節 外圧
	1. 海水圧
	2. 暴露甲板における外圧
	3. 船首部における衝撃圧
	4. 船楼及び甲板室に対する外圧
	5. ハッチカバーに対する外圧

	6 節 内圧
	1. 液体による圧力
	2. ばら積貨物による圧力及び力
	3. 浸水状態におけるばら積貨物による圧力及び力
	4. ばら積貨物船の貨物倉内におけるスチールコイルによる荷重
	5. 暴露していない甲板及びプラットホームに作用する荷重
	6. タンク内のスロッシング圧力
	7. 水圧試験時の設計圧力

	7 節 設計荷重シナリオ
	1. 一般
	2. 強度評価に用いる設計荷重シナリオ
	3. 疲労評価に用いる設計荷重シナリオ

	8 節 積付状態
	1. 適用
	2. 共通の設計積付状態
	3. 油タンカー
	4. ばら積貨物船
	5. 疲労評価に用いる標準積付状態

	付録1 マスチャート
	1. 一般
	2. 各貨物倉の最大及び最小貨物質量
	3. 隣接する2つの貨物倉の最大及び最小貨物質量


	5 章 ハルガーダ強度
	1 節 ハルガーダ降伏強度
	1. 船体横断面の強度特性
	2. ハルガーダ曲げ強度評価
	3. ハルガーダせん断強度評価

	2 節 縦曲げ最終強度評価
	1. 適用
	2. 評価基準

	3 節 残存強度評価
	1. 適用
	2. 評価基準

	付録1 せん断流の直接計算
	1. 計算式
	2. 単船側構造の船体横断面に対する計算例

	付録2 縦曲げ最終強度
	1. 一般
	2. 増分反復法
	3. 代替手法


	6 章 船体局部寸法
	1 節 一般
	1. 適用

	2 節 適用荷重
	1. 荷重の組合せ
	2. 設計荷重条件

	3 節 最小板厚
	1. 板部材
	2. 防撓材及びトリッピングブラケット
	3. 主要支持部材

	4 節 板部材
	1. 面外圧力を受ける板部材
	2. 特別要件

	5 節 防撓材
	1. 面外圧力が作用する防撓材

	6 節 主要支持部材及び梁柱
	1. 一般
	2. 貨物倉区域内の主要支持部材
	3. 貨物倉区域外の主要支持部材
	4. 梁柱


	7 章 直接強度評価
	1 節 強度評価
	1. 一般
	2. ネット寸法
	3. 要素の種類
	4. 検討結果の提出
	5. コンピュータプログラム

	2 節 貨物倉の構造強度解析
	1. 目的及び範囲
	2. 構造モデル
	3. 有限要素解析の荷重組合せ
	4. 荷重の適用
	5. 解析の評価基準

	3 節 局部構造強度解析
	1. 目的及び範囲
	2. 詳細メッシュ解析により評価する局部箇所
	3. スクリーニング手順
	4. 船体構造のモデル化
	5. 有限要素解析の荷重組合せ
	6. 解析の評価基準


	8 章 座屈
	1 節 一般
	1. 序論
	2. 適用
	3. 定義

	2 節 細長比要件
	1. 構造要素
	2. 板部材
	3. 防撓材
	4. 主要支持部材
	5. ブラケット
	6. その他の構造

	3 節 規則算式による座屈要件
	1. 一般
	2. ハルガーダ応力
	3. 座屈評価基準

	4 節 直接強度解析における座屈要件
	1. 一般
	2. 防撓パネル及び非防撓パネル
	3. 波形隔壁
	4. 単船側ばら積貨物船の垂直方向に防撓される船側外板
	5. 支材，梁柱及びクロスタイ

	5 節 座屈強度
	1. 一般
	2. 板部材及び防撓材の座屈強度
	3. その他の構造部材の座屈強度

	付録1 応力法による参照応力
	1. 応力法
	2. 参照応力


	9 章 疲労
	1 節 概論
	1. 疲労要件の適用
	2. 定義
	3. 前提条件
	4. 方法
	5. 腐食モデル
	6. 積付状態
	7. 荷重ケース

	2 節 評価すべき構造詳細
	1. 簡易応力解析
	2. 有限要素解析

	3 節 疲労評価
	1. 疲労解析法
	2. 評価基準
	3. 疲労評価のための参照応力
	4. S-N線図
	5. 疲労被害度の計算
	6. 溶接改善法
	7. 施工技術

	4 節 簡易応力解析
	1. 一般
	2. ホットスポット応力
	3. ハルガーダ応力
	4. 防撓材に発生する局部応力
	5. 応力集中係数

	5 節 有限要素応力解析
	1. 一般
	2. 有限要素モデル
	3. 桁等で支持された十字継手以外の構造詳細におけるホットスポット応力
	4. 桁等に支持された十字継手のホットスポット応力
	5. ホットスポット応力手法の制限
	6. スクリーニング疲労評価

	6 節 詳細設計標準
	1. 一般
	2. 防撓材とフレームの結合部
	3. ブロック継手のスカラップ
	4. ホッパーナックルの結合部
	5. ストリンガのヒール部
	6. 下部及び上部スツールと隔壁との結合部
	7. 内底板と隔壁との結合部
	8. 倉内肋骨の上下端
	9. ハッチコーナ


	10 章 その他の構造
	1 節 船首部
	1. 一般
	2. 構造配置
	3. 衝撃荷重を受ける構造
	4. 追加の部材寸法要件

	2 節 機関区域
	1. 一般
	2. 機関区域の配置
	3. 機器の台座

	3 節 船尾部
	1. 一般
	2. 船尾倉
	3. 船尾材
	4. 外板構造に対する特別な部材寸法要件

	4 節 スロッシングを受けるタンク
	1. 一般
	2. 部材寸法要件


	11 章 船楼，甲板室及び艤装品
	1 節 船楼，甲板室及び昇降口室
	1. 一般
	2. 構造配置
	3. 部材寸法

	2 節 ブルワーク及びガードレール
	1. 一般
	2. ブルワーク
	3. ガードレール

	3 節 艤装
	1. 一般
	2. 艤装数計算
	3. 揚錨設備

	4 節 甲板機器及び艤装品の支持構造
	1. 一般
	2. ウインドラス及びチェーンストッパ
	3. ムアリングウインチ
	4. クレーン，デリック及びリフティングマスト及び救命設備
	5. ボラードとビット，フェアリード，スタンドローラ，チョック及びキャプスタン
	6. その他の艤装品

	5 節 小倉口
	1. 一般
	2. 暴露甲板前方部分の小倉口


	12 章 建造
	1 節 建造及び組立て
	1. 一般
	2. 切欠き及び端部処理
	3. 冷間加工
	4. 熱間加工
	5. 組立て及び精度

	2 節 溶接工事
	1. 一般
	2. 溶接施工方法，溶接材料及び溶接士
	3. 溶接継手
	4. 非破壊試験

	3 節 溶接継手の設計
	1. 一般
	2. T字継手又は十字継手
	3. 突合せ継手
	4. 他の種類の継手
	5. 結合部の詳細


	13 章 就航後の船舶，切替え基準
	1 節 原則及び検査要件
	1. 原則
	2. 船体検査に関する要件

	2 節 許容基準
	1. 一般
	2. 切替基準



	2 編 船種特有の要件
	1 章 ばら積貨物船
	1 節 一般配置要件
	1. 船首楼

	2 節 構造設計の原則
	1. 適用
	2. 防食措置
	3. 構造詳細の原則

	3 節 局部寸法
	1. 単船側ばら積貨物船の倉内肋骨
	2. 木製のダンネージ上のスチールコイルによる荷重を受ける構造
	3. 浸水状態に対する貨物倉間の水密波形隔壁
	4. BC-A又はBC-Bが付記された船舶の浸水時における許容貨物荷重

	4 節 船の長さが150m未満のばら積貨物船の局部寸法
	1. 一般
	2. 防撓材を連結する支材
	3. バラストホールドの波形隔壁
	4. 主要支持部材

	5 節 ハッチカバー
	1. 一般
	2. 配置
	3. 板材の幅
	4. 荷重条件
	5. 強度評価
	6. ハッチコーミング
	7. 風雨密性，閉鎖装置，締付け装置及び移動防止用装置
	8. 排水設備

	6 節 グラブ荷役
	1. 一般
	2. 寸法要件


	2 章 油タンカー
	1 節 一般配置要件
	1. 一般
	2. 貨物タンクの分離
	3. 二重船殻配置
	4. 点検設備

	2 節 構造設計の原則
	1. 防食措置

	3 節 船体局部強度
	1. 貨物倉区域の主要支持部材
	2. 立て式波形隔壁

	4 節 船体艤装
	1. 非常用曳航設備に使用する部品に対する支持構造
	2. その他の甲板艤装
	3. ガードレール及びブルワーク



	附則

	前年度版からの規則の改正（本年度版に反映済）
	②2018年6月29日付改正 規則 第89号




